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巻 頭 言 

のフリをした 祝 福 です 

 

 

役所の省史にしろ、⺠間の社史にしろ、正史として纏めるとなると鯱張ったもの

になりますし、読み易い私史となるとどこまで信をおいて良いか、折⾓努⼒を注い

だ以上役に⽴つものとはしたいが…どこでもある悩みです。 

それでも何か欲しい。でっかいものでは、ギボンのロ−マ帝国衰亡史は、欧⽶知

識⼈ならだれでも読んでいて⾃在に引⽤する。鯨岡兵輔環境⼤⾂は、「経験に学ばな

い者は鶏⼈間だ！鶏は追っても追ってもやっぱり同じところにやってくる」と喝破

されました。やはり 50 年の経験は残したい。 

若い職員の⽅々にそう思っていただいたのは有難いし、職員 OB 等かつての関係

者にも⼤変ご協⼒を頂いた、もっとも機会があれば⼀⾔ぶちたいと⾔うのが OB の

性癖でしょうから左程気にしなくてもいいのかも知れませんが、とにかくこの 50 年

史はそういう賜物です。 

 

回顧、経過の記録も、所詮、筆者論者の思念の産物ですから、それぞれの知⾒、

視野、精神等の深さ、広がり、⾼さを超えられません。どれほど役に⽴つか分かり

ませんし、論難される点があれば、私もその⼀員として責めを負いますが、せめて

お汲み取り頂ければということが⼆つあります。 

まず、環境庁・環境省が、「環境の保全こそは、⾏政が注⼒しないといけない最も

国⺠に密接した政策課題だ」と信じて懸命に取り組んできたことが浮かび上がれば

いいなぁと⼼から思います。⼒及ばずと⾔うことはあるにせよ、いつも⼈々に寄り

添うという気持ちだけは持ち続けたと思います。 

  



 

 

そして環境庁・環境省こそ、⼤⾂をヘッドに、副⼤⾂、⼤⾂政務官という政治家

の司令官の指揮の下、忠実に、少数であってもそれなりに精強な職員スタッフが⾝

を粉にしてきた役所であり、⼤⾂等政治司令官のリーダーシップに⼤いに頼ってき

た役所だということです。環境庁発⾜から様々な変遷を経てようやく築かれたワン

チームだと思います。これが⼆つ⽬です。 

 

未来は若い⼈のものであり、歴史、経験に拘泥すべきではありませんが、この⼆

つなら、これから環境省に関わる⽅々、縁あってこの 50 年史をご覧になる⽅々にも

共感がつながり、将来への祝福となるのではないか、僭越ですが、巻頭⾔のフリを

して祈らせていただく次第です。 

 

 
環境庁１期生、元環境事務次官 

西尾哲茂 

 
 



 

 

 
環境省五十年史の編さんに当たって 

 
環境省五十年史編さんチーム 

 
１．経緯 

1971（昭和 46）年 7 月 1 日に環境庁が設置された。1981（昭和 56）年には「環境庁十
年史」が、1991（平成 3）年には「環境庁二十年史」が、それぞれ発刊されている。しか
し、環境省が設置された 2001（平成 13）年は、環境庁が設置されて 30 年の節目であった
が、三十年史は作成されないなど、「環境庁二十年史」を最後に環境省の年史は作成されて
いない。このため、今般、環境庁設置 50 年目、環境省設置 20 年目に当たる 2021（令和
3）年に、「環境省五十年史」を作成することとした。 

環境省あるいは環境行政の歴史については、前述の十年史や二十年史のほか、公害白書
や環境白書等の文書によってたどることができる。しかしながら、担当職員の経験や思い、
関係者との調整の経緯、環境庁・環境省が置かれた状況などは、必ずしも公表資料や行政
文書には表れていない。そうした詳細を知るためには、その当時の人物から口述や文書に
より情報を入手する必要がある。環境省は中央省庁の中では比較的新しい官庁であるが、
50 年の節目を逃すと、環境庁設置当初からの歴史の証人の声を集めることは非常に困難に
なると思われる。この 50 年間の環境庁・環境省の足跡を振り返り、それを糧として、環境
省の更なる飛躍につなげたい――そうした思いを持った環境省の有志職員により、「環境省
五十年史編さんチーム」が組織され、環境省五十年史の編さんを行った。 

本史の編さんに当たっては、業務時間の 20％までを所属課室の担当業務以外の環境政策
に寄与する活動に充てることができるようにするための仕組み「霞が関版２０％ルール」
も活用しつつ、編さんチームのメンバーが、所属部署の業務の傍らで、部局や職種を超え
て集い、構想、企画、調整、情報収集、編集等を行った。 

 
 
２．本年史の位置付けとコンセプト 

上述のとおり、本年史は環境省有志職員から成る環境省五十年史編さんチームが編さん
を行ったものである。 

本年史のコンセプトは以下のとおりである。 
・環境政策や環境省の取組の内容については環境白書等に委ね、そうした文献資料には残

されていない情報を、オーラルヒストリー（口述歴史）として取りまとめる。その対象
は、環境庁・環境省にとって重要な出来事とし、特に環境庁二十年史発刊以降の 30 年間
に重点を置く。 

・時間的な幅を持ったテーマについてのレビューや、オーラルヒストリーを補完する内容



 

 

等について、原稿の執筆をお願いする。 
・環境省及び環境政策の 50 年間を振り返るための資料・データを整理して取りまとめる。 
 
 

３．構成 
本史は、インタビュー記録及び執筆原稿から成る記録編と、過去 50 年間の出来事の年

表、予算・定員・組織等の変遷、各年の白書等から成る資料編から構成される。 
記録編については、環境庁・環境省にとって重要な出来事に関わった当時の担当職員や

有識者計 42 名（のべ 72 名）を対象としてインタビューを行い、オーラルヒストリーを作
成した。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、対面でのインタビューは感染症対策に
万全を期して行うとともに、一部のインタビューはウェブ会議システムを利用したオンラ
イン方式で行われ、これにより、地方や海外に在住の方にも御参加いただくことが可能と
なった。さらに、有識者や民間の方を含め、6 名から寄稿を頂いた。 

また、資料編では、環境と社会の 50 年を年表形式で振り返るとともに、歴代の大臣・副
大臣・政務官・事務次官等、予算・定員・組織・国立公園の変遷を整理した。また、50 年
間の環境白書等の表紙及び総説のテーマを並べ、更に白書で用いられたキーワードの出現
頻度を集計し、年代別の出現ランキングと出現傾向の分析を行った。 

 
 
４．留意事項 

インタビューの発言内容は発言者の責任で御確認いただいたものであり、必ずしも環境
省の見解ではない。また、寄稿文は環境省五十年史の作成に当たり執筆していただいたも
のであり、文責は執筆者にある。 

年は西暦表示を基本とした。記録編では、原則として、各出来事・テーマの代表的な年
を特定し、タイトルにかっこ書きで記載して、年代順に並べている。 

インタビュー記録では、冒頭及び末尾に話し手を五十音順で記載するとともに、現役管
理職が同席した場合は同席者又は聞き手として記載した。また、文中に記載されている組
織の名称や人物の肩書は、特に断り書きのない限り、語られている出来事当時のものであ
る。組織名等の固有名詞については、略称が用いられた場合は発言ママを基本とし、必要
に応じてかっこ書きで正式名称を補った。 

寄稿文については、初稿を受領した日を「原稿受理日」、公表用の原稿を執筆者が確認し
た日を「最終確認日」として、各寄稿文の冒頭脚注に記載した。 

細心の注意を払って編さんを行ったが、環境省及び環境省五十年史編さんチームは、読
者が本史記載の情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではない。内
容の誤り等により修正が必要になった場合は、修正した電子データを環境省ウェブサイト
に掲載する。 

以 上 
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記録編-01-1

環境省五十年史 

環境庁設置からの流れ（1971 年～）1 
話し手 西尾 哲茂 氏 

 

 

 プロパー1期生として環境庁へ 

私は、1972 年に環境庁へ入り、当時の企画調整局公害保健課に配属されました。7 月に四日市

公害訴訟判決があって、入って半年ぐらいしたら公害健康被害補償法（公健法）を作ることにな

り、損害賠償保障制度準備室を設置するというので、私は局長のところに行って、入れてくださ

いと志願したんです。配属課に籍を置いたまま併任でその業務に入れてもらい、最初の本格的な

仕事は光栄にも公健法立案の一端を担わせてもらいました。その後は併任併任で、忙しいところ

へとにかく引っ張っていかれるので、10 年後に富山県庁に行くまではほとんど併任人生です。何

かもめ出したら、併任で何時でも集められていました。 

 入った時は、幹部に実力がある人がたくさんいました。事務次官は梅本純正さんで、厚生事務

次官から環境事務次官に横すべりし、後に内閣官房副長官になりました。厚生、環境の次官、官

房副長官と、次官級を 3 つもやった、稀有な人だと思います。 

 それから、公健法をやった時の企画調整局長は船後正道局長で、大蔵省では花の 1943 年入省組

のこの人が環境庁に来て次官になりました。そのうちにレジェンド橋本道夫さんが公健法の担当

室長になったので、幹部はそろっていました。準備室を作る時、事務方はみんな二階級下げるよ

うな併任で、局の総括課の総括補佐で課長になる手前だった小川邦夫さんが室の補佐。通産省か

ら来たしっかりした人で、最後は特許庁長官をやっていました。それから、公害保健課の総括補

佐だったのに準備室の次席補佐になったのが、古川貞二郎さん。この人は厚生省で事務次官にな

って、後に官房副長官をやりました。秘書課長は菅野弘夫さんで、後に総理府の総務副長官、総

理府の次官級になりました。当時の水質保全局長だった岡安誠さんも後に水産庁長官になりまし

た。また、係長は 5 年上の太田義武さんで、その後は内閣参事官等をやって環境庁に戻り、環境

省の初代次官になった人です。だから、上司には恵まれていたと思います。 

 公健法案を提出した時の長官は、後に総理になる三木武夫長官です。三木長官というのは、や

はり風格ありましたよね。国会審議やっていたら、大体目つぶってね。公健法案の時は、島本虎

三議員という当時野党で公害問題の第一人者として活躍した議員が 5 日にわたって質問に立った。

この人が三木長官を見て、「長官居眠りをしておるようでありますが」と言ったら、三木長官はや

おら起きて答弁席に行こうとするので、答弁資料を渡そうとしたら要らないと言って、「心眼はあ

 
1 このインタビューは、2021 年 4 月 5 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は発言者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の見解ではない。 



 
 

記録編-01-2
環境庁設置からの流れ 

いています」と言って悠々と戻ってきたんで、みんな恐れ入ったという話です2。 

 

 環境庁ができて変わったこと 

入庁したのは大学紛争も終息した頃ですけれど

も、時代の雰囲気はリベラルです。そんな中で、新

しく始まる役所というのは魅力的でした。その時

の世の中の環境庁に対する空気ですけれども、二

代目長官の大石武一長官が、最初に、工事を途中

までやっている南アルプススーパー林道を止めろ

と言って強硬な姿勢を示したので、マスコミ的に

はこれは公害、自然破壊に対峙してくれる役所、

月光仮面だということで、もてはやされたわけで

す。ただ、何も根回しをしないで言ったものです

から、結局、後で立ち往生して、元へ戻ってしまっ

た。ですから、実際の施策としては空振りだった

と思いますが、発足早々、国民の味方というイメ

ージを持ってもらったというのは良かったと思い

ます。 

 環境庁の設置法案想定問答では、「それまでは公

害対策本部で各省調整して、公害国会で公害 14 法

などを進めてきたが、公害対策本部というのは臨時的組織だから、やはり長期的な対応ができる

組織が要る。だから、まず公害対策本部の調整機能に加えて、必要な実施事務を所掌する組織に

衣替えする、各省に分かれている関係機能を一元化する」とあります。なるほど美しい。 

 実態については、環境庁は企画官庁か実施官庁かという問いがあります。そこで、事業を持た

ないのは中途半端ではとの問いには、基本的施策の企画立案をする企画官庁です、総合調整権を

持つ調整官庁です、それから公害防止の根幹事務は実施まで含むので実施官庁です、とあります。

実施官庁というのは何かというと、公害防止の規制権限は一元化するけれども実施事業は各省に

残る、しかし総合調整権で対処するのだから、全体として実施官庁と言っているわけです。 

 私の整理では、実施官庁というのは、ある政策領域の全体を責任持って担任する官庁だと思う

んです。規制権限は一元化しているとは言うけど、立案だけして、実は機関委任事務で実態は地

方公共団体がやっているわけです。しかも、それと対で動かしていくような事業は持っていない

わけですから、実施官庁だと言ったって、領域全体を担任しているかというと、いっぱい欠陥が

あるのは当たり前。極めて不完全な実施官庁だと思います。佐藤栄作総理が公害国会をやって、

 
2 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104209X04019730718/99 （アクセス日：2021 年 12 月 20 日） 

環境省内の会議室に掲げられている環境庁の看板 
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その後、やはり環境庁を作ろうと言って環境専業組織を作ったことは、不完全であれ何であれ、

非常に大きいと思います。ただし、十分な組織でなくても佐藤総理がやると言うから作った、そ

この限界はあるわけです。それから、自然保護が合流したことは、後に決定的な相違をもたらし

ていると私は思います。だから、名称も公害対策庁じゃなくて環境庁だ。しかも、実施官庁とし

ましたから、環境保護庁ではなくて、環境庁としたと思うんです。これは偶然と言えば偶然です

が、すごく発展性があって非常に良かった、ありがたいことだったと思います。ともあれ、環境

庁という専業組織を作ったので、私たちとしては環境という領域を全部やる実施官庁になりたい、

目指そうと思いますよね。 

 それでも、設置の際には「公害規制は環境庁に一元化、対策は他省庁に委ねて環境庁は調整機

能のみ」で、ずっと来るわけです。環境庁設置法の時、私はいないから推測ですが、佐藤総理の

イニシアティブで公害 14 法もやったし、環境庁も作りました。こうなると、役所同士では、それ

なりの組織は作らなきゃいかん、となります。規制関係は、実施事務は機関委任事務で地方公共

団体にやってもらうわけですが、丸々環境庁に持っていきましょうとできる。ですから、公害規

制は一元化できる。他方、事業関係の既存の権限とかまで純化しようとこだわるとセットできな

い。それでこれは各省に置いたままで、調整権限ということにしたのだと思います。 

 調整権限というのは、結局、限界がある。戦前戦後ずっと縦割り官庁でやってくると、何か横

串の役所があった方が良いんじゃないかと、段々みんな思うようになってくるわけです。要する

に、縦割りの官庁が強くなってくると、省益ばかりだとか、縦で権限争いしているとか、みんな

言いたくなるから、横串があった方が良いと考えるわけです。そういうことで、総理府の外局と

して経済企画庁とか科学技術庁ができた。これは、長官に国務大臣を充てるけど、建前の所管は

総理大臣だから、各省に威令が届くだろうということで、縦割りの省庁を調整する、そういう建

付けになっているわけです。でも、背景に力を持たせないと、調整といっても空念仏ですよね。

ですから、経企庁は力を得るのに官庁エコノミストとして発信力を追求し、国土庁は日本の総合

開発計画の創始者の下河辺淳さんの下で、国土計画で展開しようとしたんです。だけど時代が変

わってしまい、環境庁だけが小なりといえど省に鞍替えをしたのだと思っています。 

 私は、古今東西、縦割り各省が強い体制のまま、横割りの調整官庁に仕事をさせる仕組みとい

うのは、できたことはないんじゃないかと思います。横割り的なやり方で実効的なのは、アメリ

カの大統領補佐官や中国の国家発展改革委員会のように、優越権力に乗りかかっている場合だと

思います。ですから、横割り的に戦闘正面に向けなきゃいかんということで、官邸主導が出てく

るのは良いんですが、それをやるならちゃんとスタッフィングをして、長期戦略でやらないとな

かなか難しいと思います。 

 

 環境庁の総合調整とは 

国土庁の設置法には、調整しか書いてありません。環境庁は、総合調整と書いてあるんです。

調整は、要するに各省がいろいろ言っているのをまとめさえすれば調整です。でも、総合調整と
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いうのは、あるべき哲学の方向があって、そこに向けて調節をしていかなきゃいけないというこ

とです。その究極の発現が、勧告権みたいな形で現れてくるわけです。 

 何で環境庁はそうしたのかというのは、これは残っている記録もないですが、私の頭の整理で

はなるほどと思うことがあります。国土庁の調整というのは、各省がこういう開発をしたいとい

う、プラスの方向のものを、全体として進度を合わせましょう、役割分担をしましょう、効果的

にやりましょう、ということでまとめればいいから調整なんです。符合が全部プラス、プラス、

プラスというものを調節している。だけど環境庁は、環境容量だとかの要請を踏まえて、こうい

うふうにはまらないとだめですよと言える。結局、総合調整というのは、環境の理想の姿があっ

て、各省に対して環境庁から、こうじゃなきゃいかんと言って調整をするところまでいくんだと

なります。そうすると、環境庁のやっている調整は、プラスもあればマイナスもある。要するに

各省がやろうとしていることにブレーキをかけることも含めての調整です。後づけかもしれない

けど、私はそういう理論構築をしていました。哲学・理想を持ってやるから、環境保全上必要だ

けども、進んでいないものがあったら、各省にやらせるにしても、自分でやるにしても、何でも

やれるんだ、こういうことの根拠になるはずだと、こう考えたわけです。 

 設置法を見ると、基本的政策の企画立案・推進とあって、企画があります、それから各省の環

境対策の調整がありますと書いてあります。この 2 つだけ、企画と調整だけだったら、例えばア

セス法案を作ろうと考えると、環境庁は企画で基本ルールを決めてくれたら後は各省でやります、

権限は各省で行使しますと言われます。それから、いやいや調整しますよと言ったら、各省が発

議もしてないのを何で調整って勝手に出てくるんだと言われます。ここを埋めているのは総合調

整です。だから、企画から総合があって調整があったら何でもできるというのを我が方の梃子に

していたのです。でも、各省はそんなもの知るかと言います。認めさせても、だから何なの、そ

れは大義を言っているだけでしょう、ということで、具体論では誰も「はい、従います」とは言

わないから、結局、限界があったんでしょうね。 

 調整権限だけで、情報がないと弱点になることの典型的な例は、化審法（化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律）です。今は経産・厚労・環境で共管になっていますが、1973 年に化

審法ができた当時は新規化学物質の審査権限は通産・厚生の共管で、環境庁は新規化学物質の審

査届出を知らせてもらって、何か意見がある時だけ言うという形になったんです。だけど、要は

環境庁には紙切れ 1 枚回ってくるだけ。化学物質を開発している人はこっち（環境庁）には来な

いから、情報もない。これを直すのに、省庁再編まで 30 年掛かったわけです。 

 私は交通公害対策室長をやりましたけれども、あの時は、新幹線騒音・振動、在来線の騒音、

航空機騒音とか基地の騒音、コミューターとかヘリ騒音、一般・高速道路の騒音、低周波振動と、

デパート状態です。これ、環境庁には一切権限ないんです。しょうがないから、運輸・建設・防

衛、それから JR、関係公団も私は再三訪ねていきました。別に調整だからといって相手が協力し

てくれるわけじゃないので、相手の状況も勉強しましたし、こちらの被害の状況も縷々言い、可

能な範囲でコツコツやりましょうねと言って進めていくしかありませんでした。 
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 時代のパラダイム 

環境庁設置で進展したことを一言で格好良く言えば、汚染との闘いに勝利したということだと

思います。これがその時代のパラダイムだった。環境庁の限界は、先に言ったような役所の設計

から出てきたところもありますが、パラダイムの力が衰えたんだと今となっては思います。 

 環境政策の歴史を振り返って、時代のパラダイムということで私がいつも整理しているのは、

公害対策の前史時代というのは別にして、以後の時代はおおむね 20 年刻みで見たら見やすい。

1972 年にストックホルムの人間環境会議があり、そこから汚染との闘いだと言って、みんなやり

出しました。日本ではその前年に環境庁が発足していますし、そのちょっと前に公害対策基本法

から、公害国会で大体公害関係法規は整っていますから、そこを起点として 20 年ぐらい汚染対策

の時代となるわけです。 

 1974 年にはもうオゾン層破壊の話が出ていました。偉い人がいるもので、自然生態系の大家で

大阪市立大名誉教授の吉良竜夫先生は、その頃既に、地球温暖化がオゾン層以上の大問題ですよ

と言っていました。今は測定とかエビデンスが少ないけれど、20 年も経てばみんな大騒ぎします

よ、と言いました。なるほど、ということですけど、やはり夜明け前、議論に向けてだんだん盛

り上がってくる幕末の手前が、20 年の後半です。 

 そして 1992 年のリオの国連サミット。これで時代が変わって、国際時代、地球環境時代になっ

て、そこから 20 年。この時代を彩っているのは、サミットとリオ宣言があって、翌年環境基本法

を作って、環境省昇格は 10 年遅れますけれど、そういう時期なので、私はウィン・ウィン追求と

いうのが時代のパラダイムとして良いんじゃないかと思います。 

 汚染との闘いの 20 年、ウィン・ウィン追求の 20 年。そうすると、2012 年からまた 20 年と思

ったんですけど、2011 年に東日本大震災が起こって様子が変わります。それから既に 10 年経ち、

この時代が第 3 の時期で、どうなるのだろうと思っています。 

 

 第一「汚染対策」の時代（1972年～） 

 1972 年から 1992 年のリオ・サミットの前夜までの 20 年というのは、汚染との闘いの時代だ

と大体納得できると思うんです。しかし、実は環境庁がスタートした頃には、このパラダイムの

頂点にたどり着きつつあって、20 年のうちの前半 10 年は何とかそれでやっていくのだけど、後

半 10 年はこのパラダイムの力が、少なくとも日本では減衰してきていて、1992 年からの地球環

境、ウィン・ウィンの時代になるまで非常に力が弱まったと思います。1971 年に環境庁ができて、

さあ！と言うけれど、1967 年に公害基本法、1970 年に公害 14 法ですから、もう既にその時に公

害規制というのは概成しているんですね。佐藤総理からすれば、1971 年の環境庁設置は仕上げだ

ったので、頂点に立ったら、あとは下がっていくんです。 

 少し変調だな、ちょっとおかしいなと思いはじめたのは、1978 年に水質総量規制制度を導入し

た時です。水質総量規制の目標は、環境基準だとは書けないので、環境基準を横目ににらみなが



 
 

記録編-01-6
環境庁設置からの流れ 

ら、下水道なんかの進み具合を見て、可能な範囲、と書いてあるんです。何やこれは、ちょっと

おかしい。その後、アセスの苦戦もあり、地盤沈下総合立法で国土庁と数年ガチャガチャやった

けどできない。湖沼法もその頃やり出したのですが、本来あれほど難航する内容じゃないのに、

長いこと掛かっちゃいました。どうもいかん、何か力が落ちとる、ということですね。そこを整

理すると、時代のパラダイムが薄れてきたのだろうということです。環境庁の当初設計の限界が

露呈したということだと思います。公害規制の典型はエンド・オブ・パイプ・アプローチで、そ

れでできるものは環境庁がスタートした時にほとんどできていたので、それだけでは上手くでき

ないものばっかり残っていたのに、そこを打破する方法がなかなか上手くできないで苦心したと

いうことです。 

 例えば、環境アセス法案に取り組んだ時、橋

本さんが著書3で書いているように、事前によ

く調査、予測して、シミュレーションしたりし

て、ちゃんと環境容量で科学的にやる、という

ことに加えて、公表とか、意見聴取とか、ある

種の民主主義プロセス、プロシージャを入れ

たのですけれども、それが世界大戦構造にな

ってしまいました。鯨岡兵輔大臣の奮戦もあ

ったし、後に環境事務次官になった清水汪さ

ん、みんな色々やりましたけど、膠着状態にな

って、ちっとも進まない。9 年間やってもだめというんで、最後に南川秀樹さんが閣議決定アセ

スでとりあえず一遍幕引きをして、その後、しばらく経って高部正男さん、寺田達志さんの時に

法案ができます。できたのは良かったけど、その頃には日本の経済力も落ちちゃって、大規模な

開発ってなくなっていたんですね。 

 それから、自然環境保全は、環境庁にレンジャーの人たちが合流した時には、厚生省時代は片

隅にあったものがスポットライトを浴びた、って思いました。今は生物多様性基本法が基本法で

すけど、当時は自然環境保全法が基本法みたいで、自然保護憲章を定めるとかみんなでやって、

一時すごく盛り上がったんですけど、これもつかの間で、後が続きません。そうなると、公害と

自然環境は木に竹を接いだみたいな感じになってしまうのですよね。 

 あの頃、国立公園管理のためにもっと充実したいと思って、例えば入山料の議論なんかしたの

ですけど、上手く進まないんです。しょうがないから、美化センターによる駐車場料金とかもや

ったんですけれど、いざやろうとなると、むしろ現地の山小屋の人とか、こちら側のはずの人も、

各論ではどうも具合が悪いということになって、あまり展開ができなかった。結局、環境庁がで

きて自然保護行政を伸ばそうと言ったんだけど、そのバジェットもスタッフもなかったから、ち

ょっとやりようがなかったんじゃないですかね。 

 
3 「私史環境行政」1988，朝日新聞社 

西尾 哲茂 氏 
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 結局、公害対策は上手くいったけれども、公害克服が進めば進むほど、環境庁の存在感が薄く

なっていく。後の橋本龍太郎総理は、環境庁の設置には自分も厚生政務次官として関わってきた

が、どうも設計の限界だ、これはちょっと問題だったと言っておられました。 

 

 寄り合い所帯の功罪 

プロパー職員と、先輩職員とか各省から来ている人との関係ですが、いろんな役所の文化もや

り方もみんな違うし、思惑もあるから、意思統一もないですよね。ですから、いわゆる寄せ集め

の弊害はありました。環境庁で何か検討を内部で始めたら、部内情報でも親元の役所にそれは言

いますよ。それから、親元からも色々言ってきます。ですから、マスコミ的には、親元省庁の顔

色を見るから環境行政はゆがんだと言うんですね。 

 だけど、他方では各省のやっていることはよく入ってくるわけです。それから、幹部も困った

時は、「お前の親元だから何とかしてこい」とか言うんですよ。私は、それは卑怯だろう、都合の

良い時だけ出身省庁とやらせ、都合の悪い時は出身省庁を見ていると非難する。それは無理とい

うもので、出身省庁とほどほどの付き合いをするか、それとも一切知りませんと言うか、どっち

かしか無理でしょうと言っていたんですが。 

 特に通産省から出向してきた人にはどうしても当たりが強かったです。環境庁を設置した時に

通産省は、自分のところに立地公害局を作ったんです。でも立地政策と公害政策は裏腹ですから、

環境対策局みたいなのを作ったのですよ。そこを防波堤にする。加えて環境庁に出向させる。と

言っても技官の審議官が一番上で、あと国会対策で総務課長と国会担当補佐が来ていただけです。

環境庁と通産省が一番当たるし、国会でやっているから、マスコミ的にはそれは通産省が悪いん

だとなるので、だいぶ険悪でした。だけど、総務課の国会補佐には歴代、すごく優秀な人が来て、

しっかり貢献してくれています。後に地球環境審議官になった近藤智洋さんだって、あそこの補

佐に来てくれて、随分働いてくれました。だから、今はそういう積年のこだわりが取れて、正常

化したというのは、非常に結構なことだと思っているんです。 

 他省から来ても、腹を決めてもらえば弊害も少ないわけです。典型的なのは、自動車公害課で

した。今ちょっと構造は変わりましたけど、ずっと運輸省から機械職の技官のエースが来て、す

ごく真剣に単体規制、マスキー法日本版をやってくれました。そのポストには、帰っても運輸省

自動車交通局の技術安全部長とか、機械のトップになるような人が来ていました。だから、そう

いうところは非常に良いと思うんです。 

 今から思えば、いろんなバックグラウンドの人と仕事をしたので、いろんなものがあるという

ことを見たことは財産だったと思っています。 

 

 伝家の宝刀、勧告権 

勧告権は「伝家の宝刀」だけど、航空機と新幹線しかやってないじゃないか、今から見たら、
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あれは何だったのだろうかと不思議に思うのは当然だと思います。 

 環境省の勧告は、勧告してもだめなら内閣法 6 条の措置を総理に要請する、となっているんで

す。内閣法 6 条の措置というのは、総理が各省大臣を指揮すると書いてあるわけです。こんなの

使ったことはないのですけど、勧告をするというなら、勧告して失敗したら、これをやらなきゃ

だめですよね。指揮権というのは、ぎょっとするような大権です。それもついているから、確か

に伝家の宝刀です。ですから、これは抜かない。抜かないことに威力がある。あるぞ、あるぞと

見せて、居合いのような構えをして、抜かないのに威力はあるのだ、ということを言っていて、

私もそんなことを各省にも言ったし、各省の人も驚いていましたけれども、本当はなかなか簡単

には使えないのです。 

 というのは、こんなの事前調整なしにできないですよ。やって失敗したら、本当に指揮権発動

するんですか。発動すると言って総理のところに行って、おかしいと言われたら、大臣が辞めな

きゃいかんですよね。だから、相手の情報とか事情とか知らないでできないですよ。そうすると

結局、事前のやり取りをして、こんな勧告をするがやれるか、ということになる。だから多分、

新幹線と航空機騒音は、だいぶ上手く調節したんだと思います。騒音規制法なんか作ったけど、

新幹線・航空機は国だからそういう法律でやれない、だけど何かやらないと具合が悪いというこ

とになって、勧告をする。勧告をして、障害防止対策をやる。そうしたら、大蔵省も予算を認め

る。多分、そこまで調節したんだと思います。だから、ああいう形のものは、その後、生まれて

いないのです。 

 

 閉塞感、停滞感の中で 

当時はアセス法の頓挫が閉塞感をもたらしたと言われていました。私は、パラダイムが減衰し

たから閉塞状況になったのだと思いますけれども、アセスの法制化は、実は逆転満塁ホームラン

を狙うみたいな感じがあり、各省もそう思っていました。要するに、規制法でやる水準以上のこ

とを、しかも大気だ、水だと区別しないで、自然も含めて一気にこれで勝負しようとしてきたと

思うから、それは虫が良すぎると思って抵抗しますよね。それで頓挫した。庁内では、アセスが

環境庁の足を引っ張った、お前たちは戦犯だとだいぶ言われました。各省がすごく警戒するから、

地盤沈下総合立法だって、環境庁でやってもらおうと言う人は誰もいないじゃないか、湖沼法だ

って何年も掛かっちゃったじゃないか、もう法律はできないじゃないかと叱られました。 

 役所は法律出さなきゃだめだと言いますよね。法律を出すのが尊いわけじゃないのですけれど

も、法案に取り組むことで、自分たちが勉強して経験するのと、外向けの経験も大きい。各省と

か、自治体とか、事業者とか、様々なステークホルダーと真剣にやり取りできます。そこで情報

を得て、本当のことが分かるようになる、それが重要です。 

 閉塞状況の中でも良い仕事をしてもらったのは財務省から来た岡崎洋次官と、保健部の企画課

長だった若林勝三さんです。あの人達が公健法の第一種地域を全て解除していくということに踏

み切ったのは、必要な仕事だったと思います。地味な仕事ですけど、時代の変わり目に、前から
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引きずっているものを解決する、これ、誰も褒めてくれないからしんどいけれど、やはり大事な

仕事だと思います。 

 

 第二「ウィン・ウィン」の時代の前半―環境庁最後の 10年（1992年～） 

1992 年からの 20 年間、環境庁時代の最後の 10 年と環境省ができて最初の 10 年というのは、

大体同じパラダイムの中にいたと思っているんです。前半は環境庁として、後半は環境省として

取り組んだ。環境庁の時も実施官庁になりたいと思って、一所懸命やっていたわけですけれども、

環境省になったからそれはお墨付きもらったようなものです。ですから、それはなおさら良くな

ったと、こういうことだと思います。 

 この時代全体を眺めてみると、まず前半の 10 年はある面では順調で、リオ・サミットには、産

業界、経済界、企業の人も、大挙して行きました。それはお祭りのような盛り上がりだったので

すけれども、世界中の人々と一緒に感激を共有して帰ってきたわけです。そうすると、みんなが

21 世紀に向けての明るいパラダイムというか、期待に染まってきたわけですね。産業界の人も、

環境もそう悪いものじゃない、これから両立してやっていく時代だと、みんな感化されたので、

その空気で大きく動けたと思います。 

 リオで持続可能な開発、これはウィン・ウィンだと言ったから、産業界の人も乗ったわけだけ

ど、あのテーマを出したのは、1984 年の「国連環境と開発に関する世界委員会」（ブルントラン

ト委員会）です。日本からは大来佐武郎さんが出ていました。そこで持続可能な開発とやった。

これには実は日本は貢献しているわけです。1980 年の国連ナイロビ会議で、環境庁長官の原文兵

衛さんが賢人特別会議を作りましょうと言って、そこから動き出して、リオの時にサステナブル

デベロップメント、持続可能な開発が次の時代の、今も含めて多分 100 年ぐらいのパラダイムと

なったのです。ですから私は、この 20 年のパラダイムは、ウィン・ウィン追求という整理をして

いるんです。 

 この時代のことを簡潔に言っていくと、1993 年が環境基本法。後に次官になった八木橋惇夫さ

んが局長で、後で議員になった増原義剛さん、大蔵省から来た増原さんが企画調整局企画調整課

長で隊長です。小島敏郎さんと小林光さんと私が分隊長みたいになってやっていたわけです。そ

れから、先般厚生労働次官で退官した鈴木俊彦さんが環境庁に来ていて、自動車 NOx 法の法制担

当を終えて厚生省に帰るというのを、ちょっと待ってくれと頼み込んで、環境基本法の法制総括

をやってもらったんです。非常に優れた人でした。環境庁時代としては、多分、空前の大部隊だ

ったですね。 

 1997 年は COP3（気候変動枠組条約第 3 回締約国会合）、京都議定書の時代です。あの頃は、後

に地球環境審議官になった浜中裕徳さんが主戦投手でした。COP3 を京都に引っ張ったことで、

大木浩さんが大臣になったのだと思います。あの議長をやれる大臣は外務省出身の大木さんだろ

うと言って、大木さんが来た。環境省になってから 2 回目の大臣になり、京都議定書の批准の時

も大臣でした。大木大臣は京都議定書の申し子ですよね。 
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 私は後方支援、輜重（しちょう）の方をやっていました。COP3 が始まって、国際会議なんてと

にかく百聞は一見にしかずだ、キャリアの人で国際会議に出る人は良いけど、国際会議ってどん

なものかは見た方が良いに決まっているから、みんな京都に行ってこいと言いました。資料を持

っていく係とか、ロジをする係、色んな名目をつけて、3 日行ったとかも含めて 70 何人出張させ

ています。 

 1992 年から 10 年間、環境省ができるまでの前半戦は、京都議定書もあったから戦闘正面は温

暖化です。でも、意外に大きいのは、化学物質だと思っています。ダイオキシンが 1990 年初めに

騒ぎになって、1990 年代終わりにダイオキシン特措法ができます。それから、2000 年に PCB 使

用安定器が小学校で破裂した事案があり、PCB 対策事業につながっていくわけです。あの事件が

起こった頃は、ダイオキシンをめぐって厚生省の水道環境部と環境庁で随分けんかしていたんだ

けど、PCB の時に、ちょうど向こうには適正処理推進室長の鏑木儀郎さんがいて、もう全面支援

するから、とにかくやってくれと言ったら、彼が一所懸命全てやってくれて、あの辺から上手く

修復できたような気もしますね。 

 1999 年には PRTR 法（化学物質排出把握管理促進法）も制定されます。これは、温暖化対策法

（地球温暖化対策の推進に関する法律）も一所懸命やって頂いた岡田康彦さんが大変苦労して実

現しました。その前の石坂匡身さんとか、財務省から来てくれた人は見識も広いし、力を発揮し

てくれます。 

 それから、総務課の補佐には通産省から来て、後に安倍総理の政務秘書官にもなられた今井尚

哉さんがいて、私は親しかったし、PRTR 法の時はだいぶ難儀したことがあって、向こう（通産

省）に戻っていた今井さんとも話して調整してもらいました。 

 また、1999 年は内分泌撹乱物質、環境ホルモンです。他にも神栖のヒ素中毒とか、旧軍の毒ガ

ス事件とか、化学物質の問題というのは結構あったのです。 

 

 地球環境問題と全体の変化 

1989 年の閣僚会議申合せで、地球環境問題の範囲が温暖化、オゾン層、酸性雨、森林破壊、野

生生物減少、砂漠化、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、開発途上国の公害の 9 つで各省セット

になりました。9 項目全部が課題だと思っていました。 

 でも、地球環境部ができた時の所掌事務は、組織令に「環境の保全（本邦と本邦以外の地域に

またがって広範かつ大規模に生じる環境の変化に係るものに限る。以下「地球環境保全」という。）」

と、とんでもないことが書いてありました。これって、越境汚染と言っているだけです。ヨーロ

ッパでは、酸性雨、北海酸性雨とかありましたし、海洋汚染もありますが、地球環境部を作った

時にはそれしか書けませんでした。 

 環境基本法でも地球環境部に書いてある規定を引用したのが第 1 原案でした。 

 だけど、それでもいろいろ反対があったから、よし、それなら直してやろうと思って、今の規

定にしたのです。要するに広範な事態だと書いて、オゾン層の破壊、海洋汚染、野生生物種の減
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少、温暖化とか、広範な地球全球の事態で、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するととも

に、人類の福祉と国民の健全な生活環境の保全に資するという「二重の独楽」だから国内法だ、

というように規定したわけです。 

 何で温暖化、オゾン層破壊、生物種の保全、海洋汚染の 4 つが例示されているかですが、それ

は当時、地球環境基金（GEF）でこの 4 つをやっていたからです。その 4 つは GEF でも約束した、

ある種の国際条約で約束したからということで OK だったわけです。 

 とにかく、環境基本法の原案では、地球環境部の所掌事務の規定ぶりでも反対があるならとい

うことで今のような案に直したわけです。 

 それが通って、次の組織令を直すタイミングで、地球環境部の所掌を環境基本法に書いたのと

取り替えて直しました。各省には、環境基本法ができた以上、地球環境問題の定義が 2 つあると

おかしいじゃないですか、もともとの地球部にあるのと同じものだけど、誰が考えても基本法の

表現が美しい、と言って直しました。 

 

 第二「ウィン・ウィン」の時代の後半―環境省最初の 10年（2001年～） 

中央省庁再編は官庁を大くくりにするという方向で進んだわけですけれども、環境省だけがス

タンドアローンみたいになって、省になったわけです。色んな力学が働いたわけですし、橋本龍

太郎総理のイニシアティブも大きかったのですけれども、理論的に私の印象に残っているのは、

内閣での学者の議論です。 

 京大の憲法学の先生だと思いますが、「どの省とどの省を一緒にしたらシナジー効果が出るか

はいろんな案があって、どれが良いかは理屈では言えません。ただし、どの省とどの省を一緒に

すると、問題が生じて国民の付託に応えられないかということから考えると、これは比較的一義

的な答えが出ます。典型的なのは、環境、安全を担う省は独立した省でなければいけないんじゃ

ないでしょうか」という趣旨のことを言ったのです。これは、理屈の上ではすごいバックボーン

になったと思います。環境安全省にはならず環境省として独立しましたが、理論的には目からう

ろこでした。安全は統合しなかったですけど、その後、その最大の原子力が一緒になったという

のは、やはり神の手が働いたと私は思いたくなるところはあります。 

 環境省になって、予算、組織定員、人事、何を取っても独立したわけです。その分野の、その

領域の実施官庁にならなきゃいけない。ということは、自分でやらなきゃいけないわけですから、

自分でやれるフル装備の役所にならなきゃいけない。そうでないと責任が果たせないというのが、

この時の組織のテーマです。 

 もちろん、政策があって組織があるわけで、政策の戦闘正面は気候変動です。戦闘正面だから、

浜中さんはもちろん、小林さんや、竹本（和彦）さんや、南川さんと、主戦投手をどんどん繰り

出したし、それから、川口（順子）大臣とか、小池（百合子）大臣とか、バイリンガルの大臣も

活躍をされました。 

 気候変動対策のためには、サステナブルデベロップメント、ウィン・ウィンが大事だとみんな
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が言い、このための政策は 2000 年代に割と進んだと思います。2000 年にグリーン購入法、それ

からグリーン契約法、環境教育法、環境報告書を作らせる環境配慮法ができました。自動車の単

体規制とか、低公害車というのも、ある面では日本の自動車産業の興隆につながりました。だか

ら、2008 年のオバマ大統領のキャンペーンが始まった時は、日本の環境対策に負けているからア

メリカの自動車産業は弱いし、ジョブも少ない、グリーンジョブだ、グリーンニューディールだ

と、こう言ったぐらいですから、そこは役に立った。 

 私の最後の仕事は、家電エコポイントです。リーマン・ショックによるリセッションがあった

ので、家電エコポイントに予算がつきました。細かい仕掛けは、自動車 NOx 法の車種規制を編み

出した内藤克彦さんが考えてくれたのですが、上手く経済対策の梃子ができて良かったです。

色々な声はあったのですが、環境経済課を作っておいて良かったと思いますね。 

 この時代を築いたのは、やはり小池大臣ですね。あのクールビズというのは、空前のヒットで

す。それから、打ち水大作戦とか、いろいろやれば全部当たって、国民への普及啓発は盛り上が

った。大変でしたけど、後で考えると、炭谷次官は、役所的なことをごちゃごちゃ言わないで小

池大臣に力を振るってもらったというのは卓見だったと思っています。国民への普及啓発とか、

社会の雰囲気を盛り上げるというのには、発信力のある大臣がいらっしゃると本当にありがたい

と思います。 

 この時に政治的にしんどかったのは環境税創設で、なかなかこれは成果が得られませんでした

けど、とりあえずは 2004 年頃にエネ特の共管化、2012 年に石炭石油税の改正で一段落はしまし

た。そして今、再びカーボンプライシングが議論になっている、ということだと思います。 

 環境省ができてからの 2000 年代の 10 年間の、ウィン・ウィン、気候変動と並ぶ政策は、循環

型社会、サーキュラーソサエティです。環境庁の設計の時に最大の問題を残したのは廃棄物です。

最初から廃棄物が環境庁にあったら、設計とか理論構成は変わっていたと思います。しかし、廃

棄物ってすごくお金もかかるわけです。ちょうどあの頃、ごみ清掃行政から廃棄物行政に移る時

だったので、予算も少ない環境庁に持ってきたら、それが負担で上手く動けなかったかもしれま

せん。 

 だけど、その廃棄物がやってきた。その前年の 2000 年に循環型社会形成推進基本法を作るわけ

です。これは水局、農水省から来た局長だった遠藤（保雄）さんがすごく頑張って作った。それ

でリサイクル各法もできてくるということで、こっちが動き出したのは非常に良かったと思いま

す。 

 私は、気候変動交渉もやっていないし、廃棄物も直接にはやっていなくて、他のいわば宿題潰

しばっかりやっていました。そういう類いのハイライトはアスベストです。アスベストは、2006

年 1 月からの通常国会で通常予算の審議の前に 1 週間、補正予算とアスベスト法で審議をやりま

した。救済法（石綿による健康被害の救済に関する法律）と一括法（石綿による健康等に係る被

害の防止のための関係法律の整備に関する法律）、2 つ出して（通常国会で）冒頭処理するとなっ

た。各省の見ている前で、環境省が出した法案と補正予算がセットで冒頭処理だというので、身

に過ぎた大役でした。 
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 その頃から、塚本直也さんがエコチル調査に着手しています。エコチル調査は、これから役に

立ってくると思います。そろそろ効いてくると思うんですけど、やはり少し先を見通して、布石

を打っておかないといかんですよね。 

 しかし、小さくてもフル装備に向けてどう引っ張ってきたかというと、岡田次官とか財務省か

ら来ている人と、財務省そのものにも大変助けてもらいました。だからあの頃は、財務省との信

義というのは絶対重要だと思って堅持していました。その後、震災の予算とかも、財務省はそれ

なりに見てくれたと私は思うんです。 

 振り返って、環境庁、環境省は弱小官庁だ、弱い、小さい、みんなそう思っているんですけど、

私は言うほどは小さくないと思っているんです。環境庁時代に、地方支分部局とか、研究所とか、

統計とか、そういうものは外して、霞が関で戦闘する部隊、とにかくヘッドクォーターに各省何

人いるかを調べた。そうすると、環境省は 500 人から少しずつ伸びてくるぐらい。他方、大体の

役所はヘッドクォーターが 1,500 人ぐらいです。少し大きめなのは、通産省、厚生省が 2,000 人ぐ

らいです。建設省は、地方の事業が主だから、1,000 人ぐらいしかいなかった。そうすると、平均

は 3 倍です。平均勢力として 1,500 対 500 ぐらいですが、各省は守備範囲が広いんだから、3 対 1

だってこっちは戦闘正面に兵力を集めれば互角の戦いができる。環境庁時代の併任主義というの

は、そういうことなんです。省庁再編でもっと差が開いたんじゃないかと、再編後の状況も同じ

ように計算をやってみましたが、3 対 1 よりはちょっと詰まったかもしれません。 

 ただし、併任主義にはすごい欠点があって、どうしても集められてくる人が偏る。そうすると、

とにかくエースピッチャーは法案を 1 つやったと思ってやれやれと思ったら、次にまた法案をや

らされるということがある。これはへばる。だから、海外や大学のポストへの出向も取り混ぜて、

できるだけ（へばらないように）工夫しようとして努力はしてきたのですけど、上手くできたか

どうかということです。 

 

 第三「多様性」の時代（2011年～） 

東日本大震災でがらっと変わっちゃいました。予算・定員も飛躍的に伸びて、仕事はきつかっ

たと思いますけれども、それまでは実施官庁だけだったのが、実施官庁＋事業官庁と言っていい

状態に、2011 年以降なっていくわけです。私が辞めた後、2010 年からの第三の時代に事業が入っ

てきて、国際展開型、ウィン・ウィン追求型、ストック大事業で三大軸ができたので、これで展

開していっている、今、そういう姿だと思います。ですから、環境という領域の実施官庁として

はきちんとなったと思います。 

 第二の時代から、この第三の時代は随分姿が変わってきたわけですが、そこでも変えてはいけ

ないものがあると私は思っています。環境の仕事というのは、人と対している、自然と対してい

る、要するに現実と対しているわけです。例えば、金融の仕事とかは、人間の作ったもの、会社

とかお金とか人間の作ったシステムの中で動いているわけだけど、環境の仕事というのは、人と

か外界と接しているわけですから、そういう面では体裁よく宮廷を泳ぎ回る公家みたいな役所で
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はだめですよね。環境省は、やはり人々を守って、夢をかなえていく、闘う役所だと、みんなが

政策に一応賛同してくれる。そうするには、人の嫌がる仕事を逃げてはいけないし、常に先頭を

進んでいくという気持ちで行くしかないと思います。 

 第三の時代の名前のつけ方ですが、最初の 10 年はがれきの処理とか除染をやっていたし、PCB

もやっているし、災害廃棄物やっているから、「お片づけの時代」と思ったんですけれど、最近、

結構なことに、パリ協定が息を吹き返してきました。バイデン大統領になったし、日本はカーボ

ンニュートラルを宣言するし。それから、今年、生物多様性（条約の締約国会議）を中国でやり

ます。中国は生態文明だと言っているのだから、それなりの格好をつけてくるでしょう。 

 また、海洋プラスチックごみ問題、サーキュラーエコノミーが上手く浮上しだしたようですか

ら、そうするとウィン・ウィン追求の軸も上がってくる。両方上がってくるというのは良いこと

です。だから、2011 年ぐらいからの 20 年は、多様な政策の「多様性の時代」と（著書に）書こう

かと思っています。 

 

 人事の在り方 

私が地球環境部の課長をしていた時、地球環境問題がたくさん出てきたから、いろんな会議が

行われるので部長に上げると、「これは大事だ、西尾君。こんな大事なことに環境庁が人を出さな

いでどうする」とおっしゃるわけです。何を持っていってもそうなるわけで、なるほどと思うこ

とはたくさんあるのだけど、途中で腹が立って、あれも大事だ、これも大事だって、そんなのは

誰でも言える。これは大事だけど、もうやっていられないからやらなくていい、やらなかったこ

とについて俺が責任を持つ、というのが幹部じゃないかとうそぶいたことがあるんです。 

 実は、やらなくて良いという方が大変です。後で、何でだと言って叱られる時に責任取らなき

ゃいかんでしょう。だから、それは上の人の役割じゃないかと思うわけです。上の人が言わなき

ゃ、下の人はやらなくていいとは言えない。だって、責任取れない。自分がこれは放っておきま

しょうと言って、国会で局長が立ち往生したら、その責任は局長が取るのだから、そのリスクは

上の人が取るしかないです。 

 だけど、そのことが分かっていない人がいることが問題です。人事をやっている時に不思議に

思ったことがあって、浜中さんは技術系のよくできる人を外国とか、大学とか、すぐ外へ出しち

ゃうんですよ。何でよくできる人から出すんですか、と聞いたところ、良い人を出さなきゃ相手

との信頼関係もできない、とおっしゃる。これは正しいんです。そればかりやると中が潰れるか

ら、最後はバランスだけど、これは正しい、なるほどと思いました。浜中さんは、ある面でそう

いうメリハリという意味が分かっていたんだと思いますが、正直言うと、役人だけでなく、企業

もそうかもしれませんけど、日本人って、あまりそこは分かっていない人がたくさんいるんです

ね。 

 人事のところでちょっと頭を切り替えないといかんのは、人と予算とだいぶ違うということで

す。予算とか事業というのは、中を取ってこの辺で、というのはできるんだけど、定員とか人事
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というのはできないんです。ゼロサムになっていて、こっち取ったらあっちはだめ、あっち取っ

たらこっちはだめになっているんですよ。 

 人事とか組織って、あんまり透明性ないじゃないですか。だけど、それはしょうがない。他の

政策というのは、透明にすると、まあまあみんな満足、一応みんなしょうがないなと納得するス

トーリーができるんだけど、人とか組織はできない。だから、これはそこを担当する人が腹の中

に持っておく必要がある。きついことだけど。組織の運営とか人事に当たる人は、ある程度腹の

中は冷たくて、捨てるところは捨ててなきゃだめです。 

 私は秘書課長を 3 年もやったし、官房長 2 年やって、次官もやって、人事は 6 年とか 7 年とか

比較的長くやっていたんです。その時に心がけていた私の考えは、サムシングオールドとサムシ

ングニューです。人事とか組織というのは、あんまり変化が大きいとみんなが不安になるから、

大体は順当なのが良いんです。でも大体順当だと、ただなるようにしかやっていないだけと思う

から、どこか、なるほど伝統的なこういうことを大事にしているんだなというサムシングオール

ドを 1 か所。それから、あの人があんなことをやるの、えっとか、おやっと思うような、でもそ

ういうのがあるんだなと思えるようなサムシングニューをシンボリックに 1 つ入れるんです。色

んな声、要望、不満があっても、サムシングオールド 1 つと、サムシングニュー1 つが入ってい

ると、それぞれの人が安心するんですね。だから、できないことはできないんだけど、やってい

る人が気持ちよく安心するという手法はあると思いますよ。 

 

 今後の環境省に望むこと 

フル装備ということでは上手くいったと思うんです。それは、作戦とか、自分の欲得で上手く

いったのではなく、やはり時代のパラダイムに乗ってだと思います。そうすると、専門家、自治

体、環境 NGO、マスコミとか、みんな助けてくれるわけです。 

 ただ、皆さんもそう思っていると思いますが、やはり経済官庁、事業官庁、産業界、企業の人

ときちんと縁をつなぐことができたというのは大きいと私は思っています。他省とか、産業界、

企業の幹部のところへは、常に頻繁に私の方から行くようにしました。電話をしたりとか、どこ

かで会ったりというよりは、自分が足を運ぶということを一所懸命していたし、来てくれた人に

は丁寧に対応する。局長室で民間の人を迎えた後は、帰りはエレベータホールまで必ず送ってい

ました。具体的なやり方は変わると思いますが、今の時代の様子が分からないから、私にはアイ

デアがないけれど、気持ちの通じる方法を皆さんが工夫して、発展させてもらう必要があると思

います。 

 もう一つは、一緒に働く皆さんが気持ちよく努力できるということです。私たちの時代、年末

は御用納めとかなんかやったので、全ての職員だけじゃなくて、電話交換の人とか、委託も含め

た運転手の人とか、そういう部屋にもお酒をぶら下げていって、一緒にお話をして、お話を聞い

たりすることはやっていました。風通しのいいことというのは一所懸命いつも言っているんです

けど、職員全員はもちろん、一緒に働いている人を大事にするという気持ちです。私が次官にな
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った時、環境省はこうあってほしいということで 3 つ挙げました。抽象的ですが、1 つは誠実で

あれ、2 番目は風通し良く、3 番目は若々しく、です。こういうことをやっていけば、人の見る目、

外から見てくれる目にも良いと思っています。 

 今後、環境省・環境省職員に求める役割をどう考えるかですが、これは三大課題を提示したい

のです。それから、海外拠点の話があるから、4 つかな。 

 1 つは、今まで海賊ゲリラみたいなことをやっていたのがミニ陸軍になったわけですが、海賊

型の時代にやっていたような仕掛けもまだ必要かもしれない。両者をにらんで、何を一番ポイン

トにするかということは、みんなで考えてほしい。上手く動く組織にするにはどうしたらいいか、

というのが 1 番目ですね。 

 2 番目は、廃棄物の世界でも、ウィン・ウィンで市場が回っていく新たなシステムを、誰か定

式化してほしいということです。私がエコポイントをやった時は、環境に良いものだけど、最初

は値段もモノも練れていないので使われない。それを強烈に後押ししていると、モノも使い手も

良くなって、コストも下がってくるから、使う人が増えてくる。そうなるとどんどん増えて、環

境製品が市場優位に立つ。これがウィン・ウィンの要諦ですけど、これを廃棄物の世界にそのま

ま持ってくれば、大量廃棄、大量リサイクルになっちゃう。リデュースという視点では、そのま

まの絵柄では上手く動かない。 

 3 番目は地域循環共生圏です。私は現役の時、どちらかというとこういうのはあまり好きじゃ

なかったんです。こういうのって、政治的なエンジンというか、環境好きじゃない人でも、わー

っとそっちに向かっていくようなエンジンとか、モチベーションをつけないと、全国を変えてい

くというのはできないわけです。環境ではない世界でも色んな動きがありますから、それとくっ

つけて一遍に動かす必要がある。例えば、自然公園の公共事業化というのは、当時公共事業の見

直しがあり、鉄とコンクリートの公共事業から、緑と生き物の公共事業ですと言ったら、大蔵省

からしたら、それはええじゃないか、となる。こうやってくっつけるわけです。それには知恵が

要るんで、いつも世の中を見てなきゃいけない。こういうモチベーションがあるんじゃないか、

こういうエンジンが欲しいな、というのを考えて世の中を見ていないと、その時に飛びつけない、

ということが 3 つ目です。（※末尾に追加コメントあり） 

 あとは、海外拠点作りです。経産省の JETRO、自治体でも東京都はニューヨークに事務所を持

っています。これが大事だと思うのは、キャリアの人は国際会議に行って、国際感覚はできると

思うんですけれども、ロジ部隊もいるでしょう。外務省の次官をやった藪中三十二さんは、ロジ

も大切にしないとだめだといつも言っています。ちゃんとやるために、ロジ部隊の要員をどうや

って育てるんだということです。キャリアの人で先発投手になれる人はできるんだけど、先発投

手だけで野球はできないから、そういう人を計画的に育てるためには、何かの形で海外拠点に対

する手掛かりを作っておかないと、と思うのです。 

 たくさん言っちゃいましたけど、一応以上です。未来は若い人の手にありますと言って、最後

を締めくくらせてもらいます。 
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※西尾氏からの追加コメント（2021 年 11 月） 

 私は従来、環境側だけで強力なエンジンが求められないなら、いわば搦め手だけど、人口減・

老齢化時代の日本の地方の諸問題、つまり、空き地・空き家、林業・耕作放棄地、災害に脆弱で、

公共サービスを支えきれない集落が残されてゆき、かつてのインフラの老朽化が忍び寄るとすれ

ば、従来の固定観念にとらわれずに、国土開発でなく国土再建の大事業が必要になるのではない

かということがある、これと益々猛威を振るう風水害など、擾乱の度が大きくなっていく気候変

動への適応が密接に絡み合ってくる筈なので、これを軸に何か考えられないかと思っていました。 

 ところが、2020、2021 年という段階で、2050 年カーボンニュートラルを目指し、2030 年目標

を大幅に強化する、それを地方で支えるために、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金等により地

方の脱炭素化を強力に進めるとなると、これは正に、大手門、正面戦線ができることとなります。 

 そうであれば、中長期を睨んで、この正面、搦め手の二方面の施策を動因、エンジンとしてい

けるという絵を描くことも不可能ではないかもしれない。そして、これを担っていくこととなる

皆さんは幸せだ、ワクワクして取り組んで欲しいと思います。 

 

―― 了 ―― 
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話し手 西尾 哲茂 氏 元 明治大学法学部 教授 

1972 年 環境庁入庁、2004 年 環境省大臣官房長、2006 年 総合環境政策局長、2008 年 環境事務
次官、2009 年 退官。 

 
（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 



 

 

 

 

 
記録編-02-1 

環境省五⼗年史 

公害健康被害補償制度の変遷と課題（1973 年〜）1 
浅野 直⼈ ⽒ 

 

 

1 ⼤気汚染による健康被害の救済制度 

（1）成⽴の経緯 

1967 年当時、全国の⼤気中の⼆酸化硫⻩濃度は、⼀⽇平均で 0.04ppm（現在の 20 倍）であ
った。その頃の四⽇市地区は 1 時間値ではそれが 0.5ppm という⾼濃度であり、また⻄淀川地
区では 1969 年の年平均値で 0.083ppm という数値が記録されていた。そしてこれらの地域な
どでは呼吸器系の疾病が多発しており、その救済を図るために、1965 年の四⽇市市の医療救
済制度を⽪切りに、地⽅公共団体の要綱等によって、健康被害者への医療費の補填等の救済が
図られるようになっていた。そこで、1969 年 12 ⽉には、当⾯の緊急措置として、これらの⼤
気汚染により健康被害を受けている者への医療費等の給付を⾏うための法律として「公害に
係る健康被害の救済に関する特別措置法」（旧法）が公布された。この旧法は指定された地域
で⼤気汚染により指定された疾病に罹患したと認定された被害者の⽅々に対して、医療費の
⾃⼰負担分や医療⼿当を給付するものとされており、これらの給付に要する経費の 50％は公
費、50％は事業者団体からの拠出⾦でまかなわれていた。 

しかし、その後も公害被害はさらに⼤きな社会問題となり、1970 年にはいわゆる「公害国
会」（第 64 国会）で公害対策関係法令が整備され、さらに 1971 年 7 ⽉には環境庁が設置され
るなど、国による公害対策が急速に進展しはじめた。また 1972 年 6 ⽉には⼤気汚染防⽌法及
び⽔質汚濁防⽌法が改正されて⼤気汚染の健康被害物質や⽔質汚濁の有害物質による⼈の健
康被害について、排出事業者に無過失損害賠償責任を負わせることとされた。しかしこれによ
っても被害者は多⼤な労⼒と時⽇を費やして⺠事訴訟等の⼿段によって救済を求めるほかな
いので、被害者救済に万全を期するものとは⾔い難いと考えられていた。とくに、原因者が不
特定多数で、⺠事的解決にゆだねることがきわめて困難とみられる都市や⼯業地域における
著しい⼤気の汚染による健康被害者救済の問題は当⾯速やかな解決を要する課題となってい
た。このような状況の中で、⼤気汚染による健康被害者への迅速で⼿厚い公的救済の必要性が
各⽅⾯から要望されることとなり、1972 年 4 ⽉から、中央公害対策審議会（中公審）に特設
された費⽤負担特別部会のもとで新たな健康被害の補償制度の検討が開始された。検討が開
始された直後の同年 7 ⽉ 24 ⽇には津地裁四⽇市⽀部で「四⽇市ぜんそく訴訟判決」が出され
たこともあって、新制度の検討は異例の速さで進められ、1973 年 4 ⽉の答申をうけて、同年
9 ⽉には「公害健康被害補償法」（公健法）が成⽴、翌 1974 年 9 ⽉から同法にもとづく新たな

 

1 環境省五⼗年史の作成に当たり執筆していただいたものであり、⽂責は執筆者にある。（原稿受理⽇：2021 年 3

⽉ 12 ⽇、最終確認⽇：2021 年 12 ⽉ 20 ⽇） 
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健康被害の補償制度が発⾜した。 

 

（2）公健法による健康被害補償制度の要点 

公健法による⼤気汚染に起因する健康被害の補償制度は、⼀種の社会保障制度と考えられ
ていた旧法と異なって、全国⼀本の「基本的には⺠事責任をふまえた損害賠償保障制度」（中
公審答申）とされ、その際に重要な因果関係の考え⽅については、「四⽇市ぜんそく訴訟判決」
（ただし裁判所の判決では医学的な意味でのぜん息でなく呼吸器系疾患の症候群を「ぜんそ
く」と表現して救済の対象としていた）で採⽤されたいわゆる疫学的因果関係の考え⽅や、同
判決が採⽤した「個は集団に従う」（地域の住⺠集団が⼤気汚染によって健康被害を受けてい
るなら、個々の住⺠の健康被害も⼤気汚染によるものと推定できる）との考え⽅が参考にされ
た。 

すなわち、補償給付をうけることができるのは、相当範囲にわたる著しい⼤気の汚染が⽣じ
ており、かつ⼤気汚染による疾病が多発していると判断された「指定地域」（第⼀種地域）に
居住ないし通勤していたこと（地域指定要件と居住要件があること）によって、⼤気汚染に暴
露したものと認められ、かつ⼀定の呼吸器系疾患（慢性気管⽀炎、気管⽀ぜん息、ぜん息性気
管⽀炎及び肺気腫、の４疾病を指定疾病として指定）に罹患していることが必要とされるが、
それ以上の因果関係の⽴証は要さない点は制度的割り切りとして理解するものとされた。 

そして、以上の要件を満たしている者であることは、指定地域ごとに置かれる専⾨家により
組織される認定審査会の意⾒にもとづいて指定地域を管轄する知事（あるいは政令で委任を
うけた市⻑）によって認定される（ただし、⽔俣病などの特異疾患と異なり、⼤気汚染による
⾮特異疾患については病状病態の変化がありうることから、認定に有効期間があり、認定更新
や障害の程度の認定に際しても認定審査会の審査が⾏われる）ことになっている。 

なお、⺠事責任をふまえたとされたことから、公健法では、被認定者への給付内容が旧法に
⽐べて⼤幅に充実され、医療の現物給付（これにより健保医療での⾃⼰負担がなくなる）や通
院・⼊院⼿当の⽀給が⾏われ、障害補償費（なお被認定者が 15 歳未満の場合は養育する者に
児童補償⼿当）が、男⼥及び年齢階層別に国⺠の平均賃⾦額を参考に毎年算定される額（平均
賃⾦額の⼋割を⽬安とされる額）にもとづき、かつ疾病による障害の重症度のランク（特級か
ら三級までに分かれる）に応じて⽀給される。さらに被認定者が認定疾病に起因して死亡した
場合には、遺族への葬祭料と遺族補償⼿当（年⾦⼜は⼀時⾦）が⽀給される、ことになった。 

さらに 50％を公費負担としていた旧法と異なり、これらの補償給付に要する経費の⼋割は
全国の⼤気汚染の固定発⽣源事業者からその硫⻩酸化物排出量に応じて賦課される汚染負荷
量賦課⾦（滞納の場合は税と同様に強制徴収されることもある）によってまかなわれ、残る⼆
割は移動発⽣源の負担（⾃動⾞重量税からの引き当て）によるものとされた。また、認定審査
会による被認定者等に係る個別の認定（被認定者資格の有無、障害の程度の判断、死亡の場合
の認定疾病との関係の判断など）にあたっては法律学の知識も必要になるとされて認定審査
には医療関係者のほかに法律専⾨家等も参加することとされた。 

ただし、公健法でも、旧法の理念であった「疑わしきは救済」の考え⽅は踏襲されるものと
され、⺠事責任を踏まえつつ、被害者の福祉に必要な公害保健福祉事業を⾏う社会保障的役割
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も内在させるという複雑な性格をもった、⼤気汚染による健康被害を対象とする補償制度が
発⾜した。 

このほか、公健法も旧法と同様に、⼤気汚染の影響による疾病（呼吸器系⾮特異疾患）を対
象とする、これまでに説明した、第⼀種地域のほか、⽔俣病などの⽔質汚濁などによって⽣じ
かつ原因者が特定できるいわゆる特異疾患の救済を扱う第⼆種地域での救済制度をも取り⼊
れた制度（この点については後述）とされた。 

 

（3）第⼀種地域指定解除と法改正 

旧法での⼤気汚染による健康被害救済に係る指定地域は、横浜、川崎、⼤阪、北九州市など
の 12 地域であり、被認定者数は 13107 名（1973 年 12 ⽉現在）であったが、新たな公健法の
もとでは第⼀種地域としての指定地域が最終的には 41 市区町に拡⼤し、被認定者数も次第に
増えて 1987 年 12 ⽉末にはついに 10 万⼈を超えることとなった。しかし⼀⽅で、制度発⾜に
際して第⼀種地域指定のための指標とされた⼆酸化硫⻩による⼤気の汚染濃度は、全国の平
均値でみても、1972 年度の 0.022ppm から、1985 年度には 0.006ppm へと改善され、ほとんど
の地域で環境基準を達成できる状態になっていた。 

こうした⼤気汚染の態様の変化を踏まえ、第⼀種地域のあり⽅について検討する必要があ
ることが主張されるようになった。そして、1983 年 11 ⽉の環境庁⻑官からの諮問をうけて、
中央公害対策審議会が 1986 年 10 ⽉に出した答申は、現在の⼤気汚染の状況の下においては、
その影響が気管⽀ぜん息等の主たる原因とはいえなくなっているため、汚染原因者の負担に
よって、個⼈に対して⺠事責任を踏まえた補償を⾏う合理性は失われている、とし、第⼀種地
域の指定をすべて解除し新規の患者の認定を⾏わないこととするとともに、既被認定者への
救済は従来どおり継続する（このための費⽤負担の在り⽅を過去の汚染寄与分と現在の汚染
寄与分にわけて⾒直す）こと、さらに健康被害予防事業などの施策をより推進すること等を提
⾔した。 

これにもとづいて、1987 年９⽉に法律が改正され、第⼀種地域の指定解除、既存の認定患
者の救済の継続、第 5 章の追加（健康被害予防事業として、⼤気汚染の影響による健康被害の
予防に関する調査研究、知識の普及、研修や⾃治体が⾏う健康相談などの事業への助成等を⾏
うことを⾏うこと）などが規定され、法令の名称も「公害健康被害の補償等に関する法律」（現
⾏法）に改められた。そして、1988 年 2 ⽉末にはすべての第⼀種地域に係る地域指定が解除
された。 

ただ、制度発⾜の当時には硫⻩酸化物以外の窒素酸化物や浮遊粒⼦状物質による健康被害
のおそれがないわけでないものの、資料や研究データが乏しいことから地域指定の判断につ
いては硫⻩酸化物で代表させるものとせざるを得ないとされていたこともあって、窒素酸化
物等による汚染がなお深刻であるとして、⼆酸化硫⻩の濃度の改善のみに着⽬したように⾒
受けられたこの指定解除を批判する意⾒が被害者を⽀援する団体などから強く出されていた。
さらに、この時期には、千葉、⽔島などで、被認定患者などを原告として固定発⽣源企業を相
⼿として、また⻄淀川、川崎、名古屋南部、尼崎では固定発⽣源企業に加えて道路管理者をも
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相⼿として、さらにまた、東京では道路管理者およびディーゼル⾃動⾞メーカーを相⼿として
の、損害賠償や汚染物質排出の差し⽌め等を請求する⼤気汚染健康被害訴訟が次々に提起さ
れた。それらの請求の⼀部を認める下級審判決が出されていくとともに、それらの訴訟そのも
のは原告と被告の間での和解による解決が進んだのもこの時期の前後のことであった。なお、
これらの訴訟で、⼀部ではあるものの、公害健康被害補償制度によって⼤気汚染の影響による
疾病罹患と認定された事実によって、⺠事損害賠償訴訟での因果関係認定をも認められると
する判決が出された例もあったことは、制度に対する⼤きな誤解にもとづくものとして看過
できないものがある。そして、現⾏法施⾏後も、窒素酸化物や浮遊粒⼦状物質による健康被害
救済の必要を理由に、指定地域を再指定すべきとの要求が、2000 年代初めころまでは、しば
しばみられた。 

現⾏法をうけて、1996 年度からは環境保健サーベイランス調査が⾏われたが、調査対象地
域における⼤気汚染物質濃度とぜん息有症率との関連性を⽰す結果は得られなかったとされ
ている。また、2005 年度から 2011 年度にかけては局地的⼤気汚染による健康影響に関する調
査などが実施されたが、⾃動⾞排出ガスへの曝露とぜん息等の発症との関連性に⼀貫した結
論は⾒いだせなかったとされている。 

 

（4）指定解除後の時の経過と公健法 

1988 年 3 ⽉の第⼀種地域についての指定地域の解除によって新規の認定がなくなったこと
から、被認定者の平均年齢は毎年確実に上がっていくと共に、死亡や疾病の治癒による制度離
脱者が増え、2021 年 3 ⽉末現在の被認定者の総数は 29,942 ⼈（ピーク時の 1988 年 7 ⽉は
110,074 ⼈）にまで減少しており、その⼈数が⼆けたの⼈数に留まる指定地域が⽬につくよう
になってきている。このような状況を踏まえた今後の制度の効率的運⽤が課題である。 

さらに、これ以外にも、その後の時間の経過によって⼤きなものになってきたと思われる課
題は以下のような点である。 

 

ⅰ）補償給付のありかた 

 障害補償費は、賃⾦センサス（改定時期に利⽤できるデータは前年度分となる）とこれを
補うための当年度の春闘賃⾦引上げ状況調査報告をもとにその 80％を⽬安に毎年度末に次
年度分の額が男⼥・年齢階層別に算定され、必要な改定が⾏われる仕組みとなっている。こ
のために今⽇の感覚でみれば、男⼥の賃⾦格差が補償給付額にそのまま反映されるという
問題点をもっていた。さらにまた、全地域の指定解除からすでに四半世紀が過ぎようとして
おり、被認定者は⾼齢化が進んでいる。今後、認定疾病罹患による減収の補填という損害賠
償制度の考え⽅に基づき、「超」⾼年齢層の被認定者には、どのような補償が適切なのかの
検討が必要ではないか（かつて年少者が被認定者となった場合に児童補償⼿当を親権者に
給付するとしていたことも想起されてよい）。また、遺族補償に関しても、被認定者の収⼊
によって⽣計を維持されていた親族の存在を前提とする現⾏制度は公健法発⾜時にはそれ
なりの意味をもっていたが、それが今⽇もそのまま機能している場⾯はさほど多くない現
実があるようにも思われ、ここでも新規認定停⽌後の時⽇の経過に伴う被認定者の「超」⾼
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齢化にともなう課題がある。 

 

ⅱ）死亡の指定疾病起因性の認定 

 新規認定がない現在では、認定更新、障害等級の定期的⾒直し、被認定者死亡時の認定疾
病起因性の認定が認定審査会の意⾒を聴いて⾏われている。このうち、死亡認定は⾼額な遺
族補償給付の可否につながるものであるだけに、認定結果への不服申し⽴ても少なくない。
この場合の判断は、認定疾病とその続発症との関連を医学的観点及び法的観点から検討す
ることになるが、他の原因の寄与によって、給付額を０％〜100％とすることとされている。
この際「疑わしきは救済」の理念が重視されるので、法的因果関係の判断に⽐べれば、指定
疾病の死亡への寄与割合について、やや緩やかな判断が⾏われる傾向にある。それにしても
「超」⾼齢で死亡された場合、もし肺炎を併発しておられるときは起因性が⾼く評価される
が、そうでない場合は低い評価になることがあるなど、公平性という点では疑問なしとしな
い場合に遭遇することも少なくない。このような年齢層では、補償で救済されるべき遺族の
存否という点からみても制度発⾜当時とは事情が異なってきていることを考えるときには、
ここでも⼀定の年齢を超えた⽅々については、状況の変化に対応させた制度の在り⽅を考
えることが課題となっているように思われる。 

 

ⅲ）費⽤負担の在り⽅ 

 公健法は制度発⾜に際して、補償給付の経費を、当初検討されていた原料・燃料の硫⻩含
有量やあるいは事業者の負担能⼒に応じた負担案ではなく、汚染負荷量に応じた賦課⾦に
よってまかなうものとした。このことは、徴収⼿続きの煩雑さという⽋点をもつが、地域の
汚染状況に応じた負担を求めることにつながるとともに個々の事業者の排出削減を促す効
果もあり、後者の点は、現在のカーボン・プライス(特に炭素税)の考え⽅の先駆けという意
義をもっていたものとして⼤きく評価できる。ただし、公健法の汚染負荷量賦課⾦制度は、
補償給付の財源としている点で汚染が減れば負担も減るというカーボン・プライス（炭素税）
の考え⽅とは異なり、補償給付額が増えれば、排出削減努⼒にもかかわらず負担額が増える
という点で限界をもっていた。そして 1988 年の指定地域解除は、このようなことも⼤きく
影響していた。ところで指定解除に際しては、事後の必要経費のうち固定発⽣源分（全体の
⼋割）につき、さらにそのうちの六割を過去の汚染負荷の割合による賦課⾦により、また残
る四割を現在の汚染負荷の割合での賦課⾦によってまかなうこととされた。しかし、指定地
域解除から 30 余年を経て、公健法での⼤気汚染の指標とされた硫⻩酸化物の各事業者から
の排出の状況には⼤きな変化が⽣じており、現在分汚染負荷量がゼロないしこれに近いた
め賦課⾦もゼロないし僅少という事業者が多数を占めるに⾄っている。この様な状況も踏
まえつつ、補償の給付と､それに必要な原因者からの汚染負荷量賦課⾦の徴収が、安定的・
効率的・透明性のある持続可能な形で継続されるよう取り組む必要がある。 

 



 

 
記録編-02-6 

公害健康被害補償制度の変遷と課題 

2 ⽔俣病の患者救済 

（1）法による⽔俣病の患者「認定」 

1968 年９⽉、政府は熊本⽔俣病が新⽇本窒素⽔俣⼯場の排⽔に含まれるメチル⽔銀化合物
によるものであることを統⼀⾒解として発表（これに⾄る経過の分析・評価は、1999 年 12 ⽉
にまとめられた国⽴⽔俣病総合研究センターの「⽔俣病に関する社会科学的研究会」報告書に
詳しい）、翌 1969 年 12 ⽉には、「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」（旧法）に
より、⽔俣地域及び阿賀野川地域も救済対象の地域に指定された。⽔俣地域についていえば、
1959 年の厚⽣省「⽔俣病患者診査協議会」にはじまり、その後 1961 年の「患者診査会」、1964

年からは熊本県の「⽔俣病患者審査会設置条例」による認定審査制度があったが、これを旧法
の枠に引き継いだものである。 

ただ、熊本⽔俣病患者と原因企業との間では 1959 年 12 ⽉ 30 ⽇に⾒舞⾦契約が成⽴してお
り、さらにその後政府⾒解発表以降は、1973 年 3 ⽉ 20 ⽇の「熊本⽔俣病第⼀次訴訟」判決な
どを経て、同年 7 ⽉ 9 ⽇に補償協定が成⽴していて、さらにこの協定は新たに「認定」された
患者にも適⽤されるものとされていたことから、旧法による患者としての「認定」は、実質的
には協定による補償給付の受給資格の確認のための機能を果たすものであった（この点は新
潟⽔俣病についても同様であった）。しかし、この点についての明確な整理がないままに、1974

年の公健法制定・施⾏に際して、旧法の第⼆種地域での「認定」の仕組みが、旧法時代に出さ
れた「疑わしきは救済」の理念を尊重した 1971 年 8 ⽉ 7 ⽇の⽔俣病認定要件に係る事務次官
通知を含めて引き継がれた。 

 

（2）重なる訴訟と新たな救済策さらに「政治的解決」へ 

その後、1975 年頃には、「認定」審査結果についての不満から検診拒絶などが⽣じて「認定」
の遅れが⽣じ、1976 年 12 ⽉ 15 ⽇には認定の遅れについて⾏政訴訟としての不作為違法確認
の熊本地裁判決が出されこれが確定した（なお、後には、この違法な不作為が不法⾏為にあた
るとした国家賠償請求訴訟も起こされ、1991 年 4 ⽉ 26 ⽇に最⾼裁は⾏政不作為違法が直ちに
不法⾏為の成⽴に結び付くものではないとしてついてこれを消極的に解する判断を⽰してい
る（⺠集 45 巻 4 号 653 ⾴））。そこで、1979 年 11 ⽉には「⽔俣病の認定業務の促進に関する
臨時措置法」が公布され、知事による認定の⾏き詰まりを打開するための国による「認定」の
仕組みも模索されたが、あまり⼤きな効果を⽣まなかった。なおこれに先だって、1977 年 7 ⽉
1 ⽇には「後天的⽔俣病の判断条件」について」の環境保健部⻑通知が出されたが、この判断
条件と 1971 年次官通知との間の⽭盾の有無に関しては、その後になって訴訟その他の場⾯で、
⻑く論議が続くこととなった。 

この 1970 年代後半頃から、「認定」を受けることができなかった患者からの訴訟が始まり、
1979 年 3 ⽉ 28 ⽇の「熊本⽔俣病第⼆次訴訟」⼀審判決（1985 年 8 ⽉ 16 ⽇にその控訴審判決）
では、「認定」を得ていない被害者への原因企業の賠償責任が、また、1987 年 3 ⽉ 30 ⽇の「熊
本⽔俣病第三次第⼀陣訴訟」判決では、これに加えて、国の損害賠償責任も認められることと
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なった。その後、未認定者を含む損害賠償請求訴訟が、東京、京都、関⻄をはじめ各地で合計
11 件もおこされることとなり、旧法や公健法による⾏政の認定に加えて、司法による未認定
患者への法的救済を求める動きも拡がっていった（なお、司法による⺠事訴訟での「認定」は、
個別の原告についてのメチル⽔銀に汚染された⿂介類の⼤量摂⾷の有無などの個別の事情に
ついて、厳密な証拠調べ⼿続きを経たうえでの裁判官の証拠への⾃由な判断によって⾏われ
るために、⾏政による「認定」での判断よりも⾃由にされる傾向があることが今⽇に⾄るまで
の⼤きな相違点と考えられる）。 

このような状況のもとで 1991 年 11 ⽉には、中央公害対策審議会が「今後の⽔俣病対策のあ
り⽅について」答申を出し、予算措置として⾏われてきていた 1977 年 4 ⽉以降からの「治療
研究事業」（認定申請中の患者の医療費⾃⼰負担分を補填）、1986 年 7 ⽉以降からの「特別医
療事業」（棄却者のうち⼀定の要件にある者へ医療費⾃⼰負担分を補填）の仕組みを拡充する
ことが提⾔され、これに基づき、1992 年夏から⽔俣病総合対策事業が始められ、広く地域住
⺠を対象とする健康管理事業や、⽔俣病と認められなくても四肢末梢優位の知覚障害を有す
る⽅々への医療費・医療⼿当を⽀給する医療事業が⾏われることになった。この中公審 1991

年答申は、⽔俣病発⽣当時の環境保健⾏政の不⼗分さが地域住⺠の健康に特別の問題を⽣じ
させており、その解決が社会的要請となっていることから、原因者の損害賠償責任を基礎とし
ない⾏政上の配慮が必要、との考え⽅に基づくものであった。 

さらに、その後の 1995 年秋には当時の与党三党（⾃⺠・さきがけ・社会）で和解解決案が
合意公表され、これを⼤部分の関係訴訟団体が受け⼊れて、1996 年 5 ⽉までには関⻄訴訟以
外のすべての訴訟が取り下げられ、いわゆる「政治的解決」が図られた（なお、1995 年 12 ⽉
には、政府としての反省の意を表明する当時の村⼭⾸相の談話が閣議決定を経て公表された）。
これにより、総合対策事業の医療事業対象者（1996 年 7 ⽉まで追加申請を受け付け）へは国・
県の負担による医療事業による救済に加え、原因企業からの⼀時⾦（260 万円）（及び関係訴
訟 5 団体への団体加算⾦）が⽀払われることになった。 

 

（3）「関⻄訴訟最⾼裁判決」と「特別措置法」及びその後 

ところで、先の「政治的解決」に応じなかった関⻄訴訟原告らの 2001 年⼤阪⾼裁判決への
上告について、最⾼裁は、2004 年 10 ⽉ 15 ⽇に、⽔俣病の認定に関しては原判決の判断をそ
のまま引⽤し（法による認定とは別個に救済を受けうることがあると認め）つつ、⽔質⼆法等
による規制権限不⾏使についての国の国家損害賠償法による責任を認めた⼤阪⾼裁判決を⽀
持した（⺠集 58 巻 7 号 1802 ⾴）。これによって国の⽔俣病防⽌に関しての損害賠償責任があ
ることについては確定したが、これをうけてのこれまでの「政治的解決」による救済とは別の
新たな救済の仕組みの導⼊が要求されることになり、その検討は難航した。 

さまざまな経過を経て、結局、2009 年 7 ⽉に議員⽴法による「⽔俣病被害者の救済及び⽔
俣病問題の解決に関する特別措置法」（特措法）が制定され、同法は、前⽂で、公健法の「判
断条件を満たさないものの救済を必要とされる⽅々を⽔俣病被害者として受け⽌め」るもの
とし、同法による救済措置の⽅針によって、「政治的解決」による救済を受けていなかった四
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肢末梢優位の知覚障害を有する被害者への国・県の負担による医療費・医療⼿当のほか原因事
業者の負担による⼀時⾦（210 万円）（さらに関係団体へは団体加算⾦）が⽀払われることと
された（なおこのほか、特措法は、それまでに公的⽀援をうけている原因企業の分社化や指定
法⼈に⼀時⾦の⽀給を⾏わせることをも定める内容のものであり、⽇本の法律としてはかな
りユニークな内容も盛り込んでいた）。 

⽔俣病問題については、このような政治的解決及びその後の特措法による解決を通じて、多
くの被害者への救済が図られて現在に⾄ってはいるものの、その後も様々な訴訟が提起され、
これをめぐる判決が出されている。 

たとえば、2013 年 4 ⽉ 16 ⽇に、最⾼裁は、「裁判所の審理及び判断は、（中略）経験則に照
らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症候と
原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、申請者につき⽔俣病のり
患の有無を個別具体的に判断すべきものである」として、「F ⽒訴訟⼤阪⾼裁判決」について
は認定をしなかった原判決を破棄差し戻しとし（⺠集 67 巻４号 1115 ⾴）、他⽅、認定を義務
付けた「溝⼝訴訟福岡⾼裁判決」についての国などからの上告を退けている。その後、この最
⾼裁判決における審理及び判断の考え⽅を踏襲した上での 2017 年 11 ⽉ 29 ⽇の新潟⽔俣病の
⾏政による認定をめぐる「新潟⽔俣病抗告訴訟」の東京⾼裁判決も、四肢末梢優位の感覚障害
のみでかつ症状に変動がある場合であっても他原因であることを疑わせる事情がないときは
メチル⽔銀の影響によるものである蓋然性が⾼いとして、原告らの請求を認容した。しかし、
東京⾼裁は、翌 2018 年 3 ⽉ 23 ⽇になって、⺠事の損害賠償請求訴訟である「新潟⽔俣病第三
次訴訟」の控訴審判決で同居家族に⽔俣病特措法の⼀時⾦受給対象者があること、四肢末梢優
位の感覚障害のみがあること、症状に変動があることは、因果関係を否定に解する材料としう
るとして先の「新潟⽔俣病抗告訴訟」控訴審判決とは異なる判断を⽰し、さらにこの判決につ
いて 2019 年 3 ⽉ 5 ⽇に最⾼裁は上告を受理しないとの決定をしている（ただし、⾏政による
認定の⼿続での判断と⺠事損害賠償の判断では異なる判断が可能と考えるかどうか、また淡
⽔⿂摂⾷による新潟⽔俣病には熊本⽔俣病と異なる特性があると考えるかどうかについては、
なお議論の余地があろう）。 

このほか、公健法制定に際して、旧法からそのまま第⼆種地域の制度を引き継いだ結果とし
て、公健法によって⽔俣病と認定された被認定者が、公健法にもとづく補償給付を求めること
が制度上は可能とされる問題も残されている。これまでのところでは、⾏政認定を受けた場合
は補償協定による給付をうけることが普通であるものの、訴訟によって損害賠償を⽀給され、
かつ、その後に公健法による認定を受けた被認定者が、公健法による補償給付を請求したとこ
ろ、不⽀給処分をうけたためにその取消を求めた訴訟がある。この点について、2017 年 9 ⽉
8 ⽇に最⾼裁は、損害賠償としての受給額を超える公健法給付部分について補償給付義務が残
るとした 2016 年 6 ⽉ 16 ⽇の福岡⾼裁判決を否定し、損害賠償請求訴訟で全額の賠償給付を
受けた者には、公健法による補償給付の義務がないと判⽰した（⺠集 71 巻 7 号 1021 ⾴）。 

このように、⽔俣病対策をめぐる論議が完全に整理されるにはなお⾄っておらず、問題の最
終的な解決にはなお時⽇を要する状況にある。 
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3 ⽯綿健康被害の救済制度 

耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に優れているため広く使⽤されていた⽯綿
には、悪性中⽪腫や肺がんを起こす発ガン性があるが、吸⼊から 40 年近い潜伏期間を経て発症す
ることが普通とされる。1972 年には ILO などにより⽯綿の⼈の健康への危険性が指摘されるよ
うになり、1973 年には⽶国で吹き付け使⽤が禁⽌され、⽇本でも 1975 年には同様の措置が取ら
れ、また、1989 年には⼤気汚染防⽌法によって規制が始まっている（同法は敷地境界線基準とい
う画期的な⼿法を採⽤したことでも重要であるが、その後 1997 年、2006 年、2020 年に改正され
て、建物解体⼯事現場での被害防⽌のための規制が加わりさらに強化された）。しかし、⽯綿使⽤
について、欧⽶では 2000 年までに全⾯禁⽌とされたが、⽇本ではそれが 2006 年とやや遅れた。 

ところが 2005 年には、尼崎市で⽯綿を使⽤した資材を製造していた企業の従業員のみならず、
⼯場周辺の住⺠の⽅々にも健康被害が⽣じていることが明らかになって、⼤きな社会問題となっ
た。そして⼯場・事業場の労働者の⽯綿健康被害への救済は、労働災害の補償によって⾏われる
が、⼀般環境の被害者の救済については適切な制度がなかったため、2005 年に「⽯綿による健康
被害の救済に関する法律」（⽯綿救済法）が制定され、2006 年 3 ⽉に施⾏された。 

この法律の制定も社会的関⼼の⾼さを反映して、公健法と同様、かなりの速さで制度化が進め
られた。⽯綿救済法の対象となるのは、法制定当時は労災補償の対象とならない悪性中⽪種と気
管⽀⼜は肺の悪性新⽣物とされ、そして⽯綿の吸⼊により指定疾病にかかった旨の認定を受けた
者（被認定者）、本法の施⾏前にこの指定疾病に起因して死亡した者⼜は申請をしないでこの指定
疾病に起因して施⾏⽇以後に死亡した者の遺族に対し、医療費の⾃⼰負担分、⽉額 103870 円の療
養⼿当が給付され、さらに死亡時には 199000 円の葬祭料が給付されることとされた。このほか、
法施⾏前の死亡者や未申請の死亡者には、遺族へ 280 万円の遺族弔慰⾦と 199000 円の特別葬祭
料が給付され、被認定者の存命中の給付受給額が死亡時にこの特別遺族弔慰⾦額に満たない場合
はその差額が救済給付調整⾦として遺族に⽀給されることにされた。なおこの⽯綿救済法制度で
の患者認定は公健法とは異なり、独⽴⾏政法⼈環境保全再⽣機構が全国をまとめて⾏い、認定に
際しては、機構は、医学的判定を要する事項に関し、環境⼤⾂に判定を申し出ることとされてい
る。また、環境⼤⾂は医学的判定に際して 中央環境審議会の意⾒を聴くものとされていて、この
ために環境保健部会に⽯綿健康被害判定⼩委員会が設置されている。また、この救済に要する費
⽤は、⽯綿使⽤による社会的便益は広く多くの者が受けてきた、との理由で、広く労災保険のた
めの拠出⾦の⼀部を充てることになっている。 

この⽯綿救済法は、いわば緊急避難的に社会全体による迅速な救済を図るために制定されたも
のであり、さらに法制定当時に主に救済対象と考えられていたのは、潜伏期間が特に⻑く予後が
悪い（概ね 2 年以内に死亡する）とされていた悪性中⽪腫であったため、被認定者に係る暴露歴
を問わないことや給付される療養⼿当等の額が⼀律の定額であることについても余り異論が出
されなかった（もっとも肺がんについては暴露歴が問題であり、この点は労災補償のような勤務
記録によることができないことから、肺がんの発症リスクを 2 倍以上に⾼める量の⽯綿暴露があ
ったかどうかについて、主に画像所⾒などの症状所⾒によって判断することでこれに代えること
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とされた）。 

この制度による救済対象者は、労災補償の対象でない⼯場周辺等の⼀般環境での⽯綿被害者の
⽅々と考えられていたが、しかしいわゆる「⼀⼈親⽅」（個⼈事業主であるため労災補償の対象に
ならない⽅々）も救済の対象となる。そして、これらの⽅々は下請負による労務従事の形態は、
労災補償対象となる被⽤者と異ならないことが指摘されるようになり、主にこれらの⽅々を念頭
に置いて、⽯綿救済法の運⽤についても、労災補償での⽯綿健康被害救済とのバランスを求める
意⾒が強く出されるようになった。これらの意⾒については、労災補償の特別加⼊制度（労働者
災害補償保険法 33 条以下）の存在を理由にやむを得ないとの指摘もあったが、やはり無視できな
いものがあった。そこで、2010 年 4 ⽉に中央環境審議会環境保健部会⽯綿健康被害救済⼩委員会
では、労災給付では救済対象とされている「著しい呼吸機能障害を伴う⽯綿肺」と「著しい呼吸
機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」をも⽯綿救済法の救済対象にすることを答申し、同年 7 ⽉か
らこのための改正政令が施⾏されて現在に⾄っている。このため、制度発⾜当時に⽐べれば、暴
露歴の評価が重要になったわけであるが、さらに加えて、症状の程度や予後についても悪性中⽪
腫とは異なるものを含むこととなり、法制定時とは異なる要素を抱え込んだ救済制度になりつつ
ある。⼀⽅、2016 年 12 ⽉に、中央環境審議会環境保健部会⽯綿健康被害救済⼩委員会は、「⽯綿
健康被害救済制度の施⾏状況及び今後の⽅向性について」答申を出しており、その中で、上述の
ような制度の課題について両論併記の形で指摘した上で、この審議の中では基本的考え⽅を変え
る状況にあるとは結論されず、被認定者の介護等の実態調査を⾏った上で、当⾯は⽯綿による健
康被害の迅速な救済を更に促進すべきとした 

2021 年 3 ⽉現在、建設アスベスト訴訟の最⾼裁判決を受けて、関係省庁において対応が検討さ
れているところである。今後とも、⽯綿による健康被害を取り巻く各種事情の変化に注視しつつ、
救済制度についても引き続き議論を深めていく必要がある。 

 

―― 了 ―― 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の累次改正に
よる規制強化について（1976 年～）1 

大塚 直 氏 

 

 

 環境庁設置から 50 年の歳月が過ぎた。筆者の手許には『環境庁二十年史』があるが、設置から

日が浅くまだ初々しい印象のある同書と異なり、50 年というのは重みのある年月である。中央環

境審議会でお世話になっている筆者としても大変感慨深いものがある。本稿では、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（以下では、「廃掃法」という）の累次改正による規制強化について扱うこ

とにしたい。 

 

1 清掃法の特徴と廃掃法の制定 

（1）清掃法の特徴 

廃掃法の前身である清掃法（昭和 29 年法律第 72 号）は、1954 年に制定されたが、同法は

3 つの特徴を有していた。第 1 は、同法が公衆衛生の向上を目的としたことである。第 2 は、

基本的に都市部（特別清掃地域）の家庭から排出される「汚物」を対象としており、市町村の

全域を対象としたものではなかったことである。第 3 に、「汚物」の収集と処分は市町村の事

務とされたが、市町村の個別の命令によって、「業務上その他の事由により多量の汚物を生ず

る土地又は建物の占有者」に対して一定の場所への運搬・処分を命ずることができるともされ

ていたことである。 

しかし、このような清掃法の仕組みは、高度経済成長の下、産業廃棄物に当たるものが増加

する中で、変更を余儀なくされることになる。都市部の家庭系の汚物の処理を基本的な対象と

していた市町村の清掃事業では、（有害物質や処理困難物を含み、かつ大量に発生する）産業

廃棄物を処理することはできず、上記の個別の命令も活用されず、事業者の多くは産業廃棄物

の処理を十分に行わないこととなったためである。 

 

（2）廃掃法の制定 

1970 年にいわゆる「公害国会」で制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）

（昭和 45 年法律第 137 号）は、第 1 に、公衆衛生の向上とともに生活環境の向上を目的とし、

規制の対象を「汚物又は不要物」としての廃棄物とした。第 2 に、事業系廃棄物については、

事業者の処理の責務を規定し、中でも（事業系廃棄物のうち廃掃法第 2 条と政令で定める種類
 

1 環境省五十年史の作成に当たり執筆していただいたものであり、文責は執筆者にある。（原稿受理日：2021 年 4
月 8 日、最終確認日：2021 年 12 月 25 日） 
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の廃棄物、及び輸入廃棄物である）産業廃棄物については排出事業者責任を明定した。2 年後

に OECD 理事会勧告が出される汚染者負担原則（原因者負担原則）の考え方の採用である。

環境汚染源として問題となり、量的・質的に市町村では対応できないことが理由とされた。当

時、排出事業者にとっては、従来にない責任を突如負わされることに当惑したことが指摘され

ている。第 3 に、産業廃棄物以外の廃棄物のすべてを一般廃棄物とし、これについては市町村

の処理責任を定めた。農村部での家庭系の廃棄物も市町村の清掃事業に組み込まれたのであ

る。このように、廃掃法は、一般廃棄物に当たるものを原則とする清掃法の考え方は受け継い

でいるものの、清掃法と異なり、産業廃棄物について事業者の処理責任を明確にするとともに、

廃棄物のすべてを法律の対象とし、その処理責任について隙間のない体制を作り上げたこと

に大きな意義があったと言える。廃棄物処理基準、廃棄物処理施設の維持管理基準も設定され、

廃棄物処理業については許可制、廃棄物処理施設については届出制がとられた。 

 

2 廃掃法の改正の経緯 

廃掃法は、その後、社会情勢に応じて、主に規制強化の観点から累次の改正を経てきた。その

最大の原動力は、（修復のために 600 億円もの公費を投入する結果となった）豊島事件等を代表と

する不法投棄の撲滅にあった。以下では、これ以外の改正も含め、各改正の主要点に言及する。 

 

（1）1976 年の改正（昭和 51 年法律第 68 号）は、75 年の東京都江東区の六価クロムによる土壌

汚染問題を背景として、産業廃棄物の処理に対する規制・監督の強化を図ったものであり、①

最終処分場を新たに廃棄物処理施設として位置づけ、規制の対象としたこと、②委託処理の適

正化を図るため、委託基準を設定するとともに、再委託を原則として禁止すること、③いわゆ

る措置命令の規定をおいたこと、④処理業の欠格要件の規定を入れたことなどの改正が行わ

れた。 

 

（2）1991 年の改正は、廃棄物処理施設整備緊急措置法の改正とともに行われた（平成 3 年法律

第 95 号）。このときの廃掃法の改正は、廃棄物の排出量の増大等により、最終処分場等の処理

施設の確保が困難になり、また、不法投棄が社会問題化したことなどから、廃棄物処理体制の

拡充強化を図ったものであり、①廃掃法の目的への廃棄物の減量化、再生利用の付加、②事業

者、国民を含めた各主体の責務の強化、③廃棄物処理の計画化（市町村の一般廃棄物処理計画、

都道府県の産業廃棄物処理計画、市町村長による多量一般廃棄物排出事業者の一般廃棄物減

量化計画作成の指示、都道府県知事による多量産業廃棄物排出事業者の産業廃棄物処理計画

の作成の指示）、④特別管理廃棄物制度の導入と特別管理産業廃棄物に対する廃棄物管理票制

度（マニフェスト制度）の採用、⑤廃棄物処理業者の規制の強化（許可の更新制の導入と、収

集運搬業と処分業の区分）と処理施設の規制の強化（設置についての届出制から許可制への移

行）、⑥廃棄物処理施設の整備推進のための廃棄物処理センター制度の創設、⑦廃棄物の不法
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投棄等を防止するための罰則の強化などがあげられる。さらに、⑧適正処理困難物について厚

生大臣が指定し、市町村長が製造業者等に必要な協力を求める規定が導入され、また、⑨排出

事業者は委託内容に応じて収集運搬業者と処分業者にそれぞれ委託しなければならないこと

とされた。 

 

（3）1992 年改正（平成 4 年法律第 105 号）は、バーゼル条約に加入するための国内法として整

備された特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（以下では、「バーゼル国内法」と

いう。平成 4 年法律第 108 号）と同時期に行われた。この改正は、わが国で適正に処理できる

もの以外の廃棄物の輸入を抑制するとともに、国内で生じた廃棄物のうち国内で適正に処理

できるもの以外の廃棄物の輸出を規制するため、バーゼル国内法による措置に加え、有害か否

かを問わず廃棄物全般について必要な規制を行ったものである。 

 

（4）1997 年改正の背景も、1991 年改正とかなり類似しているが、最終処分場の逼迫により、不

法投棄等による環境汚染が生じ、廃棄物の処理に対する住民の不安が高まり、さらに最終処分

場の逼迫につながるという悪循環を断ち切ることが必要であるとし、そのため、廃棄物の減量

化・リサイクルを推進すると共に、施設の信頼性・安全性の向上や不法投棄対策等を講ずるこ

とを主眼としている。同改正の要点は、①廃棄物の再生利用について許可に代わる厚生大臣認

定制度（再生利用認定制度）の新設、②廃棄物処理施設の設置の許可の要件及び手続の明確化・

追加（生活環境影響調査の仕組みの導入）、③最終処分場の維持管理積立制度の新設、最終処

分場の廃止確認の制度の導入、④廃棄物処理業の許可要件の強化、⑤廃棄物管理票制度の全て

の産業廃棄物への適用と、電子情報処理組織（電子マニフェスト）の使用選択の創設、⑥都道

府県知事等による生活環境の保全上の支障の除去等の措置の実施に関する規定の追加、⑦不

法投棄の原状回復対策のための基金の産業廃棄物適正処理推進センターにおける設置、⑧産

業廃棄物の不法投棄に対する罰則の強化などである。 

 

（5）2000 年の廃掃法改正は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の改

正とともに行われた（平成 12 年法律第 105 号）。このときの廃掃法の改正は、処分場の逼迫の

状況を打開するため、1997 年改正で残された問題を扱った。この改正の最大の要因は、焼却

施設、最終処分場の新規許可件数の著しい減少であった。特に産業廃棄物の最終処分場は、

1997 年改正までの数年は年間 120～190 件は新規の許可件数があったが（ミニ処分場を含め

ず）、1999 年度にはミニ処分場を含めても 26 件になったのである（その後、2002 年度は 41

件）。このような状況は、生活環境の悪化、経済活動への支障をもたらすことが予想された。

また、不法投棄は小口多発化し、原因者によって原状回復されているものは 3 割にすぎなかっ

た。このような廃棄物問題の状況を作り出した原因としては、当時大きな社会問題となったダ

イオキシン問題、環境ホルモン問題の影響、首都圏フェニックス計画の挫折などが考えられた

（さらに、廃掃法の 1997 年改正により、ミニ処分場を全部施設設置許可対象としたこと、生
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活環境影響調査を実施することとしたことが関連している可能性もあった）。このような状況

に対処するため、2000 年の改正では、公共の関与による産業廃棄物処理施設の整備の促進と、

排出事業者責任の徹底の 2 つが打ち出された。改正の要点は、①国による基本方針の策定、②

廃棄物処理センターにおける廃棄物の処理の推進、③周辺の公共施設等の整備と連携した、産

業廃棄物処理施設の整備の促進、④不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化、⑤産

業廃棄物管理票制度の強化、⑥廃棄物の野外焼却の原則禁止、⑦処理施設の欠格要件の導入な

どである。②、③は公共関与の強化、④、⑤は排出事業者責任の徹底に関連する点である。ま

た、⑧廃棄物全般に関する都道府県の廃棄物処理計画策定制度の創設、⑨都道府県が事務とし

て行う産業廃棄物の処理の明確化、⑩多量排出事業者による処理計画の作成、都道府県知事へ

の提出、実績の知事報告等の規定の追加、⑪廃棄物の適正処理のための規制強化（廃棄物処理

業に係る許可の取消し等の要件の追加、廃棄物処理施設の設置に係る許可要件の追加、廃棄物

処理施設の譲受け等の許可制度の創設）も行われた。 

 併せて、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備に関する法律についても、優良な産業廃棄

物の処理施設の整備を促進することを目的として必要な支援措置を講ずるための改正が行わ

れ、廃掃法の改正とともに廃棄物の適正な処理体制を確保することとした。また、関連して、

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成 11 年法律第 136 号）が改正さ

れ、犯罪収益の没収の対象に、廃棄物処理施設の無許可設置、不法投棄等が加えられた。 

 2000 年は、循環型社会形成推進基本法制定をはじめとして、廃掃法改正を含めて循環分野

の 6 つの法律が制定・改正され、この分野は環境法の中でも一大分野を形成するに至った。ま

た、翌年に、中央省庁改革に基づき、廃棄物に関する所管が厚生省から環境省に移管されるこ

とになった。 

 

（6）その後、廃掃法は 2003～2006 年に毎年改正された。 

1） 2003 年改正（平成 15 年法律第 93 号）においては、当時発覚した青森・岩手県境不法

投棄事件を重要な契機として不法投棄の未然防止が強化されるとともに、規制改革の動

きの中でリサイクルの促進等の措置がとられた。不法投棄の未然防止等の措置としては、

①都道府県等の調査権限を拡充し、廃棄物であることの疑いがある物の処理について、地

方公共団体の長は、報告徴収又は立入検査ができることとし、②不法投棄又は不法焼却の

未遂罪を創設するとともに、一般廃棄物の不法投棄に係る法人両罰刑を創設し、③国の関

与を強化し、国の責務を明確化し（広域的な見地から地方公共団体の事務について調整を

行うこととするとともに、都道府県の産業廃棄物に関する事務が円滑に実施されるよう、

職員の派遣等の必要な措置を講ずることとし、また、環境大臣による報告徴収及び立入検

査ができるようにした）、④国の廃棄物処理施設整備計画を廃掃法に法定化し、⑤廃棄物

処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可の手続等の適正化及び強化した（特に悪質な業

者について、許可権者は、処理業又は処理施設の許可を必ず取り消さなければならないと

するとともに、廃棄物処理業の許可に関する欠格要件を追加した。また、廃棄物処理業の



 
 

 
 

 
記録編-03-5

環境省五十年史 

許可の有効期限を適正化した）。リサイクルの促進等の措置としては、⑥広域的なリサイ

クル等の推進のため、環境大臣が認定した者は、廃棄物処理業の許可を要しないこととし、

また、⑦産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

を置くなどの特例制度を整備した。この改正と同時に、特定産業廃棄物に起因する支障の

除去等に関する特別措置法（平成 15 年法律第 98 号。産廃特措法）が制定された。また、

政省令の改正により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬に係る規制の強化、牛海綿状

脳症に係る産業廃棄物処理業の許可の特例の制定などが行われた。 

2） 2004 年改正（平成 16 年法律第 40 号）は、広域的な廃棄物処理に係る紛争に対する国

の役割強化の要請、不法投棄撲滅と優良業者の育成の必要などのほか、硫酸ピッチ問題、

RDF 施設の爆発事故のような課題に対処するために行われた。改正の内容は、①国の役

割を監督措置の部分でも強化するため、産業廃棄物の不適正処理事案が深刻化している

ような緊急の場合における環境大臣の関係都道府県に対する指示の規定の創設、②廃止

後の最終処分場跡地の土地形質変更時に都道府県知事への届出義務を課し、基準不適合

時には変更命令を課する規定の新設、③廃棄物処理施設の事故時の応急措置の追加及び

都道府県への届出の義務付け、④指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）の不適正処理の禁止規定

の創設、④不法投棄・不法焼却の目的での廃棄物の収集運搬に関する罰則規定の強化、⑤

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の許可申請に係る生活環境影響調査

書の添付の省略の特例の制定などである。なお、政省令の改正により、ミニ処分場等にか

かる廃棄物の埋立処分基準の具体化・明確化が図られ、また、最終処分場の残余容量の定

期的な把握及び記録・閲覧の義務付け、産業廃棄物の収集運搬に係る表示及び書面備え付

けの義務付け、産業廃棄物処理業者の優良性判断に係る評価制度の創設、最終処分場に係

る維持管理積立金の安定型産業廃棄物最終処分場への適用拡大などが行われた。 

3） 2005 年改正（平成 17 年法律第 42 号）においては、岐阜市の椿洞の大規模不法投棄に

対応して不法投棄の未然防止を強化するとともに、廃棄物の無確認輸出に対する取締り

の強化がなされた。不法投棄の未然防止の強化のため、①産業廃棄物関係事務等を行う行

政主体の見直し（保健所設置市に一律に事務を負わせるのでなく、事務体制が整備されて

いると判断されている市を政令で指定することとした）、②産業廃棄物管理票制度違反に

係る勧告に従わない者についての公表・命令措置の導入、産業廃棄物管理票制度の罰則強

化、産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対する産業廃棄物管理票保存義務の設定、

③無許可営業に対する抑止効果を強めるため、法人重課規定の創設、④不正の手段により

許可を受けた者の取消事由への追加、⑤収集運搬業者及び処分業者が廃棄物の処理を他

者に委託する際の規制の明確化が行われた。廃棄物の無確認輸出に対する取締りの強化

としては、⑥無確認輸出についての未遂罪、予備罪を創設するとともに、不法投棄と同等

に罰則が強化された。そのほか、廃棄物処理に対する信頼性の向上のため、⑦最終処分場

の維持管理積立金制度が 1998 年 6 月以前に埋立処分が開始された最終処分場にも拡張さ

れるとともに、⑧欠格要件に該当するに至った者についての届出の義務付けをした。 
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4） 2006 年の本法の改正を含む石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止

法等の改正法（平成 18 年法律第 5 号）では、石綿問題の発生に対応し、大量に生ずる石

綿を含む廃棄物等の無害化処理を円滑に進めるため、溶融施設について新たに本法 15 条

に基づく都道府県による施設の許可制度に位置付けるとともに、環境大臣の認定による

特例制度（石綿含有廃棄物に係る無害化処理認定制度）を設けることとした。 

 

（7）2010 年改正（平成 22 年法律第 34 号）においては、積み残された課題が全般的に整理され

た。 

(a) 排出事業者による廃棄物の適正な処理を確保するため、①排出事業者が産業廃棄物を

事業所外で保管する際の事前届出制度が創設され、②排出事業者が産業廃棄物の運搬又

は処分を委託する場合に、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行う努力義務が

定められるとともに、③建設廃棄物について、元請業者を排出事業者として処理責任を負

う原則を明確化した。また、④産業廃棄物管理票制度の強化、⑤産業廃棄物処理業者によ

る委託者への通知義務の導入、⑥土地所有者等に係る通報の努力義務の導入も行われた。 

(b) 廃棄物処理施設の維持管理対策を強化するため、廃棄物処理施設の設置者に対し、①

都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付けるとともに、②当該施設の維持管理

情報の公表を義務付けた。また、③許可が取り消された最終処分場設置者への維持管理等

の義務付けの規定も置かれた。 

(c) さらに、①優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設（許可の有効期間に係る特例）、②

欠格要件における「無限連鎖」の見直し、③多量排出事業者に係る処理計画の作成・提出

及び報告の義務の履行についての担保措置の導入、④国外廃棄物を輸入できる者の拡大、

⑤熱回収施設設置者認定制度の導入、⑥産業廃棄物処理運搬業の許可制度の合理化も行

われた。②は欠格要件に該当する場合の産業廃棄物処理業の義務的取消しに対する批判

に一部応えるものであった。 

 

（8）2015 年の廃掃法及び災害対策基本法の改正法（平成 27 年法律第 58 号）では、廃掃法に関

して、次の点を追加、修正する改正が行われた。背景には、東日本大震災及びその後の災害の

教訓・知見から、平時から災害廃棄物に備え、また、その平時の備えを災害発生後に実際に活

用し実現するための制度的担保が必要なことが明らかになったことがあげられる。 

 ①国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、非常災害により生じた廃棄物の処理の原則

に従い、災害により生じた廃棄物について、相互に連携・協力するように努めなければならな

いとした。②国、都道府県は、平時から、廃棄物処理の基本方針又は計画に基づき、災害廃棄

物の適正な処理と再生利用を確保するための備えを実施することを定めた。③災害時におけ

る円滑かつ迅速な廃棄物処理を目的として、廃棄物処理施設の迅速な新設、柔軟な活用のため、

手続を簡素化した。すなわち、非常災害の際の一般廃棄物処理施設の迅速な設置、生活環境影

響調査の効率化のための規定を置くほか、災害廃棄物であるがれきを処理する場合に必要と
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なる都道府県知事への事前届出について、非常災害のために必要な応急処置として行う場合

には、事後届出で足りることとした。 

 なお、同時に行われた災害対策基本法の改正により、①環境大臣は、特定の大規模災害の発

生後、政府全体の対策と連携しつつ、災害廃棄物処理に関する指針を策定すること、②特定の

大規模災害の被災地域のうち、廃棄物処理の特例的措置が適用された地域内の市町村長から

要請があり、かつ、一定の要件を勘案して必要と認められる場合には、環境大臣が災害廃棄物

の処理を代行することが定められた。 

 

（9）2013 年 10 月、水銀に関する水俣条約（以下では、「水俣条約」という）が採択され、その

締結のために、2015 年、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（以下では、「水銀環境汚

染防止法」という）が制定されるなどしたが、廃掃法については政省令の改正にとどまった。

政省令の改正に留まるが、相当の重要性を有するため、一言しておく。第 1 に、廃水銀等（金

属水銀及びその化合物）が、外国為替及び外国貿易法に基づく措置により、輸出入の原則禁止

に伴い、廃棄物として扱われることとなったが、その際、その有害性に鑑み、①水銀使用製品

廃棄物のうち一般廃棄物から回収した廃水銀、及び②廃水銀を処分するために処理したもの

については「特別管理一般廃棄物」、①廃水銀等、及び②廃水銀等を処分するために処理した

ものについては「特別管理産業廃棄物」に指定することとした。第 2 に、水銀又は水銀化合物

を一定程度含む汚泥その他の環境省令で定める産業廃棄物を「水銀含有ばいじん等」として指

定し、その処分等の基準を追加した。第 3 に、水銀使用製品に関しては、一般廃棄物について

は、関係機関の協力を得た回収スキームが検討されているが、産業廃棄物については、水銀又

は水銀化合物を含む廃製品であって環境省令で定める産業廃棄物を「水銀使用製品産業廃棄

物」として指定し、その収集運搬基準、処分等の基準を追加した。 

 なお、水俣条約上の水銀廃棄物は、「廃棄物」についてはバーゼル条約の定義が使用される

ため、有価物も無価物も含む概念であり、わが国の廃掃法の廃棄物概念よりも広く、わが国の

廃棄物以外の有価物も含む。そこで、同条約上は水銀廃棄物であるが、廃掃法上の廃棄物でな

いもの（水銀環境汚染防止法では「水銀含有再生資源」と称する。非鉄金属製錬由来のスラッ

ジ等）については、同法により、①国は、その管理に係る環境汚染を防止するための技術指針

を定め、必要に応じ、事業者に対して環境汚染防止のための措置を勧告し、また、②水銀含有

再生資源を管理する者は、定期的に、管理状況等を国に報告することとした。 

 

（10）2017 年改正（平成 29 年法律第 61 号）の背景となった問題は 2 つあった。第 1 は、ダイコ

ー事件であり、第 2 は、いわゆる雑品スクラップ問題である。第 1 の事件は、2016 年 1 月、

食品製造業者等から処分委託を受けた食品廃棄物が、愛知県の産廃処理業者によって、食品と

して売却（横流し）されていたことが発覚した事件である。本件に関する対応策として、①虚

偽記載のマニフェストに対する対応を強化すること、②電子マニフェストの活用により、不適

正事案があった場合に行政機関が早期に実態把握をし、原因究明をすること、③許可取消後の
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廃棄物処理業者等が廃棄物をなお保管している場合にも改善命令等が発出できるようにする

ことなどが考えられた。第 2 は、鉛等の有害物質を含む使用済電気・電子機器が混入した金属

スクラップ（雑品スクラップ）について、かねて不用品回収業者による回収やスクラップヤー

ドにおける不適正な処理・保管がなされ、火災や有害物質の漏出等による生活環境保全上の支

障が発生してきたが、雑品スクラップは有価のものが少なくなく、廃棄物として規制すること

が困難であるという問題である。環境省はこの問題に関してまず、2012 年の 3・19 通知で、

使用済み家電製品の廃棄物該当性について、総合判断説を維持しつつ、有価であっても廃棄物

であることの疑いがあると判断できる場合には、なお廃棄物とすることを宣明したが、これだ

けでは十分な根拠を持った規制ができないとの指摘が市町村からなされ、管理の適正化のた

め、法律による規制の必要が論じられるようになったのである。 

 改正法は、(a)適正処理、(b)雑品スクラップ対応、(c)その他に分けられるが、前二者は、上

記の背景として述べた点と関連している。 

(a) 適正処理 

①市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処

理を終了していない場合において、これらの者が処理基準に適合しない保管を行ってい

ると認められるときに、これらの者に対して必要な措置命令ができることとし、また、こ

のような事業者等は、排出事業者に通知することが義務付けられた。②産業廃棄物の収

集・運搬・処分の事業の全部または一部を廃止した者、及び許可を取り消された者であっ

て当該事業に係る産業廃棄物の収集・運搬・処分を終了していないものは、事業の全部ま

たは一部を廃止した旨を委託者に書面で通知することが義務付けられた。③環境省令で

定める産業廃棄物を多量に排出する事業者（具体的には、特別管理産業廃棄物の多量排出

事業者）に、紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けること

とし、また、産業廃棄物管理票に関する罰則を強化した。 

(b) 雑品スクラップ対応 

改正法は、④人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、新たに「有害使用済機器」

（雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済機器）という概念を設け、これらの物品

の保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、保管・処分基準の遵守

等を義務付け、また、保管・処分基準違反があった場合等における命令等の措置を定めた。

廃棄物に近いが、相当程度の資源価値を有する点が異なるため、廃棄物に準ずる扱いをし、

届出制で足りるとしたのである。 

(c) その他 

⑤分社化等の後は、排出実態が変わらないにもかかわらず、産業廃棄物処理業の許可を

別に取得するか、産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業者に委託しなければならなく

なっていることから、実質的に一体的に経営がなされていれば、「自ら処理」として処理

業の許可を不要としてほしいとの産業界からの要望を受け、親子会社による産業廃棄物

の処理に係る特例（「自ら処理」の拡大）をおいた。⑥また、届出を行い、特例として一
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般廃棄物の処理を行うことができる産業廃棄物処理施設が、施設の維持管理基準等に違

反した場合において、産業廃棄物処理施設としての停止命令等だけでなく、一般廃棄物処

理施設としても停止命令等を行うことができることを明確化した。 

 

3 廃掃法の度重なる改正と「産業廃棄物処理の構造改革」 

以上、廃掃法の改正経緯を概観したが、1990 年代以降の度重なる改正の骨格について記してお

こう。 

 1990 年代以降、産業廃棄物に関しては、不法投棄等不適正処理の頻発、処分場の建設困難とい

った問題が生じ、環境行政はその対応に追われた。豊島事件や青森岩手県境事件、椿洞事件など

大規模不法投棄事件は、改正に大きな影響を与えたし、2017 年に至っても、食品廃棄物の横流し

事件が改正の契機となっている。では、この問題の根幹にあったものは何か。これについては、

①廃棄物が「バッズ」であり、産業廃棄物処理業が過当競争の状況にあることを背景として、排

出事業者が適正な処理コストを負担するインセンティブがないため、②「安かろう悪かろう」と

いう処理がなされ、優良処理業者が市場の中で優位に立てなくなり（悪貨が良貨を駆逐する状態）、

そのために、③不法投棄等の不適正処理が頻発し、それが産業廃棄物に対する国民の不信感の増

大につながり、④処分場の建設困難、処分場の逼迫、⑤さらなる不法投棄の増大という「悪循環」

に陥るという構造的な問題があることが認識されるに至った（厳密には、④は③のみを原因とす

るものではないなどの問題はあり、この構造が産業廃棄物の問題全てを表しているわけではない

が）。 

 このような構造を断ち切って、どのような社会が目指されるべきか。目指されたのは、ⅰ）排

出事業者が適正な処理コストを負担し（排出事業者による原因者負担の徹底）、最終処分が終了す

るまで処理に責任をもつとともに、ⅱ）排出事業者が優良事業者を選択し、市場において悪質業

者を排除することによって、ⅲ）適正な処理を確保し、産業廃棄物に対する国民の信頼の下に、

健全な循環型社会を構築することであった。出発点というべきⅰ）は、環境法の基本原則である

原因者負担原則の徹底と関連していること、そして、ここでは排出事業者による原因者負担が問

題となっていることに注意されたい。 

 そのために、1990 年代以降の改正では、5 つの主要な改正をしてきたといえる。 

 第 1 は、排出事業者責任の強化である。これは、不法投棄が行われた場合において、処理業者

と排出事業者の間に適法な委託がなされていても、一定の場合には排出事業者を措置命令の対象

とする規定の導入（2000 年改正）、マニフェスト制度の強化（さらに 2017 年改正における電子マ

ニフェスト義務化）などに表れている。なお、2010 年改正による排出事業者の処理状況確認努力

義務規定導入もこの一環である。1991 年改正における産業廃棄物の委託基準の強化による、三者

契約から二者契約への転換もこの点と関係する。 

 第 2 に、規制対象等の変更に関しては、（法律ではないが）占有者の意思を重視していた通知の

改正（廃棄物の定義の客観化。廃タイヤの定義に関する 2000 年 7 月の厚生省課長通知等。現在で
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は、廃棄物の定義は令和 3 年環循規発第 2104141 号通知「行政処分の指針について」に定められ

ている）、廃棄物の疑いがある場合の報告徴収・立入検査規定の導入（2003 年廃掃法改正）、家電

に関するいわゆる 3・19 通知及び廃掃法の 2017 年改正における有害使用済機器に対する保管・

処分業者の届出義務、保管・処分基準の遵守義務の導入があげられる。 

 第 3 に、不適正処理対策として、処理施設に対する許可制の導入（1991 年改正）、処理業者・

処理施設の許可要件の強化、一定の悪質業者に対する許可の義務的取消しの導入、罰則の強化、

不法投棄についての未遂罪、目的罪の導入、不法投棄による犯罪収益の没収などが行われてきた。

行政処分の執行の強化（前記「行政処分の指針について」による）もこの点と関連する。 

 第 4 に、適正な処理施設の確保として、廃棄物処理施設設置手続の強化・透明化、優良な施設

整備の支援、廃棄物処理センターなどの公共関与による補完などが行われてきた。 

 第 5 に、優良産業廃棄物処理業者の育成の制度化も行われてきた。 

 これらは「産業廃棄物処理の構造改革」と呼ばれている。この改革の目的は何といっても不法

投棄・不適正処理対策にあった。不法投棄・不適正処理の新規判明量は、1990 年代後半の年 40 万

トンから、2009 年度以降はほぼ数万トンを下回るレベルにまで激減していることからすると、—

わが国の産業自体に陰りが見られることも関連している可能性はあるものの—改革の目的はあ

る程度達せられたとみることができよう。 

 特に、第 1 点のうちの排出事業者が適法な委託をしていてもなお措置命令の対象となる場合が

あるとの規定については、ドイツの当時の循環経済廃棄物法を参考にしつつ導入されたが、排出

事業者に対しては相当のインパクトがあったといわれている（さらに、産業廃棄物の不法投棄で

苦しんでいた自治体からは、環境省の廃棄物担当者に感謝が寄せられ、それが PCB 処理施設の地

方での設置の理解増進等につながったともいわれる）。この措置命令の実施例はないものの、この

規定を用いた行政指導などにより、不法投棄防止に大いに役立ったと考えられる。 

 

4 今後の課題 

最後に、厳密には本稿の対象外とも考えられるが、今後の課題について簡単に記しておきたい。 

 

（1）このように廃掃法は不法投棄対策を軸として累次の改正をし、改革を進めてきた。一方資源

の有効利用の問題については資源有効利用促進法や個別リサイクル法で対処し、循環型社会

全体の問題は循環型社会形成推進基本法で対処してきた。 

 廃棄物処理業の許可の取得をリサイクル業者に求めることの負担などに関連して、リサイ

クル可能物を廃棄物から除くべきであるとする考え方もあり、従来から、不法投棄の防止と、

リサイクル等の循環のいずれを重視すべきかが問題とされてきた。この点は、廃棄物の定義に

関しても議論され、裁判例においても争われてきたが（水戸地判平成 16・1・26 とこれに対す

る平成 17 年環廃産発 050325002 号など）、環境省としては、基本的に不法投棄対策を一貫し

て重視してきたと考えられる。不法投棄の放置は、上記のような処分場設置困難を含む社会で
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の悪循環に至ることになり、最終的に行政による（税による）対処を迫られることになるため、

環境省の従来の方針は正しかったといえよう。 

 もっとも、広域認定制度の認定の要件が厳格すぎて活用しにくいなど、リサイクル等の循環

を促進する観点からの批判・要請は、今日も続いており、不法投棄・不適正処理の量が激減し

た中で、環境省がリサイクル等の循環を重視する姿勢をどこまで取り入れるかの舵取りを求

められている面はある。これまでの不法投棄防止のための試みを無駄にしない範囲で積極的

に対応すべきであろう。 

 

（2）また、既存の廃掃法の問題として、3 点ほどあげておきたい。 

 第 1 に、法体系として、廃掃法は、機能的には循環型社会形成推進基本法の下にあるが、同

法が 2000 年に制定された比較的新しいものであるため、その骨格となる考え方が廃掃法には

必ずしも及んでいないという問題がある。基本法における拡大生産者責任の考え方はその代

表的な例である。 

 第 2 に、廃棄物の定義の問題の延長として、廃掃法の有害使用済機器は、（有価ではあるが、

有害性がありぞんざいに扱われる可能性が高い）準廃棄物というべきものを規定することに

成功したが、「機器」に限定され、また、「有害」性が健康及び生活環境被害に限定されたこと

になお制約があり、概念の拡大が期待される。これは、従来の取引価値中心主義の廃棄物の定

義に風穴を開けたものとみられるが、有害性に着目した廃棄物の定義に関する国際ルール（バ

ーゼル条約）と廃掃法の下の廃棄物の定義との隙間が発生する問題は、他の廃棄物にも生じう

るのであり、有害であれば取引価値があっても規制できるとする国際ルールに、徐々に転換し

ていくべきあろう。また、廃棄物の定義の裏腹の問題として、廃棄物終了の概念が EU では個

別品目に採用されている。一種の規制改革として、廃棄物終了を明確な概念として定める際に

も、廃棄物の定義についての明確化が必要であり、両者についてはセットの議論がなされるべ

きであろう。 

 第 3 に、優良処理業者に対する規制緩和は、（廃掃法の）法律のレベルでは、主に許可の有

効期間を他の処理業者よりも 2 年延長したことに留まっており、全国的な認定に基づくメリ

ットを与えることが検討されてよいであろう。 

 

（3）さらにほかにも、近時、新たな課題が生じている。 

 第 1 は、循環管理の問題に対する対処は、第 5 次環境基本計画や第 4 次循環基本計画にも

示されたように、地域の活性化も念頭においた「地域循環共生圏」の問題として、各地域で生

じているいくつもの課題（気候変動や自然との共生も含まれる）を同時に解決する姿勢が求め

られることである。 

 第 2 に、EU におけるサーキュラーエコノミー（循環経済）を国際規格（ISO）にする提案

がフランスからなされており、これが認められると、わが国の企業も事業活動がこの規格に適

合しているかを真剣に検討する必要が生ずるおそれがあり、ひいてはわが国の循環型社会形



 
 

記録編-03-12
廃棄物処理法の累次改正による規制強化 

成推進基本法に言う「循環型社会」と「サーキュラーエコノミー」がいかなる関係にあるかを

整理する必要が生じることである。EU で展開されたサーキュラーエコノミーにおいては、EU

という単一市場において競争条件の公平を確保し、雇用を確保することを目指している点に

特徴の１つがあり、わが国の循環型社会においても、このようなビジョンを含めていくことが

望まれる。 

 第 3 に、従来から廃棄物等循環の管理と地球温暖化対策との関係については議論がなされ

てきたが、2020 年には、菅総理大臣から 2050 年にカーボンニュートラルを達成することが宣

言された。循環の管理を行う際にも、炭素の排出との関係を常に検討しなければならず、場合

によっては、循環と炭素排出のいずれを優先するかを考えなければならないことが出てくる

であろう。カーボンニュートラルが目標とされる中で、廃棄物焼却や廃棄物発電をどう位置付

けるかという問題も生ずる。 

 このように、今後の廃掃法による規制においては、不法投棄対策を軸としつつも、コスト面

を含めつつ、資源循環とカーボンニュートラルを考慮した、廃棄物の循環管理を進めていく必

要がある。環境省においても複眼的な対応が求められることになろう。 

 

―― 了 ―― 

 

 

執筆者 大塚 直 氏 早稲田大学法学学術院 教授 

1981 年 東京大学法学部卒業、1986 年 学習院大学法学部助教授、1993 年 学習院大学法学部教授、
2001 年 早稲田大学法学部教授、2004 年 早稲田大学大学院法務研究科教授（併任）。 
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フロン全廃に向けたオゾン層保護対策（1988 年）1 
話し⼿ 鈴⽊ 克徳 ⽒ 

同 席 豊住 朝⼦ ⽒ 

 

 

 フロン全廃に向けた取組への関わり 

私は 1988 年 10 ⽉に国連アジア太平洋経済社会委員会から⽇本に帰ってきて、⼤気保全局企画
課という地球温暖化問題とオゾン層保護問題を担当する部署の補佐になるようにという下命を
受けて、特にオゾン層保護を中⼼とした対策を実施することになりました。 

 1988 年 5 ⽉にオゾン層保護法が制定され、環境庁では、それを受けて具体的に対策をいろいろ
進めていく必要があるという話になっていました。ちょうど私が帰ってきた 10 ⽉にオランダの
ハーグで会議があって、オゾン層保護に係るモントリオール議定書の規制強化、フロン（クロロ
フルオロカーボン類：CFC）全廃に向けた国際交渉のゴングがちょうど鳴らされる時期で、帰任
してすぐに出張しろと⾔われて出ていった会議が、このモントリオール議定書の改正に関する最
初の国際会議でした。 

 

 オゾン層保護対策が始まった当時の背景、国内外の世論 

1986 年に南極にオゾンホールが発⽣していると公表されたことをもって⼀挙にオゾン層保護
問題というのは進展しました。というのも、1985 年にウィーン条約が採択されましたが、それま
でに UNEP（United Nations Environment Programme：国連環境計画）で条約制定の交渉を開始して
から 5 年、オゾン層破壊のメカニズムが発⾒されてから 10 年と、遅々として交渉が進まない状
況にあったにもかかわらず、南極でのオゾンホールの発⾒後僅か 2 年で 1987 年にモントリオー
ル議定書が合意されました。私が担当したのは、国際的にも国内的にも、南極のオゾンホールが
⼤きな契機になって、オゾン層保護問題に対しての関⼼が盛り上がってきた、ちょうどそういう
時期でした。 

 具体的には、フロン対策をどうしようかということを真剣に考えていたのは、ほとんどが産業
界の⼈だけでした。ちょうど温暖化問題が地球環境問題としてクローズアップされ始めた時期で
したが、当時はオゾン層破壊問題が地球環境問題の代名詞みたいな形で受け⽌められていました。 

 御存知かもしれませんが、当時は代替フロンと⾔われていた HCFC（ハイドロクロロフルオロ

 
1 このインタビューは、2021 年 3 ⽉ 24 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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カーボン）がちょうど開発された時期とも重なっていて、⽶国 EPA（Environmental Protection 

Agency：環境保護庁）のアイリーン・クラウセン（Eileen B. Claussen）という当時の⼤気プログラ
ム局⻑と、UNEP のトルバ（Mostafa K.Tolba）事務局⻑の 2 ⼈が中⼼になって、オゾン層保護対策
の強化、CFC の全廃に向けた対策を推進しようという機運が国際的には⾮常に盛り上がっていた
時期です。このような環境外交はちょっと珍しいことですが、この問題に限って⾔うと、⽶国、
特に EPA が積極的に世界をリードしようとして働きかけた点に特徴があったと思っています。 

 

 他省庁、産業界との国内調整 

当時の環境庁は、国内で公害問題にどう対
処するかを考えていく中で、やはり科学的知
⾒をベースにすることの重要性が強く私たち
の頭の中に刷り込まれていました。そのため、
オゾン層保護対策についても、まず科学的な
知⾒を明確にすることが必要だろうという認
識の下に、当時、オゾン層問題の世界的権威で
あったローランド（Frank Sherwood Rowland）
博⼠の愛弟⼦と⾔われていた東京⼤学の富永
（健）教授を座⻑として、オゾン層保護対策の
科学的知⾒に関する検討会を⽴ち上げて、こ
の分野での最善の知⾒を有する⽇本の科学者の皆さんに集まってもらって検討しました。 

 検討材料は UNEP が中⼼になって作った科学パネルの報告書で、それを⽇本国内で最善の知⾒
を有する科学者の皆さんに検討・分析してもらって、科学パネルの報告書の内容が適切であると
の報告を取りまとめていただきました。オゾン層保護対策は進める必要があるという科学的な報
告書をまず取りまとめて公表したことが⾮常に良かったと思っています。その結果、通産省から
も産業界からも、オゾン層保護、フロン対策を⾏うことの必要性については、その後⼀切反論が
出なくなっています。これは、⾮常に⼤きなポイントになったのだろうと思います。 

 また、フロン問題に関しては⽇本の権威であり、産業構造審議会、通産省関係のフロン対策の
指導的⽴場を担われていた東京⼯業⼤学名誉教授の⽯川（延男）先⽣がおられて、私たちも⽯川
先⽣の勉強会に招いていただき、産業界や通産省の⼈たちと⼀緒にフロン削減対策に関する最新
の知⾒に関する情報を共有しながら、何ができるのかということをずっと議論してきました。こ
れは、通産省と環境庁が⼀緒に勉強をするという、気候変動の世界では当時⾒られなかった、割
と珍しいケースだったのだろうと思います。 

 御承知のようにフロンというのは極めて便利なもので、冷媒、発泡剤、断熱材、洗浄剤の代表
的な 4 つの利⽤分野があります。各国ごとに主たる利⽤分野は異なっていて、⽶国の場合はカー
エアコンの冷媒が⼀番⼤きな分野であったし、⽇本の場合には洗浄分野が⾮常に重要な分野でし

鈴⽊ 克徳 ⽒（写真は本⼈提供） 
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た。特にコンピューターのプリント基板の洗浄に多く使われており、⽇本の産業界の⼈たちは、
洗浄でフロンが使えなくなると⽇本の産業界は⼤打撃を受けるという⾮常に強い懸念をもって
いました。⽇本が世界に冠たる精密機器の製造販売をできている理由というのは、CFC を洗浄に
使えることによって⽣じている、これが駄⽬になったら⽇本の産業が傾く、とまで⾔われて、こ
ちらとしても⾮常に困惑しました。 

 当時、オゾン層保護に関しては科学パネル、影響パネル、技術パネルという 3 つのパネルでの
国際的議論があったのですが、特に技術パネルに積極的に参画をして、ほかの国の技術者たちを
きちんと説得できるのであれば、我々も⽇本は特殊なケースなのだ、CFC の全廃は難しいのだ、
という話を受け⼊れましょうと提案しました。結果は、やはり説得できなかったので、産業界と
しても仕⽅がないという形になったと思います。1989 年半ば過ぎぐらいから、通産省の⽅もやは
り全廃の回避は難しいという認識がだんだん進んでいって、ではどうしたら良いのかという対策
の議論になっていったと思います。 

 もう⼀つ、環境庁がやったことは、先⾏的な企業を⼤いに褒めたことです。フロン全廃を⽇本
で最初に宣⾔したのはセイコーエプソンです。本社が諏訪湖のほとりにあって、諏訪湖の⽔をき
れいにすることが、環境をしっかり守ることが⾮常に重要、というのが当時の社⻑の基本的な考
え⽅であり、地球環境問題にも積極的に取り組む必要があると、社⻑がフロン全廃を宣⾔しまし
た。 

 2 番⽬にフロン全廃を⾔ったのは NEC（⽇本電気株式会社）で、これはイギリス政府の作戦勝
ちみたいなところがあります。イギリスが 1989 年にサッチャー⾸相主導でオゾンの会議を開い
たとき、NEC を招いて講演をしてもらいました。そうなると、NEC も世界のほかの企業と⽐べて
後ろ向きのことは⾔えないので、フロンの全廃に向けて努⼒をするということを公表しました。 

 環境庁としては当時、セイコーエプソンと NEC がこんなに頑張っている、すごいじゃないかと
いうことを、プレスを通じて⼤いに宣伝していく中で、ほかの企業も⾃分たちだけ反対をするこ
とがしにくくなってきたように思います。企業の中にはやればできると⾔っている企業があるの
だという状況認識をプレスを通じて作っていったことも、進展の 1 つの要因になっているのだろ
うと思っています。 

 

 規制や税制の優遇、普及啓発における環境庁の役割 

規制では、⽣産量、消費量のクオータ（割当て）を業界に対してやったわけですけれども、残
念ながらこれはほぼ全⾯的に通産省が決めていました。ただ、それに対して基本的な規制の考え
⽅などには環境庁もかなり強く関与していました。 

 それから、税制上の優遇措置については、通産省と環境庁と共同で当時の⼤蔵省に対して提出
をするという形で、連携をとって⼀緒にやっていました。 

 普及啓発活動では、環境庁、通産省ともに⼀⽣懸命やっていたと思いますが、国⺠に対しての、
⼀般の⼈たちに対しての啓発活動というのは、やっぱり環境庁が中⼼になってやっていたと⾔え
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ると思います。通産省が、これは⼤切ですとか、ここまでだったらできますとか⾔っても、企業
擁護ではないかとなかなか⼀般の⼈たちは信⽤してくれない部分があって、環境庁が、科学的な
知⾒の部分もそうですけれども、ここまでは必要です、この部分は難しいです、と⾔うことによ
り、プレスを含めて⼀般国⺠の⽅々によりよく納得してもらえたのではないかなと思っています。
具体的には、パンフレットを作ったり、また環境庁記者クラブの⼈たちとは率直に話ができたの
で、いろいろなことがあるたびに説明会をさせてもらったり、そういった中で、ある種、世論を
作っていくようなプロセスというのがあったように思います。これは、そもそも環境庁の発⾜、
あるいはそれ以前の段階から、通産省と環境庁の⼒関係の中で培われたものです。 

 私⾃⾝は、通産省とあまり喧嘩をしていたわけではなかったのです。割と珍しいケースかもし
れないですが、主張はぶつけ合うけれども、憎み合うのはやめようと⾔って、お互い相⼿の主張
は理解できるというような形で、通産省と環境庁とはそう険悪な関係ではなかったと思っていま
す。この点については、前述の⽯川先⽣の影響が⼤きかったと思っています。 

 

 モントリオール議定書に係る国際交渉 

環境庁は、CFC を⼤気中に出さない、あるいはフロン類を⼤気中に出さないことが最も重要で
あり、例えば完全密閉で循環利⽤する、あるいは⼤気に放出しないで破壊するといったことがあ
り得るのではないかと 1990 年頃に主張しましたが、これは国際社会から認めてもらえませんで
した。これが、国際交渉で私が⼀番残念だったことです。受け⼊れられなかった理由は、⽇本は
できるかもしれないが、特に途上国において製造⼯程の管理とか、完全密閉構造とか、出てきた
ものを破壊するとか、そんなことができると思うのかと⾔われ、世界的にはとてもじゃないけど
できないから、いわゆる蛇⼝規制をすることが必要だ、フロン類を作らないという措置が必要だ
と主張をされて、結局環境庁の主張は認めてもらえませんでした。 

 その後 10 年経って、2001 年にもう⼀度フロン回収・破壊法の議論に携わった頃、⼀⽣懸命フ
ロンの破壊技術認定などの政策を推進しました。10 年経ってやっと破壊技術みたいなものが認知
されるようになった、と感慨深いものがありましたが、当時は回収し破壊するという対策に積極
的な国はほとんど⽇本だけでした。そして、さらにまた 20 年ほど経って、ライフサイクルマネジ
メントみたいな話が本格的に議論されるようになっています。1990 年当時からちゃんと認めても
らっていたら、オゾンホールの解消などでもう少し違った局⾯を迎えたのではと思うと、残念だ
ったと今でも思っています。 

 オゾン層保護問題は地球環境問題の最初のケースですので、みんな試⾏錯誤だったのと、やっ
ぱり当時はできることは限られているという認識だったと思います。途上国に対しての技術⽀援
も⼗分に進んでいませんでした。何もない真っさらの状態の中で、急に製造⼯程のコントロール
をするみたいな話というのは、当時の世界の環境外交担当者には何か夢みたいな話だと聞こえた
のではと思います。⽇本の場合には、1970 年代後半の⽔銀の完全クローズド化の是⾮に関する議
論などの経験があったから、何でもかんでも廃⽌をするということだけが良いわけではないとい
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う認識が、当時の環境⾏政担当者の中にはありました。そのあたりが、やっぱり公害対策を含め
ての経験の違いなんじゃないかなと思っています。 

 もう⼀つ、オゾン層保護対策の国際交渉で⼀番苦労したのは、これが典型的な南北問題であっ
たということです。途上国から、先進国の CFC 規制は⾃分たちに都合の良いこと⾔っているだけ
じゃないか、先進国のツケを途上国に払わせようとしているのではないかと批判されました。CFC

の製造は⽐較的簡単なのに対して、当時、HCFC の製造というのはなかなか難しく、⼀部の欧⽶
の企業がほぼ独占するような形で製造していたという実態がありました。途上国からは、先進国
が都合の良いことを⾔って、途上国に安価な冷蔵庫を使わせないつもりか、その結果⾷中毒とか
が増えて多くの⼈が死んでも良いというのかと随分と厳しく⾮難され、彼らの主張を正直否定で
きませんでした。 

 だからといって、CFC を作りたい放題作って結構ですよとも⾔えず、そういった中で苦⾁の策
で先進国が考え出したのが、モントリオール基⾦だったわけです。これは、途上国が HCFC を使
うために、あるいは他の代替⼿段を使うために必要な資⾦の供給をしようということで作られた
ものであり、後々の地球環境ファシリティーのプロトタイプにもなった⾮常に⼤きな進展だった
と思っています。 

 モントリオール基⾦の議論はすごく⼤変でした。CFC 等を使⽤しないための追加的な費⽤をど
のように算定するかとか、技術的な問題が⼭ほどある中で、⼀つ⼀つ解決していくようなプロセ
スがあったわけですが、何とかこのモントリオール基⾦を⽴ち上げることができたことは、地球
環境問題への取組の⾮常に⼤きな⼀歩だったと思っています。 

 ただし、後で気がついてみたら、ループホール（抜け道）もいっぱいあって、私が世界銀⾏に
勤めていた数年間の中でも、たくさんのループホールが指摘されました。そのための体制整備と
して、UNDP（国連開発計画：United Nations Development Programme）が中⼼になって各国にオゾ
ンユニットを作って、きちんと政府として管理するような体制を整備していきました。そういっ
た成功、失敗の経験というのがありますけれども、やはりモントリオール基⾦ができたというこ
とが途上国を説得するとても⼤きなポイントになったのだろうと思っています。 

 

 フロン全廃に向けての国際交渉 

当時の⽇本はオゾン層に関する科学というのはまだ始めたばかりで、国⽴環境研究所が中⼼に
なって取り組んでいたのですが、世界的なオゾンの減少、オゾン層の破壊状況が、CFC を削減す
ることによってどう変化するかを予測するモデルは、まだ持っていませんでした。世界全体とし
てどう削減すれば良いのか、⽇本はどこまで削減しなければいけないのか、という科学的な⾒地
からの議論というのは環境庁だけではできなかったため、当時、オゾン層科学を中核的に進めて
いた⽶国航空宇宙局（NASA）のロバート・ワトソン博⼠（Robert Watson）と国際電話でいろいろ
連絡を取って、どれだけの対策を取ったらどれだけの効果があるのかというシミュレーション結
果をファックスで送ってもらい、そのデータを通産省とか産業界の⼈たちに⾒せて、これだけの
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対策が必要であると説得できました。そういった連携を⽶国と図っていけたことは、環境庁の国
内における科学的優位性というものを⽰す上で、⾮常に役に⽴ったと思います。 

 フロン全廃に対して国内産業界はかなり消極的でしたが、欧⽶の⽅は積極的でした。⽇本の産
業界の⼈たちからは、欧⽶が積極的なのは⽇本潰し、要するに⽇本からの精密機械、家電製品な
んかの輸出を潰そうという、貿易政策的な意図もあるのではないかというようなことまで⾔われ
ている中で、どうやって調整するのか、なかなか難しい話だったと思います。 

 当時、そもそも CFC 対策に対して極めて後ろ向きだった欧⽶の産業界、デュポン社（Du Pont、
⽶国の化学メーカー）等が急に賛成に回って、EPA の後押しをしてフロンの全廃交渉に関わって
いったというのは、結局 CFC から HCFC への、あるいはその後のオゾン層は破壊しないものの
温室効果の⾼い HFC（ハイドロフルオロカーボン）への代替を国際的に進めようという企業戦略
ではないか、フランスとか⽶国の企業を擁護するために、途上国でも製造されるようになった
CFC を禁⽌して、途上国ではノウハウや特許権がない HCFC、HFC で独占的な販売をしようとし
ているのではないか、などの噂がありました。それに、環境保全という観点から UNEP のトルバ
事務局⻑と EPA のクラウセン局⻑が乗ったのではないかというような話も、陰ではささやかれて
いました。そういった中にあって、環境庁として⼀体どう取り組むべきかというのは悩ましいと
ころではありましたが、⼀⽅で、やはりオゾン層を保護するという環境庁としての⼤義を追求す
ることが⾮常に重要だろうということで、CFC の全廃に向けて環境庁として積極的に取り組んで
いくという姿勢を貫かせてもらいました。 

 このフロン全廃交渉の中では、欧⽶との関係というよりも、途上国との関係が⼀番⼤きな⼭場
であったわけで、最後まで残ったのはやはり中国、インドでした。アジアの国を説得するのは⽇
本がやってくれと⽶国とか EU から⾔われて、そちらの⽅が欧⽶との交渉よりもっと⼤変だった
かなと思います。中国はあるところで折れてくれたのですけれども、インドは 1990 年のモントリ
オール議定書第 2 回締約国会議までずっと反対をしていたので、第 2 回締約国会議が開かれたロ
ンドンで、⽇本の環境庁⻑官にインドの環境⼤⾂とバイで会談をしてもらって、何とかそこでイ
ンドを説得して、合意をしてもらいました。やはり⽇本の⼤⾂にインドの⼤⾂と会ってもらった
というのが⾮常に効果的で、直接対⾯での交渉をしてもらって、説得してもらえたから、インド
は最終的にのんでくれたのだと思います。あまり外には⾒えないかもしれませんが、それは⽇本
の⼤きな貢献だったのだろうと思っています。 

 

 ⼼残りがあった点、成功体験として感じている点 

⼼残りというのは、さっきもお話をした、⼤気中に放出しない対策も取り⼊れられるべきとい
う⽇本の主張が認められなかったことです。私が主張した当時は、そんなことは夢のまた夢だろ
う、⽇本だったらできるかもしれないけれど、ほかの国でできるはずがないと、⼀蹴されました。
もう少し⽅策を考えて、モントリオール基⾦への各国の取組体制の整備みたいなものとセットで
主張を⾏っていけば、違った結果を出せたのかもしれないと思います。 
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 それから、成功体験とは⾔えないと思いますが、このフロン全廃問題というのは⽇本の環境対
策の経験の中でも特筆すべきものだったと思います。私が国内交渉を始めた 1988 年、1989 年頃
というのは、⽇本経済に壊滅的な打撃を与えるつもりか、とまで産業界の⼈からは⾔われました
けれども、実際に全廃が決まった後、通産省からも CFC の全廃⼯程を 2000 年じゃなくてもっと
早めるという明確なメッセージが出され、3 年ぐらいした後にどうなったか改めて聞いたところ、
CFC 全廃は全く問題ないと産業界の⾔い分が 180 度変わっていました。CFC 全廃で⼀番問題視し
ていたのがプリント基板の洗浄プロセスだったわけですけれども、⽔洗浄⽅式で何とかなります
とか、無洗浄⽅式を開発したから全く問題ありませんというように、状況が 180 度変わりました。 

 フロン全廃が避けられないと分かった段階で、国内の弱電メーカーが⾃分たちの有する世界で
トップレベルの技術者と資⾦とをフロン対策に投⼊したことによって、僅か数年でそれまで全く
できないと⾔っていた洗浄分野でのフロン代替というものが、全く問題ないというほどに、劇的
に変化をしたのではないかと推測しています。これは、⾃動⾞からの NOx（窒素酸化物）排ガス
対策のケースと並んで、規制が技術⾰新を促進した典型的な例だと思っています。 

 もう⼀つ、⾮常に印象に残ったのは、外交交渉って何かなという逸話です。オゾン層保護対策、
地球環境問題についてイギリスがイニシアティブを取りたいということで、1989 年にイギリスの
サッチャー⾸相がロンドンでオゾン層保護対策の会議を開きました。イギリス政府はそのときに、
この 1 年間でイギリスは CFC の使⽤量を半減させた、⾮常に⼤きな成果を挙げたと誇ったので
す。それはすばらしいなと思い、⼀体どうしてそんなことが実現したのだろうかと詳しく聞いて
みました。その結果、実は 1980 年に OECD で決議をして、⽇本とか⽶国は 1980 年にスプレーへ
の CFC の使⽤を全部やめていたのに対して、イギリスは 9 年間放置をしておいて、1989 年にな
って初めてスプレーへの CFC の使⽤を全部やめることにしたために CFC の使⽤量を半減させる
ことができたことがわかりました。9 年間も⽇⽶に対して後れを取っていたのに、イギリス外交
は 1 年間で半減しましたと結果だけを⾔って、堂々とその成果を誇るわけです。⾃分に都合の良
いものを強調して⾒せる、⾃分に都合の悪いことは、嘘のない範囲でしゃべらない。ヨーロッパ
で⻑年にわたり磨かれた巧みな外交交渉というのは、こういう側⾯も持っているということを理
解し、外交交渉の裏表をしっかり⾒極める必要があると認識できたことが、1989 年のロンドンの
会議の⼤きな教訓だったと思います。 

 

 フロン対策の成功要因 

フロン対策がうまくいった 1 つの⼤きな要因というのは、温暖化対策と⽐べて、対象分野が⾮
常に限定的だったということがあると思います。もともと⼈⼯物であり、使われる分野も、広い
とはいえ限定的でした。だから、対策は温暖化と⽐べてずっと取りやすかったということがまず
挙げられると思います。 

 もう⼀つは、よくも悪くも代替フロンができていたということが挙げられると思います。代替
フロンをめぐっての思惑にはいろんな側⾯があるのだろうと思いますけれども、さはさりとても、
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やはり代替フロンがなければ、このときこれほどスムーズには交渉は進まなかったでしょう。 

 そして、3 つ⽬の⾮常に⼤きな要因は、やはりモントリオール基⾦についての合意がなされた
ことだと思います。地球環境問題の交渉というのは、どうしても必然的に南北問題というものを
引き起こします。そういった中にあって、世界で初めてモントリオール基⾦というものに合意を
して、途上国に対して然るべき配慮を⽰したことが、この交渉が成功する⾮常に⼤きな要因だっ
たのだろうと思います。この基⾦ができたことが、後々の地球環境ファシリティーのプロトタイ
プにもなったこともあり、最⼤の決め⼿になった、というように私⾃⾝は思っています。 

 

 技術移転、⼈材育成の重要性 

⽇本が世界に対して⾮常に優れている点は製造⼯程の管理技術であり、これをいかにしてほか
の国に技術移転していくかだと思います。ライフサイクルマネジメントという話をするときに、
製造⼯程管理をきっちりしていけるかということが、必須の要件になってきます。途上国でも管
理体制の整備のためにオゾンユニットができたことによって、フロン類の管理に関するキャパシ
ティ・ビルディング（能⼒開発）が進みましたけれども、ライフサイクルマネジメントをするの
であれば製造⼯程管理、破壊技術を適⽤しようというのであれば破壊に⾄るまでのプロセス管理
がどこまでできるかということが、キーになると思います。 

 完全密閉で使⽤できるものがあれば、必ずしも蛇⼝規制をする必要はなかったわけですけれど
も、そういった完全密閉構造でのリサイクルをするにしても、やっぱり⼯程管理がきちんとでき
ないと進まないので、ライフサイクルマネジメントを進めていこうとするのであれば、そういっ
た基礎技術をどこまできちんと移転できるかを考えることが必要ではないかと思っています。 

 例えば冷媒を回収するというスキームでは、⾃動⾞からの場合だと回収技術⾃体はそんなに難
しくないですが、1 台 1 台からフロンを抜き取るときに、どれだけ抜き取れるのか、どれだけが
⼤気中に出るのかといったあたりは、きちんとした技術があるかないか、きちんとした技術者が
いるかいないかで、すごく⼤きな差が出てきます。だから、そういった技術者をきちんと養成で
きているのかどうかが重要で、そうでないと、建前上は全部抜いていますと⾔ったところで、相
当部分が⼤気中に放出されるケースというのが出てきます。 

 建物から回収するスキームの⽅はそれとは随分違っています。建物⾃体が古い場合には、配管
がどうなっているか不明などの様々な問題があって、どれだけ効率的に抜取りができるのか容易
でなかったりします。⾞とはまた違った意味での技術というものが必要であり、建物の形態とか
に応じて、どこまでちゃんとできるのかをきちんと診断できるような技術者がやはり要るのでし
ょう。そういった技術者の養成、技術移転を、どこまでできるのかが課題だと思います。 

 2001 年に出向先から環境省に戻ってきて環境保全対策課⻑になり、フロン対策も再度担当した
時期があって、モントリオール基⾦を⽤いたプロジェクトとして、業界の⽀援を得てスリランカ
の CFC 対策のお⼿伝いをしました。モントリオール基⾦、あるいは UNDP や世界銀⾏等とうま
く連携を取ることによって、随分と技術移転という⾯で貢献できる余地があると思います。どん
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なに⽴派な制度を作っても、実施（エンフォースメント）がうまくいかなければ、結局役に⽴た
ないです。エンフォースメントをきちっとするためには、それに⾒合った形での⼈材育成がどう
しても必要です。⼈材育成という場合、⼀つはきちんと管理する⾏政側の⼈間の⼈材育成が必要
であり、もう⼀つは、現場で実際に働く⼈の⼈材育成をきちんと進めることによって、初めてう
まく⻭⾞が回るのではないかなと思っています。 

 国内での⼈材育成についてですが、国際的な交渉をする⼈材と現場で実施する⼈材は分けて考
える必要はないと私⾃⾝は思っています。もちろん外務省、外交官もいるけれども、やっぱり環
境省の⼈間がそのどちらも担当するということで考えていただいて良いのかなと、私は思います。 

 国際交渉では、やはり経験の積み重ねと、それから相⼿が何を考えているのかをどこまで読め
るかが重要です。気候変動交渉をしていた際につくづく思ったのは、他国の場合、同じ⼈間が 10

年、15 年と交渉を続けている⼀⽅で、⽇本はしょっちゅう交渉を⾏う⼈が変わります。これをや
っていると、やっぱり⽇本はほかの国に勝てないという問題があると思っています。私は、フロ
ンの国際交渉に 3 回関わったことがあります。そういった中で、ほかの国のいろんな⼈たちが何
を考えているのかとか、あの交渉担当官はあんなことを⾔っているけど、実はこうじゃないかと
か、そういうことも分かってきます。あるいは、あの交渉担当官はあんなことを⾔っているが本
当は何を考えているのだろうね、みたいな話もお互いにできるようになります。 

 外交交渉をやるということは、ある程度継続性を保てないとやはり太⼑打ちできないと思いま
す。引継ぎだけでは対応できません。特に国際関係の問題というのは、顔と顔でつながっている
部分がすごくあることも考えないといけないと思います。例えば 2 年やって⼀旦抜けても、また
後で戻ってくるというような、ある程度反復、継続するような⼈事プロセスというのを考えない
と、国際問題、外交交渉みたいな話では活躍できないと思います。これは⼀個⼈の問題というよ
りも、環境省⾃体の国際問題に関する取組姿勢と、中⻑期的な⼈事戦略ということで、しっかり
考えてもらわなくてはいけないと思っています。 

 

 おわりに 

 ⽇本がかなりの額を拠出しているような活動における⽇本のプレゼンスというのが、やはり低
いと思います。これは、オゾン層の問題に限らず、あちこちで指摘をされている話なので、その
あたりを少しずつ改善していけると良いのではないだろうかと思います。環境省の職員が全部そ
れをやっていたら⼤変かもしれないのですけれど、そういったことに関⼼を持つ⼈を探してきて
派遣をするような⽅策が進むと良いと思います。 

 産業界は、フロンの話をいろいろ⾔っていたけれども、じゃあ、モントリオール基⾦を使って
何かやりますかと⾔ったら、みんな尻込みしてしまって、なかなか巻き込むのが⼤変でした。も
っと積極的に、そういった⽅⾯で出てきてくれると良いなと思います。そういった意味で、いろ
んな関係者の尻をたたく仕事も、やってもらえると良いのかなと思います。 

―― 了 ―― 
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話し⼿ 鈴⽊ 克徳 ⽒ 特定⾮営利活動法⼈持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）理事、
⽇本 ESD 学会 副会⻑ 

1976 年 環境庁⼊庁、1998 年 財団法⼈⽇本環境衛⽣センター酸性⾬研究センター所⻑代理、2001
年 環境省地球環境局環境保全対策課⻑、2002 年 国際連合⼤学⾼等研究所上席研究員（環境省⼤
⾂官房付）、2007 年 ⾦沢⼤学特任教授（環境省⼤⾂官房付）、2010 年 辞職、⾦沢⼤学教授（〜2018
年）。 

 

同 席 豊住 朝⼦ ⽒ 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室⻑ 

 

（所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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地球環境部の設置（1990 年）1 
話し⼿ 加藤 三郎 ⽒ ・ 浜中 裕徳 ⽒ 

 

 

 地球環境問題との接点 

―――まず、お⼆⼈の地球環境問題との関わりについてお聞かせください。 

 

○加藤 私は、1990 年の地球環境部設置の直前は、1 年⾜らずですが、環境庁⻑官官房の国際課
⻑というポストにいました。やがて地球環境部ができ、そちらに移ることになります。国際課
の前、1987 年から 1989 年までは保健企画課⻑というポストにいました。当時は⼤気汚染に関
わる公害健康被害補償制度の⼤改正のための法改正を国会に提出していまして、主として国会
対応の仕事に就いていました。この⼤改正が⼀段落する頃、庁内では地球環境問題に関する国
際会議への対応がいろいろ⽣じていました。保健企画課⻑でありながら、若い時から国際経験
が深かったからか、それらの国際会議に出席することを仰せつかり地球環境問題が主要なテー
マになった、1989 年 7 ⽉のアルシュ・サミットにも参加しました。 

 国際課⻑は 1989 年の 9 ⽉からですが、このときはもう既に地球温暖化対策の前しょう戦の
ような仕事をし始めていました。翌年の 1990 年 7 ⽉に地球環境部ができて、地球環境部⻑と
いうことになるわけですが、国際課時代から、地球温暖化を中⼼とする地球環境問題に取り組
み始めていたということです。 

 

○浜中 私は、地球環境部が設置される少し前は、⼤気規制課⻑をしていました。窒素酸化物対
策といった国内の公害対策が主な仕事で、酸性⾬問題や、液状 PCB 廃棄物の⾼温焼却処理、当
時世間的に⼤きな問題になっていたアスベストなどの特定の有害⼤気汚染物質の規制につい
て、⼤気汚染防⽌法改正などにより取り組んでいました。 

 地球環境問題については、モントリオール議定書を受けて成⽴したオゾン層保護法2を⼤気保
全局で所管していた関係で、⼤気規制課⻑時代の 1989 年にヘルシンキでの議定書の締約国会
議に参加したことがあります。それから、地球温暖化に関する検討会が 1989 年ぐらいから⼤気
保全局企画課で開催されていて、モントリオールで開催された国際会議に⽇本から専⾨家とし
て出席された茅陽⼀東京⼤学名誉教授から「これは⼤変な問題になりますよ。」というホットな
報告を拝聴したりもしました。 

 
1 このインタビューは、2021 年 3 ⽉ 5 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 

2 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 
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 ただ、それはあくまでもそういった関わりが部分的にあったということで、地球環境部設置
には直接には関わっておらず、地球環境部が設置された後に、加藤初代部⻑の下で企画課⻑に
任命されてからいろいろと携わったということです。 

 

 地球環境部の設置前夜−世界を巡る動き 

―――地球環境部の設置が検討された頃の当時の世界情勢はどうだったでしょうか。 

 

○加藤 地球環境部の設置は 1990 年
ですが、地球環境問題についての環
境庁の関わりは 1970 年代からと、
私は思っています。 

 どういうことかというと、1972 年
に開催された国連⼈間環境会議い
わゆるストックホルム会議は、でき
たばっかりの環境庁にとって⾮常
に⼤きな地球環境への取組でした。
当時環境庁⻑官だった⼤⽯（武⼀）さんがこの会議で⾏った演説は国内的にも国際的にも注⽬
され、重要なインパクトがあったと思います。 

 その後、鯨岡（兵輔）さんが環境庁⻑官だった 1980 年に『地球的規模の環境問題に関する懇
談会』いわゆる『地球懇』が設置されました。設置のきっかけはアメリカのカーター⼤統領の
2 期⽬の選挙の際に作成された『⻄暦 2000 年の地球』というレポート3です。今から 40 年ぐら
い前のものですが今⽇的な問題の多くに触れている⽴派なレポートで、それが朝⽇新聞のトッ
プ記事で出たとき、鯨岡⻑官が「我々もしっかり勉強しなくちゃいかん。」というので地球懇を
作ったわけです。座⻑は⼤来（佐武郎）さん（元外務⼤⾂）で、浜中さんのお話にも出てきま
した茅先⽣もメンバーでした。当時の国際課⻑で後に経済企画庁の事務次官になられた⽥中
（務）さんが担当課⻑で、私は国際課でその事務をやっていました。 

 その地球懇から⽣まれた成果の⼀つが、後年『ブルントラント・レポート』と呼ばれる報告
書を公表することになる『環境と開発に関する世界委員会』の設置です。専⾨の委員会を設置
して環境開発問題を検討すべきだと、⽇本が 1982 年に国連 UNEP の会議で提案し、基⾦もか
なり拠出してブルントラント委員会を作ったのです。この委員会は 3 年間活動し、1987 年には
先ほど申し上げた有名なレポート、『Our Common Future』というレポートを東京で発表し、そ
の中で『持続可能な開発とは何か』という概念を明確に打ち出していくわけですね。それ以降、

 
3 2000 年までの 20 年間に予想される総合的な環境への影響は、⼈⼝、経済成⻑、資源等の⾒通しに深刻な影響を

与えるおそれがあるとした内容のレポート。 

加藤 三郎 ⽒ 
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持続可能性、サスティナブルという⾔葉が、国際的にも国内的にも重要なキーワードになり、
それが 1992 年 6 ⽉のリオ・サミットにも結びついていき、さらに、今の SDGs（Sustainable 

Development Goals）にもつながっていくということです。 

 即ち、地球環境部は 1990 年に突然に⽣まれたのではなくて、環境庁としてその 20 年近く前
のかなり早い段階からこの問題に深く関わり、ある部分ではリーダー的な役割も果たすことが
できていたといったことが、地球環境部を⽣んだのだと思います。 

 

―――加藤様ご⾃⾝もストックホルム会議に出席されたと伺っておりますが。 

 

○加藤 ええ。末端ではありますけども。実は、国際課ができたのはストックホルム会議の直前
でした。そのホヤホヤの課の末端ではありましたけれども、⼤蔵省出⾝の平尾（照夫）課⻑や
後に IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネル）などで
活躍された平⽯（尹彦）さんなんかと⼀緒になってストックホルム会議に対する環境庁側の準
備をしました。⼤⽯代表のストックホルム演説では私の出したアイデアも幾つか取り⼊れてい
ただいたと覚えています。 

 

○浜中 加藤さんからお話のあった地球環境問題に関する様々な先駆的な動きもさることなが
ら、私にとって特に深く印象に残っているのは、当時の世界の緊張関係でした。 

 当時（1980 年代の半ばまで）は、⽶ソ対⽴の冷戦構造が厳しい時代でした。私は 1970 年代
後半に 3 年ほど、加藤さんの後を継いで OECD（Organisation for Economic Co-operation and 

Development：経済協⼒開発機構）の⽇本政府代表部の書記官としてパリに滞在していたのです
が、夜寝ている間にソ連の戦⾞がライン川を越えてパリまで来るのではないかとか、そんな悪
夢というか妄想みたいなことが、しかし、必ずしも全く絵空事とは思えない、そのくらいの厳
しい対⽴が当時の⽣活実感として実際にありました。 

 いつ核戦争が始まってもおかしくはない、というようなところがあったのが、だんだんと変
わっていって、とうとう冷戦構造が崩壊する、ベルリンの壁も壊れるというような中で、地球
環境問題が国際政治の表舞台に⼀気に登場してきた。オゾン層の破壊、熱帯林の破壊、酸性⾬
の問題、あるいはドイツでの緑の党の進出等の環境政治の⾼まりとか、そういったいろいろな
動きが⼀気に国際政治の中⼼舞台に出てきた。そんな印象を持っています。 

 

 地球環境部の設置前夜−国内の状況 

―――地球環境問題に対する当時の国内の状況はどうだったでしょうか。 

 

○加藤 地球環境問題に関する当時の国内状況はどうだったかというと、今ではちょっと想像し
にくいのですが、すごく燃えていましたね。いろんな意味で。 
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 世論の⽀持もありましたけども、⾃⺠党国会議員の中に「環境族」と⾔われる環境問題に⾮
常に熱⼼で敏感に国際的な流れをくみ取っていた⼈たちが出てきたことが⼤きいです。そのグ
ループのトップが⽵下（登）さん（元内閣総理⼤⾂）で、地球環境問題に携わったときは総理
の座を降りてらっしゃいましたけれども⾮常に熱⼼に向き合っておられて、ある時には「これ
から後、私は何年⽣きるかも知らないが、余⽣の全てをこの問題に捧げる。」とまでおっしゃっ
ていましたね。そんなことですから環境族の先⽣⽅も安⼼してついていけたということですね。 

 例えば、1989 年にパリで開催されたアルシュ・サミットで、「地球環境問題が⼤きなテーマ
になるから環境庁からも随⾏者を出せ。」と⼤騒ぎしたのは⾃⺠党の環境族の⽅々です。かなり
の抵抗があったらしいですが、「環境庁から⼈を出さなくてどうするんだ。」といった⼀コマが
あって、当時保健企画課⻑だった私が、アルシュ・サミットに出席をするというようなことも
ありました。 

 要するに、政治の⾵景が今とは随分違っていた。党が違ってもいろいろな⽅たちも動いて下
さった。それが地球環境部を作り上げるうえで必要な政治的な世論の盛り上がりを⽀えてくれ
たという感じがします。 

 さらに、この頃、世界の学会が、重要な科学的成果を出し始めたということも後押しになり
ました。例えば、オゾン層破壊については、⽇本の南極観測隊も含めて実際にオゾン層が破壊
されていることが実証された。それは学者だけの世界でとどまったのではなくて、産業経済的
にも世界的に⼤きな意味を持った。地球温暖化についても、1985 年頃は数⼗⼈の気象学者が「こ
のまま⾏くと⼤変なことになる。」なんて⾔っていたのが、科学的な知⾒としていろいろと出し
てきた。その結果、WMO（World Meteorological Organization;：世界気象機関）とか UNEP（United 

Nations Environment Programme：国連環境計画）が拾い上げて IPCC を組織していく。単に政治
的な思惑だとか社会的な世論だけではなくて、科学的にしっかりとしたベースができつつあっ
たというタイミングで地球環境部ができたのではないかなと思うのです。 

 

○浜中 それから、⽇本では 1980 年代は第⼆次オイルショック後の経済的に⾮常に向上した時
期でした。そのような中で、⽇本はもっと世界に貢献しろという声が強くなってきたというの
も⼤きかったと思います。軍事⼒による貢献が難しいのなら、せめてお⾦でといった考えで、
チェックブック・ディプロマシーという⾔葉も使われました。 

 また、⽇本は公害対策先進国で脱硫・脱硝技術などの環境技術があるのだから、それを⽣か
して世界に貢献すべきだといった議論が⾃⺠党の環境族の⽅々を中⼼に盛り上がっていまし
た。中国に対しても、中国の公害問題を解決することは⽇本にとってもプラスだ、酸性⾬対策
にも貢献するといった議論もあったように思います。 

 そんなことが地球環境部を作ろうという動きを促進した要因だったのかなと思います。 

 

○加藤 私にとってちょっと忘れられないことがあります。それは、サダム・フセインがイラク
からクウェートに侵攻していった 1991 年の湾岸戦争。アメリカに徹底的にやられてイラク軍
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が撤退するときに、油⽥や種々の施設に⽕つけたり、アラビア湾に油を流したりしました。こ
れが湾岸環境問題ということになり、⽇本のテレビでも⼤々的に報道されました。 

 そうしたら⾃⺠党から、「⽇本が貢献しなくちゃ駄⽬だ。軍事では貢献できないから、環境対
策には貢献しろ。」ということで、どのくらい⼤気や海が汚れたのか、⽣物がどのくらい被害を
受けたのかとかを調べることになりました。私は当時、地球環境部⻑としてリオ・サミットの
準備に忙殺されていましたが、とにかく湾岸に⾏けということになって、戦争終了の直後に、
外務省、通産省、⽔産庁等々の⼗数⼈の⽇本政府調査団の団⻑格として⾏きました。 

 そのとき、市⺠団体の⽅々も、「⾃分たちも貢献しなくちゃいかん。」「⾃らアラビアに⾏って
油をくみたい。」「油まみれになった野⿃を救いたい。」とかの動きがあり、幾つかの市⺠団体は
実際に⾏ったりもしました。そのくらい、⼀般市⺠も地球環境問題に強く関⼼を持ち、⽇本も
貢献しなくてはいけないという熱意がふつふつと沸いていたということですね。 

 そういった社会の熱気も、地球環境部の設置とか、1992 年のリオ・サミットで貢献しなくて
はいけないといった、そういう⼤きな⼒になったのだろうと思います。⾔うなれば、地球環境
部の設置は、全体的な世論や⾃由⺠主党の中の政治的な意思、それからメディアや国⺠的な関
⼼、そういったものが、当時の私たちを⽀えてくれたのだと思っています。 

 

 動き始めた地球環境部 

―――地球環境部が設置されてからのご苦労について、お聞かせください。 

 

〇加藤 地球環境部ができて、わずか 3 か⽉後の 10 ⽉に、浜中さんや柳下（正治）環境保全対策
課⻑の労作である地球温暖化防⽌⾏動計画が決定されました4。法律が何もないのに、温暖化対
策をやろうという計画ができたのです。地球環境部という部はできても企画課と対策課の 2 つ
だけでしたので、温暖化防⽌⾏動計画を作るのも⼤変でした。安原（正）さんという⼒強い企
画調整局⻑と⾃⺠党との後押しとかがあって、今読んでもおかしくない温暖化防⽌⾏動計画が
完成したのだと思っています。 

 この温暖化防⽌⾏動計画はすぐ英訳して、いろいろな国際会議に持ち込みました。地球環境
部といった組織が中央政府にできたのは、世界広しといえども多分⽇本が最初だと思いますし、
温暖化防⽌⾏動計画を作ったのもかなり早い⽅でした。オランダの環境省から「⽇本はどうい
うことをやっているのか。」とかの電話が私のところに⼊ったりしたくらいです。当時の⽇本の
地球環境対策は国際的にも注⽬され、環境庁は相当の国際的なリーダーシップを取っていたの
です。 

 

 
4 地球環境保全に関する関係閣僚会議決定 
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○浜中 私は、地球環境部設置の⼤き
なポイントは、環境庁⻑官に地球環
境問題担当⼤⾂という役割が与え
られ、その下に地球環境問題に取り
組む役所の組織ができ、指定職たる
地球環境部⻑とその指揮下で動く
組織が業務を開始した、ということ
だと思います。それまでも国際課と
か⼤気保全局にも地球環境に関わ
るユニットはあったのですが、それぞれが種々の課題を抱えていて、地球環境問題はその中の
ワン・オブ・ゼムでした。ところが地球環境部はもっぱら地球環境問題に取り組む、その点で
⼤きく変わったのだと思います。 

 1992 年にリオデジャネイロで開催された『地球サミット（国連持続可能な開発会議）』も地
球環境部にとって⾮常に⼤きな出来事でした。 

 この準備プロセスでは、温暖化に加えて⽣物多様性、砂漠化、熱帯林、⽔産物の乱獲などい
ろいろと新しい課題が出てきました。その中で国内の NGO や市⺠団体等の様々なセクターの
⽅々との新しいプロセスづくりができたこと、まずそれが印象に残っています。私⾃⾝もそれ
まで公害⾏政に携わっていました。公害被害者の団体の⽅々が環境庁にやってきて、⾮常に厳
しく問い詰められるといったことがよくあったのですが、そういう関係とは違って、何か同じ
⽬標に向かって⼀緒にやろうじゃないかというところがありました。 

 条約交渉では、いろいろな紆余曲折がありましたけれども、結果としてまとまり、『リオ宣⾔』
とか『アジェンダ 21』などが正式に採択され、持続可能な開発の原則が国際的に合意されまし
た。このような動きが翌年の 1993 年の環境基本法にもつながっていったと思います。 

 環境基本法は基本的には公害対策と⾃然環境保全対策が統合されたものですが、その中で地
球環境保全の位置付け、地球環境保全のための政策の考え⽅も明記されました。後に、基本法
に基づいて、環境基本計画が作られることになりますが、それも併せて、政府の中で地球環境
保全を組み込んだ環境政策の内容や環境⾏政の役割が改めて定義され、地球環境保全⾏政と環
境庁の役割が総論として明確化されたと私は受け⽌めています。それが地球環境部というもの
を作った⾮常に⼤きな成果だったのではないだろうかと思います。 

 

○加藤 今の浜中さんのお話のとおり、リオ・サミットでは、温暖化や⽣物多様性あるいは砂漠
化だとかのいろんな問題がテーマになりました。そして、そういう問題の検討には政府だけで
は進められない、いろいろなステークホルダーに加わってもらわないと駄⽬だという認識が世
界的に定着しつつありました。それで条約交渉会議の席に NGO たちを招きました。これは『リ
オ・プロセス』と⾔われました。NGO は正式メンバーではないのですが、発⾔も認められまし
た。Greenpeace とか WWF（World Wide Fund for Nature：世界⾃然保護基⾦）とか、あるいは

浜中 裕徳 ⽒ 
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Friends of the Earth とかも⼀緒に条約交渉の場にいました。 

 当時の私は、何で私の隣に Greenpeace の⼈間が座っており、しかも⼿を挙げて発⾔までして
いるのは何ごとだみたいな思いがあったのですが、その交渉会議に何回か出ているうちに、彼
ら NGO は⾮常にポジティブな役割を果たすのだということに気がついたのです。私が役所を
辞めて NGO になるのは、そこの気づきから始まるのです。⼤げさに⾔うと、私の⼈⽣を変え
たと⾔ってもいいくらいです。役所を辞めたら NGO になろう、⽇本で NGO を作ろうというふ
うに思ったのは、まさにそのリオだったわけです。 

 

○浜中 加藤さんご指摘のリオ・プロセスですが、⽇本でもいろいろな政策を決定する前に、公
開して⼀般の⽅の御意⾒を伺うというパブリックコメントとか、そういうことが徐々に⾏われ
るようになっていったのですが、実際に世界では、それよりももっとずっと積極的で⼀般的に
⾏われるようになっていました。 

 北海道⼤学の三上（直之）先⽣がリーダーシップを取られ、昨年（2020 年）12 ⽉頃に札幌市
で実施されたオンライン⽅式での気候市⺠会議は、やってみたら⾮常に⾯⽩いことになったと
聞いています。そういう、もっと実質的な議論や意思決定への市⺠の参加、これが今後の課題
になるのだろうと思います。いずれにしても、リオ・プロセスというのは、その重要なきっか
けを作った。国際社会では、そういう⽅向に沿って、いろいろな改⾰が進んできている。これ
は私たちとしては忘れてはいけないことだろうと思います。 

 

○加藤 今の浜中さんのお話に⼀点追加しますと、地球環境部ができたときに、国⽴公害研究所
だったのが、国⽴環境研究所に同時に変わったのです。その後の国⽴環境研究所の各部⾨の先
⽣⽅の活躍を⾒ていると、⾮常によかったなと思います。国⽴公害研究所のままだったら、恐
らく今⽇のように国際社会に貢献することが⼗分にできなかったのではないかなと思います。
そして、それより少し後れますけれども、浜中さんが理事⻑を務められた IGES（Institute for 

Global Environmental Strategies：地球環境戦略研究機関5）という研究機関、この国⽴環境研究所
と IGES という 2 つの⽇本を代表し、国際的にも評価の⾼い環境分野の研究機関が、この辺か
ら育ち始めたというのはとっても良かったなと思います。 

 

 新しい経済社会の創世における環境政策の重要性 

―――地球環境部ができた頃には環境対策と経済対策の軋轢といった問題はなかったので 

しょうか。 

 

○加藤 それはもちろんありましたね。当時の通産省にとってエネルギー問題は⾮常に⼤きな部

 
5 地球環境問題に焦点を当て、アジア太平洋の視点から戦略的な政策研究を⾏う国際的な研究機関 
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⾨ですから、通産省としてもエース級の⼈材を配置して、がんがん攻めてくるという感じでし
た。⼀⽅、環境庁は安原さんの下で⾮常に頑張る。安原さんは⼤蔵省出⾝だから、通産省とか
外務省も安⼼して話ができる⼈、そういう気持ちもあったかもしれません。 

 私⾃⾝は、「経済はどうでもいい、環境さえよければいい。」なんて、当時も今もさらさら思
っていませんけども、当時よく部内では「エネルギーが出張って、環境が引っ込まされるよう
なことは絶対駄⽬だ。」と⼝癖のように⾔っていました。 

 環境と経済、決まり⽂句は両⽴とか調和ということですが、私は、むしろ環境が先に⽴って
新しい経済社会を作らなくてはいけないと、今は思っています。環境省も、⼤⾂を前に押し⽴
てて、環境政策の重要性を政治の中枢に訴え続けてもらいたいと思っています。 

 

○浜中 経済界とか通産省、現在の経産省から⾒た環境庁、環境省というのは、いろいろ変遷が
あったのだろうと思います。最初は何か異端児みたいな感じで、彼ら何やるのかなというとこ
ろが 1970 年代まであって、ある程度危機的な状況を脱した後は、そろそろ⼤⼈の対応をして良
いよねという感じが出てきた。 

 そういう中で、地球環境問題が出てきたときに、⼤きなところではお⼿並み拝⾒みたいな感
じもあったのでしょうけども、通産省はエネルギーを所管していましたので、具体的にどうす
るのかと不信感を伴った⽬でみられていたと思います。（地球温暖化防⽌）⾏動計画について
も、⼤枠はまとめたのですが、具体的に規制まで含めて省エネ対策をどうするのか、再エネは
どうするのかといったようなことを、具体的な数値⽬標を作ってやろうとうところまで⾏った
わけでは必ずしもありませんので、そこは警戒しつつも、いろいろと具体的にどのように出て
くるのかなと、様⼦を⾒ていたというところがあったと思います。 

 他⽅で、環境基本法ができたときに、基本法を制定する政府部内の作業を⾮常に⼒のあった
企画調整局の企画調整課⻑が中⼼になってやっていまして、当時の通産省の環境⽴地局の課⻑
さんと⾮常にうまくやっていました。基本法の考え⽅を踏まえる形で当時の通産省が新たな地
球環境時代の産業環境ビジョンというのを作ったのですが、多分、通産省の⽴場としては、そ
ういう新たなビジョンを持って産業界に対する指導的⽴場に⽴ちたいということだったのだ
と思います。それを受けて経団連が⾃主⾏動計画を作るというような流れになっていきました。
これらの動きは今⽇の環境省の⽴場から⾒ると課題が残るのかもしれませんが、総論としては、
通産省も新たな時代の経済産業⾏政をどう進めるか、産業界に指導⼒を維持するかという観点
からは、⼀定の連係プレーというのもあったように思います。 

 

 更なる挑戦を 

―――お⼆⼈の数々のご活躍を伺ってきましたが、⼼残りの点などがございましたら、後輩への
エールといった意味でも、是⾮お聞かせください。 
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○加藤 ⼼残りというよりは私⾃⾝への課題としても、やはり環境と経済の本当の意味の両⽴、
つまり、⽣命と暮らしの基盤を護りながら、⼈が安⼼して⽣き、持続的に活動できる経済社会
を作ることを追求し続けてほしい、続けたいと思っています。 

 私が今から半世紀以上前に役⼈になった厚⽣省公害課のときから、ずっと経済分野の⼈達か
ら「環境対策や公害対策をやると⽇本の経済は悪くなる。程々にしとけ。」とよく⾔われました。
そのような主張と戦って役所時代を過ごし、今の NPO の⽴場になっても同じ問いに向き合っ
ています。 

 これは何も⽇本だけの特別な問題ではなくて、アメリカも京都議定書を 2001 年に蹴っ⾶ば
してしまったわけですが、その理由はアメリカ経済に悪影響を与えるからということでした。
トランプ⼤統領は「地球温暖化なんてでっち上げだ。」といったひどいことを⾔い続けた。⽇本
はよっぽど常識的ですけども、この問題は相変わらず残っていると思います。 

 新しく⾸相になった菅義偉さんは、『2050 年カーボンニュートラル』を掲げていますが、現
在の⼩泉（進次郎）⼤⾂にしても、⾮常に苦労しながら 21 世紀における環境と経済の関係を追
及しているのではないかと私は推測しています。菅政権が掲げた『2050 年カーボンニュートラ
ル』に政府だけでなく社会全体が真剣に取り組んでいくことを期待しています。⽇本の社会に、
⽇本の⼈たちに、そのポテンシャルはあるわけですから。 

 

○浜中 私も基本的に同じように考えています。地球環境部ができたことによる成果については
先ほど申し上げたのですが、他⽅で、そこで出てきたいろいろな課題をどこまで実際に取り組
むことができたのかということについては考え込んでしまいます。例えば、先ほども話題にな
りましたが、いろいろなステークホルダー、産業界の⽅も含めた市⺠社会のいろいろな構成員
が、新しい社会を作っていくことに⾃ら貢献する、⾃主的に参加する、そういったところがど
こまでできたのかと。 

 現在、脱炭素という⼤きな⽅向があり、さらに循環型の持続可能で強靭な社会や経済システ
ムが求められ、そしてコロナ禍を経て、さらに分散型の社会経済システムが希求されていると
思います。そういう社会にリデザインするには、現在の社会や経済システムを基本から作り直
していかないといけないわけですね。しかも脱炭素という点からすると、かなり急いでそうい
う課題を実現していく必要がある。これからの環境省、あるいは環境省だけでなくて政府全体
だと思いますが、こういった課題にぜひ意欲的、積極的に取り組んでいただきたいと思ってい
ます。 

 さらに、こういう新しい経済社会システムを作るという⼤きな⽬標に対して、それをいかに
して実現するかということ、そのプロセスがより⼤きな問題だと思います。社会の様々な構成
主体が、お互いに連携していろいろやってみることが極めて重要だろうと思います。 

 ここ七、⼋年、取り組んできた JCLP（Japan Climate Leaders' Partnership ⽇本気候リーダーズ・
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パートナーシップ6）というグループでは、去年（2020 年）の 10 ⽉に 2030 年の再エネ割合を
50％にしようという⾮常に⾼い⽬標を掲げた提⾔を出しました。これは、グローバルなサプラ
イチェーンの中で⽇本が⽣き残っていくためには再エネがちゃんと⼿に⼊る状況になってい
ないといけないという危機感に⽀えられた、かつ⾮常によく分析された結果です。先ほどお話
しした札幌での気候市⺠会議も然りです。いろいろな問題についていろんな⽅がよく勉強し、
熟知した⽅々が増えてくる、そういった⽅々にこういう⽅向がいいのではないかという意⾒を
どんどん出して頂く、そういった世の中にしていかないと、新しい経済社会システムというの
はなかなかできないのではないかと思います。 

 これは⼤変⼤きな課題ですけども、ぜひ環境省の皆さんには、そういったところに挑戦して
いただきたいと思います。それが今、私が感じている課題です。 

 

○加藤 最後に⼀⾔。今⽇は地球温暖化問題を中⼼にお話ししましたが、地球環境問題というの
はこれだけではありません。私が今⼼配しているのは⽣物の問題、化学物質、最近はマイクロ
プラスチック問題です。 

 でも、これらが⼤きな問題として、正当に、真⾯⽬に取り上げられるようになって本当に良
かったなと思っています。本⽇は、そういうことを⼀応踏まえた上で、気候変動問題を中⼼に
地球環境部の設置についてお話をしたということになるかと思います。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ 加藤 三郎 ⽒ 株式会社環境⽂明研究所 所⻑ 

1966 年 厚⽣省⼊省、1987 年 環境庁企画調整局環境保健部保健企画課⻑、1989 年 ⻑官官房国際
課⻑、1990 年 企画調整局地球環境部⻑、1993 年 退官。 

 

浜中 裕徳 ⽒ 公益財団法⼈地球環境戦略研究機関 参与 

1969 年 厚⽣省⼊省、1995 年 環境庁企画調整局地球環境部⻑、2001 年 環境省地球環境局⻑、2001
年 地球環境審議官、2004 年 退官。 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 

 
6 持続可能な脱炭素社会実現を⽬指す企業グループ。加盟企業数 201 社（2021 年 11 ⽉ 22 ⽇時点）。 
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地球環境部発⾜、環境基本法制定に当たって
（1990, 1993 年）1 

渡辺 修 ⽒ 

 

 

私は、1988 年 7 ⽉に厚⽣省から⻑官官房⻑に出向し、1993 年 6 ⽉に事務次官を退任するまで、
公務員⽣活の最後の 5 年聞を環境庁で過ごしました。「地球環境部」発⾜と「環境基本法」制定の
２つの事柄は、私の公務員⽣活の最後の 5 年間で最も記憶に残っています。また、「地球環境問
題」の取り扱いに関する極めて不都合な実態を、この⾝で⽇々痛感したところから始まります。 

 

⼀つは、地球環境問題が⽇を追って⼤きな問題になっていくのに、環境庁においては、官房国
際課を中⼼に、企画調整局や⼤気保全局など関係部局と連絡しつつ、何とかかんとか対応してい
たことでした。また、重要な判断事項があると、環境庁⻑官の私的諮問機関として、⼤来佐武郎
さんを座⻑とする「地球的規模の環境問題に関する懇談会」でお知恵をお借りしていました。公
害問題については「中央公害対策審議会」、国⽴公園等の⾃然保護については「⾃然保護審議会」
という法定の審議会があるのに、こんなに重要な世界的問題として連⽇のように難しい判断を迫
られる地球環境問題には法定審議会がない。この⼆つの⼤きな課題は、常に私の脳裏を離れませ
んでした。 

 

森幸男事務次官の下で 2 年間官房⻑を勤めた後、1990 年 7 ⽉に⾃然保護局⻑に転じました。し
かし、僅か半年⾜らずで、⼭内（やまのうち）企画調整局⻑が急死された後を受けて、企画調整
局⻑を拝命しました。官房⻑に就任して最初の 1 年の間、最も頻繁に官房⻑室に顔を出した職員
は、加藤三郎国際課⻑でした。⽬的は、地球環境問題の対処についての協議でした。こうした個
別の問題のほかに、官房⻑にとって毎年定例の⼤きな仕事は、翌年の予算と組織定員の要求とそ
の実現のための査定官庁との協議です。 

 

官房⻑就任の 1988 年の 11 ⽉には、ＵＮＥＰとＷＭＯにより気候変動に関する政府間パネル（Ｉ
ＰＣＣ）が設⽴されました。ＩＰＣＣの設置を契機に、翌 1989 年 7 ⽉のパリのアルシュサミッ
ト、1990 年 7 ⽉のヒューストンサミットにおける経済宣⾔において、環境問題が多くの部分を占
めることになりました。 

 

1989 年 7 ⽉のパリサミットにおいて初めて地球環境問題が主要議題の⼀つとなることが判明
 

1 環境省五⼗年史の作成に当たり執筆していただいたものであり、⽂責は執筆者にある。（原稿受理⽇：2021 年 5

⽉ 20 ⽇、最終確認⽇：2021 年 12 ⽉ 16 ⽇） 
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しましたので、⼤学時代同期の外務省の林貞⾏経済局⻑に掛け合いました。当時経済局⻑は⾸相
の「シェルパ」を務めていました。⽵下総理のご意向もあり、初めて環境庁からサミットの事務
⽅として加藤三郎さんの参加が認められました。このサミットの少し前に、リクルート事件を契
機に、⽵下総理よりサミット後に退陣の意向が表明されましたが、「総理を辞するにあたってこれ
だけはやっておかなければならない」として、我が国が世界の環境問題に的確に貢献するため、
「内閣に関係閣僚会議を速やかに設置すべき」との指⽰がなされ、総理が主宰し関係 19 省庁の⼤
⾂、⾃⺠党役員から構成される「地球環境保全に関する関係閣僚会議」が 5 ⽉に設置されました。 

その第 1 回の閣僚会議において、橋本⿓太郎⾃⺠党幹事⻑から、環境庁設置法では地球環境問
題への取り組みが明確に規定されていないので、設置法の改正を検討すべきとの発⾔がなされま
したが、法改正には時聞がかかるので、内閣に地球環境問題担当⼤⾂を置くこととされ、総理か
ら⻘⽊正久環境庁⻑官が指名されました。私が環境庁に出向した時の⼤⾂は、堀内俊夫さんでし
たが、1988 年の 12 ⽉に⻘⽊さんに交代されていました。⽵下総理は、かねて国際的な環境問題
が重要になるとのお考えから、新聞記者の出⾝で国際問題に堪能な⻘⽊さんを⼤⾂に指名された
と承知しています。 

 

こうした実情を背景に、1989 年の夏、翌 1990 年度の組織要求において、庁内の関係組織を統
合して、企画調整局に 2 課 1 室から成る「地球環境部」の設置を要求し、その結果、認められま
した。当時、組織定員の審査は⾏政管理庁⾏政管理局で⾏われていましたが、1978 年４⽉から 2

年間⾏政管理局に出向していた時に机を並べていた、2 年先輩の⾏管（⾏政管理庁のことを指す）
プロパーの⽅（百崎英⽒、後の総務事務次官）が⾏政管理局の審議官をされていて、政府内にお
ける動向を背景に、スクラップの内容やスクラップ案の提出時期などについて深い理解を⽰して
くれました。 

 

私は、1990 年 12 ⽉に、（前述のとおり）突然、企画調整局⻑になりましたが、ＩＰＣＣの報告
書関係の仕事を始め地球環境関係のテーマに追われるようになりました。翌 1991 年７⽉には、安
原正次官が退任されて、企画調整局⻑も僅か７ヶ⽉で事務次官に就任しました。その頃には、⼤
⾂の私的諮問機関のままでは、地球環境問題に⼗分な対応ができないとの感を深くするようにな
り、公害問題だけでなくもっと広く環境問題全体を審議の対象とする法定の審議会を設置する必
要があると考えました。そこで、⾃然保護問題も間違いなく環境問題ですから、公害対策審議会
と国⽴公園審議会からそれぞれ半数程度の委員の⽅による合同会議を開催して、地球環境問題へ
の対応を図るため、「環境基本法」（仮称）を新たに策定することについて、両審議会委員のご意
⾒を伺うこととしました。その上で、かねて極めて優秀と認めていた⼩林光さん（後の事務次官）
を始め省内の優秀な⼈材と、⼤蔵省から企画調整課⻑に⾒えていた増原義剛さん（後に衆議院議
員）や厚⽣省から出向していた鈴⽊俊彦さん（後の厚⽣労働事務次官）ら出向組も含めて、チー
ムを作り、基本法作りに精を出してもらいました。 
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公害対策基本法に触れることはご法度であるとの空気が当時あって、⼤先輩から電話で⼤変き
ついご忠告がありましたが、公対法で今なお必要と認められる条⽂は必ず残しますからとお答え
してご理解を頂きました。勿論新しく地球環境問題をも含む新法を作る以上、環境審議会の新設
のほか、様々な新しい条⽂が必要になりました。また、かつて橋本幹事⻑が指摘された「環境庁
設置法」の改正も当然必要になりました。そのうち特に印象に残っているのは、新しい基本法の
中に、「環境基本計画」作成の条⽂が設けられたことでした。地球環境問題を始め広く環境の保全
に関して、環境庁が中⼼になることを意味する条⽂だったからです。 

この「環境基本法」は、関係省庁との協議を終えて、1993 年の通常国会に提案され、森仁美官
房⻑を中⼼に、担当の⼋⽊橋企画調整局⻑たちのご努⼒で、順調に国会審議が進み、衆議院で約
34 時間にわたる審議の後、政府案が「環境の⽇」を定める 1 条項を追加されて本会議で全会⼀致
で可決されました。これを受け、参議院では約 24 時間の審議の後、衆議院で修正された案に、
「国及び地⽅公共団体の協⼒」について定める 1 条項を追加した形で、同法案は環境特別委員会
において全会⼀致で可決され、参議院本会議、そして衆議院本会議での再可決を経て成⽴の運び
となっていました。しかし、突然、内閣不信任決議案が上程されて衆議院解散となり、参議院本
会議での採決が⾏われませんでした。私は、6 ⽉末⽇をもって事務次官を辞し、⼋⽊橋さんに後
を託しました。幸い、環境基本法は、その年のうちに成⽴を⾒ましたので、安堵した記憶があり
ます。 

 

なお、特に私の記憶に強く残っていることは、⽵下総理のサミットに関連してのご指⽰と、橋
本⿓太郎さんの終始変わらぬご⽀援です。 

地球環境部の新設に関しても、かねて⾃⺠党の⾏財政調査会の会⻑として環境庁出向前からお
世話になっておりました関係で、組織要求に当たって、事前に幹事⻑室にご説明に伺いましたが、
いきなり「何で地球環境局の要求をしないのか」と⾔われ、庁内組織全体の改編となり、先ずは
部の要求でお願いします、と申し上げてご了解を頂きました。⾏政管理局の組織審査に当たって
は、百崎審議官が⾃⺠党の状況をも勘案されて、スクラップの在り⽅に深い理解を⽰して下さり、
⼤いに助けられました。年末に、百崎審議官が⼤蔵⼤⾂に就任しておられた橋本さんに⼤きな組
織要求についての審査結果をご報告した時、橋本さんからよくやったとお褒めに預かった旨、後
⽇話してくれました。また、何年も後に、管理官時代に親しくしていた年次の若い⻄村さん（⾏
管の次官から会計検査院⻑になられた⽅）に聞く機会がありましたが、「その件は、組織査定の悪
い例には挙げられていない」と伺い、安堵しました。 

その後、橋本総理の下で⾏われた⼤規模な省庁再編の際、2001 年 4 ⽉、厚⽣省から廃棄物⾏政
を引き継いで、環境庁が環境省となり、地球環境部が地球環境局となったことを知り、感無量で
した。 

 

―― 了 ―― 
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⾃動⾞環境対策の整備（1992, 2001 年）1 
話し⼿ ⻄尾 哲茂 ⽒ ・ ⼭本 昌宏 ⽒ 

 

 

―――1992 年の⾃動⾞ NOx 制定当時の⼤気環境状況、当時の⽬標、当時想定していた NO2（⼆
酸化窒素）の環境基準達成状況の改善⾒込みについてお話を聞かせてください。 

 

○⻄尾 1986 年ごろだと思いますが、当時、
警察庁からの出向者である課⻑補佐が、
⽇⽐⾕公園で最初の低公害⾞フェアをや
るんだと⾔ったときのこと、今でもよく
覚えています。あれをきっかけに低公害
⾞フェアをずっとやっていくことになっ
た。あれはよかったと思いますね。すばら
しいことだった。というのは、あれを環境
庁がやったおかげで、⾃動⾞の問題に関
するステークホルダーが集まって、そこ
で情報を得ることができるようになっ
た。いろいろな話をするチャンネルを持っているのはすごく⼤事なことだと思います。 

 その後、私は 1989 年に交通公害対策室⻑になりましたが、当時はやっぱり NO2 の環境基準
達成状況が政治的にものっぴきならない状態でしたね。 

 NO2 の環境基準は、最初に設定されたのが 1973 年ですけれども、あのときはデータが⾮常に
少ないので、鈴⽊武夫先⽣（中央公害対策審議会⼤気部会窒素酸化物等に係る環境基準専⾨委
員会委員⻑）が、やっぱり⼤事を取って 0.02ppm でセットしました。けれども、これは極めて
ある⾯では⾮現実的。どこでも⼈が住んでいれば超えちゃうようなレベルだったですね。橋本
道夫先⽣（⼤気保全局⻑）が、あの後 1978 年に改定されて、0.04 から 0.06ppm ということにし
ましたけれど、これは緩めたんじゃないかということで、⾮常に政治的⾮難も浴びました。 

 その後、1981 年には⼤気汚染防⽌法で総量規制で固定発⽣源の規制強化をして、7 年間で達
成することとしていたわけです。つまり 1987 年が達成⽬標ですけれども、当時、東京、横浜、
⼤阪では、⾮達成の割合が 7 割ぐらいだったんですよね。全然駄⽬ということで、中期展望と
いう⽬標を⽴てて、3 年間で総合対策をすることとしたんですけれども、3 年間では何も進まな

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 24 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 

⻄尾 哲茂 ⽒ 
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いですよね。 

 それじゃ困ったというので、また新中期展望ということで更に 5 年を⽬標とした。すると今
度は 1991 年のデータで⾒たら、3 地域で⾮達成が 9 割を超えているんですよね。むしろ悪化し
た。 

 当時乗⽤⾞のマスキー規制をがんがんやったので、NOx（窒素酸化物）は⼤分下がるだろう
と思っていたんですが、⽇本のモータリゼーションはちょうどこの頃、バブルの時期に⼤きく
伸びていまして、またモーダルシフトもあり、ディーゼルトラックによる物流の⼤きな伸びを
この時は読めていなかったというのが原因だと思います。 

 そこでインパクトのある施策を打たなきゃいけないということで、実現可能で強烈な案をひ
たすら考えて、環境庁内の議論で⾞種規制ができないかと⾔うことになって、強烈な案だから、
ある程度リードタイムも必要ということで 2000 年を⽬標に考えたということです。 

 その効果をどのくらい⾒込んでいたのかというと、当時の調査によると、東京 23 区とかの地
域内の⾞と地域外の⾞の排出割合を⾒たら、実は 75％が地域内の⾞だということが分かった。
NOx 法でやったみたいに、横浜・川崎までエリアとして連携すれば、実は⼋、九割はもう地域
内の⾞ということができる。ですから、当時から「流⼊規制をしなきゃいけない」とか、「特定
の地域の⾞だけ対象とするのはけしからん」という声もたくさんありましたけれど、実はそん
なことはない。地域内の⾞で排出をほとんどカットができるということになった。 

 2000 年に⽬標を達成するのには、単体規制で排出量の 1 割はカットできるので、さらに三〜
四割のカットが必要だったんですけれども、⾞種規制でカットできるのは⼀〜⼆割、その他は
総合対策で数％をたたき出す計算で、7 年のリードタイムで何とかしようということでスター
トしたのが、当初の NOx 法ですよね。 

 

○⼭本 低公害⾞フェアのことについて少し補⾜しておきますと、本当に予算も何もない状態か
ら、警視庁の⾳楽隊に御協⼒いただいたりして、イベントを予算なし⼿弁当で作り上げました。
ただ、それが後々のエコカーフェアといったところにつながっていったんだなということは、
感慨深いものがあります。 

 

―――⾞種規制を環境庁内で議論されたときのご様⼦、どういう議論を経て今のような形になっ
たのか、もう少し詳しくお話しいただけますか。 

 

○⻄尾 検討会を始めたときにはいろいろな案が出てまして、①事業所ごとに使⽤する⾞両の抑
制を図る案、②⾞種規制、③乗り⼊れ規制という案も⼀応中間報告には書きましたけれども、
まあ、これはできる⾒込みはなかったですね。というのは、物流にシフトして、物流改⾰だと
いう時期に、そこに削減割当を与えるというのは、結局は、事業活動量を制限しろという話で
すよね。 

 業が回っていくという⼿だてを環境庁が作れるのか。どこにも⼿がかりはなかったですね。
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それから、流⼊規制は、さっき⾔ったように当時の試算ではあまり⼤した量ではなかったんで
すよ。また、⽇本は外環道路が今でこそありますが、あの頃は環状道路がほとんど整備されて
いなかったので、そんな状態で都⼼への乗り⼊れに規制をかけても、物流を逃がす先がないと
いう話になりました。 

 やっぱり、そうすると⾞体単体をターゲットにするしかないということになります。しかし、
トラックを買い替えるといったって、運送業界ってそんなにもうかっている業界でもないので、
実現可能かという話になります。 

 ちょうどあの頃、もともとトラック運送って B to B の仕事だったのが、B to C になりかかっ
てきた時期でして、運送会社のイメージ、環境対策やっていますというイメージも⼤事だとい
うことで、実はトラック業界でも排ガス性能のいい⾞に換えてもいいよという雰囲気も出始め
ていた時期でした。 

 やっぱり⼀番難しいのは、これを商売にしている⻘ナンバーの⼈たちで、メーカーは⾃分の
ところで輸送ができなくなっても、安い運送会社に頼めばいいかもしれませんが、運送業界と
いうのは運送⾃体が商売ですから、「⾞を取り替えろ」、「全部買い替えろ」と⾔われたら、仕事
ができなくなってしまうんです。そこで、軽油引取税の⼀部を、あのとき 150 億円ぐらいだっ
たと思うんですけれども、振興助成⾦ということで、トラック業界等にお⾦を回す仕掛けで代
替⾞両の⾯倒を⾒てもらうというアイデアもあり、これで⾞種規制はやれるというふうに考え
たわけです。 

 しかし、いざ施⾏されるとなると、「道⼀本隔てて、⾃分のところだけの⾃動⾞が取られちゃ
うよ、ひどいよ」と⾔って、テレビや新聞でも反対の⼤キャンペーンがありました。⾔い換え
れば「ひどいよ」と⾔われるぐらい効く強烈な施策だったということです。 

 

―――⾃動⾞ NOx 法には関係省庁、対象地域の⾃治体、企業、患者団体といた様々なステークホ
ルダーがいる中、どのような調整が⾏われたのでしょうか。 

 

○⻄尾 患者団体側からすれば、「すぐやれ」、「こんなのじゃ⾜りない」ということになるでしょ
う。地⽅公共団体も、低公害⾞の導⼊については⼀⽣懸命やってもらえたんですけれども、そ
れ以外の部分については、地⽅公共団体の環境部局だって、実は⾃動⾞についてはほとんど⼿
がかりを持っていないんですよね。 

 ですから、⾃動⾞ NOx 法では、地⽅で公安委員会とか陸運局といった⾏政機関を集めた協議
会を作って、削減計画ではそこの意⾒を聴くことが書いてあります。これは、いかにも各省の
出先が地⽅団体のやることに⼝出しをするように⾒えますけれど、実は逆で、これによって地
⽅公共団体に初めて招集権ができたんです。 

 

―――通産省あるいは運輸省あたりの反応はどうでしたか。 
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○⻄尾 ⾃動⾞ NOx 法には、事業所管⼤⾂が指導するという条⽂が⼊っているんですね。それか
ら、総量削減基本⽅針についても、主務⼤⾂がみんなで寄り集まってやるというふうになって
います。これは、従来の規制法をやってきた⼈たちからすると、公害規制は環境庁に⼀元化し
ているので、規制法に各省の権限なんか書くのはとんでもないという反応もあったのを、乗り
越えたわけです。 

 基本⽅針、総量削減計画、⾞種規制も何とかみんなで合意した後も、事業者指導のところで
にっちもさっちもいかなくなった。国会への提出期限の⼀⽉前、もうぎりぎりのタイミングで
各省調整も決戦の様相を呈していたんですけれども、「みんなでやるんだ」ということで、⽅針
転換をしましたら、各省は、そこは理解してくれまして、そういうことなら協⼒するというこ
とになって、関係者への根回しもこちらで統⼀ペーパーを作ったら各省協⼒してくれることに
なった。ということで、各省は抵抗というより、⼀緒に担いでくれることになったんですよね。 

 

―――次に 2001 年の NOx・PM 法への改正ですが、⾃動⾞ NOx 法制定から 10 年が経ち、⼤気環
境はどう変わっていたのか、NOx だけではなく PM（粒⼦状物質）も規制対象にすることと
なったことと、さらに対象地域に愛知県、三重県も追加することとなった経緯をお聞かせく
ださい。 

 

○⻄尾 2000 年頃ですが、全般的に⾔えば、⼀般局は NOx は９割⽅達成できていていい感じだ
ったんですけれども、⾃排局は達成率が 3 割から 6 割ぐらいで、NOx と PM ではっきり差が出
ていましたね。 

 PM については DPF（ディーゼル微粒⼦除去フィルター）をどうやって⼊れていくかという
のが課題でした。当時 PM 対策として考えた三本柱というのは、①単体規制を強化していく。
それから単体規制を強化したものを、②NOx 法みたいなもので使⽤過程⾞の代替を加速させた
い。環境性能のいいものを税制優遇して普及させる。それから、当時はまだまだ普及していま
せんでしたが、③EV（電気⾃動⾞）とか低公害⾞の普及をやる。この三本柱でやると考えてい
ました。問題は、単体規制のところの NOx と PM トレードオフで、NOx を下げると同時に PM

も下げるのが難しいというこのトレードオフをどうするか。最後はやっぱり DPF ができるかど
うかにかかっているという状況でした。 

 あと、あらゆることをやろうというので、VOC（揮発性有機化合物）とオフロード規制もや
ることにしました。私は、オフロード規制は⼿をつけただけで、後任の⼩林光君がやってくれ
ました。 

 当時はとにかく単体規制をガンガンやらなきゃいけないということで、⼩泉純⼀郎総理に世
界で⼀番厳しい規制をやると⾔って旗を振っていただいたわけです。特に PM で 1994 年に短
期規制が⼊った後、⻑期規制が 97 年〜99 年、その後、新短期、新⻑期と続いていくのですけ
れど、⻑期規制は、実は 2000 年以降しばらくして随分効果が出てきたので、やっぱりいけるじ
ゃないかと感じていたわけです。 
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 それから、⾃動⾞ NOx・PM 法の対象地域に愛知県と三重県を⼊れた理由ですが、尼崎⼤気
汚染公害訴訟、それから名古屋南部⼤気汚染公害訴訟でも、裁判所が原因として「NOx が違う
んだったら PM だろう」という趣旨の判決をされて、こうした裁判所の⾒解も考慮して追加す
ることになった。地域として⼀体となって取り組む観点から、愛知県と三重県はセットとして
⼊れることにしたというわけです。 

 

―――⾃動⾞ NOx 法、⾃動⾞ NOx・PM 法ともに業界団体からの反発はすさまじいものであった
と聞きますが、実際にはどのような感じだったのでしょうか。 

 

○⻄尾 業界団体は⼤変でしたよ。トラック協会などこれまでほとんど環境省と縁のない団体で
すからね。そもそも誰と話をすればいいのかというところからのスタートでした。 

 また、中販連2という中古⾞販売の業界団体からも、「ひどい⽬に遭う」と⾔われましたが、
確かに⼤変。こちらはうまい⼿も打てませんでしたが、よく我慢してくれましたよね。 

 それからディーゼル乗⽤⾞は、ヨーロッパが強くてヨーロッパから輸⼊⾞を扱う輸⼊商組合
からもいろいろと⾔われましたね。 

 

○⼭本 今のお話ですが、2000 年頃に、
全体的には 2010 年ぐらいには環境基準
を達成できそうだという⾒通しが持て
たというのは、やっぱり必要な⼿がしっ
かりと打たれてきた、単体規制をかなり
強烈にやっていただいたというのが、す
ごく⼤きかったのかなと思います。環境
基準の達成という意味では、もうこのと
きにほぼ道筋はしっかりついていたん
だなということを改めて感じた次第で
す。 

 

―――NOx 法と NOx・PM 法で⾞種規制をやる際、平均使⽤年数よりもやや厳しいぐらいの年限
を使⽤年限として設定していたと思いますが、その年数を定めるときにどのような議論があ
ったのでしょうか？あらかじめ、平均使⽤年数を考慮しつつ、中古⾞も含め⾃動⾞の使⽤年
限の上限を定める等のソフトランディングを図るような案はなかったのでしょうか？ 

 

○⻄尾 それは本質でして、新⾞は単体規制で強化できるけれど、使⽤過程⾞をどうするか、ど

 
2 社団法⼈⽇本中古⾃動⾞販売協会連合会（現在は⼀般社団法⼈） 

⼭本 昌宏 ⽒ 
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うやって乗り越えるかが⼤きな課題でした。あらかじめ何年使⽤可能というのもいいアイデア
だと思いますが、それが⽇本で可能かということとリンクして考える必要がある。個⼈の持っ
ている⾞について、あらかじめ寿命が決まっているというのは、輸⼊⾞や改造⾞のケースを考
えると⽇本ではなかなか難しいんじゃないでしょうか。 

 私がやっていた頃は、東南アジアは単体規制で EURO3（EU の排気ガス規制）をしっかりや
るというのが、⼤体の感覚でしたね。中国は「できた」、ベトナムとかタイは「何とかやりたい」、
ミャンマーは「そんなものは到底不可能」と⾔って、その⽬標をみんなで相談しているような
状態でした。 

 使⽤年限の話に戻りますが、NOx 法では、平均使⽤年数から算出しました。トラックの使⽤
年数を 9 年としたときに、毎年アウトになる⾞がどのくらい出てくるのか、それでグラフを描
いていって⼤体何年ぐらいで古い⾃動⾞の代替ができるかを考えながら設定しました。 

 NOx・PM 法の時も基本設計は同じで、単体規制を⽚⽅でにらみながら、無理のない台数が
アウトになって、⼀番効果の⼤きいのはこのぐらいだというのを頭に置いていて、平均使⽤年
数よりはちょっとみんな努⼒してくださいねという説明をしていました。 

 

―――2007 年の改正では、局地汚染対策と流⼊⾞対策がメインであったと認識していますが、こ
れらの対策を導⼊したきっかけとしてはどのような背景があったのでしょうか？ 

 

○⻄尾 あの改正の頃には⼤体みんなやり尽くしていたんですよね。オフロード規制までやって、
対策はやり尽くしたので、2010 年に概略としては達成できるという⾒通しはあったんですけれ
ども、上位何局とかいうところまで完全達成できないと、そこで、やっぱり局地対策というの
が必要と考えるのは当然の流れだったと思います。 

 それから、⾃治体にもいろいろキャンペーンとかに取り組んでもらい、低公害⾞の普及にも
随分協⼒してもらいましたが、やっぱり⾃治体には権限がないわけです。法律に書いていない
ので、これを書くというのも当然の流れだったと思います。 

 あと、実は最初、90 年頃に NOx 法をやった時から局地対策というのはいろいろと考えてい
て、何かできないかと交差点の改良とか、光触媒で NOx の除去効果を持つようなパネルを⾼速
道路の防⾳壁のところに貼ってはどうかとか、交差点に建っている建物の壁にペイントしては
どうかとか、根粒バクテリアが NOx を吸収するので、それを使って⼟壌で吸着するアイデアと
かもいろいろと議論しました。 

 実際に導⼊した例としては、⽇⽴造船さんに頼んで、東京湾の埋⽴地のトンネルのところで
トンネル脱硝というのを導⼊したりしましたね。⼟壌脱硝も⼤和町交差点でやっていますね。 

 あと、局地で基準を超えているところも限られていて、川崎の産業道路、環⼋の松原橋とか
⼤体 3 か所か 4 か所が未達成として残ってたんですよね。前者はほとんど特殊⾞両トレーラー
などの⼤型トラックによるところが⼤きくて、港から運んでくる 20 トン超のトレーラーの排
出量ってものすごく多いですから、これを事業者指導でやるのは効果がある。 
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 もう⼀つは、北京の⼤気汚染対策では、ナンバー規制だとか、場合によっては⾞検を出さな
いとかまでやっています。その他成功例としてはロンドンのコンジェスチョン・チャージとい
うのがありますね。何で東京・⼤阪ではできないのかと⾔われることがありますが、これ、や
っぱり乗⽤⾞は渋滞を避けるから、⼤気汚染対策だけでなく渋滞対策にもなるということをみ
んなが理解すれば、こういう規制はできると思うんですよね。 

 最初の NOx 法をやったとき、その後も渋滞はあったのかもしれませんけれど、⼤気汚染に焦
点が当たっていた。⼤気汚染対策としてやると被害者が⽚⽅にいます。そしてそれに対して、
強い規制を打ったら、⽚⽅で事業をやっている⼈、⾃動⾞の関係の業界の⼈は困ります。「それ
でも環境対策だから我慢しなさい」という構図になっているんですけれども、北京やロンドン・
コンジェスチョン・チャージみたいに渋滞対策とセットであれば、運転している⼈だって渋滞
はないほうがいいのでメリットがある。これ、バンコクとか東南アジアの都市にはどこもかな
り共通している問題だと思います。 

 

―――NO2、SPM（浮遊粒⼦状物質）が環境基準を達成し、NOx・PM 法が役割を終えたというよ
うな声もありますが、どのようにお考えですか。また、EV あるいは FCV（燃料電池⾃動⾞）
なども含めて、⾃動⾞環境対策が今後どのような⽅向に向かうべきかについてお聞かせくだ
さい。 

 

○⼭本 まず、今⽇、⻄尾さんの話を聞いて、改めてやっぱり当初の制度設計というのが、単体
規制を⾮常にうまく使って、それを梃⼦にして、そこの⾞種代替をかなり厳しくやることで、
本当に⽬に⾒える効果をもたらしたんだなというのを改めて感じました。 

 さっき⻄尾さんがおっしゃったように、まだ単体規制の部分は、ヨーロッパ等も⾜並みをそ
ろえて、そこを⼀歩リードするような形で、継続しているという意味では継続しているんです
が、この夏も答申は出ておりますけれども、ほぼ⼤気環境の改善という意味では、もう到達し
たのかなと受け⽌めています。ですから、⾞が新しいものに置き換わることによる効果という
のはもうほとんど余⼒がないのかなというのが正直なところです。むしろ今進んでいるような
電動化がどのように進むのかという⽅が、はるかに⼤気汚染対策としても⼤きくなってきてい
るのかなと受け⽌めています。 

 それで、私が⾃動⾞環境対策課⻑の時、2007 年改正を受けて、当時も重点対策地区が指定さ
れていない中で、今後対策をどう進めていくんだということを考えたときに、⾃然体で⾒てい
くと、⽉⽇がたってどんどん代替が進んでいく、単体規制の効果が積み上がっていくというの
が⼀番効く、もう 2010 年度を⽬標とする NO2、SPM の環境基準をおおむね達成というのは⼗
分⾒込まれるという中で、残るのは局地、局所的なものだろうという状況でした。 

 局所対策を法改正で盛り込んだといいながら、区域を決めて、そこに集客するような施設が
新たにできるときには、そこに対して⼀定の規制がかかるというような仕掛けなんですけれど
も、そんなに都合よく改善したい局所に施設が建つということもなかなか具体的にはなかった。
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あるいは当時、各省協議の過程でどうだったのか分からないですけれど、かなり地域は限定し
てやるべきだという、区域をできるだけ絞った形で制度は運⽤すべきというようなことになっ
ていたものですから、なおそういった絞った区域で該当するような⼿だてが取れるところとい
うのが出てこなかったということもあるのかなというのは感じていました。 

 だから、当時もかなり先⾏きが難しいなと思いながら、時間が経てば経つほど⼀⽅で代替し
ていく効果が出ていくわけで、⼤気は良くなって、御案内のとおり、もう今年なんかは、完全
に測定局で⾒れば達成できているという状況まで来ています。 

 今、ちょうどまた次の⾃動⾞排出ガス総合対策をどうするのかという議論を正に審議会でお
願いしているところです。さっき申し上げたように電動化の今後の進む⾒通しというところも、
そこをどれだけ後押しできるかとか、それから⻄尾さんからもありましたけれども、電動化と
今⾔っているのは乗⽤⾞の部分で、重量⾞の部分は、まだどういうことにしていくのか、なか
なかはっきりした絵が描けていません。電動⾞、EV で全部をカバーするというわけにもいか
ない部分がありますので、FCV だとか⽔素を使ったものだとか。そういった点も含めて、いろ
いろな展開があろうかと思いますけれども、取りあえず制度改正に関して⾔えば、そのような
受け⽌めを私はしております。今後どうするのかというのは、審議会で御議論をしていただき
ながら、⼀定の⽅向を来年度の適切な時期には出していかなきゃいけないと思っていますので、
本⽇の議論も参考にさせていただきながら考えたいと思っております。 

 

○⻄尾 EV は、⼤局的に⾒れば、これ
から絶対にこれになるのに決まって
いる。1990 年代からそう⾔っていまし
た。確か内燃機関はエネルギー効率三
⼗数％程度しか出ませんけれども、⽕
⼒発電所って四⼗数％うまくやれば
出るわけですよね。それで、電源構成
も考えると、結局 EV 化すれば 3 倍ぐ
らい CO2 対策になるはずだというこ
とも昔から分かっていた。 

 電気⾃動⾞化は、「もっと早く着⼿
を」と⾔っていましたけれど、できな
かった。10 年も 20 年も前には⾶びつけなかったのは仕⽅ないと思いますが、この先、気にな
るのはトラックですね。いろいろな技術、それは EV に換えて⽔素だとか、いろいろなことを
やらなきゃいけないし、⽇本ではできるかもしれない。それだけでなく、中国、インド、東南
アジアで買えるトラックでもできる対策技術を進めていったら、ある程度の成⻑を確保しなが
ら、温暖化対策にもなるというビジョンを描いてリードできて、これは⼤きな効果があると思
いますね。 

電気⾃動⾞ NAV（(株)東京アールアンドデー 提供） 

電気⾃動⾞としての最⾼性能を⽬指して、新⽇本製鉄(株)（当
時）と(株)東京アールアンドデーが、公害健康被害補償予防協
会（当時）の基⾦を活⽤して共同開発、1990 年 5 ⽉に発表。 
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―――最後に今後の若い環境省の⽅々に伝えるべき教訓等ございましたらお願いします。 

 

○⻄尾 今の⼈は⼤変だと思うんです。というのは、今は何でもネットで検索できますし、私が
やってきた時代より格段に情報量が多くて、外国の事情とかも知る機会も多いわけですね。情
報量は、昔は役所がかなりたくさん持っていたんですけれど、今や役所だけじゃなくて企業や
NGO とか⺠間でもみんな⼤体同じような情報を、たくさん情報を持っているんですね。その中
で物を考えていこうとすると、⼤変しんどいと思います。 

 そこで、私はやっぱり施策の⼤局を⾒ることが重要と思うんですよね。やっぱり全体の⼤局
観というか相場観というのは、いつも頭に置いていてほしいというのが 1 点。 

 もう⼀つ、現場は⾒なきゃいけないんですけれど、やっぱり⼗分な基礎知識というんですか
ね、現場主義というのは基礎知識があって、体系的な考察というのが背景にあった上でやらな
きゃ駄⽬ですよね。 

 環境省で働いている⼈は、誠実さと勉強は⼀⽣懸命やっているんですけれども、もうちょっ
と実際の相場観とか幅広い教養とかというのを、私も含めてやっぱり磨いていかないと駄⽬だ
なと思いました。 

 

○⼭本 今⽇、⻄尾さんのいろいろなお話を聞いていて、改めていろいろと気づかされることも
あったなと思っています。 

 特に⼿がかりのないところに物事ってなかなか作れないというのは、おっしゃるとおりで、
今回この NOx・PM 法にしても、各省をどう巻き込んだかという部分ですね。要は、環境省で
抱えているとにっちもさっちもいかない部分を、うまく各省を巻き込むことで実現していると
いうところだとか、あるいは単体規制というのは、先ほどどちらかというと別の世界で別の論
理で動いているところもあるので、そこをうまく使ってやっていくというような。環境省ので
きる分野で物事を具体化していくというようなところですね。 

 今回の（2020 年度 3 次）補正予算の 80 億円の補助⾦、正に EV に対する補助⾦なんですが、
もともと⾃動⾞に対する直接的な補助というのは、ほとんど環境省が⼿出しできない、⾃動⾞
の世界では⼿出しできないところなんですけれども、今⽇、⻄尾さんから御紹介がありました
けれど、昔の低公害⾞フェアに始まって、いろいろこの EV の取組も含めて、環境省は、実は
やれるところでゲリラ的にいろいろなことを重ねてきております。そういった積み重ねが、結
局今回の補助⾦を経産省と連携する形で、相⼿と撃ち合うんじゃなくて、うまく同じ⼟俵でと
いうところでやれたというのは、それも随分⻑い歴史の積み重ねがあってのことかなと。 

 あと、今回の補助⾦の話は、やはり 2050 年カーボンニュートラルということで、きちっとし
たピン留めがされたということは⼤きかったと思います。総理が宣⾔されて、今度、温対法を
改正して、それを法律に位置づけようとしていますけれど、そういう明確な視点があると、そ
こに⾏き着くために何が必要なのかということで具体の議論ができるので、ぶれない点がある
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というのは⼤きいのかなと思っております。 

 当⾯、我々その補助⾦を活⽤して、しっかりとした取組をということなんですが、今⽇いた
だいた中では、確かに乗⽤⾞の世界はライフスタイルを変えて、脱炭素型の選択を皆さんにし
ていただけるように、いかにこの予算を有効に使っていろいろなものを打ち出していけるのか。
また、その次にこの予算を使ってどういう施策につなげていくのかというところをしっかり考
えていきたいと考えております。 

 重量⾞の世界をどうデザインしていくのかという、先ほどおっしゃっていただいたような⼤
局観、⼤きな相場観を持って、どう考えるのかというのを、若い世代の⽅々とも⼀緒に考えて
いけたらと思っております。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関す
る法律の制定について（1992 年）1 

森 康⼆郎 ⽒ 

 

 

 はじめに 

絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律（以下「種の保存法」と略称）は 1992

年 5 ⽉に成⽴、翌 1993 年 4 ⽉から施⾏された。国内及び国外の絶滅のおそれのある種の保存を
⽬的とし、個体の捕獲、譲渡等の規制、⽣息地の保護、保護増殖の推進など総合的な施策を講
じるための初めての法制度であり、本法の制定は⿃獣保護⾏政から野⽣⽣物⾏政への展開の⼤
きな節⽬となった。 

以下、法制定の背景、法案の検討と⽴案、関係機関・団体との協議調整、国会での審議、法
の施⾏とその後の展開と、流れに沿って⾒ていきたい。 

 

 ⽴法の背景 

 1971 年の環境庁設置以来 1980 年代の半ばまで、野⽣⽣物に関しては⿃獣の捕獲規制や狩猟
の管理など⿃獣保護法をベースとした施策が主体であった。そのうち絶滅のおそれのある⿃獣
については、⽶、ロ、豪との⼆国間渡り⿃等保護条約の国内法である特殊⿃類法により、相⼿
国及び本邦の絶滅のおそれのある⿃類（特殊⿃類）の譲渡等及び輸出⼊の規制が講じられ、ま
たトキ、タンチョウ、イリオモテヤマネコ等⼀部の希少種については、天然記念物⾏政との調
整を経て保護増殖事業が実施されていたが、いずれも特定の種を対象にした取組みに留まって
いた。 

 ⼀⽅、我が国は 1980 年にワシントン条約（絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の国際取引に
関する条約、英語略称：CITES）に加盟したが 1980 年代半ばには、密輸個体の流通など我が国
の条約履⾏体制をめぐる国際的な批判が⾼まっていた。環境庁は科学当局として附属書改訂等
に対応する中で、条約事務局とも緊密な情報交換が⾏われるようになり、国としての絶滅のお
それのある野⽣⽣物の保護の強化が課題として認識されるようになった。 

 1980 年代の後半はバブル経済の最盛期を迎えており、各地で⼤規模開発が進⾏、公共事業や

 
1 環境省五⼗年史の作成に当たり執筆していただいたものであり、⽂責は執筆者にある。（原稿受理⽇：2021

年 5 ⽉ 20 ⽇、最終確認⽇：2021 年 12 ⽉ 24 ⽇） 
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リゾート開発などをめぐり、イヌワシ、オオタカ、サツキマス、ムニンノボタンなど希少動植
物の保護が焦点となる事例が多発していた。1984 年には閣議決定された要綱に基づく環境アセ
スメントの運⽤が開始され、影響評価の技術指針では⾃然公園等の保護地域とともに、貴重な
野⽣動植物の⽣息地も調査と評価の対象に掲げられた。 

 

 野⽣⽣物課の設置と緊急に保護を要する動植物の選定調査の開始 

 1986 年版の環境⽩書の総説が、「特に絶滅のおそれのある種については、早急に適切な保全
対策を講じていく必要がある」と述べているように、絶滅のおそれのある種の保護が全庁的な
課題とされる中で、同年 7 ⽉、⿃獣保護課が野⽣⽣物課に改められ、⽇本版レッドデータブッ
ク作成を⽬的とする緊急に保護を要する動植物の選定調査が開始された。 

 同調査は 3 ヵ年の計画で開始されたが結果発表まで実質的に 4 年を費やした。調査にあたっ
ては野⽣⽣物保護対策検討会が設置され、哺乳類、⿃類、両⽣・爬⾍類、淡⽔⿂類、昆⾍類等
の分類群ごとに設けられた分科会で、候補種のリストアップ、⽣息状況の評価とカテゴリー分
け等の作業が進められた。分科会には分類学研究者や専⾨家が参加しており、学会等のネット
ワークを通じてアマチュア研究者も含む幅広い学識者、専⾨家が協⼒した。 

 このような全国的な専⾨家の協⼒体制は、第 3 回⾃然環境保全基礎調査の⼀環として 1984

年から開始された動植物分布調査（全種調査）で構築されていたもので、本調査での種の選定
評価作業は、全種調査による種の⽬録や分布データ整備とあいまって実施された。 

 

 レッドリストの公表 

 調査での絶滅のおそれのある種のカテゴリーは、当時の IUCN（国際⾃然保護連合）レッド
データブック（初版）に準じて、「絶滅」、「絶滅危惧種」、「危急種」、「希少種」及び「絶滅のお
それのある地域個体群」と定められた。 

 選定結果は 1989 年 12 ⽉にまず、哺乳類、⿃類、爬⾍類、両⽣類及び淡⽔⿂類の種のリスト
（レッドリスト）として公表された。絶滅種としてニホンオオカミなど計 20 種、絶滅危惧種は
イリオモテヤマネコ、アホウドリ、ホクリクサンショウウオ、イタセンパラなど計 49 種、危急
種はアマミノクロウサギ、オオタカ、リュウキュウヤマガメなど計 50 種、希少種としてヤマネ、
ダイトウオオコウモリ、マガン、アオウミガメ、ゼニタナゴなど計 139 種が掲載された。（ここ
での種には亜種も含む。以下同じ。） 

 なお、植物については並⾏して NGO の⽇本⾃然保護協会と世界野⽣⽣物基⾦⽇本委員会（現
在の WWF ジャパン）により野⽣植物の重要な⽣息地及び保護上重要な種を選定する調査が進
められており、同年 11 ⽉に「絶滅」「絶滅危惧」「危急」「現状不明」の各カテゴリー、計 677

種が「保護上重要な植物種」として公表されている。 

 我が国で初めてのレッドリストへの反響は⼤きく、絶滅のおそれのある動植物への社会の関
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⼼が⾼まったが、⼀部の種については選定の妥当性への批判もあった。 

 

 CITES 国内法の制定と CITES COP8 京都会議の招致 

 ⼀⽅ワシントン条約では、第 6 回締約国会議（1987 年 オタワ）で対⽇⾮難決議が提出され
る（不採択）など⽇本の条約履⾏体制への批判が⾼まるなか、1987 年 12 ⽉に希少野⽣動植物
の種の譲渡等の規制に関する法律（以下「CITES 国内法」と略称）が施⾏された。条約附属書
Ⅰについて、個体や部分、加⼯品の譲渡等を原則禁⽌し、特例的に輸出⼊が認められた個体等
は登録を義務付け流通管理することで⽔際規制の抜け⽳を防ぐもので、取引規制に限られては
いたが施策の対象が特殊⿃類から世界の幅広い動植物種へ⼤きく拡⼤した。 

 1989 年 10 ⽉にはスイス ローザンヌでワシントン条約第 7 回締約国会議が開催され、全ての
原産国のアフリカゾウが附属書Ⅰとされた。また、この会議では京都市での 1992 年第 8 回締約
国会議（COP8）の開催が決定された。条約履⾏体制に関して国際的に批判されることが多かっ
た我が国として、諸外国の政府関係者、専⾨家、NGO などに、実際に⽇本で実態を知ってもら
う機会とすることも意図し、条約事務局とも相談して招致したものであった。 

 

 絶滅のおそれのある種の保護に係る体系的な法制度の検討・⽴案へ 

 レッドリスト発表翌年の 1990 年 5 ⽉から 1991 年 3 ⽉にかけて「野⽣⽣物保護管理検討会」
が設置され、今後の野⽣⽣物施策のあり⽅全般についての幅広い議論が⾏われた。1991 年秋の
報告書は、絶滅のおそれのある種の保護を⽬的とした体系的な保護制度を検討すべきとし、そ
の要素として種指定に基づく捕獲採取、譲渡等、輸出⼊の規制、⽣息地の指定と保護規制、保
護増殖事業等を挙げている。 

 こうした次の施策展開の前提として、レッドリスト掲載種についてその特徴や⽣態、危機の
現状等をとりまとめたレッドデータブックの刊⾏が急がれていた。専⾨家による個々の掲載種
の記述、担当者による全体取りまとめを経て、1 年半後の 1991 年 5 ⽉に脊椎動物編、同 11 ⽉
に無脊椎動物編が刊⾏され、制度検討のための環境が⼀定整った。 

 同年 10 ⽉には⾃然環境保全審議会に対し「野⽣⽣物の保護に関し緊急に講ずべき保護⽅策に
ついて」の諮問がなされ、並⾏して法案の検討が開始された。 

 法案の⽴案にあたっては、以下のような点が意識されていた。 

①絶滅のおそれのある種の保護を法の⽬的として⽰す。 

②⿃獣だけでなく幅広い動植物種を対象とする。 

③既存の特殊⿃類法、CITES 国内法も取り込み、国内及び国外の絶滅のおそれのある種の保
護を⼀本の法律にまとめる。 

④国内産の種については、個体の捕獲、譲渡等の規制だけでなく、⽣息地保護規制、保護増
殖のための事業をセットにした総合的な枠組みとする。 
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⑤各省庁、地⽅公共団体、⺠間が参加できる仕組みとする。 

 制度の⼤まかなイメージは前記の検討会で⽰されていたが、法案⽴案過程では、既存の⾃然
環境保全関係法制度やレッドデータブックでの考え⽅などを参照しつつ、条⽂作成が進められ
た。 

 外国産の種にかかる個体の譲渡等の規制は、既存の CITES 国内法のしくみがほぼ引き継がれ
た。なお、個体の登録事務については定型的業務であり、指定登録機関の制度を設け⺠間法⼈
に⾏わせることとされた。⽣息地の保護に係る規定は、⾃然公園法や⾃然環境保全法の枠組み
に準じたものとされた。保護増殖事業は法的に位置づけ、他省庁、地⽅公共団体及び⺠間も事
業を実施できることとされた。また法運⽤の⾻格的事項を定める基本⽅針は、政府全体での閣
議決定事項とされた。 

 法案作成過程では、審議会での審議だけでなく学会や⾃然保護 NGO との意⾒交換も⾏われ
た。 

 1992 年の初め頃は⽣物多様性条約の政府間交渉が⼤詰めの段階に⼊り、3 ⽉には京都でのワ
シントン条約締約国会議、6 ⽉にはリオデジャネイロでの国連環境開発会議が予定され、国内
外で野⽣⽣物保護、⽣物多様性への関⼼が⼤きな⾼まりを迎えていた。そうした中、⽇本⾃然
保護協会、WWF ジャパン等の主催による「滅び⾏く⽇本の野⽣⽣物を守る」シンポジウムが 1

⽉ 18 ⽇に開催され（環境庁からも担当官が参加）、10 項⽬の提⾔が⾏われた。海洋種や地域個
体群の指定、学会、NGO 等による種指定の発議など対応が困難なものも含まれたが、基本的に
は法整備を⽀援する⽴場からの提⾔であった。 

 

 各省協議 

 条⽂は法制局審査を経て 1992 年 2 ⽉末頃に原案が固められた。2 ⽉ 24 ⽇には⾃然環境保全
審議会において「野⽣⽣物の保護に関し緊急に講ずべき保護⽅策について」の答申が取りまと
められ、ほぼ同時期に法案の各省協議が開始された。国会への法案（閣法）提出期限は 3 ⽉末
頃で時間はあまりなかった。 

 相⼿省庁は⼗数省庁に及んだが、なかでも公共事業や産業活動にかかわる省庁との協議は難
航した。第⼀次質問には 500 を超える問いが寄せられ、再質問、再々質問まで繰り返された。
主に問われたのは、そもそも法制定が必要なのか、絶滅のおそれの定義、国内希少種の選定や
⽣息地指定の基準、種や⽣息地の具体的な指定⾒込みや対象地域、⾏為規制における適⽤除外
の範囲等々であった。絶滅のおそれや種指定に関しては、定量的な判断基準が強く要請された
が、当時は国際的にも絶滅のおそれの定量的な判断指針は未整備であり、なかなか議論がかみ
あわなかった。 

 質問のやり取りを経て意⾒提出の段階に⾄ったところ、論点への⼗分な説明がなされていな
いとして、第三章、⽣息地等保護区に関する規定の全⽂削除の要求が主要省庁から提出された。
⽣息地の保護は法案の重要な⽴脚点で削除はありえず、協議は膠着状態に陥った。 
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 その頃、京都ではワシントン条約締約国会議が開催され、アフリカゾウ保護問題への関⼼が
集まっていた。そこに⼀部の報道で法案の難航状況が伝えられ、これを潮⽬に協議が動き出し
た。第 3 章はそのまま残し論点は覚書で確認という形で協議が整ったのは 3 ⽉ 25 ⽇前後、提出
期限ぎりぎりであった。 

 主な論点の決着は以下のとおりであった。 

・法施⾏後 5 年以内における国内希少種の指定は、旧特殊⿃類約 40 種、⿃類以外はレッドデ
ータブック絶滅危惧種のうち 20 種程度に限定。 

・国内希少種の選定や⽣息地等保護区の指定はあらかじめ関係省庁と協議、その際、個体数
や⽣息地の減少状況等を可能な限り数量的なデータで⽰す。 

・漁業対象の⽔産動植物は種指定の対象から除外。 

・実施計画が決定済み等の事情がある公共事業や公益事業等の予定区域は、⽣息地等保護区
等の指定対象から除外。 

・国有林に関しては、保護林制度による野⽣動植物保護の取組みを尊重。 

・捕獲、譲渡及び⽣息地での各種⾏為規制の適⽤除外⾏為の確認。 

 なお、ワシントン条約管理当局（通産省貿易局）及び天然記念物主管部局（⽂化庁）とは早
い段階から調整を進めた。実務的な擦りあわせが主で⼤きな対⽴点はなかった。 

 

 ワシントン条約第 8 回締約国会議（京都会議） 

 京都会議は 1992 年 3 ⽉ 2 ⽇から 13 ⽇の⽇程で開催され、南部アフリカ諸国のアフリカゾウ
の附属書Ⅱへのダウンリスティングが最⼤の焦点であった。⽇本政府としては、附属書Ⅱ掲載
種を持続可能な形で活⽤することがワシントン条約本来の趣旨と、発⾔の機会がある度に訴え
たが最終的には附属書Ⅰが維持された。 

 また、本会議に臨むにあたっては、⽔際規制の抜け⽳を防ぐ CITES 国内法の措置を引き継ぐ
とともに、ワシントン条約ではカバーしていない国内の絶滅のおそれのある種の保護を図る種
の保存法案を閣議決定し、国会に提出したことを京都会議の会期中に各国に向けて報告し、我
が国の条約への積極的な姿勢をアピールすることを当初のねらいとしていたが、前述したよう
な各省協議の状況から間に合わすことができなかった。 

 

 国会審議の経過 

 法案は 1992 年 3 ⽉ 27 ⽇に閣議で了承され、同⽇付で国会に提出された。実質的な審議は、
衆議院は 4 ⽉ 21 ⽇の環境委員会、参議院は 5 ⽉ 27 ⽇の環境特別委員会の各⼀⽇で、5 ⽉ 29 ⽇
参議院本会議において全会⼀致で可決成⽴、6 ⽉ 5 ⽇に公布された。 

 衆参の委員会審議では岩垂議員、堂本議員などから、絶滅のおそれの定義がわかりにくい、
レッドデータブックと⽐べ指定⾒込み（5 年で 60 種）は少なすぎる、国際希少種は CITES 附
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属書Ⅱも含めるべき、種指定等における学会、NGO 等の提案も認めるべき等が質された。⽣物
多様性条約（5 ⽉ 22 ⽇採択）を踏まえ⽣態系全体の保全のための包括的な保護法制とすべきと
の議論も出たが、法案⾃体に反対するものではなく、両委員会とも附帯決議を付して全会⼀致
で可決された。附帯決議は両院ほぼ共通で、主な内容は以下のとおり。 

・種の選定、⽣息地等保護区の選定にあたり、国内外、官⺠を問わず、有識者や各種機関の
知⾒を積極的に聴取 

・国際希少種は CITES 附属書Ⅰに限らず選定 

・国際希少種は個体の部分、派⽣物、加⼯品も規制対象に含めることを検討 

・野⽣動植物の種の保存の実施体制の整備に努めるとともに、科学的調査、研究を強化 

・絶滅のおそれのある種の保護の普及啓発、環境教育への積極的な取組み 

・野⽣⽣物原産国への国際協⼒の推進 

・関係省庁、地⽅公共団体等の連携強化 

 なお、参議院においては上記に加え、 

・⽣態系の機能を健全に保つための総合的対策を検討 

が付加された。 

 

 法施⾏まで 

 法案成⽴後、翌 1993 年 4 ⽉ 1 ⽇の施⾏に向けて、まず 11 ⽉ 27 ⽇に第 6 条の種保存基本⽅針
が閣議決定された。基本構想として、種の保存の必要性や施策の基本的な考え⽅を述べた上で、
国内希少種等の選定要件、⽣息地等保護区の指定⽅針、保護増殖事業計画に定めるべき内容等
を明らかにしている。論点であった国内希少種の選定要件は、個体数の定量的な把握が困難な
場合も想定して定められた。 

 1993 年 2 ⽉ 10 ⽇には政令（施⾏令）が定められ、旧法廃⽌に伴う措置として、旧特殊⿃類
34 種が国内希少種に、旧 CITES 国内法の外国産の種が国際希少種に指定された。なお旧特殊
⿃類については、⼀部基本⽅針の選定要件に合致しない種（レッドデータブックの絶滅危惧・
危急ランク外など）が除外された。3 ⽉ 29 ⽇には規制の適⽤除外⾏為などの細⽬を定めた施⾏
規則が制定され、4 ⽉ 1 ⽇の施⾏に⾄った。 

 

 施⾏後の進展と波及 

（国内希少種の指定） 

 施⾏翌年の 1994 年に⿃類を除く最初の国内希少種として、哺乳類 2 種（イリオモテヤマネ
コ、ツシマヤマネコ）、⿂類１種（ミヤコタナゴ）、昆⾍類 1 種（ベッコウトンボ）、植物 2

種（レブンアツモリソウ、キタダケソウ、いずれも特定国内希少種）の計 6 種が指定された。
以降、1995 年に爬⾍類 1 種（キクザトサワヘビ）、両⽣類 1 種（アベサンショウウオ）、淡⽔
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⿂類 1 種（イタセンパラ）、1996 年に昆⾍類 3 種（ヤシャゲンゴロウ、ヤンバルテナガコガ
ネ、ゴイシツバメシジミ）、1997 年に植物 2 種（ホテイアツモリ、アツモリソウ）、1999 年に
植物 3 種（アマミデンダ、ヤドリコケモモ、コゴメキノエラン）と続いた。1990 年代の指定
は合わせて⿃類 39 種、⿃類以外 18 種で、多くが法制定時に想定されていた種であった。 

 2000 年以降も 02 年 5 種（淡⽔⿂類、昆⾍類、植物）、2004 年 10 種（哺乳類、植物）、2008

年 8 種（昆⾍類、植物）、2009 年 1 種（哺乳類）、2011 年 4 種（昆⾍類）、2012 年 1 種（植物）
と増加ペースは緩やかであったが、⽣物多様性条約 COP10（2010 年）の愛知⽬標を受けて取
組みが強化され、2015 年以降指定数は⼤きく増加している。 

 

（⽣息地等保護区の指定） 

 ⽣息地等保護区の指定は、1994 年 2 地区（ミヤコタナゴ、キタダケソウ）、1996 年 3 地区
（ベッコウトンボ、ハナシノブ（2 ヶ所））、1998 年 1 地区（キクザトサワヘビ）、2003 年 1

地区（イシガキニイニイ）、2006 年 1 地区（アベサンショウウオ）と断続的に進められたが、
その後は 2018 年の 1 地区（アベサンショウウオ）で中断している。 

 ⾯積はキクザトサワヘビ保護区の 600ha が最⼤で、他は数 ha から百数⼗ ha、国⼟全体で
はごく⼀部にとどまっている。 

 

（保護増殖事業と野⽣⽣物保護センター整備の進展） 

 保護増殖事業は従来からトキ、タンチョウ等について予算措置で事業が実施されていたが
法施⾏を受けて、1993 年にトキ、アホウドリ、タンチョウ、シマフクロウの 4 種について新
たに保護増殖事業計画が策定された。その後保護増殖事業計画は、1995 年にツシマヤマネコ、
イリオモテヤマネコ、ミヤコタナゴ、イタセンパラ、キタダケソウの 5 種、1996 年イヌワシ、
アベサンショウウオ、ベッコウトンボ、レブンアツモリソウ、ハナシノブの 5 種、1997 年ゴ
イシツバメシジミ、ヤンバルテナガコガネの 2 種、1998 年ノグチゲラ 1 種、1999 年オオトラ
ツグミ、アマミヤマシギの 2 種と継続して策定されており、これらの⼤部分は他省庁（国交
省、農⽔省、⽂科省）と共同での策定となっている。 

 なお、河川管理や農村整備などの⾏政では本法制定をきっかけに、保護増殖事業への参画
だけでなく所管の各種事業においても動植物の⽣息への配慮が進められ、政府全体で⽣きも
のとの共存に向けた取組みが進められるようになった。 

 野⽣⽣物保護センターについては、1990〜91 年の野⽣⽣物保護管理検討会で「全国的に重
要な⽣息地を中⼼に調査研究と⼀体で保護管理を推進するための施設」の整備が提起され、
法案制定と並⾏して 1991〜92 年度予算で佐渡、釧路の 2 地区の整備が進められた。佐渡トキ
保護センターは 1993 年 5 ⽉、釧路湿原野⽣⽣物保護センターはラムサール条約（特に⽔⿃の
⽣息地として国際的に重要な湿地に関する条約）釧路会議（COP5）開催中の 6 ⽉に開設され
た。 

 その後、1995 年⻄表野⽣⽣物保護センター、1997 年対⾺野⽣⽣物保護センター及び北海道
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海⿃センター（⽻幌町）、2000 年奄美野⽣⽣物保護センター及び猛禽類保護センター（⼭形
県⼋幡町）、2002 年ウトナイ湖野⽣⿃獣保護センターと全国で整備が進み、専⾨知識を有す
る職員の配置も段階的に進められた。トキを始め各地の保護増殖事業で業務の拠点となって
いる。 

 

（ラムサール条約第 5回締約国会議（釧路会議）） 

 種の保存法とは少し離れるが、前段で触れ、同時期に開催されたことからラムサール条約
釧路会議について紹介する。 

 1989 年頃、環境庁からの内々の打診を受けた釧路市がラムサール条約締約国会議の誘致に
積極的に動き出した。環境庁としても、国内における湿地やラムサール条約に対する関⼼を
⾼めるとともに、アジアで初めて締約国会議が開催されることによりアジアにおける湿地保
全やラムサール条約の締約国増につながると考え、積極的に⽀援した。 

 ただし、前述したワシントン条約京都会議の誘致は政府全体として取り組んだのに対し、
ラムサール条約釧路会議は環境庁が⼀歩先に出ていたため、京都会議準備室は外務省に設け
られ各省から⼈員が集められたが、釧路会議準備室は環境庁内に設けられた。 

 1993 年 6 ⽉に開催された釧路会議への釧路市の貢献は⼤きく、特に延べ５千⼈を超す市⺠
がボランティアとして参加し、そのホスピタリティは参加各国代表団や条約事務局から⾼く
評価され、釧路会議は成功裏に終了した。 

 また、環境庁が期待していたとおり、釧路会議を契機として、国内の湿地保全への関⼼が
⾼まり、アジア地域のラムサール条約締約国も増加した。 

 

（現地組織の整備） 

 絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保護は全国的観点からの施策であり、その事務は基
本的に国が⾏うこととされた。このため環境庁としての現地組織の強化が求められ、法施⾏
に合わせて 1994 年 7 ⽉、従来の国⽴公園管理事務所を国⽴公園・野⽣⽣物事務所と改め、所
内に野⽣⽣物科を置く組織改組が⾏われた。これが現地における野⽣⽣物分野の組織拡充の
出発点となった。 

 

―― 了 ―― 

 

 

執筆者 森 康⼆郎 ⽒ 

1974 年 環境庁⼊庁、1998 年 環境省⾃然環境局野⽣⽣物課⻑、2001 年 JICA インドネシア⽣
物多様性保全プロジェクト チーフアドバイザー（環境省⼤⾂官房付）、2003 年 国際連合⼤学
⾼等研究所上席客員研究員（環境省⼤⾂官房付）、2004 年 退職。 
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バーゼル法（特定有害廃棄物等の輸出⼊等の規制に
関する法律）の制定（1992 年）1 

話し⼿ 梶原 成元 ⽒ ・ ⼩林 正明 ⽒ ・ 森下 哲 ⽒ 

 

 

―――バーゼル法の制定に向けた当時の環境庁の体制や、国内外の状況を教えください。 

 

○梶原 僕はタイ（UN ESCAP（Economic and Social Commission for Asia and the Pacific：アジア太
平洋経済委員会）から帰国した後、1991 年 9 ⽉から担当していました。 

 当時の役職は、⽔質保全局企画課海洋汚染・廃棄物対策室の室⻑補佐で、廃棄物処理法に基
づく最終処分の基準と海洋汚染防⽌法に基づく海洋投⼊処分の基準を作っていた。上司である
室⻑は、厚⽣省でごみをやってきた⼈がおられて、最初は岡澤（和好）さんで、次に同じ衛⽣
⼯学の⽊下（正明）さん。もう⼀⼈の補佐が松井（佳⺒）さんでした。 

 

○⼩林 私は梶原さんより少し前ですね。私は企画課で局の総括補佐という⽴場でいました。バ
ーゼル法は 2 年越しというか、結果的に臨時国会まで⾏きましたけれども、本当は 1991 年に
は国会に出しているはずだったけど遅れました。1990 年の年末にはもう中公審（中央公害審議
会）の答申も成っていて、各省の中で先⾏して検討していこうということだった。それでいよ
いよとなったら、外務省がいっぱい条約批准案件を抱えているわけです。その順番でバーゼル
は⼊らないという通告があって提出が 1992 年に遅れました。 

 局⻑は、農⽔から来られていた武智（敏夫）局⻑から⾹川県知事にもなられた真鍋（武紀）
局⻑に代わったのですが、おまえは総括の仕事はしなくていいからこれをやれと⾔われて、係
⻑が⽶⾕（仁）君で、2 ⼈でほとんど掛かり切りになっていた。管轄としては、中⾝は梶原、法
律は私という感じでした。 

 答申については、その後下⽔道部⻑になった岡久（宏史）補佐が任されていました。いろい
ろな⼈が活躍していたという感じです。 

 

○森下 私が海ごみ室（海洋汚染・廃棄物対策室）に参加させていただいたのは 1992 年の 4 ⽉ 1

⽇からです。通産省への出向から戻ってきたら、このバーゼル法はまさにリオサミット（1992

年）が始まる前にしっかりと形を作れという指⽰がある中で、同時並⾏で廃棄物処理法の施⾏
令が改正ということになっていて⾮常に⼤変でした。 

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 10 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任によるものであり、必ず
しも環境省の⾒解ではない。 



 
 

記録編-09-2 

バーゼル法の制定 

○⼩林 当時は幹部も強い思いがあって、総動員
でやっていた。それこそリオサミットと重なっ
ていて、リサイクルというのが社会的なテーマ
になってきたというのは背景としてありまし
た。 

 当時は廃棄物の輸出⼊に関する事件は海外
にいっぱいありました。ヨーロッパ、アフリカ
はいっぱいあって、インド洋の話もあったし。
セベソ2のもそうだし。でも、⽇本ではあまり
なかったですね。実態としてなかったかどうか
は疑わしいけれども、少なくとも⾒えなかったと思います。有害物を⽇本に持ってきてわざわ
ざ処理するということは考えにくかったような気がする。それに基本的に⽇本は⼀応先進国と
しての制度があるから、そもそも資源と呼ばれて動いているものは廃棄物処理法の外で規制を
受けずに動いていて、⼀般の公害法の規制だけを受けている。それと同じで、出⾃が外国であ
ろうと⽇本であろうと同じだから、それをとやかく⾔うのはリーズナブルじゃないという整理
と思います。輸⼊をむしろ戦略的に捉えようとするのはそれから 20 年ぐらいたってからだよ
ね。 

 

○森下 当時は国際環境条約というのがまだよく知られていない時代だったのですが、バーゼル
法はしっかり環境庁が存在感を⽰して国際条約の対応についてやった実績の 1 つでもあって、
その後も⼤きな財産になったんじゃないかなと思います。 

 

○⼩林 環境庁の役割を考える中で、バーゼル法って何なのだとあれこれ考えていました。ふと
思ったのは、海外に物を輸出したときに⼤気汚染とか⽔質汚濁を起こすか、要するに公害の輸
出になるかならないか、これは海外版環境アセスメントだと思ったのです。 

 

――法案の作成はどのように進められたのでしょうか。 

 

○⼩林 当時は、ごみなのかリサイクル物なのかで、どこの省庁が担当するかという議論が変わ
ってきますから、多くの関係省庁が関わっていて、国会に提出する法案の⾻格がなかなかまと
まらなかった。というのは、ごみの問題なら国内規制の主役は厚⽣省、貿易は通産省となるが、
海外のごみ問題は環境庁の出番でもあると考えた。結構異例な出来事として、当時の⾃⺠党の
梶⼭静六国対委員⻑から、関係省庁（通産省・厚⽣省・環境庁）から 3 ⼈ずつ出して法案をま

 
2  イタリア北部の都市・セベソの農薬⼯場で起きた爆発事故で⽣じたダイオキシンなどを含む汚染⼟壌が⾏⽅不

明となり、その後、フランス北部で発⾒された事件。 

⼩林 正明 ⽒ 
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とめる議論をせよという指⽰がありました。それで、連⽇⽊下室⻑と私と、⽶⾕君が出て毎⽇
決まった時間に集まって延々と議論しました。まとまらないかなと思っていましたし、変な妥
協をするよりは出さない選択もあると思っていましたが、何か法案の⾻格みたいなのがまとま
りました。進め⽅としてはかなり異例の⼿続でしたけれどね。 

 

〇森下 法制局で、3 省が並んで 3 ⼈の法制局参事官による合同審査を受けたという、これもす
ごいことでした。 

 

○⼩林 互いに譲らず法案の主管が決まらないので、異例な進め⽅になりました。法制局の環境
庁担当参事官が、本当にサポートしてくれた。警察庁の⼈ですけれども、これは法律論として
筋が通っていないから書けない、これは筋があるから書ける、俺が部⻑を通すみたいな感じで
助けてくれた⼈です。どこが勘どころというと、環境⼤⾂の輸出確認⾏為を位置づけたところ
ですけれども、そこら辺は、中⽴的な⽴場で実質的にいろいろ⽰唆してくれて、あのおかげで
何とかやれたというところがすごくあると思います。 

 

○森下 法制局審査は、農⽔省から来られていた補佐と⽶⾕さんと私がメイン。当時は朝 10 時に
法制局に集合して、帰ってくるのが夜の 11 時で、それから、作業して、1 時か 2 時ぐらいにで
きたというので通産省と⾒せっこしたりする。 

 

○⼩林 だから、夜中明け⽅までに何ができるかという話で、向こうは多分役所にいて書いてい
るメンバーと法制局に⾏っているメンバーが 2 チームできるのだけれども、こちらは 1 チーム
しかない。同時並⾏で廃棄物処理法の施⾏令改正もあったから。あれはしんどかったね。 

 

○森下 （退庁時間が）⼤体午前 4 時か 5 時で、5 時になったらもう泊まろうかなという感じだ
ったですかね。 

 

○⼩林 法案を具体化する作業の中で、次第に議論の焦点がはっきりしてきました。我々は、環
境問題も重要性が増してきたので、関係省庁がばらばらに取り組むのではなく、極⼒環境庁に
⼀元化すべき、つまり、環境は⼀元化しなければいけないと⾔っていたのだけれども、通産省
は⼿続的にも貿易を⼀元化しなければいけないと⾔っていて、「環境⼀元化」対「貿易⼀元化」
みたいな構造になっていきました。しかし、これは海外に出るときに環境への影響をチェック
しなければいけないという条約で、失敗したらというか、制度が未整備の国に⾏って環境上お
かしなことが起こったら、輸出した貨物を取り戻さなければいけない。結構⼤変な仕事です。 

 

○梶原 実際、⽊下さんと話したことがあるけれども、事件が起こったらどうするんだ、誰が海
外の環境を⾒に⾏くんだ、本当に⾏けるのかという議論をしていた記憶があるものね。 
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○⼩林 でも、バーゼル法制定後、間もなくして（⽇本への）シップバックの第１号3が起きた。
確かお正⽉だったのかな、環境省職員がフィリピンのマニラまで⾏ってシップバックを宣⾔し
てくることになった。 

 

―――バーゼル法制定の意義についてはどのように考えますか。 

 

○梶原 これは森下さんが⼤変苦労されたとこ
ろなのですけれども、バーゼル条約の附属書
にある有害特性の表に、爆発性、引⽕性、感染
性とか、いっぱいあるわけですが、国内法では
消防法だったり、他の法令で対応するものが
いっぱいある中で、環境庁がやっていたのは
本当に⼩さかったのです。そういう意味で環
境の概念が⼀気に拡⼤した。あれは⾮常に⼤
きな変化だったと思います。当時は感染性廃
棄物はもう課題になっていたから、特管物（特
別管理廃棄物）に感染性廃棄物を⼊ったのだけれども、感染性以外の話については廃棄物処理
法も⼗分対応できていなかったと思います。爆発性なんか、試験⽅法は、鉄管試験といいます
が、鉄のパイプの中に物質を⼊れて、熱をかけて、何度で爆発するかというものでした。 

 

○森下 サービス告⽰4にも書きました。 

 

○梶原 あれはすごいことだったと思いますよ。条約附属書を⽇本⾵にカスタマイズした。詳細
は全部森下さんにお願いしたのだけれども。実は世界中であれをちゃんと施⾏できている国は
ないのでないかと思います。あのサービス告⽰を英語にして条約事務局に持っていったわけで
す。これでどうだと渡したら、条約事務局は本当に感⼼していました。こんなのがあるんです
かと⾔って。 

 

○森下 今、梶原さんから御紹介のあった有害特性というのをどう捉えるかというのは、時が経
つにつれて発展してきているのです。バーゼル条約の附属書にある有害特性はその途上にある
ものです。まず有害特性というのはトランスポートの世界である程度 1 つのクラシファイされ

 
3 1999 年、栃⽊県の産業廃棄物処理業者が医療廃棄物を再⽣⽤古紙と偽り、フィリピンに輸出した事件。バーゼ

ル条約違反であるとして、フィリピン政府より廃棄物の回収が要求され、⽇本にとって初の回収・処理事例と
なった。 

4 バーゼル法の規制対象物の範囲を定める告⽰。2018 年に廃⽌して省令を制定。 

梶原 成元 ⽒ 
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た仕組みができていた。これはヨーロッパとか、北⽶もそうですけれども、陸続きの場合、特
にトランスポートで国を超えて有害性の基準を⼀致させないといけないということで、オレン
ジブックという国連勧告ができていたのです。これにさらに⽣産とか消費とか、そういう段階
でのクラシフィケーションの概念を⼊れようというのがその後世界で起こってきて、その結果
できたのが GHS、Global Harmonized Systems of Classification。これはできたときにパープルブ
ックと⾔われていました。GHS というのは今は化学物質の世界でもある程度取り⼊れられて進
んできていますけれども、まだなかなか世界で定着していない。もともとこれは EU が中⼼に
なって作ったシステムで、セルフ・クラシフィケーションなのです。政府がこの物質はこうだ
と⾔わなくて、事業者の⼈たちの⽅がデータを持っているから、そのデータに即してちゃんと
⾃分でクラシファイしないとだめよと。逆に⾔うと、政府が知らないで変に分類して間違った
りすると、またそれで責任になってしまうということもあるので。そんなのきちんと実施でき
る途上国はほとんどないという状況で採⽤されていて、今でもそれは続いているのですけれど
も。オレンジブックからパープルブックになったときに何が加わったかというと、環境特性と
いうのが有害特性の中に加わって、⽣態毒性（エコ）がそこで初めて⼊ったのですが、バーゼ
ル法のサービス告⽰を作ったときには⽣態毒性の国際的なクラシフィケーションシステムは
まだできていなかった。OECD がその部分は担当していて、実は僕が OECD に出向していたと
きにそこのエコのところを担当させてもらって、最後結末まで関わることができました。なの
で、規制対象物も本当は世の中のクラシフィケーションシステムの発展に合わせて GHS に準
拠して⾒直さなければいけない。 

 

○⼩林 私としては、「環境⼀元化」対「貿易⼀元化」の議論の末、環境⼤⾂の確認というのを輸
出貿易管理令（貿管令）の輸出承認の中に作って、貿管令の枠組みの中で、環境⾯に関しては
環境庁の独⽴の判断で、という整理ができたことですかね。 

 

○森下 環境上の判断を環境庁が⾏うというところが最⼤で最⾼に重要なところで、貿管令でチ
ェックしようと思っても、担当している⼈たちがこれは環境保全上いいか悪いかというのを判
断できないから、そこは環境庁がしっかり⾒る。でも、それだけ責任が重いということなので
すけれども。そうして、国際あるいは地球環境問題で環境庁の⼟台というか出番ができた。 

 

○梶原 その後に気候変動枠組条約ができて、京都議定書につながる締約国会議、COP3（京都会
議）を⽇本に招致するといった中で、ある程度環境庁が⾃信を持てたということではないかな
と思います。 

 

○⼩林 ある意味ぶれない⽅針でずっと臨んでいくというのが結構⼤事なことで、当時の局⻑も
⾃⺠党環境部会⻑も、戦わなければ責任ある⽴場は取れない、これは頑張ろうじゃないかとお
っしゃってくれた。昔は⾃治省も⾃治庁だったのだけれども、でも地⽅⾃治といったら必ず頑
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張るというので戦って結構な役所になってきたと。環境庁もその第⼀歩だから、ずっとやって
いけばそれなりの存在感を出してやっていけるんじゃないのみたいな話があったので、そうい
うことが⼤事な教訓なのでしょう。 

 

―――今後のバーゼル法や資源循環の展望を聞かせてください。 

 

○⼩林 まず、前提として輸⼊は緩和して、輸出は強化した 2017 年のバーゼル法改正において、
環境⼤⾂の輸出確認をどういう要素でやるかというのを明確化（省令を制定）してくれたとい
うのは、すごくありがたいなという感じでしたね。 

 バーゼル条約は、結局、先進国が途上国に出すやつは先進国が⾯倒⾒るという条約じゃない
ですか。⼀時は、廃棄物処理を途上国に持っていってやる⾏為は条約上も完全に禁⽌される5の
ではないか、という議論もあった。ただ、⽇本はそうではなくて、よりきめ細かく資源を使お
うということになった。先進国、途上国といっても単純でもないし、逆に判断基準は明確にし
ながら実態に合わせていっているということで、バーゼル制度というもの⾃体は発展してきた
ので、よかったのかなと感じます。 

 

○森下 2017 年にバーゼル法を改正し、より強
化した制度にしていただいて、本当にうれし
かったです。バーゼルの仕組みも強化してく
れましたし、廃棄物処理法も規制の範囲をち
ょっと広げていますよね。それでしっかりと
脱法的な輸出を防ぐように措置してくれたの
で、⾮常に感激したことを覚えています。僕
は、⼩型家電リサイクル法（2013 年制定）を
担当するリサイクル推進室⻑をやっていたの
ですけれども、そのときから、国内で⾦属とか
有⽤な資源を回していくためには、環境ダンピング的に海外にどんどん出ていくものを締め上
げることで国内でしっかりとした流通ができると思っていて、当時の担当の⼈たちが⼀⽣懸命、
実は経産省にも働きかけて、⽇本で⼩電法を作ることに合わせてバーゼル法を改正しましょう
よということをずっと⾔い続けていたのです。それが 2017 年に実現されて、ありがとうござい
ましたという感じです。 

 これからのことについて、バーゼルの仕組み、条約の仕組みは、やはりその時点での社会の
情勢とか技術のレベルを反映した中⾝になっていて、世の中はもう⼤きく変わろうとしていて、

 
5 1995 年 9 ⽉の第 3 回締約国会議（ジュネーブ）において、いわゆる先進国と途上国の間の廃棄物の越境移動を

禁⽌する条約改正（BAN 改正）が採択され、2019 年 12 ⽉ 5 ⽇に発効した。BAN 改正は、当該改正を受け⼊れ
た締約国の間で効⼒を⽣ずることとなっており、⽇本は受け⼊れていない。 

森下 哲 ⽒ 
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新しい仕組みが必要なのではないかと思います。そのことを特に感じさせるのは EU の動きで、
去年（2020 年）の 12 ⽉には⾃動⾞とバッテリーに関してデジタルパスポート制度の導⼊を発
表している。⾃動⾞とかバッテリーに使われている⾦属がどこでとれましたというところ、ど
こで使われているかというのをずっとパスポートみたいなやつと⼀緒にきちんと管理します
という制度を運⽤しようとしている。これは、昔は移動書類とかいって書類がついていたので
すけれども、恐らく IoT とかそういったものを使って、ビッグデータを使って、あらゆる⼈た
ちが資源に関する製品中の情報にアクセスできるような世界を作って、徹底的に資源をリサイ
クルしていこうという世界を作ろうとしているのではないか。その先駆けではないかと思って
おります。 

 脱炭素化をグローバルに進めていこうと思うと、本当に資源を⼤事にしていかなければいけ
なくて、多分⼀番プライオリティが⾼いのは銅だと僕⾃⾝は思っているのですけれども、銅と
いうのは実は希少⾦属なのです。割と分量が少ないのです。本当にグローバルに展開しようと
思ったら銅を無駄にしている余裕なんてない時代かなと思っていて、そういうことも含めて将
来の脱炭素社会を考えたときに、どう物質循環を完璧にしていくのか、今のテクノロジーを使
って仕組みを考えていくことが必要なのではないかと本当に思っていますし、かなり先⾏され
てきつつあるので、また頑張っていただきたいなと思っています。 

 

○⼩林 環境⾏政の中でもともと公害⾏政が先⾏していたけれど、しょせん⽔とか⼤気とか、媒
体別じゃないですか。環境保健部が化学物質という⽬で横断的・網羅的に⾒ていくというので、
もう少しそこら辺に横断的な影響を加えて統合的にやっていくというのは、我々がまだ駆け出
しの頃からの課題で、その担い⼿は保健部みたいな感じがありましたが、そういう流れがどう
なっているのかなというのを⼀つ思います。それと、これは梶原⽒の持論なのですが、⽔は頑
張っている、⼤気は頑張っている、⼟壌は頑張っている、何やかや⾔うけれども、結局最後は
全部廃棄物に来る。全ての環境の帳尻合わせをしているのは廃棄物⾏政なのだというのが彼が
いつも⾃慢げに⾔う話で、⼀番お尻のところで統合しているということなのでしょうね。そう
いう⼀貫して統合的に物を⾒ていくということがずっと模索されていた中でどうなっている
のか。廃棄物は環境再⽣・資源循環局という⽴派な名前になって、⽬先の課題はいろいろある
のでしょうけれども、どのように循環を⾒てやっているのかというところが問われるのかなと。
有価か無価かだって時によって変わっていくわけだから、しょせん⼀貫してはコントロールで
きないので、そこら辺は考え直すときに来ているのではないか。今森下さんが⾔われた、資源
として⾒てずっと管理していくということは、資源が枯渇して、中国に代表されるみたいにす
ごく国際的・戦略的に使う国も出てきたりという中で、物と⾔ってもいいし、資源と⾔っても
いいのでしょうけれども、そこに経済界がお⾦をつぎ込んだり、引いていったりというのは彼
らの世界ではあるけれども、資源的価値の有無にかかわらず、⼀貫してずっと環境省がそこは
⾒ている、⻑期をにらんで管理していく、少なくとも把握したりしていくということを循環政
策というのは考える必要はあるのではないか。 
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○梶原 2017 年のバーゼル法の改正でさっき⾔った基準を明確化したというのは⾮常にいいこ
とだと僕も思います。何でいいかというと、要は、予測性というか、役所にお任せしますとい
うのではなくて、これからの規制とかはみんなそうなのだけれども、規制される側で何が起こ
るかというのを予測して⾃分でコントロールするということがものすごく重要になってきて
いるので、例えば企業は、ESG とか SDGs の枠で⾃分たちの⾏動を⾒ていて、3 年後、5 年後、
10 年後に⾃分たちのビジネスがどうなるかということをみんな考えている。それと同じように、
予測性を与えるということがいろいろな⾏動を変えるパターンになっていて、バーゼルの基準
の設定がそんな格好いいものかどうか知らないけれども、いずれにしてもそういう予測性を与
えるという⾏為は重要だというのが 1 つ。 

 それと、資源循環なのですけれど
も、最近いろいろなところで僕がし
ゃべっていることは、温暖化対策と
いうのは炭素循環コントロールな
んです、何をやっているかという
と、CO2 が出ていくことをコント
ロールしていくのではなくて、化⽯
燃料をどう使うかという議論をし
ている、あるいはどう使わないかと
いう議論をしていて、⼀部 CCUS み
たいに出たやつをどう使うかという処分のことも考えている。要は化⽯燃料をどういう形で有
効に使うかという議論をしている世界で、現れている事象が温暖化問題ということです。 

 「炭素」を「資源」と⾔い変えたら資源循環になる。「資源」というのはあまりにも広くてよ
く分からないから概念論に陥っている⾯もあるのだけれども、「資源」というところに個別名称
を与える、例えば「プラスチックス」を与えると具体化します。そういう形でいろいろなイシ
ューが出てきて、これからようやくそういうことに気が付いて、対応していくことになります。 

 そして、EU が掲げる「循環経済」という⾔葉は、世の中の構造を全く変えると僕は思ってい
る。これは単にはやりの⾔葉ではなくて、下流の後始末の⾏政からぐるぐると回って、上流の
製造から全部を議論するという構造になっていることが重要なのです。ごみのリサイクルとい
うのは、鉄を回収しているとか銅を回収しているという意味では、オーストラリアで鉄鉱⽯を
掘っているようなもの。何が上流で何が下流かというのはあまり関係がないという⾔い⽅もで
きる。 

 例えば、「プラスチック資源循環戦略」（2019 年）の中で、プラは使わない、あるいはプラの
使⽤量を減らすとか、バイオプラを作るのだというのが出てきている。環境省と経産省が議論
して、そうした施策が⼊ったのです。 

 要は、⼤きな変⾰がまた 5 年、10 年かけてあるのだろうなと。そのトップランナーは温暖化

インタビュー⾵景 
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問題かもしれないけれども、次のランナーは⽔かもしれないし、レアメタルかもしれない。た
だ、それは 50 年先の話ではなくて、3 年先であり、5 年先の話だと思った⽅がいいと思います。 

 

―― 了 ―― 
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話し⼿ 梶原 成元 ⽒ 公益財団法⼈廃棄物・3R 研究財団 理事⻑ 

1979 年 環境庁⼊庁、2012 年 環境省⼤⾂官房廃棄物・リサイクル対策部⻑、2014 年 地球環境局
⻑、2016 年 地球環境審議官、2017 年 退官。 

 

⼩林 正明 ⽒ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 代表取締役社⻑ 

1979 年 環境庁⼊庁、2014 年 環境省総合環境政策局⻑、2015 年 地球環境審議官、2016 年 環境
事務次官、2017 年 退官。 

 

森下 哲 ⽒ いであ株式会社 取締役副社⻑ 環境測定担当 兼 環境創造研究所⻑ 

1986 年 環境庁⼊庁、2016 年 環境省⼤⾂官房審議官（地球環境局担当）、2017 年 地球環境局⻑、
2019 年 地球環境審議官、2020 年 退官。 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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環境基本法の制定（1993 年）1 
話し手 石野 耕也 氏 ・ 伊藤 哲夫 氏・ 加藤 三郎 氏 ・ 小島 敏郎 氏・ 増原 義剛 氏 

 

 

 環境基本法への関わり 

○増原 環境基本法の源流の一つである公害対策基本法の場合、即人命に関わるような問題への

対応でしたので、規制的な手法を意図した規定が中心でした。ところが、1992 年、リオ（リオ

デジャネイロ）で地球サミット（環境と開発に関する国際連合会議）が催されて、地域的な公

害対策だけではなくて、地球規模で環境問題を見て対処していかないと我々の生存の基盤であ

る地球というものが壊れてしまうという考えになったわけであります。 

 そこで公害対策基本法を（後の）環境基本法のように全部中身を洗い直して拡大していこう

ということになったわけで、私が（大蔵省から環境庁への）異動書を持って（1992 年）7 月に

行きましたら、準備室、プロジェクトチームらしきものがもうできておりまして、既に十幾つ

の項目にわたってある程度のものをまとめてくれていました。私は企画調整局企画調整課長と

いう形で行ったのですが、実は既にお膳立ては環境庁プロパーの人たちがしっかり作っていた

というのが、今振り返ってみての実感です。 

 その後いろいろ折衝をしましたが、基本法というのは、実定法ではなく、格調の高い理念法

です。理念をしっかりうたい上げなければいけないということと、規制的手法だけではなく経

済的手法もきちんと位置付けて経済の中に組み込んでいく流れにしないと、今起きている地球

環境問題はうまくいかないぞというところで苦労した記憶があります。 

 

○小島 1973 年の（私の）入庁の前年の 1972 年に、ストックホルムサミット（国連人間環境会

議）がありました。ストックホルムの後、日本の提唱によって 1976 年から OECD の「インタ

ーフューチャーズ」プロジェクトが始まり、1980 年にはアメリカの「西暦 2000 年の地球」と

いう報告書が出ました。入庁当時の日本の環境行政は公害と自然環境だったのですが、世界の

潮流を見て、公害と自然の二元行政から地球的規模の環境を含む統一的な環境行政に発展させ

ようという話も、その頃から私はしていた記憶があります。 

 しかし、これは強力な政治的リーダーシップがないとできないと思いましたし、これを準備

していく、つまり関係法令を全部読み込んで各省と折衝し作り上げていくのは環境庁にいるメ

ンバーでできるのか、公害対策基本法の制定プロセス、かけた時間、労力、そういうものを考

 
1 このインタビューは、2021 年 4 月 19 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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えても大変な作業になるとは思っていました。 

 リオサミットの時は既に環境基本法シフトになっていたので、それに専念できるように環境

庁も体制を作って準備をしていました。当時の企画調整局長とリオでいろいろお話をして、多

分その後に増原さんを呼ばれたのではないかと思います。やはり環境省の人間だけでは心もと

ないのでしっかりした人を呼ぶというようなお話をされていたような気がします。それで軸と

いうか大将ができて、我々はその後についていく、そんな態勢になっていきました。 

 

○石野 当時、私は正に増原課長の下で全てを

動かす仕事をやっておりました。環境基本法

の準備室から始まって、その後、法律ができ

たので、今度は推進室の一員として環境基本

計画を作るなど、ぶっ続けで 2 年強にわたっ

て土日もなくひたすら仕事をしていたとい

うのがこの時期です。増原さんの下で、組織

内のこと、外のこと、党のことなど、いろい

ろな意味で取り仕切りを任されてやってい

ました。「環境基本法の立案制定の経緯と概

要」という論稿を「ジュリスト」2 や「環境

研究」3 に書いて、詳細な流れを整理しています。特に増原課長の大活躍がなければとてもこ

れはできなかったとしみじみ感慨深く思っています。 

 

○伊藤 環境基本法の議論が政府内で本格的に始まる契機となったのは、1992 年 4 月 15 日、地

球環境賢人会議の開会式で、宮澤総理が地球環境時代にふさわしい法律の整備について関係省

庁に指示したと述べられたことだと思います。その総理挨拶の原稿を小島さんに言われて書い

た覚えがあるのですが、もちろんたくさんの人の手が入りましたから原形はほとんどとどめて

いないのですが、あのときは国内対策と国際協力の 2 本柱が大事なのだということを書いたつ

もりで、その骨格は残ったので非常にうれしかったです。 

 環境庁の中で環境基本法制の検討のためのタコ部屋が地球サミットの直前にできて、私は志

願兵みたいな格好で座りました。その後、地球サミットが終わり、増原課長が来られてから本

格的な立法作業が始まったということです。その中で私はタコ部屋の中の総括補佐という立場

で、増原学校の級長を自称しておりました。タコ部屋の中ではいろいろなことがあって、まさ

に増原課長に引っ張っていただいてこの法律ができたと思っています。 

 

 
2 石野耕也(1994) 環境基本法の制定経緯と概要、ジュリスト No.1041 
3 石野耕也(1994) 環境基本法の立案制定の経緯と概要、季刊環境研究 第 93 号 

石野 耕也 氏 
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○加藤 環境基本法というのは言うまでもなく公害対策基本法を 1 つの源流としているわけです

が、私はその公害対策基本法作りよりも施行の段階に関与しており、私は 2 つの基本法、公害

対策基本法と環境基本法に 27 年の役所人生の中で関わりました。 

 私が役所に入ったのは 1966 年です。つまり、公害対策基本法ができる 1 年前に役所に入っ

たわけです。そのとき厚生省に公害審議会というのがありまして、会長さんは和達清夫さんと

いう有名な地球物理学者、都留重人さんなんかもメンバーに入っていました。私は新米でした

が、審議会をのぞいてみて、これは大変な大審議会だなという印象がありました。 

 先ほど小島さんがおっしゃったとおり、公害対策基本法を作るときは厚生省にすごい布陣が

あったのです。橋本道夫さん、藤森昭一さん、幸田正孝さん、古川貞二郎さん、それから山内

豊徳さんなど。医系技官もいらして、その中に私は工学系として一人、公害防止計画の基本方

針、公害衛生研究所作り、環境基準、救済制度の原案、ストックホルム会議の準備などに携わ

りました。 

 その公害対策基本法と環境基本法との違いは、地球環境問題が環境基本法の非常に重要な柱

になっていることです。実はその一番のポイントが持続可能性という概念なのですが、私は、

環境基本法の作成前後のときは、地球サミットの 2 年前に環境庁企画調整局の中に設置された

地球環境部長というポストにありました。増原さんが環境庁全体の基本法作りの最前線にいら

したわけですが、地球部関係は条文作りそのもの、難しい交渉は専ら西尾（哲茂）君がやって

くれまして、私自身は、国会答弁を専らしておりました。 

 

 環境基本法検討までの流れ 

○増原 環境基本法は、これまでの環境行政の反省に立ちながら、それを包摂しつつ、乗り越え

ていこうという発想でできています 

 公害対策基本法も、自然環境保全法も、対処できない新しい問題が出てきた、それにどう対

応するかというのが基本です。被害が切迫しているものについて、規制的手法で速やかに対処

するのですが、地球温暖化というのは人間の経済活動なので、これを切り替えていくためには

規制だけではなかなか難しいところがあり経済的手法も必要になってきます。 

 

○小島 環境行政は、まず公害対策基本法ができて、また別途、自然環境保全法という法律があ

り、その上で環境庁が作られていくというプロセスをたどっています。だから、環境基本法の

議論は、組織論ともセットです。それは射程に入れて物事を考えていました。 

 橋本龍太郎さんは、公害というのはマイナスを何とかゼロにしていくということだから、公

害が終われば環境庁も要らないだろう、というお話を私にされていました。これは挑発するた

めにおっしゃっていたんだと思っていて、橋本さん一流の言い方だろうと思いますが、そうい

う議論は周囲にもありました。しかし、そのような議論と、国際的に「インターフューチャー

ズ」、「西暦 2000 年の地球」、あるいはその後のブルントラント委員会の「Our Common Future」
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とか、そういう世界で主題になっ

て い る 開 発 と 環 境 の 問 題 、

Sustainable Development（持続可

能な開発）という新しい概念を創

っていく議論とは、かなり乖離が

ありました。この大きな乖離の中

で、日本の環境政策あるいは環境

行政組織は、世界の潮流にキャッ

チアップして先進国としての政

策と組織・体制を作ることが必要

だと考えていました。 

 でも、やはり政治的な後押しが

ないと難しい。公害もそうです

が、環境と経済というのは大きな

課題です。汚染で苦しんでいる人

たちにとってはその汚染によって健康を害されたり命を失うことが脅威ですが、経済の人たち

にとってはその対策が脅威になってしまうものだから、そこのせめぎ合いをどのように考えて

いくかが問題となります。国際的に言うと主流化（mainstreaming）、統合ということなのですけ

れども、その考え方を政策の中でどう活かしていくのかは、かなり難しい課題ではあったと思

います。 

 

○石野 公害防止と自然保護の二本立てから環境基本法に流れを変えていくときの大きい節目

は、1980 年代後半から次々と積み重ねられていったということがあると思うのです。1977 年の

環境保全長期計画とか環境保全長期構想ができた当時は、激甚な公害はかなり沈静化し、環境

庁も頑張って公害対策をやって産業公害を抑え込んで、何となく環境がきれいになったので、

もう環境庁は要らないんじゃないかという議論が一部から出たような時代でした。環境庁側で

はもう少し何とかしないといけないという考えもあって、このような長期計画ないし長期構想

というのを出して反論しようと試みたというものでした。 

 その後は、国内でも様々な形で地球環境問題を中心にして新しい環境政策を作ろうという動

きにつながっていきました。例えば、環境白書で地球環境問題を正面から取り上げたのは 1988

年です。そのときにかなり詳しく、地球環境問題の原因とこれから何が予測されるかというよ

うなことを発表しました。 

 その翌年の 1989 年に政府に地球環境問題に関する関係閣僚会議が設置されています。設置

後ほどなく、6 月の第 1 回の申合せで、地球環境問題にこれから本格的に取り組むこととか、

開発援助において環境問題を真剣に考慮することなどを決め、翌月に環境大臣が地球環境問題

担当大臣に任命されるということになりました。その年にフランスで開かれたアルシュサミッ

「環境基本法の解説」が刊行された際に頂いた
橋本龍太郎氏のサイン（石野 耕也 氏 提供）
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トでは、経済宣言の 1/3 が環境問題でした。このサミットで、世界全体が環境問題を本格的に

やるぞというのろしを上げたわけです。 

 それで、政治を含め、みんな環境問題を何とかしなければというような雰囲気になった翌年、

1990 年に環境省の中に地球環境部が置かれて、加藤さんが初代部長に就任されました。 

 その流れの中で、1990 年の重要政策は、地球温暖化防止行動計画の決定です。これは法律の

根拠がないのですが、温暖化防止行動計画を作って、この分野で一歩先に進んだということが

ありました。 

 そういう国内的な役所の動きと政治の関心の高まりもある中で、地球サミットを開くことが

国連で決議されました。 

 1980 年の前半に始まったいろいろな仕掛けが 1980 年代後半になって実を結び、1990 年代、

1992 年の地球サミットにつながっていったのです。そういう意味で言うと、公害対策基本法と

自然環境保全法の限界が見え始めたのが 1970 年代の終わりから 1980 年代の頭で、それを乗り

越えるために、地球環境問題をどう解決するかということを重要なキーワードとして、様々な

政策を積み上げていった。国際舞台では地球環境に関する声明、サミットの成果文書が出され、

日本では地球環境部の設置や地球温暖化防止行動計画の策定、白書でも取り上げるなど、いろ

いろなことをやっていった。それが正に地球サミットの時期とぴったり重なって、それを受け

て、国内で限界の見えてきた公害対策基本法と自然環境保全法を橋渡しする環境基本法を作ろ

うという動きになっていったと考えることができると思います。 

 地球サミットは、世界全体の首相・大統領クラスが集まったという意味で非常に大きな注目

を集めました。日本で大きな政策が動くときというのは、国内的にいろいろな問題が生じてそ

れを何とかしないといけないという状況、あるいは、こうした大きな事件とか国際会議がきっ

かけになることが結構多いのです。そういう意味では地球サミットが開かれたというのは非常

に重要で、それを受けて国内でも何とかしようという動きにつながっていったということだと

思います。 

 それから、地球サミットで一番重要な概念は持続可能な開発で、これが国際合意されたこと

が重要です。それが中核となって環境基本法の骨格、理念、それから様々な政策を広げるとい

うことにつながっています。地球サミットが世の中の関心を盛り上げたことに加えて、地球サ

ミットの成果をうまく国内法に活かしていったということで、非常に重要な影響があったと思

っています。 

 

○伊藤 環境庁が地球環境問題に踏み出せた 1 つの大きな要因は、公害と自然と両方の部局を環

境庁ができたときに一緒にしていただいたことだと思うのです。タコ部屋の中にもレンジャー

から 2 人来ていましたが、全然違和感がないのです。むしろ彼らと一緒にやっているからこそ

新しい環境法制ができるのではないかという期待が盛り上がってくるような感じがあって、元

はといえば両方あったからというところが非常に大きかったのではないかと感じています。 
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 持続可能な開発（Sustainable Development）の概念形成への日本の貢献 

○加藤 環境基本法でポイントとなっている持

続可能性という概念ですが、ブルントラント

委員会の報告書の内容が定式化して、持続可

能な開発という概念になり、その概念が地球

サミットを生み出し、そしてまた地球サミッ

トから我々は環境基本法を生み出してきまし

た。しかし、実は逆に、その持続可能性の概

念ができるときにも日本は結構頑張ったのだ

ということは申し上げておきたいと思いま

す。 

 「地球環境問題に関する懇談会」（地球懇）を鯨岡大臣のとき、1980 年に立ち上げました。

その報告を使うため、国連に持続可能な開発に関する委員会を立ち上げてもらわなければいけ

ないということになって、実はブルントラント委員会は、その立ち上げに日本がイニシアチブ

を執っているのです。1987 年に「Our Common Future」という有名なレポートが出ますけれど

も、それが出るときの会合は最後東京でやってもらいました。環境基本法の理念の本質である

持続可能性のコンセプトの元は地球サミットから出てくるわけですが、その地球サミットを開

催に導く一つの大きな役割を、全てではないですが、日本が結構担ったということです。 

 1992 年の地球サミットでも、宮澤総理は、日本は環境分野の ODA に 5 年間で 1 兆円までお

金を出しますよという話をしたのです。むしろ日本が、少なくとも資金面、それから技術面、

公害対策とか省エネの高い技術でサミットをかなり支えたという面もあると思います。その後、

環境庁の施策に対して周回遅れだとか、NGO からは日本の環境政策は駄目だ駄目だと言われ

るということもあったかと思いますが、私の見るところ、1997 年に京都議定書をとにかく取り

まとめる辺りまで、日本はかなり頑張ったということをぜひ強調しておきたいと思います。 

 

○小島 経団連などが今 SDGs（Susutainable Development Goals：持続可能な開発目標）に取り組

んでいます。SDGs の前はミレニアム開発目標（Millenium Development Goals）でしたね。その

元をたどれば SD（Sustainable Development）ですが、その概念を作るところに日本は貢献して

いるのですよね。 

 

○加藤 もしかすると環境省の若い職員も知らないのではないかなという気がします。当時、非

常に貢献したということを職員が知っていてもよいのではないかと思います。 

 

加藤 三郎 氏（写真は本人提供） 
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 環境基本法の制定に向けた機運 

○小島 「地球化時代の環境政策のあり方について」の諮問の段階（1991 年）で、環境基本法を

作るということ、その次には組織論が来るということは明確な意思をもって考えていたのです

が、いつどのように表に出していくのがいいのか、どうやってその流れを作っていくのかとい

う段取りは、また別の話です。世界の流れと政治の流れ、それから我々の力量と、そういうも

のを考えながら、どの段階で誰にどのように言ってもらうかということを考えながら少しずつ

機運を醸成していくというプロセスが重要です。 

 また、法律技術の力量をつけなければいけません。厚生省から戻ってきてアセスメント法（環

境影響評価法）の立案作業を 4 年ぐらいやって、法制局へ行って、法律ってこのように作るの

だなということを修練しました。アセスメント法の立案では、ほかの役所の法律も多く読み込

まなければいけませんから、それで勉強させてもらいました。 

 その後バンコクの ESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会）で働き、途上国の問題に携わ

りました。アジアの調査をしてみて、やはり Sustainable Development という議論は、貧困の問

題をどうやって環境と調和しながら解決するのか、環境を守りながら生活レベルを上げていく

のかという問題でもあって、そこに焦点を当てないと国際社会のコンセンサスは得られないの

だと思いました。 

 リオサミットでは、気候変動枠組条約と生物多様性条約の署名が行われ、アジェンダ 21 もで

きました。このような国際的なスキームづくりや資金の手当てを含めて、日本はサミットに貢

献しました。日本が国際的な枠組み作りに積極的にコミットする中で、環境基本法を作っても

良い、作ろうという政治の流れができていったのではないかと思います。事務的に頑張るのは

我々なのですが、事務だけではうまくいかないので、そういう段取りを踏みながら、政治の歩

みと事務的な歩みがうまくクロスしていったと思います。 

 

○石野 1991 年 12 月 5 日、環境大臣から中央公害対策審議会と自然環境保全審議会の両方に「地

球化時代の環境政策のあり方について」を諮問した際に、その中の一文として、「我が国の環境

政策は、これまでの個別事象に対応した対策にとどまらず、各般の経済社会活動から生活様式

にまで環境保全を織り込んだ環境保全型社会の形成を図っていくことが求められている。その

ためには、国際的な取組への参加・貢献はもとより、環境と経済の統合、地球環境保全をも視

野に入れた法制度の整備、新たな政策手段の導入等多くの課題に対応していく必要があると考

える」と書いてあり、実はそのとき既に環境大臣のスタンスとしては新法制定を視野に入れて

いるということがあったわけです。しかし、総理大臣の指示で動かさないといけないことでも

あるので、諮問の段階では環境基本法ということは強く言っていなかったということです。こ

の流れの中で言うと、1992 年、地球サミットが目前に迫った 3 月の段階で、新しい法律を作る

ことを念頭に置くということを言い、さらに、4 月に、日本が主催した地球環境賢人会議の冒

頭で宮澤総理が新しい地球環境時代にふさわしい法律の整備の検討を指示したということを
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もう一度明確に言っていただいて、そこまでで政府全体に対して新法の整備に動くのだという

ことを宣言したということです。 

 

 環境基本法制定準備室 

○増原 準備室には 20 数名、環境庁としては

大変なチームです。言ってみると 1 個小隊か

1 個中隊ぐらいかな。各省庁は、環境庁が環

境基本法を作るのだというので、全部臨戦態

勢を整えていましたが、そちらはざっと 1 個

師団ぐらいいて、環境庁は少数精鋭で突破し

ていくということしかなかったと思います。

法律案を作るのだという強い意志でみんな

統一されていた。みんながしっかりスクラム

を組んでやっていました。大変な熱意がある

グループだったと思います。 

 

○小島 当初は環境庁の中で環境基本法を作るといっても組織的な指示もありませんでした。環

境庁内の雰囲気は、本当にできるのか、というものでした。それで、最初は準備室という看板

もない有志による準備室から始まった。 

 最初の準備室は、通常業務をやりながら、事実上のクラブ活動みたいに始めました。だから、

本人に熱意があるかどうかという話と、課長が参加して良いと言ってくれるかどうかという 2

つを一人ずつ口説いて回る。きつい仕事になることは分かっていますから、きついから嫌だと

いう人は要らない、面白い、やりたいという人をとにかく選びました。本人がやる、やると言

うからには最後までやるぞ、大変なんだよと言った上で集めました。 

 要はやりがい、熱量なんです。面白い仕事なら耐えられる、そういう時代だったんです。人

に言われてやっている仕事は 2 倍も 3 倍も疲れるのだけれども、自分が面白い、やりたいとい

うことであれば疲れにくい。体力の限界はもちろんありますが。とにかく当時は、まず本人の

やる気を確認した上で、それでもやるという人間を集めました。 

 環境基本法の折衝は、環境庁の人間の数が少ないから、2 人ぐらい行かせて、向こうは 100 人

ぐらいいるとか、そういう折衝になります。よほど精神が強くないと、2 人で 100 人も相手に

説明して、帰ってきたら質問に対する答えを書く、そういうことを繰り返すことはできません。

だから、言われたからやるということでは、いくら能力があっても耐えられないです。よくも

ちこたえたと思います。少数精鋭というか、志願する気持ちがなければ到底続かなかったとい

うことですね。 

 

増原 義剛 氏 
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○伊藤 この準備室は増原課長が来られて本

格化した。最初にやったのが、通産省（通商

産業省）、建設省、運輸省から 3 省共同で来て

いた質問についての答えを作ることでした。

準備室で手分けして書いて、小島さんに見て

もらって（修正で）真っ赤になった。それを

持って今度は増原課長のところに説明に行

く。そうすると、徹底的に、問題の設定の仕

方から分析の仕方も含めていろいろ厳しい

御指摘があって、霞が関の課長というのはこ

ういう人のことを言うのだと本当に思いま

した。 

 もう一つ増原課長が来られて、増原課長の環境保全に関する熱意が我々プロパー以上に強い、

そういうものも感じました。増原課長にずっとついていって何とか環境基本法をやり遂げたい

と、こういうことが準備室の中のみんなの共通の思いだったのではないだろうか、だから最後

までもったのではないかという気もします。 

 最初は 3 省から意見が来たのですが、農水省（農林水産省）も入れてやろうということで、

3 省＋農水省＋環境庁でずっと会議をやり、答申を（1992 年）10 月にまとめ、その後は法案作

りで関係が深い省庁とはいろいろ打合せをしながらやりました。正式に各省に協議したのは

（1993 年）1 月でした。本当に涙が出てくるぐらい楽しいというか、いい経験をさせてもらっ

たなと思います。 

 増原課長の下で、小島主査は全体の総括をやられ、西尾（哲茂）主査が地球環境、小林（光）

主査が経済的手法のところを中心に担当され、あの体制だからこそできた法律だったのではな

いだろうかと思います。閣議決定を迎えた日の朝、増原課長は泊まられたと思うのですが、朝

起きてすがすがしい顔をされていた。増原課長がもう 1 回すがすがしい顔をされていたのを見

たのですが、それは最後に法案が国会で通るとき、参議院の環境委員会の傍聴席に通産省の今

井（康夫）課長と 2 人並ばれて、2 人ともにこにこされていた。私は答弁席の局長の後ろで局

長に答弁出しをしていたので傍聴席が良く見えたわけですが、それが非常に印象に残っていま

す。また、各省との信頼関係ができたことも大きな成果だったと思います。あれがあったから

こそ、後のアセス法の成立にもつながったと思います。 

 

○増原 今振り返ると、各省庁もみんな一生懸命なのです。省によってみんなよって立つ基盤は

違うわけですから。 

 

伊藤 哲夫 氏 
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○石野 準備室とその後の推進室の全員の名簿4があります、環境省の中で選りすぐったメンバー

を全部集めたということです。これは必ずしも全員が同じレベルでやったわけではなくて、中

には本務を兼ねながらやっている人もいたし、19 階のタコ部屋でずっと仕事をし続けた人も 10

人ぐらいいた。私はタコ部屋の最初の住人で、2 年間ずっとタコ部屋にこもり切りでした。 

 

○増原 成功した点は、まず中央環境審議会に環境庁がぱっと議論を出したところかなと思う。

何で各省に相談しないのだよという話があったのですが、まず出して、審議を始めた。 

 

○石野 （1992 年）7 月に審議会が本格的に法案に向けた審議を始めたとき、最初に 13 項目の論

点を示したのですが、10 月まで、3 か月で仕上げろというべらぼうな流れになっていた。7 月

に審議を始めて 10 月に答申するまでに 23 回、審議会の部会と小委員会を開きました。毎週火

曜と金曜、ほぼ毎週 2 回審議会を開くというおそらく空前絶後のことをやりました。そのとき

は個別折衝というよりは、メモを各省に配って、意見をもらってやっていく。それから各省へ

のヒアリングもやりました。当時よく森嶌昭夫先生が 19 階を訪れられて、ここは環境庁の梁山

泊だねとおっしゃっていたのがすごく印象に残っています。我々が連日昼夜を分かたず頑張っ

ているのを御覧になって、よくやっているなという感想を述べておられました。審議会が毎週

火・金なので、大体月曜と木曜は徹夜です。毎回朝日を拝んで審議会に臨むというようなこと

をやっていたという思い出があります。 

 10 月にようやく答申をまとめた後、法案を（1993 年）1 月から 3 月の短期決戦でまとめて、

総理大臣から中央公害対策審議会に環境基本法策定の諮問・答申を 3 月 8 日にやっていただき

ました。環境庁長官の諮問・答申だけでは政府全体の法案にはならないところ、自然環境保全

審議会は総理から諮問を受けることができませんが、公害対策審議会は総理から諮問を受ける

ことができるためです。それで 3 月 11 日の事務次官会議、3 月 12 日の閣議決定に至った。そ

んな非常に短期決戦で何とかまとめたということでありました。 

 そのときの様子を小話にまとめています。法律と環境基本計画がまとまった後に 19 階のタ

コ部屋に暮らしていた人たちの暮らしぶりをまとめたもので、関係方面にお配りして御苦労を

ねぎらったということがありました5 。 

 

 環境基本法の規定を振り返って 

○増原 今見ても、環境基本法の理念は非常に良いところを突いている、的を射ている点がある

と思います。特に、価値観、理念をしっかりと打ち出すという点で、我々人類の生存の基盤で

ある環境という表現をしっかり入れてもらいました。それから、自然環境の観点を入れてもう

 
4 「環境基本法の解説」環境省総合環境政策局総務課編著（ぎょうせい、2002 年）、P.530-531 
5 文末の「思い出の品」に掲載 
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少し豊かな条文にしてほしいと注文をつけたような記憶があります。 

 

○加藤 法目的や理念は、本当に今見てもすごくよくできているなと思います。公害対策基本法

などの時代と違って、次世代のことを考えるとか、人類社会全体の福祉を考えると。今で言う

SDGs そのものです。そういうものをすっかり盛り込んでいる。こういう条文が書けたという

のはすごいなと正直思います。 

 地球サミットの基本的なコンセプトは、言うまでもなく、このままいったら人類社会の存続

が危うい、持続可能な社会を作らなければいけないという点で、それが基本法に、見事に含ま

れています。第 1 条の目的の中に、「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るとともに人類の福祉に貢献することを目的とする」と書かれている。「将来の国民」という言

葉が入っている。それから、「人類の福祉に貢献する」ということが書いてあるのです。これは

単なる美辞麗句を並べたというのではなくて、このままいったら人類社会が危ういという認識

が十分に地球サミットから世界に出ていたということの現れだと思うのです。 

 ちなみに、公害対策基本法は、あくまでも国内向けの法律です。「……することをもって国民

の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする」、これだけなのです。1967

年の時点ではそれで良かったと思うのですが、新しい考え方が環境基本法の目的の中に見事に

反映されているということがうれしいですね。 

 それから、第 3 条、第 4 条、第 5 条で理念を書き、特に地球環境に関する部分だと第 5 条に

「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」ということが書いてあって、日本が一生懸命、

ODA や技術なども使って、東南アジアの国々を中心に公害対策に寄与していたことが表現さ

れている。中国に関しては、中国北京の郊外に日中友好環境保全センターを作る資金を出した。

そんなことも現実にできたわけです。 

 

○伊藤 「環境の保全」と「環境の保全上の支障の防止」を書き分けたというところは非常に大

きかったと思います。被害の防止ということで公害対策基本法は成り立っていたわけですが、

被害の防止、すなわち公害を含めた環境の保全上の支障の防止だけではなく、それ以上の環境

の保全も目指していくのだということをはっきりこの環境基本法で示すことができました。 

 それから、施策の策定等に係る指針は 3 つ書いたわけですが、このうち 2 つ半を占める自然

というものが環境政策の中で非常に重要なウェートを占めていることも示せたということも

含めて、非常に大事な規定だったのではないかなと思います。 

 加えて、事業者・国民の自主的な活動を促進するためのいろいろな施策、第 24 条から第 27

条にあるのですが、一つ一つ丁寧に書いて、これはその後の環境政策の 1 つの大きな柱になっ

たということで、これらも重要な条文だったと思います。 

 

○石野 「環境保全上の支障」のところですが、基本法の第 2 条に「環境への負荷」とは「環境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの」という定義規定を置いたところが公害対策基
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本法と一番大きく違うということを私は講義でも強調して学生に説明しています。 

 

○加藤 国際協力についても非常に詳しく書き込まれていて、いろいろな異論があったりしたの

だろうと思います。改めて読んでみると、第 34 条で「地方公共団体又は民間団体等による活動

を促進するための措置」というのがあって、これは当時としてよく書き込めたなと今でも思い

ます。実際、環境基本法ができる前も後も、地方公共団体は環境 ODA を使っていろいろな専

門家を派遣したり、あるいは外国から来る人の見学とか実習をしっかりやってくれていたわけ

です。そういった実態をここに書いたのです。 

 

○石野 国際協力に関しては、国内法で国際的な問題を書くのはおかしいという意見がありまし

た。しかし、実態としては様々な海外協力は国も一生懸命やっていましたし、自治体レベルで

の姉妹都市とかいろいろな国際協力、NGO もやっています。そういうことは実は答申にちゃん

と書いてあって、それを法律に位置付けるべきだという議論を基礎に、外務省などとも議論し

てこんな形の条文にできたということだと思います。完成した条文は非常によく書けていて、

こんなにちゃんと国際協力の在り方を国内法で入れている国はおそらく日本以外にはあまり

ないのではないかという感じがします。非常に意義が大きいと思います。 

 

○小島 最初に基本法の提案をした時は、環境

は大切だということを神棚に祀っておけばよ

い、条文は三条もあれば十分、環境アセスメン

トも含めて、政策規定は要らないのではとい

ったことも言われました。でも、基本法という

のは理念を示すと同時に政策の方向性を示す

ものです。実定法的な役割を持つのは環境基

準とか環境基本計画とかの部分ですが、あと

はいわゆるプログラム規定と言われるような

政策の方向性を示す規定を置くわけです。政

策として今後やることは網羅しなければいけ

ないということで、かねてから懸案であった環境アセスメントの条文（第 20 条）も政策体系と

しては当然入れるのでしょうと話を進めました。ただ、ここでアセスメント法の立法化の決着

をつけるわけではなくて、基本法では政策体系の一つとして入ってくるけれども、アセスメン

ト法を作ろうねというのは次の段階であるとして、議論を分けていくということですね。だか

ら、総理に言っていただいたのは、すぐ作るわけではない、基本法ができたのだから、3 年ぐ

らい事務事業の検討をしてそれから考えよということです。あまり急いではいけないが、折衝

の中で、相手方にもアセスメント法を作るという方向性を持ってもらう。そういうことだった

のだと思います。 

小島 敏郎 氏 
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○増原 経済的措置（第 22 条）も、最初は 1 条前の 21 条の規制的措置と並んでぽつぽつと簡潔

に書いてあった。事務的にはもうそれでいこうよとなったけれど、調整の結果、今の文章にな

った。できれば 21 条と同じようにすっきりした条文に直してほしいですね（笑）。 

 

○加藤 カーボン・プライシングについての議論は、今でもここに書いてある議論をやっている

と思います。 

 

○石野 第 22 条第 2 項の調整は非常にハイレベルで議論をやったという記憶があります。何度

か条文をやり取りした結果、あのような文章になったという経緯がありました。 

 いろいろな議論の中で、特に NGO や学者の間から環境権も書くべきだという意見が強くあ

りました。裁判所がそれまで一度も環境権を認めたことがないということと、法律に関して言

うと、環境権というものを書いたら、その環境権を使って裁判を起こすことができるのか、と

いうことがポイントでした。裁判まで行くとなると、権利の中身と、誰が環境権を持っている

のかという権利の帰属主体、どのようなレベルの汚染とか環境改変であれば差止めとか損害賠

償に行くのかという基準がクリアでないと、法律に書くだけでは多分世の中は動かないという

こともあって、結局、環境権という正面からの規定は置かないことに落ち着きました。これは

法律的なセンスからすると仕方がないという気がします。ただ、そうはいっても、第 3 条に環

境は限りがあるとか人類の存続の基盤だとか書いていますので、環境権は正面からは書いてい

ないが、環境権で主張されている趣旨は第 3 条に十分に示されているということです。本来環

境権は憲法の議論なので、多分まだいろいろ議論が続くだろうという気がします。 

 

○小島 環境権というのは第一次アセス交渉6のときに大きな問題になった項目でもあります。環

境権は大阪の弁護士会が提案したもので、私権としての環境権という主張をしていました。そ

ういうものを書いていく場合には、権利の内容、人格権とどう違うのかという議論をしていか

ないといけない。私権としての環境権、弁護士が裁判で使えるようなものを、公法である環境

アセスメント法の中で議論するのは難しいかなという考えを持っていました。アセスメント法

は公法的なものだから、公法としての環境権というのはどのように書くのかということを考え

ると、環境権の中身が環境アセスメント法に書いてあるということで、達成できるのではない

かと私は思うのです。だから、私法としての環境権は民法の中に位置付ける、あるいは裁判所

の判例の中でプライバシーの権利とかそういう新しい権利の一環として判例法として形成さ

れていくということなのだろうと思います。 

 

 
6 1981 年に閣議決定された環境影響評価法案は、1983 年に審議未了、廃案となった。 
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 今後の環境省と環境省職員に求められる役割 

○加藤 2000 年代はなかなか環

境庁・環境省にとって難しい時

代だったとみていますが、また

急に、昨年（2020 年）の 10 月

に菅総理が「2050 年にカーボ

ンニュートラルをやるのだ」と

国会で所信表明されているの

を私もテレビで見まして、もう

大丈夫だろうと思っています。

実際企業も大きく変わりつつ

あって、2050 年ゼロと言い出

したわけです。やっと本来の環境省の力を出していい時代に入ってきたと思っておりますので、

環境省の現役の皆さん方が、今日お話ししたような 20～30 年前に頑張った人たちのことを思

って、今後も頑張ってくれるといいなと思います。仮にそれができないとすると本当にお先は

真っ暗闇という感じになりかねないのです。それは多分日本人は許さないと思うのです。環境

省というのは環境を守るのが責任ですから、もちろん経済も大事ですが、環境省の人は何より

も環境保全に頑張ってほしいなと思います。その武器として今は環境基本法がありますが、も

し必要ならさらにそれを改正するなり何なりして、それこそ私風に言えば憲法の中にも環境を

書き込もうという運動もやって、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。 

 

○増原 この 30 年間、日本はものすごく停滞してしまったのですね。バブル崩壊後、この国は大

丈夫かというときにコロナが来て、DX（デジタル・トランスフォーメーション）、これが相当

な勢いで進むだろうと。いや、これをてこにやらなければいけない。そこに合わせて、脱炭素

社会を総理が掲げた。これは千載一遇のチャンスと思っていいと思います。それでいよいよ経

済的手法の出番です。日本経済全体を変えるような立場に立つのだということを認識して頑張

っていただきたいと思います。 

 

○小島 環境基本法を作ってそれを施行してきましたが、やはり世界のスタンダードということ

が大切ですね。世界にとって日本がどうでもいい国ではなく、日本という国があってよかった

と世界に思われることが大切だと思います。日本は、経済力はまだそこそこあるのですが、世

界のスタンダードというかルールを作っていく力が弱い。日本は、かつては世界の環境政策の

形成に寄与してきました。知恵を出して世界のルールを作っていくと、そういう点で尊敬され

る国になっていくことが必要だと思います。 

 1 つは、いわゆる生物多様性。今回のコロナもそうですが、どんどん人間の領域が広がって

インタビュー風景 
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人間と自然界の接触が多くなり、自然界の中で閉じ込められていたウイルスと人間が接触する、

そういうことが起きるかもしれない。今、コロナのような感染症は 10 年に 1 回、定期的にやっ

てきています。今後も起こるでしょう。前から言われていたことが現実になっているわけで、

世界で起こっていることをもう一回生物多様性の観点から捉え直すことが必要だと思います。 

 2 つには、経済も大きく変わっていって、これからはゼロカーボンの都市開発を進めなけれ

ばなりません。これから作る建物や、これから行う開発は、2030 年、2050 年に残るわけですか

らタイムスパンをしっかり見据えて作っていかなければなりません。例えば、都市開発の中身

を変えるために国土交通省と話をしなければいけないとか、あるいは生物多様性を維持するた

めに農水省とも話をしなければいけないとか、そういうことがたくさん出てきます。その中か

ら新しい仕組みと環境省が何をやるべきかというのをもう一回捉え直して、新しい制度を頭の

中でまずは構築して、そのために必要な技術も開発する。制度の革新は、新しい勝者と敗者を

生むので、現在の権益の仕組みを壊すことにつながります。だから、制度改革を避けて、技術

開発に逃げ込む傾向があります。新しい酒を古い革袋に入れない。古い制度をそのままにして

技術開発にだけ依存しないこと、そして、労働力を適正に新しい企業、産業に移転させること、

これに留意することが大切だと考えます。 

 

○石野 大きな流れの中で環境庁が始まった頃から見ていくと、公害対策基本法を改正7した 1970

年以降の公害対策強化というのが環境庁が始まった頃の重要な戦略で、それを第 1 世代の環境

政策と我々は呼んでいるのですが、当面の公害とか、優れた自然を守るということを頑張って

やりました。それでは十分でない、もっと大きい視野で取り組むというので地球環境問題を始

めとして持続可能な開発に向けた法律ということで環境基本法を作り、その下でいろいろな法

律、大変多くの法律を作ってきたのを第 2 世代の環境政策と呼んで、1990 年代以降やってきた

のです。第 1 世代が経済対環境、環境と対立すると考えていた時代であったのに対して、第 2

世代は持続可能な開発なので経済と環境を統合すると言っていたのですが、2000 年を過ぎ 2010

年頃になると、それだけでは済まない。第 3 世代の環境政策が現在の課題になって、環境を守

ることによって経済も引っ張っていく、環境が社会と経済の基盤であって、それを守ることで

経済社会システムを変えていくという流れになりつつある。2015 年の SDGs とパリ協定、これ

によって大きく世界の流れが変わったということです。そこから、今回のカーボンニュートラ

ル宣言が大きな契機となって、また新しい法律や仕組みを創る時期にまた来ているのです。現

在の若い人たちは、環境庁ができたときと 20 年目に直面した課題、今正にそれと同じ、あるい

はもっと大きい課題に直面しているとしみじみ思います。環境庁 50 年目で、ちょうど大きい節

目に今の若い職員はいるのだという気がします。ぜひ誇りを持って頑張ってやっていっていた

だきたい。やりがいということと、それから将来日本と世界全体を守っていくという意味で頑

 
7 1967 年に制定された公害対策基本法は、1970 年に改正され、「生活環境の保全については、経済の健全な発展

との調和が図られるようにするものとする。」という、いわゆる「調和条項」が削除された。 
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張っていただければいいなと思います。 

 今、環境省は地域循環共生圏という大きな旗を振っています。循環と共生というのは、環境

基本法を制定して環境基本計画の第 1 回目を作ったときに強調して言ったのですが、それが底

流となって、今、地域循環共生圏という環境省の戦略に結びついていると思います。コロナの

問題でも示されたように、これからは一極集中型ではなく、地域分散型の社会を目指すこと、

資源と環境の基盤を守りながら持続可能な社会に変えていくことが求められています。そのた

めの政策をぜひ考えて、それを具体化していくために力を発揮していただけるといいなと思い

ます。 

 

○伊藤 私が環境省の皆さんにまずお願いしたいのは、特に公害から人の健康を守るとか自然環

境をきちんと保全していくという環境省の原点をぶれずにしっかりやってもらいたいという

ことです。人の健康を守り自然環境を守るために、各省が反対しないようなことでもやってい

ないことが今もまだまだあるような気がしますし、他省庁が反対しても断固やるべきことがあ

ると思います。その上で、正正の旗、堂堂の陣で頑張ってもらえればと思います。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し手 石野 耕也 氏 中央大学大学院法務研究科 教授 

1977 年 環境庁入庁、2004 年 環境省大臣官房秘書課長、2005 年 財務省名古屋税関長、2006 年 環
境省大臣官房審議官（総合環境政策担当）、2008 年 退官、2008 年 滋賀県立大学環境科学部教授、
2009 年 中央大学大学院法務研究科教授。 

 

伊藤 哲夫 氏 京都大学公共政策大学院 特別教授 

1979 年 環境庁入庁、2008 年 環境省大臣官房審議官（併任：水・大気環境局水環境担当審議官）、
2010 年 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、2012 年 自然環境局長、2013 年 退官。 

 

加藤 三郎 氏 株式会社環境文明研究所 所長 

1966 年 厚生省入省、1987 年 環境庁企画調整局環境保健部保健企画課長、1989 年 長官官房国際
課長、1990 年 企画調整局地球環境部長、1993 年 退官。 

 

小島 敏郎 氏 顧問・弁護士 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 

1973 年 環境庁入庁、2002 年 王立国際問題研究所派遣（環境省大臣官房付）、2003 年 環境省地球
環境局長、2005 年 地球環境審議官、2008 年 退官。 

 

増原 義剛 氏  

1969 年 大蔵省入省、1992 年 環境庁企画調整局企画調整課長、1994 年 東海財務局長、1995 年辞
職、2000 年 衆議院議員、2004 年 総務大臣政務官、2008 年 内閣府副大臣、2011 年 広島経済大
学経済学部教授（～2016 年）。 

 
（話し手は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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＜ 思い出の品 ＞  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃えあがる十九階の落書き（石野 耕也 氏 提供） 

 

環境基本法制定、環境基本計画策定の大事業を現場で担った方々の名前をちりばめつつ、 

その時の苦労と醍醐味をうたった川柳、短歌とお話にまとめた文書（石野 耕也 氏） 
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国⺠公園の管理（国⺠公園専⾨官の設置以降） 

（1995 年〜）1 
話し⼿ ⼤庭 ⼀夫 ⽒ ・ 坂本 ⽂雄 ⽒ ・ 中野 喜美 ⽒ ・ 森 豊 ⽒ 

聞き⼿ 宇賀神 知則 ⽒ 
 

 

―――最初に、国⺠公園を御担当されたときの御所属、役職、そのときの業務等についてお聞か
せください。 

 

○⼤庭 1995 年から 2 年間、初代の国⺠公園専⾨官を務めました。その後も、2004 年には、⾃然
環境局総務課の補佐として国⺠公園の業務に関わりました。思い返せば、いろいろなことがあ
りました。専⾨官の当時は、着任早々、皇居外苑の濠⽔浄化処理施設の完成や和⽥倉噴⽔の改
修事業が進⾏中という状況でした。また、京都御苑では、和⾵迎賓館建設の話が動いていて、
これも賛否両論、⼤変だった記憶があります。新宿御苑では、環状５号線でしたかね、新宿⾼
校との間に道路を通すという話があって、当初は、新宿⾼校が移転するため、⾼校跡地に道路
をということだったものが、移転が取りやめになり、⾼校と御苑の間を通すことでどうかと。
これに対しては、ラクウショウの⾒事な気根の希少性などを話した記憶があります。 

 この国⺠公園専⾨官の直前は、環境事業団へ出向していました。新規ポストの国⺠公園専⾨
官への⼈事異動の内⽰をいただいた際、当時、事業団の理事⻑をされていた正⽥元事務次官へ
「今度、環境庁へ戻って国⺠公園の担当になるそうです。」と挨拶したところ、理事⻑の前に座
らされ「国⺠公園は⼤事だ。あの形で残すのに先⼈の⽅々がどれだけ苦労したか。」といった話
を縷々お聞きしました。北の丸公園に吉⽥茂像がありますが、あの像が何故、あの⼤きさなの
かって⾔うと、正⽥さん達が頑張ったからという話もしておられました。樹冠の⾼さを超えて
はいけないということで相当苦労して、あの⼤きさになっているのだと。それから、厚⽣省の
次官をされた⼭本正淑さんから聞いた話ですが、国⺠公園を作るときに⼤変だったよねって話
で、皇居前広場に野球場を作ろうとか、新宿御苑を遊園地にしようとか、いろいろな案が出さ
れたそうです。「先⼈たちの苦労の上、今の環境が残されている、だから君たちもちゃんとしっ
かり守っていってね。」と聞かされました。諸々苦労も多かったですが、隣に国⺠公園係⻑がい
たので、仕事は係⻑がやって私は、過去を知ろうと勉強ばかりしました。国⺠公園というのは、
なかなか国⽴公園と並んですごいものだなと⾔う⾵に感⼼し、そこからなんとなく国⺠公園フ
ァンにもなってきたというのが、私でございます。 

 
1 このインタビューは、2021 年 8 ⽉ 12 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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○坂本 私は、2006 年からの約 2 年間、皇居外苑の所⻑をさせていただきました。国⺠公園が担
う役割って何だろう。⾃分なりに、皇居外苑の所⻑という職について、何をやるべきかという
ことを考えたときに、⼀つ、癒やしの空間を、それも夜に造ることができないかということで、
当時、専⾨家とともに、「光」の「都」と書いて、「光都（こうと）東京」のキャンドルサービ
スに携わりました。このイベントが形を変え、⼤きくなりつつ今の皇居外苑のライトアップに
繋がっているのかなというイメージを持っています。⼆つ⽬は、震災があった後だからこそ、
防災機能という側⾯では⾮常に重要な場所なのかなと。政府挙げての防災訓練でも皇居前広場
が活⽤されてきたという実績もありますし、私の時代に、和⽥倉噴⽔公園の地下と北の丸の事
務所エリアに備蓄倉庫を作る話を千代⽥区と進めました。この⼆つの機能、役割は、今後も重
要な位置づけになってくるのかなと考えております。 

 それから、当時、⼤⼿町の気象庁が移転することとなり、観測施設を皇居外苑、あるいは、
北の丸地区に移設したいという要望がありました。⾃然環境局⻑をはじめ、本省職員ともいろ
いろと検討を重ね、場所については、ここが良いとか、⽵橋のここの部分がいいね、なんて議
論して、最終的に北の丸の⼀⾓が最適であるという話になり、私が異動した後になりましたが、
閣議決定の上、観測施設が整備されました。 

 あと、私が在職中、第１回東京マラソンが、新宿区の都庁前をスタートして 10 キロのゴール
がちょうど皇居の祝⽥通りのところ。そこを経由して銀座へ回るコースが当時はあったので、
皇居外苑事務所の職員総出で対応しました。⼀応、東京マラソン組織委員会がトイレなどいろ
いろと⽤意されましたが、あれだけの⼈数がいると⼤変で、改善を求めた結果、2 年⽬以降は
東京都も含め環境整備などをしっかりやっていただいた思い出があります。それと、もう１点、
これは幻に終わった話ですが、東京オリンピック・パラリンピック誘致に際して、「皇居前を使
いたい。」という話がありました。これは、今回の東京オリンピックではなくて、その前にチャ
レンジしたが、結果的にリオデジャネイロになった時の話です。「皇居というのは⼀つのアピー
ル・ポイントになるのでぜひ使いたい。」という話でした。諸々挙げれば⼩さいことは沢⼭あり
ますけれども、主だったところはそういう話かな。皆さんいろいろな経験をされていますので、
この後、いろいろなお話が出ると思いますが、とりあえず私の⽅からは以上です。 

 

○中野 私が、最初に国⺠公園に関わったのは 1996 年から 97 年、⾃然保護局（当時）総務課総
括補佐だった時です。その時は、国⺠公園内の事故に係る国家賠償の関係で⼤蔵省（当時）と
調整をしたというのが最初でした。次に 2008 年から 09 年、⾃然環境局の総務課⻑の時は、い
ろいろ⼤きな動きがありました。まず、国⺠公園を市場化テストの対象にしようという動きが
あり、当時、環境省としては、国⺠公園は皇室ゆかりの地であること、新宿御苑の菊の栽培や
温室の管理、皇居外苑の⿊松整備など伝統的な技術の継承が必要な場であることなどから、⺠
間競争⼊札にはなじまないのではないかと主張しました。議論の結果、私の次の代の課⻑の時
に市場化テストの対象になり、今に⾄っています。 
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 また、坂本さんからお話がありましたけれども、2016 年開催のオリンピック誘致の際に、内
堀通りを⾃転⾞競技の発着場として使わせてほしいということがありました。その時、オリン
ピックの公式スポンサーの宣伝看板の設置が求められ、皇居外苑の利⽤の在り⽅の観点からい
ろいろ議論した記憶があります。続いて、⾃然環境局担当審議官を務め、2014 年には、⾃然環
境局⻑として、再度、国⺠公園に関わることになりましたが、その時の印象は、国⺠公園を取
り巻く状況が、総務課⻑の時とは⼤きく変わっており、国⺠公園は、保全を前提としつつも、
もっと利⽤に重点を置くべきというものでした。そして、2018 年から国⺠公園協会の専務理事
として、現在も国⺠公園の仕事に携わっています。私からは以上です。 

 

○森 国⺠公園の勤務は、2009 年 10 ⽉から 6 ヶ
⽉間、皇居外苑の所⻑を務めました。その間、
休暇を 1 ⽇も取れないどころか、休⽇出勤は当
り前みたいでして、それだけいろいろ盛りだく
さんだったということです。中でも現在の上皇
陛下の御在位 20 周年の⾏事で皇居外苑が国⺠
祭典の会場になったことです。⾏事のための⼟
地の区割りなどを本省のレンジャー職員が張
り切ってやっていました。私も巻き込まれて、
これは⼤変だなと思いながらやりました。それ
から、皇居の外灯のＬＥＤ化を⼿がけました。あれは確か補正予算が認められ、皇居外苑の外
灯をＬＥＤに変更するという初めての試みでした。市場には、まだＬＥＤ外灯の事例がなく、
従来型の外灯の⾊味を出すべく実験を重ねたものでした。⾊味が⼀番問題だったものですから
⾊味を⾒るために、夜間に⽴ち会うわけです。そういうのが何⽇か続いたというのが記憶にあ
ります。あと⾯⽩いなと思ったのは、ヘイケボタルが⽜ヶ淵の⽯垣に⽣息しているのですが、
お濠のかいぼりを実施した後だったものですから、今年も⾒ることができるかなと⼼配しなが
ら、夜間に⾒に⾏ったことがあります。皇居外苑の所⻑は、その６ヶ⽉でした。とりあえず関
わりはこんなところでしょうか。 

 

―――歴史について掘り下げて⾏きたいと思います。2019 年は、国⺠公園が誕⽣してから 70 周
年ということで、その歴史などを雑誌の「國⽴公園」に特集を組んでいただきました。⼀部
引⽤しますと「国⺠公園の誕⽣の経緯は、1947 年 12 ⽉ 23 ⽇、時の⽚⼭哲⾸相から、国⽴公
園を所管する厚⽣省公衆保健局飯島稔調査課⻑に直接指⽰があったことで始まった。指⽰の
内容は、終戦後新憲法第 88 条及び財産税法の施⾏により、1947 年 5 ⽉ 3 ⽇以降に国の所属
（⼤蔵省所管の普通財産）となった旧皇室の多数の⼟地を、国が管理する公園として、広く
国⺠⼀般に開放することを検討することであった。この指⽰から、わずか 4 ⽇後の 12 ⽉ 27

⽇に「旧皇室苑地の運営に関する件」として、旧皇室苑地の中、宮城外苑（現在の皇居外苑）、

森 豊 ⽒ 
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新宿御苑、京都御苑、⽩⾦御料地等が、国⺠公園として国が直接管理し、⼀般国⺠の享⽤に
供することを閣議決定している。」として、国⺠公園が産声を上げ、その後、環境庁発⾜に伴
い、国⽴公園とともに厚⽣省から環境庁へ移管されました。さらに 1995 年、国⺠公園専⾨官
が新規ポストとして設置されました。 

 国⺠公園の歴史や、専⾨官の設置の背景、ご苦労等があればお聞かせください。 

 

○⼤庭 雑誌「國⽴公園」の特集を拝⾒しました。ここに⽯神甲⼦郎さんのことが書いてありま
すが、この⽯神さんは造園職の⽅ですけれど、1947 年かな、当時は厚⽣省に国⽴公園部がなく
て、公衆保健局調査課国⽴公園係⻑だったそうです。ＧＨＱ⼤尉だったかが官邸にねじ込んだ
か、お願いしたか分かりませんが、ニューヨークのセントラルパークがありますよね、私が聞
いた話ではああいう公園をイメージして皇室の財産のうち、公共の⽤に供せられるような公園
を作ることになった。聞けば、候補がいくつか上がっていたようですが、新宿御苑、皇居外苑、
京都御苑、⽩⾦御料地、芝、浜離宮です。国営にふさわしい規模として 5 万坪（約 16.5ha）以
上を選定要件としたところ、芝、浜離宮は、⾯積が⼩さいので除外されたそうです。⽩⾦御料
地は、⽕薬庫があったために荒らされず植物は伸び放題で要するに⾃然が豊か、⾮常に良い⾃
然系の公園であると⾔うことで甲⼦郎さんが⾮常に苦労してあそこに⽣えていた植物の名前
を全部列挙した資料を作って提出したそうです。それを審査会に諮ったところ、こんなに素晴
らしい学術的な公園であれば、⽩⾦御料地は⽂部省であるということになり、⽂部省が所管す
ることになったと聞きました。甲⼦郎さんが、あそこまで頑張らなければ、⽩⾦御料地も国⺠
公園だったかも知れない。まぁ⾯⽩い話だなと思いましたね。 

 1995 年に国⺠公園専⾨官が設置された背景は、和⽥倉だと思います。既に噴⽔改修事業が動
き始めていましたから。噴⽔が新しくなってから、時々、天皇皇后両陛下、今の上皇上皇后両
陛下ですね、⾒に来られていたそうです。報道が撮った写真がありますけれども、綺麗になっ
たことを⼤変喜ばれたそうです。あと、浄化施設は、もうすぐでき上がるタイミングだったと
思います。当時は、夏場になるとお濠にアオコが発⽣して、それによる悪臭がひどく、苦情が
頻繁に来ていたという状況でした。 

 

―――皇居外苑のお濠についてエピソードなど、お聞かせください。 

 

○坂本 お濠って、ありとあらゆることが実は凝縮されたもので、⼀つずつ話していたらきりが
なく、それも⼀代限りのということではなくて、結構なスパンでやっていると思います。1990

年に皇居外苑濠⽔の浄化処理施設の整備を開始し、1994 年に濠⽔浄化施設の整備がされました。
あそこはご存知のように、昔から⽟川上⽔からの⽔がお濠に⼊っていた時代があったのですが、
確か僕が聞いている話では、当時はそうした⽔も⼊らなくなっていて、東京駅の改修⼯事含め
て、⼯事現場から⽔が湧き出るから、⼀時はそれをお濠まで持っていってはどうかという話も
あった。それと⼀番⽔質が悪かったのが千⿃ケ淵。あの辺りに⼊ってくる⾃然⽔は、降った⾬
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が⾼速道路から落ちてくる⽔。それぐらいしかない。そういう中で、浄化施設は重要な役割で
あったと考えます。当時、「アオコが出ているぞ。」と指摘を受けたことは何度もありました。 

 

○中野 千⿃ケ淵は、昔はまだ下⽔道が分流式で
はなく、合流式だったので、⾬が降ると溢れ出
て下⽔がそのまま千⿃ケ淵に流れ込む状況でし
た。当時、雑誌にも取り上げられ、国会の環境委
員会の先⽣⽅をお連れして現地視察したことも
あります。幸い、前回 2016 年開催のオリンピッ
ク誘致の際、皇居周辺の下⽔道整備をするとい
う計画があり、その時に分流⼯事をして、以後、
下⽔が流れ込まないようになりました。あとも
う⼀つ、私が審議官の時だったと思いますが、今
回の東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた準備の中で、お濠の⽔質改善のため、有
楽町側の地下施設の整備に伴い⽣じている湧き⽔を⼊れたらどうか、という議論がありました。
ただ、その有楽町側の湧き⽔は、塩分濃度が⾼く、そのまま⼊れると完全にお濠の⽣態系が変
わり、もう⿂が住めなくなるということでした。神保町の⽅、北の丸の⽅では、湧き⽔が出て
はいたのですが、それは神⽥川の浄化のために使われているため、余裕はないということでし
た。その時に、塩分の⾼い⽔を浄化してお濠に⼊れることのコスト計算を⾏いましたが、それ
ならば⽔道⽔を流し込んだ⽅が安く済むという結果となり、結論としては、浄化施設の能⼒改
良で、アオコが発⽣するような⽔質にはならないということになりました。実際、今年、去年
⾒てもアオコなど発⽣する状況になっていないため、計算どおりだったと考えています。 

 

○坂本 桜⽥濠に⽔草が⽣えますが、景観上⽀障をきたすことから除去してはどうかと⾔ったと
ころ「絶滅危惧種です。東京都の絶滅危惧種の⼩さな花が咲きます。」と⾔われたことがありま
す。⾒た⽬は決して美しい植物ではないため、それを説明するのが⼤変でした。 

 

○森 お濠で忘れてはいけないことは⽯垣です。⽯垣の膨らみなど、地震対策等でいろいろ調査
をしているのですが、皇居側は全部写真に撮っているようで、どの⽯がどこにあるかを全て押
さえているのです。私の時に⽯垣の⼀部を補修したのですが、確か、⽯材屋を呼んで勉強会も
やりました。事務所周辺、お濠に⾯して、⼤きい松が育ってきて、それが⽯垣を押しているよ
うです。そのため、膨らみが随分できており、ここに⼤きな地震がくれば崩れる危険がありま
す。そのため写真を撮るなど、⽯垣を再⽣する際の資料を残すなどの対策をしておいた⽅がい
いですね。 

 

○坂本 私の時も千⿃ケ淵の崩れた⽯垣を修復した際、うまく直ったと思っていたら、これまで

中野 喜美 ⽒ 
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と異なる圧がかかり周りが崩れてきたということがありました。要は今の技術と昔の技術が融
合できなかったということでした。昔、某建設会社が、皇居など周辺の⽯垣の調査をした報告
書が所⻑室にありました。こういう資料は、技術的に⾮常に貴重なものであると話をした記憶
があります。 

 

―――皇居外苑の北の丸地区についてエピソードなど、お聞かせください。 

 

○中野 先ほど、坂本さんからお話がありました北の丸の気象庁の観測台ですが、当時、私は、
総務課⻑でしたが、久しくなかった北の丸に新しい施設を設置することになるので、省内でも
様々な議論がありました。 

 

○坂本 現場サイドからしてみると、もちろん先ほどから出ている吉⽥茂像以降、北の丸公園内
に新たな施設を作った実績はないわけです。⼤⼿町の気象庁職員が来た時も、環境省とすれば
「国⺠公園の管理は閣議了解案件であり、なかなか重みが違うでしょう。吉⽥茂像が最初で最
後でしょう。」という話をしたのですが、やっぱり北の丸の⼀⾓が必要だということになって、
最初は⽵橋の⾶び地の場所とか、いろいろな場所を検討しましたが、気象庁としては、「⼀定程
度のスペースがないと適正な気象の観測ができません。」ということで、結果、ちょっと奥まっ
た場所ですけれども、そこに作った、決まったということであります。 

 

―――新宿御苑についてエピソードなど、お聞かせください。 

 

○⼤庭 1989 年２⽉、新宿御苑において、⼤喪の礼が執り⾏われました。私は、事務次官付をし
ていましたが、あの当時、頻繁に⾃然局の⽅が事務次官室に来ては、報告や相談をしてました。
葬場殿を作るじゃないですか。当⽇、私はテレビで⾒ていましたけれども、あの⽇はものすご
い⾬でしたね。それで、終わった後にあの葬場殿を解体して、翔天亭を建てられたというのが
⼀つ。私の当時の記憶です。 

 また、新宿御苑の菊については、ニューヨーク植物園と交流したことがありました。向こう
から菊の栽培技術を知りたいと訪ねてきて、「全国を回ったけれど結局、新宿御苑の菊が⼀番素
晴らしい。」と⾔っていました。そして、ニューヨーク植物園の造園担当の⽇本⼈を 1 年間受け
⼊れました。後々聞いたところでは、新宿御苑の国⺠公園協会⽀部にいた造園職の⽅が、ずい
ぶん昔にニューヨーク植物園へ渡っていて⽴派な懸崖作りや⼤作りを展⽰していたそうです。
確か、その後も国⺠公園協会の若い⽅があちらに⾏ったりしていたと思います。 

 

―――東京都から要請があった道路計画（放射 5 号、環状 5 号）について、お聞かせください。 

 

○⼤庭 旧洋館御休所は、昭和 40 年代だか 50 年代始め頃に、「こんなに重要な物を何で重要⽂
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化財にしないのですか。」って聞いたことがあります。今は重要⽂化財になったので、放射５号
線の補償⼯事とかそういう流れの中でそうなったのかも知れません。道路⼯事の関係で周辺の
⽊を引きました。ものすごい費⽤がかかったと思いますが、⼀部は内側へ引いて、また戻した
とか、そんな話を聞きました。確か枝を切って丸坊主にしたため、戻した時は、枝が何にもな
くて丸太棒が⽴っているみたいですごく格好悪い状態になっていました。環状 5 号線は、係⻑
と⼆⼈で、東京都、あれは建設省だったか忘れましたが話したことがあります。最初は、新宿
⾼校の移転の話があったため、⾼校跡地を通るなら御苑としては問題ないということでしたが、
そのうちに移転しないことになり、では、どうするのかと聞いたところ、トンネルを掘るよう
な話になり、「それじゃ地下⽔の流れが⽌まってラクウショウがなくなっちゃうじゃないか、都
内にあんなに気根が⽴派なやつはねえんだぞ。」みたいな話をした記憶があります。 

 

―――京都御苑についてエピソードなど、お聞かせください。 

 

○⼤庭 京都迎賓館ですね。委員会が⽴ち上がっ
て、何か打ち合わせか意⾒交換があって、何度
も何度も⾏きましたね。迎賓館の建設は、運動
場となっている饗宴場跡地に建てると⾔うの
です。いま迎賓館が建っているところ、以前は
運動場でした。代わりの運動場をどうするのか
って⾔うことで、今の京都御苑管理事務所があ
る閑院宮邸跡を運動場にすれば良いという話
が出てきました。とんでもないと、京都御所を
真ん中にして御苑の歴史⾵景を醸しているの
はここしかないでしょう。ましてやネットを張れば良いと⾔いますが、こんな御苑の⾓っこに
ネット張って、それでもなおボールが公道に出たら危ないじゃないですかって。それより何よ
り重要な建物遺構であることを主張しました。閑院宮様は遷都の後、東京に移って来られ、皇
居近くに住まわれたようです。その後、閑院宮邸跡は宮内庁がずっと管理していたのですが、
運動場にすればいいという話が出たので建物を調べました。建築の有識者を座⻑にいただいて、
⼀⽣懸命調べていただきましたが、残念ながら、閑院宮様のおうちそのものではなかった。た
だ、建物は昔の部材が使われているところもあり、邸宅があったことは事実ということでした。
当時、確か明治の頃の建物までが⽂化財に⼊るようになっていたかなぁ、少しずつ。そんなこ
ともあって、これはもう重要だから運動場は絶対駄⽬ということで、閑院宮邸跡を残すことに
奔⾛したというのが⼀つ。そして、運動場は富⼩路広場の運動場を再整備して野球場とゲート
ボール場を整えました。あと迎賓館の周りに⽊がいっぱいあるわけですが、⽊を切る切らない
問題がありました。新宿御苑の例に倣って、⽊を引いて元に戻すとか環境省からは切ったら駄
⽬って意⾒しました。⼀番苦労したのは、警察との調整でした。⽊が塀の横に⽴っていると⽊

⼤庭 ⼀夫 ⽒ 
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に登って迎賓館の中に⼊れてしまう。だから、⾶び移れないくらいの距離とかいろいろなこと
を⾔われました。今も、周りに⽊が残っていますが、正⾯⽞関脇にサクラだったかな、クスノ
キだったか、⼤きな枝振りのいい⽊がありました。それはさすがに動かすと枯れちゃうので、
そのまま残してもらいました。今も残っているのかな、ちょっと分かりませんが。京都御苑の
辺りは、昔、河川敷だったのか表⼟が薄いそうです。そのため根が横に張っていて、「それを根
切りしちゃうと枯れちゃいます。」という話が当時ありました。それから、直接関係しませんが、
和⾵迎賓館と⾔うからには⽊造で造るべきという意⾒が、当時、委員会の中で随分と出ていま
した。この意⾒に対しては消防当局が頑なに駄⽬だということで、最終的には、外装全部をコ
ンクリートで作ることになったようです。あと迎賓館建設予定地の遺構調査では、あまりに⼤
した物は出てこなかった記憶です。結構深く掘って遺構調査しましたけど茶腕とかその類いし
か出てこなかった。後々⼤変だと思ったのは、迎賓館の庭園に池があり、⽟砂利みたいなもの
が敷いてありますが、浅いものだから毎年、藻が⽟砂利について、季節が終わると１個ずつ洗
うそうですが、なかなか⼤変な作業だそうです。建物の中は名⼯の⽅たちが⼿がけているため、
すごいです。⼤変⽴派なものです。 

 

○森 京都御苑では、葵祭と時代祭の出発地点として、⾏列が苑内からスタートするため、苑内
には観覧席を設けますが、そういう利⽤の在り⽅は、京都独特の、雅な世界と⾔うのですかね、
昔ながらの伝統的なものに⼟地を提供している。国⺠公園管理で、場所を提供するのは珍しい
と思うのです。皇居外苑では全くありませんから。 

 

○⼤庭 京都御苑は、京都市⺠との間でいろいろな経緯をたどって国⺠公園になっているわけで、
御苑の通り抜けもそうだし、児童公園や運動広場もそうですが、もう撤去できないのね。その
市⺠の広場になっているから。1947 年に京都御苑の管理が宮内省から離れて京都府が皇室財産
の使⽤許可を得て管理していた時期があるので、⼀回、⾃治体に管理が降りた。その後に国⺠
公園の話があって、また国に吸い上げられたので、キャッチボールされちゃって、京都の⽅々
は喜んだり悲しんだりを繰り返したこともあって複雑な成り⽴ちなのです。開放されているの
は、京都御苑と皇居外苑ですよね、新宿は塀に囲まれていて禁苑で誰も⼊れなかったから。そ
ういう意味では、京都御苑はもう完全に⽣活の⼀部として利⽤される場所です。普段は市⺠が
御苑を通り抜けるため、⾃転⾞が通るところだけは、砂利がなくなって細い道ができてしまう。
ところが、⽶国⼤統領等がヘリコプターで来るとなると、御苑全体を完全に閉鎖するわけです。
そうすると管理事務所に苦情がいっぱい寄せられる。こういうことが結構⼤変でした。そう考
えるとそうですね、京都御苑は市⺠にとって⾝近なお庭みたいな場所ですね。 

 

―――これまで、過去の経緯やトピックスの話をいただきましたが、続いては、国⺠公園の管理
や運営についてお伺いします。インバウンド対策、国際観光旅客税導⼊に伴う施設整備、加
えて、国⺠公園の魅⼒向上という⼤きな流れの中で、例えば新宿御苑は、開園時間の延⻑、
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早朝開園、休園⽇等の特別開園ルール等を設けて活⽤するという⽅向に舵を切ったこと等、
国⺠公園⾃体の位置付けが⼤きく変わってきました。他⽅、皇居外苑も利⽤の在り⽅懇談会
で、今まで“⾎のメーデー”以降制限されていた公園の利⽤をどうするか、といった検討が進
んでいます。皇室ゆかりの国⺠公園、営造物公園を管理するということだけではなく、新た
なニーズに対応する開かれた国⺠公園という考え⽅が現状です。この辺りについて感じてお
られることをお聞かせいただければと思います。 

 

○中野 先ほどから繰り返してきましたように、かつては、やはり国⺠公園は皇室ゆかりの地で
あって、守るべきところだという意識が強かった。その認識でずっと関わってきて、2008 年の
総務課⻑当時ぐらいまでは、正にそういう流れでいました。ところが、2013 年、私が審議官や
局⻑になった頃にインバウンド受け⼊れ拡⼤等の⽅針が⼤きく⽰されて、それに応じて国⽴公
園もそうですが国⺠公園を取り巻く状況も変わってきたと感じています。今までどおりじゃ駄
⽬だと。皇居外苑で⾔えば国⺠のニーズに広く応える利⽤の在り⽅を取り⼊れていくことや、
新宿御苑で⾔うと、夜間開放ですね。でも、単に開放するだけじゃなく、それに⾒合った魅⼒
的なサービスを提供していく必要があり、そのためには、⺠間事業者の知恵も借りねばならな
いというふうな状況です。そうした⺠間活⼒の活⽤といった⽅向で。これから国⺠公園に関わ
る⼈たちは、考え⽅を変えていくべきではないかと、強く感じているところです。その辺、私
などはまだ「あの古い奴。」と⾔われる側かも知れませんので、今、⼀⽣懸命、⾃分の意識を変
えてようと努⼒しているところです。 

 

○坂本 皇居外苑に当てはめて、これまでの経緯
を振り返って⾒ると、私が所⻑の当時、⺠間に
運営を委ねることとして和⽥倉の休憩所を⺠
間企業にお願いした経緯があります。そういう
パーツ的な利⽤というものを⺠間に委ねると
いうことは可能だとしても、皇居外苑全体の利
⽤促進を基本とした管理を⺠間に委ねること
は、京都御苑も同じだと思いますが厳しいのか
なと。先⼈が担ってきたこれまでの経緯を考え
ると、⾮常に保守的な考え⽅がある場所ですか
ら。そういう意味では、報告書（皇居外苑の利⽤の在り⽅に関する懇談会報告書、2021 年 1 ⽉）
を拝⾒しましたが、なかなか全⾯的な利⽤は厳しいのかな。ただ、「厳しいからできない。」と
いうことではなく、徐々にお互い歩み寄りは必要かと。個⼈的⾒解です。以上です。 

 

○森 ３苑それぞれ違うから⽐較して議論はできないです。新宿御苑は⼊場料をとって管理して
いる、まさに都市公園です。それに⽐べ皇居外苑や京都御苑は、いにしえというものを引っ張

坂本 ⽂雄 ⽒ 
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っているので、そこからして違うのです。なので利⽤ということを考えた時に、先ほど中野理
事、坂本部⻑が仰ったように、なかなか公園全体の新たな利⽤を⺠間に委ねるというのは難し
いです。せいぜい、⾯的使⽤くらいなものです。皇居ランナーが⽇々、皇居外苑の敷地を使っ
ています。あれはいつ頃から利⽤し始めたのか何かの折りに調べてみるのもいいのかなと思い
ますが、というのは⼤⼿町とか、皇居の周辺には着替えるところや、シャワールームが整備さ
れています。それらを利⽤しながらランナーが⾛っています。何が⾔いたいかっていうと、皇
居の中の管理者責任が及ぶ範囲が⾮常にあいまいであり明確となっていないのではないかと
いうことが、私はすごく気にしているところです。所管地の中を⾛っている分には公園管理者
としての対応もできますが、都道とか歩道とかは、公園外ですよね。そこで転んで怪我をした
利⽤者がいた場合の対応は⼤変だと思います。当時、北の丸で利⽤者同⼠のトラブルがありま
したが、その際、⾯的使⽤であっても管理者責任というのは、なかなか⼤変なものと感じたこ
とを思い出します。 

 

○⼤庭 国⺠公園の利⽤って何だろうなっていうことでは、ちょっと思うのは、旧皇室園地だか
らというよりは、「昔の遺構として、⼜は景観として、現在に残っている。そこを⾒てもらう、
散策してもらう。」そういうことなのだと思います。だから、あるべき姿で、歴史を刻んだもの
については、先ほど出た⽯垣もそうですし、お濠もそうですし、京都の御所を囲む雰囲気もそ
うですし、新宿御苑は代々、陛下が集められた植物、珍しい植物含めて、育成されている禁苑
であったという歴史を踏まえれば、その雰囲気を楽しんでもらう。そういうことなのかなと。
そこにある程度の線引きをしないと、押し込んでくる⼈はどんどん押し込んでくる。⾒ている
⼈達には地図を⾒ても空き地にしか⾒えないわけだから、それは管理する側がしっかり、そう
ではないと⾔わないといけないのだと思います。先ほど、閣議決定の話もありましたが、昔は
法律を作ろうという話もあったそうです。ところが、当時は「閣議決定は⾦科⽟条なので⼗分
ではないか。」と⾔って法律はできなかった。⽯神甲⼦郎さんの話が、雑誌國⽴公園の⽂章に出
ていますが、本来であれば、建設院、後の建設省が呼ばれるべきところが、たまたまアメリカ
の⼤尉が、⾃然公園の造園⼠か何かだったらしく、それで⾃然豊かなって⾔ったところで、甲
⼦郎さんが呼ばれたということのようです。甲⼦郎さんの回想録によると、厚⽣省が国⺠公園
を所管することはいかがなものだろうかと、沢⼭の反対論があったらしく、それを説き伏せて
国⺠公園を引き受けたという経緯もあるようです。だから、今で⾔う国営公園とか、ああいう
⼤規模公園も含めて、都市部にある公園とは違う歴史をしっかり背負っている「苑地」として、
⼀定の線引きをした上で、皆さんに来ていただく。だから、インバウンドで⾔えば当然、英語
とか、外国語の解説が必要でしょう。僕がちょっと欲しいのは、来園者に解説する⼈を管理者
側が解説員として配備し、そこに申し込むと歴史を語ってガイドしてもらえるというサービス
があるといいなと思います。よく知ってもらうという意味でね。 

 

―――令和の時代になってから特に、国⺠公園の魅⼒向上を図るに当たり、国⺠公園室⻑として
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は、新宿御苑をトップランナーと位置づけて多様な取組を次々と進める⼀⽅で、皇居外苑や
京都御苑については、その歴史を背負った価値を⼤切にするように配慮してきました。また、
常に念頭にあったことは、元来の国⺠公園の魅⼒を損なうことがないように対応するという
点でした。この点は、今後も意識して対応していくということが⼤事だと考えます。 

 最後になりますが、いろいろとご指摘いただいた部分も含め、今後、国⺠公園の管理につ
いて期待すること。あるいは、今後も守って欲しいことについて、お聞かせください。 

 

○森 ６ヶ⽉しか勤務していないので、
なかなか、「こうしろ、ああしろ。」と
は申し上げられないのですが、やはり
管理という意味では、⾃然公園もそう
なのですが、国有地の管理というの
は、ぜひ根っこのところを押さえてい
ただきたいと思っています。つまり、
国有財産の管理をどうすべきかとい
うことが、まず最初にあって、その上
で、それぞれの利⽤地の管理をどうするか、つまり、利⽤と保護ですね、⾃然公園法でいうと
ころの。利⽤と保護の考え⽅で、国⺠公園も、許される範囲の事業、そして許される範囲の管
理をやっていくものですが、そのための基礎を、ぜひ携わる以上は勉強して、それを業務に活
かしていただきたいと思います。 

 

○中野 縷々申しましたように、国⺠公園はやはり歴史。皇室ゆかりの歴史ある、正に伝統ある
景観だと思います。それをまず守っていくということがまず⼤前提にあって、ただ今はもう少
し、それを踏まえた上で、その利⽤をどう図っていくかを柔軟に考えていただければと思いま
す。⾮常に相反する考え⽅がありますけれども、ぜひ現役の皆さんには、うまくそこのバラン
スを取って、進めていただければというふうに思います。 

 

○坂本 今⽇この 2 時間という短い時間の中でも、それぞれの国⺠公園、いろいろな歴史的背景
とかですね、⾮常に奥深い話がでてきました。何か新しくアクション、⾏動を起こす現役の職
員の⽅々は、まずそういうことを理解することから始めなければ、ぐじゃぐじゃな形になるの
ではないかなという気がします。今回こういう機会を設けていただいて短い時間でもこれだけ
の話題が出るわけですから、全体を⾒た場合、相当の、課題、背景が、浮き彫りになってくる
と思います。そういうものをまず知った上で次のアクションを起こさないといけない。そうい
う意味では、本当に地に⾜をつけた形でやっていかないといけないので、環境省の役割は重要
だと考えます。新しくできた国⺠公園室⻑はじめ皆さん⼤変ですが頑張っていただければと思
います。以上です。 

インタビュー⾵景 
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○⼤庭 皇居外苑と京都御苑は、中野さんも仰ったように、真ん中に、御所、天皇陛下にいてい
ただいている環境、バッファとしての公園という意味もあるでしょうし、歴史を背負っている
ということをしっかりと理解した上で、管理をしていくことが⼤事なのだろうなと。新宿御苑
については、⼤温室を改修するにあたり、当時、私も総務課の補佐として関係しましたが、「絶
滅危惧種の保存展⽰を⾏う環境配慮型の⼤型温室として建て替え。」ということでした。新宿御
苑が、いわゆる都市公園との違いを⽰すとすれば、歴史もさることながら、そういう⽬的を持
った温室を抱えている中で、全国の国⽴公園、⾃然公園中の珍しいものを中継するであるとか、
植物を紹介するであるとか、景観を⾒せるであるとか建替当時の検討の中にありましたから、
そういうものを改めて考えて、「ちょっと⼀⾵違った環境省の管理はこうですよ。」という情報
発信する場所としての機能なども何か考えていただくと良いのかなというふうに思いました。
それは先ほど⾔うところの、利⽤というか、活⽤の⽅になろうかと。そういうのがあまりなく
て、「ただ公園として管理している。」となると、それこそ都市公園、⼤規模国営公園となんら
変わりないものとなってしまうと思います。環境省が所管している意味というものをしっかり
と受け⽌めて今後も頑張っていただければありがたいなというふうに思います。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ ⼤庭 ⼀夫 ⽒ ⼀般社団法⼈地域循環共⽣社会連携協会 ⾮常勤顧問 

1973 年 環境庁⼊庁、2009 年 環境省⼤⾂官房参事官（併任：⾃然環境局⾃然環境整備担当参事官）、
2012 年 独⽴⾏政法⼈国⽴環境研究所総務部⻑、2013 年 独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構総務部⻑、
2014 年 辞職。 

 

坂本 ⽂雄 ⽒ ⼀般財団法⼈休暇村協会 施設部⻑ 

1975 年 環境庁⼊庁、2008 年 環境省⼤⾂官房政策評価広報課地⽅環境室⻑、2010 年 独⽴⾏政法
⼈国⽴環境研究所監査室⻑、2012 年 環境省⼤⾂官房参事官（併任：⾃然環境局⾃然環境整備担当
参事官）、2013 年 辞職。 

 

中野 喜美（旧姓：奥主） ⽒ ⼀般財団法⼈国⺠公園協会 専務理事 

1982 年 環境庁⼊庁、2012 年 環境省⼤⾂官房審議官、2015 年 ⾃然環境局⻑、2016 年 総合環境
政策局⻑、2017 年 退官。 

 

森 豊 ⽒ ⼀般財団法⼈環境イノベーション情報機構 常務理事 

1973 年 環境庁⼊庁、2010 年 環境省⼤⾂官房政策評価広報課地⽅環境室⻑、2012 年 ⼤⾂官房秘
書課調査官、2013 年 ⼤⾂官房参事官（併任：⾃然環境局⾃然環境整備担当参事官）、2015 年 辞
職。 

 

聞き⼿ 宇賀神 知則 ⽒ 環境省沖縄奄美⾃然環境事務所⻑ 

（前 環境省新宿御苑管理事務所⻑（併任：⾃然環境局総務課国⺠公園室⻑）） 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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地⽅分権改⾰（1995 年）1 
話し⼿ 南川 秀樹 ⽒ 

 

 

 地⽅分権改⾰の議論の始まり 

当時は、私の記憶では（私は）⽔質管理課⻑だったと思います。その後、私は環境保健部の企
画課⻑に替わったものですから、そのときにも関わったかもしれませんが、実質的には全て⽔質
管理課⻑として対応したと記憶をしております。 

 そのときは、特に併任がございませんでしたが、実質的には、⻄尾（哲茂）さんから、「おまえ
の⽅で全部⾒てくれ」ということでありました。したがって、例えば、⾃然保護局関係は菊池（邦
雄）さんとか⼩林（光）さんとも相談をしながら話を進めました。それから、⼤気汚染とか⽔質
汚濁については、柳下（正治）さんあたりと相談をして進めました。 

 まず、地⽅分権の推進に関する決議（衆議院、参議院）2があって、地⽅分権法（地⽅分権推進
法。平成 7 年法律第 96 号。）ができてからなんですけれども、地⽅分権推進委員会ができました。
委員会ができるまでは、ほとんど（環境庁に）話はなかった。⾃治省から、こういうふうに進ん
でいるよという連絡が来ただけでございまして、私もまだその当時は、おまえが対応しろとは⾔
われていましたけれども、こうやって動いているんだということで、（委員会の）メンバーが決ま
ったとかそういったことだけでございました。実際には、委員会が始まってから、これに深く関
わってきたわけでございます。 

 当時は、会議に出ますと、諸井（虔）地⽅分権推進委員⻑さんとか、あとは⻄尾（勝）先⽣と
か、⼤森（彌）先⽣とか、そういった⽅がおられまして、とうとうと、いかに地⽅⾃治が⼤事か
という話を繰り返し聞いたという記憶です。 

 今は知りませんが、当時は永⽥町のあのビルを、「分権ビル」と呼んでおりました。最初の頃は、
⾃然局も含めて多くの局の⽅の関⼼があったものですから、呼ばれると会議に⾏って、話を聞い
ておりましたが、率直に⾔えば、要は、機関委任事務がいかに悪いか、それから、地⽅に⾃治事
務として任せることがいいんだ、という話でありました。 

 それから、地⽅ 6 団体との関係でございますけれども、実際に各団体を代表する⽅にはお会い
しました。 

 そういう中で、皆さん意⾒は様々でございましたが、ほとんど諸井さんや⼤森さんの意⾒と同
じで、とにかく、補助⾦はやめてほしいと。そして、機関委任事務は基本的には⾃治事務にして

 
1 このインタビューは、2021 年 4 ⽉ 21 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 

2 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/archive/archive-index.html （アクセス⽇：2021 年 12 ⽉ 16 ⽇） 
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ほしい、という話をされたという記憶がございます。 

 

 環境庁として 

このとき、我々も注意しなくてはいけないと思ったのは、私も、地⽅の意⾒を聞いておきたい
ということで、いろいろな都道府県あるいは市町村の知り合いの環境担当の課⻑さん⽅と連絡を
取っていましたが、皆さん全然連絡は来ていないと。基本的には総務（担当部局）のほうでやっ
ていて、原局には全く話は下りていないということでありました。また、⾃分たち（環境担当）
にいろいろ⾔われても、財政課の⽅で全部担当しているので、ということだけでした。したがっ
て、（環境担当の）現場の声は全く分からないという中で対応してきたわけでございます。 

 そういう中で、合理的な話はのむけれども、単に国からの補助⾦を減らしたいという形のこと
が裏に⾒えることについては、反対をしようというつもりで対応してきたところでございます。 

 

 地⽅分権改⾰の議論の深まり 

議論は、平成 7 年から深まりました。2 週間に 1 回とかそういう⾼い頻度で、分権ビルで話を
したわけでございます。⼤部分のことについては、私どもがあまり神経質に主張しても意味がな
いと思っておりました。 

 したがって、例えば⿃獣保護法（当時：⿃獣保護及狩猟ニ関スル法律）、温泉法、あるいは騒⾳
規制法、農⽤地⼟壌汚染防⽌法、悪臭防⽌法、振動規制法といったあたりについては、ほとんど
意⾒らしきことは⾔っておりません。⾃然の中でも、⾃然公園法以外については、もともと意⾒
の違いもあまりありませんでした。公害防⽌計画についても同様です。 

 ただ、やはりもめたのは、2 つでございまして、1 つが、⾃然関係で⾔いますと、国⽴公園と国
定公園の管理についての問題でございます。これは予算も含めての問題です。それから、⼤気汚
染、⽔質関係で⾔いますと、総量規制の権限関係、それから、それに絡みますけれども、監視測
定の指揮権の問題でございます。 

 基本的にはこれについても、委員会の⽅は、国⽴公園、国定公園の線引きは国がやるけれども、
後は基本的には、⼀部の重要な許可権限を除けば、全て⾃治体に任せてくれということでござい
まして、環境省が基準を決めれば、その基準に従って、県なり市が許可などをすればいいし、事
業もやればいいということでございました。したがって、補助⾦もなくすし、個々の規制権限も、
重要な地域を除いては国からは外すという話がございました。 

 それから、⼤気、⽔については、総量規制の地域指定は国がやるにしても、フレームワークだ
け作って、あとは全部地⽅にやらせるべきだと。それから、監視測定の補助⾦も廃⽌だというこ
とでございまして、これについては⾮常に⻑く論争しました。 

 そういう中で、（事務局側からは）とにかく環境というのは地⽅がやるべき⼤事な責任なんだか
ら、地⽅を信じて任せてやってくれという話だけ、何度もございましたが、私は、信じる、信じ
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ないじゃないと。地⽅に聞いても、全く話も担当課に下りていない。そんな制度を強いられても、
我々は、はいとは⾔えないんだということで、何度もやり取りをした記憶がございます。 

 関係者の先⽣⽅も回りました。その中で、直接相談に乗ってもいいと⾔われたのは限られてい
ましたが、実務的に何が困るのかということも含めて、かなり込み⼊った話をさせていただきま
した。 

 

 個別分野の議論 

その中で、まず最初に整理できたのは公害
防⽌計画でございまして、これについては、基
本的にはあまりこだわらないということは私
の⽅から⾔いました。 

 ただ、私がこだわっているのは、⾃然公園の
中でも特に国⽴公園だと。国⽴公園は、都道府
県ももちろん関係はしていますけれども、こ
れは環境庁が国⽴公園管理事務所を置いて、
そこで実際に、担当者が現地の国⽴公園の中
に住んで、いろいろな利⽤計画を作り、保護計
画も作り、そして、現場を知った⼈が許認可も
やっているということなんだということをかなり申しました。 

 そういう意味では、国⽴公園、国定公園、これは制度的には、国⽴公園が我が国の⾵景を代表
するに⾜りる、傑出した⾃然の景勝地だと。それから、国定公園は国⽴公園に準ずる優れた⾃然
の⾵景地だということで、我が国を代表するということとそれに準ずるということの違いだけれ
ども、実際の管理は全く違っているということを⾔いました。できるだけ国⽴公園と国定公園（の
扱い）に、⾊合いを変えたい（差をつけたい）。そうでないと全く実態を反映しないし、現在の国
⽴公園の⾃然というものも守れない。そこはぜひ、現在の実態をきちんと反映してほしいという
ことを申し上げました。 

 それから、⼤気、⽔については、総量規制というのは多くの場合、県をまたぐ。それから、関
係省庁も多いということで、そういった調整というのは県だけでは無理だということで、国がハ
ンドリングをできるようにしてほしいということを話しました。 

 それから、監視測定については、指揮監督権限をなくして補助⾦もなくしてしまえば、実質的
に、全国的にバランスのよい監視測定ができなくなりますということで、熱⼼な県だけ、あるい
は熱⼼な市だけ測定をして、あまり熱⼼でない県は測定をしないということもすぐに起きますと
いうことで、何とか監視測定については、補助⾦が残る形のシステムを考えてほしいということ
で、何回も話をしていたところでございます。 

 それで、実態の進⾏としては、国⽴公園については分かったということで、むしろ国⽴公園に

南川 秀樹 ⽒ 
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ついては、国が実体的にやっているなら、それできちんと管理されているということであれば、
国⽴公園は基本的に、全⾯的に環境庁が国において事務を⾏うし、むしろ公園事業も環境庁が単
独で⾏う。国が 100％の事業として⾏うということもあるだろう。そういったこともできるよう
にしていいんじゃないか、という話がございました。 

 その代わり、国定公園については地域指定だけということで、あとは、基準を作った上で、全
て都道府県に任せるという仕分にしたらどうかということがございまして、そこで、これについ
ては整理ができたということがございます。 

 外国を⾒ても、特にアメリカのナショナルパークなんか⾏くと、全部、国が⼟地も持っていま
す。全て国のレンジャーが管理していますので、そういったことも話をしまして、そこはやはり
国際的に⾒ても、国⽴公園を国がほとんど⾒られないということはあり得ないということで申し
上げまして、分かっていただけたということです。 

 国定公園については、基本的に線引きと、後は許認可の基準を決めるだけでいいということで、
割り切ったところでございます。 

 その後、⼤気、⽔について総量規制の議論をしまして、やはり権限的には、国に事実上、残す
ということで了解を頂きました。ただ、監視測定については地⽅に任せてくれという結論になり
ました。その後の監視測定が、現在、ルーズになっている部分がないかと⼼配なところもござい
ますけれども、そのときは、そういう結論になったということがございます。 

 ただ、これも最後は、⼤分、（分権委員の）先⽣に議論を仕切っていただきました。そのおかげ
で私、⾮常に親しくなりまして、その後ずっとお付き合いが続いております。 

 あと、公有⽔⾯埋⽴法では、国の許認可に関連して環境庁⻑官が意⾒を⾔う仕組みであった⼀
⽅、国の許認可の対象の多くが地⽅分権で地⽅公共団体の許認可とされた結果、環境庁⻑官が意
⾒を⾔える範囲が狭くなったみたいなこともありました。環境庁にとっては⾮常に痛い話でした
が、建設省との関係は⾮常にうまくいっていまして、アセス（環境影響評価）の法律ができる前
だったんですけれども、環境庁意⾒を閣議決定に基づいてアセスを⾏う仕組みに基づいて、最初
に環境庁⻑官の意⾒を聞こうと⾔ってくれたのは、建設省の河川局であります。河川局が、埋⽴
てについて意⾒を聞きますと⾔って、聞いてくれたということがございます。河川局⾃⾝も、環
境についてきちんと配慮していくんだという姿勢が出ていました。ですので、あまり埋⽴法で⼤
騒ぎすることもなかったということがございます。 

 

 地⽅分権改⾰の議論からの学び 

環境省も、これからも様々なことが起きると思いますけれども、あまりつまらないことで筋論
を⾔わないで、それは分かりました、すぐ許可しますよとかいうことであれば、つまらないとこ
ろで揚げ⾜を取られなくて済むだろうという感じはいたします。 

 あまり影響がなければ、特に政治的に取り上げられて、それがマスコミで⼤騒ぎされなくても、
分かりましたと⾔ってすぐに動けばいい、そういう印象は強く持っています。 
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 2001 年三位⼀体改⾰について 

その後の、地⽅分権関係でのいろいろな流れのことでございますけれども、この議論があった
しばらく後（注：南川⽒が廃棄物・リサイクル対策部⻑の頃）になりますけれども、⼩泉（純⼀
郎）さんが総理のときに、三位⼀体改⾰ということがございました。そのときに、実は随分に⼤
きな影響がありました。⼀番⼤きかったのは、廃棄物の問題であります。地⽅分権改⾰のときも、
やはり廃棄物施設の補助⾦については⼤きな話題になったと聞いておりましたが、三位⼀体改⾰
のときも、とにかく（市町村の廃棄物処理施設整備の）補助⾦を廃⽌するということが何度も議
論に出ました。 

 この廃棄物の補助⾦は県じゃなくて、市町村に対する補助⾦でありました。これについても、
現場の、市、あるいは町村の⽴場の⽅々とも随分相談をしまして、とにかく⼀⽅的な押し切りは
⽌めてもらったということがございます。 

 ただ、その件は、それで決着をしたわけではございません。最後は、この件は当時の⼩池（百
合⼦）⼤⾂と⽵中（平蔵）総務⼤⾂の中で、決着を図ることにしました。 

 ⼩池さんは、経緯とか法律の恰好とかはどうでもいい、そんな役⼈の形式論では駄⽬だという
ふうにおっしゃいました。 

 彼⼥が⾔ったのは、⾃分は 1 つだけ⽵中さんに⾔うと。それは、要は廃棄物の施設というのは、
典型的な NIMBY（Not In My Back-Yard）なんだと。国がバックにいて、必要があれば国も説明に
⾏くということがあって初めて地域で了解ができるんだと。それがなければ、どこかに造ってほ
しいけれども、うまくいかない。できればうちの近くはやめてくれということになってしまうと。 

 この頃ちょうどあったのが、⼩⾦井市の問題で、元朝⽇新聞の記者さんが⼩⾦井市⻑に⽴候補
されて通ったんです。⼩⾦井市は、もともと調布市、府中市と、3 つの市が集まって、野川公園
の近くに焼却施設を造っていた。その施設が廃⽌されて以降、⼩⾦井市は、周辺⾃治体に毎年何
億の⾦を⽀払って燃やしてもらうということでやっていたわけです。 

 ところが、⼩⾦井市の新市⻑は、そんな⾦はもったいない、⼩⾦井市はこれからそういう（廃
棄物処理の）委託⾦を払うのをやめるんだということで公約、宣⾔をされて当選しました。それ
がどうなったかというと、結局のところ、これまで処理を引き受けていた⼋王⼦市、府中市など
が、⼀切、⼩⾦井市のごみは受け付けないとなり、⼤変な問題になりました。 

 そんなこともあって⼩⾦井市⻑さんは辞めたんですけれども3、そういったことも随分話をしま
したら、⼩池さんは、要は、地元の反対を押し切るためには、国の⽀援が要る。国の⽀援とは何
だ。お⾦だ。お⾦を使うということは、（会計）検査院も⼊るし、みんな⾒る。不適正な⽀出があ
れば全て返還になるので、そこでチェックをやる。そういう国のバックということを全部取り除

 
3 その後、周辺⾃治体でのごみの受⼊れが再開。2015 年 7 ⽉に⽇野市、国分寺市及び⼩⾦井市の 3 市で⼀部事務

組合を設⽴し、ごみ処理施設を設置、2020 年 4 ⽉から本格稼働している。 
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いて、単に形式的に、⼤気が汚れないとか⽔が汚れないといった議論をするからいけないんだ。
衛⽣問題であっても、これは衛⽣問題を超えた、地域の、要は、誰がその責任を持って決めるか、
その責任を誰がサポートするか、そういう問題なんだということでした。 

 実際、⽵中さんにそう⾔ったら、⽵中さんにも理解いただいたということがございます。 

 そういう意味では、私⾃⾝がたまたま地⽅分権担当の課⻑で、現場の意⾒も聞きながら対応し
てきたということが、その後、環境省になって、廃棄物・リサイクル対策部⻑のときに、たまた
まこういう三位⼀体の議論があったということで、経験が⼤変役⽴ったと、そんな記憶がござい
ます。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ 南川 秀樹 ⽒ ⼀般財団法⼈⽇本環境衛⽣センター 理事⻑ 

1974 年 環境庁⼊庁、2008 年 環境省⼤⾂官房⻑、2010 年 地球環境審議官、2011 年 環境事務次
官、2013 年 退官。 

 

（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 
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⽔俣病政治解決（1995 年）1 
話し⼿ 鎌形 浩史 ⽒ ・ ⼩林 正明 ⽒ 

 

 

 ⽔俣病をめぐる状況 

―――政治解決前後はどういった状況で、またそれぞれどのようなお⽴場で⽔俣病に関わられて
いましたか。 

 

○鎌形 いわゆる第 1 次の政治解決というのは 1995 年ですけれども、私⾃⾝は前の年、出向し
ていた富⼭県から環境省に戻ったときに環境保健部に配属になりました。当時⽔俣病をめぐっ
ては、その少し前にいろいろな裁判が起こされていて、それに対して和解勧告が出ていたけれ
ども、和解が成⽴しないという状況でした。これに対して政治の側から何とか解決しなければ
ならないという話が出て、与党でのいろいろな議論が進められていました。⽔俣病の担当とし
ては特殊疾病対策室という部屋がありましたが、私⾃⾝はその隣の部屋に所属していて、若⼲
脇から関わっていく中で、1995 年にはもうどっぷりつかっていた、ということでした。 

 1994 年当時、⼀番初めの⽔俣に関する仕事は、⽔俣に⾏って、市役所の⼈、患者団体の⼈、
あるいはいろいろな⼀般の市⺠の⽅々と話をして、当時の状況というものをつかんでくる、そ
ういうミッションから始まったというふうに記憶しています。私⾃⾝、そのもっと前、1985 年
ぐらいに、やはり同じ環境保健部にいて、⽔俣病の直接の担当をしていたことがあったのです
けれども、当時もやはり裁判がたくさんあって、その対応が仕事でした。被告としての対応で
す。当時は、⽔俣にはあまり⾜を運ばず、熊本空港に降りて、県庁と裁判所に⾏って帰ってく
るというような仕事のやり⽅でした。もちろん⽔俣に⾏ったことはありますけれども、⽔俣と
いう地域がどういう地域だということをそんなに知らない中で仕事していたのです。1994 年に
は、初めに地域に⼊って、市役所を突然訪ねました。市役所の⼈は、環境庁は今まで来たこと
もないのに、⼀体何しに来たのだと。そういうような感じでした。 

 当時、⽔俣問題というのは⾮常に複雑で、患者団体が幾つもありました。市役所の⼈にお願
いしてその⼈たちの代表のところを巡るのと同時に、地域の町内会の会⻑さんとか、あるいは
福⽥農場という観光農園兼レストランの経営者とか、地域活動をしているような⼈とも話をし
ました。その中で、『患者』と『市⺠』という⾔葉が当たり前のように語られていた。また、当
時の吉井（正澄）市⻑は「もやい直し」―もやい綱のもやいです―という⾔葉をスローガンに

 
1 このインタビューは、2021 年 3 ⽉ 1 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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していました。逆に⾔うともやい直すということは、地域が分断されている、こんな感じだっ
たのです。 

 ということで、私がそのときに東京に帰っての復命は、いわゆる紛争の当事者を救済する、
これは⼤事なことなのですけれども、やっぱり何か地域が変になっていますと。ここの地域を
どう盛り⽴てていくか、地域振興という⾔葉に最後はなっていくのですけれども、そういった
ものが両⽅ないと、あの地域うまくいきません、というようなことを私に出張を命じた課⻑に
報告したと、こういうような思い出があります。 

 そんな形で⽔俣の担当を始めて、担当補佐として主として患者団体巡りをやりながら、だん
だん盛り上がってくると、最前線で交渉するような役回りをしてきたというところです。 

 

○⼩林 私はもうちょっと断⽚的で、保健部
にいたことはあるのですが、⽔俣を担当し
たことはあまりなかったのです。考えてみ
ると、この政治解決の 2 年ぐらい前に⽔局
（⽔質保全局）の総括補佐をしていて、当時
和解勧告がどんどん出てきていたので、裁
判対応という意味では関わっていました。
というのは、⽔俣病対策全般を⾒るのは企
画調整局であり環境保健部ということだっ
たのですが、⽔俣病は⽔経由だというので、
被告という意味では、⽔質保全局が筆頭だ
ということので、なぜ和解が受け⼊れられないかみたいな話を⼀⽣懸命書いていました。考え
てみると、そのときに昔のことも結構勉強したかもしれません。 

 この政治解決の前後は、⼤島（理森）⼤⾂（環境庁⻑官）がかなり動かれたのですが、秘書
官として、そこにいつもかばん持ちでくっついていたという⽴場です。私が⼤島⼤⾂の秘書官
になったのが 1995 年の夏ですけれども、村⼭改造内閣で、⾃・社・さ（⾃⺠・社会・さきがけ）
なんですよね。そういうちょっと特殊な政治状況の中で、社会党が⼊っていたということがき
っかけとして⼤きかったと思います。 

 

―――当時の裁判の論点はどういったものだったのでしょうか。 

 

○鎌形 当時の⽔俣病、特に裁判をめぐる争点というのは、⼤きく⾔って 2 つです。1 つは病像
論といって、⽔俣病と認定できるかできないか、それはどういう条件なのか、ということです。
判断条件と我々は⾔っていました。認定基準という⾔い⽅もありますけども、それについての
争いということです。 

 それからもう⼀つは、いわゆる責任論といって、⽔俣病の発⽣と拡⼤に国の法的責任があっ

⼩林 正明 ⽒ 



 

 
 

記録編-13-3 

環境省五⼗年史 

たかどうかと、こういう議論です。いわゆる建前の世界では、どちらも国の主張を曲げるわけ
にはいけないという話があった。 

 

○⼩林 認定申請中に亡くなった⽅を剖検すると、有機⽔銀の影響と思われる脳の病変が確認さ
れ認定される⽅が⼀定数出ていたので、ボーダーライン層が残ってしまっているのではないか、
というのは、ずっと引っかかっていたところがありますね。 

 

○鎌形 病像をめぐる話は、どういう解決に持っていくかというときに、すごく関係者で頭を悩
ませたというところなのです。やはり救済を求める側からすると、⾃分を⽔俣病と認めてくれ
と。これが⾮常に⼤きな願いだったのです。要するに、補償⾦を幾らもらうとか、そういう話
はあるけれども、それより前に、⾃分が故なく紛争、裁判を起こしているのではない、故なく
助けてくれ、救ってくれと⾔っているわけではない、⾃分を⽔俣病と認めてくださいと、こう
いうところをどう解決するかというような話だったのです。 

 

○⼩林 そうですね。⼤島⼤⾂は、少なくとも中⼼的に⻑年やってきた皆さんにとっては、何か
補償⾦欲しさにただやっていたというのではなくて、正当なことを求めてきたのだ、今回はそ
れに応えるものだというところは、多分⼀番重要なポイントだと思って、いつも発⾔されてい
ました。 

 

 政治解決に向けて 

―――膠着状態と⾔ってよいと思いますが、そこから政治解決に向けた動きはどのように出てき
たのでしょうか。 

 

○⼩林 私にとっては⼤島⼤⾂が任命されたところから始まっている。あのとき⼤島先⽣は、当
時では珍しく 40 代で、結構若くして⼤⾂に抜てきされたという感じだったのです。村⼭総理か
らも⽔俣病の問題の解決を頼むと⾔われたので、これはやらなきゃいけないというふうにかな
り決意を⽰されていた。 

 

○鎌形 組閣の前の 6 ⽉に与党の 3 党合意というのがあったのですが、ただ、解決するというこ
とが書いてあるけれど、具体的にどういうふうな条件で何をするかというのは書いていない。
だから具体的な中⾝をどうするかという詰めを⼤島⼤⾂の下でやったということになります
ね。でも、いずれにしても社会党がいなければ、こういう動きになっていないですよね。 

 

○⼩林 そうでしょうね。政治的に何らかの解決策を出すというのは、もう⾄上命令というか、
⼤島さんは多分⾃分ができなかったら、⾃分が⼤⾂になった意味はないというぐらいの感じで
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やっていました。結果的に、期間はとても短かったけど結構濃密で、⼤半は⽔俣病の対応にか
けていましたかね。 

 与党は、⼩杉隆先⽣、環境部会⻑だったと思いますが、福永（信彦）先⽣、愛知和男元⼤⾂
みたいな、環境問題は⼤事だというのを信念で持っている先⽣が中核でいらっしゃった。多分
相当苦労されたと思うのですけれども、環境⾏政というか、環境の歴史の中で⽔俣の問題をど
うするのかという思いでやられていたのかなという感じがします。さきがけは堂本暁⼦さんで
すよね。 

 社会党のキーマンは⽥中昭⼀先⽣ではなかったか。⽥中さんが熊本出⾝の議員さんで地元も
分かってたから。与党の連⽴の枠組みの中で社会党とどういうふうに組むかというのは結構⼤
きかったと思うのです。⼤⾂は 1 対 1 で信頼関係築いてというのを⼤事にしていて、朝迎えに
⾏ったら議員宿舎内から帰ってきて「⽥中先⽣と会ったぞ」みたいなこともありました。同じ
宿舎だったので、部屋で話したのだと思います。その後、国会内で会ったこともありましたか
ね。 

 

○鎌形 事務⽅は、与党の PT が開かれてそれに対応していました。その場は、環境庁は何やっ
ているの、早く認めて救済しろというのががんがん来るという、そういう感じですよね。 

 

 関係者との調整 

―――政府部内の調整も⼤変だったのでしょうか。 

 

○⼩林 他省庁どうだったでしょうか。最後の積み上げは⼤蔵省だよね。 

 

○鎌形 確かにお⾦の問題が解決しないと政府としても進まないですからね。⼤蔵省とは調整を
していたと思います。 

 

○⼩林 次官が⼤蔵省出⾝の⽯坂（匡⾝）さんだけれども、企調局（企画調整局）企調課⻑（企
画調整課⻑）も⼤蔵省出⾝で、企調局がチッソ⽀援の枠組みをずっとやっているので、⼤蔵省
との調整はその延⻑だったのだと思います。 

 

○鎌形 正直お⾦の話はそちらにお任せしてという感じです。構造としては、チッソが払うけれ
ども、その裏から⽀援がつくという形でした。 

 

○⼩林 個⼈にどれだけお渡しするかというのと、あと団体加算⾦ですよね。 

⼤⾂もいらっしゃったけれども、党の会議だったのかな。要するに 1 ⼈当たりの⼀時⾦の額
などが⼤体固まってきたのだけど、団体には団体としての経費が掛かっているのだから、それ
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がないと患者さんに⾏くべきお⾦からその経費を出さなければならなくなる。それを出したら
というので団体加算⾦というのができた。 

 

○鎌形 私は最初、団体加算⾦には納得いかなくて、⼤⾂室でそういうふうに⾔った記憶があり
ます。でも⼤⾂には、ちゃんとまとめなきゃいかんのだというふうに、⼀喝ではないですけれ
ども、諭された覚えがあります。 

 

―――環境庁内での調整というのは何かありましたか。 

 

○⼩林 事務⽅のチームは⽯坂次官が陣頭指揮で、いつも⽣産的で、少なくとも⼤⾂のそばから
⾒ると、あまりストレスがなかったです。⼤⾂が「ここだけは」と⾔うと、⽯坂さんも、分か
りました、じゃあそれは何とかしますみたいな感じだった。 

 関係局、つまり保健部と企調局は、被害者担当とチッソ⽀援担当という感じでほぼ⼀体。⽔
局も、特に異論は⾔わないですよね。 

 

○鎌形 ⼤島⼤⾂のリーダーシップがあったので、誰もがそこについていった感じですね。 

 

○⼩林 だから軋轢というか、⼤⾂のところに何か陳情してくるとか、そういうのもなかったで
す。だから中のストレスって、担当としてはあったかもしれないけれども、全省的にはなかっ
たのかなと思ってます。 

 

○鎌形 いろいろ厳しい上司がいるというストレスは、それはいっぱいありましたけれども（笑）。 

 

―――地元の調整はどのように進められたのでしょうか。 

 

○鎌形 確か⼤島⼤⾂が就任されたのが 8 ⽉だと思いますが、それから 1 週間か 10 ⽇くらいで
調整案というのを出して、事務的にまず地元に説明しました。そこから 1 か⽉ぐらい⼀気に調
整を進めて、9 ⽉の末に⼤⾂に⽔俣に⾏っていただきました。その後に、年末に閣議決定まで
いく。 

 8 ⽉には、どういうケースは救済しましょうとか、医療費出しましょうとか、それから、初
めに申したように地域振興も⼀緒にやりましょうと。そういう調整案を出しました。たしか 8

⽉の 20 ⽇前後だったと思うのですけれども、当時⼩島（敏郎）課⻑以下で公⺠館に⾏って、患
者団体を相⼿に説明会をやって、ここがある意味キックオフみたいな形になったのです。 

 そのとき⼤島⼤⾂は、とにかく意⾒を聴いて聴いてそれで細部を作り上げる「案」が真っ⾚
になるまで修正するのだと、こういうふうに⾔われて、ああ、そういうものなのかなと思った
記憶があります。 
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○⼩林 ⼤⾂の⽅は、就任からそんなに間がないうちに、⼤⾂だけで⽼舗の患者団体の皆さんと
会っているのです。それがすごくよかったみたいで、お互い信頼できると思ったようです。そ
れは後から、佐々⽊清登会⻑とか、患者団体の⼈からも聞いたからそうなのだろうと思います。 

 

○鎌形 そういう中で、私⾃⾝はその調整案
を持って説明会に⾏って、そのまま帰って
くるつもりだったのですが、説明会の場で
⼩島課⻑が、「担当者を 1 週間置いていきま
すので」と⾔って、置いてきぼりにされた。
それで本当に 1 週間いました。その後も 1 か
⽉ぐらいは毎週必ず通って、それぞれの団
体の⼈たちと会って、あるいは団体の集会
に出ていって、ある意味かなり厳しいやり
取りもしました。その中で、⽔俣病と認めて
くれとか、謝罪してくれとか、そういう思い
も含めて、どういうやり取りしたかは当時全部東京に送った。多分それは次官とか、⼤⾂にも
⽬に触れたことがあるのではないかと思いますけれども。そういう意味で、地元の雰囲気とか、
患者団体の雰囲気をしっかり伝えるというところがあったですね。 

 何度も何度も会っていると、ある意味⼼が通じるようになって、当時患者連合の⼈と何でお
まえは環境庁に⼊って仕事することになったのかとか、そんなような話にもなるわけです。こ
れは本当の話ですけれども、私はやはり学⽣時代も環境問題にそれなりに関⼼があって、岩波
新書で原⽥正純さんの『⽔俣病』という本を読んだ。これは 1 つ⼤きく⾃分を⽅向づけた本だ
と思います。あとは⽔俣病患者の川本輝夫さんが東京にいらっしゃったときに何かの集会があ
って、そういうところにも⾏って、そういう⼈を間近で⾒るということもあって、やっぱり環
境を何とかしなきゃと思っていた。だからその（⼊庁理由を聞かれた）ときそんな話をして、
やっぱり⾼度成⻑がいけないんだよなという話でお互い盛り上がっちゃったのです。もう⾔い
古された表現ですけれども、⾼度成⻑のひずみが公害問題だという話があって、やっぱり同じ
思いがあるではないかと向こうも思ったのかもしれないです。そういう中で、謝罪的な⾔葉を
どうするかというのと、公健法上の⽔俣病患者と⾔えないのだけれども、でもどういうふうに
位置づけるか、そこが⼤事なのだなということをつかみ取ったということだと思います。 

 

―――チッソや地元⾃治体との関係はいかがでしたか。 

 

○鎌形 これも、先ほども⼩林さんからもお話あったのですけれども、チッソを財政⾯では裏か
ら⽀援するという⽴場は、別の部局の企画調整局本体がやっていました。 

鎌形 浩史 ⽒ 



 

 
 

記録編-13-7 

環境省五⼗年史 

 市は、被害者を抱えている地域の⾃治体ということで、解決に際して地域をどうするかとい
うことについては⼀緒にやろうよという感じがすごくあった。当時はいわゆる「もやい直し」
ということがあったので、環境庁がお⾦を出して、もやい直しの拠点としてもやい直しセンタ
ーをつくろうじゃないかとか、そんなような話もずっとできていったのです。 

 ⼀⽅で県は公健法の認定をやる主体です。当時でいう、機関委任事務。つまり⽔俣病認定の
当事者ですからお互い訴訟の当事者でもあるのです。なので、解決をめぐっては、県との間は
⾮常に激しい調整もありました。結局調整案出すあたりからは、国が前⾯に出ていくという感
じになりましたね。 

 

○⼩林 ⼤⾂と市の関係も、市⻑のもやい直しを⽀えにしながら進んでいったところがあった。
県知事や県会議員とは、結構ぎりぎりまで調整していたような記憶があります。 

 

 政治解決を迎え 

―――1995 年 12 ⽉までには、チッソが⼀時⾦や団体加算⾦等を⽀払うこと、国・県は責任ある
態度の表明を⾏い医療費等を⽀払うこと、救済を受ける⽅は訴訟等の紛争を終結させること
などを内容とする解決策が合意されました。当時、政治解決が⽔俣病の最終解決になり得る
と考えておられましたか。 

 

○鎌形 そう思っていましたよね。 

 

○⼩林 ⼤島⼤⾂も、そう信じてやっておられたと思います。 

 

○鎌形 でも結果的に最終解決にならなかった。その後、関⻄訴訟で国の責任が確定するわけで
すよね。 

 また、あのとき確か半年くらいで区切って申請をしてくださいということで、⽔俣市だけじ
ゃなくて周辺の役場も回ったのです。でも結局申請されなかった⽅が結構いらっしゃった。 

 

○⼩林 短期集中的にやれることはやったという感じだったと思います。でも責任のところはど
うしようもなかったのかもしれない。かなり、それに近い談話とか、⾒解は出していましたけ
どね。 

 

○鎌形 12 ⽉に村⼭総理の談話があったのですよね。そこで「誠に申し訳ないという気持ちでい
っぱいであります」、そういうフレーズを出したのです。新聞では、これを「謝罪の気持ちをに
じませた」と受け⽌めていた。 
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―――今振り返って、政治解決や当時の環境庁の対応から得た教訓のようなものはあるでしょう
か。 

 

○⼩林 政治解決というのでいくと、1 つはやっぱり政治と⾏政がどういうふうに連携すると⼤
きな課題解決ができるかということ。その 1 つの例なのかなと思います。どっちを向いていく
とか、従来の積み上げからジャンプしたり⾶んで⽅向づけしたりするという意味では、やはり
政治じゃないとできないところがある。それを役所がしっかりと詰めて形にしていく。政と官
がどうあるべきかということの 1 つの教訓なのかなというところですね。 

 2 つ⽬は、⼤島⼤⾂がやったことというのは、いろいろなプロセスがあったのでしょうが、
⼀定の関係を築くということに関しては、かなり⼈と⼈との信頼関係をキーマンと築けたとい
うことが⼤きかったのかなと思います。そこは⾏政官にとってもそういうものがあって、理論
とか、⼤義名分とか、いろいろなことは必要でしょうけれども、⼤きく動かしていくには、や
はり⼈と⼈との信頼関係というのが⼤きな要素になるということは、1 つ教訓として⾒直して
もいいというか、そういう気持ちを持ってもいいのかなと思います。 

 3 番⽬は 1 番⽬とすごく似ているのですけれども、政と官という関係だけではなくて、政策
的に決断してジャンプするべきときと、我慢して愚直に積み上げていくという、相反する 2 つ
のことが多分必要で、いつ、どっちが求められているかということを考える必要があるのかな
と。どちらかだけでは駄⽬。多分タイミングと中⾝なのでしょうが、そういう材料でもあるの
かなと感じます。 

 

○鎌形 今おっしゃったとおりだと思います。違う⾓度からいうと、今環境省には福島に事務所
があって、⼤勢の⼈間がそこで働いて、いわゆる物事が進む現場を若いうちから経験している
ということがありますが、当時は意外に少なかったです。⾃分もある意味その地域に⼊り込ん
で、そこのニーズを酌み取るとか、雰囲気を感じ取るとか、そういうことは⾮常に⼤切だと思
います。政策⾃体は⽇本全体に通ずる政策というのを議論するわけですけれども、そういう議
論と現場は違ったものがあるので、そういう肌感覚を⼤事にしてほしいと思います。といって
も今、福島で若い⼈たちが現場を経験しているので、私たちの時代に⽐べると、ずっとそうい
う感覚はあると思いますが、これは環境⾏政の中で⼤事なことだと思います。 

 

○⼩林 今の環境省だったら、もう少し各局で総⼒を挙げて⽔俣を盛り上げるとか、そういう知
恵があったかもしれないです。あるいは⽔質保全局も、被告としての⼀員だったけれども、⽔
俣湾とか、あの辺の環境で何かプラスの政策も打ち出すとか、⾃然局（⾃然環境局）も何かと
か、⾊々アイデアを出してという可能性があったかもしれないけれども、当時はそこまでは余
裕なかった。今だったらそういうこともできたかも、と思います。そうすると本質のところは
なかなか変え難いところがあるのでしょうけれども、全体的に地域を新しい⽅に持っていくと
いう点では、もう少し環境庁の範囲内でもやれることはあったかなという感じもします。 
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○鎌形 当時はあまり、例えば地域を応援するにしても、あまりツールがなかったという感じで
すかね。でも、⼤島⼤⾂の下ではかなり頻繁に議論をしていた記憶があります。毎⽇のように、
状況報告しながら何かやっていたのじゃなかったかな。 

 

○⼩林 そうですね。⼟曜⽇に温めて、⽇曜⽇にまたやって、⽉曜⽇から動けるようにするとか
ね。トイレに⾏っても⼈があまりいないなと思ったら、連休中だったとかいう逸話も昔ありま
した（笑）。 

 

○鎌形 もうそんな働き⽅はお勧めしないです（笑）。 

 

 今後の環境⾏政に向けて 

―――政治解決も含めた⽔俣病と環境庁/環境省の⻑い歴史を踏まえて、今後へのメッセージなど
あればお願いします。 

 

○⼩林 ⽔俣病は熊本と新潟とありましたが、新潟の⽅は初動の対応として、椿（忠雄）先⽣が
結構最初に調査したので、割と実態が把握できているという話があった。初動のところではな
かなか決断が難しいのでしょうが、最初にある程度覚悟を決めて現状を出し尽くすというか、
そういうところの重要性が新潟、熊本を通じてみるとあるのかなと思います。昔から⾔われて
いる感もありますが、初動対応のノウハウみたいな形で確⽴していけないのかなと、そういう
ところをもう 1 回⾒ていったらどうかなというのが 1 つです。 

 あと⽔俣市は⽔俣病を経て環境⾃治体として先進的な地位を確⽴していこうとされている。
⼤きな意味の環境ということで成功例として定着できるといいな、そういうふうに持っていき
たいなと思います。 

 

○鎌形 歴史的にいうと、⽔俣保健所に報告があったのが 1956 年。それから、1995 年は 1 つの
節⽬になると思ったのだけれども、そこでも決着できずに、特措法（⽔俣病被害者の救済及び
⽔俣病問題の解決に関する特別措置法。2009 年制定。）もあり、そして今でもまだ続いている
ということですよね。その重みというのか、⼀度損なわれた環境、環境だけじゃなく地域まで
損なってしまって、それがどれだけ⻑い時間残っていくのか、あるいは元に戻せないのかとい
うこと、これやはり環境⾏政に携わる者として常に振り返るべき、そういうものだと思います。 

 もう 1 つ、⼩林さんも⾔われた、地域として⽔俣が頑張っていくという、これは相当応援し
ているつもりなので、これからも頑張って、いわゆる環境にとっての歴史ある経験を持つ町と
して頑張ってもらいたいなと思います。 
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○⼩林 政治解決というのは、公健法上の⽔俣病ではないとされた⽅の⽔銀の影響を医学的にど
う⾒るかというところについて、1 つの答えが出たのかなというところがありましたが、政治
解決の内容ではないところで、⽔俣病の問題をどう⾒るのかという点もあると思います。裁判
でもそうでしたけれども、問題が発⽣した当時は卵ですらなかった組織（未だ設置すらされて
いなかった環境庁、環境省）がそれを引き受けた。⾒ようによってはちょっと妙な感じもある
のですが、⽔俣病というのはやっぱり環境⾏政の原点だというふうに受け⽌めて、それを前向
きに⽣かしているところが、環境庁、環境省らしいところなのかなと感じます。 

 そういう意味で、最初の公式発⾒とか、そ
の直後の場⾯に直接いた⼈々の⾏動という
のはやっぱり戒めの対象にしているところ
があります。あまり真実に向き合わないで
ここまでの問題にしてしまったというの
が、歴史的な教訓の 1 つでしょうね。それ
はいろいろな場⾯で庁内のキーワードとし
て出てくることがあった。私の記憶にある
のは、ダイオキシン問題が出てきたときの
ことです。物質としても結構あれは難しいし、媒体横断的で⼤気からも⽔からも影響がある。
媒体別でやってきた公害・環境⾏政の歴史からすると、横断的に全体の摂取量の評価が必要と
いうような点で、化学物質の中でもエポックメーキングなところもあったと思うのです。どう
やって対応できるかというところに⾒通しがなかったので、庁内でもセクションとか⼈によっ
て、「やり⽅はよく分からないけれども環境庁が出ていかなきゃ」という意⾒もあれば、「いや
いや、そういう訳の分からないところに安易に⼿を出すんじゃない」とかいう意⾒も結構あり
ました。そのときに、「いや、ここでやらなかったら、何⼗年たってまた⽔俣の⼆の舞ではない
か」というような発⾔が出てきて対応することになった。お題⽬とか何かの挨拶の決まり⽂句
として⾔っているだけじゃなくて、今現実にスローガンとして⽣きているところがある。その
意味で、苦労してきて、―本当の解決になっているかどうかとか、いろいろ評価はありますけ
れども―そういうふうに受け⽌めていること、今は地域づくりみたいなところで乗り越えてい
こうみたいなことも含めて、すごく⼤きな存在だし、推進⼒にしているところも環境省のいい
ところなのかなという感じがします。 

 多分これからも、問題ありそうだけれども誰がやるべきことかというのがあまりはっきりし
ないで、できれば誰か拾ってくれればいいなという課題はきっと出てくる。そのとき、このデ
ータが間違いであってくれたら楽だなとか、どこか⾃分たちより濃い関係者がいて引き取って
くれればいいな、と思うことは必ずあると思うのです。どんなに⽇頃⽴派なことを⾔っていて
も、そこに直⾯するとそういう気持ちは必ず湧いてくるので、そのときにどう踏みとどまるか、
多⾓的に⾒るかという意味で、⽔俣の教訓というのは続いていくのかなという感じがあります。
いろいろな⼈がいろいろな時代で関わってきたのでしょうけど。引き続き原点であり続けるの

インタビュー⾵景 
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かなと感じます。 

 

○鎌形 同じように、本当に原点であり続けると思います。私は環境庁時代から環境省に 36 年勤
めて、⽔俣問題に割と濃く関わった⽅だと思いますが、やはり常に忘れてはいけない、そうい
う事柄だったと思います。先ほどから責任論とか議論になっていますけれども、⽔俣病が起き
てきた過程、拡⼤していった過程を⾒ると、やはり明らかに、環境⾏政の失敗というか、まだ
環境⾏政がなかったというような中で起きたことで、それが結局⼈の健康や⽣命、あるいは地
域での⼈間関係がずたずたになる、こういうようなことをもたらしてしまった、なかなか元に
戻せないことを起こしてしまった。この事実を常に振り返るというか、⾃分がやったのではな
いとしても、⾃分が関わった環境という問題については、絶対それは忘れてはいけない過去だ
と思っています。 

 気候変動のような現在進⾏形の環境問題等を考える上でも、環境に不可逆的な影響を残して
しまうと、後々その修復もできずに困ってしまうという、そういうことは環境問題に取り組む
⾃分たちにとって、常に頭に置いておかなきゃいけないことかなと思っています。ちょっと格
好良過ぎる⾔い⽅かもしれないけれども。でも、やはり、そういう意味で⽔俣病というのは原
点だと思います。 

 

―― 了 ―― 
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話し⼿ 鎌形 浩史 ⽒ 環境省顧問、福島中間貯蔵推進総括室⻑ 

1984 年 環境庁⼊庁、2016 年 環境省地球環境局⻑、2017 年 ⼤⾂官房⻑、2019 年 環境事務次官、
2020 年 退官。 

 

⼩林 正明 ⽒ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 代表取締役社⻑ 

1979 年 環境庁⼊庁、2014 年 環境省総合環境政策局⻑、2015 年 地球環境審議官、2016 年 環境
事務次官、2017 年 退官。 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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環境影響評価法の制定（1997 年）1 
話し⼿ 鎌形 浩史 ⽒ ・ 倉阪 秀史 ⽒ ・ 寺⽥ 達志 ⽒ ・ 藤⽥ ⼋暉 ⽒ 

 

 

 環境影響評価法の制定や運⽤への関わり 

○藤⽥ 私は公害⾏政に携わりたいと考え、当時公害対策を所掌していた厚⽣省を希望して⼊省
し、2 年後に、新しい経済計画の中で初めて公害対策など環境保全を重要な政策の柱として取
り⼊れることとなった経済企画庁の総合計画局に出向しました。そこで私は初めて環境影響評
価（環境アセスメント）というものに出会うことになります。1974 年 7 ⽉に環境庁の企画調整
局に環境影響評価を所掌する環境管理課が新設され、そこに法令担当の係⻑として配属となり、
それ以降、環境影響評価の法制化について直接的・間接的に携わってきています。環境影響評
価の法制化には⻑い期間が費やされたことから、我々の喩えで「前九年の役」と⾔っています
が、その時に担当したわけです。その後も何らかの形で環境影響評価については関わってきて、
⼤学院では環境影響評価の制度論を講義、研究指導してきまして、現在は環境アセスメント学
会の会⻑を務めています。そういうことで、環境影響評価は⾃分の⾔わばライフワーク的なこ
ととして取り組んでいます。 

 

○寺⽥ 私は 1976 年に環境庁に⼊りました。環境影響評価は、法案を作るところまでは審査室⻑
を 3 年間、法案ができた後施⾏までの 3 年間は影響評価課⻑ということで、6 年間どっぷり関
わりました。 

 

○鎌形 私は 1984 年に環境庁に⼊りました。前年に例の環境影響評価法の廃案ということがあ
り、それから、その頃、公健法（公害健康被害補償法）の指定地域の問題について議論がされ
ていた。世の中では環境⾏政の後退とか⾔われていた、そういう時期に環境庁に⼊りました。
実はここにいらっしゃる皆様に⽐べると環境影響評価とは短いつき合いで、法律が成⽴するタ
イミングの最後の場⾯、1996 年から 1997 年の 1 年間、それなりに濃密であったと思いますけ
れども、そこで課⻑補佐として関わらせていただきました。環境庁・環境省にいたのは 36 年
で、2020 年 7 ⽉に退職いたしました。 

 

○倉阪 私は先輩⽅と違って、1987 年から 1998 年まで 11 年しか環境庁におりませんでしたの

 
1 このインタビューは、2021 年 5 ⽉ 24 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任によるものであり、必ず
しも環境省の⾒解ではない。 
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で、短い役⼈⽣活でした。そのうち 1 年ちょっと⽶国にいたので、10 年弱霞が関で働きました。
その中で、環境影響評価については、1995 年から後、総合研究会（環境影響評価制度総合研究
会）の後半で、海外情報をまとめるところをやらせていただきました。その前に環境基本法も
やっていまして、そこでも若⼲環境影響評価の法制化につながる動きについて把握しておりま
す。 

 

 環境影響評価法案が提出されるも廃案（1983 年）となるまでの経緯 

○藤⽥ 環境庁が設置されて、当時の激甚な
産業公害の防⽌、⾃然破壊を何とか防がな
ければいけないということであったわけで
すが、⽚や公害の未然防⽌を図っていかな
ければいけないということから、1972 年 5

⽉に環境庁⻑官から中央公害対策審議会⻑
に対して、「公害の未然防⽌の徹底、広域汚
染対策の確⽴を図るうえにおいて、特定地
域に係る公害防⽌計画は今後どのようにあ
るべきか」という諮問がされました。 

 その諮問を受けて、防⽌計画部会から「特
定地域における公害の未然防⽌の徹底の⽅策についての中間報告」が 1972 年 12 ⽉に出されま
す。この中間報告の中で環境影響評価の実施が必要だということが提⾔されています。 

 ⾏政の動きとしては、国連⼈間環境会議が 1972 年 6 ⽉に開催され、そこで当時の⼤⽯武⼀
環境庁⻑官が⽇本政府を代表して演説し、その中で公共事業の計画策定に当たり環境影響評価
の⼿法を取り⼊れることを演説されるので、その裏付け措置として関係省庁と話をして、1972

年 6 ⽉ 6 ⽇に「各種公共事業に係る環境保全対策について」という閣議了解をしました。 

 また、1972 年 7 ⽉ 24 ⽇に四⽇市公害訴訟の判決が出されまして、事前に環境に与える影響
を総合的に調査研究し、その結果を判断して⽴地する注意義務がある旨が述べられて、その⽋
如をもって被告企業の⽴地上の過失があるとされたということで、この判決は開発事業の実施
に際しての環境影響評価実施の必要性を判例上明確にしたものでもありますし、社会的にもこ
ういう環境影響評価の実施が必要だということで、⼤きな影響を与えました。 

 ⽶国が NEPA（National Environmental Policy Act：国家環境政策法）を制定していたことも⼤
きな要因であったわけですが、そのようなことを我々も勉強して、経済社会基本計画（1973 年
2 ⽉ 13 ⽇閣議決定）の中で環境影響評価システムの確⽴について書きました。この頃は各省庁
も環境影響評価システムの確⽴というのを書くことについては何ら抵抗もなく、すんなりと通
ったという思い出があります。 

 その後、1973 年の第 71 回国会で港湾法や公有⽔⾯埋⽴法が改正されて、港湾計画の策定や

藤⽥ ⼋暉 ⽒ 
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公有⽔⾯埋⽴の免許等に際し、環境に与える影響について事前に評価することとされ、これに
ついて環境庁に対する協議も⾏うこととなりました。また、瀬⼾内海環境保全臨時措置法（1973

年制定、1978 年に瀬⼾内海環境保全特別措置法と改正）にも環境影響評価に関する規定が設け
られたのが法制的な⾯での動きであります。 

 中央公害対策審議会の関係では、1973 年 6 ⽉ 14 ⽇に防⽌計画部会の下に環境影響評価⼩委
員会が設置されて、そこで環境影響評価の技術的な⾯について検討され、1974 年 6 ⽉ 27 ⽇に
「環境影響評価の運⽤上の指針について」という中間報告が出されます。これで⼀応、環境影
響評価というのはどういうことをやっていくのだということがまとめられました。 

 これを受けて、当時の三⽊武夫副総理兼環境庁⻑官が環境影響評価の制度化を記者会⾒で表
明され、組織的には 1974 年 7 ⽉に企画調整局に環境管理課が設置されて、制度化に向けて本
格的に取り組んでいくという流れになったわけです。 

 審議会の関係では、1974 年 12 ⽉に防⽌計画部会に環境影響評価制度専⾨委員会を設置し、
その専⾨委員会において、「環境影響評価制度のあり⽅について（検討結果のまとめ）」を取り
まとめ、それを受けて 1975 年 12 ⽉に環境影響評価部会を発⾜させるとともに、環境庁⻑官か
ら「環境影響評価制度のあり⽅について」という諮問をして、環境影響評価部会で審議を進め
ていったということです。 

 この辺までは割合順調にいったのですが、その後、環境庁にとっては苦難の時代に⼊ってい
きます。それまでは、産業公害を起こした反省もあるので、産業界も公害対策をやらなければ
いけないというのがあったのですが、⼆度にわたるオイルショック（注：第⼀次 1973 年、第⼆
次 1979 年）を受けてからはそんなことは⾔っていられないということで、環境庁が規制強化す
る話は⾮常にシビアな対応に変わっていきます。 

 そのような状況の中で、1974 年 7 ⽉に環境影響評価の法制化の取組を始めたわけです。法制
化を検討するに当たって、まずは環境影響評価法制のフレームワークをいかに組み⽴てるかと
いうことで、当時知⾒を有しておられた加藤⼀郎先⽣や⾦沢良雄先⽣、原⽥尚彦先⽣といった
学識経験者に教えを乞うことで始めたわけです。 

 ではその法制度の⾻格をどうするかという議論をした中で、特に⼤きな判断を要した事項の
幾つかを挙げておきたいと思います。まずは、環境影響評価の実施主体を誰にするかというこ
とでした。これは実施時期をいかにするかということとも関係しますので多⾯的に検討したの
ですけれども、実施主体は事業の実施者とすることにしました。これは、⽶国の NEPA におい
ても当時はまだ事業実施段階のアセスについてしか具体的な規則ができていなかったことも
あって、まずは事業実施段階を対象としました。港湾計画等については先⾏してアセスをやる
ことになっていたので、そういうものについては計画段階のものということで、実施主体は計
画の策定者にしたわけです。⼤事なことは、事業の実施者が当該事業の実施の前に環境影響評
価を⾏って、その結果を公表して、住⺠等の意⾒を聴く⼿続等を⾏う義務付けをするというこ
とで、事業者のセルフコントロールの考え⽅を基礎としたことです。しかしながら、事業者の
セルフコントロールだけでは環境保全上の⽀障を招くおそれのあるケースも⽣じ得るという
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こともあって、そこをどう⼿当てするかが法制上の議論としてありました。そこについては、
対象事業の実施に係る許認可等の審査に際して、⾏政として環境影響評価の結果を審査し、そ
の結果当該許認可、補助⾦交付等に反映させることでそれを抑えられるという仕組みにしまし
た。 

 実施時期については、まずは事業実施段階からにしましたが、政策段階やプロジェクト計画
段階などについて如何するか議論し、その頃に⼤きな問題となっていたむつ・⼩川原開発計画
のような⼤規模な地域開発が⾏われる場合には、その地域開発計画を対象として個々の計画の
環境影響評価に先⽴って全体の環境影響評価を⾏う仕組みを考えて、別⽴てする形にしました。 

 そういった考え⽅で法制度の⾻格を固めて、1975 年 12 ⽉に防⽌計画部会の環境影響評価制
度専⾨委員会が「環境影響評価制度のあり⽅について（検討結果のまとめ）」を出し、それを基
に環境影響評価部会において検討を進めていくことになったわけです。 

 これについて、政府が提出する法案ですから、内閣法制局の審査を受ける必要があるため、
予備審査をお願いに⾏ったところ、⼤変な法案だから審査は簡単にできないよと最初から⾔わ
れました。 

 何とか内閣法制局の予備審査を終えて環境影響評価法案を関係省庁に提⽰したのが 1976 年
3 ⽉下旬であったわけです。それが、朝⽇新聞の 4 ⽉ 3 ⽇の 1 ⾯トップに「環境アセスメント
法案、要綱まとまる」ということで⼤きく報道されました。 

 各省庁との法案協議は、当初から難航を極めましたが、特に艱難⾟苦したのは次のようなと
ころです。 

 環境影響評価法案では、対象とする事業を法律に列挙したのですが、事業官庁からはなぜに
所管の事業が対象となるのかについての熾烈な議論が続きました。次いで、事業者に環境影響
の調査、予測及び評価、公衆への閲覧、意⾒聴取などの⼿続を義務付けることについての妥当
性、情報の公開の問題など、条⽂の⼀⾔⼀句について実務的な⾯を含めて詳細な議論が際限な
く続けられました。 

 事業官庁からは、このような内容の法律が出来ると事業が実施出来なくなるのではないかと
の懸念から物凄い抵抗がありました。その当時は、情報公開法というのは検討もされていなか
ったですし、⾏政⼿続法というのは当時の⾏政管理庁で検討はされていたけれども外には持ち
出していないという状況だったという時代背景もありましたから、各省庁との協議で、環境庁
は何を考えているのだということで猛烈な反発を受けたわけです。 

 そうした状況下で、その時は三⽊内閣で、環境庁⻑官が⼩沢⾠男⼤⾂（1974 年 12 ⽉ 9 ⽇〜
1976 年 9 ⽉ 15 ⽇在任）でしたので、環境影響評価法案を国会に提出するため⾊々と動いてい
ただきました。予算委員会の時に法制化すると⼤⾂から答弁してもらおうとしたのですけれど
も、各省庁から法制化をするという答弁は時期尚早として協議が調わなくて、委員会当⽇の朝、
⼤⾂に事情を説明して、「法制化」ではなくここは「制度化」ということでお願いしますという
⾔い⽅をしたのですが、⼤⾂はその事情を知った上で、法制化するという答弁を予算委員会で
された。各省庁から話が違うじゃないかと⼤分もめたが、⼤⾂が答弁した以上、その後は法制
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化することで通していくことになりました。 

 そういうことで、何とか国会提出にこぎつけようと法案の⼀部を修正する調整もしたのです
けれども、思うように進まない状況の時に、⼩沢⼤⾂が⼤⾂室に関係者を集められて、各省庁
との協議の状況を確認され、今国会はちょっと無理だな、次の国会にしようということになり
ました。 

 次の国会に向けて環境庁としては法案の基本フレームは維持しながら各省庁との協議を精
⼒的に進めました。けれども、事業官庁とすれば、法制化すれば事業の実施が今までのように
できなくなるとの懸念と、環境庁の権限が強くなることは困るとの権限上のことも絡み、かつ
産業界の反対ということから決着がつかない状況の下で、毎年協議を延々と続けたわけです。 

 このように関係省庁との法案協議が進まない状況の中で、地⽅⾃治体から環境影響評価条例
を制定する動きが出てきました。まず川崎市から環境影響評価条例を作りたいということで環
境庁に相談がありました。川崎市というのは公害が激甚な地域だったのと、当時の市⻑の⽅針
としても⾮常に厳しい環境⽬標を掲げて対策を執っていたこともあって、1976 年 10 ⽉に全国
に先駆けて「川崎市環境影響評価に関する条例」を制定されました。また、北海道からも条例
を作りたいという話があり、1978 年 7 ⽉に「北海道環境影響評価条例」が都道府県のアセス条
例としては最初に制定されました。その後引き続いて、東京都、神奈川県が 1980 年に環境影響
評価条例を制定し、その他の⾃治体でも環境影響評価の制度化をしていったということであり
ます。 

 このような地⽅⾃治体の条例制定等の動きの⼀⽅で、各省庁との法案協議で課題となってい
た事項について調整を鋭意進めました。特に建設省とは、都市計画事業の扱いについて熾烈な
議論を続けました。建設省の最初の意⾒は、都市施設は都市計画法に基づく⼿続きで⾏うので
法案の対象事業から外すべきという根本的な意⾒でした。これでは道路、空港など対象事業の
多くが外れてしまいますので、とんでもないと反論し、折衝の結果どうにか折り合いがつきま
した。次は、環境影響評価法案の⼿続と都市計画法の⼿続についての法制上の議論で、熾烈な
論争が続きましたが、法制局での法制上の緻密な検討の結果、対象事業が市街地開発事業とし
て都市計画に定められる場合⼜は対象事業に係る施設が都市施設として都市計画に定められ
る場合には、当該都市計画決定権者が事業者に代わるものとして、当該対象事業の環境影響評
価⼿続を⾏うこととする特例を設けることで決着しました。これで法案の法制上の議論はクリ
アすることができ、事務レベルでの協議が⼤筋でまとまってきた時に、通産省が今度は発電所
を対象事業にすることは認められないから外すようにと⾔い出し、それは絶対にのめないと押
し返したのですが、この問題は⾃⺠党の政調を巻き込んでの議論となり、その後延々と続いて
いったわけです。 

 1978 年 12 ⽉に⼤平内閣になり、各省庁と詰めの協議を鋭意進めるとともに、中央公害対策
審議会に対し 1975 年 12 ⽉「環境影響評価制度のあり⽅について」を諮問してから 3 年余の年
⽉になりましたけれども、1979 年 4 ⽉に、速やかに環境影響評価の法制化を図るべきである旨
の答申を頂きました。この答申を受けて、各省庁に法案を提⽰し、不退転の決意で協議を進め
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るとともに、国会の与野党の関係議員など
関係⽅⾯の理解を得るべく全⼒を挙げまし
た。 

 そうした時期の 1979 年 11 ⽉の内閣改造
で環境庁⻑官に⼟屋義彦⼤⾂（1979 年 11 ⽉
9 ⽇〜1980 年 7 ⽉ 17 ⽇在任）が就任され、
環境影響評価法案を年明けの通常国会に提
出するということで、着任早々から精⼒的
に動いていただきました。 

 そのような中で、今度は神⾵が吹いたと
いいましょうか、新⾃由クラブが 1980 年度
予算案の衆議院予算委員会の採決を前にして、過半数を持たなかった⾃⺠党との間の政策協議
で環境影響評価法案の国会提出を条件の⼀つとして要求し、⼤平正芳総理の決断でのまれたの
です。そういうこともあって、⼤平総理は環境影響評価法案を国会に提出する旨を⾔明され、
内閣は 1980 年 3 ⽉ 6 ⽇に「環境影響評価法案関係閣僚会議」を設置することを決定し、伊東正
義内閣官房⻑官がその取りまとめをされることになりました。これを受けて、その下に翁久次
郎内閣官房副⻑官（厚⽣事務次官から就任された⽅）を座⻑とする関係省庁局⻑会議が設けら
れ、今国会に法案を提出するために、各省とも割り切れるものは割り切って、関係閣僚会議に
上げる前に事務レベルで⼀致点を⾒出し、早急に法案の詰めをせよと強い指⽰をされました。
局⻑会議はこの指⽰を受けて、清⽔汪内閣審議室⻑（⼤蔵省出⾝）が、その座⻑代理となって
局⻑会議を司会し調整を進める形で、関係省庁との法案協議で妥協点が⾒つかっていなかった
問題について⼀致点を⾒出す会議を持ちました。これは前代未聞と⾔われたのですけれども、
関係省庁の局⻑が総理府の会議室に連⽇集まり、問題の⼀致点が⾒出せるまで⽩熱した議論を
続け、時には明け⽅まで議論が続いたということです。この会議において各省庁との法案協議
で問題であった発電所を対象事業にすることなどについて全てクリアし議論がまとまりまし
た。 

 こうして、環境影響評価法案関係閣僚会議に上げられ、3 ⽉ 28 ⽇の第 1 回の関係閣僚会議で
法案要綱が決められ、4 ⽉ 18 ⽇の第 2 回の関係閣僚会議で環境庁が法案要綱に基づき各省庁と
折衝して作成した環境影響評価法案が合意されました。これを受けて、政府与党にその法案を
提⽰して了承を求めたのですけれども、電源⽴地への影響などを懸念する産業界の意を受けて
政審の商⼯部会が強く反対し与党内の調整をする時間が⾜りなくて、この国会に提出すること
についての結論が出ないということになり、それではということで、⼟屋⼤⾂は、5 ⽉ 20 ⽇の
閣議で、先の関係閣僚会議で合意した法案を報告し、同法案は閣議了承されるとともに、今後
可及的速やかに政府与党の了承を得て、同法案を閣議決定して国会に提出するということも了
承されました。 

 これにより、次の国会提出時に改めて各省折衝を繰り返すことはしないことになったのです

中央公害対策審議会「環境影響評価制度のあり⽅につ
いて」答申（1979 年 4 ⽉）（写真右）、環境影響評価法
案（1981 年第 94 回国会提出）関係資料（写真左） 

（藤⽥ ⼋暉 ⽒ 提供） 
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けれども、⼤平内閣が与党内の造反もあって内閣不信任決議案が可決されて 6 ⽉に衆参同⽇選
挙となり、その選挙期間中に⼤平総理が急逝されました。選挙後の特別国会で⼤平派の鈴⽊善
幸議員が総理⼤⾂に選出されたのですが、内閣が変わったこともあって法案の対象事業から発
電所を外せという電⼒業界をはじめとする産業界の動きが強くなったわけです。その時に、環
境庁⻑官に任命された鯨岡兵輔⼤⾂（1980 年 7 ⽉ 17 ⽇〜1981 年 11 ⽉ 30 ⽇在任）は環境影響
評価法案の国会提出のため誠⼼誠意、⾊々と動いていただいたのですけれども、発電所を対象
事業にしたのでは駄⽬だという関係業界の意を受けて、政審の商⼯部会等の反対により⾃⺠党
内の調整が難航し、法案の国会提出の⽬途がつかず、鯨岡⼤⾂は 1981 年 3 ⽉ 6 ⽇に意を決し
て辞表を懐にして鈴⽊総理に意⾒具申をされ、党総裁の⽴場から党に法案の提出について前向
きに党内調整を進めるよう強く指⽰されるようお願いしたいと決断を迫られました。4 ⽉ 21 ⽇
に安倍晋太郎政調会⻑は、宮澤喜⼀官房⻑官に法案の今国会提出に対する党側の厳しい情勢を
伝え、党三役で協議した結果、今国会に法案を提出する場合は、対象事業から発電所を除外す
ることで意⾒が⼀致したが、政府は政府原案を修正してもよいのか、鈴⽊総理とも相談してほ
しいと、党側の考えを伝えられました。翌 22 ⽇、宮澤官房⻑官と鯨岡⼤⾂は、鈴⽊総理に判断
を求めた結果、法案の対象事業から発電所を削除し国会提出を急ぐということになり、直ぐに
与党との調整が⾏われ、漸く 1981 年 4 ⽉ 28 ⽇に環境影響評価法案は閣議決定され、同⽇に国
会に提出されたということです。そういう形で国会に提出することになったのですが、今度は
逆に社会党などから、⾻抜きにされた上に対象事業から発電所まで外した法案は駄⽬だという
ことで、衆議院環境委員会での審議がなかなか進まず、その後継続審査を繰り返しました。 

 そうした中、鈴⽊内閣は退陣し、1982 年 11 ⽉に中曽根康弘内閣になり、1983 年 11 ⽉の衆議
院の解散に伴い、環境影響評価法案は審議未了、廃案となったのです。しかし、内閣が提出し
た法案は、衆議院が解散されて廃案となったとしても次の国会に再提出するのが慣例であった
ので再提出しようとしたところ、⾃⺠党内の⼿続が進まず会期末になり、中曽根総理の判断で
法案の再提出は⾒送るとされたのです2。 

 

 その後の法制化に向けた動き 

○倉阪 私は、1995 年 7 ⽉、環境影響評価課の課⻑補佐として、1998 年 3 ⽉まで、最後政令を作
るところまで関わりましたが、その前の環境基本法も含め私はずっと通産省担当で、その辺り
は全てやりました。環境基本法の際に第⼀段階の引き⾦が引かれていて、読売新聞に、「環境ア
セスの法制化⾒送りの『覚書』 環境庁と関係省庁合意を読売新聞社⼊⼿」という記事が⼀⾯
トップで出ました。環境基本法には必要な措置を講ずるものとするとしか書いていないのです。

 
2 1983 年のアセス法案廃案の後、1984 年 8 ⽉に「環境影響評価の実施について」が閣議決定され、要綱に基づき、

道路や鉄道、空港等を対象として環境影響評価の⼿続が進められることとなった（いわゆる「閣議アセス」）。
なお、1997 年に制定された環境影響評価法に⽐べ、スクリーニングや⽅法書の⼿続等がなく、対象事業に発電
事業は含まれていなかった。 
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その「必要な措置」の中に法制化が⼊るのかどうかという議論が環境基本法案の国会審議の中
で当然出てくるわけです。そういう中で、当時、社会党の岩垂（寿喜男）さんから質問を受け
て、関係省庁⼀体となって調査研究をやりますという⽅針で調整し、総理答弁はそれで出して
もらって 2 億円の調査費の話につながるわけです。そこが第⼀段階の引き⾦で、そうやって関
係省庁で調査研究をやるということで総合研究会が始まったわけです。 

 では閣議アセスのままで何か問題があっ
たのかという話がやはり引っかかるわけで
す。なぜ法律とする必要があるかというこ
とをどう説明するのか。1995 年 7 ⽉にアセ
スの担当に戻ってきて、そこを何とかうま
く説明したいということで、海外調査に⾏
った国だけでは不⼗分だということで、
OECD 諸国を全て調べて、諸外国における
環境影響評価制度についての調査報告とい
うのを出したのです。これは記者発表しま
して、⽇経新聞だけ書いてくれたのです。ベ
タ記事の⼀段物です。そこから他の新聞の社説も、国会のその後の審議の枕⾔葉も、⽇本だけ
が法制化していない、なぜ⽇本は法制化が遅れたのか、そのようなフックがかかったわけです。
なので、外圧というか、ほかの国は全て法律でやっている、⽇本は法律でない、これはおかし
いのではないかというような形で持っていったということです。 

 ただ、関係省庁には諸外国がやっているから⽇本がやるということでは通じないので、地⽅
分権で地⽅を制度の中にかませるためには法律が必要だとか、⾏政⼿続法の関係でやはり必要
だとか、法治国家だから法律でやるべきだというようなことを説明しました。 

 なので、閣議アセスが不⼗分だったという認識があったからアセス法を作ったというような
ことではなくて、⾊々な引き⾦を引いてそういった空気がちゃんと醸成されて法律化に⾄った
というような認識になります。 

 

○寺⽥ 最初は法案を作ろうかという話で、1992 年のリオサミットでアセスのことが書いてあっ
て、宮澤総理が環境影響評価法でやりますと⾔う答弁をしたので、私どもが作業を始めた時に
は、7 ⽉に審査室⻑になったのかな、その時に⼀緒に課⻑になった⾼部（正男）さんという⼈
が、こんなものはできるに決まっている、できないものに財務省が 2 億円も調査費をつけるわ
けがないじゃないかと⾔われたので、ああそうかと、私は最初からできるものだと思っていま
した。 

 できないと思っていたのは多分それまで煮え湯を飲まされていた歴代事務次官でしょうね。
課⻑と 2 ⼈で歴代事務次官 3 ⼈ぐらいに呼ばれて、おまえら頼むから贅沢は⾔わずに、今の閣
議決定アセスのままでいいから法律にしてくれ、そうすればできるんだからと、あまりにもば

倉阪 秀史 ⽒ 
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かばかしいことを⾔うものですから、私と課⻑は、我々はそんなに志は低くありません、こん
なものできるに決まっているじゃないですか、と毒づいたのでございます。 

 閣議アセスというのは、極端に⾔えば環境基準を守っていれば全部通すという、今思えばア
セスとは似ても似つかない代物です。ですから、環境配慮なんかできるに決まっているのです。
そもそも合格ラインが低いのだから。だからその意味で環境配慮が不⼗分だったという事例は
多分ないのです、少なくとも公害系について⾔えば。そもそも環境基準を順守できない環境負
荷が予想されるような計画は各省は⽴てないですよ。例外があるとすれば⾃然関係です。⾃然
関係は環境基準のような明確な基準がなかったですから、国⽴国定公園の核⼼部とか希少な野
⽣動植物の保護ぐらいがガイドラインだったわけですけれども、それは過剰な規制に⾛ったの
です。今、井の頭公園にだっているオオタカという⿃がいるでしょう。そのオオタカが空を⾶
んだだけでダムができなくなるという規制内容になっていまして、今はもうオオタカは希少⿃
類から外れましたけれども、当時の環境庁は私から⾒てちょっとやり過ぎなところがあったと
感じていました。 

 ただ、その時に、それじゃ世の中どうなっているのか調べてみようじゃないかということで、
各省の課⻑級・室⻑級で、最初は中国と韓国、その次に⽶国、その次に EU へ海外調査を⾏い
ました。私は EU の班で調査に⾏ったのですけれども、その時に⼀緒に⾏った各省の室⻑や補
佐は、もうアセスの法律なんかできるに決まっている、しかもその中に地球環境や⾝近な⾃然
も⼊れるのだというのもほぼ決まっていて、みんなの関⼼はどういう環境保全⽬標を作るのか
ということでした。それらの分野では環境基準がないですからね。それで最初に英国に⾏った
ら、そんな保全⽬標なんてあるわけないだろうと。そんな⽬標があったらアセスなんてしなく
ていいのだ、規制ですればいいのだと⾔われて、突然今まで信じていた世界がまるきり崩れま
した。よくよく考えてみると⽇本のアセスというのは、国際的な標準からはほとんどアセスで
はなかったということがようやく分かって、それで、EU の制度をそのまま引き写したような
ものを作ったということです。なお、当時の⽶国の NEPA は、法律の構造が全く違って、⾏政
⼿続法で、実施主体は連邦政府ですから、⽇本のアセスとやることは同じでも精神としては全
く違う代物で、例にはなりませんでした。 

 

○鎌形 今のお話では法律でやることはもう決まっていたということなのですけれども、当時の
私たちの認識ですと、相当な準備⾏為が重ねられてきたその上に最後の締めのところを担当さ
せていただいたという意識を強く持っていました。やはり環境基本法の中にしっかりと書いて
あって、そこである程度の道筋はできて、その後、各省ともコミュニケーションをとって、そ
ういった⼟壌の上にやらせていただけた、このような流れかと思います。 

 その過程では、私⾃⾝としては特に審議会に動いてもらってその結論を法制化に持っていく
というところでの役割が⼤きかったと思います。それと、もちろん法律にするということです
ね。 

 藤⽥先⽣からアセス法制定前の経緯のお話がありましたけれども、当時は、私は学⽣だった
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わけですけれども、学⽣なりに⾒ていると、
環境庁の法案がある意味、⾻を抜かれてい
くというか、そういうのを⾒ていたという
感じがあります。当時東京都で環境アセス
条例の直接請求という運動があって、学⽣
なりにそういうところに関わったこともあ
って、⾮常に申し訳ないですけれども環境
庁にビラをまきに来たこともあって、アセ
ス法が⾻を抜かれてけしからんという趣旨
のことを申し上げていたというようなこと
があって、そんな中で環境庁に⼊ったので、
⾃分がアセス法を担当するというのは、感慨深く思いながら、これは何とかしなければならな
いと思って取り組んだということです。 

 

 法制化に向けた関係省庁等との調整 

○倉阪 関係省庁で⾔うと、建設省はアセス法は作るものだと、向こうの事務次官がそのような
ことも⾔っていたので、そこは壁ではないのかなと思っていました。恐らく実際にアセスをや
っていたところはアセスとはこういうものだというのを分かっていたので、法制化することで
事業が⽌まってしまうものではないだろうという認識を持っていたのではないか。 

 

○鎌形 法律の⽴案の過程でも、⼀番初めに建設省と話をして、⼤体の線で共通認識を得たとこ
ろで次に進んでいくという形がずっと続いていたと思います。 

 

○倉阪 建設省、運輸省は⾃分たちで事業をやっていたので、そこは通産省とは違う。通産省は
電⼒会社が事業をやっていたので、多分アセスの業務⾃体についてあまり深い認識を持ってい
なかったのかもしれないとは思います。 

 

○寺⽥ 建設省なんか、君たちが法案を持っていったら、こんな⽣ぬるいものじゃ駄⽬だと当初
は⾔ったんだろう。同じ省でも、道路局とか河川局は強硬な対応だったんですよ。 

 

○鎌形 いずれにしても、建設省の窓⼝とは相当綿密な連絡を取って、ある意味窓⼝と⼆⼈三脚
で各局を回って説得していったという感じだったのです。 

 

○寺⽥ 通産省とだって中⾝はほとんどもめないんですよ。通産省の担当室⻑と、法案を出そう
という時かな、寺⽥さん、とにかく電事法（電気事業法）でやらせてくれさえしたらもう何も

鎌形 浩史 ⽒ 
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⾔わないと⾔うから、どうしようかと思ったのだけれども、さすがにそこまで魂を売るわけに
もいかないと思って、次の⽇か何かに課⻑に報告しようと思ったら、その前に課⻑が、⼤先輩
たちがあんなに苦労したものを⾃分たちが降りるわけにはいかない、絶対に降りるなと⼤演説
をやってしまったものだから、もうその話は⾔えなくなってしまって、この論点は両省が並⾏
線でそのまま橋本⿓太郎総理のところまで⾏き、最後は総理判断になったのです。 

 

○倉阪 通産省の話は、初めは通産省も電事連（電気事業連合会）も経団連（経済団体連合会）
も事業者がしっかりやっているからアセス法の対象とすることには反対だと。それが 8 ⽉まで
のヒアリングの段階です。その後、12 ⽉ぐらいに審議会が⾮公開になり、その段階で突然、環
境庁案は⽣ぬるいから厳しくしなければならない、厳しくしなければいけないので電事法で発
電所のアセスはやるのだと通産省が⾔い始めたのです。電事連もあっけにとられたような感じ
でしたけれども、そういう形で通産省が⾔い始めて、電事法の改正案を彼らも作っていまして、
電事法でやらせてくださいということを⾔い始めた。そこでずっと通産省に通って、夜中の 2

時ぐらいから折衝が始まるのです。それで朝の 4 時ぐらいまで折衝して、また朝の 6 時に⾏く
とか、ひどいことにほとんど⼀⼈でやりました。 

 それで調整したのが、法の対象事業から発電所を抜くのは絶対に駄⽬だ、厳しくするところ
だけ電事法の条⽂に差し込んでくれという形で、向こうの電事法の改正案は没にして、差し込
むところだけ電事法で書くという調整をしたのです。 

 

○寺⽥ あれが⼀番残念な話なんですよ。厳しくするところだけ電事法に差し込んだのですが、
その中でアセスが電事法の中での⼯事計画に関する通商産業⼤⾂の認可の条件になってしま
ったのです。本当はアセスというのは許認可ではなくて、許認可とは離れた⼿続で情報交流の
ためのものであるはずなのに、それが通産⼤⾂の許認可⾏為とほぼ同⼀のものになってしまっ
た。そうすると何が起こるかというと、許認可の条件になってしまうと厳しい条件なんかつけ
られないでしょう。柔軟な情報交流ではなくて、本当にガチンコの許認可の条件みたいになっ
てしまうわけで、正直⾔って私はあの条⽂は⾮常に残念でした。 

 

○藤⽥ 最初に⽴案した法案は、各省庁との協議を重ねるなかで⾻抜きにされる形になりました
が、環境影響評価法案の基本フレームは維持するということで頑張り続け、どうにか環境影響
評価法案を国会提出まで漕ぎつけました。その後、今の新法案では EU 諸国がやっているよう
な法制度の形で法案が作られたということで、よかったなという思いでいます。当時のことを
振り返ってみると、昭和 50 年代から 60 年代初めの時期は、オイルショック後の経済⽴ち直り
ということで産業界は経済効率優先で環境コストが掛かる施策は反対となり、環境庁にとって
法案はもとより、やりたくても何もやれないという逆⾵に⾒舞われた⾮常に厳しい時代で、不
本意ながら環境⾏政の後退と叩かれ、環境庁不要論まで⾔われるという状況でした。その時は
次に備えてとにかく⼒を蓄えるしかないということで耐えたという時代であったのです。けれ
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ども、その後、リオのサミットがあって、そういう国際的な動きをうまく捕まえて環境基本法
ができ、環境影響評価の法制化については⾔わば三段論法で、基本法で環境影響評価の推進の
条項を⼊れて、それを環境基本計画で具体的に書いて、環境影響評価法の制定へといったよう
な形で順を追って進んでいったので、よかったと思います。 

 

 当時思い描いていた理想の環境影響評価制度とのギャップ 

○寺⽥ 作りたいと思ったほぼそのとおりに
なったので、思い残すことはあまりないの
ですけれども、ただ、具体的に⾔うと、第⼆
種事業の規模要件はもう少し下げたかっ
た。しかし、今にして思うと、国の制度で縛
っている事業が狭い⽅がより地⽅が独⾃の
アセス条例でできますよね。今、国の制度で
⼊っていない廃棄物処理場なんて、地⽅の
アセスで相当⾊々なことをやっているわけ
ですし、地⽅のアセスは、かなり幅広く例え
ば SDGs3のこともできるわけですよね。そ
ういう意味では国の制度は⾻格だけで、そんなに広げない⽅がよかったのではないかという思
いがあります。 

 

○鎌形 環境基本法があって、海外視察もあり、総合研究会の報告もあり、それぞれかなり出来
上がった⼟俵があって、その中で書いてあることは⼤体全部できたのかなと思っています。強
いて⾔えば、SEA（戦略的環境アセスメント）条項を⼊れておきたかったなという気はありま
した。 

 

○倉阪 当時やりたかったことはほぼ⼊っている法案だったと思っています。スコーピングの際
に誰でも意⾒を⾔えるようになりましたし、スクリーニングも⼊れているので、⼿続的には全
て⼊っているということで、SEA については、附帯決議で次につなげて、その後、改正法で⼊
ったと思っています。電事法については仕⽅がないところもありましたけれども、それにして
も、向こうが作っていた電事法単独の法案をやめさせてこちらに持ってこれたので、それはそ
れで調整としては成功したと思っています。 

 

 
3 SDGs（Sustainable Development Goals）は、2015 年 9 ⽉の国連サミットで採択された「持続可能な開発⽬標」。

2030 年までに達成を⽬指す世界共通の⽬標。 

寺⽥ 達志 ⽒ 
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○藤⽥ 当初から、⼤規模地域開発を対象とした環境影響評価、計画準備段階の環境影響評価を
法制化しなければという思いはあったのですけれども、結局それが港湾計画というものを別に
すればできなかった。事業アセスということで進んできているのですけれども、SEA を何とか
制度化、法制化したいというのが思いとしてはあります。それをどのような形でするのか、今
の環境影響評価法では切り分けた形の法制化になるのかということと、⾊々な事業が複合・累
積した影響についてどういう形で対処していくのか、その辺のところが課題としてあると思っ
ています。 

 あとは、環境基本法 19 条4を受けた形で何かできないかということ、これは環境アセスメン
ト学会でも研究テーマだということで詰めていかないといけないということです。 

 

 環境影響評価法を制定した意義と今後への期待 

○倉阪 アセス法を作った時は地
⽅の制度がほぼ完備していない
段階です。当然、川崎市など条例
を持っているところはあったわ
けですけれども、持っていない
ところも多い時に作りました。
今は各⾃治体が条例もほぼ完備
している。その結果、スクリーニ
ングで外れたとしても地⽅条例
の網にかかってしまうので、ス
クリーニングが機能していないということで、そこは条例・制度が既に地⽅にあるということ
を前提とした形で制度の⾒直しをしないといけないと思います。 

 あとはやはり SEA ですね。対象事業の前段階という形の位置決めについては配慮書で⼊りま
したけれども、例えばエネルギー基本計画とか交通基本計画とか、そのような段階で環境配慮、
特に CO2 の排出量とか廃棄物の排出量などをアセスする仕組みを設ける必要があると思って
います。そこはアセス法の仕組みとはまた違った法律かもしれないですけれども、環境基本法
19 条対応ということで若⼲抜けがあると思っています。 

 

○寺⽥ 今の事業アセスについてはこの制度でいいのだけれども、実際に⾏われているアセス
（の合意形成プロセス）はアセスの名に値しないようなものがあまりにも多いですね。これは
制度が悪いのではなくて⽇本の社会が悪いんですよ。今、⽇本の社会は⼈と⼈との合意形成が

 
4 第 19 条「国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全につ

いて配慮しなければならない。」 

インタビュー⾵景 
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できにくくなっているでしょう。それは環境省の責任でもアセス制度の責任でもないのだけれ
ども、より充実した合意形成を事業者にどう実現させるかを考えていかないと、どんな制度を
作ってもろくなアセスにならないですよ。 

 もう⼀つは、SEA の話が出ましたけれども、正直⾔ってアセス法のフレームワークで SEA を
やることについては無理があると私は思います。というのは、これからの環境保全というのは、
既に環境保全だけではなくて、SDGs ではないですけれども、環境と経済と社会がみんな重な
って関係を持ちながらいい将来を作っていくということになるべきものであって、⼈間たちの
思いが環境だけ引っこ抜いて⼀歩先にアセスができるのかといったら、そんなことできるわけ
がないでしょう。そういう意味では、環境保全に特化したアセス制度としては今のアセス法の
仕組みで結構だけれども、それをもうちょっとまともに運⽤するためには社会を変えることを
考えてもらいたいということであり、もっと幅広い話をするのだったら、環境省の単独所管で
はないかもしれませんけれども、アセスとは別構えの SDGs 対応の何らかの制度を考えてほし
いと思います。 

 

○鎌形 事業アセスに関して⾔えば、地⽅との役割分担ということが⼤きな前提になると思いま
す。また、やはり何かをやる時には、ある程度の影響を⾒積もって、それをみんなで共有して、
どうすべきか議論する、それで社会的な合意を形成していく、こういう仕組みは絶対に必要で
あって、その内実がしっかりしたものになるかどうかは、少なくとも今あるこのシステムをよ
りどころにして、これからもしっかりと運⽤されていくべきだと思います。 

 SEA については、環境だけではないところまで視野に⼊れる必要があります。要はエネルギ
ーにしても交通にしても、ある計画をしたら、これは⼀体世の中にどういう影響があるのだと。
環境ももちろんですけれども、社会に対する影響とか⾊々あると思いますので、そういうもの
を事前に⾒積もって情報共有していくというシステム、それも作る側が恣意的にやるのではな
く、ある程度のルールに従ってやっていくシステムが必要だと思いますので、イメージとして
はなかなか湧きにくいのですけれども、まだまだ議論ができていないところかなと思います。 

 

○藤⽥ 今後の重要な課題としては、政策や計画の準備段階での SEA の制度化です。⽶国や、EU

など広く各国において制度化され、実施されています。持続可能な社会の実現に向けて、環境
政策の基盤的施策としての役割を担うものであり、実効ある制度を確⽴していかないといけな
いと思います。 

 それから、規模の⼩さなスモールアセスについてどのような仕組みを考えていったらいいの
か、また、気候変動に対する環境影響評価の在り⽅について、エネルギーとも絡んできますけ
れども、それを環境サイドからどういう形で取り組んでいくのか、そういったところが課題と
してあると考えています。 

 さらに SDGs に対応するということで、今、EU などでは持続可能性アセスメントというのが
⾏われています。オリンピックや国際博覧会のような場合は環境に配慮し、持続可能性アセス
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メントをやっていくことになっておりますが、⼤阪・関⻄万博の場合は SDGs の達成というこ
とを⾔っているにもかかわらず私から⾒れば全く不⼗分。だから正に⼤阪・関⻄万博で持続可
能性アセスメントをやるべきだということで、環境アセスメント学会として万博担当⼤⾂や環
境⼤⾂、経産⼤⾂、⼤阪府知事・⼤阪市⻑等にも要望書を出したのです。それは確かに環境省
の所掌範囲を超えてしまうかもしれませんけれども、そこは環境省が主導的にやっていけばい
いのではないかと思っています。⾃治体の⽅でも、環境部局が SDGs を担当しているところが
多いですし、今後の展開としてはそういったことも頭に置いて進めていく必要があるという思
いです。 

 

―― 了 ―― 

 

  



 
 

記録編-14-16 

環境影響評価法の制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し⼿ 鎌形 浩史 ⽒ 環境省顧問、福島中間貯蔵推進総括室⻑ 

1984 年 環境庁⼊庁、2016 年 環境省地球環境局⻑、2017 年 ⼤⾂官房⻑、2019 年 環境事務次官、
2020 年 退官。 

 

倉阪 秀史 ⽒ 千葉⼤学⼤学院社会科学研究院 教授 

1987 年 環境庁⼊庁、1995 年 環境庁企画調整局環境影響評価課課⻑補佐、1998 年 千葉⼤学へ出
向、1998 年 千葉⼤学法経学部助教授、2008 年 法経学部教授、2011 年 ⼤学院⼈⽂社会科学研究
科教授、2017 年より現職。 

 

寺⽥ 達志 ⽒ 学校法⼈東京環境⼯科学園 参与 

1976 年 環境庁⼊庁、2007 年 イースト・ウエスト・センター派遣（環境省⼤⾂官房付）、2008 年 
環境省地球環境局⻑、2011 年 地球環境審議官、2012 年 退官、2013 年 駐ケニア特命全権⼤使及
び UNEP（国連環境計画）常駐代表（〜2016 年）。 

 

藤⽥ ⼋暉 ⽒ 久留⽶⼤学名誉教授、環境アセスメント学会会⻑ 

1968 年 厚⽣省 ⼊省、1993 年 関⻄国際空港株式会社審議役、調整部次⻑、1995 年 環境庁環境研
修センター研修企画官、1999 年 ⼤気保全局⼤気⽣活環境室⻑、2001 年 辞職、2001 年 前橋国際
⼤学教授、2003 年 久留⽶⼤学教授（〜2019 年）。 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 



 

 
 

記録編-15-1 

環境省五⼗年史 

気候変動枠組条約 COP3 と京都議定書の採択 

（1997 年）1 
話し⼿ ⻲⼭ 康⼦ ⽒ ・ ⾼橋 康夫 ⽒ ・ ⾼村 ゆかり ⽒ ・ ⽵本 和彦 ⽒ ・ 浜中 裕徳 ⽒ 

 

 

 気候変動交渉への関わり 

―――初めに、気候変動交渉にどのような形で携わられていたかお聞かせください。 

 

○浜中 私は地球環境部ができたときに、条約交渉を担当していた当時の加藤（三郎）部⻑、担
当課だった環境保全対策課の柳下（正治）課⻑の体制を企画課⻑としてサポートするというこ
とで間接的に関わっていました。その後、1995 年 7 ⽉に地球環境部⻑を拝命し、京都議定書交
渉を担当し、環境省発⾜後は地球環境局⻑、それから地球環境審議官として、議定書実施ルー
ル交渉、あるいは議定書発効に向けた取組に従事しました。 

 COP（気候変動枠組条約締約国会議）について、COP1（ベルリン）は部⻑就任の数か⽉前に
開催されたので、担当していませんでした。COP2（ジュネーブ）から COP9（ミラノ）まで出
席し、2004 年地球環境審議官を最後に退官しました。 

 

○⽵本 私は COP3、京都会議のときは、議⻑補佐として参加しました。その後、COP4（ブエノ
スアイレス）から COP15（コペンハーゲン）にかけて、必ずしもすべての会合ではありません
が、様々な⽴場で国際交渉に関与させていただきました。 

 

○⾼橋 私が最初に関わったのはハーグの COP6 で、国連⼤学⾼等研究所に出向していたので、
そこから派遣され、技術移転という分野を担当しました。その直後、温暖化国際対策室⻑とな
り、COP6 再開会合（ボン）、7（マラケシュ）を、その後、研究調査室⻑に異動し、8（デリー）、
9、10（ブエノスアイレス）と、森林の吸収源の分野を主に担当しました。 

 

○⻲⼭ 1992 年に気候変動枠組条約が採択されたのと前後して、4 ⽉に国⽴環境研究所に研究員
として就職しました。もともと研究の専⾨が国際関係論で、研究対象が気候変動枠組条約の交
渉過程でした。直接交渉に携わった⽅々にインタビューして回っているうちに、「交渉に⼊りま
せんか」とお声がけいただきました。当時、国環研は環境庁国⽴環境研究所でしたので、私も

 
1 このインタビューは、2021 年 4 ⽉ 20 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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政府代表団の⼀員として参加しました。1995 年の春にベルリンの COP1 に参加し、それ以降も、
ほぼ毎年 COP に出席しました。2001 年以降は国環研が独⽴⾏政法⼈化し、リサーチ NGO とし
てオブザーバー参加しています。 

 

○⾼村 当時、私⾃⾝は、オゾン層破壊物質を
規制するモントリオール議定書など国際環
境条約のコンプライアンス（遵守）について
研究していました。1998 年以降、京都議定
書の実施規則が交渉の俎上にのるというこ
とで、当時の梶原（成元）室⻑を通じて、加
藤久和先⽣が座⻑の検討会に呼んでいただ
きました。それが京都議定書の実施規則の
交渉に関わる、ひいては気候変動交渉に関
わるきっかけになりました。 

 COP との関係では、1999 年に遵守制度に関する議論が始まり、補助機関の会合で初めてボン
に⾏きました。その年開催された COP5 には参加していないのですけれども、2000 年の 1 回⽬
の補助機関会合から、特別作業部会などの会合を含め、すべての交渉会合に参加しています。
COP は、COP6 から全部参加しています。 

 

―――COP3 を京都に誘致するきっかけについて教えてください。 

 

○浜中 COP1 で、宮下創平先⽣が環境庁⻑官で⽇本政府代表として出席され、COP3 以降のでき
るだけ早い時期の COP を⽇本に誘致する⽤意があると表明されました。その当時は地球環境
部⻑の澤村（宏）さんや、環境保全対策課⻑の松下和夫さんが担当で、お話を聞いていました。
地球温暖化問題について、⽵下元総理を始め、与党や政府の中で⼤変⼤きな課題であるという
認識は既にできていて、この問題で⽇本が国際的なリーダーシップを発揮すべきだという考え
も多くの⽅に共有されていたと思います。 

 なお、地球部⻑就任の際に、上司から、あなたの部⻑として最も重要な課題は COP3 の⽇本
開催を COP で正式に決定すること、そしてそれを受けた議定書交渉を⾏うことだと指⽰され、
COP2 に向けた準備として、⽇本開催に向けて政府内で意思決定をしようとしました。当時⼩
林光さんが担当課⻑で調整し、政府内では特段⼤きな問題はなく、このプロセスは進⾏しまし
た。それで COP2 で岩垂寿喜男環境庁⻑官（当時）が⽇本政府代表で正式に申出を⾏い、COP3

の京都開催が決定されました。 

 これまで条約交渉会議の議⻑国としての経験がなかったものですから、COP1 議⻑国のドイ
ツ環境省、当時、ボンにありましたが、コーネリア・ケネット・ティーレン課⻑を訪問し、い
ろいろ経験や教訓を聞きました。その後、COP3 に向けた交渉に本格的に取り組みました。 

⾼村 ゆかり ⽒ 



 

 
 

記録編-15-3 

環境省五⼗年史 

 

 ⽇本の削減案 

―――COP3 に向けて⽇本の削減案を作成するに当たり、どのような議論がありましたか。科学
的な知⾒はどのように⽣かされたでしょうか。 

 

○浜中 1990 年⽔準からの相当の削減（シグニフィカント・リダクション）については、国際的
には相場になりつつありましたが、国内ではこの意味するところを含めて⼗分に共有できてい
ませんでした。環境庁としては、国環研（国⽴環境研究所）の分析から、1990 年⽔準から 5％
削減、あるいはもう少し削減できるのではないかと考え、主張しました。しかし、通産省は、
エネルギー起源の CO2 については、1990 年⽔準から下回るのは絶対に不可能だと主張しまし
た。電⼒、鉄鋼、化学、⾃動⾞など関係業界をバックとして、豊富な情報を持っており、それ
を武器に強く主張して譲らず平⾏線で、なかなか説得できませんでした。橋本⿓太郎総理⼤⾂
は、このままでは議⻑国として満⾜に采配できない、ということで、官邸が中⼼となり調整に
乗り出しました。官邸には、官房副⻑官として、厚⽣省時代から⾮常に親しくしていただいた
古川貞⼆郎さん、その下に内政審議室⻑の⽥波耕治さん（後の⼤蔵事務次官、国際協⼒銀⾏の
総裁）、それから外政審議室⻑の平林博さん（後のインド⼤使）がいらっしゃいました。 

 まず、国際的な相場感を国内関係者で共有しようということで、国際会議の場、AGBM2第 7

回会合（1997 年 8 ⽉）だったと思いますが、⽯井道⼦環境庁⻑官を始め、我々事務レベルでも、
腹案―すなわち⽇本は京都会議の最後の落としどころを 1990 年⽔準と同じくらい、ゼロ％削
減としたいという案―を打診しました。それに対し、欧州や途上国の関係者からは、そんなこ
とではお話にならないという回答でした。ではどのくらいなら受け⼊れ可能かと聞くと、⼤⽅
の感触は 1990 年から 5％削減程度でした。⽯井⻑官が帰国されて橋本総理にそのことを報告
し、官邸や各省の関係者にもその情報が共有され、京都会議の最終成果は、先進国全体で 5％
程度削減ということではないかという共通認識になりました。 

 これを共通認識として、⽇本としてどうするのか。当時の交渉作業部会、AGBM のエストラ
ーダ議⻑（アルゼンチンの外交官）が、⽇本は議⻑国として早く提案を出せということを強く
⾔われていました。⽇本の国内削減はどうするのかという難しい問題にぶつかるわけです。そ
れで官邸が直接調整に乗り出し通産省、環境庁、運輸省、その他の省庁を集めて、意⾒を戦わ
せ、議論しました。エネルギー起源 CO2 については、通産省の主張のとおり、つまり 90 年⽔
準となりました。しかし、それ以外にも削減の可能性があるだろうということで、エネルギー
起源以外の CO2、メタンや⼀酸化⼆窒素といった対象ガスの削減の可能性について、環境庁が
関係各省をまとめて検討を⾏いました。その結果、0.5％程度の削減は可能だということになり

 
2  気候変動に関する国際連合枠組条約のベルリンマンデート・アドホックグループ（Ad hoc Group on the Berlin 
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ました。 

 しかし、そこまでいっても、相場の 5％削減までまだ隔たりが⼤き過ぎます。そこで、⽬標
年として⾒込まれる 2010 年まで、少し時間がある。相当いい技術が開発できるかもしれない
し、国⺠各界、各層の努⼒も、もっと進むかもしれない。だから、そこは今積み上げができな
いが、2％分ぐらいは⾒込めるだろうということで、通産省の⽅々は⽬を丸くして⾒ていました
が、全体で 2.5％削減と⾒積もりました。しかし、まだ 5％まで隔たりがあります。そこで国別
の事情の違いを考慮して、⽬標を差異化しようということを⽇本が提案していくことにしまし
た。その理屈として、ここは通産省が⼝を酸っぱくして⾔っていましたが、⽇本は 1980 年代、
第⼆次オイルショックの頃に、企業が⼤いに省エネ投資をやったため、欧⽶に⽐べて⾮常に産
業界のエネルギー効率が⾼い。1990 年を基準で⽐べられたら、⽇本は不利になる。そこで、か
なり勝⼿な理屈かもしれませんが、⽬標は少し低くてもいいという理屈を⽴てて、基準となる
先進国の削減率は 5％ですが、⽇本提案で出す⽇本の削減⽬標は 2.5％だ、しかもそのうち、特
に化⽯燃料の燃焼に伴うエネルギー起源 CO2 は 1990 年と同じ⽔準だ、こういう考え⽅でまと
めました。通産省は、産業界に対して、従来から皆さんと議論して⼤体まとめてきたゼロ％と
いうのは変わらないという説明をしていました。各省庁とか産業界との調整を含めて、私は「ガ
ラス細⼯」のようだと⾔っています。 

 ただ、多国間の国際交渉で、1 つの国の⾔い分が 100％通るということはまずあり得ません。
半分か、それに若⼲プラスして取れればいいというぐらいに考えた⽅がいいのです。そういう
中で、ガラス細⼯のようにまとめて、もう 1 ミリたりとも動けません、これを全部認めてくれ
ないと私は降りますというのは、国際交渉ではとても通らない主張なのですが、官邸の⼒を借
りて調整して、ぎりぎりのガラス細⼯を作り上げたというところから来る難しさがあったよう
に思います。 

 

○⻲⼭ 国⽴環境研究所では、私の元上司に
当たります森⽥恒幸先⽣が、数年前から
AIM モデル（Asia-Pacific Integrated Model、
アジア太平洋統合評価モデル）を作ってい
ました。当時アメリカやヨーロッパではモ
デルを活⽤して排出削減策を評価する研究
が始まっていた時期で、⽇本でも同様の研
究プロジェクトが⽴ち上がって、それを活
⽤した初めての機会でした。 

 京都議定書に関しては、2010 年までに
1990 年⽐で 6〜8％の削減は可能だという試
算を出したんですけれども、当時⽇本では、通産省側でそういうしっかりしたモデルを作った
研究者がいなかったものですから、通産省からは、根拠を出せと⾔われました。モデルの中⾝

⻲⼭ 康⼦ ⽒ 
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やその前提条件をオープンにすると、ここの前提条件が間違っているとか、この試算がおかし
いとか、細かいところを全部突いてくるような形になってしまったんです。それに⼀つずつ丁
寧に答え、それでも 6〜8％は削減が可能だということは証明し続けたんですけれども、森⽥先
⽣のお⽴場は⾮常に⾟いものだったと思いました。今でこそ経産省側にも同様のタイプのモデ
ルがあって、モデル対モデルという意味では対等な話ができるようになりましたけれども、当
時はそうではなく、科学的でない議論が多かったと思います。ただ、やはりそのモデルがなけ
れば、環境庁から削減可能だということを主張するのは難しかったので、環境政策を実施する
に当たって、いかに科学的な知⾒が重要かということを感じさせられるものだったかなと思い
ます。 

 また、パリ協定では、2℃⽬標や 1.5℃⽬標という、究極的に達成しなければいけない⽬標が
定められ、それに向けて 2050 年までにネットゼロにするとか、2030 年にこれぐらい減らさな
ければいけないというような、バックキャスティングの⼿法が使えるようになるんですけれど
も、京都議定書の当時は、そういった⻑期⽬標⾃体に合意が得られていなかったので、そもそ
も何％減らすことが気候変動の抑制にとって必要なのかという観点からの議論が、科学的にで
きませんでした。どれだけ減らすべきかの「べき論」の議論ができないとなると、どれぐらい
減らせるのかという、「キャン(can)」の議論しかできないんです。そうすると、産業界からは「こ
れぐらいしか減らせません、もう乾いた雑⼱でこれ以上省エネはできません」という主張のみ
になってしまいました。また当時はエネルギーの脱炭素化という発想があまりなかったですか
ら、原発をやりますとはおっしゃるんですけれども、再⽣可能エネルギーは当時⾮常にコスト
が掛かるという認識がある中で、いかに削減するかはどう省エネするかの話でした。その中で、
削減するという合意を得るのは難しかったと思います。 

 

 COP3 での交渉について 

―――COP3 では、事前に⼗分な議論をしていなかった、吸収源、対象ガスの範囲、市場メカニ
ズム等の削減率の深掘りについて、現場で交渉がスタートしたと承知しています。交渉はど
のように進められたのでしょうか。現地での⽇本政府内の連携はいかがでしたか。また、最
終的に京都議定書を取りまとめることができた要因は何だったのでしょうか。 

 

○浜中 本番に⼊る直前の 11 ⽉頃に東京で⾮公式閣僚会合を開催し、その後、当時の⼤⽊浩⼤
⾂、後の COP3 議⻑を先頭に、EU、アメリカなどとの閣僚幹部レベルでの意⾒交換も⼤変精⼒
的にやり、幾つかの交渉上の論点については、⼀定の収れんが⾒られましたが、数値⽬標につ
いては、EU は 15％削減、アメリカはゼロ％、⽇本は 2.5％削減ということで、お互いに隔たり
が⾮常に⼤きいままでした。また、⽇本が主張した⽬標の差異化についてはなかなかいい反応
がない。⼀⽅で、EU は 15 の加盟国の間で⼀致して取り組む必要があり、実は各国いろいろな
事情があったのですが、それを表に出すとばらばらになるおそれがあり、EU バブルというこ
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とでまとめて 15％削減しますと強硬に主張しました。こういう重要な論点でなかなか隔たりが
埋まらないまま、本番に突⼊しました。 

 第 1 週は事務レベル協議で、差異化や EU バブルについて、少しずつアメリカや EU が柔軟
になる兆しが⾒られましたが、数値⽬標はどうなるのかという点が⼤きな関⼼事項でした。実
は外務省筋から、どうもアメリカが動く兆しがあるようだという情報がありましたが、具体的
な内容はよく分かりませんでした。第 2 週はハイレベル会合で、アメリカからはゴア副⼤統領
が出てきました。アメリカの代表団に柔軟になるようにとクリントン⼤統領から指⽰があった
ようです。交渉団⻑のアイゼンシュタット国務次官は、「数値⽬標で 2％程度の削減に合意する
⽤意はある。さらに吸収源の吸収量を算⼊すべき」と主張し、そういった条件次第では、もっ
と深掘り（ディーパーカット）もできると⽰唆しました。そうして数値⽬標を巡る交渉が動き
始め、歩み寄る可能性が初めて出てきました。歩み寄らないと合意が成⽴せず、京都会議は成
功しないので、現場も、もう寝ている暇はないという交渉に突⼊しました。そのときの重要な
論点は、吸収源の吸収量の算⼊⽅式をどうするか。代替フロン類を対象ガスに含めるのか、い
わゆる 3 ガス（3 種類のガス）か、代替フロン類を含めた 6 ガス（6 種類のガス）かという違い
です。それから、排出量取引、共同実施、CDM（クリーン開発メカニズム）といった、いわゆ
る京都メカニズムの扱いでした。 

 環境庁、特に私は、主に吸収源を担当しま
した。第 1 週までは、⽇本としては、森林な
どの吸収量の算定は⽯油、⽯炭などを燃や
して排出される⼆酸化炭素を算定すること
に⽐べれば⾮常に不確実性があり、直ちに
法的拘束⼒を持つ数値⽬標に⼊れるのは時
期尚早で、第⼀約束期間では、せいぜい 1990

年以降に実施された新規の植林や、再植林、
あるいは森林伐採による排出といった限ら
れた活動による排出と吸収だけを算⼊する
⽅式（限定グロスネット⽅式）がせいぜいだ
と主張していました。しかし、議⻑国として、数値⽬標の合意を最優先とすると、⽇本として
合意される⽬標を達成する条件を確保する必要がありました。 

 代表団内でも、現場の交渉で中⼼となって進めてこられた⽥邊地球環境問題担当⼤使（その
後逝去された）が私に対して、「もうこんな状況になっているのに、環境庁は今までのポジショ
ンにこだわるんですか。そんなことをしていたら京都会議が潰れてしまう。それでもいいんで
すか。」とまで⾔われて、交渉⽅針を転換しました。当時吸収源の問題は農⽔省、林野庁が担当
でしたが、森林吸収はあまり⼤きなイシューにならないとの⾒込みもあり、林野庁の⽅が東京
に帰ってしまい、京都にいなかったために⼤変苦慮しました。そういうことで⽇⽶ EU の三極
間交渉を⾏い、⽇本として⽬標のレベルの 2.5％削減から、森林吸収源を最⼤限算⼊し、合意に

浜中 裕徳 ⽒ 
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向け 5％とか 6％までの隔たりを埋め、先進国全体としての削減を 5％以上にするということ
で、⽇⽶ EU の間で最⼩限の差異化を⾏うことになりました。対象ガスは、代替フロン類を含
めて 6 種類のガスにする。吸収源は対象とする活動を限定しないグロスネット⽅式で算⼊する
⽅向で調整が進みました。 

 そういう調整の過程で、やはり途上国に⾃主的に約束をしてもらおう、アメリカ議会を通し
てアメリカを議定書に引き込むためにも、途上国もこれだけやるということを⽰さないといけ
ない、そのためには先進国ももっと頑張る姿を⾒せないといけないということで、⼀旦⽇本の
⽬標は 5％程度、アメリカも 5％、EU は 6％、あるいは 5％、6％、7％といったような話もあっ
たのではないかと思いますが、それではまだ不⾜する、もう⼀息頑張ろうということでした。
⾸脳間の電話協議も経て、最終的に⽇本 6％、アメリカ 7％、EU8％となりました。その最終過
程では、代表団内では、⼤⽊⼤⾂（議⻑）の下に、⾼村外務政務次官とか、外務、環境、通産
各省庁の⾼級事務レベル、⼤使や省ナンバー2 の審議官などが集まって激しい議論がありまし
たが、最終的に受け⼊れることになりました。その過程では、官邸も含めた調整もありました。
やはり COP3 の成功を重視する官邸の⽅針が最終的な決め⼿になった、最も重要な要因であっ
たと思います。 

 先ほど、ガラス細⼯の調整と⾔いましたが、⼀旦国内でそのように調整した 2.5％⽬標につい
て、産業界に対してエネルギー起源 CO2 はゼロですと話をしていた通産省は、⼤変この問題に
苦慮したと思います。こうした説明を政府として変えるわけにはいかないというので、京都会
議でいろいろあったけれども、森林吸収は⽇本の要求を最⼤限⾒込むということにした。そこ
は今後の実施ルール交渉で必ず確保するから、産業界の皆さんにこれ以上の負担をお願いする
ことはないということになりました。京都会議が終わって東京に帰ってきてすぐに、通産省の
⽅々が乗り込んでこられて、吸収源の分の 3.7％は環境庁が責任を持ってやってくれないと困
る、約束しろと、当時の企画調整局⻑室で膝詰め談判で⾔われ、今後の⼤きな課題として受け
⽌めざるを得ませんでした。 

 合意できた要因について、私は、地球温暖化問題に具体的に取り組む第⼀歩として、COP3 で
先進国の削減義務を初めて定めるという京都議定書の合意が重要だという認識を、当時の⽇⽶
EU の⾸脳、政治指導者が共有していたということが⼤きかったと思います。また、数値⽬標達
成のための条件の確保という点も、交渉の⼤きな課題でしたが、それが⼤枠、⾻組みとしてお
おむね合意されました。逆に⾔うと、議定書の批准、発効に向けて、詳細な実施ルール交渉が
課題として残りました。 

 

○⽵本 ⽇⽶欧の交渉で、最終段階ではそれぞれが妥協できる部分、確保したい部分が徐々に⾒
えてきました。例えば EU ですと、バブルの共同達成という点で、⼤⽅の⽅向が⾒えそうにな
ってきたところで、少しその⽬標値もみんな歩み寄りをすると同時に、差異化についても絶対
反対と⾔っていたのが和らいできました。 

 やはり⽇⽶欧三極の⾸脳レベルで認識が⼀致し、それが代表団にも当然伝わり、最終合意に
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向かっていくモメンタムを維持できたことが⼤きかったと思います。裏返して⾔うと、京都会
議のときは、三極がまとまれば、全体の⽅向付けができたという構造でした。 

 途上国問題については、先進国、特にアメリカは上院決議がありましたので、途上国問題に
関する議論を少しでも前進させることに必死になっていました。途上国に良い印象を与えるた
めに、⽶国が⾮常に熱⼼になって数値⽬標を上げようとし、最終的な合意に向けたダイナミズ
ムを強く感じました。ただ、ベルリンマンデートの⻭⽌めがあり、この交渉には⾃ずと限界が
あったと思います。 

 それから、現地での特に外務省などとの
連携ついてお話しします。現場では、議⻑団
の⼀員として、全体会議も、それから裏の交
渉も、常に議⻑と⾏動を共にしていました。
そういう点では、なかなか普段は垣間⾒ら
れない世界に⼀気に⼊っていったわけで
す。そうした貴重な経験の中から幾つか申
し上げます。 

1 つは⼤変うまくいった点からお話しま
す。外務省の中には様々なマルチ（多国間協
議）の経験をされた⽅が数多くおられます
が、京都会議は、我が国の最⼤事業であり、イニシアチブを執るべき会議でしたので、外務省
の経験豊富な⽅々を議⻑団に送り込んでいただきました。具体的には、⾚尾信敏⼤使（在ジュ
ネーブ国際機関⽇本政府代表部）及び国連代表部参事官を務められた柴⽥孝男公使（在ジンバ
ブエ⼤使館）にご参画いただき、会議期間中、最初から最後まで⼤変お世話になりました。深
い経験と知⾒を備え併せ、また⼈的ネットワークがあるということで、縦横無尽にキーとなる
各国交渉団の⼈たちと直接に連絡が取れる。⾮常に⼤きな⼒添えをいただきました。 

 また当時、外務省出⾝の平林外政審議室⻑が、最終的な詰めの段階で⼤きな役割を果たされ
ました。会期最後の 2、3 ⽇間は夜通しの交渉になりましたが、時々刻々各国代表団の対応も変
わってくる中で、官邸と議⻑団との間の連絡を取っていただきました。とりわけ最終局⾯では、
平林外政審議室⻑は直接会場に乗り込み、各国代表団やエストラーダ議⻑とも、ぎりぎりの交
渉をしていただき、合意形成に導いていただきました。 

 3 点⽬は、最後の局⾯で、橋本総理から⽶国、イギリス、ドイツなどの⾸脳に直接電話をし
ていただき、京都会議の成功に向け⾸脳間での合意を取りつけていただきました。 

 苦労した点は、事前の情報の収集⼒でした。外務省は在外公館のルート、通産省はジェトロ
であるとか、海外の要所要所に職員を派遣しており、ファーストハンド情報が⼊⼿できるのに
対し、環境庁には海外の出先もなく、頼れるのは、若⼲遅れて到達する公電のみという状況で
した。そういう点では、常に後⼿に回るという憂き⽬がありました。また、こういう難しい局
⾯の中で、外務省の経験豊富な⼈にも助けられながら、環境庁の代表団も、みんなそれぞれで

⽵本 和彦 ⽒ 
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きる限りの最善を尽くして、最終的に議⻑国として成功につなげていったと思います。 

 

 COP3 で残された課題 

―――吸収源、遵守のルール、京都メカニズムの詳細ルール策定など COP3 で残された課題につ
いて、国内の調整や国際交渉はどのように進めたのでしょうか。2001 年に⽶国の京都議定書
離脱がありましたが、当時の受け⽌めはいかがでしたでしょうか。また COP6 再開会合、COP7

には、どのように対応したのでしょうか。 

 

○浜中 議定書実施ルール交渉について、私は主に吸収源についてお話をします。⽇本もかつて
COP3 本番の事務レベルの交渉で主張していたように、吸収量の把握に不確実性がある。それ
から、樹⽊は、⾃然の中で⽴⽊という形で⽣きていれば吸収は続きますが、それを切ってしま
って⼈間が使えば、そこで吸収は終わるという吸収源の⾮永続性の問題がありました。それか
ら吸収の活動は 1990 年以降に追加的に⾏われたものなのか、あるいはその吸収は⼈為的努⼒
によるものなのかどうかという問題もあります。いろいろな吸収の量を全部⼊れていくという
ことにすると、アメリカのような⼤陸で膨⼤な⾯積の森林を有する国の吸収量が⼤きくなって
しまい、排出の削減をどうするかという議論をしているときに削減が台なしになってしまう、
⼤きな抜け⽳になるのではないか。そういう意味での吸収量の規模、スケールという論点があ
りました。 

 吸収源による吸収量の算⼊については、京都会議後も国際的に根強く反対論があり、いろい
ろな論点があったので、まず COP から IPCC（気候変動に関する政府間パネル）に対して特別
報告書を作ってほしいと要請しました。IPCC のジム・ワトソン議⻑のもとで、2000 年 5 ⽉に
特別報告書が採択され、これが交渉の科学的基礎になりました。その後の国際交渉では、農⽔
省や林野庁の理解と協⼒が不可⽋で、連携して検討を進めました。COP3 でこういう経緯で合
意されたのだから、何が何でも 3.7％を取りに⾏くことが必要だという経緯論だけで押し切ろ
うとすると、農⽔、林野との信頼関係が失われると考え、彼らとはじっくりと議論しました。
最終的に農⽔省、林野庁には間伐、枝打ちなどを積極的に⾏う育成林だけではなく、天然林も
含めて広く吸収量を算⼊しようという決断をしていただき、⽇本政府として⼀致して協⼒する
体制を築けました。 

 まず 2000 年の COP6 が⾮常に重要な場でした。私は吸収源の議論の代表格のブラジル代表
にアプローチして、⽇本は森林の吸収量の確保が絶対に不可⽋だと繰り返し話をしました。そ
の結果、多国間交渉の場で、先進国だけでなく、主要な途上国も含めて、おおむね理解を得る
ことができました。ただ、COP6 は最終的に交渉不調となり、翌年の COP6 再開会合に持ち越
されました。 

 COP6 再開会合では、アメリカの京都議定書からの離脱を受けて、結果的に EU が合意成⽴
を優先する⽅針となり、吸収源について⽇本の⾔い値をほぼそのまま受け⼊れました。別の論
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点で、遵守制度の問題がありました。遵守できない場合に、不遵守の措置に法的拘束⼒を持た
せるかどうかという議論があったのですが、その決定は COP6 再開会合では先送りになりまし
た。この問題は、最終的には、⽬標超過分については 1.3 倍割り増して、次期排出枠、第 1 期
の⽬標が 2008 年から 2012 年ですから、その後、第 2 期の⽬標期間の排出枠から差し引くとい
うことになりました。 

 アメリカのブッシュ政権の京都議定書離脱は、⼤変な衝撃でした。ただ国内は、⽇本の京都
で議⻑国としてまとめたという⼀種の誇りといいますか、議定書を重視する考え⽅は与野党で
広く共有されており、衆参両院で、アメリカの参加を強く求める、⽇本として議定書を率先し
て批准して、2002 年発効を⽬指して国際的にリーダーシップを発揮すべき、という全会⼀致の
決議が採択されました。このときには、⼩島敏郎さんが、官房審議官だったと思いますが、⼤
変機敏に政界を回られました。 

 ⽇本としては、アメリカへの復帰の働きかけと、同時に COP6 再開会合に向けて多国間交渉
を真剣にやるという、⾔わば 2 匹のウサギを追いかけるようなことを、どうしてもやらざるを
得ませんでした。EU は、割と早く⾒極めをつけ、アメリカ抜きで⽇本と EU が組んで、議定書
実施ルールに合意し、批准、発効にこぎ着けようとしていたわけです。しかし、⽇本はなかな
か割り切れない。経済界を中⼼に、京都議定書はなおいろいろと問題があるという考え⽅があ
ったものですから、アメリカも⼊らないのでは話にならないという議論になることを恐れてい
ました。⼩泉純⼀郎総理や川⼝順⼦環境⼤⾂が⾸脳レベルや閣僚級でアメリカと話合いをし、
同時にボンの再開会合に向けて取り組むということだったと思います。 

 いろいろ課題がありましたが、COP6 再開会合でボン合意、COP7 でマラケシュ合意ができま
した。そうした交渉過程で印象に強く残っているのは、主要な論点について、川⼝⼤⾂⾃ら閣
僚級協議で⾮常に粘り強く交渉されて、⽇本が受け⼊れられる内容で決着したということです。
当時環境省ができて、地球環境局や次官級の審議官ポスト（地球環境審議官）ができたという
ことで、地球環境政策の優先順位が⼤変上がりました。それから、同時に川⼝⼤⾂が、国際的
に活躍する。トップが⾃らどんどん動きますから情報も集まる。そうなると、外交交渉も川⼝
⼤⾂、環境省が中⼼になって進むというところがありました。国内的にも、もともと旧通産省
出⾝の⽅でしたので、後輩である⽇下⼀正局⻑さんとホットラインができていましたので、対
⽶働きかけ、その他国内の調整も川⼝⼤⾂中⼼でやっていました。いろいろな意味で、環境省
中⼼に回り始めました。 

 それから国際環境も⾮常に重要で、アメリカが離脱しましたので、当時 EU 以外の先進国は
アンブレラグループに加わっていたのですが、⽇本がその旗頭になりました。交渉の最終局⾯
で誰と誰がやるかということになると、COP6 再開会合では、当時のプロンク議⻑が、川⼝⼤
⾂と膝詰めで交渉した。それから COP7 では、EU の環境⼤⾂に相当する欧州委員会のヴァル
ストローム環境担当委員と川⼝⼤⾂が 2 ⼈で交渉しました。そういう意味では⽇本の役割が⾮
常に⼤きくなりました。このような経験をしたということは、その要因も含めて、⾮常に⼤事
な歴史として認識いただくとありがたいと思います。 
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○⾼橋 私は環境省になったその⽇に環境省
に戻ってきて、前任の梶原室⻑から国際交
渉担当室⻑を引き継ぎました。私は、9.11 が
⾮常に⼤きな影響を及ぼしたと思います。
川⼝⼤⾂は 9 ⽉ 4 ⽇の週にニューヨークに
⾏っていました。当時ブッシュ⼤統領は、温
暖化を否定していたわけではなくて、アメ
リカは京都議定書とは別の道で取り組んで
いくんだということを⾔っており、政権が
変わって気候変動施策のレビューをしてい
たということでした。そのため、⼤⾂からは、
できるだけ早くそれをやってアメリカとしての⽅針を早く出せ、と⾔っていました。9.11 でこ
れも吹っ⾶んでしまいましたが、もしアメリカが何か京都議定書に代わる対策を出していたら、
結構ややこしいことになっていた可能性もあるんじゃないかなと思います。 

 また、浜中先⽣おっしゃったように、COP6、7 の辺り、⽇本が国際交渉において⾮常に重視
されていました。5 ⽉の OECD 閣僚理事会でしたか、温暖化が⾮常に重要な議題になって、各
国の環境⼤⾂が出席予定だったのですが、川⼝⼤⾂は国会のため⽋席でした。それを補うため
に、プロンク議⻑が、ぜひ川⼝⼤⾂とボン会合の前に話をしたいと、わざわざ成⽥まで来て、
成⽥近くのホテルで 2 時間だけ会議をやって、そのまま戻ったということがあり、⾮常に強烈
に印象に残っています。 

 当時、⽇本としては、吸収源の量の確保と、京都メカニズムの活⽤に制約がかからない、か
けないということが⾄上命題で、その部分はもう環境省も経産省とほぼ同じようなスタンスで、
⼀緒になって交渉をやっていました。特に⽇本にとって重要だったのは、補⾜性という、国内
対策を主として、その中で市場メカニズムをどこまで使っていくかという点で数量的な⽬標を
作るかどうかという議論と、約束期間リザーブという、どんどん排出枠を売ってしまうという
ことにならないように、その⻭⽌めを掛けるという議論でした。それから CDM、JI（共同実施）
に原⼦⼒のプロジェクトを認めるかどうかについては、⽇本は原⼦⼒を認めるべきだという主
張をしましたが、基本的にはそれは使わないということになりました。 

 また、遵守、京都メカニズムの参加資格の問題がマラケシュ（COP7）で揉めましたけれども、
EU は EU-ETS（EU 域内排出量取引制度）をやろうとしていたので、厳しい遵守規定がないと
取引が成り⽴たないということで、そういう意味で⾮常にこだわったと捉えています。 

 

○⾼村 私の⽬から⾒て印象的だった点を、4 つ、申し上げます。 

 1 つは、京都議定書の実施ルールの交渉についてです。先ほどお話のありました 3 条 4 の森
林管理、それから遵守制度、京都メカニズム。資⾦（ファイナンス）も重要な議題ではありま

⾼橋 康夫 ⽒ 
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したけれども、ルール形成という意味では、この 3 つが⾮常に重要な議題だったと私も理解し
ております。京都議定書の実施ルールの交渉で、⾯⽩いなと私が思っていましたのは、もちろ
ん遵守の制度は、京都議定書の各国の削減⽬標の実施をいかに担保するかという観点から議論、
交渉されていたと思いますが、2000 年の半ば、COP6 に向けた交渉の段階から、京都メカニズ
ムを市場メカニズムとしてしっかり機能させるためにはその遵守の確実さが重要だという主
張が、先進国の中から、記憶が正しければアメリカやオーストラリアから出てきたことです。
通常の多数国間条約の遵守の制度ですと、国としては履⾏強制可能な拘束⼒ある帰結を伴う遵
守メカニズムに合意することは回避をされる傾向にあると思いますが、市場の論理がむしろハ
ードな遵守の制度を作ろうという国の合意、京都議定書の遵守の仕組みにつながったというの
は、⼤変印象的でした。 

 2 つ⽬が、⽶国の京都議定書交渉からの離脱表明は、個⼈的にもそうでしたが、世界的に⼤
変⼤きなショックを与えたと思います。ただ、私は、この離脱が、逆に COP6 再開会合での合
意と COP7 でのマラケシュ合意につながった、京都議定書の実施規則の合意につながったとい
う、逆説的な⾒⽅もしております。⽇本としてどう対応するか、しかも京都議定書のときの議
⻑国という⽴場がありますので、⼤変苦慮されたと思うんですけれども、アメリカの離脱が、
むしろほかの残りの国々の間で、京都議定書とその実施規則交渉を成功に向かわせる⽅向に団
結させた効果があったのではないかと思います。1 つのエピソードをご紹介すると、2001 年の
途上国グループ、G77＋China の議⻑国がイランでした。産油国イランが議⻑国というのは通常、
あまり温暖化交渉上プラスにワークするとは思えないわけですけれども、このときはアメリカ
の離脱を背景に、「世界の課題に背を向けるアメリカ」をハイライトすることを意識し、合意を
成⽴させ、会議全体を成功させるという⽴場をとらせる⽅向で、影響を与えていたのではない
かと思っています。 

 3 つ⽬ですけれども、この COP6 再開会合から COP7、特に COP6 再開会合では⽇本の川⼝⼤
⾂と浜中さんへの注⽬度が極めて⾼かったというのが⾮常に印象的でした。アメリカが離脱し
た後に COP6 再開会合で合意ができるかどうかが、京都議定書とその下での交渉に対するクレ
ディビリティーを決める鍵を握っていたと思うんですが、川⼝⼤⾂に対する信頼感は、諸国の
⼤⾂から⾮常に厚かったと思っています。先ほどお話のあった京都議定書に⾄るまでの交渉と
同様に、政治が、重要なタイミングで重要な役割を果たしていたのだなと思いました。 

 最後は、COP6 再開会合もそうなんですけれども、こうしたのるか反るかと⾔いましょうか、
交渉を成功させるのか失敗させるのかという交渉においては、議⻑国の役割というのが、交渉
の歴史を重ねるとともにますますとともに重要になってきていると思っております。COP3 も
ですけれども、COP6 再開会合、COP15―これは失敗した例ですが―、COP21（パリ）について
も議⻑国の役割がいずれも交渉の成否を左右したと感じております。 
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 京都議定書の発効と思い 

―――京都議定書の発効に向けてはロシアがキーとなったかと思いますが、国際交渉や国内での
調整はどのように進めたのでしょうか。また京都議定書が発効したときはどのように思われ
ましたか。 

 

○⽵本 2004 年 11 ⽉にロシアが京都議定書を批准しましたが、それまでの間、⽇本も EU もロ
シアにアプローチするのですが、ロシアは前向きな⾔い⽅はしつつも、実際に批准するかどう
かは確認が取れませんでした。私はたまたま 10 ⽉にモスクワに⾏き、ロシア下院の環境委員会
のコサリコフ副委員⻑に会うことができたのですが、コサリコフ⽒は、間もなくロシアは批准
することになっていると発⾔された。私も⼤使館の書記官もこの発⾔にびっくりしたのですが、
これでようやく発効に⾄るということで、早速電報を書くとともに、直接浜中さんにもお電話
しました。 

 京都議定書発効については、⻑々と国際交渉などをやりながら、ようやくたどり着いたとい
う安堵感はありましたが、⼀⽅でこの先に⾒える次の課題としての第⼆約束期間、途上国問題
に加えて、アメリカが離脱している状況下においてどうしていくのかという辺りがますます浮
き彫りになってきたことを実感しました。 

 ⼼残りという点では、やはり環境庁は、歴史も浅く、その⼈的な厚みや経験値に限界があっ
た。また⼤きな役所との調整や国際情報の⼊⼿という点では、組織的ネットワークについても
制約、限界があった。そうした中で、他省庁、他国の代表団とも渡り合わないといけないとい
う意味で、他の役所に振り回されたという苦い経験がありました。逆に、成功事例体験という
点では、やればできるというよりも、やればできたというような、そういう経験値が上がった
のではないか。様々な経験を通じ、私⾃⾝も含め⼀⼈⼀⼈の職員の⾃信につながり、それがま
た次の政策につなげていくことができたと思います。また国内政策を進めて国際的に展開し、
国際的な展開がさらに進んで国内政策に跳ね返るという、そういう⼤きな意味での政策の循環
を⾝をもって経験できたと思います。こうした点で、⾃信を持って経験を積み重ねていくこと
が⼤事だと思いました。 

 これからの役割では、特に、科学・研究コミュニティーとの連携というのが⼤変重要になる
と思います。とりわけ環境省が担う役割というのは⾮常に⼤きいです。また、トップ外交とい
う点では、環境⼤⾂を⽀えるとともに、⽇本外交の⽅針、⽇本の政策決定に⼀番⼤きな⼒を及
ぼす官邸との距離感を近くするということが⼤事だと思います。そうしたことができる⼈材も
育ってきていると思います。 

 

○⾼橋 ロシアで思い出すのはマラケシュ（COP7）です。京都メカニズムの参加資格のうちの 1

つに、森林吸収源についての詳細なインベントリーを作ることが案として⼊ってたのですが、
それが⼊るとロシアがそれを満たせなくなって、京都メカニズムの参加資格を失う。そうする
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とロシアから排出枠が買えなくなるということで、そういう森林吸収源のインベントリーの厳
しい条件は撤回してもらったということがありました。 

 

○浜中 国内の調整について少し付け加えたいと思います。国会に議定書締結の案件を出そうい
うことで、環境省は当時確か岡澤和好さんが地球局⻑だったと思いますが、議員会館などいろ
いろ回っていて、⼤変苦労していたと聞いています。経団連（経済団体連合会）、特に今井会⻑
などが、議定書に法的な拘束⼒を持たせることに否定的だったという背景もありまして、与党
の根回しで⾮常に難渋しました。国会が批准を承認した後も、経団連（⽇本経営者団体連盟と
統合後の⽇本経済団体連合会）は⾮常に遺憾だという意⾒を表明して、報道もされています。
他⽅、同友会（経済同友会）はこれを歓迎するという⾒解を表明していた。そういうことがあ
ったというのは、やはり経済界、少なくとも有⼒な⼀部に議定書を否定的に考える向きがなお
あったということです。また経産 OB の⽅が、COP16（カンクン）の後だったか、京都議定書
始末記というようなものを書いていました。このような動きがあったことは、環境省の⽅々は
忘れずにいた⽅がいいのかなと思います。 

 反省としては、京都議定書の合意があったことを、国内の政策強化、⾏動強化にどこまで⽣
かせたのか、国内へのインパクトという点では、かなり課題が残ったと思います。議定書締結
後の国会に、⼩林光さんが担当課⻑で法案を出したわけですけれども、省エネ法の壁、⼆重規
制を嫌う産業界の壁などいろいろあって、なかなか難しかった。 

 また、今、国家以外の主体、ノンステートアクターというのが⾮常に重要だと認識していま
す。ビジネス、投資家、⾃治体、市⺠、市⺠団体などのアクターが脱炭素に向けて国際的ない
ろいろなプラットフォームを形成し、どんどん⽬標を作り、再エネを調達し、投資の⾯で脱炭
素に向かい、情報を開⽰し、株主⾏動をしたり、いろいろな⾏動を通じ世界の企業や政府にイ
ンパクトを与えています。それから、市⺠が熟議を通じて直接政策を提⾔できるような気候市
⺠会議といったアプローチも、イギリス、フランスで始まっていますし、国内でも北⼤の三上
先⽣などが中⼼となり試みが始まっています。⽇本では⼩泉環境⼤⾂のイニシアチブで、ゼロ
カーボン都市が増えている。また、企業⾏動の⾯でも、JCLP（⽇本気候リーダーズ・パートナ
ーシップ）が政策提⾔を⾏うなど、⾮常に影響⼒を増していますので、今⽇本で起きつつある
⼤きな変化と、そこで役割を増しているアクターとますます連携を強めていっていただきたい
と思います。 

 

○⻲⼭ ⽇本は、当⾯は京都に踏みとどまることを決意して、マラケシュ合意を成⽴させ、批准
しました。2005 年の京都議定書発効まで取りあえずは⾄ったところで、第⼀約束期間が 2012

年に終わった後、2013 年以降どうするのかということが研究者や政策決定者の間で⼤きな話題
となっていました。京都議定書が発効したとは⾔え、アメリカはいない、排出量削減の義務が
掛かっていない中国の排出量が急激に伸びていく勢いが⾒えてきた、そういう時期に、少なく
とも今対象となっていない排出⼤国をどうやって巻き込んでいくのか。京都議定書第⼆約束期
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間というのを作って、そこに中国など途上国を⼊れ込んでいくのか、あるいは、京都議定書を
⼀旦やめにして、全く新しい枠組みを 1 から作り直し、そこにアメリカと中国は必ず⼊るよう
にするのか。あるいは第 3 の案として、京都議定書は、先進国の排出削減⽬標として維持しつ
つ、途上国は別の議定書を作るのかという、国際制度論のような議論が華やかになったんです。
2005 年には、アメリカのブッシュ政権が、アジア太平洋パートナーシップという、アメリカと
オーストラリアと中国、インド、韓国、そして⽇本も⼊れて 6 か国の枠組みを作りました。そ
こでは国連のレジームから離れて、全く独⽴して、勝⼿に技術協⼒とかやり始めてしまうわけ
です。そうなってくると、アメリカはもう⼆度とマルチの枠組みの中に⼊ってこないのかとい
う懸念も出てきます。国連の下で 200 の国が集まって合意できるのか、合意したところで、気
候変動抑制に⼗分な削減⽬標が⽴てられるのかというような、そういった懸念が出てきたんで
す。そういう中で、国連の下で続けるんだったらどういう国際制度がいいのかというような話
を、我々も環境省の⽅々と何度も議論させていただきました。 

 当時経済産業省さんは、どちらかというと、もうマルチから抜けようという意向が強く、京
都議定書はもちろんやめるし、⼀部の経済界の⽅々とともにセクトラルアプローチ、セクター
別アプローチという発想を提起されました。例えば鉄鋼だったら鉄鋼業界だけの世界標準を作
る、セメントはセメント業界での世界基準を作るというアイディアでした。国としての削減⽬
標みたいなのはもうやめると、そういったような提案が経済界からも出てくる中で、国連の中
での合意を⽬指すのであれば、どういうものになるかということを議論する時期だったと思い
ます。ですので、京都議定書が発効した時の感想というのは、多分誰も「やった！これで問題
解決する」というのではなく、新しいパンドラの箱を開けたという印象だったと思います。 

 

○⾼村 １つは、私⾃⾝この交渉から⼤変いい経験をさせていただいて、ほかのいろいろな環境
交渉と関わらせていただいても、この経験が私⾃⾝のとても重要なパーソナルなアセットにな
っています。環境省の中にも国際交渉分野でいろいろな経験を積み重ねてきた若⼿、中堅、そ
して今⽇いらっしゃる皆さまがいらっしゃいますが、こうした国際交渉を経験していただくこ
とと、その経験を共有していただくことというのは⾮常に⼤事かなと思っています。 

 2 つ⽬が、パリ協定ができた後、京都議定書はなってなかったという評価を聞くこともあり
ますが、その評価は私はフェアではないと思っています。京都議定書の制度の⼤半はパリ協定
に、正に制度の基盤として引き継がれていますし、京都議定書の経験が、200 近くの国が合意
をしているパリ協定の交渉プロセスに⽣きていると思います。どのような国際条約の交渉も、
国家間の合意に関わるその時代の制約を受けます。科学的知⾒の不⼗分さや先進国の排出量が
相対的に⼤きかったなど、京都議定書を交渉した時期の制度を取り巻く時代的な制約もしっか
り把握し、その制度的な課題を分析する必要があります。京都議定書はどうしようもなかった
とか、感覚的なコメントは今後の国際制度作りに役⽴たない。時代・社会の制約を踏まえた冷
静な分析・評価が必要だと思います。 

 最後に、この気候変動の交渉は、交渉で合意される事項の国内での政策・施策の実施を考え
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ると、環境省が本来持っている権限、所管の範囲を超えるものであり、他省庁の施策がどうし
てもその実施に必要な典型的な交渉だと思います。ほかの環境分野での国際交渉も多かれ少な
かれそうだと思いますけれども、こうした交渉の国内実施を考えたときに、国内でそれぞれ関
わる他省庁をどうやって取りまとめて、全体としての環境問題、気候変動問題への実効的な対
処を⾏うのかという課題は、すぐ答えが出る話ではないとしても、これから⼀層重要な課題で
もあり、環境省が果たす役割として期待をしております。いろいろなパターンがあり得ると思
いますが、気候変動適応法は、環境省が気候変動の影響リスクを評価し、各省庁の政策決定過
程にそれを統合させ、各省が適応策を策定し、実施する。そして実際に施策を促進するプラッ
トフォーム的な機能を環境省が果たす。これは、なかなかよくできているモデルの 1 つだと思
います。 

 

―― 了 ―― 
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国⽴環境研究所社会環境システム研究センター 副センター⻑、2020 年 同センター⻑、2021 年よ
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化学物質対策の進展（1999, 2003, 2018 年）1 
話し手 早水 輝好 氏 

 

 

 化学物質との関わり 

私が環境庁に入ったのが 1983 年になります。最初の 3 年は環境保健部の保健調査室（現在の
環境安全課）で、3 年目に化審法（化学物質審査規制法）の改正がありました。 

 その後、違う部局に行き、それから OECD に派遣されて、1997 年 9 月に戻ってきて環境安全課
に補佐として配属になりました。そこで PRTR（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質の
排出・移動登録制度）の導入、それから省庁再編に関係することになりました。 

 2001 年の初めに省庁再編で新しい組織・環境省になって、化審法が共管になったことでできた
化学物質審査室の初代の室長になり、そこで化審法の改正（生態影響の導入等）を担当しました。
その後、環境安全課長にもなりました。 

 

 従前の化学物質管理行政 

もともと化審法は、PCB を規制する、あるいは PCB 類似の化学物質を作らせないということ
で導入されました。化審法で最初に規制の役割を整理する時に、入口規制（注：製造、輸入、使
用等）を通産省、健康影響を厚生省が担当し、環境庁は意見を言う立場でいいと整理されてしま
いました。それも、健康影響の観点だけだった。つまり、この物質は環境汚染を経由して健康問
題を起こしそうだと、環境庁がもし何か気づいたら言ってね、というぐらいの位置づけだったの
です。 

 このとき、入口規制は通産省、出口規制が環境庁と整理されたのを受けて、当時の保健調査室
長が、環境庁がやることは環境中の汚染を発見することだ、それを見つけて規制させればいいの
だということで、今の黒本調査（化学物質環境実態調査）に当たるものが、1974 年頃、化審法成
立直後から始まったわけです。その調査で、ディルドリンとかクロルデンとか、有機塩素系の物
質が魚や貝に含まれているのを見つけて、実際に規制に持ち込んだという事例がありました。 

 私が役所に入った 1983 年は、保健調査室が化審法の窓口をやっていて、新規物質の審査につい
て意見を言う立場でしたが、通産省から物質の名前と審査結果が送られてくるだけでしたので、
実際に意見を言うことはできませんでした。3 年経って、化審法の改正話が通産省から持ち込ま
れてきて、そのときも生態影響の話とか、易分解性の物質の規制という議論もしましたが、ある

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 3 月 2 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は発言者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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意味徒手空拳で、法規制には入りませんでした。ただこのとき（1986 年）の改正で、環境庁長官
は新規化学物質の審査に関して意見を述べることができると書いてあっただけだったのが、既存
化学物質の点検をするときに「環境庁長官の意見を聴いて」ということが法律の附則で入り、環
境残留性の観点で意見が言いやすくなりました。 

 その後、私は OECD 事務局に派遣されたのですが、欧米では健康影響と生態影響というのは並
んでいて、当然のごとく、この 2 つを対象にリスク評価をして規制していました。私はそのうち
生態リスク評価を担当していたので、こんなのは化審法に入れるのが当たり前と思っていました。 

 OECD から戻ってきた 1997 年頃は、環境庁でも厚生省から化審法の届出資料をもらって検討
会を開催し、魚の濃縮度試験の時に行われる毒性試験の結果などを使って生態影響の評価を少し
ずつやり始めたという時代でした。PRTR 制度も導入に向けた検討が始まり、パイロット事業が
始まっていました。 

 生態影響評価の導入については、国際的には入っているのが当たり前だったので、日本がいつ
どのように入れるかという問題でしかなかったと思います。またこの頃、環境ホルモン（内分泌
かく乱化学物質）の話がクローズアップされたり、生物多様性の重要性というのがだんだん言わ
れるようになったりして、そういった化学物質の生物への影響についての関心が高まっていたと
いうこともあったと思います。環境ホルモンの話は、人の健康への影響の問題もありますが、や
はり生物への影響というのがかなりクローズアップされていたと思います。 

 PRTR 制度、省庁再編、化審法改正と、こういう時系列になりますが、密接に関連があり、省庁
再編も大きな契機だったと考えます。また、私は直接関与していませんが、ダイオキシン類対策
特別措置法が制定されたのもこの時期（1999 年）でした。 

 

 PRTR 制度の導入（1999 年） 

 私が OECD にいた頃に、環境庁でも PRTR に目をつけたようです。PRTR については、OECD

からその導入についての各国への Recommendation が理事会から出されていました。 

 PRTR は、事業者が化学物質の排出量や廃棄物に含まれての移動量を把握してそれを届け出さ
せる制度なのですが、要するに情報公開でガラス張りにして排出量を下げようという、結構画期
的な仕組みでした。規制ではない手法でたくさんの物質を対象にするものであり、出口対策なの
で環境庁っぽいのだけれども、実は化学物質の排出を減らすには製造時のプロセスを改善すると
か、そういう入口側のコントロールを求めていて、化学物質管理を改善することで排出量を下げ
るということなので、出口側からアプローチして入口側にも近づくというものでした。これを日
本でも何とか導入したいということで、神奈川県や愛知県で環境庁のパイロット事業が始まって
いました。PRTR を環境庁中心に動かすことによって、化学物質管理全体に及ぶ政策ツールを持
とうしていたということですね。 

 環境庁が法制度の導入を検討する一方で、経団連は自主的取組による実施を検討していました。
通産省も最初は同じ考えだったと思うのですが、途中から法律でやるということに変わったよう
でした。ただ、通産省は事業者の自主管理の延長ということなので届出先を業所管大臣にしたい



 

 

 

 

 
記録編-16-3

環境省五十年史 

と言い、環境省は環境行政の延長なので届出先は当然自治体と考えました。調整の結果、業所管
大臣にデータを出してもらって、それを環境庁と通産省が集約するという形で法案になって閣議
決定されたのですが、国会審議の途中で公明党から、自治体経由で業所管大臣に提出するという
修正案が出て、今の法律になりました。確かに、全国の何万ともいう業者が全部、直接業所管大
臣に届出するような仕組みは大変だったと思います。 

 また、個別事業所のデータを公開するかしないかというところは、調整が必要でした。当時ま
だ情報公開があまり進んでいない時代ですから、企業秘密として守るべきものがあるという思想
はやはりあったと思うのです。それで、個別事業所データそのものの公表については開示請求方
式にした上で、企業秘密の情報だとして事業者が非公開と申し出たものについても、環境庁長官
が必要なときに説明を求めることができるという条文になりました。こういう条文を入れると旧
化審法と同じような流れになるので落ち着くのではないかなと思っていたら、結果的に予想どお
りになったということです。ただ結局、そもそも企業秘密として非公開申請をする事業者が全然
いなかったので、その後の見直しの時に、法改正はしないけれども、実態上、個別の事業所のデ
ータを隠す必要はないということになって、今では経産省側の「PRTR けんさくん」とか環境省
側の地図上表示システムとかで、個別の事業所のデータが全部オープンになっています。排出量
が機密事項だという説明は、実際には結構難しかったのではないかと思います。 

 ただ、届出情報に取扱量が入っていたら、もう少し機密事項というのはあったかもしれません。
取扱量を届出事項に入れるべきかどうかというのは、当初から議論があったのですが、取扱量を
法律で義務づけて届け出させることの意義が説明し切れませんでした。災害との関係で在庫量と
か、保管量とか、そういう情報を自治体が取るのだったら、自治体として必要だというのは説明
がつくけれども、全国の排出管理をするために取扱量を出させるというのは、法律としては難し
いのかなとそのときは思いました。もう 1 つあったのはテロの問題で、公開することによって危
険物の存在が明らかになるという懸念があり、取扱量のように公開しにくい情報を届け出させる
ことが、公開を前提とする PRTR 制度になじむかというところが若干矛盾しているということも
あったと思います。 

 結果的に、PRTR は通産省との共管法になりましたが、その中で「化学物質管理指針」を通産省
と共同で作ることになりました。化学物質管理に環境省が本格的に関与するようになったのは、
この PRTR 法（化管法）に基づく業務が最初だったと思います。 

 化学物質系の NGO ができてきたのも、PRTR が契機だったと思います。PRTR 制度の検討会に
NGO の人も入ってもらって、お付き合いがここから広がっています。世界的には POPs の条約交
渉などにも NGO が入るのですが、日本からもだんだん参加するようになっていきました。ダイ
オキシンや環境ホルモンの問題も NGO の方の関心事でした。 

 他方、産業界については、日化協（一般社団法人日本化学工業協会）とは私が OECD にいたこ
ともあってお付き合いがあったのでいろいろと話をしましたが、日化協は PRTR の法制化の議論
のときは自主的取組を推していたので、なかなか大変でした。 
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 化審法改正（2003 年） 

PRTR の検討をしていた頃に、省庁再編の話がありました。私は（直接再編の業務を担当しな
い）原課にいたのですが、「化学物質対策は環境保全に責任を持つ環境省がやるべきだ」という主
張をするため、環境省が化学物質対策をやっていないのは日本だけだ、という資料を作りました。
結果的に省庁再編に当たって化審法は（経産省、厚労省と）共管ということになり、相変わらず
生産規制の部分とか B to B の情報伝達などは経産省の専管ですが、B to C の消費者向けの表示、
あるいは使用規制のところなど化学物質管理の主要な部分に環境省も関与することになりまし
た。そうすると、環境省が共管になったのに、やっている審査が人の健康への影響だけというの
はあり得ないということになります。どこの国でも生態影響評価をやっているのに、日本だけ生
態影響をやっていないというのはおかしいと、そういう流れになります。日本の化審法はカネミ
油症から始まったので、健康影響を見ることになったのですが、欧米は、オジロワシが死んでい
たというところから始まっているし、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」でも「鳥が鳴かなく
なる」という生物への影響の懸念が示されていましたから、もともと生物への影響を欧米は気に
していたと言えると思います。そういう自然に対する感じ方が、農耕民族の日本とはちょっと違
うのかなとか、そういうことが結構根っこの部分にあるのかもしれないと個人的には思いました。 

 2003 年の化審法改正の議論がされていたと
き、水質の環境基準を水生生物保全の観点から
作るという話と、農薬について魚毒性だけを見
ていたのをいわゆる 3 点セット（魚類、ミジン
コ、藻類）で評価するという話が、ちょうど並
行して進んでいました。これがなぜ同時だった
か、正確なところは分かりませんが、いろいろ
な仕組みを作ったけど生態影響評価が抜けて
いるのだというところを、皆気づき始めて、そ
れぞれの分野できちんとやろうと考えたとい
うことではないかなと思います。また、当時、
OECD による日本の環境政策のパフォーマン
スレビュー（2002 年 5 月公表）の中で、化審法に限らず、農薬とか水生生物保全の環境基準の話
も含めて、日本の環境政策には生物保全の観点の規制が足りないという勧告が出されたのです。 

 化審法改正の議論の時には、PRTR 制度の検討の時と同じように、NGO と日化協の両サイドか
ら意見を聞くことにしました。日化協としても実は化審法で改正したい中身があると聞いていた
ので、環境省の検討会では、生態影響の検討をしながら、それ以外の部分でも何か化審法で直し
た方がいいことがありますか、という、ちょっと欲張った検討会にしたのです。そういう部分の
意見もきちんと吸い上げて、環境省はちゃんと話を聞いてくれるのだということを分かってもら
えるようにしたのです。結果、事業者の視点でいろいろと意見を出してもらいました。また、NGO

の方も、環境ホルモンが社会的に問題となった後の頃だったので、化審法に生態影響を入れるの
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は当たり前でしょうとの意見が出ました。両方の立場の人ときちんと話をしたというのが、やは
りよかったかなと思いました。経産省とは、PRTR 制度の導入の時は結構深夜まで調整をして大
変だったので、検討会にオブザーバーで参加してもらい、議論を最初から見てもらいました。 

 生態毒性の導入に当たって一番気をつけたのは、人の健康への影響と生物への影響というのは、
人間から考えたときにどうしても違うということです。要するに、健康影響はすごく大事できち
んと見なければいけないけれども、生態影響や生物影響は、何でそれで化学物質の製造等が規制
されなければならないの、という意見が絶対出てくると思ったのです。本当かどうか私はよく知
りませんが、水生生物保全の観点の環境基準を作ろうとした時に、産業界の委員が「カゲロウが
死んで何が悪い」と言ったという有名な話が残っています。きちんと重要性を理解してもらうと
いうのが、一番気を遣った点かなと思います。東大の鷲谷先生や東京都（後に淑徳大学）の若林
先生（故人）が審議会でしっかり意見を述べられたので、大変助かりました。結局、化審法では、
生態系保全ではなくて、生活環境保全の延長という中での動植物の保全と言いますか、昔からの
公害対策の延長である健康保護、生活環境保全の中で、化審法の生態影響評価による規制を読む
ということで決着したわけですが、新規物質の試験や審査などは欧米と同じやり方ですし、実質
的には生態系保全と同じようなものと考えています。 

 

 農薬取締法改正（2018 年） 

化審法の改正については環境省が共管になったので持ち出せるようになったということがあ
りました。他方、農取法（農薬取締法）は、1971 年から共管になっていますが、7：3 というか 8：
2 というか、農水省中心で環境省も見ているというような実態でしたので、なかなか環境省から
改正を持ち出すというのは難しいと思っていました。最初に生態影響評価を導入した 2005 年に
は、水産動植物の保護の観点で、水産動植物たる魚類と、その餌となるミジンコ・藻類という考
え方でいわゆる 3 点セットが導入されました。水生生物保全の環境基準の方も同じような考え方
だったと思うのですが、完全な生態系保護ではなくて、水産動植物の保護という視点での 3 点セ
ットの導入でした。私が水・大気環境局担当の審議官になった頃（2014 年）には、ネオニコチノ
イド系農薬のミツバチへの影響について問題になっていたのですが、ミツバチは陸生生物なので、
家畜としての養蜂用ミツバチは農水省で見られるけれども、野生のミツバチへの影響を見ること
はできませんでした。それから、水生生物の中でも、水草は魚の餌ではないので、水草への影響
を当時の「水産動植物への影響」という観点では見られないという話がありました。鳥類も含め
て、こういうものへの影響がチェックできないから「水産動植物」というのはやはり問題がある
ねという話が、実務的に出てきていました。 

 そういったときに、農水省から農取法の改正をしたいという話が持ち込まれたのです。このチ
ャンスを使うしかないと思いました。つまり、生態影響だけで農取法を改正してくださいという
のはなかなか持ち出しにくいと思っていたので、向こうから改正したいと言うのだったら、ここ
で一緒に改正してもらうしかない、ということです。しかも、「水産動植物」を「生活環境動植物」
に変えるだけで水草も野生のハチも鳥も入るし、化審法で前例があるから簡単です。もともと法
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目的も「国民の生活環境の保全に寄与」と入っているので、法目的まで変える必要もありません。
もうこれしかないと言って、当時農水省から出向されていた農薬環境管理室長から農水省に話を
してもらったら、意外にあっさり受け入れてくれました。さらに法改正の議論になったら、この
部分がきちんと規制強化しますという理屈にも使えるという利点にもなりました。実務的に問題
が生じていた頃に法改正の話があって、じゃあやろうということで両省で協力してできたので、
非常にタイミングもよかったし、作戦も成功したと思いました。 

 農薬で気になっているのは、「田んぼは公共用水域か」というベーシックな疑問が残ったままに
なっていることです。田んぼに農薬があるのはやむを得ないけれども、一般の川にまでそれが流
れてきて影響が出るのがいけないという解釈で審査がなされていますが、本当にトンボのことを
考えるのだったら、水田の濃度も考えなくてはいけません。でもそれをやったら、今度は農薬と
しての意味がなくなってしまうかもしれない。その基礎的矛盾を内包したまま審査しなくてはい
けないところに農取法の難しい点があると思っています。 

 

 一連の化学物質対策の進展を振り返って 

重要なことは、やはり大事なことを着実にやっていくということではないかと思います。例え
ば、化審法の 1986 年の改正のときは、庁内で準備していなかったので仕込むネタがなかった。だ
から、理屈だけで攻めようとして、全然相手にされなかった。だけど、生態影響の化審法改正の
ときは、OECD の動きもあったし、国内でも検討会で「フォロー物質」という生態影響のある物
質をリストアップしていたし、環境ホルモンの話も出てきて、データとしては蓄積されていた。
検討会をやってきちんと評価しているとか、あるいは OECD の議論に参加しているとか、そうい
う地道な努力が実を結んだと言えます。農取法の改正も、生態影響を見る中でいろいろ問題があ
るということに気づいていた。だからこそ、改正のタイミングをうまくつかめたと思うのです。
運はやはり不断の努力についてくるものだと思うので、データを積み重ねておくということが大
事なのだと思います。 

その意味で、2011 年から 10 年以上にわたり実施されているエコチル調査（子どもの健康と環
境に関する全国調査）は、10 万組の親子の参加による世界的に見ても大規模な疫学調査であり、
重要な基礎データが蓄積されていると言えます。その成果をどのように化学物質対策に活かして
いくのか、十分検討して最大限活用されることを期待します。 

 

 化学物質管理の今後 

生態影響評価に基づく化学物質管理を、生態系保全ではなくて生活環境保全の中で読んでいる
ところに、少し無理はあると思います。私が生態影響を説明するときには、生活環境の中の動植
物というのは、要するに害虫じゃないのは皆そうなのですよ、とよく説明します。確かに生態系
保全だったら害虫も含めた生態系だろうと言われると困ってしまうので、そういった意味では、
「生活環境の保全」の方が説明しやすいのですが、「生態系保全」とちょっと違うといえば違いま
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す。 

 特に、水生生物の環境基準について、今の作成方法、あるいは評価値の導出方法などを見ると、
「生活環境」という観点に強く焦点を置き過ぎた感じになっていると思います。他方、化審法の
方は、ほとんど欧米の生態毒性試験結果をそのまま使っています。これは、水質環境基準と化学
物質管理は、場所を持っている、持っていない、の違いがあって、水には場所があり、環境基準
も実際の日本の川とか海とかを対象にして類型指定を行うことになりますので、それを意識する
と、例えば試験対象種は国内種でなければ駄目とかいうことになります。化審法の場合は評価の
ルールを国際的に決めていて、貿易との関係もありますから、試験対象種を国内種に限定すると
いうのはできないでしょう。そういったことが、それぞれ最初に導入したときの仕組みの作り方
の違いになり、そうした違いが最近のノニルフェノールの評価で議論になっているように思いま
す。 

 ですから、生態系保全ではなく、生活環境保全でしか規制が導入できなかったというところは、
やはり少し不満はありますが、そこは、「生活環境の保全」というのをあまり気にしないで、生態
系保全的にうまく運用していってもらえればいいかなと思っています。 

 化審法については、POPs 系の一特（第一種特定化学物質）の規制はうまくいっているのですが、
リスク評価をしてリスク管理をするために二特（第二種特定化学物質）にするという流れが詰ま
っていて、うまく機能していません。これは、評価の方法に問題があるのか、あるいは、二特と
いうのは生産量規制で、ある意味経済統制みたいな規制になっているので、もっと小回りの利く
規制を導入していくべきなのか、そういう議論があると思います。用途規制とか、情報伝達義務
とか、そういうものを導入して、もっとうまく管理できるような仕組みを、化審法として作って
いけるといいのではないかと思います。また、リスク評価についても、グループで評価するとか、
あるいは相対評価をするとか、モグラたたきにならないような工夫があった方がいいと思います。 

 PRTR 法については、個別事業所のデータをよく解析して、排出量の削減を進めるような施策
を、本当は自治体で頑張ってほしいです。実際はなかなか手が回らないと思うのですが、全体的
には排出量が削減されている中で、最近は削減幅も小さくなってきていると思いますので、個別
にもう少し解析して、排出削減を促すような施策を進められないかと思います。 

 全体的な化学物質管理としては、やはりバイオサイドですね。一般化学品と農薬や医薬品の間
に落ちている、シロアリ駆除剤とか、あるいは身の周りの抗菌剤とか、不快害虫用殺虫剤とかで
す。そういった、農取法と薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律）では評価されない殺生物剤の評価をしっかりできるようにしたい。これは環境省だけ
ではできなくて、今（新型コロナウイルス感染症対応で）忙しい厚労省がやってくれないとでき
ない話ですので、すぐには難しいかもしれませんが、できるといいなと思います。 

 

―― 了 ―― 
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＜ 思い出の品 ＞  
 

PRTR と生態影響評価導入の PR 用パンフレット 
（早水 輝好 氏 提供） 

 

どちらも産業界や一般向けの PR が必要な新しい中身だったので、工夫をこらしてパン
フレットを作りました。どちらも 6 ページの観音開きでパタパタと中を開くと新しい情
報が出てくるという作りになっており、ちょっとわくわく感が出る感じで、私は多用し
ています。（早水 輝好 氏） 

 

生態影響評価導入パンフ：http://www.env.go.jp/chemi/seitai_pamph/index.html 

（アクセス日：2021 年 12 月 24 日） 

 

 

 

話し手 早水 輝好 氏 国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康研究センター プロジ
ェクトアドバイザー（2021 年 4 月より一般社団法人土壌環境センター 副
会長） 

1983 年 環境庁入庁、2014 年 環境省大臣官房審議官（水・大気環境局、放射性物質汚染対策等担
当）、2015 年 内閣官房内閣審議官（併）環境省大臣官房審議官（水・大気環境局、放射性物質汚
染対策等担当）、2017 年 環境省水・大気環境局長、2018 年 退官。 

 
（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 
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循環・リサイクル法制（2000 年）1 
話し手 伊藤 哲夫 氏 ・ 粕谷 明博 氏 ・ 坂川 勉 氏 ・ 由田 秀人 氏 

 

 

―――関連法案を担当することになったときの状況を教えてください。 

 

○由田 私は厚生省水道環境部環境整備課の産業廃棄物対策室長でした。2000 年という年は関連
の法律が、7 本と数えるのか、合わせ法 8 本2と数えるのか分かりませんが、それぐらい出た、
その関係では大変大きな改正の年になったわけですが、最初はそういうことはあまり意図して
いませんでした。1997 年に結構大きな廃棄物処理法の改正ができたのですが、なかなか世の中
の問題が解決していませんで、ちょっとやり残した感がございました。役所も新しい環境省と
いう役所ができることになったということが先に来ましたもので、それなら思い切ってこの際
全部やろうというぐらいの感じで廃棄物処理法の改正に当たりました。 

 

○伊藤 1999 年の 6 月頃、厚生省水道環境部環境整備課長の飯島（孝）さんに会ったら、「おい
伊藤ちゃん、今度水局（水質保全局）に行って循環基本法をやってくれ」という内々示を受け
まして、ちょっとうれしいなと思ったのを鮮明に覚えています。当時の農水省から出向されて
いた遠藤（保雄）局長、それから通産省から出向されていた長尾（梅太郎）課長、その下で私
がタコ部屋の主査となって循環基本法作りに当たりました。 

 

○坂川 私は厚生省水道環境部計画課というところにいたのですが、当時の厚生省水道環境部の
廃棄物担当の人数の少なさとして現在の 1/3 くらいの人数でやっていました。当時厚生省で廃
棄物処理法の改正と建リ法（建設リサイクル法）と食リ法（食品リサイクル法）の制定を同時
にやらなくてはいけないとなれば、本来の私の仕事ではなかったのですが、どれか担当すると
いうのは覚悟していました。当時は不法投棄がどんどん増えておりましたし、今以上に深刻な
状況だったので、喜んでではないけれども、やれと言われればやるしかないということでした。 

 

 
1 このインタビューは、2021 年 3 月 9 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 

2 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係
る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 105 号）、浄化槽法の一部を改
正する法律（平成 12 年法律第 106 号）、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号）、再生資源の利
用の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 113 号）、食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律（平成 12 年法律第 116 号）の計 7 本で、8 つの法律の制定・改正が行われた。 
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○粕谷 私は厚生省水道環境部計画課の
広域計画室長というのをやっていたの
ですが、先ほど坂川さんが言ったように
誰も人がいないので、食品リサイクルを
担当しろと言われたということです。後
から話しますけれども、食品リサイクル
は生ごみが関係してくるので、当時の環
境整備課で一般廃棄物のことを長くや
ってきていたということがその背景に
あったのかなと思います。 

 そういうことをやりながら、省庁再編
のときには廃リ部（廃棄物・リサイクル
対策部）のスペース、部屋の規模の取りまとめとか、各室にどういう仕事をやってもらうかと
いうのを、大学同期生の鏑木（儀郎）君が当時環境庁の調査官でいたので、彼と相談しながら、
新しい環境省での課室のレイアウト的なことや、どのポストをどちらの省庁の人が埋めるかと
いう下案を作ったりもしていました。 

 

―――循環型社会形成推進基本法の制定の経緯や背景等について教えてください。 
 

○伊藤 1993 年に環境基本法ができて環境政策の基本的な枠組みができたのですけれども、その
後、いろいろ廃棄物・リサイクルに係る問題に対する社会的な注目が非常に高まってきていた。
そういった中で、環境庁でも、1996 年に、当時の中央環境審議会の廃棄物部会に、もっと広く
廃棄物対策全体の在り方はどうあるべきかという諮問を行いました。その審議会の中で、廃棄
物・リサイクル対策を一体として進めていくべきだ、対象は廃棄物に限定せずに、出てきたも
のは一体的に処分する、切れ目なく対応をとっていくことが必要ではないか、さらには、社会
システム全体をなるべく廃棄物などの出ないようなものにしていくことが重要なのだという
議論が高まっていました。 

 そういった中で、ダイオキシン問題に火がついたということも非常に大きなインパクトだっ
たと思います。当時私は企画調整局の環境保全活動推進室長でしたが、環境保健部のリスク評
価室で担当しているのでそれを手伝ってくれということになって、リスク室の一係員の席に座
った。そこで主にやったのは、ダイオキシン対策推進基本指針の作成。これは内閣官房がまさ
に主導して、政府の関係閣僚会議の決定にして対策を推進していこうという仕組みなのですけ
れども、当時、由田さんにも随分相談した覚えがあるのですけれども、その中で、廃棄物の発
生量を削減していくのだ、そのためにはいろいろな法的措置も講じていくのだということがこ
のダイオキシン対策推進基本指針で定められた。 

 そういうことで、ダイオキシン対策が非常に盛り上がった後、1999 年 6 月のダイオキシン対
策関係閣僚会議で法整備を検討しようということが決められた。その時点で循環基本法を作る

粕谷 明博 氏 
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というところまでは決まっていなくて、
環境庁は何をやるかというと、率先実行
計画等によるリサイクルの推進、こうい
うのを法制化も含めて検討するという
ことが決められた。こういった中で先ほ
ど申しました中央環境審議会の答申も 3

月に取りまとめられていた。 

 そういった中で、環境庁としては、環
境省もできるので、答申の趣旨も踏まえ
て、循環型社会作りを進めるための指針
となる法律作りをやっていかなければ
いけないということになって、法制検討
チームができた。その過程の中で循環基本法作りの推進力となったのは、その年の 10 月に自自
公（自民党、自由党、公明党）の 3 党合意があって、その中で「平成 12 年度（2000 年度）を
「循環型社会作り元年」と位置付け、基本的枠組みとしての法制定を図る」とされた。それが
大きな推進力になったことは間違いない。 

 背景・経緯はそういうことで、その目的が達成されたのかということについては、有価、無
価を問わず対象物を一体的に捉えるとともに、廃棄物は基本的には資源と考えるべきなのだと
いうようなことで整理ができて、中環審（中央環境審議会）の答申で指摘されたことは果たせ
たかなと。対策の優先順位を法定化しようという指摘があり、これも法定化した。排出者責任、
拡大生産者責任の規定を明記すべきだということにもあの段階では最大限応えることができ
たのではないだろうかと。 

 省庁再編が予定されていたことにより循環基本法制定や中環審答申はどのような影響を受
けたかということについては、廃棄物処理という世界だけではなくて、リサイクルあるいは発
生抑制とかリユースといったことも含めた全体のきちんとした方向付けを新しい環境省がし
っかり示していくのだ、そのような枠組みをぜひ作りたいと思っていました。それがこの基本
法制定、中環審の答申にも大きく影響しただろうと考えます。 

 与党、野党、市民団体のところについて、与党については、先ほど申しましたとおり、3 党
合意を受けて精力的な検討が行われました。この与党の中で実はいろいろな議論がありました。
3 党協議と並行して、自民党では関係部会長会議を設けて、愛知（和男）元大臣、当時は環境
基本問題調査会長をされていたのですけれども、愛知先生が関係部会長会議の会長になられま
した。実はこの 3 党協議の過程で窮地に陥ったこともありました。そういうときに助けてくれ
たのが愛知先生で、個人的にも私は何度も励まされました。それから、もう一つ忘れてはいけ
ないと思っているのは、環境庁の中での清水嘉与子大臣の存在です。清水大臣御自身は非常に
芯の強い方で、絶対に変なことで妥協は許さないという方でした。ですから、私どもも変な妥
協をして大臣に上げたら絶対に認められないなという安心感もありましたし、ぶれずに済んだ
と事務方としては思っているのですけれども、それは清水大臣のおかげだったかなと率直に思
っています。 

伊藤 哲夫 氏 
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 それから、野党、特に民主党ですね。今は立憲民主党におられますけれども、非常に優秀な
政策担当者がおられて、そういう動きが政府側あるいは 3 党協議の中にいろいろなプレッシャ
ーとなってきたのも事実ですし、それもこの法律の形成の中では非常に大きな役割を果たした
のではないかなと思います。それから、この法案審議が最終段階になって、参議院の国土・環
境委員会で、その日が循環基本法の審議の最後だろうと言われていたのですけれども、民主党
は、朝態度を決めた、反対すると。ということは、実は採決に応じるという趣旨なのです。こ
の会議が終わった後、そこから出てこられた当時の民主党の部会長の小林守先生から、「伊藤
君、民主党はこの循環基本法を通すために反対するんだよ」と、このように言っていただいて、
私はそれが忘れられない。そういう意味では私は野党にも非常に感謝しているところです。 

 それから、市民団体からの提案や、中環審の廃棄物部会長であられた平岡（正勝）先生、法
学者の浅野（直人）先生をはじめとする様々な方々のお知恵、御尽力がないとこの法律がまと
まらなかったことも事実ですし、いろいろな先進的な産業界の皆さん、それから労働界の方々
にもいろいろ相談し、支援をしていただいたということがあります。自ら循環型社会作りのた
めに貢献していこうという NPO の皆さん、例えばグリーン購入ネットワークとか、そういう
方々が一生懸命やっておられるということも、我々が循環基本法を進める上での非常に大きな
支えになったと思います。 

 それから、各省との調整に最も苦労した内容、個人的に思い入れがある内容ですけれども、
一番大きいのは、拡大生産者責任のうちの特定の製品についての事業者の引取り等の義務を位
置付けたというところです。個別法で既に前例もありますから、全く書けないわけでもないと
は思っていましたが、予想通り最大の論点となり、遠藤局長、長尾課長の指示の下、本当に毎
日、通産省の渋谷（隆）環境政策課長と佐々木（伸彦）リサイクル推進課長、それから水道環
境部の塩田（幸雄）計画課長に日参してこの規定の取りまとめができたというのが一番思い出
深いことです。 

 また、もう一つ、法案の対象として「廃棄物等」と「循環資源」という概念を導入したわけ
ですけれども、出てきた廃棄物あるいは使用済み物品あるいは副産物というのは、将来技術開
発なんかをちゃんとやれば必ず使える資源として有効なはずだ、したがって最初から、これら
の廃棄物や使用済み物品、副残物等全部をひっくるめて「循環資源」ととらえて、その循環資
源の再生利用などをちゃんとやっていこうと考えていたのです。ところが、これは法制局で駄
目だと言われ、「廃棄物等」のうち有用なものを「循環資源」とするという形で規定することと
なりました。ただ、3.11 以降、（東京電力福島第一原発の事故を受けて）環境基本法と循環基本
法が改正され、循環基本法の対象物として放射性物質及びそれによって汚染されたものも含ま
れることになった。そうしてみると、今の規定が的確かなと思っているというのが本当のとこ
ろであります。 

 

―――環境庁の動きに対して、厚生省としてはどういう考え方だったのですか。 

 

○由田 循環基本法は枠組み、基本原則を作られている一方で、廃棄物処理法の改正というのは、
具体的な目の前の問題を今解決しないといけないということをやっているのです。 
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 廃棄物処理法や各種リサイクル法は、いずれ同じ頭になっていただくのだろうなと思いなが
ら、今日（インタビュー当日）は恐らく無事に環境省の法案（プラスチックに係る資源循環の
促進等に関する法律案）が閣議決定されているのだろうと思いますけれども、今日の話はそれ
らの話の基礎舞台になるところがどうやってできたかということなのだろうと思います。基本
法に対する考え方がどうであったかというのは、頑張って作ってください、こっちはこっちで
頑張って作りますから、いずれ近いうちに合流しますという感じだったと思います。 

 

○粕谷 適正処理の阻害になるのだったら困るというような感覚は当時の水道環境部にはあっ
たのではないかと思います。 

 
―――廃棄物処理法・産廃特定施設整備促進法の改正について、その背景や経緯等を教えていた

だけますか。 

 

○由田 法改正の背景・経緯で 1 つ出てく
るのは、さっきのダイオキシン対策推進
基本指針です。ほとんどのダイオキシン
の発生源は廃棄物焼却炉だということ
で、そこを何とかしないといけない。 

 それは 1 つの大きな背景ですけれど
も、廃棄物処理法の 1997 年改正と同様
に、豊島をはじめとして明るみに出る大
型の不法投棄の話と、処理施設がなかな
かできないということ、あるいは処理施
設を作るために住民同意をもらうと、価
値が処理場につくので売買が始まると
か、その辺があります。 

 この 2000 年の改正で最も大きな点は、究極の排出事業者責任と言われている 19 条の 6（排
出事業者に対する措置命令）です。マーケットの中で悪い業者が淘汰されて、比較的いい業者
が育ってきたというのがその後十数年の結果だろうと思います。原状回復基金に産業界も拠出
すべきであるという調整を 1997 年改正で行ったのですが、拠出額は少ないほうがいいよねと、
特定できる人は特定して、原状回復させた方が拠出額は減るじゃないかというような説明ぶり
で 2000 年改正に持ち込みました。 

 法改正に対する産廃処理業界の反応ですが、一部の理解してくれる業者の人は理解してくれ
ましたけれども、多くの方々は大反対をされました。欠格条項も一緒にきつくしていますので。
表は循環基本法をはじめ廃棄物処理法も各種法律も出て、廃棄物にとってはいい国会だったと
思いますが、こうやってここにいさせていただいているというのが何もなかったという証拠で
す。 

由田 秀人 氏 
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 循環基本法の製造者責任との関係ですが、容器包装リサイクル法の制定時において、疲れ果
てるぐらい製造者責任の転換3は難しかったです。究極は廃棄物処理法の中から取り出してやら
ないといけません。それから、その概念を持ち出した途端に廃棄物処理法の世界だけでできる
話では当然ないです。 

 かといって、リサイクルの分野というのは、当時、再生資源利用促進法と廃棄物処理法で切
り分けができかけていたので、容器包装リサイクル法は、今でいう環境省の法律として作るの
は大変難しかったです。容器包装リサイクル法は、循環基本法の元のきっかけであり、今も環
境省の環境再生・資源循環局の中では、廃棄物処理法、循環基本法と並んでど真ん中にいる法
律ではないのかなという気がしています。 

 
―――重要な改正ポイントを挙げるとすれば何ですか。 

 

○由田 私は、19 条の何、と丸覚えしているように、措置命令権の拡大のところで、排出事業者
責任の強化ができてよかったと今も思っております。 

 

○粕谷 排出事業者責任の追及みたいな話は、後に私が青森・岩手の広大な不法投棄の片付けの
ための法律（特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法）を作ったり、片付
けの仕組みを作ったりするときに、すごく大事な条文だったなという気がしています。 

 

○坂川 重要課題であった排出事業者責任のところの条文は、法制的に難しいものがよく書けた
なと思います。あそこはたしか 1997 年にもトライして、そのときはうまくできなかったものが
2000 年にかなり進んで今の形になりました。 

 
―――食品リサイクル法制定の背景・経緯等をお伺します。 

 

○粕谷 ダイオキシン対策の指針がきっかけで、ごみを減らさなければいけないとなり、農水省
から法案を作りたいという話が来ました。生ごみは公衆衛生や生活環境保全から考えたときに
一番難しい廃棄物の一種なので、リサイクルで乱暴に扱われると困るというのが業界の声だっ
たので、随分業界との意見交換をしました。私が担当することになったのも、業界との交渉が
長かったからかなと思います。 

 廃棄物処理法の特例をどこまで出すのか、業界の意見を聞きつつ折り合いを見つけるのが一
番の肝となったような気がします。条文とか法制局とか国会の手続きとかは、ほとんど農水省
がやりました。だから、厚生省にチームはなくて、1 人で関係課長に相談しながら、農水省に
対してゴーサインを出していたというのが実態です。ただ、廃棄物処理法の特例を出す以上、
農水省も何か出さなければ法律として成り立たないよねという交渉はしまして、肥料取締法や

 
3 容器包装リサイクル法では、容器包装の製造・利用事業者に対して、消費後の容器包装の再商品化にまで責任

を拡大している。 
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飼料安全法の特例を出してもらったりして進めました。 

 廃棄物処理法の業の許可を不要にする特例についても、主務大臣が認定するということで業
界に対して安心を与えたのかなと思っています。 

 それから、これは緩やかな法律で、生ごみの取扱いをぎちぎちにやってもというところがあ
ってこういう形になったと思っています。それが特色といえば特色だろうと思いますし、いろ
いろ育てていける法律かなとは思っています。 

 

○伊藤 環境庁の中では循環基本法の法制検討チームとは別の部署に担当してもらっていたの
で、あまり覚えていないのですが、循環国会でやった法律で作業が一番遅れていた気がします。 

 

○粕谷 循環基本法を意識して「食品循環資源」という言葉を使っていますから、循環基本法を
十分踏まえた上でやっているのだと思います。 

 
―――建設リサイクル法制定の背景・経緯等をお聞かせください。 

 

○坂川 当時廃棄物の不法投棄がどんど
ん増えていて、その多くが建設系でし
た。今になって振り返れば、1998 年が不
法投棄件数のピークだったのです。これ
はどうにかしないといけないというの
が最大の課題であった。もちろん廃棄物
処理法の規制強化をやっていましたが、
やはり解体工事の在り方から改善して
いかないと不法投棄は減らないのでは
ないかという思いがあり、建築物の解体
の方法から規制して、それをリサイクル
させることによって不法投棄を減らし
ていく必要性を強く感じていました。 

 加えて、ダイオキシン対策関係閣僚会議の基本指針で「建築解体廃棄物の適正な分別・リサ
イクルを推進するため、次期通常国会を目途に必要な法制度化について検討する」と書かれま
した。 

 当時を知らない若い方は、何でダイオキシンがリサイクルにつながっていくのかと思われる
でしょう。当時はダイオキシンが連日のようにマスコミで報道されていました。市町村がごみ
焼却施設を建設しようとすれば、ダイオキシンが理由で必ず反対運動が起きました。私はダイ
オキシン対策を担当していましたが、ここで失敗すると日本でごみ焼却ができなくなるかもし
れないという危機感を持っていました。どんなに規制を強化してもダイオキシンは完全にゼロ
にはならないから、できるだけ燃やす量を減らすこともやっていかないと理解されません。だ

坂川 勉 氏 
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から、燃やす量を減らすためにリサイクルを進めつつ、ごみ焼却施設のダイオキシン対策を進
めていくと厚生省は説明していました。それが軌道に乗りかけていたときに報道でまた火がつ
いて、この閣僚会議が設置されて、政府全体でダイオキシン対策を推進することになったわけ
です。リサイクルについてもこの基本指針で書かれて、1999 年 9 月の時点で建設リサイクルに
関する法律を制定するという政府の方針が決まったのです。 

 当時、由田さんから「ダイオキシン 9 割削減ができるか」と問われました。そのときは既に
ごみ焼却施設の規制基準が強化されていて、それが適用されれば計算上は 9 割以上削減できま
すから、「できます」と答えました。しかし、しばらくしてから見たら、ごみ焼却施設だけでは
なくて、他の発生源も含めて日本全国のダイオキシンの 9 割削減と表現が変わっているのです。
結果的には達成されたのですが、当時とても冷や冷やしました。 

 そうして建設リサイクル法を策定することになったのですが、厚生省だけではできず、建設
省と共同で行わなければなりませんでした。建設省とどう進めていきましょうかと相談したと
きに、厚生省は人が足りなくて、ほかにも法案をいっぱい抱えているので、条文案の作成の多
くは建設省側でやってもらうこととなりました。 

 一番の問題は、通常国会での法案提出に向けてとにかく時間がなかったことです。法制局の
審査前に両省で条文案を調整しなければいけないのに、その時間がなく、法制局に行って初め
て建設省が作成した条文案を見るようなこともありました。事前に調整するように何度もお願
いしましたが、そうでなければ間に合わないという事情もあったのです。 

 建設省との調整で一番難航したのは、分別解体の省令の主務大臣が誰なのか、分別解体とは
何なのかという議論です。分別解体は解体工事の施工の方法なのですが、解体する前は廃棄物
ではないけれども解体した後には廃棄物になっているので、廃棄物の分別を含み得るものでも
あるし、分別の仕方によってその後のリサイクルに大きく影響するわけだから、建設省と厚生
省の共管ということになりました。 

 この法律の特徴は、やはり分別解体のところです。廃棄物でないものを廃棄物にする過程に
対して規制をかけているところは、ほかの法律と違うのではないかと思います。 

 

○由田 建物は廃棄物ではないけれども、分別解体で廃棄物にするわけです。だから、廃棄物を
廃棄物でなくしようとやっているリサイクルの逆さま。法制局で抽象的な議論をすると、必ず
それが出てくるはずです。 

 
―――その他の法案についての動きはどうだったのでしょうか。 

 

○由田 関係省庁がみんな法案を出しているのに、通産省が何も出ていないというのはないよね
というので、関連法案として再生資源利用促進法の改正法案を出すということだったと思いま
す。もともと再生資源利用促進法とは、1991 年に廃棄物処理法とすみ分けをしたはずなのです
が、容器包装リサイクル法を巡って激変が起こりました。それが再生資源利用促進法の運用そ
のものにも影響を与えています。通産省が、もう少し意味のある法律にしたいので、名前も（「資
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源の有効な利用の促進に関する法律」に）変えて法案を出したいということでした。 

 指定再資源化製品については厚生省が共管になっていますが、建設リサイクル法の調整で、
「再資源化は廃棄物処理法の運搬又は処分（再生を含む。）に該当するものであり、廃棄物処理
法の処理に内包されるものである。」という整理になっているので、共管にする必要があったの
だと思います。 

 浄化槽法の改正については、自民党内で農業集落排水や下水道との関係をめぐって調整が難
航していましたが、最終的には議員立法により成立しました。これにより、単独処理浄化槽の
新設は原則禁止となったのです。国際的には、下水道がなければ単独処理浄化槽です。日本だ
けは、そのとき以来合併処理浄化槽が整備されてきているということで、大きな読みがあった
のではないかな。 

 

―――これらの法律が整備されて、循環型社会形成のための法体系は整ったとお考えでしょうか。 

 

○坂川 私は自動車リサイクル
法も担当したのですが、リサイ
クルでまだ足りない部分は最
後は自動車だと、関係者の間で
は共通認識があったのかなと
思っていました。2002 年に自動
車リサイクル法が制定された
当時は、大きなところは終わっ
たという感覚でした。 

 

○粕谷 当時はこれで手いっぱいだったので、これ以上はできなかったと思います。自動車と建
築解体とどちらを先にするかという議論をやった記憶があります。 

 

○伊藤 循環基本法を作った段階では、これが出発点だろうと思っていました。リサイクルだけ
ではなくて、リデュースやリユースをどうやって社会に定着させていくのかはこれからの課題
だと考えていて、循環型社会形成推進基本計画の中で方向性を明らかにしていくのが新しい環
境省の役割かなと考えていました。 

 一方で、あの循環国会によって社会の意識が変わっていった面も大きかったと思います。廃
棄物を資源として考えるという発想の転換をしていこうということでしたが、先般、全国産業
廃棄物連合会が全国産業資源循環連合会に名称を変更し、業界自身も変わっていこうとするこ
とに結びついてきたという意味で、非常にうれしいことだと思います。 

 今後について、リデュース、リユースはまだまだやるべきことがたくさんあります。また、
この後に制定された小型家電リサイクル法の基本的な考え方は、環境保全を担保した上で事業
者の創意工夫をなるべく生かせるような社会システム作りをすることが循環型社会により貢

インタビュー風景 
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献するのではないか。循環基本法ではあまりそういう発想はなかったです。廃棄物処理法をむ
やみに規制緩和するのは大反対ですが、より循環型社会になるための規制の在り方について、
規制を強化していく面と一定の範囲内で自由にやらせる面と両方ありますが、ぜひ考えていっ
てもらえればいいです。 

 それから、特に優良企業においては、良貨が悪貨を駆逐するのだという意気込みの業者さん
がたくさん出てきて大きくなっている。社会的責任を果たした者が結果的にもうかるという社
会を実現していくための方策というのか、優良な業者が創意工夫の下で動けるような対策を考
えたらより循環型社会作りが進むのではないかなと思っています。 

 

○由田 環境庁に廃棄物分野が合流して環境省ができて、部の名前にリサイクルがつきました。
さらに、環境再生・資源循環局に発展しています。廃リ部あるいは循環局になったというのは、
霞が関の中でもそういう地位になったということで、権限や所管範囲といった格式のようなも
のが、これまでやってきて実現できたということだと思います。ただ、実社会の中ではどのよ
うになっているのだろうか。例えば、廃棄物処理施設はエネルギー回収施設として地域から呼
び込まれるように様変わりしたのだろうか。あるいはごみが来るのは嫌なのだろうか。不法投
棄に厳しい措置命令をかけるのか。少しのミスまで規制したら、有価物としてぐるぐる回るの
を止めてしまうのではないかという意見もある。2000 年から 20 年経って、今の環境省に入ら
れた人たちがどのように展開されていくのか興味があります。日本は、循環型社会作りや廃棄
物対策が国際的に劣っているわけではないし、非常に特徴を持ったいいところもあると思うの
で、新しい皆さんが御議論しながら引っ張っていくことを期待します。ぜひとも頑張ってくだ
さい。 

 
―― 了 ―― 

 

話し手 伊藤 哲夫 氏 京都大学公共政策大学院 特別教授 

1979 年 環境庁入庁、2008 年 環境省大臣官房審議官（併任：水・大気環境局水環境担当審議官）、
2010 年 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、2012 年 自然環境局長、2013 年 退官。 

 

粕谷 明博 氏 全国管工事業協同組合連合会 専務理事 

1979 年 厚生省入省、2006 年 国土交通省水資源部水資源計画課長、2008 年 厚生労働省健康局水
道課長、2011 年 環境省水・大気環境局総務課長、2014 年 辞職。 

 

坂川 勉 氏 一般財団法人日本環境衛生センター 専務理事 

1980 年 厚生省入省、2010 年 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長、2013 年 公益
財団法人地球環境戦略研究機関事務局長（環境省大臣官房付）、2014 年 環境省東北地方環境事務
所長（福島環境再生本部長を兼務）、2017 年 退官。 

 

由田 秀人 氏 公益財団法人日本環境整備教育センター 理事長 

1974 年 兵庫県入庁、2002 年 環境省環境管理局水環境部土壌環境課長、2003 年 廃棄物・リサイ
クル対策部廃棄物対策課長、2005 年 廃棄物・リサイクル対策部長、2008 年 退官。 

 
（話し手は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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省庁再編（2001 年）1 
話し手 南川 秀樹 氏 ・ 森本 英香 氏 

同 席 鮎川 智一 氏 ・ 熊倉 基之 氏 

 

 

 省庁再編への関わり 

―――省庁再編に関わることになったきっかけ、当時のお立場などをお聞かせください。 

 

○南川 私は 1974 年に環境庁に入りました。1 つ大きな経験になったのは、入って 3 年目から 4

年目にかけて、OECD に研修生として派遣いただいたことです。その過程で、日本の環境行政

というのが、いかに分野が偏っているかということを痛感いたしました。特にヨーロッパ、ア

メリカの環境行政事情をじかに勉強できたということが、その後の自分の職業人生、特に役所

の在り方を考えるという意味では、大変大きな影響を持ったなと思っております。 

 省庁再編時は保健部の企画課長で、それに省庁再編の担当課長が併任されたということでご

ざいます。 

 

○森本 私は 1981 年に環境庁に入り、最初は南川さんや小島（敏郎）さん、西尾（哲茂）さんの

下で、環境影響評価法を担当しておりましたけれども、なかなか法律ができないということで、

閣議決定（に基づく環境影響評価）になりました。その後、通産省に出向したり、公害防止事

業団に出向したりしておりました。 

 省庁再編時は環境庁のプロジェクトチームで、南川さんの下でやらせていただきました。省

庁再編では環境省を作るということは決まっていて、具体的事務の他の役所との調整、あるい

は組織作りというのを中心に担当しました。 

 

○熊倉 私は 1994 年の入庁で、3 年目の 1996 年から 1999 年まで省庁再編の専従でした。ちょう

ど行政改革会議が立ち上がって、環境省設置法が成立するまでの約 2 年半を担当しておりまし

た。 

 

○鮎川 私は 1995 年入庁で、熊倉さんの 1 期下です。省庁再編の準備室では熊倉さんの後任で、

設置法ができた後の組織令、組織規則、独法国環研法（独立行政法人国立環境研究所法）案な

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 4 月 9 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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どの立案をしました。 

 

 省庁再編の背景、環境庁の在るべき姿 

―――省庁再編が進められた背景、また当時の環境庁に求められる役割というものはどのように
変化していったのでしょうか。 

 

○南川 省庁再編担当課長も併任でやりまし

たが、もう少し遡りますと、官房で特に国会

周りの仕事を大変長くやっていました。省庁

再編は、橋本龍太郎内閣（1996 年～1998 年）

で総理が戦後の省庁体制を全部見直すとい

うことで始められました。その時から「環境」

について、これは浮上するということができ

るのではという期待を持ちました。 

 私は、その前に竹下登元総理にもいろいろ

な形でお仕えをさせていただきました。例え

ば、地球環境行動会議（GEA）の会長として、

竹下先生が地球環境問題を軸として環境問題に関心のある議員の勉強会をしようということ

で、国際的な方も含めて勉強会が行われました。その時に参加されたのが、橋本先生でしたし、

加藤紘一先生でした。そういったこともあって、橋本先生ご自身が、環境問題には非常に熱心

に対応いただきました。 

 1997 年に京都で COP3（国連気候変動枠組条約第３回締約国会議）がありました。もちろん

海外の動きもありましたけれども、やはり橋本総理であったからこそ COP3 で京都議定書がで

きたと感じております。その時も橋本総理の考え方が非常に強く反映されたなと思っておりま

す。 

 そういった意味で、地球環境問題が広がる中で、橋本総理ご自身が行政の役割ということも

よく考えていただいたということで、大変感謝をしているところです。そういう中で（省庁再

編が）動き出したということでございます。 

 私自身が省庁再編の中で何を一番やりたかったかというと、化学物質対策です。私は化学物

質問題の担当課長でもございました。PCB（ポリ塩化ビフェニル）問題を契機に 1978 年に化審

法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）ができましたが、環境庁が全く関与でき

ていませんでした。化学物質について、その製造とか輸入について環境行政が手をつけられな

いということは、外国から見たら非常に不自然なことだったわけです。また、化学専攻で入っ

た方も、非常に無念な思いが強かったということを目の当たりにしておりました。そういった

こともございましたので省庁再編に大変期待しましたし、保健企画課長として自分も大きな役

南川 秀樹 氏 
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割を果たしたいと思っていたところです。 

 そういう中で、化学物質排出・移動の調査が保健部でされておりましたので、これを法律に

しようと、自分も走り回りました。これはゼロから関与するわけですから結構タフな仕事で、

その過程での通産省との折衝、厚生省との折衝、様々ございました。それをくぐり抜けて、よ

うやく今の形になったというのが、私の率直な報告でございます。 

 

○森本 南川さんのお話を聞いて思うのですが、南川さんが竹下先生、あるいは橋本先生と作っ

ていただいた大枠の中で、言ってみれば、私は兵隊として走り回ったなという感じがいたしま

す。 

 その中でちょっと付け加えさせてもらうと、私は 1997 年の京都議定書の時に議長となった

大木（浩）長官の秘書官をやらせていただきました。その時も、あの会議を成功させるために

どうするかを、大木長官が橋本総理に実際に会われ、あるいは電話をされて、密にやっておら

れたことを印象深く思います。その意味で、京都会議の成功も橋本総理がリードしたと思いま

す。 

 また、1993 年に環境基本法ができ、地球環境問題とか廃棄物問題というのが環境問題として

取り上げられるメカニズムにはなっているのだけども、実際には廃棄物問題は厚生省で行われ、

地球環境問題はまだ具体的なものがないという状況で、要するに環境庁の任務と実際の仕事の

範囲がかなりずれているという認識があり、省庁再編は環境庁の機能を在るべき姿に戻す良い

機会だと思っていました。化学物質対策と廃棄物対策が非常に重要なポイントで、公害の延長

からすると、こういった環境リスク対策は何よりも環境省の大きな柱であり、そこをしっかり

押さえないと、環境省の他の仕事、今でいうと自然保護、生物多様性、地球環境、放射性物質

対策といったものが育っていかなかっただろう思っています。 

 

―――省庁再編の議論が開始され、最初に感じたことはどのようなことだったのでしょうか。ま
た当時、どのように進んでいったのでしょうか。 

 

○南川 私は若い頃から、環境行政の組織はいかに在るべきかを勉強し、その中でドイツとかイ

ギリス、あるいはアメリカ等の行政の組織もずっと調べておりました。当然ながら廃棄物は環

境問題だというのがどの国でも常識です。化学物質も同じです。もう一つ言えば、原子力も環

境面からのチェックを環境部局が行っているというのは当たり前でしたので、それをきちんと

実現するかが最も大事だと思っていました。 

 ただし、最初はなかなかそういう議論まで行けず、省庁の数を減らすということでどこかに

飲み込まれるのではということをまず心配しました。例えば、実際に、科学技術庁は文部省と

一つになることになったわけです。 

 橋本総理にはなかなかお会いできなかったものですから、私自身は、当時の官邸、党、それ

から行革のメンバーになられた学者の方、それ以外にも事業者団体とか全ての委員の方に、自
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分なりに環境行政の重要性を訴えたつもりでございます。 

 その中で、大蔵省出身の岡田（康彦）官房長に随分動いていただきました。我々の話を聞い

ていただくだけでなく、御自身も実は活発に動かれました。そういう意味で、岡田さんには助

けられたという感謝の気持ちを今でも強く持っております。 

 

○森本 この時期、どういう省庁再編がなされるかはまだ星雲状態で、環境省ができるのか、環

境安全省か、あるいは農林環境省かという議論をしている時には、私は参画しておりませんで

した。（環境庁が）一体どういう役所になるのだろうということは、自分自身も考えていました。

引き続き調整的な仕事をする、ある意味きれいだけれども、現場を持たない役所として生きて

いくのか、それとも事業を持って、しっかり地に足を着けてやっていくのか、あるいはその両

方なのか、というところを悩んでおりました。もう一つは、農水省とくっつく議論があった時

に、環境庁とか環境省はやはりちょっと価値観が違うだろうなということは感じておりました。

結局、最終的な報告書でやはり価値観の違う役所として在るべきだとあって、それは非常に腹

に落ちるという感じはいたしました。 

 

○熊倉 私個人としては、諸外国の例を見ても、環境行政組織が庁という小さな組織はおかしい、

各省に分散している環境行政を一元化して省を作りたい、というのは入庁当時から思っており

ました。 

 それが早くも 3 年目にして、当時は官房総務課にいたのですが、第 2 次橋本内閣で火だるま

になっても省庁再編をやる2という方針が示されて、チャンスが来たと感じたところです。政府

に行政改革会議ができ、当時の小島保健企画課長がこれは対応しないといけない、まずは勉強

していこうということで、将来の環境行政の在り方を文書にまとめる作業を 1996 年の冬から

翌年にかけて行いました。参加者は有志で、各局の総括補佐とか、当時は水質管理課長であっ

た南川課長などに参画いただき、それぞれアイデアを出して、構想を考えていきました。 

 実際に動き始めたのは 1997 年 5 月です。行政改革会議の各省ヒアリングで、各省庁、自分の

行政分野を将来どうしたいのか思いを述べる機会がございました。これに向けて、何を出すか

庁内でいろいろな意見があって、しっかりした省の組織にしていくとか、総合調整機能という

環境庁の持ち味を生かして、総理府、内閣府の 1 部門が良いのではとか、幾つか議論はありま

したが、小島課長、南川課長はじめ、また私個人も、環境行政を一元化して、事業もやって政

策実現可能な組織にしたいと主張し、最終的にそういう考えにまとまりました。 

 各省ヒアリングは官房長が対応するので岡田官房長の位置づけは非常に大きく、こういった

我々の考えに官房長が同意され、環境行政の将来を真摯に考えていただいて、ヒアリングでは

環境行政一元化、環境省が必要だという話ができたというのが非常に大きかったと思います。 

 

                                                        
2 https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/PI/19961108.O1J.html （アクセス日：2021 年 12 月 15 日） 
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 環境省に決まる 

―――最終的に環境省という形になっていった経緯はどういうものだったのでしょうか。 

 

○南川 私自身は、いろいろな委員の方に何回もお会いしました。 

 ある先生は、環境と安全というものを一体にして見るべきだということを、御自分の意見と

して相当強く持たれておりました。委員間、あるいは橋本総理とどういう話があったか分かり

ませんが、最初のたたき台として環境安全省が出てきたと承知しております。 

 それ以前にも農水環境省とか幾つか議論があって、どこかの省に飲み込まれるのではという

心配をしておりました。それでは独自性が発揮できないし、諸外国の並びからしてもおかしい

ということで強くお願いしてまいりましたが、大変うれしかったのは、それがある程度は聞い

ていただけたのではないかということでございます。全体としては環境省という分かりやすい

名前にしようということで話が進んできたと承知しています。 

 化学物質に見通しがついたことと廃棄物が入ったのは非常に大きいと思います。廃棄物につ

いては、やはり業を所管し、実際の環境の確保に責任を持つということで、言ってみれば、遠

くから評論する立場をこれで離れるというのもございました。組織として成長ができるし、よ

り大きな責務を負うということで、一つ新しい役所が動き出すのだ、と感じ取ったところでご

ざいます。と言いますのも、私自身は、やはり「業」を大事にしたい。「業」を所管しない役所

というのは、しょせん空に浮かぶ雲みたいなものだと思っていまして、責任を取らない、それ

では駄目だと思っています。 

 

○森本 橋本総理は、確か環境庁ができる頃に厚生政務次官をされていたと思いますが、その時

に廃棄物行政を環境庁に持ってくるのかどうかは相当悩まれたようです。そのことを、橋本総

理と雑談する場でよく聞かされたので、そういった内心の宿題を省庁再編で実現された感じが

いたします。 

 また、当時環境庁で仕事をしていた衛生工学出身の技官の方は、ある意味、半端な環境庁職

員みたいな感じになっていました。厚生省採用で環境庁に出向、実質は環境庁にずっといらっ

しゃるという形を取っておりました。そういった意味で、（当時）今在る環境庁の姿が、在るべ

き姿じゃないのだなというのは、肌身で感じていました。 

 その中で、この省庁再編で廃棄物行政が環境庁に来たのは、南川さんがおっしゃったとおり、

実務を持ち、かつ当時廃棄物問題は不法投棄含め、健全性の確保が大きな課題だったので、そ

ういった仕事に携わることになったのは、環境庁、環境省の職員の練達にも非常に役立ったか

なと思います。 

 

○鮎川 環境庁時代の廃棄物・リサイクルは、最終処分基準と各種リサイクル法の基本方針くら

いの所掌事務だけでした。この省庁再編の議論が行われている時にちょうどその業務を担当し
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ていたので、省庁再編も視野に入れつつ、先ほど南川さんがおっしゃったように、ヨーロッパ

並みに廃棄物・リサイクル行政も組み替えるというビジョンを出す仕事をやっていました。 

 ヨーロッパの場合は、有価か無価かではなくて、廃棄物として管理すべきかどうかで分かれ

ていたので、物の取扱いについて一気通貫でやるべきという内容で中環審答申案を作成し、そ

のビジョンは最終的に循環基本法（循環型社会形成推進基本法）の形になりました。省庁再編

後の廃棄物・リサイクル行政は、再編前の環境庁と厚生省を合わせたものと通産省との役割分

担からほぼ変わらない形にはなったのですけれども、全体の基本的な枠組みは用意できたと思

います。 

 

○熊倉 行革会議の議論で申し上げると、チェック・アンド・バランスの考え方で省庁再編をや

るというのが非常に大きかったと思います。（1997 年）5 月のヒアリングでも、環境庁は、開発

行政とか産業振興の行政と切り離した形で、しっかり環境保全の観点からチェックし、国全体

でバランスの取れた政策にするためにも独立した省で在るべきという主張をいたしました。 

 担当の小委員会の座長の先生が書かれた資料の中でも、省庁再編の基本的な考え方として、

チェック・アンド・バランスを重視すると記載されました。そのために、環境、それから安全

のような行政分野は独立した組織が必要だということになりました。加えて、環境問題が COP3

京都会議を控えて大きな国政テーマになっていたので、環境政策が一つの柱と捉えられ、独立

の省にするということが打ち出されたのだと思います。 

 

○森本 それに加えてもう一つ思うのは、1993 年に環境基本法が作られることになったのは、そ

の前年にリオサミットがあったというのがありますけれども、竹下先生、あるいは橋本先生ら

が、公害対策基本法での環境政策というのはもはや古い、環境基本法というもっと大きい袋を

作るべきだという提言を出されて、それが起動力になったということがあると思います。つま

り、一つの政策分野として独立したものだということがここで定着したと思います。 

 もう一つは、1997 年に京都会議があって、地球環境問題というのがこんなにも世界的に大事

な話だ、チェック・アンド・バランスにとどまらず地球環境問題にきちっと対応する、一元的

ではないかもしれないけれども責任を持って対応する役所が要る、ということが前提になって、

そういう大きな 10 年間の流れの中で、独立した組織として認識されたのかなと思います。 

 

 環境省へ移管されたもの、されなかったもの 

○森本 水道行政については、やはり廃棄物行政、あるいは浄化槽行政と一体でやるべきだと今

でも思っています。当時は様々な意見がありましたが、最後は、橋本総理が、口から入るもの

だから、という整理で水道を厚生労働省に残したという経緯があります。ただし、水道をきち

んとやろうと思ったら川がきれいでなくちゃいけないわけで、川をきれいにするのは環境省の

仕事だということからすると、環境省であった方が幅のある仕事ができたと思うし、今でもで
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きると私は思っています。 

 

○南川 当時、自然とボーダーに浮かんできた問題と、こちらがボーダーに持ち上げた問題が幾

つかあります。 

 まず、浮かんできたのは当然水道です。大学の講座も大体廃棄物と水道が一緒に扱われてい

ます。技術系職員は水道と廃棄物をセットで採用されているということも現実にあります。な

おかつ、水質行政は当時環境庁でやっているという中でしたが、結論としては、口から入るも

のだからということで、食べ物と一緒に（厚生労働省で）扱うという整理になりました。 

 もう一つは森林問題です。全体は林野庁がその当時から見ていましたけれども、自然保護色

の強い部分については環境省に移管する、そういう中で環境省も、いわゆる国立公園の枠を超

えて仕事をしていくという議論もされておりましたが、結局、そうはならなかったということ

がございます。 

 それから、環境省に移管されたのが動物愛護行政です。私は、理屈としては自然にいる動物

もペットも同じだ、これを統一的に扱うことが良いと考えていて、当時総理府にあった動物愛

護行政を持ってくるということで、行革担当事務局などとも話をしておりました。ただ、他の

役所も獣医さんとかいろいろな世界があり、農水や厚生も自分のところでやっても良いという

ことを言われていました。そういう中で行革担当事務局が一定の整理をして、環境省に持って

いくことを決められました。 

 もう一つは原子力です。私自身はドイツの人とも随分付き合いがあったものですから、原子

力の安全問題、特に環境汚染問題について、基本法から全部抜かれるのはおかしいと古くから

思っておりましたので、これを機会に、ということで持ち出しました。結果的に環境省は測定

を一部やるということになりました。 

 

○熊倉 水道と原子力安全と原生林・森林は、移管に関する三大テーマでした。原子力について

は、10 年後に期せずして原子力規制委員会が外局になりました。 

 国立公園は、アメリカなどは営造物型といって、国が土地を所有し、公園当局が保護と利用

をやっていますが、日本は過去の経緯で区域指定はするけれども土地所有権は別という仕組み

になっています。当時、橋本総理は日本山岳会の会長ということもあって、自然保護にも非常

に造詣が深く、これを打ち出されたのかなと考えています。しかし、最終的には、一部分だけ

環境省に持っていくということがなかなか難しくて、合意には至りませんでした。 

 

 地方組織の見直し 

―――環境省の地方組織について、省庁再編の直後に地方環境対策調査官事務所が設置され、
2005 年に地方環境事務所が設置されました。その経緯を教えてください。 
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○森本 環境庁時代ですけれども、総務庁（の地方支分部局である管区行政監察局）の中に環境

のことを調査している人（環境調査官）が 50 人位いました。行政管理の一環として人がいると

いうことですけど、それを環境省の中に組み込んでいくというのが一つの課題だったと認識し

ています。 

 当時は省庁再編の話なので、地方支分部局を大きくするとか小さくするとか、そういう話は

多分議論の外だったと思うので、ステップとして、（1994 年に国立公園管理事務所を名称変更

して）国立公園・野生生物事務所というのが位置づけられ、そして（2001 年 10 月に）地方環

境対策調査官事務所が環境省の組織として位置づけられたところで止まったということかと

思います。 

 

○南川 省庁再編の時に支分部局を作りたいと思いましたが、総務庁自身も省庁再編の議論の中

では対応できない、と言っていた経緯があります。 

 私は 2001 年に官房総務課長になったものですから、もう一度やろうということで、地方環境

対策調査官事務所担当の、旧知であった総務省の局長のところへ相談しました。廃棄物問題へ

の対応とか、地球環境問題を含めて、ぜひ地方支分部局を作りたい、その中で責任持った行政

をしたい、現場に地に足の着いた仕事をしたいということで、そのためには申し訳ないけれど

も、管区行政監察局の環境調査官を環境省に移してほしいということを頼みました。 

 その局長が過去の経緯をもう一遍調べてくださり、元々は三木（武夫）環境庁長官時代に支

分部局を作ろうと長官が言われ、当時の環境庁と行政管理庁が相談しまして、いきなりそうい

うのを作るのはなかなか大変だ、ということで、当時の行政管理庁に環境調査官を置く、その

方に環境庁併任になってもらう、そういう中で情報が行けば良い、ということでまとめたとい

う経緯を調べていただきました。そういう経緯があるのなら、自分がちゃんと考えましょうと

言っていただきました。 

 そうした議論も踏まえて、自然関係も含めた地方支分部局を作りたいということで、（総務

省）行政管理局の方にお願いをしに行って、結果的には（2005 年に）現在の形になったという

ことでございます。諦めなくて良かったなと思いますし、たまたまそういったことを理解いた

だける方が担当局長で大変良かったなと思っています。 

 

 省庁再編がもたらしたもの 

―――省庁再編は環境庁・環境省の在り方にどのような変化をもたらしたとお考えになられます
か。 

 

○南川 私は、地に足の着いた行政をやりたいと思いました。実際に、環境上、どうしたらもっ

ときれいになるかとか、ごみが消えるかとかありますけれども、やはり現実の結果に責任を持

たなければいけないというところから話を始めたい。事業者の人もいるわけです。それが政策
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的に向かう方向と、いま現在事業者のやっている仕事とが方向性としてぶつかる場合はたくさ

んございます。そういう場合にどうやってご理解をいただきながら政策を進めていくかという

ことが大事であります。そういったことを常に考えるということが、地に足の着いた責任ある

環境行政だと思っております。 

 

○森本 正直言うと、省庁再編をしたから環

境省が、あるいはみんなの頭ががらりと変

わったということはあまりなくて、やはり

人間、置かれた状況によって進化していく

ということだと思います。 

 南川さんが重々言われていることですけ

ど、実施する仕事、事業を担い、そして多分、

人事配置もかなり大胆にがらがら替えて、

そういった現場で環境省の職員が動けるよ

うにされたと思います。それが非常に大き

くて、その後の 10 年間、あるいは 20 年間、

いわゆる責任ある官庁としての、あるいは自分でやるという意欲を持った官庁として育ってき

たのかなという気がします。 

 それともう一つ。逃げる、あるいは変質する、ぐらつく役所は、最後は信用されないという

ことがよく分かって、環境省はそういう意味は一貫して行動ができているというか、せざるを

得ない役所なので、そこは環境庁が環境省になり、現場も持ち、そして自分の理念みたいなの

を持って、それに基づいてやるという癖をつけてもらったというか、南川さんに強制的にさせ

られたという気もしますけれども、というのは、環境省が育つ上で非常に良かったと思います。 

 

○熊倉 環境庁時代、各省協議、法令協議でいろいろ闘争がありましたが、環境庁は総合調整官

庁なのだから、上から見て何か調整していればいいとか言われて、事業をやるなんていうこと

は想定されていなかったわけです。環境省になって、そういう入口で封じられるようなことは

言われなくなったというのは感じておりまして、責任とか所掌という意味で環境に関わるもの

であれば環境省はやれる、やるべきというのが、霞が関全体に浸透したというのは、実務上は

大きな成果だったと思っています。 

 

○鮎川 私も森本さんと同じような感じで、省庁再編があって、ころっと変わったという印象は

ないです。東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質汚染の対処を環境省が引き受

け、今も取り組んでいます。最初に引き受けようとした時に、省内でかなり議論があったと思

うのですが、そこでちゃんと環境省が引き受けた。その前に旧軍毒ガス弾等の処理を引き受け

た時も、大変な仕事をあえてやる、住民の方々が見えるような仕事を一つ一つ解決していく、

森本 英香 氏 



 
 

記録編-18-10
省庁再編 

という責任感みたいなものを見せることで、霞が関の中での信頼を築くというようなお話を、

南川さんからお聞きしたことがあって、その最たるものが今回の福島第一原発事故による放射

性物質汚染の対処かなと思います。 

 

 おわりに 

―――今後の環境省の在り方等についてお考えをお聞かせください。 

 

○南川 私は、常に人も組織も責任ある立場に自分を置くということを発想しなければいけない

と思っています。要は、全体としてこうすべきだ、こう在るべきだという議論があって、その

中で現実に自分が何をすべきか、という発想で行動しなきゃいけないと思います。だから、仮

に責任者の立場でなくても、責任者の批判をするのではなく、こういう対策を取るべきだ、こ

ういう政策を取るべきだということを発信する。その中で、今、自分がやれるのはこの部分だ

ということで仕事をしていくことが必要だと思います。そうでなければ仕事なんかしない方が

良いと私は思っていまして、常に批判だけをする人については全く相手にしないというのが、

今も私の考え方です。ぜひ今の環境省の方も、そういったつもりで仕事をして欲しいと思いま

す。 

 また、自分たちが背負うべきものをきちんと示して、その中でその責任を果たしていくこと

をいかに見せるか、普段からそういったことが大事だと思います。今の現役職員にもよく言い

ますが、自分たちがやっていること、やろうとしていることをアピールしなきゃ駄目だ、中で

勉強して自己満足しちゃ駄目だと。紙でも良いですし、YouTube でも良いですけれども、自分

たちが考えていることを出して、訴える。いろいろな人に、事業者の人も含めて見ていただく。

そういう中で、自分たちの仕事を考えていく、新たな発展を考える、といったことが非常に大

事だと思います。環境省の職員は、良かれ悪かれ、徹底的に出る杭になってほしいと思います。

出る杭は打たれますけど、出ない杭は腐ります。そういったマインドを持って徹底的にやって

ほしいなと思います。責任ある立場に自分がいると考えて、全体をいかにやるべきか、その中

で自分は何をすべきか、ということを常に考えていただきたい。誰かがやるだろうなんて考え

ないということです。批判されてもいいから、自分なりに実行すべきだということを出し、そ

して自分がやることをやる、といったつもりで、日常的な仕事に向き合っていただきたいと思

います。 

 

○森本 取り組むものが随分広がりました。つまり、社会の構造とか、経済の構造全般に関わる

ものについて、環境省が責任持って何か語らなくちゃいけない、責任持ってやらなくちゃいけ

ないということになったわけなので、そういった意味では、対話、コミュニケーション、とに

かくいろいろな人の話を聞いて、そしてそれらを全部飲み込んで、自分の案を出すということ

が必要かなと思います。 
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 環境庁時代の悪い癖で、自分はきれい事を言えばいいんだという世界がまだちょっと残って

いるような気がします。それは駄目で、どこまで飲めるかはともかく、社会はこう在るべきだ、

こうした方がみんなの幸せになるのだという、しっかりしたビジョンを見せる努力が必要と思

います。どんどん課題が難しくなりますが、頑張ってくれという話です。 

 

―― 了 ―― 
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話し手 南川 秀樹 氏 一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 

1974 年 環境庁入庁、2008 年 環境省大臣官房長、2010 年 地球環境審議官、2011 年 環境事務次
官、2013 年 退官。 

 

森本 英香 氏 早稲田大学法学部 教授 

1981 年 環境庁入庁、2012 年 原子力規制庁次長、2014 年 環境省大臣官房長、2017 年 環境事務
次官、2019 年 退官。 

 

同 席 鮎川 智一 氏 環境省環境再生・資源循環局 参事官（中間貯蔵） 

 

熊倉 基之 氏 環境省自然環境局国立公園課 課長 

 
（話し手及び同席者は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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PCB 特別措置法の制定と PCB 廃棄物処理体制の
構築（2001 年）1 

話し⼿ 由⽥ 秀⼈ ⽒ 

 

 

 我が国の公害問題と PCB 

そもそもどうして PCB 特措法の制定に⽴ち⾄ったのかということから申し上げるのがいいの
ではないかと思います。 

 昭和 45 年の、いわゆる公害国会のときに公害対策基本法の⼤幅な改正が⾏われ、旧清掃法が廃
棄物処理法になり、その中で初めて産業廃棄物について排出事業者の責任（Polluter-Pays Principle）
という⾔葉が登場し、公害問題、環境問題を律するある種の考え⽅が出てきています。 

 当時、我が国の⼤きな環境問題になっていたのは、四⽇市ぜんそくに代表される⼤気汚染問題
と⽔質汚濁問題で、⽔質汚濁問題の中の代表選⼿が⽔銀と PCB だったと思います。PCB は、環境
基準にも記載され、重⾦属の代表選⼿である⽔銀と並んで⼤きな環境問題になっていたと思いま
す。 

 その時代に、我が国に環境庁という役所が、⽔銀や PCB 等による⽔質汚濁の公害問題に対処す
るために作られました。私を育てていただいた兵庫県では、⽬の前の播磨灘が⽔銀と PCB で汚染
されていることに腹を⽴てた地元の漁業組合の⼈たちが、兵庫県庁に⿂をわっと持ってきてフロ
アにまくということがありました。このときに、私は兵庫県に⼊庁したばかりでした。 

 全国的にみると、⽔銀、カドミウム、PCB 等、重⾦属と⼈⼯的に作り出した化学物質、夢のよ
うに便利な物質が、実は有害性があり、さらに難分解性で蓄積もするし⽣物濃縮もするし、とな
かなか難しいものでありました。 

 

 兵庫県で PCB と出会った 

私が、兵庫県庁に⼊ったとき兵庫県には全国で唯⼀ PCB 条例ができていました。私が兵庫県庁
に⼊りました昭和 49 年 4 ⽉には既にできておりまして、「君は、できたばかりの PCB 条例を担当
しろ」と⾔われたのが、私の PCB との出会いでした。 

 担当者となった私は、PCB のトランスやコンデンサーを保管している県内の保管事業所を回り
ました。条例ではトランスやコンデンサーを保管する場合には届出を出すこととされているので、

 
1 このインタビューは、2021 年 1 ⽉ 19 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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届出を台帳に記載していく。また、条例で、汚染されたものを堅固な容器に⼊れて保管すること
とされていたので、とても厳重な容器に保管している。私はそういった保管事業所の⽴⼊検査を
3 年間担当しました。その間、神⼾市も含めて兵庫県の条例がかかっている地域の保管事業所を
巡回しながら、⾏くたびに同じような⽅と顔を会わせ、これはいつまで保管したらいいのですか
と聞かれました。これが私の PCB との最初の出会いになります。 

 当時、環境庁ができたばかりで、PCB と⽔銀は⽔質汚濁物質の双璧で、⽔質汚濁防⽌法で規制
もされていました。環境庁は調整官庁として活動をしていたのですが、廃棄物処理を所管してい
たのは厚⽣省ですし、事業者の指導・調整は通産省でした。当時、私が兵庫県条例で県内を巡回
していたときに、国から『マル P 協会2ができました』『感圧紙協会3ができました』という通達が
きました。『マル P 協会が、通産省の指導の下でこれから PCB の処理場を造るので、それまでの
間は廃棄物処理法の原則に従ってちゃんと保管をしてください。』という内容で、これで PCB と
いうのは処理されるのだなと思い、私も安⼼していました。 

 

 PCB との再会、そして 39 戦 39 敗 

私は厚⽣省に移り、ダイオキシンや産業廃棄物、豊島の関係の事案に取り組んでいました。そ
うこうしているうちに PCB の保管状況を当時の総務庁が調べまして、岐⾩県で⼀部不明・紛失を
しているということが分かり、通産省、厚⽣省、環境庁に勧告をしてきました。そのとき私は厚
⽣省から環境庁企画調整局の環境研究技術課に出向していまして、厚⽣省が代表で⾏った調査結
果を公表するために、通産省との調整をお盆休み返上でやることになりました。PCB が何千台も
なくなっているという調査結果・データの公表ですから、⼤変な仕事でした。これが私の⼆度⽬
の PCB との関わりでした。 

 振り返ってみると、私が、兵庫県庁にいた時代は、国からの通達でマル P 協会を作ってちゃん
と PCB を処理させるというので安⼼していたのです。しかし、気がついたら⾃分がその⽴場にい
て、何もできておらず、かつその間に⼀部の PCB 廃棄物が不明・紛失になっていました。PCB の
処理はマル P 協会が⾏っていると思っていたのですが、それは幻だったのだなと、気がつきまし
た。 

 そこで、通産省やマル P 協の関係者に集まっていただき、各地で PCB の処理に挑戦した事例を
全部リストにしてもらって、その中で本格的に練れた事例、例えば、はっきりとローカル政治、
市⻑選のテーマになったとか、住⺠団体と随分話し合っていいところまで⾏った、といったよう
な話を並べると 39 個ありました。それでも PCB を処理できたという事例がなくて、これで、39

回戦って 39 回負けたと、このやり⽅ではどうにもならないね、ということがはっきりしました。 

 

 
2 財団法⼈電機ピーシービー処理協会。のちに財団法⼈電気絶縁物処理協会に改称し、平成 13 年 11 ⽉解散。 
3 ピーシービー⼊り旧ノーカーボン紙処理協会 
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 PCB の化学処理法の開発 

PCB を保管している現場等を訪ねて、いろ
いろと調べてみると、多くの電⼒会社では、電
柱で使っていてコンタミ（汚染）を起こした低
濃度の PCB を⼤量に保管していました。環境
省が主に取り組もうとしたのは濃い PCB の処
理だったと思いますが、⼤量にある低濃度の
PCB を保管し続ける⽅が⼤変です。このため、
産業界としては、低濃度をすごく問題にしま
す。 

 電⼒業界は、平成の初め頃に PCB の焼却テ
ストをしていて、きちんと PCB も分解されダ
イオキシンも出ていないというデータも取っていたのです。しかし、同時期に都市ごみと産業廃
棄物の焼却炉で発⽣するダイオキシンが社会問題となりました。このため、本格的に PCB を処理
する焼却炉を造れる状態ではなくなり、産業界としても、とても焼却炉は建たないと諦めました。 

 それで、代わりに彼らが開発し始めたのが化学処理法です。低濃度であっても PCB にコンタミ
しているものは全部保管していて、こういったものも含めて処理する⽅法として化学処理法を既
に電⼒会社だけではなく、荏原製作所など幾つか企業が開発していました。次に産業界からどこ
まで処理をしたら化学処理で処理できたとなるのか、決めてほしいということになりました。こ
れを「卒業基準」と⾔います。最初は、厚⽣省の産業廃棄物部⾨が委員会を産業廃棄物振興財団
（現・公益財団法⼈産業廃棄物処理事業振興財団）に作りました。さらに通産省もほぼ同様のメ
ンバーで委員会を作りました。私は、環境庁の環境研究技術課のときに、環境庁の調査費で、⽇
環センター（現・⼀般財団法⼈⽇本環境衛⽣センター）に同じようなメンバーの検討会を作りま
した。これら３つの委員会のヘッドは、いずれも平岡正勝さん（京都⼤学）という私の恩師です。
そのころから永⽥（勝也）先⽣（早稲⽥⼤学）、⽥中（勝）先⽣（岡⼭⼤学）、それから亡くなら
れた東京農⼯⼤の細⾒（正明）先⽣とかが御活躍されていました。3 か所の委員会で議論を進め、
結局は環境庁側の⽇環センターの委員会で 0.5ppm を⾔い出して、厚⽣省の検討会も通産省の検
討会も、同様のメンバーでやっていますから、結構ですとなりました。こうして卒業基準が決ま
りました。 

 

 廃棄物処理と地域間の流⼊規制 

この当時、廃棄物問題ではどんどん⾃治体と国との関係が悪くなってきた経緯があります。産
業廃棄物が⼤都市圏で出てきて、その産業廃棄物を地⽅に持って⾏って、そこで悪いことを起こ
すという、こういった現象がどんどん出てくる。その典型例が豊島事件です。条例がだめなら、

由⽥ 秀⼈ ⽒ 
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指導要綱で廃棄物の流⼊を⽌めてやるという具合に、各県の流⼊規制が徹底して盛り上がり始め
ました。PCB を広域処理なんてとんでもない話だ、建設廃材だってもう⼀切持ってくるな、県境
を越えて他県からは⼊れないのだ、と。 

 ⾸都圏も巻き込んで、⾃治体間、あるいは国と⾃治体の関係が悪くなってきた。国は焼却炉や
し尿処理場を造るときに補助⾦出しているだけじゃないか、PCB の処理場を造るなんていうこと
はとんでもない、という話になります。 

 そういった⼋⽅塞がりのなかで、国が補助⾦だけじゃなしに法律というツールを持って、役に
⽴つことをやるということで、平成 7 年に初代容器包装リサイクル法が成⽴しました。国がこん
なことができるのだと⾃治体からの信頼を取り戻せました。 

 

 信頼回復と PCB の広域処理への途 

その翌々年の平成 9 年の廃棄物処理法の改正では不法投棄の原状回復について産業界と国が⼀
緒になって取り組むことになり、さらに平成 12 年の改正で『やはり国はやると⾔ったらやれるの
だ』と。その雰囲気の中で、PCB 処理の話を、北海道、愛知県、⼤阪市、北九州市に持ち込ませ
ていただきました。まあ、きっかけはいろいろあるのですが。 

 東京でも都庁の⼈たちにこんな話をしました。「東北地⽅の会議で地元の⼈が、東北⾃動⾞道が
できて東京に野菜を送ったら産廃が返ってきた。東京は本当にとんでもないな、と⾔っていた。」
と。 

 

 北九州市から始まった 

それぞれいろんな事情があるのですが、北九州市で全国初の受⼊れの段取りをきちっとやって
いただきました。これは市⻑をはじめ、局⻑さん、室⻑さん、その前後の⼈、今も市役所の職員
でいられる⽅々に、本当によくしていただきました。市議会の議員の皆さん⽅、「するなの会（響
灘を危険物ごみ捨て場にするなの会）」の⽅々、⼩倉タイムズの⽅々を含め、皆さんのお⼒添えで
北九州市からスタートさせていただけたのです。北九州市での処理については、最初から中四国・
九州の 17 県を対象とするということで話を始め、その後も地元の⽅々、市役所の⽅を中⼼に取り
組んでいただきました。このことに対し、私が役⼈であった時代から、その後もずっと今に⾄る
まで感謝しています。 

 

 ⼤阪と東京での広域処理 

北九州市にお話をするときに PCB 処理施設の話が切り出せたのは、実は既に東京と⼤阪で内々
に検討を始めていたからです。 

 酒井（伸⼀）先⽣（京都⼤学）と⼤阪市の市役所の⽅々と話したとき、当時、⼤阪にオリンピ
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ックを誘致しようとしていて、その前に環境分野で⼤きな成果を⽰せるものがないかという相談
を受けたのです。そこで、PCB の処理はどこもできてないのでやってみようということになり、
酒井先⽣を中⼼にして検討が始められたのです。 

 東京では、『⼤阪ではこんなことを始めているので、東京でも検討だけでも始めてみないか。』
ともちかけました。それで細⾒先⽣が座⻑をされて、検討から始められました。 

 PCB の処理では、トランスやコンデンサーの処理の他、PCB を含む安定器や PCB が付着した
ウエス等、その他汚染物の処理も必要です。安定器の処理について都庁の⼈たちも困っていたと
ころに、⼋王⼦の⼩学校で照明器具の安定器が破裂したのです。この報道を⾒た江東区の区議会
議員のキーマンから都庁に、環境省が⾔っている PCB の処理とは安定器に含まれる PCB のこと
か、という問合せがありました。この出来事がきっかけで地元の了解が得られ、東京事業所は安
定器処理場としてスタートし、さらにトランス、コンデンサーを処理することになった。それが
東京処理場なのです。そうなると東京エリアだけ安定器をやって、他の事業所で安定器やらない
というのも変ですよね。 

 

 豊⽥市では地元の世界的⼤企業との協⼒が⾝を結ぶ 

トヨタ⾃動⾞は、豊⽥市の⼯場に PCB をたくさん抱えており、技術者の⽅が平岡先⽣に相談に
来られました。平岡先⽣が私を紹介してくださったので、トヨタ⾃動⾞の⽅に『御社の PCB も含
めて、環境省と⼀緒に東海地⽅か、中部地⽅かの PCB の処理を⼀緒にやりませんか』と逆提案し
ました。そしたら数⽇のうちに、トヨタ⾃動⾞から、地元地域への対応は環境省が全て担当する
ということを条件に、PCB 処理を⾏うための場所、処理技術、処理施設整備に協⼒する、という
返事をいただくことができました。 

 すぐに、愛知県に事情を説明しました。結果的に、北陸各県を含めるのは駄⽬でしたが、東海
三県の PCB 処理を⾏う施設を豊⽥市に誘致することになりました。 

 悪貨が良貨を駆逐しながら、⼤都市圏から地⽅に⾏って悪さをするということの逆をやること
が、廃棄物政策の安定化につながると思っていましたから、PCB の処理というのは、国内での産
業廃棄物処理では最⼤の武器でした。 

 

 もちろん、失敗も 

次は東北、北海道ですね。そんなときに、宮城県知事の浅野（史郎）さんに『実はこういう状
態で、他の地域も⼀⽣懸命頑張っている。北海道は北海道で⼿を打っているが、廃棄物は海を越
えられない。東北の雄と⾔えば宮城県だよね。』と相談しました。浅野さんには共感を頂き、県議
会の答弁か演説で、『PCB の処理について国が今動いているが、宮城県としてもぜひともこうい
う話には協⼒していかなくてはいけない』という雰囲気の話をされました。 

 しかし、私が候補地を視察した際に、町役場に⾏ってみると会議室がテレビと新聞の新聞記者
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の皆さんで埋まっており、「とにかくどうしてこんな⽥舎のほうに⼤企業が作った PCB を持って
くるのだ」と反対を受けました。結果的に、宮城県において PCB 処理施設を誘致することはでき
ませんでした。 

 

 室蘭での広域処理が決まる 

北海道の室蘭市については、私が⼟壌環境課⻑に異動した後も、後任の産業廃棄物課⻑が⼀⽣
懸命、北海道庁とか室蘭市に⾜を運んで、「何とかこの本州の PCB を処理してもらえませんか。」
と働きかけていました。 

 最初は北海道内のものに限らせてほしいというのが、北海道庁の⽴場でした。しかし、さまざ
まな交渉をした結果、本州の PCB も、反対する⼈もたくさんいますけれども、努⼒してもらえる
ことになりました。 

 その後、私は JESCO（現・中間貯蔵・環境安全事業株式会社）に着任するまで地元には⾏きま
せんでした。地元の室蘭市が受け⼊れてくれるには、もっと表に出た形が要ります。それが浅野
知事です。浅野さんは、宮城県への誘致が潰れたことで責任を感じていらっしゃったのです。浅
野知事と、⽯川県、新潟県、富⼭県の知事が、⾼橋はるみさん（北海道知事）を訪ねてお願いし
たのです。さらに浅野知事から室蘭市⻑に市議会と市⻑さんの前でお話をしたいと申し⼊れて頂
きました。その上で室蘭市議会のメンバーや市が希望する⽅々の前で、⼼のこもった、浅野さん
しかできない演説をしていただきました。 

 

 プラズマ処理⽅式の導⼊ 

室蘭市と北九州市では、プラズマ処理を実施していますが、これは、PCB 処理事業に関してま
だ残っている仕事と⾮常に関係が深い話です。 

 東京事業所のところで安定器について話しましたが、もう⼀つ、その他汚染物というのがあり
ます。トランス、コンデンサーを化学処理したとき、その構成部材である⽊とか紙に付着した低
濃度の PCB を燃やさずに処理して、卒業基準以下の濃度にするのには、すごいコストがかかるの
です。それで北九州の化学処理施設の隣にプラズマ、すなわち溶融分解施設を設置しました。安
定器や PCB が付着した⽊や紙をあるところまで処理して濃度が薄くなったものを処理するため
にプラズマ処理の施設を造らせていただいた。そうしないと PCB 処理が完結しないのです。本来
は、北九州だけじゃなくて、⼤阪にも豊⽥も東京も室蘭も、全部でプラズマ処理を設置するのが
よいのですが、いろんな理由で室蘭以外はうまくいきませんでした。 

 

 PCB 特措法に込めた思い 

PCB 特措法案に関する調整段階で、通産省から、産業界に関連する規定を共管にしてほしいと
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申⼊れがありましたが、協議の結果、環境省の専管法になりました。当時の環境省にとって専管
でああいうことができるということが必要だったのです。省庁再編の結果、廃棄物⾏政を所管す
るというのは、実⼒を持つということです。つまり、産業界が全く⾔うことを聞かないという状
態で産廃⾏政なんて進めることができないのです。 

 PCB に向き合ったことで環境省は⼀気に信頼を勝ち取ることができたのです。したがって旧廃
棄物・リサイクル対策部という組織にとって PCB が⼀丁⽬⼀番地で重要だと⾔う⼈がいるとい
うことは、そういうことなのだと思います。 

 また、PCB 特措法では、届出をするとディスクロージャー（開⽰）をすることとなります。当
時、ディスクロージャーをどの程度やるとどういうことになるのか、という点を関係者の誰もよ
く分からなくて恐れていました。私は、完全な⾃信があったわけではないのですが、事前にいろ
いろな⼈達と話をしていく中で得ていた感触として、とにかく全部が表に出れば、もう PCB の処
理をやらないといけないということになるだけであって、PCB をたくさん保管している事業所に
誰かが押しかける、なんてことにはならないはずだと思っていました。ディスクロージャーは条
⽂的にはすごい思い⼊れのあるところです。法律を出すということになった以上は、そこをやっ
てみたいなと思いました。これは、どちらかというと個⼈的に思い⼊れのあった部分です。 

 特措法制定で⽬指そうとしたことは、PCB の処理、特にトランス、コンデンサーとか⾼濃度の
ものの処理であり、当初は安定器の処理は視野に⼊っていなかったのです。特措法に基づく PCB

の処理は、結果的に環境事業団、現在の JESCO が⾏うこととなりました。JESCO は環境省直営
ではないですが、国 100％出資の組織でありましたし、環境省で PCB 処理をやるといっていた⼈
間が、JESCO に⾏っても同じように PCB 処理をやると⾔っていたので、地元の⽅々には、15 年
経っても信⽤していただけているのだと思います。 

 

 難しい環境問題に取り組む気概 

今、後輩の皆さんたちが随分頑張っていただいて、よくここまでこの事業をやってきていただ
いたなと。恐らく今、難しい順番で⾔うと、沖縄の基地問題、原発の問題、それと並びますね、
この PCB の問題の難しさは。その⼀⾓を環境庁という⼩さな調整官庁が、省庁再編によって廃棄
物もやるということになって、PCB にも取り組んできた。そうして、今は、皆さんがしっかりや
ってこられて実⼒官庁になった。災害も毎年起こっているし、とにかく困った⼈を環境という分
野で助けていくという、そういう遺伝⼦が我々にはあるぞ！と。ぜひとも皆さんで思って頑張っ
ていただけたらなと思います。 

 環境⾯での、とにかく嫌な仕事ほど、⾃分たちがやっていこうという気⾵が育てばいいなと思
います。 

 

―― 了 ―― 
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話し⼿ 由⽥ 秀⼈ ⽒ 公益財団法⼈⽇本環境整備教育センター 理事⻑ 

1974 年 兵庫県⼊庁、2002 年 環境省環境管理局⽔環境部⼟壌環境課⻑、2003 年 廃棄物・リサイ
クル対策部廃棄物対策課⻑、2005 年 廃棄物・リサイクル対策部⻑、2008 年 退官。 

 

（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 
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新・⽣物多様性国家戦略の策定（2002 年）1 
話し⼿ ⼩野寺 浩 ⽒ 

 

 

 新・⽣物多様性国家戦略策定の背景 

2001 年⾃然保護局の計画課⻑になり、新・⽣物多様性国家戦略策定に着⼿した。計画づくりは
本当にしんどくて、覚悟決めないとやることができない。どこの役所もそうですけど、技術系の
⼈間が配属されているセクションの中⼼は計画課で、事務系の多くは総務課とか企画調整課とか、
そういうところに⾏く。1995 年に策定された第 1 次⽣物多様性国家戦略は、時間もなかったし体
制も整わない中で⽣物多様性条約の締約国になったのでとにかくやりましょうということで作
った。だから今度は、本格的に⾃然保護の⼤きな⽅針を出さなきゃいけないなと思いました。僕
の気持ちとしては、第 1 に、⾃然環境、⾃然保護の個別法、例えば国⽴公園とか絶滅危惧種とか
外来種対策、⿃獣保護法は、より充実・強化していかなきゃいけない。⽇本では、これまで光が
当たっていなかったわけだから、強化しなければならない。２つ⽬は、それが⼀番⼤きかったの
ですが、環境省の⾃然環境局の社会的な責任というのは、⾃分の持っている個別法をそれぞれ磨
き上げていくことに加え、国⼟全体の⾃然環境の⽔準を向上させることについて、世間に対して、
あるいは国⺠に対して、⼤きな⽅針を⽰すことだと思っていた。逆に⾔えば、環境省の⾃然環境
局以外に国⼟全体の⾃然環境保全あるいは⾃然保護の⽅針を考えて出せるところってやっぱり
ない。専⾨家、学者とも議論して、こうですよというのは⾔わなきゃいけないと、そういう気持
ちがあった。考えてみると、国⼟計画あるいは国⼟政策、社会政策を考える上で、環境あるいは
⾃然環境の話というのはどう考えても⼀番基礎にあるし、全体の政策、政府の政策を考えていく
ときの重要な柱の 1 本であることは間違いない。⽇本は経済優先ではい上がってきて、たまたま
これまで⾃然環境に光が当たっていませんでしたが、そういう意味でかなり本気でやった。 

当時、戦略絡みの委員会がいっぱいあった。そこで、考えたのは、学者の意⾒だけではなく、
⾏政が決断することが最も重要だということ。要するに、専⾨家、科学的データの中だけで議論
していては決断ができないことというものがある。それはある意味で、データが不⼗分でも、主
張しなければいけないものは主張しなければいけない。それから、ほかの価値、例えば経済的な
価値とか、地域の中の利便性みたいなものを全部総合した上で、しかし、⾃然環境はこういうふ
うにすべきだということをぎりぎりで判断しなきゃいけない。「戦略」ではみんなを巻き込んで議
論して、⼤⾂も関係閣僚も全部了解した上で⾸相のところまで説明に⾏くことになる。国際条約

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 12 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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に基づいて閣議決定計画を作るということは、逆に⾔えば、⾃然環境保全、⾃然保護の話に積極
的に取り組んでいって世の中に分かってもらう⾮常に良い舞台でもある。これはめったに来ない
チャンス、10 年か⼗何年に⼀遍ぐらいしか来ない。そういう前向きな理解をしました。 

 

 ⽅針作りの参考にした事例・経験 

⾥⼭問題なんて、僕が役所に⼊ったときからみんな「⾥⼭が」と⾔っていたけれど、誰も何も
していないという状態だった。また、後で⾃然再⽣につながりますが、例えば釧路湿原というの
は 2 万ヘクタールが国⽴公園になっていますが、50 年間で、何千ヘクタールか埋まっている。そ
の原因は上流域から流れてくる⼟砂と栄養塩類。今までのやり⽅だと、国⽴公園の中は建物を造
ってはいけないとか⾔えるけど、その外に出たら何も⾔えない。だけど釧路湿原では、原因は外
にあって、農⽔省の構造改善事業だったり、林野庁の植林だったり、あるいは国⼟交通省の河川
改修だったりする。彼らとその話をしないといけない。釧路湿原を⼤事にしようということには
誰も反対しないわけだから、そのときに流れてくる⼟砂を、例えば農業構造改善事業の中で沈砂
池を造って、そこで⼟砂を⽌めて、あまり流れ込まないようにしてくれないかというのは、話し
⽅によっては乗ってもらえないわけでもない。そういう⼯夫をそちらの公共事業でやってくれま
せんか、そういう全体の計画を話し合いで作りませんかというようなことです。それから、建設
省の河川局が⻑良川河⼝堰で⾮常に批判され、⾃分たちも環境を内部化して新しい公共事業に打
って出ないといけないのではないかという雰囲気が当時の河川当局にもあった。それで、北海道
の河川は蛇⾏して氾濫するので、洪⽔防⽌のため直線にしようというのをずっとやってきたが、
もう⼀度戻そうみたいな話が彼らの中でもあった。そこで、それを⾃然再⽣の第⼀の⽬⽟にしよ
うじゃないかというのを河川局と相談した。国⽴公園区域外が原因で、釧路湿原がどんどん⼟砂
で埋まっていく。その防⽌を⾃然再⽣という政策の⼀つとした。 

 まだ計画課の係⻑だった頃、国⼟庁に 3 年ほど出向した。そのときに、国⼟利⽤の全国計画と
いうのを作り、それから、4 番⽬の全総計画を作った。10 年に⼀度各省のやり⼿を集める。この
計画はある種の陣取り合戦なんです。例えば⾼速道路 1 万キロとか、⾃⺠党の幹事⻑が最後に決
断するみたいな内容も含んだ計画であった。各省の特に公共事業部局からの出向者と同じ課で議
論するから、けんかもするけど、仲よくもなる。⼤体、公共事業部局の本当の気持ちというか、
⼼理というか、論理みたいなのもよく分かる。各省の⾔わば、表向きじゃない、本⾳が、読んで
いるだけでは分からないような話も割と分かってくる。弱点や強いところも。 

 それから、環境庁に戻って⾃然環境計画課の補佐の後、⿅児島県へ出向し課⻑を務めた。ちょ
うど知事が替わったところで、⻑期計画というのを作っているところだった。ああいう⻑期構想
というのは、知事を何年かやる⼈が、私はこれをやりますよと⽅針を出すために計画を作る。基
本は、地域的あるいは分野的に漏れがないように作るのですが、これだけはやるよというのをち
ょっと別枠で作る。このときは戦略プロジェクトと呼んでいた。その中にいろんなものがあって、
例えば霧島に⾳楽ホールを建設する、⿅屋に国際交流の拠点を作るとか、いろんなものがあった。
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その中に、屋久島環境⽂化村構想というのが⼊っていた。種⼦島は⾊々あるのに、隣の屋久島に
は当時何もない。しかし空⽩にするわけにもいかないから、⾃然がいいらしいので、その⾃然を
中⼼に、環境学習の島にしたらどうかということになったようです。各省からの公共事業や交付
⾦を持っている出向者と違って、環境庁出向者にはそうした予算は何にもない。⾦もないし、⼤
した権限もない。規制ばかりだから、どちらかというと嫌われていた。ある出向者からは、「いや
あ、国⽴公園って百害あって⼀利なしだね」と⾔われたりした。だけど、環境で苦労した県のプ
ロパーの⼈なんかも上にいて、やっぱり問題意識を結構持っていた。⾃然保護、環境、公害とい
うのは、マイナスを少しでも減じることだけをやらされてきているけど、本当はもう少し前向き
な話があるのではないかと、その⼈が環境庁に頼んで、⾃分も⼀仕事したいので、それに向いて
いるような⼈間を出してくれというふうに、⾔ったみたいです。 

 屋久島環境⽂化村構想というのは、計画書には 1 ページしか書かれていない。しかし、⾃分が
今までの国⼟庁とかでやってきた経験から、屋久島はやりようによっては⾯⽩いことになるかも
しれないと思った。それで、知事を巻き込んで⼤きな委員会を作って、マイナーで、百害あって
⼀利なしと⾔われたところからはい上がって、最終的には、知事が⼀番お気に⼊りのプロジェク
トになったと思う。 

 そういう経験を踏まえた上で、計画課で多様性戦略という計画を作ることになりました。いく
つかの過去の経験が⽣きてきています。例えば⿅児島県での屋久島体験や、国⼟庁の⼈脈や経験
ですね。 

 

 計画作りの準備 

どうせ計画だから、あまり実効性はないだろうというのが⼤体の⾒⽅だったと思う。だから、
そんなに興味を持っていない。それで、審議会の前に懇談会を作るという作戦を⽴てた。懇談会
と審議会と違うのは、建前上は⾃由討議で、速記も作りませんということ。だけど、実際は審議
会と同じ。各省みんな誘うし、NGO でも何でも聞かせる。経企庁（経済企画庁）の次官をやった
⼈とか、東⼤の鷲⾕いづみさんや景観⼯学の篠原修さんもいたと思う。とにかく、五、六⼈⾯⽩
そうな⼈を⼊れて、それで、議論をしながら、データを作って出して、それをめぐって議論する
というのを半年ぐらいやった。彼らと議論しながら、⾃分の頭の中も整理されていく。これはや
っぱり受けないなとか、ここはちゃんと⼒⼊れた⽅がいいなとか、世間はどうもこういうことを
環境省にやってほしいと思っているみたいだ、などということが分かってくる。もう⼀つは、基
本的なデータみたいなものを懇談会に出すために作業して作る。それで、その懇談会が終わった
ときには、資料集という冊⼦が出来上がっている。それで、第 1 回⽬の審議会に、どんと冊⼦に
した資料集を出した。そこから、これはもう少しやった⽅がいいよというものは追加してやれば
いい。だけど、基本的なものはやっているわけだから事務⽅に余裕がある。そういうことをした
上で審議会に臨んだ。これは役所も本気でやっているなという感じが委員にも分かったと思う。
学者にもその気になってもらわなきゃ困るし、こっちも真剣にやる。そういうことをまず試みた。 



 
 

記録編-20-4 

新・⽣物多様性国家戦略の策定 

 それから、計画を作りながら、やっぱり⽣物
多様性という概念は⾮常に難しいので、どう
やって⽣物多様性保全の意味というものを⼀
般の⼈に分かってもらうかというのは、⼤き
なテーマでした。⽣物多様性の内容が、⽣態系
と種と遺伝⼦のそれぞれがあるというから、
ますます難しい。温暖化と違って⽣物多様性
がうまくいかなかったのは、要するに、遺伝⼦
資源の利益配分の問題だった。温暖化は何と
かたどり着いたのだけど、⽣物多様性は南北
問題があからさまで、特にアメリカの製薬や
化学のグローバル企業が猛烈に反対してまとまらなかった。そういう意味で仕掛け損なったとこ
ろがある。その中で唯⼀効いたのは種に着⽬することで、絶滅危惧種概念というのができた。「絶
滅させてもいいのか！」というのは、これは効きました。「⾃然なんかどうだっていいじゃないか」
という者に「それは絶滅させてもいいと⾔っているのか。みんなの前で⾔ってみなさい」と⾔う
と、みんなひるむ。本当は⼼の中で、聞いたこともない蛇なんかどうでもいいと思っていても。
ただ、あまりにも効き過ぎて、⾃然局の後輩はみんなそれに依拠して、何か絶滅危惧種と外来種
だけやってれば済むみたいなことになっているのは少し気に⼊りませんが。そういう分かりにく
さを解決するために、何が問題なのかというのを、普通は問題、課題と書くのを、ちょっと⼯夫
して、「危機」ということにした。「3 つの危機」と当時⾔って、1 つ⽬は今までどおり、開発が⾃
然を破壊するという物理的な話。2 番⽬は⾥⼭に代表されるような、⼈間の⼲渉が少なくなるこ
とによる⾔わば⾃然の変質。3 番⽬を外来種とか、当時⾔われていた環境ホルモンみたいな化学
物質によって⾃然の⽣物についての影響として、これらの 3 つを書いた。例えば⾥⼭には今まで
⾏政は及び腰だった。環境省としては、⾥⼭についてもきちんとした⽅針を出すべきだと考えた。
環境省の⾃然局には、企画調整官庁としての役割が半ば以上ある。⼤きな⽅針を⾔って、それは
誰かにやらしめるというか、誰かにお願いするでもいいんだけど、⾃然についての⼤きな⽅針を
⾔うという役割というものがある。そこはもう少し意識した⽅がいい。どうしても個別の法とか
予算とか、業務の中に埋没しがちになる。 

 最近第 4 の危機として温暖化による⽣態系の変化を加えている。例えば電気⾃動⾞の導⼊によ
る温暖化対策を国⽴公園の中でやるようなことも視野に⼊れたらどうか。最近、屋久島で⾔って
いるのは、原始の⾃然を最先端技術で守るということ。今までの⾃然保護というのは、とにかく
⼈間活動を排除するのがいいと考えていた。今まで開発側が圧勝してきたわけだから、気持ちは
もちろんよく分かるのだけど、それだけでは守れない。結果としてずるずる負けていく。そうで
はなくて、前向きの、例えば最先端技術を使って守る。例えば、情報とか、iPhone を上⼿く使う、
あるいは電気⾃動⾞もある。エネルギー問題は⽇本社会の⽣命線だから、官邸はかなり本気で、
⽮継ぎ早に温暖化関係出している。温暖化対策と⾃然もどこかで組んでいくために本気で⼯夫し

⼩野寺 浩 ⽒ 
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た⽅がいい。 

 

 パンフレットによる普及啓発 

3 つの危機と分かりやすく⾔ったというのが⼯夫
の 1 つだが、各省みんなの⾔い分を書くから、まと
めると 40 万字になった。誰も読めない。それで、ち
ょっと⼿に取ってみたくなるようなパンフレット
冊⼦を作らなきゃ駄⽬だなと考えた。それは取り組
む前から決めていた。閣議決定したらみんなヘトヘ
トで、書く者がいない。しようがないから、⼟⽇に
役所に出てきて 1 ⼈で書いた。考えてみれば私が⼀
番よく分かっているんだから、私が書くのが⼀番い
い。それで、伊藤若冲にたどり着いたのがヒットし
た。当時伊藤若冲はまだブレークしていなかった。
最終的には私が選んだけど、アルバイトの⼥⼦職員
が古本屋で買ってきて、「こういうのがあるけど、ど
う？」と⾔う。江⼾時代だから焼けて茶⾊に変⾊し
ている。神⽥の神保町にある編集企画会社の⼈に話
すと下地を切り取ればよいとのことだった。宮内庁
が持って（作品を所蔵して）いるので、⼀部を切り
取って加⼯したと裏表紙に載せることを条件に使わせてもらうことにした。最初は奄美の⽥中⼀
村でいこうと思っていたが、残念ながら外来種も描いてあるので、ちょっとこれはまずいなとあ
きらめた経緯もあった。でも、やっぱり編集企画のプロが加⼯してくれたのが効いている。写真
の選択も、私と、渡辺（綱男）調査官と 2 ⼈でやった。2 ⼈で夜中の 10 時頃に神保町の編集企画
会社に⾏って、スライドを蛍光灯ですかして、これは使える、使えないと。⾒開き 2 ページの⾥
⼭や農村⾵景の写真を最初に決めた。新潟の⼭古志村です。 

 知り合いの朝⽇新聞の記者が⼩さな記事を書いてくれた。そうしたら、朝⽇ってすごいと思い
ますが、2 ⽇で 2,000 本ぐらい、欲しいという電話が⼊った。2 ⽇間、全く仕事ができない。計画
課の電話、⼗何台か、20 台ぐらいあるんだけど、全部の電話が塞がってしまう。新聞に載ったの
はすごい反響だった。とにかくどんどん配った。⼗何万部ぐらいだと思う。役所の作った⾏政の
パンフレット、冊⼦で、あんなにくれと⾔われたのはこれ以外にないと思う。 

 「いのちは創れない」のタイトルは、誰だったか。計画課の中で議論して、「いや、これは⾃然
再⽣が⽬⽟だから、創れないはバッティングしないかな」とかといろいろ悩みながら（決めた）。
1 つ思うのは、あれほど必死でやると、チームに勢いが出てくる。アルバイトの⼥性まで乗って
くる。だって、普通アルバイトが⾃腹切って古本屋で本買ってこない。 

新・⽣物多様性国家戦略パンフレット 
（⼩野寺 浩 ⽒ 提供） 
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 審議会での各省からの意⾒陳述 

今回（次期⽣物多様性国家戦略）は、ちょっと視点を変えるといいと僕は植⽥（明浩）課⻑に
は⾔っているんだけど、例えば市町村⻑を 10 ⼈集めて、彼らを味⽅にして、市町村と組む事業を
考えるとか。とにかく審議会で⾃由に陳述させてみたらどうだろうか。僕のとき（新・⽣物多様
性国家戦略）は公共事業部局など各省をみんな呼んで、⽣物多様性について⾒識を述べてもらっ
た。審議会というのは、事務局を環境省がやっているだけで、独⽴した存在。各省の⼤どころの
局⻑、例えば河川局⻑とか農村振興局⻑とかは、みんな幹事なので、審議会に説明を求められた
ら、来なきゃいけない。それまでは、どんないい計画を作っても、各省協議でぼろぼろになって
原形をとどめないというのがこれまでだった。特に環境はそう。このときは、審議会委員の前で
3 ⽇連続各省の意⾒陳述をやった。全部⾔いたいことを⾔ってほしいと。そうしたら、局⻑ない
し課⻑が前向きのことを⾔う。どんな公共事業部局でも、本意はともかく、「いや、あれは私のと
ころでできます。もう既にやっています。これからもっと⼤きくします」、やっていなくても「こ
れからやります」と必ず⾔う。「いや、こんなもの、⼤したことないから」なんて⾔う役所はない。
そうすると、審議会の委員の前で、公式の場で、記録も残る。各省協議になった時に、⾔ったこ
とは全部書いてあるわけだから異論は出にくい。「計画」は、1 部・2 部制にして、2 部はもう⾔
ったこと全部書く、⽂句⾔わずに。そして 1 部で本当にやりたいことを書く。⾃分の主張が書い
ていないと怒る。でも、書いてあれば、位置についてはもちろんいろいろ⾔うけど、まあ、そこ
は他省の計画だし、とにかく⼤義名分が⽴つ。本当に⾔いたいことは 1 部で書いて、2 部は全部
各省が⾔ったことを書く。そこがポイントで、審議会の前で「やります」と⾔ったということと、
とにかく⾃分の⾔ったことが書いてある。それで各省協議では案がほとんど無傷だった。むしろ
審議会で「3 つの危機なんて、そういう⾔葉は」とかと⾔われることがありました。要するに、
何となく⾏政計画になじまない感じがある。だけど、こっちは勇気を持って、なじまないのは分
かっているけど 3 つの課題じゃ⾯⽩くないと⾔った。⼀⽅、応援してくれる⼈もいて、「いや、分
かりやすくていい」とか⾔ってくれて、それで助かった。 

 

 公共事業の予算要求の苦労 

時代が変化し、特に公共事業部局というのは曲がり⾓に来ていて、このままでは予算削減され
かねない、だんだん国の借⾦もたまってきているし、財務省もだんだん⾒⽅が厳しくなって、こ
れからは公共事業も聖域じゃない。⼤体この辺が公共事業のピークじゃないかとの予感があった。
だから、新しいタイプの事業を考えていかないと、という危機感があった。そのときに、いろい
ろある中の 1 つは環境を内部化していくという視点がある。だから、彼ら（公共事業部局）⾃⾝
にも問題意識があった。霞が関にいる⼈間は分かる。だけど、現場の⼯事をする企業には⻑年積
み上げた技術があり、環境の内部化を⼗分理解しろというのはなかなか⼤変で、時間が掛かる。
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それから、予算では、財務省の主計局に、⾃然再⽣事業で最初 30 億を予算要求した。それで、主
計局に出⼊り禁⽌になって、国⼟交通省から来ていた会計課⻑が「⼩野寺君、下りてくれないか」
と何度も来た。それで、私は「いや、絶対下りない」。「君ね、そうやって頑張っていると、その
30 億全部召し上げられて、公共事業の施設整備費削られて、それで終わるぞ」と⾔われたけれど、
断っていた。本当に削られたらどうしようとも思っていたが、最後の最後に、お互いしようがな
いということで、30 億を 10 億にして財務省と⼿を握った。 

 

 ステークホルダーとの合意形成 

僕は⽅針としては、環境省というか、⾏政は全部そうですけど、とにかく情報公開は絶対しな
きゃ駄⽬だと確信している。だから、隠さないで、都合悪いことがあっても全部出す。つらくて
も議論を重ねていく。時間掛かるんだけど。⾔いたい放題⾔われても耐えて議論するというふう
にしないと、やっぱり強いものが出てこない。そこは徹底的にやる。だから、資料請求されて、
のり弁みたいなものを出すのは、最低だと思う。 

 それから、予算を取るのは、やっぱり与党とやらなくちゃ駄⽬なんです。30 億で頑張っていた
とき、⾃⺠党の政調会⻑代理のところに⾏って、「よし、⾯⽩いからやれ。俺が応援してやる」と
⾔われて、それをもちろん背景にして財務省とやっていたわけです。それで、「いや、10 億で決
着しました」と⾔ったら、怒られた。「何だ。俺が応援してやると⾔ったのに、何で下りたんだ」
とか⾔われて、「いやあ、すみません」と。 

 アクティブ・レンジャー予算も、環境⼤⾂に「あなたは全然、現地の若い⼈が表に出られない
で事務仕事ばっかりやっていて、あなたは何やってるの」とさんざん怒られて。そうはいっても、
最終的には局⻑の問題じゃなくて、⼤⾂の問題なんだ。つまり、⼈が⾜りないというんなら、⾃
分が頑張って定員を増やすか、予算で措置するか、どっちかなんだから。尾瀬からの出張帰りの
新幹線の中で、「局⻑、何か新しい予算ないの？」と聞かれて、持っていたアクティブ・レンジャ
ーのペーパーを出して、それで「あっ、それでいこう」という話になった。 

 保護団体とは、議論もした。⾃然再⽣は猛烈に反対された。向こうが 70 ⼈、80 ⼈から 100 ⼈
対、環境省は計画課⻑の私と、局⻑の⼩林（光）さんとで、要するに、話がうまくかみ合わない
んだ。なぜかというと、向こうは公共事業の付け替えじゃないかと⾔う。公共事業の中⾝を変え
てやると私は思っているのだと説明しました。しかし、保護団体としては、余計なことをするな
と。要するに、⾃然保護原理主義なんですよね。いまだにそこは⾃然保護団体の⼀番弱点、⽇本
の⾃然保護思想の⼀番の弱点だと思う。環境省の⾃然局の⼈間も同じで、ほぼ原理主義なんだ。
そっちの⽅が分かりやすい。学者もみんなそうだ、特に⽣物系とか⾃然系というのはね。NGO も
⼤どころも含めてみんなそう。バランスよくみたいなことを⾔ったって分かりにくくなるだけだ
から、アピールするには断固阻⽌とか、役⼈はみんな悪者だみたいに⾔った⽅が分かりやすい。
⾃然再⽣は押し切って予算も取ったし、法律も議員⽴法で作られた。法律では、周りの意⾒を聞
くための評価機関を作ることになった。それは悪いことじゃないんだけど、運⽤は⾮常に難しく
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なる。機動的じゃなくなって膨⼤な時間がかかる。釧路でも、なかなか前向きな議論にならない。
つまり、こっちは農⽔省の事業の中で沈砂池を造ってもらい、それで⼟砂をためるようにしてい
こうよという話なのに、そういう議論をしていると、そもそもおまえが 30 年前にやったこれが原
因だとかと怒られる。そうすると、やっぱり事業省庁としてはつらい。間違っていることをやっ
たとは思わないけど、公共事業部局が引く結果になった。だって、いいことやって、⼯夫して、
苦労して苦労して、NGO にぼろぼろに⾔われたら、やる気失うでしょう。 

 

 ⽇本型の⾃然保護の国際展開 

⽣物多様性条約の締約国になって、先進
国としていい計画を作りなさいというの
がある。それは応えなきゃいけない。その
ためには、⾔わば国際的な⾃然保護機関な
んかが重視しているものをちゃんと守る。
また、個別の保護政策としては、南⻄諸島
がようやく保護の⼿当がなされるように
なった。それは国際的約束。ようやく国⽴
公園にして、世界遺産に今年なった。これ
らは義務としてやる。もう⼀つは、世界の⾃然保護の現状を⾒ていると、特に途上国では、⼈間
活動を全部排除して、とにかく守れという欧⽶型の厳正⾃然保護的なものというのは無理がある。
だから、国⼟が広くて、その⼀部を守ればいいというところならいいけど、これから発展しなき
ゃいけなくて、経済もやらなきゃいけない、地域の住⺠がたくさん住んでいるときには、厳しい
欧⽶的な⾃然保護のやり⽅だとついていけない。だけど、なんとか⾃然を保護しなきゃいけない
ときに、⽇本は先進国だけど、⼟地が狭くて、⼈⼝が多かったから、うまく調整しながら保護の
⼯夫をしてきた。そのテクニックというか、その⼿法や、考え⽅を整理して、環境省から世界あ
るいは途上国に対するメッセージとして出していく。例えば、アメリカの国⽴公園は基本全部国
有地なのに対して、⽇本はそんな国⼟の余裕はないので、⾵景保護と⾔って、昭和の初めに線を
引いた。それで、ほかの公益なり公共的なものと調整しながら、⾵景、⾃然を守る。途上国はこ
っちの⽅が取り組むことが可能になる。そういうメッセージを出していかなければいけない。ま
た、⾥⼭のような、今までの⾃然保護、厳正保護で、触れちゃいけないというのではなくて、⼈
間が関与したことによって維持できている⾃然の状態が、中間的な状態が、それはそれで意味あ
るよというのも、⽇本からのメッセージとして出していかなければいけない。⾃然再⽣も、壊し
ちゃったから、造っちゃったからもう駄⽬なんじゃなくて、価値観が変わって、住まい⽅とかが
変わってくれば、もう⼀回新しく⾃然を取り戻すみたいなことはやるべきでしょう。そういうこ
とも、環境省が、あるいは⽇本が世界に向けてどういうメッセージを出していけるかという点か
らすれば、重要だと思う。締約国だから義務を守るというのは 1 つ、それは受け⾝な話で、もう
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ちょっと積極的なものを、⽇本型の環境保全とか⾃然保護のやり⽅というのを積極的に出してい
くべきでしょう。 

 

 ⾃然環境局への期待 

個別のいろいろな事業とか、⾃然局に対する期待というか、義務というのはどんどん拡⼤して
いる。だから、どうしても現象対応に追われてしまう。ヒアリが出たといえば⼤騒ぎになるし、
⿃インフルエンザのときなども、もうとにかく⼤変な状態になるわけです。最初の⿃インフルの
ときは局⻑で、衆議院と参議院の予算委員会で答弁しました。それだけ⼤騒ぎになって、全国的
パニック。今のコロナよりひどかったと思う。道端で⿊い⿃が死んでいるからといって、全国か
ら照会が来る。⾃然死だと思うが、みんな⼼配になる。⽇々の仕事に追いまくられて、企画調整
官庁として、⽇本全体、社会全体の⾃然環境保全の⽅針を強く⾃信を持って⾔うというところま
ではなかなかたどり着けない。なので、なかなか簡単じゃないと思うけど、こういう計画作りの
チャンスが 10 年に⼀度めぐってきたら、⼤チャンスだと思って頑張ってやるといい。 

 それから、地域の声というのは意外と聞いていないのではないかと思う。どうしても⽇常業務
に追われて、現地にいても地域の本当に普通の⼈がどう⽇々感じているかというところから遊離
してしまうところがある。そこは相当真剣に考えなければいけない。地域の普通のおばあさんが
感じているようなことをちゃんと受け⽌めて、霞が関に戻って学者なり各省なりと議論して法律
作ったり、あるいは財務官僚と議論して予算にしたりするのが、それこそ環境省⾃然局の⼈間の
仕事でしょう。ここ 20 年くらいの役⼈バッシングの⼤きな原因は、⾃分たちの気持ちを分かって
いないと思われているからではないかと思う。⾃然環境局の技官集団ならではの仕事をしてほし
い。役⼈バッシングもあるし、政治主導といってもやり⽅次第でひどいことになりかねない。今
は役⼈に対して逆⾵が吹いているが、その中でも勇気というか、気概というか、覚悟がないとい
けない。少なくとも環境省の⾃然環境局の⼈ぐらいは頑張ってやってもらいたい。⾒ていて、多
分コロナが典型的だと思うけど、⽇本社会もつくづく駄⽬になったと感じる。だって、全然誰に
も覚悟というものがない。 

 だから、そういうことも含めて⾔えば、環境省の、特に⾃然系の技官の⼀番の⻑所は、現地と
東京を往復できるということ。市町村より更に先の現場から、いきなり霞が関に戻って来て、法
律や予算をやる。これはひどいといえばひどいけど、今の霞が関の役⼈が、現地のリアルな感覚
を失って、遊離しているということが最⼤の⽋点だとすれば、ちゃんと意識していれば、⾃然系
技官のキャリアが⼀番の利点にもなる。私のひそかな⾃慢は、阿蘇のカルデラの真ん中の⼈⼝ 1

万の町も、東京はもちろんだけど、100 万都市も 50 万都市もみんな暮らしたことがある。阿蘇の
所⻑やっているときに職員が異動して来て、アパート探してくれと⾔うから探した。確か 2DK で
4 万だった。それから東京に戻ってきて、『中央公論』の編集⻑や、外務省とか経産省とかの課⻑
ぐらいの⼈と、七、⼋⼈で飲んだ。マクロ経済分析とかさんざん聞いていてうんざりしてきて、
「いやいや、それはそうだけど、私はついこの間まで⼈⼝ 1 万の町に住んでいた。熊本は、60 万
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⼈都市の中⼼部に 20 分以内で⾏けるところの 2DK と、阿蘇の真ん中の 1 万⼈しかいないところ
の 2DK の値段が 4 万円で同じなんですよ。それ説明できますか」と。しーんとしていた。全然知
らないわけ。要するに、阿蘇は流動性が低いから売⼿市場なので、アパートを造って、1 回値段
を決めたら、下げる必要ない。いつも⾜りないんだから。そんなにいっぱいは造れない。熊本の
郊外は、県庁所在地の中で例外的に⼟地が広くて、平地がいっぱいある。だから、競争原理の中
で 4 万に抑えられている。それは現場にいないと分からない。現場では当たり前のことなんだけ
ど、私もアパート探して初めて分かった。そういう感覚を持つというのは、国の役⼈としてはす
ごく強いと思う。だから、霞が関で丁々発⽌やって、数字操って、議員会館回ってというテクニ
ックももちろん必要だけども、そうじゃなくて、そういう本当に地べたの暮らしの中で何をみん
なが感じているかということを知ることは⾮常に⼤事だと思う。だから、もし戦略を作るとして、
きれいな計画を作るということはもちろんいいことだし、やれたらいいと思うけども、そういう
泥臭い話を、環境省の⾃然局だからできることがある。やっぱり地域も変わっていますよ。僕が
地⽅にいたときに、衆議院議員選挙の読みは、⾃分が感じていることと、新聞社の予測と⼤きく
ずれる。彼らは結局、積み上げ。あの企業に⾏ったら誰を応援しているとか、⾜で稼いで積み上
げる古いやり⽅を続けている。実際は、戦後 50 年たって、苦労して息⼦と娘を⼤学に出したら帰
ってこなくて、公共事業をして暮らしはよくなったけど、結局、夫婦 2 ⼈で、あるいは 1 ⼈で死
ななきゃいけないというふうに、普通のおばあさんは思っている。そういう感じは、「地⽅はとに
かく⾦くれと⾔っている」とかというのは違う。彼らはとてもよく⾒ている。だって、それは⾃
分の⼈⽣なんだから。それは別に悔いているわけじゃないし、息⼦と娘が幸せならいいと思って
いる。だから、国会議員とか、町⻑が、何か公共事業を持ってきてどうこうと⾔うのとは違う⾒
⽅がある。だから、そういうふうによくよく物事を⾒た⽅がいい。 

 

―― 了 ―― 
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然保護担当）、2003 年 ⾃然環境局⻑、2005 年 退官。 
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⼟壌汚染対策法の制定（2002 年）1 
話し⼿ ⻄尾 哲茂 ⽒ 

 

 

 ⼟壌汚染問題の特徴 

⼟壌汚染対策法（以下「⼟壌法」という。）制定の時、私は環境管理局⻑でした。環境管理局⻑
は、今の⽔・⼤気環境局⻑です。⼟壌法の⽴案は、主として環境管理局にあった⽔環境部が担当
していて、私は主に、⼟壌汚染対策基⾦の調整や、国会審議における政府参考⼈答弁などを担当
していました。 

⼟壌汚染問題の特徴は、例えば最初の逐条解説（「逐条解説⼟壌汚染対策法」（⼟壌環境法令研
究会編集））にも出ていますが、⼤気汚染や⽔質汚濁と違い、発⽣源を断てば汚染が解消するフロ
ーの汚染ではなくて、⼀度⽣じた汚染は費⽤をかけて除去しない限り残留するストック汚染であ
るということ、それから、汚染の対象が⼤気等の公共財ではなくて、私有財産である⼟地である
ということがあります。 

⼟壌汚染があっても⼈が摂取しないため健康被害のおそれがない場合があるので、⼟壌汚染対
策を実施する要件を検討するときに、⼈へのばく露をどう考えるのかということが 1 番⽬の問題
としてあります。2 番⽬は、調査や対策をするにしても多額の費⽤が要るので、誰がその費⽤を
払うのか。汚染原因者なのか、⼟地所有者なのか、公共なのかという問題です。3 番⽬は、汚染
原因者にやってもらうとしても、汚染原因者が不明とか不存在の時はどうしたら良いのか、⾏政
がやるとしても、私有地まで乗り出して勝⼿にやって良いのかという問題です。これらは、⾮常
に難しい問題です。 

⼟壌汚染の問題というのは新しく出てきたわけではなくて、環境庁ができた 1970 年代は、カド
ミウム⽶や鉱⼭の汚染が主体でした。休廃⽌鉱⼭からのカドミウムやヒ素による農⽤地の汚染が
⼤変問題になりました。また、東京都で鉱滓が不適切に使われた六価クロムの汚染もありました。
その後はクリーニングの溶剤による汚染がありました。従来の溶剤はアンモニア系で危ないとい
うことで、テトラクロロエチレンを使い出しましたが、それが地下に浸透して市街地での⼟壌汚
染が問題になりました。1991 年に環境基準を定め、その後さらに、⼟壌汚染の調査、除去等の措
置の実施に関する指針を定めました。しかし、それから 10 年ぐらい制度化には⾄りませんでし
た。これは、ストック汚染と簡単に⾔うけれども、実は⼟壌汚染の問題というのはきちんと実態
を把握し切れていなかったためです。 

 
1 このインタビューは、2021 年 4 ⽉ 2 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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制度化のためには、当然、⼟壌汚染という事態は何かをまず特定し、⼟壌汚染を⽣じる⾏為に
遡って、原因を突き⽌めなければならないわけですが、まず事態のところでは、ほかのメディア
と全然違っていて、エンドポイントが良く分からない。結局、汚染が⼟壌から地下⽔に下りてき
て⽔で飲むのか、直接吸い込むのか、⼿で触るのかというところがよく分からない。そのため、
他の汚染問題のように、エンドポイントのデータから直接的に⼟壌に結びつけられないのです。
基準を作る時に、溶出と含有という 2 つの視点を⼊れなければならない点も複雑になっています。
しかも、測定のばらつきの問題があります。⼤気は測定局で、⽔は測定点を選定して測っていま
すが、⼟壌には代表測定点がない。⼟壌ではメッシュで切って測っても、そのデータが本当の環
境の状態をどれだけ反映しているかという再現性は、⼤気や⽔に⽐べてばらつきがあります。と
いうことで、まず⼟壌汚染を把握するところで、難しいところがあります。 

2 つ⽬は、⾏為を遡ろうとすると、⼟壌汚染が⽣じる経路が無限にある点です。例えば⼤気経
由での⼟壌汚染を考えると、汚染物質が煙突から⼤気中に出て降下してくるとしても、途中で相
転移や化学反応を起こして、様々に変化します。最後は固体で降下するケース、⾬に含まれて液
体で降下するケース、さらには地表近くの空気中から結露などで降下するケースもあるかもしれ
ませんね。雪などもあります。それから、ヤードや敷地に積まれているものが直接降ってくるケ
ース、微粒⼦で吹き寄せられるケースもあります。単に⼟壌に降下するというだけでなく、⼤気
中に出た汚染物質が表流⽔や地下⽔に⼀遍⼊ってから⼟壌に来るケースも考えられます。表流⽔
や地下⽔に汚染物質を含むケース、これにも様々なケースが考えられます。途中の希釈とか化学
反応とか地下空間の溜りとか蒸発などによっては、化学物質が逆に濃縮されるかもしれません。
また、⼟壌汚染と地下⽔汚染は相互作⽤しています。廃棄物の投棄で⼟壌汚染が起こる可能性も
あります。全部書くと、すごいチャートができてしまうわけです。そのチャートで定量的にルー
トを確定して、全体の理念系ができる。そういうことをきちんとやらないと、⼟壌汚染の原因⾏
為は突き⽌められないのですが、これをやろうとすると、もう茫然とするような作業になってし
まいます。 

規制法を作れないかという思考実験をした場合、無限のチャートを作って、環境基準などから
遡って、最初の⾏為に対してこれ以下に抑えなさいという規制をしなければいけない構造になり
ます。⼟壌汚染が起こっているから対策はしなければいけないのですが、このように⾏為帰責性
をきちんと整理していないのに、誰かの責任を問わなければいけない。これはなぜかというと、
ストック汚染だからです。だから、普通の環境法のような汚染⾏為の帰責性からスタートするこ
とができなくて、現況の困った状態をどうするかというところからスタートしなくてはならない。
これがストック汚染の本質だと私は思っています。 

 

 法制化に向けた論点 

（１）背景・経緯 

「逐条解説⼟壌汚染対策法」には次のような説明があります。 
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「⼟壌汚染は局所的に発⽣すること、外観からは発⾒が困難であることなどから、以前は判明
することは少なかったのですが、近年、⾃主的に汚染調査を⾏う事業者の増加、⼯場跡地の売
却等の際に調査を⾏う商慣⾏の広がりなどに伴って、⼟壌汚染が判明する事例が増えてきまし
た。 

そのような⼟壌汚染の判明事例の増加に伴い、⼟壌汚染に対する社会的関⼼が⾼まり、また、
対策のルール化の必要が広く認識されるようになり、⼟壌汚染対策の法制化を求める社会的な
要請が強まってきました。」（p.4） 

これはそのとおりです。1990 年代の終わり頃から、制度化に向けた動きが出てきた要素は 3 つ
あると思っています。1 つは、半導体産業によるトリクロロエチレン汚染です。1990 年代後半か
ら、⼀応⽇本は半導体⽴国だ、和製シリコンバレーだと⾔っていましたが、そういう所で汚染が
起こると、⽇本を代表する⽴派な企業が環境を汚染しているではないか、という⽬で⾒られる事
例が増えていきました。最初は地下⽔汚染から⽕がつきました。なぜかというと、⼟壌は⼀般の
⼈もエンドポイントがよく分からないけども、地下⽔汚染は井⼾で飲⽤したら⼤変だということ
になるからです。それで、1996 年に⽔質汚濁防⽌法を改正して、地下⽔の浄化措置命令を⼊れた
わけです。 

もう 1 つは、バブルがはじけて失われた 10 年、20 年の折り返し地点に近づいていました。バ
ブルから⽴ち直ろうとすると、産業構造の転換もありますから、今まで⼯場だった所が縮⼩して、
⼯場跡地を再開発してマンションに利⽤することが多くなってきました。⼟地取引が少し上向く
かなという時に、やはりこの⼟壌汚染問題をクリアしなくてはならないということで関⼼が⾼ま
ったのは、時代の流れでした。産業界からも、再開発や⼟地取引でリスクを背負い切れないので
ルールが欲しいという声が上がってきました。 

さらに、もう 1 つはダイオキシン問題です。1990 年頃に製紙⼯場の⼯程から出た⽔質汚濁が明
らかになり、その後、1990 年代後半には廃棄物焼却場でのダイオキシン問題が明らかになりまし
た。1999 年にダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン特措法）ができました。ダイオキシ
ン特措法にも⼟壌汚染対策の規定がありますが、これは農⽤地⼟壌汚染法型で、とにかくダイオ
キシン対策を進めなければということで、まず⾃治体がやるけれども、もし、原因者が分かるの
であればそれにこしたことはない、とされました。すると、農⽤地以外でもその⽅式でやるので
あれば、その他の汚染はどうするのか、地下⽔汚染もダイオキシン汚染も制度化したのに、⼟壌
汚染の制度がないことが⽬につくようになってきました。 

こうして、環境省発⾜前夜の 2000 年頃、法整備に向けた準備がスタートしました。検討会を作
ることになり、東京⼤学の原⽥尚彦教授に座⻑をお願いし、検討を始めました。原⽥教授の検討
会と中環審（中央環境審議会）では、5 つの⾻格を決めました。決めた⾻格は、①対象にする⼟
壌リスクは、汚染⼟壌の直接接触摂取と地下⽔の摂取として、それぞれの基準を決めるというこ
と。②調査の契機は、主として有害物質を取り扱う⼯場事業所の廃⽌、プラスアルファで健康被
害のおそれがあるその他の場合、と決めました。また、③調査の実施主体は⼟地所有者とするこ
と。これは、調査をしないと汚染原因者は分からないし、⼟地所有者以外の⼈が勝⼿に調査をす
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るわけにもいかないからです。また、措置の実施主体は、汚染原因者が判明していなければ⼟地
所有者としました。それから、④完全なクリーンナップだけでなく、ばく露経路の遮断でよい。
地下⽔があるなら⽮板を打って地下⽔を遮断すればよい。表⾯に重⾦属があるなら、舗装すれば
よい。それでリスクはなくなるという話をきちんと位置づけようとしました。なお、財政⽀援に
ついては、不明、不存在、無資⼒の場合がありますから、あまり多くは書けませんでした。 

法律に⼊っていくストーリーの最初の取っ掛かりが、⾻格として報告書に書かれましたが、理
念的な整合性、美観と、現実的な制度の作りはそれしかないのだということには乖離がありまし
た。どんな規制法でも、理念型のリスク管理と法律の作りは乖離しますが、⼟壌法では、その乖
離が⼤きく感じられました。特に法の発動の動機です。実践的に考えれば、⼟地取引の時に義務
づけたら良いではないかという議論があって、それは⼀般論としては分かりやすいものでした。
現に⼟地取引に対して瑕疵担保責任の議論とか取引約款の特約とか、現実の社会で進んでいます
よね。真っ当な⼟地取引を保証するという上で、今⽇、汚染調査、履歴調査はもう当然だという
世の中になりましたから、あれを法律に書いておけば良かったのではないかという議論がありま
すが、これは環境省としては論理が転倒しています。環境保全のために⼟地取引を契機として捉
えて、後で環境法に持っていけるなら良いのですが、そこは話が⾶躍していますね。⼟地取引を
真っ当なものにするために⼟壌調査をやるという法律は作れます。要するに、株式市場を健全な
ものにする、取引を安定化させるために、調査をして企業に環境リスクを株式の資料や必要書類
の中に⼊れさせる。この論理はあり得ます。あり得るのですが、これは国⼟交通省の仕事です。
役所の仕組みとしても、⼟地取引担当官署がこれを制度化して環境省が協⼒する、それはあった
かもしれませんが、そういう動きにはなりませんでした。 

2000 年代になって以降は、経済と環境のウィンウィンで回る姿が良いということで、⼟壌法で
も、バブル崩壊後の経済を活性化するために、きちんとルール化したらプラスになる、⼟壌汚染
の技術開発や対策産業ができたらプラスになるという説明をしました。とは⾔っても、健康被害
のリスクをとにかく遮断しなければいけませんから、それなりの措置を求めなければならないの
で、その際、どうしても 2 つ、ものすごくナーバスに作らなければならない点がありました。 

その 1 つは、あの時点でようやく回復してきた経済社会に、過重な負担をかけるのは⾮常に危
ないという点でした。とにかく調査をして、汚染があったら対策しなければならないとなると、
⼟地の担保価値や資産価値に⼀遍に跳ねますよね。あの頃、銀⾏は公的資⾦を⼊れてもらってい
た時代ですから、例えば銀⾏の資産評価が悪くなると、⼤げさに⾔えば、⽇本発の世界恐慌があ
り得るので、そこは産業界ができるようにやらないと駄⽬だろうという点でした。 

もう 1 つは、汚染原因者の不明、不存在、無資⼒問題です。これはある種の制度の安定、保障
の理屈の問題なので、実際には問題になるケースはあまり多くないのですが、誰だってそれを考
えつくから、きちんとやってくれと⾔われるのは確実でした。それは基⾦につながっていくので
すが、厳密な意味では、この問題について、論理的で、かつ多くのステークホルダーが納得する
解は存在しないのです。これは不能問題なのですが、できるだけ現実的で弊害のない答えを作ら
なければならなかったという点が 2 つ⽬です。 
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（２）汚染者責任と所有者責任 

法律上の最⼤の論点は、⼟地所有者に義務
を課したことだと思います。これは、理屈の問
題と実際問題とがあります。実際問題として、
汚染原因者の解明、追及を第⼀とする組⽴て
は絶対に機能しない。そもそも調査をしない
のに、汚染原因者だとか、汚染原因者の責任だ
とか分かるはずがない。⼟壌汚染に速やかに
対応するには公的に調査をしなさいという議
論が出るのですが、全国の⾃治体に、⾃治体の
税⾦でやれというのは無理なので、誰かに調
査をまずやってもらわなければいけない。さ
らに、調査をした結果、汚染原因者を⾒つけた時だけ義務者がいるという組⽴てでは、制度にな
らない。解明にも時間が掛かりますし、汚染原因者が分かっても責任が追及できるかどうかも分
からない。汚染原因者が分かっても、まだ有害物質に指定されていなかったとか、会社が解散し
たり合併したりしてしまって知りませんとか、絶対抗弁されますよね。⼀⽅で、⼟地の財産価値
には清浄な⼟壌であることが含まれます。普通に考えたら、汚染していれば評価額から減る、ク
リーンナップすれば戻るということだから、その部分は⼟地所有者の財産の話なのです。⼟地所
有者は汚染を放っておけば、⼆次汚染者になる可能性があるので、⼟地管理者としての責任があ
ります。 

いまだに環境法学者には違和感があるのでしょう。「汚染者負担原則」と⾔われますが、これに
は実は⾊んなものを含んでいて、それぞれの場⾯で、都合良く使われています。だから、教義み
たいに、「汚染者負担原則」と⾔えばものが解決するわけではないと思います。「Polluter-Pays 

Principle（汚染者負担原則）」というのは、そもそも OECD（経済協⼒開発機構）が 1970 年頃に⾔
い出した話で、簡潔に⾔えば、遡っての話ではなくて未来に向かっての話です。環境対策、公害
防除費⽤を内部化させないと、経済学的に⾒て、外部不経済のまま放っておくと環境対策が進ま
ない。それを内部化させなければいけないのに、企業に助成⾦を出して、逆に、企業に対して⽀
援するような傾斜をかけて貿易不均衡が⽣じている。汚染企業に汚染防除費⽤を国が⽀援して国
際貿易をやるというのは、国際貿易をゆがめることになるので、経済全体としては、汚染者に内
部コスト化させる政策を取らなければ駄⽬だ、というものです。 

⽇本では、その頃、公害健康被害補償法を作ったり、公害病裁判などをやっていて、⺠法に不
法なことをしたら賠償しなければいけないと書いてあるのを少し拡張して、やはり汚染原因者が
⾊々な⾯できちんとコストの中に⼊れるべきだといって、未来に向かってではなくて過去に向か
って polluter pays だと、こうやったものですから、あの後、OECD から、⽇本の「Polluter-Pays 

Principle」は、「Polluter Punishment Principle」だと、汚染原因者をひっぱたくためにこれを引⽤し

⻄尾 哲茂 ⽒ 
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ているだけだと揶揄されていたことがあります。 

汚染者負担原則は、そういう⾯で便宜的に使われて、そのまま通っていたわけですが、その内
容は⾊んなものを含んで、⾮常に多義的であるので、これによるべきではないかと⾔う時には、
よく注意しなければなりません。 

環境法は汚染者負担原則、それにもかかわらず、⼟壌法は所有者責任だから、環境法の⼀般の
やり⽅の例外を作ったのだと学者の⼈から⾔われます。しかし、それは違うのではないか。⼟壌
法が⼟地所有者責任を第⼀義としているのは、⼟壌汚染という特異性から来るわけです。⼟壌法
は、⼟壌汚染という状態からスタートしている法律です。⼤気、⽔、騒⾳、振動、悪臭などは、
汚染⾏為があります。煙突から有害物質を排出する者がいる、廃棄物を投棄する者がいるという
⾏為があって、その⾏為に着⽬して法制度が作れるのであれば、汚染者負担責任が原則だという
議論は分かります。しかし、⼟壌法は、⾏為に着⽬できない。だから、⼟壌汚染という状態に対
して何をしようかということなので、簡潔な⾔葉で⾔えば、状態責任対⾏為責任だと⾔った⽅が
分かりやすいかもしれません。⼤気とか⽔の汚染は⾏為責任だから、汚染者負担という汚染⾏為
に関する原則を適⽤して当然だ。しかし、⼟壌汚染は状態責任からスタートして法律を作ってい
るのだから例外的に⾒えるだけで、汚染者負担責任の例外を作ったという気は全くないのです。 

 

（３）⽶国スーパーファンド法 

スーパーファンド法2については、省内でも⼤分議論をしていたし、原⽥先⽣の検討会に⼊って
いた法学者の先⽣⽅も随分調べていました。当時スーパーファンドは⼀世を⾵靡していましたが、
⽶国でもものすごい議論がありました。廃棄物や⽔などの規制をきちんとやるというところは、
多分⽶国は⽇本に⽐べてできてないのです。できていないから五⼤湖周辺で⼤事件を起こした。
⼤事件を起こしたので、規制をきちんとやって、問題が起こった時には訴訟で解決しなさいと、
こういう仕組みです。訴訟で解決しなさいとなると、汚染原因者の責任が決まるまでの間、⾃治
体に⾦が要るとか、そういうことを全部考えて、スーパーファンドは設計されています。スーパ
ーファンドがあることによって、とにかく企業がある⽔準で対策をしなければいけないので、汚
染防⽌をさせたという部分と、対策事業をやるためには、司法が分担する部分が⼤きいと理解し
ています。スーパーファンド法ができてから⽶国では裁判だらけだと⾔われたりしたということ
で、裁判所の機能がないと回らない法律だと思うのです。世界中の環境対策を⾒ていると、直感
的なことで⾔えば、3 割ぐらいは司法の場で解決している。ところが、⽇本は多くは司法の場で
解決していないのです。司法制度の違いとか国⺠世論の向きもあって、⽇本にはそういう⼟壌は
ありません。⽶国とは司法制度が違うから、⽇本でスーパーファンドを導⼊することは無理だと
思っていました。 

 

 
2 ⽶国で制定された⼟壌汚染など有害物質汚染に対する浄化責任を定めた法律で、「包括的環境対策・補償・責任

法（CERCLA）」（1980）と「スーパーファンド修正および再授権法（SARA）」（1986）の 2 つを合わせた通称。 
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（４）⼟壌汚染対策基⾦ 

基⾦は、現実の話としてはそれほど⼤きな役割を占めるわけではないと思ったのですが、これ
が⼿当てできないと、不存在、無資⼒の時はどうするのだとなり、法案は国会を通らないので、
やらなければいけないのですが、調整は難航しました。 

産業界は、こわごわ制度化は歓迎していましたが、基⾦には前向きではありませんでした。や
はり事業者側のモチベーションを推進、維持するような制度でなければできないので、企業の幹
部とは密接に意⾒交換しました。企業というのはやっぱりトップに⾔わなければ駄⽬なんですよ
ね。下を外しても駄⽬ですが、下は理解しても、とにかくトップのオーケーを取ってないと⽌ま
るから、トップに話をするためどんどん出かけました。⽀援措置してもらわなければいけないか
ら、⽇本政策投資銀⾏で、政策⾦利をきちんと適⽤できるのでしょうねという話とか、それから
損保の役員とも話をしました。経産省や産業界も頭から反対はできないけれども、慎重、⼼配な
ところは詰めるということだったのではないでしょうか。 

 

 将来への⽰唆−現⾏制度の課題 

整理の問題なのですが、全体像の理念体系がすきっとしていないところがあって、今の状態は
今の状態で良いのですが、法律理論というのでしょうか、体系論で気になっているのは、廃棄物
処理制度と分離しているところです。⼟壌の処分という⼟壌系統の仕掛けと廃棄物の処理という
系統を別々に動かしている⽇本の制度が、いわゆるガラケーみたいにならないかと⼼配をしてい
ます。これから新興国、途上国で⼟壌汚染、廃棄物の汚染が問題になっていくでしょう。そこは
協⼒したり、ノウハウの移転をしたりしなければいけないのですが、新興国、途上国の世界では
⼟壌と廃棄物の⼆元システムにはなっていませんよね。⽇本のような精緻なこともやってないの
で、⽇本がガラケーみたいになってしまうと、国際協⼒、国際展開のところで、うまい継ぎ⽬に
ならないのではないかという点が気になります。役所でもよく注意をしていただいて、スーパー
ファンドの話もそうなのですけど、今どういうふうになっているか。ブラウンフィールド3とか、
ちょっと違ったアプローチをしているじゃないですか。先進国の動きと、途上国や新興国への協
⼒みたいな場⾯が出てきた時に、欧⽶でやっているようなアプローチと⽇本のアプローチとはす
ごく違うので、そこをどうするのか考えておかないとうまく動かないのではないでしょうか。 

バイオレメディエーション4などを⼀⽣懸命⾔っている国がありますが、⽇本の感覚からすれば、
これで良いというレベルのものはできないと思うのです。できないと思いますけれども、多分、
世界的にはそういうのをやっていく所が増えるのだと思います。⼤規模な汚染地域をどうするの
か、安くどうするのかというと、そっちに⽬が向いてしまう。⽇本で開発して⽇本で進んだ技術
を外に移転するというのは経済的には良いわけですが、⽇本ではそういう需要がないのだけど、

 
3 ⼟壌汚染や地下⽔汚染などで開発が進まず遊休地となっている⼟地。 
4  微⽣物などの働きを利⽤して汚染物質を分解等することによって⼟壌地下⽔などの環境汚染の浄化を図る技術。 



 
 

記録編-21-8 

⼟壌汚染対策法の制定 

外向けだけに開発するというのはあまりぱっとしない。それでも仕⽅がないならそうもしなけれ
ばいけないのかもしれないですし、⼤きな戦略が要ると思います。新興国、途上国でも⼤都市周
辺では、廃棄物、⼟壌の汚染が問題になっているわけですけど、いつかきっと⼤きな問題になる。
そうなった時に⽇本は何をするのかという備えが要ると思います。 

また、⾃然由来を法改正で⼿当てしていただきましたが、⾃然由来といっても本当に天然、⾃
然ではない場合もありますよね。⼈が戦前戦後、埋⽴てをした所に⼊っていたとか、そんなもの
ですから、本当は⾃然由来ではなくて⼈為的なものですよね。⼈為的なものだけど、今の汚染問
題として取り扱うのは無理だという線がどっかに出てくるわけなのですが、これは理論では出て
こない線なのですよね。もう戦前のことはしようがないではないかという世界なので、すっきり
しないのですけど、理論的にはその問題があって、解説書を書く時に、どうしようかなといつも
思うことがあります。 

最後にもう⼀つの問題は、⼟壌と地下⽔のその後の歩みが違う道に⾏った点です。⼟壌の⽅は、
法律を作った後、搬出⼟壌の規制という⽅向、つまり川下側に制度を作っていきましたが、地下
⽔は浄化命令制度を作った後、フェイルセーフで、間違えても地下に浸透させないようにと、川
上の⽅に遡りました。最初、地下⽔は汚染されていれば、状態が状態だからとにかく浄化命令す
ることとし、⼟壌は⼟壌でとにかく対策しなければいけないという法律でしたが、その後、⼟壌
は川下側に発展していって、地下⽔は川上側に発展しています。それは物が違うからということ
で⼀応整理していますが、全体の体系として⾒た時に、どう整理したらいいのだろうかと思いま
す。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ ⻄尾 哲茂 元 明治⼤学法学部 教授 

1972 年 環境庁⼊庁、2004 年 環境省⼤⾂官房⻑、2006 年 総合環境政策局⻑、2008 年 環境事務
次官、2009 年 退官。 
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⾃然再⽣推進法の制定（2002 年）1 

話し⼿ ⻲澤 玲治 ⽒ ・ 渡邉 綱男 ⽒ 

 

 

 ⾃然再⽣推進法の制定や運⽤への関わり 

○渡邉 1978 年、環境庁に⾃然系の技官、レンジャー職ということで⼊庁し、全国の国⽴公園・
野⽣⽣物の現場や、環境庁の本庁業務に携わってきました。この⾃然再⽣推進法ができる前に、
省庁再編があって、環境庁が環境省になったのが 2001 年の初めでした。環境省になって、⾃然
保護局が⾃然環境局になり、最初の⼤きい仕事として新しい⽣物多様性国家戦略の作成が動き
出しました。その戦略策定チームの⼀員として、当時は⽣物多様性企画官というポストで関わ
りました。その時、⼩野寺（浩）さんが戦略作りを統括する⾃然環境計画課⻑、⼩林（光）さ
んが⾃然環境局⻑で、このお⼆⼈の下で戦略作りが進んでいきました。また、議員⽴法の⾃然
再⽣推進法も並⾏して動いており、⻲澤さんがそちらを中⼼的に担当されました。 

 国家戦略では⾃然再⽣を⼀つの柱とし、釧路湿原を⾃然再⽣事業の先駆けとして位置づけま
した。既に、釧路では⾃然再⽣の動きがあったこともあり、釧路の実践を通じて、⾃然再⽣の
ノウハウや考え⽅というのを「⾃然再⽣釧路⽅式」としてまとめて国内外に発信するというこ
とを戦略に書きました。国家戦略ができた直後に、環境省の釧路事務所の所⻑に転勤となりま
した。今の⾃然環境局⻑の⿃居（敏男）さんが同じタイミングで事務所の次⻑になり、⼆⼈が
先頭に⽴って⾃然再⽣の⽴ち上げを始めました。⾃然再⽣推進法の作成と、釧路の現場での挑
戦が並⾏して動いていきました。 

 その後、釧路から本省に戻り、⾃然環境計画課⻑として⾃然再⽣推進法の施⾏に関わり、2010

年には⽣物多様性条約 COP10（愛知県名古屋市）、その翌年には東⽇本⼤震災があって、その
対応をする中で⾃然環境局⻑を最後に退職しました。今は⾃然環境研究センターと国連⼤学で、
⾃然環境関係の調査研究や政策提⾔に係る仕事をしています。 

 

○⻲澤 私は 1982 年に、最初は林野庁に⼊庁しましたが、⼊庁 12 年⽬に当時の環境庁の野⽣⽣
物課に出向しました。隣の席に渡邉さんが座っていました。私⾃⾝は出向ですから、2 年で林
野庁に戻ると思っていたのですが、なぜかそのまま環境省にいついてしまいました。 

 環境省では⾃然環境計画課⻑の後に、九州地⽅環境事務所⻑、審議官、⾃然環境局⻑を経て、
2018 年に退官いたしました。今は、去年 4 ⽉から ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機

 
1 このインタビューは、2021 年 4 ⽉ 23 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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構で、地域の⾃然、⾷⽂化を背景とする観光関係の仕事をしております。 

 ⾃然再⽣推進法のときは、私は計画課の補佐で、渡邉さんが⽣物多様性企画官でした。⾃然
再⽣に関しては新規の予算要求と、国家戦略の⾃然再⽣の章の執筆、議員⽴法の側⾯⽀援を担
当したことで、深く関わった覚えがあります。 

 

 ⾃然再⽣推進法制定に⾄った経緯 

○⻲澤 ⾃然再⽣推進法は、2002 年 12 ⽉に成
⽴しましたが、その前年に新しく環境省が
でき、総理主宰で「21 世紀『環（わ）の国』
づくり会議」が動いておりました。それが
2001 年 7 ⽉にまとまりましたが、その中で
「順応的管理」という⼿法を取り⼊れて積
極的に⾃然を再⽣する公共事業、すなわち
⾃然再⽣型公共事業の推進が提⾔に盛り込
まれました。⼀⽅で新・⽣物多様性国家戦略
が翌 2002 年 3 ⽉にまとまりましたが、それ
らの作業と並⾏して、予算要求の作業も進
められました。2002 年度の新規の公共事業として⾃然再⽣事業を予算要求しようということで、
環境省ももちろん、国交省、農⽔省とも連携して進めておりました。 

 ⾃然再⽣事業の予算は何とか 2002 年度の新規予算として獲得することができました。しか
し、予算措置だけでは⼀過性のものとなりかねない、将来にわたって⾃然再⽣の流れを確実な
ものとするためには法制度的な裏づけが必要だろうということで、議員⽴法の動きが出てまい
りました。その後、与党との調整、与野党間の協議を経て、法律は 2002 年 12 ⽉に成⽴しまし
た。 

 

○渡邉 環境省になる少し前の 1997 年、有明の諫早湾⼲拓事業に伴う湾の閉め切り⼯事があり、
全国で⼲潟への関⼼が⾼まりました。翌年の 1998 年には名古屋の藤前⼲潟をごみ処分場とし
て埋める計画を事業者の名古屋市が撤回、2000 年には 2005 年愛知万博の会場予定地であった
海上の森で⾥⼭の⾃然を守りたいという市⺠の声が計画地を変更させるという出来事もあり
ました。⾝近な⼲潟や⾥⼭に対して社会の関⼼が⾼まってきたその頃に、河川法改正で、法律
の⽬的に治⽔、利⽔に加えて環境が付け加えられたことを⽪切りに、各省の法律や制度の中に、
⾃然や環境が組み込まれる動きがとても⾼まっていました。そういう時代に環境庁は環境省に
なりました。新戦略の中で⾃然再⽣を⼀つの柱にしていこうという提案が、そういった時代背
景の中で⽣まれてきました。 

 

⻲澤 玲治 ⽒ 
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 予算獲得に向けて 国⼟交通省、農林⽔産省との連携 

○渡邉 私が新・国家戦略を⼀⽣懸命書いている横で、⻲澤さんが⾃然再⽣事業の予算要求を担
当されました。公共事業費の新しい枠組みの予算要求なので、財務省には⾮常に厳しい折衝を
されていました。しかし、⻲澤さんが⼀歩も引かずに何度も財務省に通って、粘り強く折衝を
重ねたことを経て予算がついた、そんな光景を思い出しました。 

 

○⻲澤 新しい公共事業ということで、予算獲得は相当苦労した覚えがあります。公共事業なの
で、財務省の環境係ではなくて、公共 3 係と公共総括係主査のところに通いましたが、後半は
特に公共総括の⾓⽥（隆）主査のところに⾜繁く通っていました。当時、⾃然局の中で中⼼に
なっていたのは、当時の総務課⻑の塩⽥（幸雄）さんでした。最終的には、12 ⽉の最終段階で
予算をつけてもらうことになるのですが、12 ⽉に⼊ってからは私が何度か呼ばれ、⾓⽥さんと
細かい最後の詰めを⾏った覚えがあります。 

 無理やりもぎ取った感じの予算に思われていたかもしれませんが、その過程で国交省、農⽔
省とはいろいろ調整を⾏いました。国交省、農⽔省からすると、環境省が公共事業に乗り出し
てきたことへの警戒が当初はありました。それでも国交省、特に河川局は、河川法も改正して
環境保全を⽬的に⼊れていたこともあり、河川の⾃然環境に関しては、当時の⾃然環境局より
もはるかに進んでいました。釧路湿原、釧路川の再⽣についても、技術的なことや地元のこと
などをいろいろ教えてもらいながら、河川局とは連携をしていこうとしていました。国交省の
⽅も河川局がそう動くのであれば⼀緒にやっていこうということで、結果的には国交省、農⽔
省もそれぞれ⾃然再⽣の予算要求をして、連携する形ができていったと思います。 

 予算折衝のときに、財務省も含めてかなり激しく各省と調整を重ねていたので、法案⾃体は
⼤もめにもめることはありませんでした。法律化については、国交省、農⽔省も最初はあまり
乗り気ではなかった印象なのですが、⾃⺠党にプロジェクトチームができることになり、国交
省、農⽔省も乗り気になりました。特に国交省は、旧建設省と旧運輸省が省庁再編で⼀緒にな
って初めて元の 2 つの省庁をまたいだ形での動きだったこともあり、国交省の中でも各局がか
なり強⼒に結束をしたというようなことはあったようです。 

 補佐クラスでの調整ではいろいろな激しいやり取りもあったのですが、私も最後の⽅はお互
い考えていることも分かりましたし、腹を割って話せるようなりました。時々ふらっと港湾局
に⾏って雑談をしながら、いろいろな話をして、今でも付き合いが続いています。そんなつな
がりができたというようなこともありました。 

 環境省の中では、⾃然を取り戻す事業は当時の川⼝順⼦⼤⾂が⼩野寺（浩）⾃然環境計画課
⻑と話をする中で出てきたと聞いていますが、もともと⼤⾂からの話だったこともあって、む
しろ積極的にどんどん⾏けという感じだったと思います。その後の議員⽴法、予算要求は⾃然
環境計画課主導で進めましたが、議員⽴法に関してはまた塩⽥総務課⻑が先頭に⽴って⾛り回
ってもらったことを覚えています。 
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 獲得できた⾃然再⽣事業の予算のうち、補助⾦をどこで使ってもらうかは⾮常に苦労しまし
た。2001 年の年末に予算案として内⽰をもらいましたが、それを 2001 年度末までの 3 か⽉の
間に、当時、私と⼀緒に予算を担当していた⽔⾕（泰史）専⾨官と⼆⼈で各県に本当に必死で
売り込みをかけ、とにかくぎりぎり 3 ⽉末近くになって、佐賀県の樫原湿原や⼭⼝県の椹野川
（椹野川⼲潟）での実施が決まり、ほっと胸をなでおろしました。当時の⾃然環境計画課⻑の
⼩野寺さんに報告すると、年度内に配分先を決定できないと思われていたようですごく驚かれ
て、「でかした」というようなことを⾔ってもらったことがとても印象に残っています。 

 予算を公共事業として要求するときに、国⽴公園のキャンプ場やトイレなど様々な施設を整
備する予算は、⾃然公園等事業費という公共事業予算でした。この⾃然公園等事業費に、これ
までの国⽴公園の保護のための施設、利⽤のための施設に加えて、新たに⾃然再⽣施設を盛り
込むという作業を予算要求の⼀⽅で⾏いました。キャンプ場やトイレは施設そのものが公共事
業の対象でしたが、それに対して、⾃然再⽣施設は、再⽣された⾃然そのものに施設概念を広
げ、再⽣された⾃然そのものを公共財として捉えようとしました。それを根拠にして公共事業
費を充てることにしようという形で整理をしました。 

 

 開かれた協議会 ボトムアップ⽅式 

○⻲澤 当時、国交省河川局主導で、釧路湿原の⾃然回復を⽬指して、⼤学の先⽣や、NPO、⾃
治体が参加をする形で、釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会を組織していました。こ
れが協議会⽅式の直接的なモデルだと⾔えると思います。この検討委員会は 1997 年の河川法
の改正を背景に、1999 年から動き出していました。この河川局の先進的な取組を参考に、⾃然
再⽣推進法における協議会では⾃治体や NPO が⼊ることができ、協議会の場で⾃治体や NPO

から再⽣事業案を提案できる、いわゆるボトムアップ⽅式になっています。経緯的に⾔うと、
⾃然再⽣推進法⾃体は議員⽴法ですが、まずは公明党の案が出されました。公明党案は、国が
作成した基本⽅針に基づいて国が全国的な計画を作り、それに沿って都道府県が計画を作り、
実施するという、いわゆる従来型の上から下に計画をしていく公共事業の形を取っていました。
その後、⾃⺠党の⾃然再⽣プロジェクト推進チームが 2002 年 2 ⽉に結成され、その検討の過
程で、国交省側から協議会⽅式、ボトムアップ型が提案をされました。その後、それがベース
になって法律の形ができたという経緯がありました。 

 

 政治サイドや⾃然保護団体等との調整について 

○⻲澤 議員⽴法については、まず公明党案ができて、⾃⺠党案がその後できていくわけですけ
れども、⾃⺠党では⾃⺠党⾃然再⽣プロジェクト推進チームが 2002 年 2 ⽉にでき、環境省だ
けでなくて、国交省、農⽔省も参加して、会合ごとに各省からのヒアリングのほか、NGO 等か
らもヒアリングなどが⾏われました。そういうものを経て、⾃⺠党案がまとまって、それがボ



 

 
 

記録編-22-5 

環境省五⼗年史 

トムアップ型になっていくわけですが、それを当時、与党には保守党も⼊っていましたので、
保守党との調整も含めて、⾃⺠・公明・保守党で調整して与党案をまとめてもらいました。NGO

の中には、環境省が公共事業に乗り出してくるのは⼤体うさんくさいというか、⾃然再⽣とい
う、⼀⾒⾮常に良さそうなことを⾔いながら、実は公共事業の看板の掛け替えではないかとい
う批判的なことを⾔う⼈たちもいました。⺠主党はそういう⽴場に⽴つ⼈たちもいて、そうし
た意⾒をどのように取り込むかということで、その辺の調整も⺠主党を中⼼に⾏われていたの
ですが、⾃然を取り戻すこと⾃体は悪いことではないということで、結果としては与野党⼀緒
にやりましょうということになり、もともとの与党案を若⼲修正する形で与野党間の合意がで
きました。それで国会提出、環境委員会への委員⻑提案という形だったと思います。委員⻑提
案だと審議なしというのが普通ではあるのですが、NGO 等の⼀部反対意⾒などのいろいろな
経緯があって、環境委員会では衆参で審議が⾏われ、結果的に全会⼀致で成⽴をしたと記憶し
ております。いろいろ政治的な調整、更には保護団体との調整、いろいろな経緯がありました
けども、最終的には皆で連携をして、この法律を盛り⽴ててやっていきましょうという形で成
⽴したという経緯がございます。 

 

○渡邉 協議会⽅式という話があって、私も
釧路の現場で協議会を⽴ち上げました。従
来の公共事業でもいろいろな検討委員会を
作り、そこで意⾒をもらって事業を進める
という形はあったのですが、⾏政、役所が事
務局で、役所が委員を委嘱し、委員の意⾒を
⾏政が可能な範囲で事業に反映させるとい
うのが、従来スタイルだと思います。この⾃
然再⽣推進法で⽣まれた協議会の組⽴て⽅
は、事務局に誰でもなれる、役所はもちろ
ん、NPO が発議して事務局になることもあ
りますし、NPO と⾏政が共同で事務局になってもいい。委員は公募で呼びかけ、⼿が挙がれば
基本的に委員として参加することができることとしました。この従来の検討委員会との違いが
いろいろな意味を持つことを実践を通じて感じました。 

 釧路から本省に戻って、法制定の頃から中⼼的だった公明党の⽥端正広先⽣と⾃⺠党の⾕津
義男先⽣に法律の施⾏状況報告に⾏き、協議会の設⽴や全体構想と実施計画の策定状況につい
て報告をすると、とても喜んでくれたことが印象に残っています。また、釧路にいた際、共産
党の藤⽊洋⼦先⽣が法案審議の参考にするため釧路の現場を⾒たいとのことで、釧路事務所で
丁寧に対応してほしいと本省から連絡がありました。私はちょうど技術⼠の試験の⽇に当たっ
ていましたが、これは対応しなくてはと技術⼠の試験は諦めて、丸 1 ⽇、藤⽊先⽣に現場を⼀
緒に丹念に⾒てもらい、お話をしたことを思い出しました。 

渡邉 綱男 ⽒ 
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 再⽣事業実施地域の決定 

○渡邉 釧路湿原は釧路川の流域の⼀番下流側にあり、流域全体から⽔の供給を受け、流域の⼈
間活動の影響を受けています。⽇本の最初のラムサール湿地で、1987 年に釧路湿原国⽴公園に
なりました。湿原は約 2 万ヘクタールで、流域全体で約 25 万ヘクタール。国⽴公園の湿原を守
るには、国⽴公園の中の取組だけではなく、公園の区域を⼤幅に超えて、流域全体で取り組む
ことが不可⽋です。釧路湿原では、北海道開発局の河川部局が河川法改正を受けて、河川環境
保全の委員会を設置して、2001 年に⾃然再⽣の提⾔を策定しました。その動きを⾒ながら、2002

年、新・⽣物多様性国家戦略の中で再⽣を政策の柱に掲げて、釧路を先駆けとして位置づける
ことになりました。それを実現すべく、私と⿃居さんは釧路に赴任しました。北海道の湿原研
究の⽗とも⾔える存在で、釧路湿原の⾃然再⽣の⽣みの親であり、⽣物多様性国家戦略を審議
した中央環境審議会の部会⻑でもあった辻井達⼀先⽣が釧路で私や⿃居さんを温かく迎えて
くれました。 

 釧路では河川部局が先⾏していろいろな取組を築いてきたところに、環境省がどのような役
割を果たせるのかということで現場に⼊っていきました。戦略にも書いた釧路⽅式、その再⽣
の考え⽅というのをまずは整理するということと、環境省⾃らの事業をどう考えていくかとい
うことが最初の課題で、そのための実務会合を開いて様々な⼈と議論しながら、釧路⽅式とい
う考え⽅を整理していきました。その中で、「⾃然環境の保全・再⽣」、周りが農地ですから「農
地・農業等との両⽴」、「地域作りへの貢献」の 3 つを釧路⽅式の⼤きい⻑期の⽬標にしました。 

 対象地域に関しては「25 万ヘクタールの流域全体を対象」にすること、湿原の周辺で再⽣の
緊急度の⾼い「湿原の周りのバッファーゾーンから事業開始」という⼆つの⼤⽅針を釧路⽅式
の中で整理しました。優先度の⾼い地域でパイロット的な事業を実施することによって流域全
体の⼈の暮らしや営みが湿原にとって優しいものに変わっていくような運動を起こしていこ
うという考え⽅です。 

 流域全体という視点は⼤事なので、環境省の役割として、流域全体の情報を⾃然環境情報図
として地図化する湿原データセンター構想を⽴ち上げました。釧路湿原の再⽣のためには川や
湿原、森など様々なテーマの再⽣の取組が必要で、各テーマにとってモデル的な、パイロット
的な事業の適地を探していきました。⽤地の取得の可能性や農業、林業など他の利害との調整
の可能性なども考えながら場所を選んでいきました。 

 先⾏していた北海道開発局の河川部局では、釧路川本川で昭和 50 年代に直線化した区間の
蛇⾏を再⽣する候補地（標茶町・茅沼地区）が決まっていて、それが釧路湿原の再⽣のシンボ
ル的な位置づけとなっていました。そこで、環境省としては、湿原そのものの再⽣と森林の再
⽣をテーマとして掲げようと考えました。 

 湿原の再⽣については、釧路湿原の南側の釧路市広⾥の釧路の市街地に近いところで、260 ヘ
クタール程度の釧路市有地の湿地がありました。そこは、かつて農地として開拓したもののう
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まくいかなくて放棄された場所です。地区内にはハンノキの広がる場所も含まれていて、湿地
の再⽣を考える上でモデル的、パイロット的な事業の場所になり得ると考えて、⽤地を取得し、
事業実施場所にしました。 

 もう⼀つの⼤きい対象地は、釧路市の隣の釧路町達古武という地域で、森林再⽣をテーマに
しました。⾃然再⽣推進法が NPO との協働を⼤事なテーマとして掲げていました。地元のトラ
ストサルン（NPO 法⼈トラストサルン釧路）がトラスト活動をしながら、⻑年にわたって荒廃
した場所に苗を植えて森を育てる活動を地道に続けてきた場所です。そのトラストサルンと連
携協働して森の再⽣のプロジェクトを実施することになりました。達古武の集⽔域 4,200 ヘク
タール全体を対象にして NPO と環境省が協働で⾃然環境調査や⾃然環境の現状評価を⾏うと
ころから森林の再⽣を始めていこうということになりました。調査を始めている中で、達古武
の集⽔域には 40 年〜50 年ぐらい育ったカラマツの⼈⼯林があり、釧路町の町有地なのですが、
町が地元の愛林会と分収育林契約をしていました。そこが⽴派に育ったので、伐採して収益を
上げたいという伐採計画の申請が国⽴公園の特別地域内で出てきました。しかしこの湿原に隣
接した⼤事な場所を皆伐されるのは何とか⽌められないのかと、⿃居次⻑が強く主張され、事
務所内で相談をして、その 150 ヘクタールぐらいの場所を買い上げ、カラマツ⼈⼯林から本来
の落葉広葉樹の森林に転換していくことを⽬的として、環境省の森林再⽣のパイロット事業⽤
地にしていきました。 

 

 釧路湿原の保全に向けて 「⾃然再⽣釧路⽅式」の展開 

○渡邉 釧路では、河川部局の検討が先⾏して、むしろそれが新・国家戦略にも⽣かされて、⾃
然再⽣推進法にも⽣かされてきました。やはりここは環境省として本気でやらないと、先⾏し
ていた北海道開発局が対等な連携のパートナーとして⾒てくれないので、皆で⼀⽣懸命やった
ことを記憶しています。 

 釧路⽅式の 3 つの⽬的と 2 つの⼤⽅針を整理しつつ、広⾥の湿原再⽣や達古武の森林再⽣な
ど具体的な事業も⽴ち上げてから 1 年経ったところで、釧路⽅式を広くみんなに伝えていくこ
とが⼤事だろうということで、「⾃然再⽣釧路⽅式 釧路から始まる」というタイトルのパンフ
レットを 1 年間の成果を踏まえて作りました。このパンフレットも作った上で、2003 年 6 ⽉に
釧路湿原⾃然再⽣⼤会を市⺠団体や、北海道開発局も⼀緒になって開催いたしました。約 1 週
間の期間中、地域の⼈たちの⾃主企画による観察会や、再⽣を考えるワークショップが開催さ
れたほか、ファイナルイベントでは記念シンポジウムを開き、⽑利衛さんによる基調講演に続
き、パネルディスカッションで釧路⽅式の考え⽅が議論されました。⼤会の⽇の朝 7 時ぐらい
に花⽕が上がり、地元の⼈が⼤会を盛り上げるために花⽕を上げてくれたのかと思って感激し
たのですが、実は、それは地区の運動会の花⽕だった、といった思い出があります。 

 釧路で⽴ち上げた協議会では、参加募集に応じてたくさんの⼈に⼿を挙げてもらうように呼
び掛けて、合計で 105 の個⼈、団体が構成員となりました。辻井先⽣が初代会⻑を務められ、
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2005 年 3 ⽉に釧路湿原の全体構想が策定されました。その辺まで私も現場の所⻑として関わり
ました。 

 全体構想をまとめる中で、もめたことがありました。釧路⽅式で「流域 25 万ヘクタール全体
が対象」という⼤⽅針を掲げましたが、流域の農業関係者や⾃治体から、地域の開発や地域産
業に差し障りが出てくるのではとの懸念もあり、反発がありました。最終的には、保全の対象
は湿原 2 万ヘクタールとし、2 万ヘクタールを守るためには 25 万ヘクタールの中でいろいろな
取組をしていくことが必要であるとの関係性を明確に記載することで理解を得ることができ
ました。 

 広⾥や達古武の事業ですが、前例やマニュアルがあるわけではないなかで、それを試し試し
探りながら進めていくという最初の苦労がありました。広⾥の湿原の再⽣で⼤事にしたことは、
その場所やテーマに相応しいチームを作ることを⼼がけました。広⾥では地元の NPO やコン
サルの他に、北海道⼤学の若い研究者にもチームに⼊ってもらって、調査や実証試験を進めて
いきました。 

 調査して、⽬標を設定して、受動的な再⽣の⽅法を考えて、科学的な試験区を設定して、リ
ファレンスサイトとしてお⼿本になる場所を設定して、相互に⽐較して評価するという⼀連の
順応的管理の進め⽅のモデルを考えていきました。しかしやってみると、いろいろな難題が出
てきました。広⾥では農地跡地を⾃然性の⾼い湿原に戻そうという計画でしたが、その場所に
タンチョウが営巣していました。地元のタンチョウ保護団体は、タンチョウの繁殖に影響を与
えてはいけない、との⼤変強い主張がありました。しかし、事業を進めるためには現場調査や
いろいろな試験⼯事を実施する必要があり、その両⽴がとても難しく、環境省はその中で右往
左往してしまいました。この再⽣事業のリーダー的な存在だった中村太⼠先⽣には、環境省が
明確な⽅針を⽰すよう強く求められました。結局のところ、どちらかを取るわけではなく、現
場付近に⾼所作業⾞を置いてタンチョウの⾏動を観察することでタンチョウに配慮しながら
調査や試験を実施する⽅法を⾒いだしていきました。つまり、「タンチョウの保護」と「湿原本
来の⽣態系再⽣」という⾃然同⼠の異なる価値の調整が、⾮常に重要であるが難しい問題だっ
たと思います。 

 もう⼀つの難題は、隣接地が⼤根畑の農地だということでした。湿原の回復には地下⽔位を
上げる必要があります。しかし、⼤根畑への影響を考えると地下⽔位は下げたままでなければ
いけない。「農地の保全」と「湿原の再⽣」という異なる地下⽔位の要求⽔準が隣り合わせにな
っている位置関係が⼤きなハードルになって⼤変苦労しました。こうした苦労を重ねつつ、湿
原⽣態系の再⽣に資する貴重な科学的知⾒を⽣み出すことができたと考えています。 

 達古武の森林再⽣は NPO と連携して始めました。NPO との連携では本当の意味での信頼関
係が⽣まれないと対等のパートナーシップが動き出せません。環境省から発注という上下関係
があるように⾒られると、NPO としては反発が強かった。やはり現場で⼀緒に⼭を歩き、苗を
⼀緒に植え、⼀緒に汗をかくプロセスを通じて、だんだん信頼関係が⽣まれてきたように思い
ました。達古武では集⽔域全体 4,200 ヘクタールを対象に協働で調査を実施しましたが、やが
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てカラマツ⼈⼯林の⾃然林への移⾏という環境省のプロジェクトも始まりました。そこで達古
武でも、NPO と環境省だけではなくて育苗の技術者や森作りの専⾨家など、技術⾯でプロジェ
クトを⽀えてくれる⼈たちにチームに⼊ってもらい⼀緒に議論をしていきました。特に現場で
話合いながら対⽴点を解決していくことが重要だったと思います。現場での実践を通じて、⾃
然林再⽣のノウハウを蓄積しつつ、再⽣のプロセスを進めることができたと考えています。 

 現場の話として⼀番の象徴は、北海道開発局が事業主体の釧路川本川の蛇⾏再⽣でした。法
案制定過程でも⾃然再⽣のモデル的事業として全国から注⽬されていましたし、反対意⾒を持
つ⼈にとってはこれこそ公共事業の看板の掛け替えなのではないかという意⾒も全国から集
まっていました。協議会の中でも⾮常に激しい議論があり、なかなか計画がまとまりませんで
した。議論を重ねた結果、最終的にかつての蛇⾏する旧川の浅い流路を掘り返して、そちらに
流れをつけ替えて蛇⾏河川を回復する⽅法を選ぶことになりました。その過程で、旧川に絶滅
危惧植物のイヌイトモが⽣育しており、その保全を求める意⾒が出たり、周辺の農地への氾濫
が増えて農地が⽔没するのではとの⼼配の声があがるなど、他の価値・利害との調整をしつつ、
再⽣の⽅法を考えていきました。議論に次ぐ議論でなかなか事業が始まらず、皆のなかにも「う
ーん、これでは動かないな」という気持ちになった時期もありました。しかし、その議論の過
程で、河道周辺を本格的な氾濫原に再⽣するために、直線河道を埋め戻して旧川の蛇⾏の流路
だけが河道になるような本格的な⽅法に変更するという、より良い⽅法を選ぶことにつながっ
た⾯もありました。再⽣⼯事では河道の中に埋まっている枯⽊を⼀度取り除いた後に再度、河
道に戻したり、河岸の⽊々を極⼒残すなど細⼼の配慮をして、5 年掛かりで蛇⾏河川を回復し
ました。 

 環境省を退職して 2 年後、2014 年に現場を⾒ましたが、本当に元々の⾃然の蛇⾏河川のよう
に⾒えました。やはり細⼼の配慮をしながら、丁寧な⼯事を進めたかいがありましたし、モニ
タリング結果からも、イトウ等の⿂類をはじめ動植物の⽣息・⽣育状況の回復を⽰すデータが
得られるなど、時間をかけて議論したことが無駄ではなかったなと思いました。 

 湿原周辺のいろいろな場所で苦労しながらパイロット事業を進めていくといろいろな価値
の対⽴がありました。その中で、地域関係者の議論を通じて、情報を共有しながら、⾃然条件、
社会の条件で選び得る最良の受動的な再⽣の⽅法が選ばれていく。ちょっと時間は掛かります
が、このオープンな協議会という仕組みの意味はあったのではないかというのが私の感想です。 

 釧路でもう⼀つ⼯夫したのは、2005 年度から始めたワンダグリンダプロジェクトです。これ
は協議会に⼊らなくても⾃然再⽣活動を宣⾔し、気軽に様々な活動を実施してもらうというプ
ロジェクトです。⾮常に気軽に参加できるので、さらに地域の⼈の参加の幅が広がり、環境関
係 NPO、⽂化、福祉、教育関係の NPO、企業などいろいろなセクターの⼈たちが参加すること
になったと思います。 

 湿原の再⽣にとって、周辺の農林漁業が湿原に配慮したものに変わっていくことがとても⼤
事です。農林漁業関係者も協議会にはもちろん⼊っていますが、農林漁業者による主体的な⾃
然再⽣活動の展開という⾯はまだまだ⼗分とは⾔えません。そこが今後の⼀番の課題であると
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思います。観光や国⽴公園、⾃然再⽣と、地域の⽇常的な営みである農林漁業とのつながりを
どう強めていくか。これが今、最も⼤事な課題なのではないか。釧路湿原も国⽴公園ですが、
上流側も阿寒摩周国⽴公園があり、釧路の流域に 2 つの国⽴公園があります。国⽴公園の満喫
プロジェクトを環境省として進めていますが、国⽴公園の利⽤、観光⾯から、地域の暮らしや
営みと⾃然再⽣、あるいは国⽴公園を結びつけていくために頑張ってもらえるといいなと期待
します。 

 

 ⾃然再⽣推進法の効果と評価について 

○渡邉 おそらく全国で 30 ぐらいの協議会ができたのではないかと思います。釧路のような湿
原もありますが、森林や⼲潟、珊瑚礁、藻場など様々なタイプの⽣態系を対象にした事業が全
国で⽴ち上がっています。法律制定が契機となって順応的な管理における技術的な⾯での知⾒
の蓄積も進んだのではないかと思います。 

 ⼆つ⽬は、どの場所でもいろいろな価値の対⽴があって、その中でどういう⽅法を選ぶかと
いうのは答えが⼀つではなくて、地域の関係者が議論する中で、現在の⾃然や社会の条件の中
で取り得る最適な解、受動的再⽣の⽅法を選んでいく必要があります。⾃然再⽣推進法が⽣み
出した協議会の仕組みにはまだまだ⼯夫や改善の必要はありますが、このような仕組みを作っ
た意味はあったのではないかと思います。 

 三つ⽬ですが、釧路湿原の国⽴公園の指定書の中に、釧路湿原の集⽔域全体の保全が必要で、
その保全には様々な制度、⼈々との連携が必要であるということが書かれています。釧路の取
組に関わってみて、この⾃然再⽣の枠組は、釧路湿原の国⽴公園区域と 25 万ヘクタールの流域
とを結びつける枠組みになったのではないか。国⽴公園の施策を展開していく上で、国⽴公園
がもっと幅広い地域との結びつきを強めていく上でこの再⽣の枠組みは重要な意味を持つの
ではないかと思います。 

 

 現在の⾃然再⽣事業に関する評価 

○渡邉 協議会の設置数を⾒ると、ここ最近に来て、増え⽅が⾜踏み状態になっています。⾃然
再⽣事業はどこでもできるわけではないし、いろいろな利害関係がある中で、再⽣事業ができ
る場所を⾒いだすことは容易ではありません。しかし、かつて 50 年間で⾃然が壊れてきた推移
を⾒つめ直してみれば、関係者の姿勢次第で、新しい協議会を設置することで機能できるよう
な場所を切り開いていくことは可能なのではないかと思っています。 

 新たに⾃然再⽣事業を実施する上で、何がハードルになっているのかを聞いていくと、協議
会がやる気がある⼈は誰でも参加できるオープンな仕組みであるがゆえに合意形成が⼤変で、
なかなか法定事業に踏み切れないという声がありました。ただそこは、現場を⾒ながら議論す
る、ワークショップを開催する、専⾨家の科学的な⾒解を協議会で共有するなどの⼯夫をする
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ことで、ハードルが下がるのではないかと思っています。 

 もう⼀つ皆さんが重荷に感じているのは、実施計画の承認プロセスです。協議会では事業実
施者が実施計画を作成し、国の機関に事前に提出して専⾨家会議で可否が議論されます。その
ことが⼼のハードルになっている⾯もあるのかなという気がしました。むしろ、専⾨家会議の
メンバーが現地に⾜を運んで、地域の協議会をサポートしてくれる組織であるというように、
地域の⼈が専⾨家会議の位置づけを認識すれば、ハードルも下がるのではないかと思います。 

 また、⾃然再⽣推進法制定後、多くのノウハウや知⾒が蓄積されてきました。それを⼀つの
地域だけではなくて協議会間で共有して活⽤していくことはもちろんですが、⾃然再⽣推進法
以外の各省の様々な⾃然再⽣事業や、農地・農業、森林・林業など様々な社会資本整備の中に
⾃然再⽣を組み込んでいく上で、ノウハウを幅広い関係者で共有し、活⽤していけるようにす
ることも⼤事であると思っています。静岡の⿇機遊⽔地での再⽣事業の協議会では、何年か前
から地域の特別⽀援学校の⾼校⽣たちが活動に参加し、障害者の⾃⽴⽀援という⽬的も持って、
湿原の再⽣プログラムを動かしています。協議会に今まで関わってこなかった地域の健康関係
や、福祉関係の団体、企業が新たに加わり、協議会が⼤幅に多様化、活性化した。つまり、湿
原の再⽣とその地域の課題が結びつくことによって新しい⼒が⽣まれる。そのようなことはと
ても⼤事であると感じた例です。 

 もう⼀つ、ここ数年、河川を中⼼に地域主体で、⾃然再⽣の活動を進める「⼩さな⾃然再⽣」
の動きが広がっています。釧路でも地元の釧路⾃然保護協会が⿂の遡上回復のための簡易な市
⺠⿂道作りの実施計画を作成し、実施するという動きがあります。正に地域が主役の再⽣活動
が出てきたことはとてもいい動きだなと喜んでいます。 

 グリーンインフラや Eco-DRR（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）について、最近よく
聞きますが、⾦沢の国連⼤学ユニットも関わって北陸グリーンインフラ研究会というのが⽴ち
上がりました。その⽴ち上げの議論の中で、「⾃然を直せば地域が直る、地域を直すことによっ
て⾃然が直っていく。」という考え⽅が共有されました。⾃然再⽣と地域課題の解決を結びつけ
ていく重要性を⽰したものですが、今後の⾃然再⽣を考えていく上で⼼に留めたい点です。 

 

 これからの⾃然再⽣に求めること、期待すること 

○渡邉 環境省の⾃然環境政策の動きを時々聞く中で、最近、⾃然再⽣という⾔葉があんまり出
ない、協議会の数があまり増えないことも含め、少し動きが弱まっているという印象を持って
います。これからこそ⼤事です。再⽣ということの位置づけを広げながら積極的に取り組んで
ほしいというのが私の思いです。折しも 2021 年には、「国連⽣態系回復の 10 年」が始まりま
す。この 10 年の中で、⽇本として⽇本ならではの⽣態系回復のモデル的取組を世界に⽰してい
くことが必要なのではないかと思います。ポスト 2020 ⽣物多様性枠組みが間もなく合意され
る予定であり、それを受けて、次の⽣物多様性国家戦略が作られる。そういう中で、都市や農
林漁業地域、海洋も含めて国⼟全体の⽣態系の質を上げていく、そのためにいろいろな総合的
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な取組をぜひ動かしてもらえたらと願っています。 

 最近まで九州⼤学の研究者だった島⾕幸宏さんは、⾃然再⽣推進法を作る当時は⼟⽊研究所
にお勤めで、法制定の協議の際には様々なアイデアをお話しいただきました。その島⾕さんが、
昨年の球磨川の⽔害を受けて「早く流す治⽔からゆっくり流す治⽔へ」という提⾔を出されま
した。今までの治⽔は早く⽔を流す治⽔でしたが、それを本格的にゆっくり流す流域治⽔に国
⼟全体で変えていくことが必要であり、そのための国⼟の在り⽅の再編が必要である。その中
で、河道の中だけの治⽔ではなく、森林、湿地、農地、⾥⼭などの⼟地利⽤・⼟地管理の在り
⽅を考え直していくことが必要だという提案です。温暖化が進み⾃然災害が頻繁する中で、防
災・減災の推進と⽣態系の回復を結びつけて考えていくことがとても⼤事だと思います。第五
次環境基本計画で環境省が中⼼になって地域循環共⽣圏という提案をしました。その中には河
川を軸とした⽣態系ネットワークという提案も⼊っています。広域の地域を対象にした⻑期に
わたる総合的な取組の中で⾃然再⽣を位置づけ直すことが⼤変⼤事であると思います。つまり、
流域といったより広がりのあるランドスケープの質を上げていくために、関係者が議論して皆
が共有できる将来像を提⽰した上で、⾃然再⽣推進法の事業はもちろん、環境省の希少種保全
事業、⿃獣管理事業、外来種対策事業などの⾃然環境政策の事業、各省の公共事業の中での再
⽣的な取組、地域が主体の⼩さな⾃然再⽣など、⾃然再⽣推進法に基づかない事業も含めてい
ろいろなものが再⽣に寄与できる。全てが合わさり広域のランドスケープ全体の質を上げてい
くような動きが是⾮できないかと思います。その際に防災・減災、温暖化への適応、農林業の
活性化、エネルギーの地産地消、健康・福祉、教育・⽂化、地域産業、地域資源の活⽤、感染
症に対してレジリエントな社会の構築など、地域の様々な課題と結びつけて、地域が⽬指す将
来像を描き、その実現のために再⽣の取組も貢献していく。そういった動きが作れたらいいな
と思います。 

 国⽴公園も、国⽴公園の中だけに留まらずに、その周辺との関係を積極的に作っていく。今、
⽣物多様性条約の次の世界⽬標の中では、OECM（Other effective area-based conservation measures）
という保護地域以外の保全されたエリアという⼿法の重要性が⾼まってきています。国⽴公園
がその周辺の地域、あるいは OECM とつながり合って、公園区域の外側も含めたエリア全体の
質が上がっていくようなエリアマネジメントという視点を持って、国⽴公園政策を展開してい
く、そうした政策と⾃然再⽣とが結びつくといいなと、そんなようなことを期待として持って
います。 

 

○⻲澤 ⾃然再⽣には 10 年、20 年掛かるでしょうし、それで結果が出るというものでもなく、
⻑い時間が掛かるものでありますが、今の状況の確認も必要だと思います。今後の⾃然再⽣の
課題、⽅向性を改めて考えてみる必要があるのではないかと思います。最近の⾃然再⽣の動き
があまり⾒えないようですが、改めて⽬に⾒えるような形で動き出せばいいのかなと思います 

 

―― 了 ―― 
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＜ 思い出の品 ＞  

 

パンフレット「⾃然再⽣釧路⽅式〜釧路から始まる〜」（2003 年 6 ⽉発⾏） 

（渡邉 綱男 ⽒ 提供） 

 

2002 年 7 ⽉に釧路に着任してから 1 年。広⾥地区の湿原再⽣や達古武地区の森林再⽣な
どのパイロット事業を⽴ち上げながら、釧路湿原の保全・再⽣の考え⽅や⼀連の事業の
進め⽅、重要なポイントを「⾃然再⽣・釧路⽅式」としてまとめました。その内容を、
地域をはじめ国内外に広く発信していこうと、⾃分も⼒を振り絞り、多くの皆さんの⼒
を結集して、出来上がったパンフレットです。釧路での取り組みに関わるさまざまな⼈
たちからのメッセージを伝えることも⼤切にしました。私にとって、とても思い出深い
ものです。表紙の写真には、番匠克久⽒の「朝光の彩り」を使わせていただきました。
（渡邉 綱男 ⽒） 
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話し⼿ ⻲澤 玲治 ⽒ ⼀般社団法⼈ ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構 専務理事 

1982 年 農林⽔産省⼊省、2014 年 環境省九州地⽅環境事務所⻑、2015 年 ⼤⾂官房審議官（⾃然
環境局担当）、2016 年 ⾃然環境局⻑、2018 年 退官。 

 

渡邉 綱男 ⽒ ⼀般財団法⼈⾃然環境研究センター 上級研究員、国連⼤学サステイナ
ビリティ⾼等研究所 シニア・プログラム・コーディネーター、IUCN ⽇
本委員会 会⻑ 

1978 年 環境庁⼊庁、2006 年 環境省⾃然環境局⾃然環境計画課⻑、2009 年 ⼤⾂官房審議官（⾃
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（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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エネ特エネルギー需給勘定への環境省参入 
（2003 年）1 

話し手 小林 光 氏 ・ 三好 信俊 氏 ・ 和田 篤也 氏 

 

 

 エネ特参入への関わり 

―――エネ特（エネルギー対策特別会計）参入に関する業務に携わるようになった経緯をお聞か
せください。 

 

○小林 エネ特参入の時は総合政策局担当の大臣官房審議官でした。エネ特関係の業務に関わる
ことになった経緯というよりも、むしろ環境税に関わることになった経緯の方が良いかもしれ
ないですね。ずいぶん前から行っていました。少なくとも地球サミット（1992 年）よりもはる
かに前で、その頃から環境税をずっと担当していました。環境省の面白いところで、どこのポ
ストに座っていようとほとんど属人的にそれができるところがあります。正規の予算では環境
税の勉強代はなかったので、環境調査センター（現・公益財団法人日立財団）に頼んで、次の
税制会長になる、一橋大学の石弘光先生を座長に勉強会をやっていました。 

 環境税が一番盛り上がった、もしかしていけるかなとなったのが地球サミットの時です。環
境基本法がその後できますけれど、実は地球サミットよりも前に作ろうと努力をしていて、実
際にドラフトも全部できていました。だけど、国会が解散になってしまって、宮澤（喜一）総
理大臣が結局地球サミットに行けず、事前の制定はなくなってしまったのです。 

 その時には竹下（登）議員がずっと環境基本問題の勉強会を指揮していたので、結構みんな
本気で、環境税が入るのではと思っていました。当時は、環境負荷に課税はするけれど、国際
貢献に税収を使おうという地球環境税みたいな感じで構想されていました。実際にはもちろん
その後も入らないのですけれど。 

 その時に、環境基本法の経済的措置についての条文を書くのは私が担当で、通産省（通商産
業省）の澤（昭裕）さんと色々調整をしました。その時がかなり、環境税に接近したところだ
ったと思います。 

 その後、ちょっと勢いが落ちましたが、1997 年の京都会議の頃に、やはり環境税を入れない
といけないのではないかと盛り上がってきました。京都議定書の第一約束期間が 2008 年から
2012 年ですので、準備をしないと間に合わないということで、2002、2003 年ぐらいのことだっ
たと思います。 

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 3 月 17 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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 この時ぐらいになると、単純に重い環境税をやって CO2 をそれだけで減らすという価格効果
でやるとハレーションがすごくあるので、政治的にも難しいということで、税率が低くても、
その税収を温暖化対策の補助金に回す考えが出てきました。つまり対策をすれば得するし、対
策をしないと損する。この差が機会費用になるわけです。対策を行った場合と行わない場合の
機会費用を設けられれば、税を沢山乗せて補助金だけで全部やるのもできますけれど、「その間
もあるのでは？」と頭を整理しました。私はそれを森田税と言っていたのですけれど、国立環
境研究所の森田（恒幸）さんにその辺を計算してもらって、合わせ技でかなり低い税率でも答
えが出せる、そういう主張をしていたのです。私は、元々非常に強い環境税が入るとは思って
いなかったので、そうであれば第一歩として低い環境税と補助金との合わせ技で行うのが、解
決策として唯一フィージブル（実現可能）かなと思っていて、そのうちに私が正式な窓口にな
って向こうと折衝することになったと理解しています。 

 

〇三好 私は小林さんほど前から携わってい
たということではないですが、環境庁、環境
省おなじみで、あまりポストに関係なくお
手伝いするということがあって、先ほど小
林さんから御紹介があった幾つかの勉強会
に出たりしていました。正式に担当になっ
たのは、2001 年の環境省発足に伴って環境
経済課ができ、その時、私は課長だったわけ
です。環境経済課は、グリーン購入、企業の
自主的取組、環境報告書、環境会計などいろ
いろ守備範囲があったのですが、その中で
とにかくお前は環境税をやるのだよと、多くの先輩方から言われていました。 

 当時財務省から出向の総政局（総合環境政策局）総務課の青山（幸恭）課長から、研究会ベ
ースで色々やっていても駄目なので、ここは中環審（中央環境審議会）で一回しっかり議論し
よう、そういう場を作れという指示があり、財務省から出向の方がそういうことを言われるの
だと思った記憶があります。それで、2001 年の 10 月ですから、環境省が発足したその秋には、
慶應義塾大学の飯野（靖四）先生に委員長をお願いして、税制の専門委員会（地球温暖化対策
税制専門委員会）をスタートさせています。ですから、私としては、エネ特参入の話が公式に
持ち込まれる前に、既に環境省としては地球温暖化対策税制という形でしっかり話をスタート
させていた、ということは少し強調しておきたいと思います。 

 もう一つは、京都議定書を批准する話があった時、後の目達計画（京都議定書目標達成計画）
になる温暖化対策推進大綱ではステップ・バイ・ステップのアプローチということになってい
て、第 1 ステップは税制のグリーン化、第 2 ステップは本格的な環境税みたいなストーリーに
なっていくわけです。当時そこまで合意はされていなかったと思いますけれど、やはり既存税
のグリーン化をやっていくことが大事だということは念頭にあったと思います。特会（特別会
計）では、道路特会（道路整備特別会計）見直しの話が政治的には結構あって、税額が下がる

三好 信俊 氏 
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と温室効果ガスが増えるので良くないとしっかり言っていかなければいけない、環境省として
環境面の効果を言っていかなければいけないということは、確かこの専門委員会をスタートす
る時から議論していたように思います。そういう意味で特会の動きもにらみながら、私自身と
しては税制改正、地球温暖化対策税制をしっかり根拠づけていくことを、一生懸命行っていた
と思います。 

 

〇和田 私は温暖化対策課の技術総括をや
っていて、上司が内藤（克彦）調整官、
課長が清水（康弘）課長だった記憶があ
ります。当時の環境保全対策課に異動に
なったのですが、併任で戻らされて「お
まえは通産省（通商産業省）で石特（石
油及びエネルギー需給構造高度化対策特
別会計）と電特（電源開発促進対策特別
会計）をやっていたよな。特会って分か
っているよな。今回は石特の議論で中身
を詰めるのでよろしく。」と言われたのが
2002 年の時でした。 

 秋からいろんな議論が始まって、確か各省が持つ特会は「一般会計は粗食でも、特会でカツ
丼、すき焼きを食っている」みたいなことを言われて、特会廃止論が真っ盛りでした。それで
も結果としては、経産省は、環境省を石特に巻き込み、おまけに、石炭に課税をすることが可
能になったと記憶しています。2002 年 1 月に釧路沖の太平洋炭礦が閉山になり、いわゆる産炭
地域振興行政という経産省の重たい歴史的役割も終えることになりそうだということで、石炭
にも課税することになったやに聞いています。その代わり、確か天然ガスはちょっと安くした
はずですが、天然ガスを差引きしても 840 億円の増収が出てくるので、2 省で折半して 420 億
円ずつ執行することになりました。 

 

 エネ特のグリーン化と地球温暖化対策税 

―――環境省の参入経緯を教えてください。また、地球温暖化対策税の新設の妨げになるという
見方もあったと承知していますが、どのように参入することを決めたのでしょうか。 

 

○小林 そうですね。一つは財務省から来た方が特に言っていたのは、やはり特会は潰していく
べきなのに、特会の延命に環境省は手を貸すのかという論です。環境行政論ではなくて、国の
制度としてどうなのだ、というのは結構ありました。でも、それは政治家が決めることなので、
潰れるものは潰れるし、潰れなければ潰れないので、どっちでもいい、と私は思っていました。 

 もう一つは、この話に乗ったら、環境省がやろうと思っている環境税の芽が永久に摘まれち

和田 篤也 氏 
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ゃうじゃないか、という議論です。それがすごくあって、当時、環境省のいろんな局のオピニ
オンリーダーを集めて、「小田原評定」を２、３回やった記憶があります。私は、これは判断の
問題で、議論して決まるものではないと思いました。私自身は、石油石炭税が環境税だと言う
とちょっと噓だと思います。石炭に課税を始めることはもちろん良いことですけれど、炭素比
例ではないですから、エネルギー税ではあるけれども、説明のつかない、よくわけの分からな
い税率です。 

 だから、環境省がこれをのむなら環境税を諦めろという取引であれば、それはしないよとい
うのは非常に明確でした。私のカウンターパートは、エネ庁次長の肥塚（雅洋）さんです。と
てもあっさりした頭の良い人で、プロダクティブに交渉ができましたけれど、環境省の考えは
「環境税断念との取引は駄目」でした。 

 ですから、私は字にしないものは駄目だと言ったわけです。環境税をやると環境省は言って
いて、環境税は取引する材料じゃない、ということをきちんと書面としてくれないと駄目だと
言いました。もう一つは、堂々と外に出せる紙を作りたいということで、大臣同士が会ってサ
インして協定書を作ってオープンにする。そこに、当然だけれど、環境省は環境税をやる気だ
と書くということでどうですかね、という話をして、賛同してもらいました。 

 当時、これは毒まんじゅうだという議論がありました。ただ私は、毒がたっぷり入っている
方がおいしいのだというぐらいのことを、平気で言ったかもしれないです。 

 

○三好 確か、毒だけだったら怖いけどけれど、毒まんじゅうもまんじゅうである限りは大丈夫
だっておっしゃっていました。 

 

○小林 逆に言うと、恐らく相手は、このまま放っておくと特会が潰れちゃうと思っていたのか
もしれませんね。ただ、何でこれを環境省と組んでするのかというのは私も聞いていないので
す。聞いていないけれど、合作したい、一緒にやりたいということだから、それはそれで良い
ことですね、力を合わせてやることは良いことだと思いました。 

 その力の合わせ方ですが、出発では事実上、全くデマケ（デマケーション；役割分担）して
いないのです。今はいろいろデマケがあるのでしょう。それは歴史的に苦労があってできたと
思うのですけれど、当初は全くデマケしていません。だから不思議な交渉でした。すごく純粋
に言えば、環境省も入って良い制度を作ると、書生論で言えばそういうことだと思うのです。
環境省がやりたいことが潰されるのは困るというのが私のポジションで、結果としてそうなっ
た（環境税は潰されずに、環境省がエネ特に参入した）かなと思います。 

 

○三好 まず、省内の受け止めということなのですが、私も結構たくさんの人が集まった会議に
引っ張り出されたことが印象に残っています。この話を聞いた時に、エネ特に入ることによっ
て温暖化対策が進むのか進まないのか、それから、私の立場から言うと、これは環境税潰しな
のか、潰しでないのかというところが大事だと思いました。 

 当時、環境省発足で温暖化対策課ができまして、先に話に出た清水さんが課長だったのです
が、私と清水さんは環境庁同期なので、あなたは温暖化対策が進む交渉しなさい、私は環境税



 

 
 

記録編-23-5

環境省五十年史 

が大事だという交渉をしますから、というような話をした記憶があります。ひたすら、どうや
って将来の環境税を確保するか、というようなことを一生懸命考えていました。将来の環境税
の確保が明確にならないなら反対すると省内で言っていたので、お前はもっと大人になれ、と
いうことを諸先輩の何人かから言われた記憶があります。環境庁から環境省になった当時、す
ぐ予算が増えるわけではありません。色んなことを実際やっていくには予算が必要だ、予算を
拡大するチャンスじゃないか、という見方が非常に強かったと思います。 

 それから、これはエネ特温存だから嫌だという議論は、みんなそう思っていました。そんな
ことがなければ、経産省から環境省にわざわざ言いに来ることはない。ある出向者からは、環
境省はこういうものに手を染めちゃいかん、という議論もありましたが、私は事あるごとに、
「いやいや環境税が大事だと言っています」、と言っておりました。 

 環境税新設の妨げにしないと担保するところは、小林さんの御説明のとおりで、経済財政諮
問会議の前に大臣同士が会って合意し、その中に環境税はやるぞということが書いてあって、
それを経済財政諮問会議、官邸に御報告する、というプロセスでしっかりと明らかにできたと
思います。逆に言うと、先ほど申し上げたステップ・バイ・ステップの第 1 ステップ、すなわ
ち税制のグリーン化で、いきなり環境税を作るといってもそれはない話だと思っていましたの
で、第 2 ステップ、本格環境税の話も全体の枠組みの中に乗って整理をできたので、非常に良
い形でまとめることができたのではないかというのが、私が今思っていることです。 

 

〇和田 省内の受け止めではこんな記憶があります。もちろん税に携わっていた方とか温暖化対
策に携わっていた方は真剣に議論していたのですが、他の局は、うちは温暖化対策に関係ない、
何か余計なことに巻き込まないでというような感じで、全く関心なしという様子でした。諸先
輩方の奮闘があって、今は縦割りは許さんという霞が関全体の雰囲気ですが、当時は縦割り満
載という感じだった記憶があります。 

 

 多様なステークホルダーとの調整 

―――省内、他省庁、自治体、産業界、市民団体、政治家、有識者、そういった方との調整はい
かがでしたか。また、初年度 70 億円という予算の要求に当たって気をつけたことや、困難だ
ったことはありましたか。 

 

○小林 あまり記憶が鮮明でなくて申し訳ないのですが、当時、税制は温暖化対策の文脈で考え
ていたと思うので、省内の調整は恐らく、三好さんのところじゃなくて清水さんのところの範
囲だったと思います。 

 他省庁との関係では、経産省と環境省ツーボイスになって齟齬が出るとまずいから、経産省
が頑張って色々折衝し、それを夜中でも電話が掛かってくるぐらい丁寧に毎日共有するという
ことで、少なくとも官邸の関係で言えば細かく全部相談してくれて、環境省が矢面に立って調
整するということはなかったです。 
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 あと多少記憶に残っているのは、経産省はどういう事業を予算要求して、環境省はどういう
事業を予算要求するのかという切り分けがなかなか難しかった。例えば CO2 という観点なら環
境省で、エネルギーという観点だったら経産省だとできないことはないのですが、実際は同じ
ものなので、条文の書き方はいろいろ工夫したのです。そういう、デマケになるような、なら
ないようなことで出発して、事実としては、言い方によっては何でもできるというようなこと
にした記憶があります。ただし、結果としてそういう要求ができたのかとは、また別だと思い
ます。 

 産業界との調整は、経産省も大変だっ
たと思います。私も時々呼ばれたことが
ありますけれど、産業界にしてみれば、
環境省がよからぬことを考えているので
はと思っているから、呼ばれて怒られる
こととかありますよね。会社は税金で納
めて、省エネ投資をすると戻ってくると、
こういう仕組みですということで説得を
していたようです。会社によっては取ら
れるばっかりで投資するものがないので
困ると言っているところもあったと聞い
ています。 

 それから、市民団体とはいつもお話はしていましたけれど、環境税に関しては、経産省と組
んで本気でやってくれるの？と疑う感じがあったと思います。 

 政治家では、記憶が鮮明ではないですが、この時は、環境系の先生も経産系の先生も仲良く
党税調（党税制調査会）等を仕切ったと思うのです。インナーサークルに入っている人しか中
の議論は分からないので、党税調の後いつも、インナーサークルの人にどんなことがあったか
を聞く会をやるのですが、普通は経産省と環境省が別々に説明するのに、この時は一緒に聞い
たり、一緒に説明したりしたような気がします。 

 そういう意味で、経産省が前面に出てやってくれました。ただし、環境省がずれたことを言
うとまずいから、きちっと共有しながら進めたというのが全体の印象かなと思っております。
党税調も通り、石炭への課税も始まった結果、増税することになったわけです。そして、これ
で環境省は事業官庁になり、総合調整官庁ではなくなったわけです。 

 

○三好 先ほど、環境経済課は環境税の担当と申し上げましたけれども、省内の税制改正要望の
窓口もやっていまして、石油石炭税についても環境省の要望だということになるものですから、
この立場でも関わっていました。 

 先ほど小林さんが言われた印象と変わりませんが、環境庁時代から面倒を見ていただいてい
る先生は、環境税潰しじゃないのか、経産省にだまされているのではと御心配いただいていま
した。それで、経産省からも説明に行ってくれていました。足しげく説明に行く中で先生方も
良いという感じになっていったという記憶があります。 

小林 光 氏 
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 印象に残っているのは、温暖化の調査会が、自見（庄三郎）先生が確か会長だったのですけ
れど、後に郵政改革で離党されるぐらい筋道の通った方なので、いくら説明しても環境税潰し
だというところが残っていました。結局は反対まではされなかったのですが、それはもちろん、
最後の決着が環境税潰しじゃないということが非常にクリアになっていたからだと思います。 

 有識者では、飯野専門委員会委員長が一番固かったという記憶があります。この方は経済の
方なので、お金を取ってきて返す（石油石炭に課税して省エネ対策等に補助する）という仕組
み自体にすごく違和感があるらしく、やはり価格効果重視で行くべきだというクエスチョンが
ありました。そこは、文書に反映するとともに、議論は無駄にしませんということはしっかり
お伝えしたことは記憶に残っています。 

 条文は相当苦労した記憶があります。税制改正担当課長として、国会に通る条文というのは
一体どんな条文なんだと。何かすごくアクロバッティックな条文になっていると思うのです。
だから、それをひねり出すところには結構苦労したなという記憶があります。 

 

○小林 税率の説明で、私、ある程度ひねれば環境負荷比例みたいのも言えないことはないって
頭が残っていて、後で経産省の人に「あれ、多少は炭素比例だよね」と言ったら、経産省の人
から「いや、そんなことありませんよ」って言われて、「そうですか」とやりとりした記憶もあ
ります。確かに環境税と紛らわしくなることはやめようということで、エネルギー政策として
説明する税率になっていると思います。ただ、それはそれとして、使途は環境対策なので、財
源等ではまた違う説明をしていたような気がします。 

 

〇和田 初年度予算については、国民運動を除いた部分は私と内藤さんで全部積み上げたと思い
ます。内藤さんに徹夜でやれと言われて、私が確か 47 億円ぐらい積み上げた記憶があります。
そのうち例えばバイオエタノールだったり、電圧調整器だったり、地中熱ヒートポンプだった
り、経産省はやらない技術開発領域をひねり出しました。そうじゃないと、環境省の事業は国
民運動だけになり、途中で効果のほどは？と言われて、効果がないなら任せられない、となる
と思っていました。 

 その頃、エネ庁の特会担当から直接電話が掛かってきまして、デマケを考えてくれないか、
と言われた記憶があります。それで私は、民生部門を環境省にやらせてほしいと言いました。
民生部門、すなわち需要サイドの省エネは経産省ではなかなか実施するのは難しいと思ったの
で、民生部門の対策は環境省が中心になってやります、と言ったわけです。技術開発も実証事
業もモデル事業もやります、自治体はもちろん、民間にもやってもらいますが、それで良いで
すね、ということで最終的にまとまり、確か 2002 年 11 月に大臣間の覚書となった記憶があり
ます。 

 

 心残りだったこと、良かったこと 

―――当時、心残りだった点や、逆に良かったなと思う点がありましたらお聞かせください。 
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○小林 心残りであった点というのは、やはり本格環境税移行にちょっと時間が掛かっていると
いうことだと思います。 

 つまり、この時は環境税とは違うよと言ったものだから、環境税じゃないわけで、環境税に
しないと財源効果だけになってしまいます。そこがすごく心残りだったので、まず 1 段目のロ
ケットが環境負荷に比例した税制、今でいう温暖化対策税制です。私は毎年、税制改正要望を
出せないかと言っていまして、次官を務めて辞めた次の年に温暖化対策税制になりました。2 回
目の要望でできたと思うのですが、あれはよかったと思います。 

 環境負荷に比例するバッズ課税ということで、哲学が変わったわけです。日本の税制の理屈
はコンサバで、経済に中立的に、担税力に応じて課税して、使途を特定せずに一般経費に充て
る、というのが伝統的な税なので、そうじゃないものを作るというのは、大変苦労がありまし
た。石先生の後に政府税調会長をやられた中里実先生は、環境負荷に課税するというのは税じ
ゃないとなかなか固かったのが、それが段々変わっていって、温暖化対策税制もありかな、と
いうことになったわけです。 

 だから、時間は掛かったけれど、まず 1 段ロケットまでは行った。環境負荷に課税しても良
い、経済の姿が変わっても良い、むしろ税というのは経済政策なのだ、というところまでは来
てくれたので、後は、もっと大きくそれを育てれば良いのかなと思います。 

 一方、心残りということじゃないですけれど、ある程度税収が増えてきたら何が起こったか
というと、職員から「予算は要らない、人を寄こせ」と言われました。やはりお金を使うのは
大変だなということです。私は、そこは本当に御苦労だなと思います。 

 ただ、先ほど少し申し上げましたように、減らした量に応じて自動的に税金を返すというか、
補助金を出すという方が、恐らく事業としては立てやすいと思うのですよ。例えば、補助金で、
こういうことをやったら 3 分の 1 補助すると言っても、政府が決めているルールには間尺が合
わないけれど上手くいく事業などもあると思うのです。ですから、例えば CDM（クリーン開発
メカニズム）と同じで普通はこれだけ CO2 が出るけれど、こういう工夫をすればこれだけ減る
から、その分、3 年分とか 10 年分を先に下さい、もし削れなかったら返してもらうけれど、削
り過ぎてもそれ以上はあげない、というようなスキームがあると思うのです。そういうことを
やっていかないと、非力な税では効果が出ないし、そういう税の使い方にした方が、職員も負
担が軽いのではないかと思うのです。 

 

○三好 環境税潰しという批判に対しては、ただ紙だけじゃなくて大臣同士が確認するという大
きな仕組みを小林さんが考えて、その中で担保はできているのですけれど、それは「潰しじゃ
ない」ということだけなので、その次がないと、結局潰れましたねということになってしまう
のは心残りというか、気持ちに引っ掛かっていたということがあります。 

 そういう意味で、後に炭素比例の燃料課税である温暖化対策のための税につなげることがで
きたので、心に刺さっていた棘は一応抜けたと自分の中では納得しています。当時、私は担当
の総政局審議官でしたので、そのことに関わることができたというのは、個人的にも非常にあ
りがたい経験だったと思います。 
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〇和田 2002、2003 年に最初にエネ特に参入した時の心残りではないのですが、やはり仕事は機
械的な引継ぎでは絶対に引き継がれない、きちんと哲学のレベルから後輩に引き継がないと、
ろくなものが残らないというのが実感です。 

 私は、2011 年 8 月に地球温暖化対策課調整官として、しばらくぶりに温対税の時に戻ってき
たのですけれど、その時には、経産省とのデマケが全く引き継がれていなくて、民生部門だけ
じゃなくて、色んなことをやっていました。経産省も、東日本大震災後から電力会社との関係
も変わり、民生部門と私が言った事柄にも取り組むようになっていたという記憶があります。
それで私が調整官に着任した時に経産省に行って、環境省は民生需要サイドで、経産省は産業
供給サイドで、と再度調整をやり直して今に至っているということです。 

 小林さん、三好さんのような環境省黎明期の先輩方の、御苦労話が哲学化されてきちっと伝
わっていくというのが、結構大事じゃないかなと思います。 

 

 おわりに 

―――現在、環境省のエネ特は 1,000 億円超の予算規模であり、温暖化対策に必要不可欠な予算
となっていますが、今の状況、環境税の動向も踏まえて、感想、コメントなどをお願いしま
す。 

 

〇小林 今後のことを考えると、環境省はやはり一番志が高く、ということがないと、バーゲニ
ングパワーが出てこないと思います。単にテクノクラートとして CO2 を効率的に減らすという
だけじゃなくて、本来、環境に悪いことはお金を払うべきだ。環境に良い再生可能エネルギー
みたいなものが余分なお金を払って一生懸命努力して、環境を汚す石炭と同じ値段にならない
と使ってもらえない、ということはおかしい。書生論かもしれませんけれど、そういうのをも
っと強く言っていかないとと思います。 

 そういう意味で、温暖化対策税やこのエネ特に上手く加われたというのは良かったと思うの
ですけれど、当時の環境省の職員は、みんないろんな精進もしていて、何か環境省は怖いやつ
らだ、こいつと仲良くしないとまずいのではないか、と思わせる力があったのだと思います。
やはり良い子ちゃんばかりでは駄目で、そういう書生が行って、強面の顔をするというのも大
事ではないかなと個人的には思いますので、あんまりテクノクラートにならないで頑張ってい
ただきたいと思います。 

 

〇三好 私はもう一度、税制の専門委員会のことを申し上げたいと思います。御質問をいただい
て、専門委員会報告をもう一度読み返してみたのですが、どの段階で税をかけるのか、上流課
税、下流課税、それからハイブリッドとか、相当真剣に検討しています。当時、総政局に調査
官として財務省から来られていた方と今（インタビュー時点）の環境経済課長も参画してとい
うことでしたが、やはりそういう作業は大事だと私は思います。 
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 もちろん、実際に制度を入れる際には、最後は切った張ったの世界になるのですが、やはり、
本来の制度はどうあるべきなのかとか、バッズ課税はそもそも税じゃないとか、それは税なの
かというところから、しっかりと書いていくことが大事だと思います。 

 温暖化対策税も特別会計の中での出来事だと思われているので、やはり特別会計のくびきを
解き放って、次は環境税を目指していただきたいということがあります。私は、環境に悪いこ
とから取って環境に良いことに返すなら、炭素が減った分、比例的に法人税を減免するような
形はできないだろうかなどと思ったりしていました。その方が企業にきちんと返っているとい
う意味で分かりやすいのではと思います。中規模で良いので、環境税が環境対策に返っていく
という仕組みを、もう一段頑張って考えていっていただけたらありがたいなと思います。 

 

〇和田 今後のことについて言えば、まさに本日ご出席の大先輩お二方が担当されていらっしゃ
ったカーボンプライシングの議論について担当することになり、私も一体どうすることやらと
日々悶絶しているところです。お二方から今日お聞きしたようなことも頭に置いた上で、作戦
を考えていきたいと思った次第です。 

 

○三好 私も温暖化対策のための税に関わりましたが、排出量取引が犠牲になった面もあり、排
出量取引を担当されていた方はすごく残念だったろうと思います。 

 

○小林 今、脱炭素社会という目標が定まっています。排出量取引の復活のチャンスもある気も
します。目標はカーボンニュートラルなので、費用便益分析ではなくて費用対効果でよいわけ
です。何が一番安いのか、ということになると思います。今後に期待しています。 

 
―― 了 ―― 

 

 

話し手 小林 光 氏 東京大学先端科学技術研究センター 研究顧問 

1973 年 環境庁入庁、2006 年 環境省大臣官房長、2008 年 総合環境政策局長、2009 年 環境事務
次官、2011 年 退官。 

 

三好 信俊 氏 公益財団法人地球環境戦略研究機関 専務理事 

1980 年 環境庁入庁、2013 年 環境省大臣官房審議官（中間貯蔵施設担当）、2014 年 水・大気環境
局長、2015 年 総合環境政策局長、2016 年 退官。 

 

和田 篤也 氏 環境省総合環境政策統括官 

1988 年 環境庁入庁、2018 年 環境省大臣官房審議官（中間貯蔵施設等担当）、大臣官房政策立案
総括審議官（総合環境政策統括官グループ、地球環境局等担当）、2019 年 大臣官房政策立案総括
審議官（総括、大臣官房担当）、2020 年より現職。 

 
（話し手は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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＜ 思い出の品 ＞  

 

地球環境賢人会議の報告書の参加者リストのページと 

経団連が動員した環境税反対派のハチマキ 
（小林 光 氏 提供） 

 

1992 年頃は、竹下元総理の環境派としての登場が、環境税導入への迫真力を生んだ頃で

す。地球環境賢人会議には、今では考えられないくらい偉い、世界のリーダーOB が集ま

りました。他方で、国内でのせめぎ合いも激しくなりました。党税調が行われるときは、

動員された会社員が反対鉢巻をしめて自民党本部を取り巻いたものでした。私もその被

動員者の人ごみに混じっていたら、鉢巻を支給されましたので、記念に頂戴しました。

（小林 光 氏）  
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＜ 思い出の品 ＞  

 

環境対策推進派の作った宣伝グッズ 
（小林 光 氏 提供） 

 

次に環境税に現実味が出たのは、1997 年の京都の COP3 の時です。これを盛り上げるた

めに、賛成派・反対派はそれぞれ広告キャンペーンをはりました。写真は、環境対策推

進派の作った宣伝グッズの一例です。（小林 光 氏） 
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地方環境事務所の設置（2005 年）1 
話し手 石野 耕也 氏 ・ 西尾 哲茂 氏 

同 席 吉野 議章 氏 

 

 

 環境省の地方支分部局の必要性 

―――はじめに、地方環境事務所の設置、2005 年の環境省設置法の改正にどのように関わったの
かについて、お聞かせください。 

 

○西尾 私は、2004 年の夏から 2 年間官房長をやっていました。まず、最初の年の予算・組織要

求で、地方環境事務所の要求をしました。それがその年の暮れの予算編成で認められて、翌 2005

年の国会に環境省設置法の改正の形で、予算関連法で出すということで提出・成立しました。

ただ、細かい部分は石野さんらにお任せしておりました。 

 なお、自然保護局との関係では、1994 年に企画調整課長をやっていたときに（国立公園管理

事務所を）「国立公園・野生生物事務所」に名称を変更しています。また、1998 年頃に 3 年ほ

ど長官官房の秘書課長をやっていて、記憶が定かではないですが、ブロック化とか、生物多様

性センターの設置とか、毎年いろいろと事務所の強化に関わっていました。 

 

○石野 私は、2004 年 7 月に秘書課長を拝命してちょうど 1 年目、まさにその法案を通すところ

までやって、その翌年、通った直後の 2005 年 7 月に名古屋税関長に異動しました。 

 法案そのものは非常にシンプルな法案で、環境省の中に地方環境事務所を置くというのが本

則で、以下は附則でいろいろな法律の権限委任の規定を置いただけです。しかし、そうはいっ

ても、地方環境事務所ができたことによって環境省の手足が十分になって、人も増えましたし、

様々な次のステップにつながったという意味では大きかったという気がします。 

 

―――地方環境事務所という地方支分部局の必要性について、歴史的な背景も含めてお聞かせく
ださい。 

 

○西尾 まず、2001 年に地方環境対策調査官事務所というものが設置されるのですが、これは単

に、当時地方に配置されていた環境調査官が総務庁の地方支分部局である管区行政監察局の所

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 3 月 15 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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属で、環境庁長官がよその管区行政監察局の職員を指揮するという変な形だったのを省庁再編

に伴って整理したものです。 

 そもそもその前の環境調査官制度ですが、1974 年に、「環境庁には地方組織が必要だけれど

も新設はできないので、知恵を絞って行政監察局と組む形で導入した。」と当時の幹部は言って

いました。これがなかったら地方組織が設置できたかどうか分かりませんけれども、とにかく

地方組織の議論をしようとした時に「環境調査官制度があるじゃないか。」と障壁となる形にな

ってしまいました。 

 

○石野 2001 年の省庁再編で環境省になって以降、いろいろな意味で環境政策の手足が重要とな

る問題がいっぱい出てきました。廃棄物の不法投棄で全国規模のものが起きてきてしまったと

か、新しい法律で種の保存法とか外来生物の法律とか、それから温暖化対策で新しく獲得でき

た予算を地域でしっかりやらなければいけない、といった新たな状況がこの間に積み重なって

きました。それで、これまでのように環境省は霞が関だけにいて仕事をしていては駄目だ、や

はり地域にしっかり足を置いて仕事をしないといけない、権限もちゃんと持って、しかるべき

相手と一緒になって動かすというようなことが必要だという様々なことが重なってきて、それ

をうまく活かす、それに応えるために地方支分部局に持っていこうという話になりました。 

 

○西尾 2001 年の省庁再編から 2005 年にこ

の地方組織を設置するまでに、どのように

環境省の組織・人事を設計したかについて

は、私からお話しをすべきと思います。 

 省庁再編で環境省は省としてひとり立ち

はしました。その際、他の多くの省はもとも

との段階でいろいろな組織をフル装備で持

っていました。ところが、環境省は省になっ

たのに、フル装備なんか持っていない。持っ

てきてくれる人なんか誰もいないから、一

人でやらなければいけないという状態にな

ったのです。その整備のためには人事と組織と定員の 3 つを整える必要があるわけです。 

 人事は独立・自立の人事にしなければいけないということで、環境庁時代の各省が指定席み

たいに幹部ポストに人を送り込んでいたことはもう止める。ただし、各省からしかるべき人材

の補給は受け、環境省の判断でその人の能力を見て登用するという、現在の方式になったので

す。 

 組織面では、フル装備に足りなかったのは 3 つのポストでした。1 つは、地球環境審議官に

つながるポストで、次官級の対外代表がいない。もう 1 つは、審議官クラスが絶対的に不足し

ている。組織的にはピラミッドになっているはずなのに、局長の数よりも少ない。そして、3 番

西尾 哲茂 氏 
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目が地方の実行組織がないということだったのです。 

 これらをどうやって作っていくかということです。1 番目と、2 番目の審議官は、それぞれ大

変なのですけれども、本省のポストだから獲得の仕方はいろいろありました。 

 一方、地方組織というのは定員が要るのです。本省のポストは何とか獲得できましたが、地

方の組織の定員をどう獲得するかというのは、正直言って私は分かりませんでした。そこに、

食糧庁食糧事務所の廃止という話が出てきたのです。そうすると、そこの職員をどこかに吸収

しなければいけないということになるので、ある程度垣根はありますけれども、定員をつけて

各省に職員を引き取ってくれという話が来るに違いないと考えました。ということになると、

一方で食糧庁の職員を受け入れて組織のスリム化に協力しているのだから、ちゃんとしたもの

をくれてもいいではないか、と真っ当に組織要求ができます。 

 

○石野 そういう時期に、環境省としての体制をもっと強力にしなければいけないという声があ

ちこちに満ちていて、皆さんの努力でそれがうまく結実した、そういうタイミングだったとい

うことかと思います。 

 

 地方環境事務所の設置に向けた調整 

―――次に、地方環境事務所を設置した際の具体的なご苦労をお聞かせください。 

 

○石野 環境庁時代には地方にしっかりした組織がなかったのですが、国立公園管理事務所は昔

からあって国立公園の管理に関する許認可等の仕事をしていました。ただ、その権限は地方に

おりておらず、本省の職員がたまたま地方にいてその仕事をするというやり方でした。決裁は

どうするかというと、地方で起案して、本省まで持ってきて、本省で決裁するということをず

っとやっていたのです。いかにも能率が悪いし、うまくいかないということで、1979 年だった

か、専決体制といって上司の権限を下のレベルでもこなせるという形を作って、仮のブロック

制にしました。 

 これを 1 つのベースにしつつ、その後、先にお話しした廃棄物処理の問題等で自治体にお任

せでは済まない、環境省が乗り出さないといけない事件が随分増えてきて、そこで 2003 年の法

改正で、地域で緊急に生活環境保全上必要がある場合は、環境省が直接に報告徴収や立入検査

をすることができるというような規定を設けて、地域レベルでも環境省が直接仕事をするのだ

という権限を増やしたということがありました。同時に公害対策でも同じような形で環境省が

地方でも仕事をするということをやった。さらに、改正された石油石炭税の一部を使った地球

温暖化対策の仕事では、正に環境省が地域でその予算を使って普及啓発とかいろいろな国民運

動とかを盛り上げるという仕事をしなければいけないということになった。 

 こういったことを全体として動かしていくためには、今までのようでは済まない。権限と予

算執行の仕事もできるような形をとってやらなければいけないので、地方環境対策調査官と国
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立公園管理事務所の流れを統合して地方環境事務所にしますという説明をして、環境省設置法

の改正によって、従来はなかった地方支分部局としての地方環境事務所を置くという条項を置

いたというのが経緯です。 

 総務省行政管理局とは、建前の議論だけで終始しているとうまくいかないこともありました

けれども、流れは寺田（達志）秘書課長時代にほぼできていたので、大きくもめることはなか

った。 

 支分部局としての地方環境事務所ができることによって様々な仕事がうまく進むし、さっき

言った定員削減が求められた他の省庁の人もこちらに引き受けることができるとか、そういっ

たいろいろなものを取りそろえてようやく地方支分部局の組織を作り、人も配置し、予算を確

保し、様々な許認可権限、あるいは場合によっては強制権限も発動できるような形ができるよ

うにして、地方支分部局が必要だという説得材料をそろえていったということです。 

 

―――総務省や地方公共団体、その他の関係者の反応はどうでしたか。 

 

○石野 総務省の中で、旧自治省のグループはやはりちょっと気にしていたのです。自治体の権

限に環境省が入ってくるということについては警戒気味でしたが、いやそうではありません、

むしろ地方と一緒になって仕事をするための組織強化です、自治体の権限を侵したりすること

は全くないという趣旨のことを話しました。自治体からは反対の声なんかほとんど聞いたこと

がないですね。環境省の地方支分部局で事務所を作る、はい結構ですという話で、自治体は誰

も反対なんかしてこない。そもそも反対する必要がない。 

 

○西尾 総務省は、行政管理局と自治省とで区別が必要と思います。組織を作るところは行政管

理関係と相談してやる。それから、自治省への説明は 2 つの流れがあって、1 つは石野さんの

お話のとおり、地方分権に反しない、地方の権限に対して変更を及ぼすものではないと説明し

ました。もちろんこれは論理的に一点の疑いもないわけで、自治省の人も納得したと思います。 

 もう一つの流れは、地方公共団体の環境部局ですが、これも反対するわけがない。特に廃棄

物分野では国に助けてくれと言っていた。そういうときに、こういうものを作りますというの

だから、こんなうれしいことはないというのが環境部局ですよね。 

 

○吉野 分権との関係については、必要性が低下した事務は削減しなければいけませんが、廃棄

物処理法の改正で国の役割を強化するなど、そうではない場合もありますし、国が地方から事

務を引き上げるという話ではなくて、国の事務をいかに地域で機動的できめ細かにやるかとい

う話であるという説明をしました。 

 行政管理局に対しては、内部管理部門を統合することにより人が減らせますとか、例えば自

然公園の中でも廃棄物の不法投棄問題があり、組織が統合されることによるシナジー（相乗）

効果でより効率的に仕事ができるようになりますという資料をたくさん作って説明したこと
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は覚えています。 

 

○石野 与野党、市民団体、民間レベルからの反応というのは、やって当たり前じゃないかとい

うような感じで受け取られていた気がします。 

 

―――省内ではどのような議論があったのでしょうか。 

 

○石野 地方環境事務所に自然保護事務所を

統合するということについては、自然環境

局にとって組織を強化する重要な一策だと

いうことで、十分納得していました。そもそ

も地方事務所を置くといっても、当面いる

職員というのは自然環境局関係の人が主流

で、彼らとしてはそういう経験もあったし、

ますます仕事がやりやすくなる、人も増え

る、予算も使えるということで、うまく乗っ

た。 

 ただ、11 の自然保護事務所が 7 つに統合

されるということで、事務所の数については気にしていた可能性はあります。それで、自然保

護事務所のうち主要な部分をできるだけ交通の便利なところに置くけれど、それ以前からあっ

た事務所はできるだけ残すという形をとって、体制が弱くなることはなしに、仕事をやりやす

くした。レンジャーの数もかなり増加したと思います。自然環境局としては一緒に乗らなけれ

ばいけないと思ってもらえました。むしろ、俺たち自然環境局が中心となって地域で環境省の

仕事をしていたのが、ますますもってそれが大きく増えていく、というような見方をしていた

のだと思います。だから、抵抗というのはありませんでした。 

 

○西尾 2004 年 8 月の組織要求の際に、自然保護事務所と地方対策調査官事務所の 2 つを再編・

合理化して 1 つの強力な組織を作る、という説明ペーパーを作っています。要するに、「2 つあ

ったものを統合してスリム化します。温暖化とか廃棄物とか地方団体がやってくれということ

も一生懸命やります。それから、各地に国立公園もありますから、地元の国立公園の整備もし

っかりやります。」と、こういう話で要求したわけです。 

 この時、名前のことも考えました。各省横並びにするなら「地方環境局」でよかったのです

が、要求するときには「事務所」でいこうと決断しました。そうするとますますさっきのペー

パーにうまくはまって、自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所と 2 つあったのを 1 つに

して新しい地方環境事務所を作るのですと言える。これでどこからでも引っかからないだろう

という設計をした。後は石野さんらが誠実にきれいな説明をしてくれた。こういう流れだと思

石野 耕也 氏 
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います。 

 

 職員の配置 

―――地方環境事務所の設置に伴う、プロパー職員や他省庁からの出向・転籍者の配置や処遇に
ついてはどのように考えていましたか。 

 

○石野 僕は、人をどうするかという話をやった覚えはあまりありません。もともと環境庁時代

は様々なレベルで人事交流をやっていたので、他省庁から来てもらって環境庁の仕事をやって

もらうということに関しては広く受け入れていたし、むしろよい人が来てくれれば仕事はどん

どん進むというようにやっていたわけです。 

 それから、特に国立公園について言うと、地方分権の流れの中で国立公園管理は本来国がや

るべきものなのだということがあって、自治体にお願いしていたものを国が引き受けなければ

いけないということでした。むしろ国としてやらなければいけない部分が増えたこととか、定

員の数で言うと、これまた林野庁の職員を減らさなければいけないという圧力があったのを引

き受ける、そのための場所として地方環境事務所が使える。もう一つは、公共事業の特枠が設

けられた時に、環境庁の自然保護局は相当の予算をもらった。それを使うということなどがあ

って、地域でやっていくべき仕事がますます増えていくということもあり、職員の配置として

より一層地方に手厚くという流れで話が進んでいったという気がします。 

 ということで、外から受け入れた職員もいらっしゃいますが、だんだんと環境省の人が育っ

ていきましたので、むしろ環境省にとってもプラスに働いてきたということではないかという

気がします。 

 

○西尾 自然保護の関係の人が働ける地方事務所を作ることについて、石野さんから話があった

公共事業の話について若干の整理をします。 

 私は自然保護局の企画調整課長を 1993 年から 2 年間やっていますが、そのときに予算の体

制整備がとてもうまくできました。先ほどのお話のように自然公園の関係の予算が公共事業に

なったということで潤沢になったのです。実は、自然公園の予算と都市公園の予算を比較して

みると、戦後すぐ位は自然公園の方が多かったのですが、1990 年頃は都市公園が公共事業にな

って予算が大幅に増加し、自然公園の方は目減りしていました。それで、1990 年頃に公共事業

の見直し議論があり、今までの鉄とコンクリートの公共事業からみどりと生き物の公共事業を

入れましたと言えるということでお願いしたところ、あれよあれよといううちに大幅増になっ

て、バジェッティングはできたという訳です。 

 ところが、省内ではレンジャーの人たちは今までやったこともない入札とかでものすごく忙

しい上に、あちこちにビジターセンターとかができたら、そこにもスタッフを置かなければい

けない、レンジャーがますます足りない、どうしてくれるんだとなった。そこで、今度はスタ
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ッフィングで駆け回り、地方組織獲得の際に増強できましたので、その両方がそろって、ああ

よかったと、こういうことですね。 

 スタッフィングのところは 2 つ話があって、格付と員数です。格付については、それまでは

地方支分部局ではないから本省の人が行っている形になる。しかし、課長級が本省にいないで

現地に行っているというわけにいかないから、課長の下にしかつきようがない。そうすると、

所長は課長補佐。いろいろ工夫して、課長同格ぐらいのところまで持ってきましたけれども、

今みたいに指定職とかそういうのはできなかったですね。所長だけではなくて、その下の人も

全部格付が下がりますよね。こういった格付の問題は、地方環境事務所ができたので、非常に

よくなっていると思います。 

 それから、員数ですね。先ほど話がありました林野庁からの人員については、地方環境事務

所の設置の頃は、林野庁定員は 5,000 人に減っていて、もう環境省に行く定員はないという状

態になっていたと覚えています。他方で、組織改革が予定されていた食糧庁から 200 人ぐらい

は採ろうとしたのですけれども、結局 2 年か 3 年かけて 40 人ぐらいしか採れませんでした。 

 

○石野 本省で仕事をしている、特にレンジャー以外の技官のグループは、他省庁に行くことは

あっても自治体とか地方に行くことはあまりなかったのですが、地方環境事務所でうまくポス

トが増えて、公務員として環境省に入ってきた人のキャリアパスが少し増えたというか、よい

ものになっていったと思います。 

 

 地方環境事務所の新たな動き 

―――東北地方環境事務所に福島環境再生事務所が設置され、その後に福島地方環境事務所に格
上げされるなど、変革を遂げています。こうした最近の動きについては、どう思われますか。 

 

○石野 私自身は福島の事務所には全くタッチしていないのですが、地方環境事務所があったの

で、それが核となって福島の事務所がだんだん大きくなって、今は 400 人以上ですか。巨大な

事務所ができたというので大変な変化が起きたと思っています。巨額の予算を使っていろいろ

と公共事業をやっているので、それ特有の問題はあろうかと思いますが、環境省としては最も

重要な施策の 1 つで、そこにいろいろな人を置いて、予算を使い、それを軸にして新しい対策

を作っていったという意味では非常に重要な進展ができたのではないかと思っています。 

 

○西尾 私も既に辞めた後で、ほとんど分かりませんが、当時の環境事務次官の南川（秀樹）さ

んが、災害廃棄物の話と除染の話でもって事務所の役割をがっと拡張してきたのは良かったと

思います。あの頃はみんなへとへとになって、少なからず恨んでいたのかもしれませんが。で

も、「人が嫌がるけれども必要だという仕事から逃げてはいけない。」と南川さんがすごく良い

ことを言っていました。 



 

 
 

記録編-24-8
地方環境事務所の設置 

 

○吉野 災害廃棄物の対応は大きな事案だと本省からも派遣されますが、初動のところは地方事

務所の廃棄物担当が自治体に飛んでいっていろいろやっていて、ノウハウも蓄積されています

し、実際に現場からありがたがられている面はあると思います。 

 また、特に福島地方事務所では、最近は未来志向プロジェクトということでゼロカーボンの

支援なども含めて地元に入って応援しています。これから各事務所で地域循環共生圏づくりな

どに取り組んでいくことになります。 

 

 将来への期待 

―――最後に、現在の地方環境事務所に対する評価や将来への期待といったことについてお伺い
します。 

 

○石野 まさしく地方支分部局として組織と予算と権限がそれなりにそろったものが整備され

たので、環境省の人がそこに行って仕事をする、本省だけではなくて地域レベルで仕事をする

場が本格的にできたというのはよかったのではないかと思います。 

 それから、他の支分部局と対等に話ができるようになったということも、大きくプラスに作

用しているのではないかと思います。 

 そして、繰り返しですけれども、キャリアパスが豊かになったという意味でもよかったし、

そのような形で地域レベルで取組を引っ張っていくことができればいいなという気がします。 

 今、時代の流れの中で、日本全体を地域分散型社会に大きく変えていこうという機運が盛り

上がって、東京一極集中ではなくて、できるだけ人が地域に住んで持続可能な暮らしができる

ようにしていくという流れがあります。環境省は、地域循環共生圏を旗印に掲げて、地域に足

場を作ってそれを引っ張っていけるようにできれば、この組織改正、地方支分部局としての事

務所を作ったということが歴史的にもだんだん意味が大きくなっていくのではないかと思っ

ています。 

 

○西尾 この事務所を作ったときは、いろいろなことができればいいと思っていました。私の感

想の一点目は、さっき言ったように、自然保護政策の現地体制、バジェッティングも頑張りま

したが、スタッフィングもできたということです。 

 二点目は、地方に事務所があることで、環境規制法とかの法律を作ることができる。分権改

革で地方公共団体に実施事務をお願いしにくくなってしまって、そうすると「環境省では、現

場事務のあるものはできない」とか言われたらひっくり返ってしまうから、それができたとい

うことで、私としてはそこまでの役割は果たしたと思っています。 

 その後のことは、充実していけばいろいろできることはたくさんあるのだろうと思っていま

したが、さきほどの福島のことになりますが、毎年兆を超える予算がついて、100 人、200 人と
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人が来て、というので、環境省自体が一応フル装備になった。当初思ってもみなかった分野を

広げたのです。 

 私の著書の『わか～る環境法』にも書いていますけれども、今まで“海賊私掠船”みたいなこ

とで、あちらにひらり、こちらにひらりとやっていたのが、福島で 1 兆円も超える予算と何百

人の現地人員を採用してきて、そういう面では性格は変わったのだけれども、それは大きな節

目として、ひらりはらりばかりでは駄目ですから、やはり“ミニ陸軍”、自力執行力をある程度

つけていくというのは大事なことだと思います。そういう面では、震災のときに突然「環境省

でがれきをやるんです。」とか「除染をやるんです。」と言っても、あの事務所がなかったらそ

うなったかどうかも分かりませんので、非常によかったと思っています。 

 それで、心残りということでは、地方環境事務所の定員をあまり増やせなかったというのも

ありますが、本当に残っている心残りは、フル装備の環境省、一人前の省にしようと思ってい

て、1 つだけ私も手掛かりもつかめなかったのは、海外展開の拠点です。焦ることもないので、

10 年 20 年がかりでいいから、ぜひ、2050 年にカーボンニュートラルだとか言っているときに、

何らの形で海外拠点をうまく展開できるように皆さんで頑張ってもらえればいいなというの

が、環境省の組織に期待することです。 

 

―― 了 ―― 
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話し手 石野 耕也 氏 中央大学大学院法務研究科 教授 

1977 年 環境庁入庁、2004 年 環境省大臣官房秘書課長、2005 年 財務省名古屋税関長、2006 年 環
境省大臣官房審議官（総合環境政策担当）、2008 年 退官、2008 年 滋賀県立大学環境科学部教授、
2009 年 中央大学大学院法務研究科教授。 

 

西尾 哲茂 氏 元 明治大学法学部 教授 

1972 年 環境庁入庁、2004 年 環境省大臣官房長、2006 年 総合環境政策局長、2008 年 環境事務
次官、2009 年 退官。 

 

同 席 吉野 議章 氏 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課放射性物質汚染廃棄物対策室長 

 
（話し手は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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⽔俣病特措法の制定（2009 年）1 
話し⼿ ⼩林 光 ⽒ 

 

 

 ⽔俣病との関わり 

特措法（⽔俣病被害者の救済及び⽔俣病問題の解決に関する特別措置法）の前後、関係するポ
ジションにいました。2008 年夏に総合環境政策局⻑になって、チッソの⾦融⽀援とか、そういう
のを担当するセクションなので、任務として担当したということですね。逆に⾔うと、環境庁に
⼊ってからそれまで、⽔俣病はほぼ全く担当していないので、初めて担当したと思います。 

 全く関わりがなかったわけではなく、政治解決になる前、⼭内（豊徳）（企画調整）局⻑が亡く
なった時に北川⽯松さん（⼤⾂）の秘書官だったり、地球サミットのときに⽔俣の⼈たちを⾒つ
けて、それがきっかけで⽔俣に⾏ったりしたことはありました。また、北九州市の産廃課⻑に出
向していたときには、九州だから⽔俣病の勉強をしなければならないのでは、とみんなで⽔俣に
⾏きました。国⽔研（国⽴⽔俣病総合研究所センター）で講義を聞いた後、当時、埋⽴地を仕切
って⿂を捕まえつつあったのですが、それを⾒学したりしました。でも、仕事として担当したの
は総政局⻑のときが初めてで、あまり基礎知識はない前提でした。 

 そこで、⿊⼦さんみたいなものですかね。何でもやっていた。 

 

 ⽔俣病をめぐる状況 

私が総政局⻑に就任したのは、関⻄訴訟の最⾼裁判決が出て約４年が経った頃で、公健法（公
害健康被害の補償等に関する法律）で認定される患者さんがもっと増えることになるのではない
かという期待が⾼まって、認定の申請をする⼈がぐっと増えたというような状況だったと思いま
す。 

 それから、その前の 1995 年の政治解決のときに、⼀応納得した⼈たちも多かったのですけれど
も、それに乗れなかった⼈たちが、もう⼀回チャンスをあるのではないかという思いで、相当の
数の⽅が患者として認められるよう、団体での訴訟など、⾊々な形でやってきたということだと
思います。 

 確か政治解決のときは、国の⽅がかたくなだと思われていたのだと思うのですが、今回はとに
かく、チッソが悪いと。国も悪いけどチッソが悪いということで、結局、ずっと裁判する⼈とか、

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 26 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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あるいは公健法の認定を求める⼈がただ増える⼀⽅で、⼿をこまねいていた。打つ⼿がないとい
う状態が続いていたのだと思います。 

 

 被害者団体との調整 

⾊々な団体さんがありましたが、同時並⾏で、絶対お互いに差がないように、お互い平等にす
るということで、何度も何度も私が現地へ⾏って直接話をした。それで、信⽤してくれたのだと
思います。団体関係で⾔うと、何の齟齬もなかったというか、私⾃⾝は嫌な思いをしたこと、疑
われたことはないです。実際の結果としては、裁判で和解をして、そこの内容を特措法の基本⽅
針に書きました。要するに裁判の原告の⽅以外についても原告の皆さんと同じ扱いをする、とい
うことになった。新潟の⽅も、団体さんが沢⼭あるという状況ではなかったという点は熊本と違
いましたが、団体の⽅と良く話をして、裁判で和解しました。 

 

 チッソとの調整 

当時のチッソの会⻑、後藤（舜吉）さんは、財政的に健全な会社にする、そのことを⾊々な⼈
に相談したと⾔っていました。会社ですから、ちゃんと未来もやっていけるような礎を、会⻑と
しては作りたいということなのです。専ら、何とか会社を経営的に⽴ち直らせたいというのがモ
チベーションだったのでしょうね。ですから、特措法に基づく分社化を通じて、負債のない事業
会社ができて、⾃由に経営できるということが前進というふうに思っていたのではないでしょう
か。 

 この法律⾃体には、税的な措置とか企業再⽣の⾊々な⼿法をかなり盛り込んであります。そう
いう意味で、テクニック的にはとても⾯⽩い法律です。わたしは経済学部出⾝ですが、何⼗年も
前の経済学では市場の原理が⼤事で個々の会社の経営みたいなものはあまり考えていなかった
と思うし、企業は批判する対象ではあっても、助けてあげるものだと思ったことはあまりなかっ
た。そういう意味では、むしろチッソとお付き合いしてから、私も勉強しました。 

 それから、当時のチッソの本部⻑だったか⼯場⻑だったか、肩書きは忘れてしましたけれども、
結構いい⼈だったのです。例えば、その⽅は、胎児性患者さんのおうちに初めて訪問して謝った
のです。そのとき私も⼀緒に⾏ったのですけど、ディズニーが⼤好きな寝たきりのお嬢さんだっ
たので、私は渋⾕のディズニーショップでいろんなものを買っていって、その⽅に渡したのです。
すると⼦供の前で、ミニーの帽⼦か何かをかぶって⼀⽣懸命あやしたりしていました。そういう
ことができる⼈がいたのですね。それから、特措法の基本⽅針の内容などを説明する市⺠集会み
たいなのを開いたのですが、そうすると、チッソは勝⼿に分社化して逃げていくのではないよね、
ということをみんな⼼配するわけです。そういうことではないのだということを私が⾔ったって
誰も信⽤しないので、チッソが⾔わなきゃ駄⽬なのです。そのチッソの⽅は怒られつつも、そう
いう場に出てきてきちんと説明するという役割もやってくれたのですね。そういう意味では割と
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よく対応してくれた。 

 

 地元⾃治体との関係 

熊本県の蒲島知事は、すごく⽔俣のことを⼤切に思っていて、最初に⽴候補したときも 2 回⽬
の⽴候補のときも、第⼀声は⽔俣だったのですね。知事とはよく話をして、意⾒交換とか意思疎
通ができたので、⽴場が違うステークホルダーという感じはしませんでしたね。1 つの船に乗っ
ているということで、何ら齟齬はなかった。 

 熊本県との関係って難しいという歴代の⼈もいるのですが、私はとってもよくしていただいた。
例えば、副知事との関係。特措法をどうするかとか、どういうふうに進めたら良いかという打合
せをするために副知事が来るのだけど、私が熊本県の⽅へ、「せっかく九州出⾝の⼤⾂（松本⼤⾂）
だから九州弁でしゃべった⽅がいいでしょ」と⾔ったら、お互い、熊本弁と福岡弁、博多弁でお
話しされていました。⼤⾂もとてもいい⼈で、別に副知事だからぞんざいにするとか、知事が来
ないと嫌だとか、そんなことなかった。そういう意味で、県とはあまり齟齬はなかった。 

 （⽔俣）市の⽅は、それはもう、何度も⾏って、これからこういうことが起きて、こうなって、
こういうふうにすることになるのですよということをいつも説明をして、急に知らないこととか、
想像しないことが起こらないように、丁寧にお話をしました。 

 新潟県は佐渡で⼤事にしていたトキがイタチに⾷べられてしまったのですよね。そのことを謝
りに⾏って、それがきっかけでいろいろ泉⽥知事の意⾒が聞けるようになりました。 

 

 政府部内の調整 

やはり財務省がお⾦を出してくれないとどうしようもないですね。⼀時⾦はチッソが出すので
す。その裏は財政資⾦で打つけど、貸しているだけでいつか返してくれということですから、⼀
時⾦をどう出すのかというのは査定の対象だと思うのですね。かつ、被害者⼿帳みたいなものを
出すと、国保（国⺠健康保険）の裏打ち分は国が払っているわけですから、それで出費が増えま
すよね。今回も、結構お⾦が動くことになった。そういう意味で、財務省との調整が⼀番⼤変だ
ったと思うのですね。次官だった私が、財務省の主査のところに朝駆けみたいなこともしていま
した。経産省からは、直接何も⾔われてないです。 

 環境省の内部の調整もきっとすごくあったと思うのですよね。ここは（前任の）⻄尾（哲茂）
さんが調整していた可能性はあります。公健法と特措法は違うということもありましたが、当時
の（⽔俣病担当の）特殊疾病対策室⻑が⾮常に頭の柔らかい⼈で、やり過ぎだとか、困るとかい
う話は、私は聞いたことない。 
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 議員⽴法に向けて 

当時⾃⺠党の⽔俣部会⻑だった園⽥（博之）
先⽣は熊本出⾝ですごい実⼒者で、さきがけ
ですから、リベラルなのですね。頭の中が軟ら
かい⼈なので、どこに敵がいるというわけで
はない、⾃⺠党の中で⼈望を集められている
⼈だったので、⾃⺠党内の調整はうまくやら
れていたのだと思います。園⽥先⽣以外にも、
杉浦元法務⼤⾂や⼭本元環境⼤⾂、松岡先⽣、
公明党も、九州の江⽥先⽣が気にかけてくだ
さった。 

 ⽚や、⼼配だったのは⺠主党の⽅ですね。私
は 1 年半くらいずっと野党対策ばかりでしたが、いろいろやらなければならないことがあって、
チッソは逃げるわけじゃない、ということに調整の時間は随分使ったような気がします。条⽂も
丁寧に⾒てくださって、最終的には⺠主党の理解を得た。 

 もう 1 つは、選挙の前だったので、特措法を何としても国会⽇程に⼊れなきゃいけないのです
ね。これも結構綱渡りで、衆議院の委員⻑提案ですから、全会⼀致じゃないといけない。委員の
中には賛成ではないという意⾒もあったと思うのですが、野党も反対まではせず委員⻑提案はさ
せてくれました。委員⻑提案になったから衆議院は通ります。それで、衆議院は 1 ⽇で通過して、
参議院に持っていって質疑をしたのです。それで滑り込まないと間に合わなかった。たしか、最
後から 2 本⽬か 3 本⽬です。この⽇程調整については、⾃⺠党の国対委員⻑だった⼤島元⼤⾂（元
環境庁⻑官）が協⼒的で、公明党も、そのときは公明党の⻫藤環境⼤⾂でしたけど、ぜひやろう
と⾔ってくださった。そういう意味で、すごく⼈を得ていた。それがなければできなかったとい
うふうに思います。結果的に⾃⺠党政権の時に法律ができて、⺠主党政権になってから鳩⼭総理
に現地に⾏っていただいたけれど、あれは本当に⾏っていただいてよかったと思っています。 

 

 マスコミとの関係 

マスコミとの関係も私は全然悪くなかったです。例えば熊⽇新聞（熊本⽇⽇新聞）は東京に 2

⼈しか記者がいないのかな、とにかく少ないのですよ。それで全省庁カバーなので結構⼤変なの
です。⻄⽇本新聞の⼈もそうでしたが、そういう記者さんたちにも情報はきちっと伝えていまし
たね。別に国が悪いという記事を書くのは仕⽅がない、何があっても書かざるを得ない。でも、
良いこと、例えば観光客が増えたとか何でもいいから、そういうのも書いて欲しいということは
思います。そういう公害紛争の話以外の記事も出していて、結構そういうのも増えてはきていま
すね。 

⼩林 光 ⽒ 
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 関係者との調整に当たって 

結構、各ステークホルダーとの調整のオペレー
ションは⼤変だろうとは思ったのですよね。簡単
な仕事ではないのだろうと。しつこくそれぞれ⾯
談して情報を共有しておく必要がある、情報不⾜
で何か疑い出すと弾けちゃうかなと。そういう意
味で、意⾒の違う関係者ごとによくこまめに意思
疎通を図るということが⼤事だと考えていまし
た。だから、すごく⼿間はかかったのですね。（財
務省の）主査のところへも実際によく⾏ったし、
⽔俣の現地は恐らく 100 回、それ以上⾏った。新
潟も、来ないじゃないかと怒られますけれども、
それでも 10 回ぐらい⾏っていますね。結構よく
⾏っていました。そこが⼀番重きを置いていた
点、重要だと思った点かもしれません。 

 ずっと前の⽔俣の吉井（正澄）市⻑は、役所の⼈が来ないからいけないのだということを随分
⾔っていらっしゃった。それを真に受けてちゃんと来たのは⼩林さんだけだと⾔っていただいた
けど、やはり誰かに会うと会っていない⼈が出てくるので、満遍なく会おうと思うとすごい数⾏
かないといけないということはありますね。だから、船に乗ったらだんだん⾏かざるを得なくな
っちゃうというのが本当のところかもしれません。 

 ⽔俣病の問題で時々起こるのは、環境省のプレゼンスがないと引けちゃうということです。向
こうから⾒ると国は何をやっているのかなって思って当然なので、ふだんから⼼配に思わないよ
うに、納得していってもらうというのが⼤事だと思います。ただ、それを 1 ⼈でやる必要はない。
いろいろな⼈が、いろいろな⽴場で⾏くということは⼤事だと思います。その場にいた⼈が何で
もいいから、とにかく顔を出せたのはいいのではないですかね。ですので、個⼈的にずっと現地
に通う⼈もいたし、組織的にも国⽔研が現地にありますけど、いろいろな⼈、利害を異にする⼈
ときちんとつながっているということが⼤事かなと思います。将来的に⾔ってもその辺が⼀番重
要だというふうに思っています。 

 

 特措法の意義 

事は別に健康被害に補償をすれば終わるって話ではなくて、公害のいざこざで地域が余計に寂
れてしまった、ぎくしゃくしてしまったということもあるので、単に補償の話だけでもいけない。
そういう点でいうと、やらなければならないことをフルスペックで⽰す、というのが特措法でし

思い出のチャンポン（⽔光社 提供） 

⽔俣に 100 回以上訪問した際、いつもほぼ確実に
ちゃんぽん屋さんに寄っていた。写真はあっさりで
おいしかった⽔光社のちゃんぽん。（⼩林 光 ⽒） 
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た。救済以外のことについても、考えられることは全部法律に書かれたということです。だから、
基本⽅針でもその辺を書いている。基本⽅針は閣議決定ですが、珍しいのは「ですます調」で閣
議決定しています。それは誰が読んでも読めるように、物すごく丁寧に書いたのですね。だから
基本⽅針を決めるときも、いろいろな意⾒があったことに対する回答を⾮常に丁寧に作った。そ
れは意図的にやっているのですけど、そういう仕組みでやってきている。 

 最近は、MEG（脳磁計）なんかもあるし、磁気の脳細胞の刺激とかもできて、亡くなられてし
まいましたけれども⼤⽯（利⽣）原告団⻑が国⽔研の下の病院で治療をいろいろ受けていただい
たのはとてもよかった。御⾃⾝の本にも書いてある。そういうような健康対策もやったらいいで
すし、あと経済戦略ですよね。もっと盛り⽴ててあげられることはあるかなというふうに。そう
いう意味で、⽔俣については公害があったけど、とにかく少しはそういうのが活かされて、寛解
というか、少し和らぐ⽅向性が⾒えてきたと思います。 

 

 特措法制定を振り返って 

当私⾃⾝は⾮常に楽しく仕事ができたので、それはそれでよかった。さっきも申し上げました
ように、たまたまいろいろないい⼈がいたということもありますし、1 回限りのプロセスですの
で、将来それが役に⽴つ何というか理論があるとか、セオリーがあるとかっていうふうにあまり
思わないです。だけど、強いて⾔うと、やっぱり情報共有といいますか、先にはこんなことが起
きると考えているから、そういうときはこういうことをするのだよということをちゃんと伝えて
おくということと、決して関係者の⼈の⾜をすくったり、フリーで事を起こしたりってことはな
くて、誰が考えてもこういうことだなということにするのですよ、ということを信⽤してもらわ
ないといけない。そういう意味で、都合のいいときだけ⾏って、これ何とかしてっていうのは駄
⽬だと。かなり先のことまで考えて、意思疎通をきちっと早い段階からして、都合のいいように
使おうというふうには思わないというのがいいと思います。とにかく相⼿の⼈もそれぞれ⽴場が
あるので、その⽴場は守ってあげないといけないわけですから。なるべく懐深く、相⼿の考えも
⽴場も尊重して、よく意⾒交換するというのがいいのではないですかね。 

 攻勢防御は⼤事だと思います。受け⾝に回ったら本当に仕事って⼤変なのですよね。攻めてい
る⽅が楽です。全然楽です。守ることもできる役⼈って偉いなと思います。私はあんまりそうい
うのが好きじゃない･･･好きじゃないというか、得意じゃないので。攻めている⽅が楽ですね。 

 私は何かやっていないと落ち着かないたちなので、いろいろなことを次から次へとやっていて、
あまり昔のことは覚えていないのです。でも、本当にいろいろな⼈の輪があって、御参加があっ
てできた話だと思います。特措法はなかったよりはあった⽅がいいと思います。今、福島のこと
が起きてしまっているので、なかなか⼿が回らないかもしれないですけど、もう少しあれば結構、
もう本当にいいところまで来たなということになる可能性はあると思います。地域住⺠の健康管
理の最先端化など、要するに、まだやることはあるのではないか、ということです。 
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 将来に向けて 

原⽥（正純）先⽣と御存命の頃にお話しして、何が⼀番気がかりですかって聞いたら、胎児性
の患者さんは⼤変つらいことになると仰っていた。⻑く私も⾒ていても、本当に私はこの⽔俣に
関わり始めた頃、だから 2008 年頃ですかね、例えば「ほっとはうす」にいる患者さんも⾃転⾞に
乗ったりしていたのです。だけど、今はもう全員⾞椅⼦です。だから、親御さんも⼤変だと思う。
もうお⽗さんやお⺟さんが亡くなられている⽅もいる。このあたりは、仕事をしてもらって社会
に参画しながら、という、そういう仕組みみたいなものを作らないといけないなと思う。いろい
ろな⼈がいるので、そういうことは考えていかないとですね。 

 もう少し⼀般論として⽔俣病から何を学ぶかというと、やっぱり未然防⽌できなかったという
ことですね。今の、例えばマイクロプラスチックの問題や温暖化もそうですけど、そういうこと
になるということは想像つきながら、相変わらず出し続けている。そういう意味で未然防⽌しな
いと⼤変だということは、ずっと⾔っていかなきゃいけないなというふうに思います。 

 それから、もう⼀つ思うのは、公害問題とは別に健康被害じゃなくて、結局地域破壊みたいに
なってしまう。⽔俣の例があったから、環境省も福島には割とコミットはしているのだと思いま
すが、地域全体の振興対策みたいなことをやっぱりやらざるを得ない。地域振興とか、そういう
ことを考えていかないと、起きた問題の解決はできない。環境の世界では終わらないというのも
⼀つの理念みたいなものです。この問題はさらにまた起こるとは思わないですけど、でも、福島
にはそういう経験は活かされたのかなと思います。 

 

―― 了 ―― 
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話し⼿ ⼩林 光 ⽒ 東京⼤学先端科学技術研究センター 研究顧問 

1973 年 環境庁⼊庁、2006 年 環境省⼤⾂官房⻑、2008 年 総合環境政策局⻑、2009 年 環境事務
次官、2011 年 退官。 

 

（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 
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⽣物多様性条約 COP10 の⽇本開催（2010 年）1 
話し⼿ ⽵本 和彦 ⽒ ・ ⿃居 敏男 ⽒ ・ 星野 ⼀昭 ⽒ 

同 席 三村 起⼀ ⽒ 

 

 

 ⽣物多様性条約 COP10（第 10 回締約国会議）の⽇本開催との関わり 

○星野 当時、⾃然環境局⾃然環境計画課の課⻑をしていました。1 年ほど前にできた環境省の
COP10 準備室⻑も兼ねていたということです。会議期間中は、⼤⾂の松本（⿓）議⻑をサポー
トするチームの⼀員として、議⻑の回りで議事進⾏をサポートするという役回りをしながら、
ABS に関する名古屋議定書（遺伝資源の取得の機会及びその利⽤から⽣ずる利益の公正かつ衡
平な配分に関する議定書）や世界⽬標の合意形成にも関わっていました。会議期間中は、毎⽇
プレス向けの記者会⾒をやっておりまして、その担当もしていました。 

 あわせて、COP9 以降のビューロー会議に⽇本を代表する形で外務省とともに会議に参加し
て COP10 を迎えたということであります。 

 

○⽵本 COP10 の直前までは地球環境審議官という⽴場で、COP10 に向けて様々な国際会議での
閣僚レベルのコミュニケーションにおいてお⼿伝いさせていただきました。 

 会議期間中は、（環境省参与として）皆さんと⼀緒に松本議⻑を⽀える⽴場でした。 

 

○⿃居 当時、⽣物多様性地球戦略企画室⻑であり、そこへ着任したのが、前の年の夏だったと
記憶しています。そこからいろいろな準備、特に⽇本で開催をするわけですし、ポスト 2010 年
⽬標――次の⽬標――を作るわけですから、⽇本はこういうことを考えていますよという、⽇
本からいろいろ提案をしようということで、いろいろな研究者、そして、産業界とか、NGO と
か、⾃治体とか、様々なステークホルダーから意⾒を聞きながら、もちろん各省とも協議をし
て、⽇本提案というのをまとめました。それを条約事務局に出してというようなことだとか、
会議の本番のときは、私は基本的にサブ室の中にずっといて、全体の状況を⾒て本省との繋ぎ
を⾏なったり、ロジチームとの調整をしたりというような裏⽅をやっていたというものでござ
います。 

 

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 19 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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 ⽇本が COP10 をホストすることになった経緯と狙い 

○星野 開催の経緯について当時の関係者から聞いたところでは、2006 年ブラジルのクリチバで
開かれた COP8 で、当時の南川秀樹⾃然環境局⻑が、アフメッド・ジョグラフ条約事務局⻑か
ら⽇本で締約国会議が開催できないかという打診を受けました。その後、名古屋市がもともと
国際会議を招致していたということもありますので、南川局⻑が愛知県名古屋市内で、地元の
財界ともいろいろ話を進める中で、地元でぜひこの会議を招致したいという話になって、⽇本
として、名古屋を念頭に開催を申し出ようということで議論が進んだということです。 

 ちょうど、COP8 から 1 年経った頃に、事務局⻑が⽇本に来るきっかけがありましたので、
そのタイミングで閣議了解をしました。閣議了解の前には、ほかの都市も含めた国内公募をし
て、⼤阪が⼿を挙げたものですから、⼤阪と名古屋を、環境省、外務省で現地調査をして、い
ろいろな点から名古屋が適当だということで閣議了解をしました。そして、COP9 で正式に招
致を申し出て、全会⼀致で⽇本開催が決まったということだったんですね。 

 会議の狙いなんですが、これは⾃然保護分野では初めての⾮常に⼤きな会議になります。そ
れまで、1992 年には京都でワシントン条約――絶滅危惧種を保全するために貿易規制をする条
約です――の締約国会議を、1993 年には、釧路で湿地を保全するラムサール条約締約国会議を
それぞれ開いています。ただ、条約の内容が⾃然保護に関わるものが中⼼だということで、参
加者もそう⼤きくはない会議だったんです。それに⽐べて、⽣物多様性条約（CBD）は、保全
だけではなくて、持続可能な利⽤も条約の⽬的に⼊っているということで、⾃然保護分野だけ
ではない幅広い⼈たちが参加する初めての⼤規模な国際会議だということになります。したが
って、そういう会議を開くことを通じて、世界の⽣物多様性保全なり、持続可能な利⽤に⽇本
として積極的に貢献するということが⼀つの狙いであって、それとともに、こういった会議を
⽇本で開催すると、⽇本⾃⾝の⽣物多様性保全に関する施策を⾶躍的に前に進めることができ
ると、その 2 つが狙いだったと考えています。 

 

○⿃居 当時、国際的な課題意識と、⽇本における⼀般の⼈々も含めた国⺠のこの会議に向けた
思いに、やっぱりギャップがあったのではないかなと思います。これは具体的にどういうこと
かと申しますと、条約には⽣物多様性の保全だけではなくて利⽤、そして更に、そこで得られ
た利益の衡平な配分という 3 つの⽬的がありますよね。この国際会議が名古屋で開かれるとい
うときに、地球規模での⽣態系や絶滅のおそれのある⽣物の保全をどのように進めるかが議論
される、というのがマスコミも含めて⼀般の⼈の認識でした。ところが、国際会議では途上国
と先進国の思い、利害関係がぶつかって、それを調整することが⼤きな課題になります。この
点については COP10 に⾄るまでに、地元でも説明会や、あるいは地元の⼀般の⼈も含めたいろ
いろな会議をやって、マスコミにも説明するんですけども、なかなか理解されないということ
がありまして、地元の新聞などでもその辺りを分かりやすく書かれることもなかなかなくて、
最後まで尾を引いたかなと思います。 
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 ただ、そうはいっても会議にはいろいろな議題、課題があって、それを解決していかなけれ
ばならないので、各省庁との調整は当然⼤変なもので、特に ABS については、経産省とのやり
取りはかなり厳しいものがあったと聞いております。 

 

○⽵本 ⽇本としていろんな提案をしたうちの⼀つに、⽣物多様性の持続可能な利⽤という観点
からの SATOYAMA イニシアティブ構想があります。2007 年に閣議決定された「21 世紀環境⽴
国戦略」の段階から準備を重ね、国際的な SATOYAMA イニシアティブに育て上げ、COP10 で
正式に発⾜させました。その過程では、様々な難局も乗り越えていったのですが、最終段階で
SATOYAMA イニシアティブというのは、農産物の貿易、⾮関税障壁になるのではないかとの
懸念がオーストラリアやニュージーランドから表明され、強い抵抗もありました。しかしなが
ら国際的な認識が広がり、幅広い⽀援も得て、最終成果に結びつくことになりました。こうい
った⽇本発の提案というのが COP10 に結びつき、さらに発展をしていくというプロセスも⾮
常に⼤事なものであったかなと思っております。 

 

○⿃居 せっかく⽇本で COP を開催するということであれば、や
はり⽇本らしさというものを出していかなきゃいけないと考え
ていました。これはちょっと私の主観的な部分もあるかもしれま
せんけれども、そもそもこの⽣物多様性という概念が、⻄洋の⽅
から出てきている。宗教的な背景もあるかもしれませんけれど
も、⼈と⾃然環境というのをかなり分けて、⼈が⽣物多様性とい
いますか、⾃然環境を、⽣態系を管理していくのだというような
思いがある中で、⽇本で会議をやるのだから、⽇本の伝統的な価
値観といいますか、⼈と⾃然の共⽣という概念をしっかり出して
いく必要があるねと。これは 2050 年のビジョンにも明確に位置
づけられることになるわけですけれども、今は中環審の会⻑代理
になられた武内和彦先⽣が、当初各国を回って SATOYAMA イニ
シアティブの考え⽅を説明するのですが、なかなか理解していた
だけない。特にオーストラリアとか、ニュージーランドとかから、
⽇本は新たな⾮関税障壁を作ろうとしているんじゃないかとい
う疑いの眼で⾒られる中で、理解をしていただいたのがアフリカ諸国でした。アフリカ諸国は、
やはり農業とかそういうのが中⼼な、まだまだ開発途上の国々でしたけど、⽇本の考え⽅にす
ごく賛同し、応援していただきました。これは⾮常に⼤きかった。 

 

○星野 私も SATOYAMA イニシアティブを各国の代表団といろいろ議論する中で、本当にオー
ストラリアなり、ニュージーランドの抵抗というのが強かったと印象に残っています。もう⼀
つは、この SATOYAMA イニシアティブに対するヨーロッパの⾒⽅というのは、ドイツに象徴

SATOYAMAイニシアティブの
ロゴ⼊りタンブラー 

（⿃居 敏男 ⽒ 提供） 
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されているんじゃないかと思うんです。それは COP9 の議⻑国ドイツは何を議⻑国として進め
たかというと、保護地域の管理を充実させるための資⾦をうまく中継ぎをしようという、ライ
フ・ウェブ・イニシアティブというのを提唱したんです。それが COP9 の議⻑国としての⼀つ
の成果になっているんですけれども、SATOYAMA イニシアティブはそれとは全く違った⽅向
性を⽰すものです。 

 COP10 の時点で、世界の⽣物多様性の損失がとどまるところはなかったという評価が出てい
ます。その⼀つの原因は、保護地域はしっかり保全されているけれども、⾯積が少ない。⼀⽅、
世界全体を⾒ると、産業利⽤をされている⼟地、農業利⽤されている⼟地がかなりの⾯積を占
めていて、そこの⽣物多様性をいかに保全していくかというのが、世界全体の⽣物多様性保全
にとって重要な意味を持っている。COP9 のドイツは保護地域に重点を置いたのに対して、
COP10 の⽇本は、⼆次的⾃然といいますか、⽣産活動が⾏われている⼟地の⽣物多様性をいか
に確保していくか、それが世界の⽣物多様性保全を確実なものにするために重要なんだという
視点を⼊れて、この SATOYAMA イニシアティブを提唱したというのが特徴だと思っています。 

 

 会議の実施に向けた体制構築 

○星野 環境省では 1 年以上前、2009 年 8 ⽉に、省内の全幹部が参加する COP10 準備本部と、
その下に関係する課の課⻑補佐を室員とした COP10 準備室を設置し、毎⽉会議を開いて、環境
省全体で COP10 のテーマに関する状況の共有を図るという体制を取りました。これが⾮常に
有効に機能したと思っています。 

 それと、COP10 は 10 ⽉に開催です。通常、各省庁の幹部の異動というのは、国会が終わっ
た後の初夏に⾏われます。COP10 の直前に、責任ある⽴場にある幹部が異動してしまうと、
COP10 の成功も難しいということで幹部の異動が⾏われなかったということも⾮常に重要だ
ったと思います。 

 会議期間中は、外務省と環境省を中⼼に、共同のロジ室を作って、会議全体のロジ回しを⾏
ったというのも特徴的だったと思います。各省にもロジ室に⼈を出してほしいというお願いを
して回り、若⼲名の協⼒は得られました。それから会議で議論される内容について各省庁の調
整をする場として、副⼤⾂会議が設置されたということが⾮常に⼤きいと思います。2009 年 12

⽉から 2010 年 12 ⽉までの間に 9 回開かれています。この副⼤⾂会議、議⻑は⽥島⼀成環境副
⼤⾂が議⻑を務められて、COP10 の対処⽅針も、この副⼤⾂会議で了承されたということで、
⽇本が、各省庁⼀丸となって COP10 に取り組む上で、この副⼤⾂会議が重要な役割を果たした
と⾔えると思います。 

 

○⿃居 さらに役所以外の⼈たち、ステークホルダーからなるプラットフォームを⽴ち上げて定
期的に検討の進捗状況を共有して、また、いろいろ意⾒をいただいて、⽇本提案に反映させて
いくというプロセスもありました。また、地元名古屋の協⼒というのは⾮常に重要ですので、
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もちろん県や市、それ以外の関係する経済界、中経連とかそういったところにも説明をして、
いろいろ連携、特に地元の関わりとしては、お迎えする側の準備、⾮常によくやっていただい
たと思っております。そういうような関係者との連携、実施体制の構築みたいなものもあった
ということを付け加えさせていただきたいと思います。 

 

○⽵本 国内全体で認識を深めていく、そし
て、地元のみならず全国の地⽅の皆さんに
も COP10 がどういうものを⽬指しているの
かということも含めた説明会としてブロッ
ク会議を展開したのも、1 つ、⼤きな機運を
醸成していくという点で良かったと思いま
す。 

 もう 1 つは、環境省の中は全省体制で、特
に議⻑の補佐と議事運営という観点から
は、地球環境局にいる特にマルチの国際経
験豊かな職員も動員して、⾃然局の皆さん
と⼀緒になって議⻑をフルサポートしていく体制が整ったと記憶しています。 

 

 会議ロジ⾯での調整経緯 

○三村 私⾃⾝ちょうど予算要求から始まって、2011 年 3 ⽉に予算の執⾏を完全に終わらせるま
でずっと関わっていました。 

まず、COP10 に関する予算についてですが、この会議の前段で、カルタヘナ議定書の MOP5

（第 5 回締約国会議）も 1 週間⾏われるということで、環境省がメインで進める部分と、農林
⽔産省がメインで進める部分がセットになっている 3 週間の国際会議であるということが⾮常
に⼤きな問題になっていました。当初外務省と環境省は、予算確保を始め会議の準備をどのよ
うに進めていくのかなかなか決まらないという状況がある中で、最終的に環境省が頑張ってい
きましょう、予算要求も頑張っていきましょうとなりました。ただ、それにしても⼤きな予算
ですので、特殊要因という特別な予算枠を確保していかなければいけません。最終的には関係
7 省庁の協⼒を得て、その枠を使いながら予算要求することになりました。当然、会議の直接
的な開催経費だけでは⾜りませんで、いろいろな⽅々とハイレベルな意⾒交換をするであると
か、サイドイベントで、⽇本の意⾒を内外に発信するみたいなことに必要な予算など、会議に
関わる密接不可分な予算も確保しなければいけないということで予算要求に相当時間がかか
ったことも記憶しています。 

 さらに、会議が始まる段階で、私は外務省に設置された政府の準備事務局に⼊りましたが、
その準備事務局も最終的には 100 ⼈を超える体制になっていますし、⼀⽅で、環境省の中にお

⽵本 和彦 ⽒ 
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いても環境省ロジ室ができています。 

 また、地元の協⼒なしには進められませんでした。地元愛知県及び名古屋市がとても積極的
に経済界を巻き込んで地元の事務局を作っておられて、予算のカバーもしていただき、これも
予算要求を通していくのにとても⼤事な話でした。開催経費の⼤体 3 分の 1 を地元の⽅に出し
ていただきました。どちらかというとホスピタリティーに関するものや、地元の愛知県内、名
古屋市内で使う予算、もしくは会場に係る予算を出していただくというような整理も、⼀つ⼀
つ議論しながらやってきたということであります。 

 

○星野 ⽇本が⾏った COP10 のロジに対する各国の評価が⾮常に⾼かったというのが会議の成
功の重要な要素だったと⾔えると思っています。前年、2009 年 12 ⽉にコペンハーゲンで開催
された気候変動枠組条約 COP15 で、国連会議はもう機能不全ではないかというようなことが
⾔われたんです。会議の最終段階で、アメリカの⼤統領も含めて 30 か国ほどの⾸脳級が協議を
して、この COP15 で合意しなくてはいけないコペンハーゲン合意という⽂書案ができたんで
すが、最終の本会議で、協議に参加していなかった数か国の反対で合意⽂書が採択されなかっ
たんです。それで、続く⼤規模な国連会議である⽣物多様性条約の COP10 での交渉が世界の注
⽬を集めていたんです。COP10 では 2020 年までの世界⽬標と名古屋議定書が合意されました。
松本⼤⾂の議⻑としての采配によるところが⼤きかったわけですけれども、各国の参加者が、
⽇本のロジと、地元のホスピタリティーに感謝していたということも合意の背景にあったと⾔
えると思います。 

 コペンハーゲンでは、閣僚も含む代表団⻑も含めて、参加を登録するために屋外の⾮常に厳
しい寒さの中で⻑時間待たされたということがありました。議⻑国に対する不信感が醸成され
ていたというふうに思われます。しかし、COP10 に関しては、⽇本に対してそのような感情を
有する代表団は 1 つもなかったのだと思っています。このことは会議の成功要因として決して
過⼩評価すべきではないことだと思っています。 

 

 サブ⾯での各国や事務局との調整経緯 

○星野 事前の対応として、環境省の⼤⾂、副⼤⾂、政務官に、2010 年に⼊ってから各国を訪問
していただいて、各国の環境⼤⾂クラスと会談をしていただきました。その中で、ABS の合意
に向けた協⼒ですとか、世界⽬標についての⽇本提案に対する理解の促進、そういったことを
働きかけていただきました。 

 また、松本⼤⾂は COP10 の前の⽉に⼤⾂に就任されたばかりだったんですけれども、就任直
後、国連総会の前にニューヨークで⽣物多様性のハイレベル会合があったものですから、その
会議で演説していただくとともに、各国⼤⾂と会談をしていただきました。 

 また、ポスト 2010 年⽬標に対する⽇本提案については、総理⼤⾂まで了解を頂き、その上で
世界各国に根回しを⾏いました。各国の代表から成るビューロー会合でも説明しましたし、EU
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や各国に直接出向いて内容の説明を⾏ったり、国際的なセミナー、シンポジウム等でも説明を
⾏ったりと、そういう努⼒をしました。 

 ABS に関する名古屋議定書については、年 2 回ほどしか作業部会を開いてなかったものです
から⼗分な検討が進んでなかった。会議を開くには相当なお⾦が掛かるのですが、⽇本が経費
を負担して、COP10 の前に 2 回ほど追加の会議をして議論を尽くしてもらった。このことは事
前の対応として特記すべき点だと思います。 

 会議期間中、最後の 3 ⽇間は閣僚級会合が開かれました。この期間をうまく使って各国⼤⾂
の⾮公式な協議の場を設定しました。これは参加国を限定しないオープンエンドコンサルテー
ションということで開きました。そして、先進国、途上国、中⼼的な役割を果たしていただく
国の⼤⾂にファシリテーターとなっていただいて、議定書の問題、資⾦の問題、そして、新⽬
標の問題、これらについて各国⼤⾂が忌憚のない意⾒交換をしました。会場の都合や通訳の関
係で、英語だけで、かつ⼤⾂プラス 1 名という限定された場の設定しかできなかったんですが、
その場で各国⼤⾂が主張すべきは主張し、また、ほかの国の主張に⽿を傾けたということです。
あわせて、オーナーシップといいますか、その過程を通じて当事者意識を⾼めたというのが、
名古屋議定書の採択、そして世界⽬標の最終的な採択に⼤きく貢献したと思います。 

 もう⼀つは、松本議⻑の姿勢にあったと思います。各国⼤⾂の発⾔を⽌めることなく⽿を傾
ける、⾔いたいことは全て⾔ってもらう、そういう松本⼤⾂の真摯な姿勢があったから、⼤⾂
に対する信頼が各国⼤⾂の間で⾼まっていたのではないかなと思います。そういうことを通じ
て、最終段階で議定書の議⻑提案を出したわけですが、それに対して、どこの国の⼤⾂も 100％
の満⾜はないけれども、この会議で何とか合意をしなくてはいけないという機運が醸成されて
いて、結果として、7〜8 年協議を続けていた議定書の合意ができたと思います。 

 

○⿃居 COP10 に⾄るまでの間に、政務三役や当時の南川地球審も含めて、南⽶、あるいはアフ
リカ諸国を回ったりして、⽇本の考え⽅を事前に説明をして回った、そして、それが顔つなぎ
にもなったということが⾮常に有効であったのではないかなと思います。 

 それから、私は COP10 のときは交渉の前⾯に出ていたわけではないんですけども、やはり⼀
番ぶつかっていたのが ABS だと思います。 

実は、愛知⽬標も細かいところでいろんな課題が解決されてなくて、ブラケットがいっぱい
ついているという状態がありました。例えば、数値⽬標、陸域の 17％とか、海域の 10％を保全
するんだという数字について、数字ですから、かなりもめる場⾯もあったと承知しております。
それから、途上国は特にキャパシティービルディング、予算、資⾦を先進国はどう⽀援してく
れるんだという点を主張していました。そういうのが⼀体になって、ディール（交渉）といい
ますか、なかなか 1 つずつ解決というのではなくて、交渉の⼈質に取られて、⼤きな論点を横
にらみでないと進まないというような状態だったと記憶しています。 

 その中でまず、ABS の⽅が合意に⾄り、それから次に世界⽬標も合意されて、最終的には全
部セットで正式合意というふうになったんじゃなかったかと記憶をしています。そのとき 1 つ
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のポイントになったのが、⽇本基⾦、つまり議⻑国の⽇本が⽣物多様性のために 50 億円の資⾦
を出すということだったと思います。財務省などとも調整しつつ、このカードを切るタイミン
グを⾒計らっていました。次の世界⽬標ができて、それに沿って途上国が⽣物多様性の国家戦
略を作っていかなきゃいけないわけで、⽇本基⾦は、個別のプロジェクトというよりは、そう
いう途上国の⽣物多様性国家戦略を作り上げていくための地域の会議の開催経費の⽀援に使
うということにしたり、また、ABS についても、実施基⾦みたいな形で最終的に⽇本もそこに
お⾦を出したり、そういうカードの切り⽅、タイミングというものもいろいろ調整があったと
記憶しております。 

 

○⽵本 名古屋議定書と、愛知⽬標、これらは両⽅相まって相互に関連しながら最終合意に向か
っていくわけですが、松本⼤⾂御⾃⾝が、⼤⾂着任後あまり⽇のない中で、会議の最後のハイ
レベル協議のギリギリの交渉に臨まれ、議⻑としての役割をしっかり果たされたというところ
を間近に⾒ていました。 

 またビューロー会議は会議全体の段取りを整えるのが主な役割でしたが、COP10 では、それ
までの懸案事項の⼀つとして CBD 条約事務局⻑の処遇を巡る議論がありました。本件はなか
なか根が深く、複雑な案件でしたが、皆さんの協⼒のお陰で何とか会期中に決着をつけること
ができました。⽐較的早い段階で解決の⽷⼝にこぎつけることができ、これが結果的に会議の
全体として前向きな雰囲気の醸成に寄与できたのではないかと思っています。 

 

 会議成果の事後評価 

○星野 名古屋議定書と愛知⽬標という 2 つの合意⽂書が採択できたというのは⼤きな評価だと
思います。前の年の気候変動枠組条約の COP15 では、国連の会議⾃体が⾮常に危機的な状況に
あったわけでして、COP10 でこの 2 つの⽂書が採択できるのかということが注⽬されていた中
にあって、何とか最終⽇に 2 つの重要な⽂書の合意ができたということは、単に⽣物多様性条
約 COP の成果というだけではなくて、コンセンサス⽅式で進めている国連会議の意義を再確
認する⼤きな成果だったと思います。 

 特に ABS 議定書については 7 年以上ずっと議論をしていてまとまらず、COP10 期間中も連
⽇深夜まで議論をして、最終段階まで交渉官の間では決着がつかなかった。そんな案件を議⻑
が引き取って、うまく落としどころを⾒つけた。どこの国にとっても不満があるけれども、こ
れをのむ以外に合意の道はないという状況を最終⽇に作り出して、うまく合意できたというこ
とが、これは歴史的な快挙と⾔っても⾔い過ぎではないと思っています。 

 それと、SATOYAMA イニシアティブを⽇本が提案して、かつ、これを各国が連携をして促
進をしていく、そういうためのパートナーシップの組織を⽴ち上げたんです。51 団体で⽴ち上
げました。これも⾮常に⼤きな成果と⾔えると思います。 

 単に COP10 の期間中の成果ということでは、以上、申し上げたような内容なんですが、国内
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の環境政策全般にとっても、COP10 を契機にいろいろな施策が促進されました。サンゴ礁⽣態
系の保全や⾥地⾥⼭、海洋⽣態系に関する⾏動計画や戦略、こういったものが COP10 の前後に
策定されています。また、⽣物多様性という国⺠にあまりなじみもないし、内容を⼗分理解し
てはいただけなかった⾔葉が、COP10 の開催を通してかなり認知度が⾼まりました。2010 年の
流⾏語⼤賞の候補に⽣物多様性という⾔葉が挙げられたほどに、認知度が⾼まったということ
があります。 

 また、COP10 に向けた準備、産官学市⺠の間の連携の組織が⽴ち上がったり、ラウンドテー
ブルを開いたり、いろいろな組織を作って多⾯的に⽣物多様性をキーワードに取組が進んでき
たということも、COP10 を⽇本で開催したことの成果になってくるのではないかと思います。 

 それと、COP10 で国連として 2011 年からの 10 年間を⽣物多様性の 10 年にすべきだという
提案を国連総会に出す決議が採択されています。⽇本が提案をしたものが採択されて、国連全
体として⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤に 10 年間継続的に取り組む枠組みができたとい
うことは、評価してもいいと思います。 

 

○⿃居 COP10 には、COP8 とか 9 でなかなか
決まらなかったことが持ち越されていまし
たが、そこで愛知⽬標とか名古屋議定書がで
きて成果が出せたということで、⾮常に⽇本
のプレゼンスが上がった。この⽣物多様性だ
けじゃなくて、環境のいろいろな国際会議の
中でも評価が上がったという意味において、
⾮常に意味のある成果だったんではないか
なというふうに思います。 

 COP10 の後、メキシコのカンクンで温暖
化の COP がありましたけれども、⽣物多様
性の会議をまとめたということで松本⼤⾂は⾮常に⾼い評価を受けていますし、SATOYAMA

イニシアティブは国際パートナーシップを作って、⽇本だけでなく GEF や UNDP などと連携
をして途上国を中⼼にいろいろなプロジェクトをやっていく中で、徐々にそのパートナーシッ
プに⼊っていただく国だとか、いろいろな団体、機関が増えてきたということで、特にアフリ
カ諸国からも評価を受けました。SATOYAMA という⽇本語が国際的に通⽤するようになった
という点においても、⾮常に成果があったのではないのかなと思います。 

 

○⽵本 その前年の 12 ⽉のコペンハーゲンでの COP15 が、最終的な成果を得られないままに終
わってしまったという、国際社会から⾒るとマルチの交渉に対する懸念が漂っていた中で、名
古屋で全会⼀致を⾒て⼤きな成果を上げたという点において、正に⿃居さんも⾔われましたが、
⽇本の環境外交が世界に貢献ができたものと思います。 

⿃居 敏男 ⽒ 
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 また、SATOYAMA イニシアティブについては、この会議開催中に国際パートナーシップと
いうものが⽴ち上がり、その後もこのネットワークを通じた活動が活発に継続されています。
実はこれは環境省と国連⼤学の連携が⾮常にうまくいった 1 つの優良事例かと思いますが、国
連⼤学の組織をうまく使い、この国際ネットワークの事務局として世界の関係者を動員した結
果、SATOYAMA というのは今では完全に国際タームとして認識されています。また CBD の
COP15 でポスト愛知ターゲットというものを議論している中で、OECM（その他の効果的な地
域をベースとする達成⼿段）の⾮常に有⼒な役割を果たすところまで発展してきています。⽇
本は具体的な達成⼿段に向け、極めて⼤きな貢献を果たし得る⽴場となっています。 

 COP のアジェンダと環境省の所掌範囲というのはギャップがある中で、それを議⻑としての
環境⼤⾂を⽀えて、議⻑国の役割を果たしたことは、環境省職員にとって⼤きな⾃信につなが
っていると思います。 

 

 会議結果を国内施策にどのように⽣かしたか 

○⿃居 最初に挙げたいのが国家戦略です。新たな世界⽬標というものができたわけですから、
⽇本の⽣物多様性の国家戦略を改定する必要がありますよね、ということになったんです。
COP10 に向けて⽇本提案を出す際にも各省と全て調整をしていたということもあり、それに沿
った世界⽬標というものが――もちろん沿っていない部分もあるんですけれども――できた
ということで、国家戦略の改定が割とスムーズにいったというのが 1 つあったと思います。 

 それから、ちょっと苦労したのは ABS です。名古屋議定書はできたけれども、⽇本がそれを
批准するのに約 7 年の時間を要してしまったというのは反省点としてあるのかなというふうに
思います。何が⼀番課題だったかというと、法律を作って議定書に沿った縛りを国内の事業者
にも掛けるのか、そうじゃなくてガイドラインみたいなもので済ませるのかというのが、かな
りの議論がありました。外務省や経産省、それ以外の省庁も関係しますし、業界との調整に時
間を要してしまったというので、これは松本議⻑が⼤⾂を退かれた後も、まだ批准できないの
かというふうにお叱りを受けたりしたということはございます。 

 それから、この 10 年間、国内で⽣物多様性を盛り上げていくということで、国連⽣物多様性
の 10 年⽇本委員会というものを⽴ち上げましたが、経団連の会⻑がこの委員⻑になっていた
だいたことは⾮常に⼤きかったかなと思います。そういうことをすることによって経済界の巻
き込みが図られました。それ以降今まで、経団連の会⻑が替わっても、代々この⽇本委員会の
委員⻑をやっていただいている。その後、環境省は⽣物多様性の⺠間参画ガイドラインという
のを作ったんですけれども、それへの取組だとか、いろいろなサプライチェーンでの配慮だと
かというのをやってくれる企業がどんどん増えてきたというのも経済界の巻き込みの成果で
はないかなと思います。 

 海洋の保全については戦略を作りましたが、海域 10％の保全ということについては、⾃然環
境保全法を 2 年ほど前（2019 年）に改正して、⼩笠原諸島近海に本州に匹敵する広さの沖合海
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底⾃然環境保全地域というのを指定することにより、⽇本も何とかぎりぎり 10％の達成ができ
た。陸域は現時点では 20 数％で、17％の⽬標は達成できているということで、愛知⽬標なり名
古屋議定書というものを起爆剤にして、⽇本の⾃然環境、⽣物多様性の保全、あと、持続可能
な利⽤の⾏政が進んだということがあると思います。 

 

○星野 COP10 の決議の中でも引⽤されて、
認知された SATOYAMA イニシアティブを、
その後、⼤規模に展開できたということが
成果につながっているんだと思います。環
境省の資⾦で国連⼤学のサステナビリティ
⾼等研究所に置いた事務局が中⼼となっ
て、発⾜時に 51 団体だったのが 2020 年 7

⽉時点で 267 に増え、⾮常に充実した活動
に発展したということが⾔えると思いま
す。 

 それから、保護区の関係、今、⿃居局⻑か
らも⾔われたように、海域については⾃然環境保全法が改正されて、新たな保全地域の制度を
創設して指定が⾏われたということがありますし、陸域についても国⽴公園の新規指定、更に
は拡張というのが⾏われた。やはり愛知⽬標で具体的な数値が⽰されて、これまで⾏われてい
た取組の背中が押されたということになるのではないかと思います。 

 また、外来種の対策、希少種の保全対策についても、希少種の指定を⼤幅に拡⼤したり、海
洋⽣物のレッドリストを作成する動きにつながったりというふうに、COP10 で新たな世界⽬標
である、愛知⽬標が設定されたことが背中を押してくれて、施策が進んだというのもあると思
います。 

 残念なのは、ABS に関する名古屋議定書の締結が⼤幅に遅れたということです。条約交渉の
時点で条⽂の中に「適当な場合には」とか、「法的、政策的、⼜は制度的な措置を取る」とか、
いろいろ各国の事情によって解釈できる表現が⼊っているために、当時は外務省の課⻑も含め
て法律を新たに作らなくても、この表現であれば⽇本として締結できるのではないかというこ
とだったのですが、その後、国内法の制定が必要だというような主張も出てきて、また、影響
する分野が広範囲にわたるために、専⾨家会合で延々と議論を続けたということもあって、
2017 年 5 ⽉に締結するまで、議定書が採択されてから 7 年経ってしまったということは、議⻑
国としては⾮常に残念なことだったと思います。 

 

○⽵本 ⽇本発の SATOYAMA イニシアティブですが、提案当初は、各国からいろいろ懸念のあ
る中で、アフリカ諸国、アジア諸国からも賛同を得て、そして船出をしたというのが COP10 で
ありました。COP10 の決議の中でも SATOYAMA イニシアティブは「潜在的には有効」という

星野 ⼀昭 ⽒ 
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表現であったものを、その後環境省の皆さんと⼀緒になって、これは⼗分有効なんだというこ
とを COP の場を通じ訴えてきましたが、実は 10 年間のこの実績の積み上げのお陰で、今やそ
ういう議論もなく、ポスト愛知⽬標の議論の中で 1 つの柱となっている OECM の代表的事例
として位置付けられています。そういう意味では今や堂々としたメインストリームになってき
ているというのも、COP10 の成果を踏まえ、その後、着々と実績を積み重ねてきており、国内
政策とも連動した成果となっていると思っています。 

 

 会議の準備・進⾏・ロジ⾯での⼼残り 

○星野 議定書と新しい⽬標を採択した最終⽇の本会議ですね、ここで不⼿際があったというの
が⼀番⼼残りに思っています。愛知⽬標についてワーキンググループで完全な合意がされてい
ない時点で本会議を開催してしまったと。これは当時の事務局⻑が強く開催を主張していて、
事務局が作った議事進⾏の案もあったわけですけども、ワーキンググループで完全な合意がさ
れていないにもかかわらず、議⻑シナリオが作られて本会議を開催してしまったというのが問
題の⼀番根っこにあります。決議案について修正が⼊っているにもかかわらず、修正を会場に
⽰さないまま採択しようとして、異論が出て会議が中断してしまうということが起きました。 

 その後、⽇本側が中⼼となってワーキンググループの状況を確認して、事務局と連携を取り
ながら議⻑シナリオをしっかり作り上げて、今度は間違いが許されないということで、かなり
の時間をかけました。午後 4 時半に始まった本会議、中断をされて再開したのが午後 11 時過ぎ
だったですね。この間、事務局⻑は早期再開すべきだとかなりうるさく⾔っていましたけれど
も、もう⼆度と失敗は許されないということで、慎重な姿勢で周到な議⻑シナリオを作って、
決議案の修正箇所を確認して、その上で 11 時過ぎに最終本会議に臨んだのです。これによって
その後、円滑に事が進んだということになります。 

 したがって、最後の最後で事務局任せにしてしまったということが⼤きな混乱につながった
と反省をしています。最終本会議、決議を決定する最も重要な本会議なのですが、事務局に
100％依存するのではなくて、議⻑国側⾃ら状況を把握して、しっかりとしたシナリオを作る、
そういう必要があったと反省をしています。 

 

○⿃居 COP10 のときにサブ室にずっといたんですけど、かなりの職員が名古屋に集結して、も
ちろん現場で交渉等に携わっていました。⼀⽅で霞が関では官邸への説明とか、ちょうど国会
が開かれていて、COP10 はどうなっているんだと、いろいろな質問が出て、対応に追われてい
るわけです。答弁は実は名古屋で書いていたというようなこともあり、官房⻑をヘッドにして
留守部隊がいるわけですけども、名古屋での情報が迅速に伝わっていたかというと、なかなか
そうでないところもあって、東京の⽅ではかなりやきもきしていたのではないかと思います。
名古屋では毎晩遅くまで会議をやっている中で、霞が関は朝 6 時ぐらいから、その⽇の国会に
向けた答弁などの最終調整をするわけで、その辺の調整や情報の共有などがちょっと⼿薄だっ
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たかなというのが 1 つの反省事項ではございます。 

 それから、会議そのものというよりは、会議に⾄る 1 年ぐらい前から、海外から来たお客さ
んにこういうお⼟産を⽤意したらどうかとか、COP10 ロゴはどう使っていいのかとか、いろい
ろな提案を頂きましたが、そういう事務的な調整は⾮常に時間、労⼒がかかるので、そういう
オファーにとても全部は応え切れなかった。 

 また会期中、いろいろなレセプションとかサイドイベントとかが⾏われるということで、
NGO も含めて様々な団体がこういうことをやりたい、ああいうことをやりたいとアイデアを
お持ちだったが、100％は応えられなかったというところもあったと思います。 

 もう⼀つ、あの頃から USB など電⼦情報で資料を配るというのはありましたけれども、やは
り国際会議をやると、膨⼤な量の紙を使ったりプラスチックを使ったりということで、結構廃
棄物が出ていたというのは、ちょっと気にはなりました。 

 

○三村 当初想定していた以上にものすごい量のごみが出ました。名古屋は厳しいごみのコント
ロールをしています。例えばトイレでペーパータオルを使うか使わないかで条約事務局とも相
当なやり取りをした経緯があります。最終的にペーパータオルを置かずに、地元の協⼒もあっ
てお⼟産の中に⼿ぬぐいを⼊れていましたが、なかなかそれは使ってもらえなかったですし、
会議閉会の翌⽇、私たちが 11 時に会場に戻って⽚づけを始めたときには、⾃然保護系の国際
NGO のブースからも⼤量にごみが出ていて困ったことを覚えています。加えて⾔えば、カーボ
ンオフセットもしなければいけないだろうということで、国際会議のオフセットを⾏いました。 

また、ロジ⾯でも⼤変苦労した部分がありました。⼤前提として会議のオフィシャルな部分
は条約事務局のハンドルの中にあって⽇本政府では回せないところがあります。例えば、プレ
ナリーは全部条約事務局が管理運営をしていますが、最終的に、最終⽇の合意は夜中になった
わけですが、時間の⼤幅超過によりどんどん通訳の⽅々が離席してしまい、最後は⽇本⼈の英
⽇の部分だけになりました。 

 もう⼀点、先ほども触れましたけれども、政府全体のロジ室のほかに⼤⾂周りを⽀えるとい
うことを中⼼に⾏う環境省ロジ室ができました。最終的に会場では部屋を共有する形で緊密な
連携を図っていこうとしていましたけれども、やっぱり機能的に動いていなかった可能性があ
ります。本会議全体を回している私のところと、環境省ロジ室のところがうまく情報共有がで
きていなかった可能性があって、その辺りが議⻑の⽀援としてなかなかできなかった可能性が
あるというところも、⼼残りな点です。 

 

 COP10 開催経験から今後に伝える教訓 

○星野 国際会議というのは、そのテーマに対する⽇本としての国際貢献を進めるということだ
けではなくて、その分野での国内の施策を⾶躍的に推進するために⼤きな役割を果たすという
ことを、COP10 開催を通じて認識をしています。したがって、様々な機会を捉えて、もし⼤規
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模な⾃然に関わる国際会議開催の芽があれば積極的に取り組んでほしいと思っています。 

 ただし、取り組むためには相当な覚悟が必要だということです。4 つ述べたいと思います。1

つは政治家、それから、外務省の理解を得なくてはいけないということです。⽣物多様性は気
候変動に⽐べて世界的に政治の舞台で取り上げられないということを条約事務局⻑は常々⾔
っていましたけれども、少なくとも⽇本の政治家にその扱うテーマが世界的に⾮常に重要なん
だということを認識してもらう。さらには外務省に対しては、その会議を⽇本で開くことが、
⽇本の外交を展開する上でも重要なんだ、そんなことをしっかりと理解してもらう。それがま
ず 1 つ⽬に必要です。 

 2 つ⽬は、周到な準備と⼈的なつながりを強化していくということが⼤事だと思います。
COP10 の場合には、15 か⽉前に環境省の準備本部と準備室を作り、10 か⽉前に副⼤⾂会議を
作りました。そういったことを通じて省内、また、各省間の⼈的なつながりを強固なものにす
る。⽣物多様性条約の事務局に環境省の職員を出向させましたし、省内、局内から⽣物多様性
戦略室へ⼈を出してもらった。さらには COP9 の開催国のドイツにも職員を派遣する。そうい
った⼈的なつながりを強化していく。そうした上で周到な準備をしていくということが重要な
のだと思います。 

 また、オール環境省の取組をするということが⼤事になってきます。会期中、国会議員が名
古屋に多く訪れましたけれども、その対応はこの会議に全く関わっていなかった幹部が中⼼と
なって対応していただいた。また、私⾃⾝、計画課⻑として世界遺産の業務も担当しなくては
いけないのですが、当時、⼩笠原を世界⾃然遺産にする⼤事な局⾯で、年間 70 ⽇ぐらい海外出
張していたものですから、とても対応できないということで、国⽴公園課⻑に世界遺産業務を
代⾏してもらった。ABS 交渉には外来⽣物室⻑が出席をしたり、国内の委員会の対応を⾃然ふ
れあい室⻑がやるなど、通常の業務を超えて、国際会議の成功に向けたオール環境省の取組を
することが重要だということです。 

 さらに、環境省や関係各省だけではなくて、企業や NGO を巻き込んだ準備ということが重
要になってきます。COP10 の場合、円卓会議を⾏っていますし、NGO との間でも世界⽬標の
⽇本提案作成に当たって頻繁な意⾒交換をしてきています。各省庁も参加する形でです。そう
いった企業や NGO 等も巻き込んだ取組です。そういったことを進めながら新たな国際会議の
開催ができれば⾮常にいいと思っています。 

 3 つ⽬は、省内、局内の⼈材育成ということです。これは国際会議に対応できる⼈材を育成
するということです。私は 1980 年に環境省から初代出向者として外務省の国連局に⾏きまし
た。ワシントン条約、ラムサール条約に⽇本が⼊ったその年だったんですね。その両条約の担
当と UNEP の担当をいたしました。1972 年のストックホルム⼈間環境会議の後に 10 年ごとに
開かれている国連の⼤規模環境会議には全て出席する。1982 年、1992 年、2002 年、2012 年、
そういう機会を得ました。たまたまということなんですが、国際交渉の場に⻑く浸かることが
できました。 

 私が外務省に出向した当時、国際対応できるレンジャーはごく僅かだったです。ただ、最近
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は国際対応ができる環境省職員がレンジャ
ーも含めてかなり増えてきました。留学や
国際機関への派遣経験を持つ職員も増えて
きています。⾃然を担当する職員ですと現
地管理業務に関わることが多くて、なかな
か海外の経験持つことが少ないんですけれ
ども、現在は少しずつそういった職員も増
えて、国際対応の中⼼的な役割を果たして
います。したがって、今後も職員の海外留学
や国際機関への派遣などの機会を確保す
る。そして、国際会議で積極的な役割を果た
していく。そういうことが必要になると思
っています。 

 この関係で 1 つ追加的に⾔わせていただ
ければ、⿃居局⻑が尽⼒されてアジアの国⽴公園会議を 2013 年に仙台で開催したことがあり
ます。その会議の決議を受けてアジアの保護地域パートナーシップというのも設⽴されており
ます。最近では国⽴公園課は満喫プロジェクトなど忙しいようでして、なかなかこの分野の取
組は進んでおりませんけれども、国⽴公園に関わる者が国際協⼒をする⾮常に重要な機会にな
るものですから、ぜひこの分野での協⼒にも⼒を⼊れていただきたいと思っております。 

 

○⿃居 COP10 が成功したということは、かなり偶然というか、本当にぎりぎりのところでうま
い⽅向に転がっていったという部分があったのではないかなというふうに思います。松本⼤⾂
がその後、『環境外交の舞台裏』という本を出されていて、この中でも述べられておりますが、
会議の成功は 1 つの国が⾃分の国のことだけを考えるんじゃなくて、共通の利益を探求してい
くということが重要だと。それから、会議の運営の透明性を徹底的に図っていった。さきほど
オープンエンドの会議というのがありましたけれども、そういうことが成功に結びついている
のではないのかなというふうに思います。 

 あと、やはり準備ですね。その⼈的な配置というのを 1 つの部署に負荷がかかるのではなく
て、また⾃然局だけでもなく、全省挙げてバックアップをしていただいたと。それから、本当
に COP10 の期間中は国際経験を積むということもあり、現場の地⽅環境事務所からも⼈を派
遣していろいろな役割を持ってもらいました。松本⼤⾂がその本の中でも、1 ⼈が⽋けても成
功しなかったんじゃないかというふうに書かれていますけれども、全員野球でいい結果を出せ
たんではないかなというふうに思います。 

 もう⼀つは、予算が割とあったというので、準備の会議をホストできたり、ロジ⾯でもそれ
なりのことができたんではないかなというふうに思っています。⽇本基⾦も⽤意できたとか、
そういう意味では予算というのはやっぱり⾮常に重要だなというふうに思います。 

リオ 3条約議⻑国署名楯（星野 ⼀昭 ⽒ 提供） 
2012 年 6 ⽉のリオ＋20 会合の際に開催されたリオ 3 条
約の議⻑国と事務局⻑が⼀堂に会する朝⾷会での署名
⽂書を、砂漠化防⽌条約議⻑国である韓国の⼤⾂が後
⽇、⽊製楯に仕⽴てて送ってくれたもの（星野 ⼀昭 ⽒） 
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 あと、ロジが⾮常に⼤事であったということは改めて申し上げておきたいと思います。本当
にあそこの名古屋に集まった⼈が地元のホスピタリティーあるいは会場でのいろいろなサー
ビスといいますか、やっぱり⽇本は⼀⽣懸命やってくれているんだな、そういう思いが最後や
っぱりまとめなきゃというふうなものにもつながっていったんではないかなと思います。 

 

○⽵本 まず第 1 は、国内政策への弾みを与えたという点です。国内的な政策の基盤があって、
初めて国際貢献も確実なものとなる。⼀⽅、そういった貢献をした上での国際展開が、また翻
って国内政策によい意味でのフィードバックとなり、更に国内政策が進展する。私はかねがね、
そういう好循環を⽣み出す仕掛けを認識し、経験をしていくというのが⼤事だと考えています。
そういう意味では⾃然環境、⽣物多様性に関する分野において、それまでは個別条約への対応
が中⼼であったものが、国際展開と国内政策の更なる展開の好循環に⼤きく進展したものと思
われます。 

 2 点⽬は、国際的活動を下⽀えするのは何といっても⼈的資源です。国際経験、しかもマル
チ対応が経験でき、それが多層的に国内政策と国際政策展開の関連づけができるような戦略的
な⼈材育成が展開されることを期待しています。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ ⽵本 和彦 ⽒ ⼀般社団法⼈海外環境協⼒センター 理事⻑、東京⼤学未来ビジョン研究
センター 特任教授、公益財団法⼈国際湖沼環境委員会 理事⻑ 

1974 年 環境庁⼊庁、2003 年 環境省⼤⾂官房審議官（地球環境局担当）、2005 年 環境管理局⻑、
2008 年 地球環境審議官、2010 年 退官。 

 

⿃居 敏男 ⽒ 環境省⾃然環境局⻑（2021 年 7 ⽉より環境省参与） 

1984 年 環境庁⼊庁、2017 年 環境省⼤⾂官房サイバーセキュリティ・情報化審議官、2018 年 ⼤
⾂官房審議官（⾃然環境局担当）、2019 年 ⾃然環境局⻑、2021 年 退官。 

 

星野 ⼀昭 ⽒ 特定⾮営利活動法⼈⽇本国際湿地保全連合 会⻑ 

1978 年 環境庁⼊庁、2011 年 環境省九州地⽅環境事務所⻑、2012 年 ⼤⾂官房審議官（⾃然環境
局担当）、2013 年 ⾃然環境局⻑、2014 年 退官。 

 

同 席 三村 起⼀ ⽒ 環境省⾃然環境局⾃然環境計画課⾃然環境情報分析官 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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東⽇本⼤震災への対応（2011 年）1 
話し⼿ 関 荘⼀郎 ⽒ ・ 南川 秀樹 ⽒ ・ ⼭本 昌宏 ⽒ 

 

 

―――2011 年 3 ⽉ 11 ⽇、東⽇本⼤震災が発⽣したとき、どのようなことを考えましたか。 

 

○南川 （当時は事務次官という⽴場で）慌てて役所に戻りましたが、役所は閉まっていたため、
環境省の皇居の外苑の事務所で、関係者に安否を含めて連絡を取ったということであります。
テレビを⾒ておりますと、津波が襲っているということでありまして、そして多くの⼈や⾞が
波にのみ込まれている。これは⼤変なことだということで、まだ後のごみが、どうとかいうこ
とまでは考えられなかったわけであります。また、その時点では、まだ原⼦⼒発電所について
は事故という報道はございませんでした。取りあえず、ごみの問題は⼤変になりそうだなと。
次官室に幹部の⽅に集まってもらって、現状で分かる範囲、職員の安否を中⼼に話を聞いたと
いうことでございました。 

 

○関 津波にのみ込まれているという戦慄する思いでいっぱいでありました。以前、私も廃棄物
対策課⻑で災害廃棄物も担当していましたので、廃棄物が⼤量に発⽣するなとは思いつつも、
そういうことよりも、多くの⼈命が失われて、町が壊滅している映像を⾒て戦慄したというの
が当時の最⼤の記憶です。 

 

○⼭本 東北の地震だというのを聞いて、これはとてつもないことが起きたんじゃないかと思っ
た後に津波の映像が届いて、本当に衝撃を受けました。当時はごみの問題などは全く頭にも上
りませんでした。その後、原発の事故による爆発をテレビで⾒て、本当にこの先どうなってい
くんだろうかというすごい不安に駆られていたというのが印象に残っています。 

 

―――震災発⽣直後の省内の体制について教えてください。 

 

○南川 関係の幹部が⼀堂に会さないとなかなか意思疎通ができないということを考えており
ました。ばらばらに議論すると、お互い理解が違いますし、私も勘違いをしてもいけないと思
いましたので、原則的には関係の部局⻑あるいは筆頭課⻑さんに⼀⻫に集まっていただいて議
論して、現状をしっかり把握し、これからの⽅式を決めていくというスタイルを取っておりま

 
1 このインタビューは、2021 年 3 ⽉ 3 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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した。 

 

○関 地震の後、数⽇後に東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所がメルトダウンして、⼤量の放射性物
質が環境中に排出されました。そこから放射性物質の問題への対応が始まりました。環境省は
⽐較的⼩ぶりな役所ですから、トップのリーダーシップの下に⼀致結束して意思疎通できるこ
とは、以前から強みであったと思います。南川さんが関係者を全部集めて⼤きな⽅針を明確に
⽰し、理解のそごがないよう徹底したことで、迅速な対応が進んでいったのかなと思います。 

 まずは放射性物質の汚染の現状、公共⽤⽔域、地下⽔、⼟壌、海洋の状況がどうなっている
かということを把握する必要があると考えていました。環境省の強みであるモニタリングをし
っかりやろうということが省内で話し合われて、その⽅向で取り組んでいったと記憶しており
ます。 

 

○⼭本 発災時は、私は⾃動⾞環境対策課⻑をしておりまして、初期の⼤変な時間が経過した後、
7 ⽉に担当課⻑（廃棄物対策課⻑）として参加しました。廃棄物処理はもともと環境省の重要
な業務としてやっておりましたので、当時の廃棄物・リサイクル対策部の体制の中で基本的に
何とかするということでやられていたような印象を受けました。放射性物質に関しては坂川
（勉）企画課⻑に指揮を執っていただいて、適正処理・不法投棄対策室が分担しておりました。
なかなか省内から⼈をかき集めてということもできない中で、部内の現有勢⼒をできるだけ効
率的に配置することでやるというような体制でした。それから、⽇本環境衛⽣センターの協⼒
も得て、現場対応できそうな⼈は現地に送り込んでいました。その後、体制を拡充していくの
は⼤分先の話になってきます。 

 特筆すべきは、国⽴環境研究所で、国⽴環境研究所を中⼼とした有識者から技術的な助⾔を
頂きながら、進めることができたことだと思います。 

 

―――災害廃棄物処理についてお聞きします。過去の災害廃棄物対応の経験は活⽤されたのでし
ょうか。 

 

○⼭本 正直なところ、⼗分活⽤できたと⾔えるかどうかは、なかなか⾃信を持って⾔えないと
ころです。災害廃棄物の処理は市町村の⾃治事務で、国は廃棄物処理法に基づいて財政を⽀援
するというのが主な役割で、市町村の災害廃棄物処理を直接応援するという場⾯はあまり経験
はなかったということがあります。阪神・淡路⼤震災では、兵庫県や神⼾市などの地元の⾃治
体が相当頑張られて、実際、震災廃棄物の対策指針というものは阪神・淡路⼤震災の後に作っ
ていたんですけれども、国としてのノウハウとか資料というのはあまり残っていなかったです。 

 

―――2011 年 5 ⽉に、東⽇本⼤震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）が策定され
ました。 
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○⼭本 マスタープランの重要なポイントは、国の役割、処理の基本的考え⽅、スケジュールを
⽰すことだったと思います。 

 国⽴環境研究所は 3 ⽉中には研究者のネットワークを組織して、被災地のいろんな技術的な
悩みとか Q＆A 対応を始めておりまして、廃棄物資源循環学会は 3 ⽉ 18 ⽇にはタスクフォー
スを⽴ち上げて、1 週間後にはメンバーを現地に送って、分別を基礎に置いた災害廃棄物分別・
処理戦略マニュアルを 4 ⽉の段階で作っています。こういった事柄がマスタープランの処理の
基本的考え⽅の中にうまく反映させられたのかなと思っています。 

 スケジュールに関しては、概ね 3 年後の 2014 年 3 ⽉までに処理を終える、その前段で、2011

年 8 ⽉末までに⽣活環境に影響のあるところからの撤去を完了させる。⼤きく⾔うと、この 2

つを⼤きなマイルストーンとして設定したということです。 

 

○南川 ごみの処理について、私どもも 4 ⽉の終わりから現地に⼊っていました。それで、地域
によって相当処理の速度に差がありました。例えば仙台市に⾏くと、仕分も⾮常に早く進んで
いるし、また（仮置場の）場所も全部確保してあるんですね。この運動場は電化製品とか、こ
の運動場は畳と布団とか、全部整理してあります。なおかつ、名古屋市や横浜市の⾞が⼿伝い
に来ているということで、⾮常に迅速に進んでいました。逆に震災の頃のままだという現場も
たくさん⾒てまいりました。いろんな⽅が現地に⾏かれて研究、検討されて、マスタープラン
が作られたと思いますけれども、仕分とか選別とか、それからその後の処理について、よくや
っていただいたというのが率直な感想であります。 

 

―――2011 年 8 ⽉には、東⽇本⼤震災により⽣じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法が制定
されましたが、その経緯を教えてください。 

 

○⼭本 私が廃棄物対策課⻑に着任したときに⼀番声が⼤きかったのは、⾃治体の現場がお⾦が
⾜りずに回っていないから災害廃棄物の処理に関する費⽤を早く⽀払ってほしい、ということ
でした。⼀⽅で、被災地によって、市町村がほとんど機能していないような状況の中で、やは
り国が処理に乗り出さなきゃいけないんじゃないかという声も強くあって、国が処理をやって
いくためには制度が必要という声があったと認識しております。政府としての法案は 7 ⽉ 8 ⽇
に閣議決定されたんですが、当時、野党であった⾃⺠党が⼩⾥泰弘プロジェクトチーム座⻑の
下で出された政策提⾔をベースとした案が議員⽴法として国会に出され、この両案をベースに
した法案が議員⽴法として成⽴したというのが全体の経緯となります。市町村の要請を受けた
国の代⾏処理だとか、⾃治体の負担軽減措置だとか、広域処理のベースになる規定が盛り込ま
れ、その他、網羅的な国の役割が位置づけられました。 

 ただ、⼀番被害が⼤きかった宮城県、岩⼿県については実際には国が乗り出さずに地⽅⾃治
法に基づいて、県が市町村の事務委託を受ける形で処理が進められました。⼀⽇も早く処理が
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進むようにいろんな実質的な⽀援をしていくのが⼤事と思っていました。⼀⽅で、放射性物質
汚染で処理がなかなか進まなかった福島県に関しては、この代⾏処理の規定を受けて、環境省
⾃らが発注して仮設の焼却炉を建てて廃棄物を処理することになりました。 

 

―――東⽇本⼤震災の災害廃棄物処理の経験をどのように⽣かしていくのでしょうか。 

 

○⼭本 東⽇本⼤震災のがれきの⾒通しが
⽴った段階で、今回の経験をしっかりと
今後に活かしたいという思いで、2013 年
10 ⽉に巨⼤地震発⽣時における災害廃
棄物対策検討委員会を⽴ち上げました。
2014 年 3 ⽉に、巨⼤災害発⽣時における
災害廃棄物対策のグランドデザインをま
とめました。翌年、2015 年 7 ⽉に災害対
策基本法と廃棄物処理法の改正がなされ
ております。これは、東⽇本⼤震災にお
ける国の代⾏処理の規定を⼀般的な恒久
法に位置づけることとあわせて、⼤きな災害のときに国の役割がどうなのかということは法律
上に規定がなかったものですから、この機会に、⼤規模災害から⼩さな災害まで、災害の規模
とか程度に応じた対応が切れ⽬なくできるように、国、都道府県、⾃治体それぞれの役割を整
理しました。それと同時に、廃棄物処理法の特例も含めて、災害廃棄物の処理が円滑にいくよ
うな仕組みもこの制度でできたと思っております。 

 毎年のように⼤きな規模の災害が起きています。D.Waste-Net（災害廃棄物処理⽀援ネットワ
ーク）という⼈的なネットワークも作って、どんどん現場に出ていって、経験を重ねることに
よって内容が磨かれてきているということは感じております。ただ、災害の都度、やっぱり⾜
りないところとか、まだ課題だなと思うところがいまだにあり、災害は⼀つ⼀つが違いますの
で、対応のブラッシュアップは永遠に続いていくと思います。 

 

―――次に放射性物質への対応についてお聞きします。環境省が除染を担当することになった経
緯を教えてください。 

 

○南川 福島の⾸⻑さんにお会いする中で、放射性物質に汚染された廃棄物、⼟壌、森林などを
何とかしてくれという声が圧倒的に強かったのですが、これを誰がどうするのかということが
決まっていないことは問題だと思っていました。そういう中で、4 ⽉の終わりに、瀧野欣彌内
閣官房副⻑官から呼び出されて、施設外に拡散した放射性物質については現状では対処する役
所がないので、経産省か環境省が中⼼になって対応してほしいという話をいただきました。経

⼭本 昌宏 ⽒ 
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産省の⽴場上、難しいだろうと思っていたので、省内の⼀部には根強い反対もありましたが、
やれるものだったら環境省で取り組んで、多くの⼈の不安に応えたいということで動きが始ま
りました。 

 

―――その⽅針について、どのように受け⽌めましたか。 

 

○関 私は⽔環境と⼟壌環境の担当審議官
でありましたので、正直に申し上げます
と、こんな巨⼤な事業ができるのかと、
不安も感じていました。 

 放射性物質による環境汚染対策という
のは（当時の）環境基本法で除外されて
いまして、原⼦⼒基本法を担当している
経済産業省か⽂部科学省が汗をかくとい
うのが普通の発想なんです。そういう中
でも、福島を中⼼に 20 万⼈ほどの国⺠が
環境汚染が原因で避難を余儀なくされて
いることを⽬の前にして、環境省が引き受けなかったらレゾンデートル（存在意義）を失うと。
本当に⼤変だということは最初から分かっておりましたけれども、これは環境⾏政の使命であ
ると誇りを持って頑張ってこられたかなと思っています。 

 

○⼭本 汚染対処特措法（後述）については、環境省の役割の⼤きさに愕然としました。少なく
とも指定廃棄物になるものは国が⾃ら処理しなきゃいけない。通常のがれき処理ですら今の体
制でもういっぱいのところを、⼀体どうやってやるのか。廃棄物ですから、やるしかないとい
う思いはあったんです。だけど、どうやってというところは具体的にイメージができず、翌年
1 ⽉施⾏までに何をすればいいのか、結構悩んだ覚えがあります。 

 

―――被災地や関係省庁などの反応はどうでしたか。 

 

○南川 被災地について⾔うと、森⾕（賢）さんに福島駐在になっていただいたんですね。そう
すると、これで環境省がやってくれるんだということが分かって、歓迎されたということを聞
きました。 

 各省関係は、正直⾔うと、皆さん、助っ⼈を出しますから全部環境省で⾒てくださいと⾔わ
れ、ある意味で残念だったし、意外でありました。ただ、時間がなかったものですから、きち
んと協⼒をしてくれと約束だけ取り付けた記憶がございます。 

 

関 荘⼀郎 ⽒ 
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○関 南川さんは⾃治体から歓迎されたとおっしゃいましたが、住⺠の⽅は厳しかったです。「あ
なたたちのせいでこんなひどいことになった」と。除染を担当する環境省職員は、⾏く先々で
厳しいことを⾔われてきました。あれから 10 年経ちましたが、最近は、住⺠の⽅に感謝されて
いるという話を聞くようになり、⼤変うれしく思っています。 

 各省との関係も微妙でした。特措法は、多くが「環境⼤⾂が」という主語になっているんで
すけれども、事業のところだけは「国が」となっていて、そこは基本⽅針で明らかにする構造
になっていました。最後までもめたのは、農地、森林をどうするのか。私は農⽔省にやってい
ただきたいと思っていました。農地の除染は、最も⽣産性の⾼い表⼟を剥ぐわけで、表⼟を取
ってしまった農地を元に戻すノウハウは、まさに農地改良そのもので、農⽔省はこの分野のプ
ロですから。それで、頑張りましたが、農⽔省としては「環境省で⼀元的にやってほしい」と。 

 当時、福島の農協の⽅が環境省にも陳情に来るんですね。農協の組合⻑は「農地が汚染され
て困っています」と。私は「我々も頑張ります。だけど、皆さんにお願いがあります。農⽔省
にも⾔ってください」と⾔いました。 

 NGO は 2011 年の春先から勉強会をかなりの頻度でやっていました。各省、関係企業、NGO、
学者の⽅も多数参加し、データを出し合って議論をし、除染の事業を進める上で役に⽴ったし、
いろんなルールを決めるときにも⼈脈が役に⽴ったなと思っています。 

 

○⼭本 私は建設省の河川局に昔出向していたので、河川管理区域の除染を環境省に任せるとい
うのは本当に意外でした。廃棄物に関して⾔えば、焼却炉から出てくる灰は環境省がやるしか
ないと思っていたんですが、下⽔道の汚泥は国交省、⽔道の汚泥は厚労省、農地の稲わらは農
⽔省、とそれぞれの省庁で⾒てもらえると思っていました。環境省としては結構頑張って、そ
れぞれでやりましょうよと⾔ったけれど、最後は、⼈を出すから環境省で⼀元的にやってくれ
ということになりました。結局、蓋を開けてみたら、部内に指定廃チームというのを作ったん
ですが、両⼿にも満たない、7 ⼈か 8 ⼈。各省から指名されて環境省に派遣された本当に⼩さ
なチームで、指定廃の処理どうするんだという話を始めました。本当に⼼細い体制でスタート
し、いろんな苦労があったことを思い出します。 

 

―――2011 年 8 ⽉に制定された、放射性物質汚染対処特措法2についてのお考えを聞かせてくだ
さい。 

 

○南川 条⽂的には、国の責任、それから東電の責任をどうするかというところが⼀番悩みまし
た。それから、国と地⽅公共団体との役割の整理。最後は費⽤負担でありまして、どういう形
で原因者である東京電⼒に負担いただくのか、どこまで書き込めるのか。これは単に法制的な

 
2  平成⼆⼗三年三⽉⼗⼀⽇に発⽣した東北地⽅太平洋沖地震に伴う原⼦⼒発電所の事故により放出された放射性

物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 
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問題じゃなくて、実質的な財政負担の問題になります。国と地⽅の分担もかなり割り切ってい
ます。ただし、どこかで線を引くしかありませんし、法律ができる段階から、避難指⽰区域に
ついては国が責任を持ってやるつもりでおりました。けれども、そこでよかったかどうか、今
でもよく分かりません。 

 それから、数字の問題も必ず出ます。法律ができた後ですけれども、⽬標としての 1 ミリシ
ーベルト／年が適当か、0.23 マイクロシーベルト／時がどうか、と議論がありますけれども、
環境省がやろうとした段階では決まった形になっており、既に議論する余地がなかったという
ふうに感じています。 

 

○関 除染するための実効的な⼿続を決める法律としては、特措法は妥当な内容だったと思いま
す。しかし、10 年経って、やっぱり⻑い避難の期間、やむにやまれぬ様々な事情の中で、他の
ところで仕事を⾒つけ、帰らない⼈が多いのも事実です。 

 チェルノブイリは、今でも広⼤な⽴⼊禁⽌区域が残ったままです。⽇本は除染して回復する
道を選択しました。最新の科学技術によってうまくできるんだという⼤前提があったんですね。
しかし、除染を推進する科学技術は殆どなく、実際は極めてプリミティブな、⼟を剥ぐ、⼟の
上にある草⽊等を集める、あとは壁とか拭く、この組合せなんです。だから、壮⼤な⼈海戦術
で、多いときには数万⼈の作業員が毎⽇作業していました。 

 こうしたことも踏まえ、全てを除染するという選択については、後世において検証した⽅が
いいと思っております。 

 

○⼭本 先ほど南川さんが指摘されたのと同様に、8,000Bq/kg という指定廃棄物の基準ですが、
これも環境省が担う前からその数字⾃体は決まっていたんですね。環境省の有識者検討会でオ
ーソライズした形になりますけど、原⼦⼒安全委員会でもう⽅針は決まっていて、それ以外の
数字はなかったと思います。最初の頃、クリアランスの 100 Bq/kg が厳しい⽬から⾒る⼈の安
全基準になっていて、環境省が 8,000 Bq/kg とした瞬間に、基準を 80 倍に緩めたと強い⾮難を
受けました。 

 指定廃棄物について国が責任を持つのはよいのですが、廃棄物はどうしても処理する場所が
必要で、そこには基礎⾃治体があるんですね。国の責任としておいて、そこに責任のない⾃治
体を絡めることの難しさがありました。結局、中間貯蔵という受け⽫を作っていただいた福島
県内の処理はうまくいきましたけれども、⾃分のいる間には、他ではほぼ進捗できなかったの
は悔いが残る部分であります。 

 がれき処理（の被災県以外での広域処理）についても、環境省が汚染がれきを全国にばらま
くという週刊誌の記事が出て、全国で⼀⻫に反対運動が起こりました。結局、100Bq/kg を超え
るものが事実上ほとんど動かせなかった。リスクコミュニケーションが⼗分できていないのは
残念だという思いがあります。 
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―――除染などへの対応のために環境省の組織が⼤きく変わりました。 

 

○南川 当時は福島事務所の設置まで考
えていなかったです。しかし、電⼒関係
の⽅と随分話をしたんですが、除染はビ
ルやダムとは全然違うと。⾮常に⼿作業
になるということが分かってきました。
そういう中で、環境省の事務所も作らな
いと除染事業ができないということで、
組織を増やさざるを得なかった。当然な
がら、職員はいませんので、3 年とか任
期付の職員の⽅を全国的に募集したと
いうことがあります。そういった⽅に現
地で環境省の職員として仕事をしていただき、本省の⽅はその上司となっていただくというこ
とですから、御苦労をおかけしたなという思いがあります。 

 

○関 汚染対処特措法が成⽴した直後の 2011 年 9 ⽉に、本省に除染チームというのができまし
て、20 ⼈ぐらいだったんですけど、4 か⽉でいろんなことをやらなきゃいかんということで、
とても⼈が⾜りなくて、各局から⼈を集めることになりました。といっても、優秀な職員を集
めないとできませんので、私が当時の南川次官にお願いをしたのを覚えております。優秀な職
員は各局は⼿放すのを嫌がりますから、それは次官の⼒でということです。 

 2012 年の 1 ⽉に福島環境再⽣事務所ができて、最初は⼆⼗数名で、そのうち 60 名ぐらいに
なって、それがどんどん⼤きくなったという経緯です。本省の組織の拡充では、放射性物質汚
染対策担当審議官が 2012 年の 4 ⽉から新設されまして、私が就任しました。また、中間貯蔵施
設を造るために双葉町と⼤熊町で 1,600 ヘクタールの⽤地を取得することになりました。環境
省が⽤地取得の仕事までする時代になったのです。 

 もう⼀つ、組織として難しかったことは、事業の発注です。1 件が数⼗億から数百億の発注
で、そういう公共事業を環境省はやったことがない。単価そのものがないような（政府で前例
の無い）作業がいっぱいありますので、予定価格をどうするかというのはすごく⼤変でした。
国⼟交通省の河川局から出向で来ていただいた豪腕の企画官の⽅が、あるだけのデータで作る
しかないじゃないかということで、だんだんと進んでいった。当時は、もうかる仕事だとか、
いろんなことを⾔われたんです。それでも、振り返って⾒れば（価格算定は）あまり外れてい
なかったと思います。 

 

○⼭本 廃棄物はベースがあるので、むしろ本省が直轄でやっている部分が多かったので、⼿薄
だったという印象は持っています。途中から対策地域内の廃棄物処理が本格化するに当たって

南川 秀樹 ⽒（「省庁再編」インタビュー時の写真） 
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どんどん仮設焼却炉も造らなければいけなくなって、福島の体制を強化してきました。福島の
事務所が⽴ち上がるとき、任期付職員を雇うしかないので、私も福島に⾏って、⾯接官をさせ
ていただいた覚えがあります。任期付の⽅は、福島に対していろんな思いを持って来てくださ
っていて、数少ないプロパーの環境省職員がいかにうまく⼀緒に仕事をするのかが本当に難し
い仕事だったと思いますが、福島を経験された⽅は、その後みんな⽴派な仕事をされるように
なったなと感じています。 

 環境再⽣・資源循環局という廃棄物を扱う局ができたのも、これだけ福島でしっかりとした
仕事をやったことで、しっかりとした局でやっていこうと。その頃には福島事務所はもう堂々
たる事務所になっていて、現場で市町村と⼀緒に汗をかくような仕事は⾮常に貴重ですので、
事務所で得たノウハウをどうやって将来の環境省に継承していくのかは重要な課題だと認識
しています。 

 

○関 中間貯蔵施設に集められる除染物は福島県外で最終処分する約束ですが、それをどうする
のかというのは、⼤変⼤きな課題です。私が次官のとき、2016 年の初めに当時の菅（義偉）官
房⻑官のところに⾏きまして、環境省が持っているリサイクルの経験、ノウハウを⽣かして減
量、再利⽤しない限り、福島県外での最終処分というのは全く実現できない、ついては、1 ⼈
の指揮官が指揮命令をして、除染も廃棄物もやるような局を新設させてくださいと相談しまし
たら、好意的な反応でありまして、森本英⾹官房⻑が内閣⼈事局に⾛り回って、環境再⽣・資
源循環局の創設につながりました。悲願の廃棄物関係の局というのができたのは、こういう経
緯があります。 

 

―――東⽇本⼤震災を経験して、環境省職員の仕事に対する⼼構えはどうあるべきだとお考えで
すか。 

 

○南川 私⾃⾝は辞めて時間も経っているので、今の組織についての評価をするコメントは特に
しません。ただ、職員について⾔えば、⾃分には責任があって、何かを解決しないといけない
⽴場にいるんだと考えて、何をすることがいいのか、そういう中で⾏動に移してほしいと思っ
ています。要は、⼈を批判すればいいという態度は絶対取らないでいただきたいというのが私
の希望であります。 

 

○関 東⽇本⼤震災の環境省の対応という経験を踏まえて、私がまだ現役だったときに、環境省
職員の職務の在り⽅を考えたことがあります。東⽇本⼤震災の対応というのは、除染にしても
廃棄物にしても、国が⾃ら実施する、地を這うような仕事です。こういう仕事を必ず⼀度は経
験すべきであると思っています。対照的なのは気候変動交渉のような仕事で、この両⽅を経験
することによって、職業⼈として成⻑します。震災は環境省にとっても、⼤変な出来事ではあ
りましたけれども、そのような経験によって⼈も成⻑するものだと感じております。今後も、
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環境省としてやるべきであるということだったら、所掌にあまりとらわれずにやるという気概
を持って頑張っていただきたいと思います。 

 

○⼭本 私も全く同感です。福島という現場で、市町村や住⺠の⽅と⼀緒になって地を這うよう
な仕事で、地元からも⼀定の評価をいただけるようになったのは、環境省も成⻑してきたなと
いう思いです。皆さんがそういうスキルを⾝につけて、現場がどうやったら回るのかというこ
とをちゃんと想像できるようになったらいいなと思います。東⽇本⼤震災の後で国交省の東北
地⽅整備局で取りまとめた『災害初動期指揮⼼得』という、災害関係者の中では有名な本があ
ります。これを折に触れ読み返していると、国交省の⼈は、東⽇本⼤震災が起きた瞬間に、遠
く離れた⻄⽇本にいる⼈も初動対応を取っていたそうです。我々が途⽅に暮れていたときに、
彼らは何が必要か思い描けていたというんです。 

 今は環境省も、東⽇本⼤震災のような災害が起きた時点でどんなことが必要になるか、とい
うのを想定できるようになりつつあると思っています。今後、⾸都直下地震とか南海トラフ地
震という⼤きな災害も、来てほしくないですけれども、特に若⼿の⽅は経験する可能性も⼤き
いと思います。同時多発的に⼤災害が起きてもしっかりとした⼒を発揮できるよう、更にこれ
に磨きをかけていっていただきたいです。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ 関 荘⼀郎 ⽒ 公益財団法⼈⽇本産業廃棄物処理振興センター 理事⻑ 

1978 年 環境庁⼊庁、2012 年 環境省地球環境局⻑、2014 年 地球環境審議官、2015 年 環境事務
次官、2016 年 退官。 

 

南川 秀樹 ⽒ ⼀般財団法⼈⽇本環境衛⽣センター 理事⻑ 

1974 年 環境庁⼊庁、2008 年 環境省⼤⾂官房⻑、2010 年 地球環境審議官、2011 年 環境事務次
官、2013 年 退官。 

 

⼭本 昌宏 ⽒ 環境省⽔・⼤気環境局⻑（2021 年 7 ⽉より環境省参与） 

1985 年 厚⽣省⼊省、2017 年 環境省環境再⽣・資源循環局次⻑、2018 年 環境再⽣・資源循環局
⻑、2020 年 ⽔・⼤気環境局⻑、2021 年 退官。 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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原子力規制委員会の設置（2012 年）1 
話し手 中井 徳太郎 氏 ・ 南川 秀樹 氏 ・ 森本 英香 氏 

 

 

 原子力安全規制組織の見直しの方針決定時（2011年 8月）の状況 

○南川 私は当時、除染の対応を始めておりまして、その後は事務次官として活動していました。 

 

○森本 2011 年 7 月、8 月に、原子力規制組織をどうするかという議論をしている頃、私は自然
環境局担当の審議官で、小笠原や沖縄を世界遺産にするという仕事をしていました。 

 2011 年 8 月に、原子力規制組織を環境省に置くという閣議決定がされた後、具体的に原子力
規制組織を作る必要があるということで、内閣審議官として内閣官房に出向し、かつ、新しく
できた原子力規制組織等改革準備室の室長として、原子力規制委員会、原子力規制庁の設置に
関わる作業をしました。 

 

○中井 私は 2011 年 7 月に財務省から環境省に移ってきました。そのときの環境省の状況は、東
日本大震災復興の対応が大変拡大していた頃で、南川さんがおっしゃったような除染の特措法
（放射性物質汚染対処特措法）、その前には震災がれきを国が代行で処分するという法律（災害
廃棄物処理特措法）などで、環境省が大騒動になっているときでした。 

 その頃に、原子力規制組織をエネ庁（資源エネルギー庁）から分離して独立させるという議
論が民主党政権で起こり、細野（豪志）議員が首相補佐官から原発事故担当大臣という特命大
臣になっていました。私は総合環境政策局の総務課長という立場でしたが、南川さんから、「環
境省に原子力規制を持ってくる話の省内取りまとめをやってくれ。」と言われたことを覚えて
います。 

 そのときは、原子力の規制組織を内閣府に置くのか環境省に置くのかといった議論がされて
いて、環境省に設置されない可能性もありました。8 月の閣議決定でいよいよ本当に環境省に
設置されるという段になって準備室ができ、小笠原から戻られた直後の森本さんが怒とうの世
界へ入られたわけです。 

 

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 4 月 26 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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 原子力規制組織を環境省に 

○南川 原子力規制組織の話が出てきたとき、
私自身は引き続き放射性物質汚染対処特措
法作りで国会の中を走り回っていました。そ
ういう中でしたが、原子力規制組織の議論も
間もなく出るということを聞いていました
ので、いろいろな方から話を聞いて勉強して
いました。もともと、以前の省庁再編（2001

年）のときにも、放射性物質が全く環境行政
から切り離されているのはおかしいという
思いは私にはありました。そういう流れの中
で環境省が除染に取り組んだということで
もあったのです。 

 様々な事前勉強をしましたが、1 つ目には、2007 年 7 月に IAEA（国際原子力機関）が IRRS2

で日本の原子力規制行政の点検をした時の話です。その際、原発を推進するエネ庁の組織の一
部として規制を担当する原子力安全・保安院があるということについて、大議論があったと聞
いていました。2 つ目は、外国の例を調べると、ドイツや中国でも、環境省の関係の機関とし
て原子力規制組織が置かれていること。3 つ目は、（日本には）原子力安全委員会が内閣にあっ
てダブルチェックをしていたわけですが、これがワークしなかったと言われていたこと。そう
いうこともあって、私自身は、「環境省でいいですよ、喜んでやりますよ。」という話をしてい
ました。省内ではほとんど議論はしていません。 

 閣議決定後、2012 年 1 月の国会に政府原案を提出するまでの間に、原子力規制組織等改革準
備室長になられた森本さんも加わって様々な議論をしました。原子力規制庁の設置、内閣府の
原子力安全委員会の機能と原子力安全・保安院との統合、さらに文科省の放射線モニタリング
などの機能の統合といったことが議論の対象でした。また、しっかりとした第 8 条の審議会等
3を作るといった議論をした記憶があります。放射線審議会については引き続き文部科学省に置
きたいという意見もありましたが、最終的には新しい組織に全部移すということで合意しまし
た。 

 技術的・経験的な懸念があるとした新聞記事もありましたが、基本的に従来の規制組織の皆
さんは移ってもらうと考えていましたので、あまり心配していませんでした。 

 

○森本 原子力規制組織をどうするかという議論の前に、3.11 があった後、自民党の中で、環境
基本法の中で大気汚染等の防止措置の対象から放射性物質汚染が除かれているのがおかしい
という議論があって、放射線被害も含めて、いわゆる環境政策としてやるべきという提言が出

                                                        
2 Integrated Regulatory Review Service（総合規制評価サービス） 
3 国家行政組織法第 8 条に定められた組織。 

南川 秀樹 氏 
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されたということを覚えています。それに対応して、もともと環境を守るというのがミッショ
ンである環境省というのが一定の役割を果たしていくという大きな流れがあったと思います。 

 閣議決定がされて、環境省に原子力規制組織を設置するということが決まり、当時は民主党
政権下ですが、案を作っていく作業をしました。実は、その作業後、民主党の政府案に対して
自民党が作った案、その両者がぶつかり合ったのですが、特に、原子力規制組織の独立性の確
保については、かなりいろいろ議論をした覚えがございます。 

 

○中井 環境省の外局として設置する案と内閣府に設置する案の 2 案があって、内閣府にある方
が独立性が高いという議論もありました。ところが、内閣府は総理直結で非常にいいように思
うけど、相応のスタッフが一個の大臣の系統の下にあるという体制ではありません。環境省は
と言えば、『除染も引き受けたけど規制の方も引き受ける』という方針でしたので、環境省が一
肌も二肌も脱いで、「お国の危機なのでここで一踏ん張りして、みんなで頑張ろうじゃないか。」
という雰囲気でした。部下職員の一部には不安みたいなこともあったのかもしれませんけれど
も、環境省全体としては明確にウエルカムという頭だったと思います。 

 ただ、当時は、原子力規制組織を大臣の指揮命令の下で独立性を保ってやっていくという発
想だったので、環境省の下に置くとしても、原子力規制委員会のような独立の 3 条委員会4を作
るという発想はまだありませんでした。そうした中で、閣議決定で原子力規制組織が環境省に
来ると決まってからは、森本さん中心に実際の法案を作っていくことになります。 

 

 政府原案の作成 

○南川 原子力規制組織に係る内閣の法案作成作業については、やはり一番の懸念として、旧来
の原子力規制組織、保安院だけではなく文科省、旧科技庁も含まれるわけですが、その権限を
十分に移管しないと、新しい原子力規制組織が機能しないということはありました。 

 そういう中で、官邸も含めて、随分いろいろな方に考えていただけたと思います。 

 

○森本 法案の原案を作っていくには、霞が関の中で調整をしていくという段階と、それから党
プロセスの段階と 2 つの段階がありまして、前半については、官邸からも非常にバックアップ
を頂いて仕事をしたと思います。 

 今回のテーマは組織の議論なので、あまり規制そのものの話はしていませんけれども、実は
準備室の仕事というのは、組織を作ると同時に、新たな規制も作るということになっていまし
て、シビアアクシデント対策も踏まえて規制を強化する仕事がありました。その規制作りとい
う仕事と組織作りと両方やっていったわけですけれども、基本的に、外国の例が、組織につい
ても規制の内容についても参考になるということで、できるだけ国際的に一番レベルの高い水
準に持っていくということで進めていきました。 

 このように、原案を作るプロセスは、官邸、あるいは各省のサポートでずっと動いていまし

                                                        
4 前出の 8 条審議会と同様に、国家行政組織法第 3 条に定められた組織。 
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たが、一方、党プロセスではまた違った議論も行われました。 

 政府原案を国会に提出し、これでやれやれ一息と思ったらまだ幕は下りず、先ほど申し上げ
たように、今度は自民党から別の対案が出てきて、その対案をめぐって与野党折衝をするとい
う次の幕がありました。 

 

○中井 閣議決定を受けて内閣官房に準備室
が立ち上がり、森本さんが御尽力されて、ま
ず政府案を作っていくという形になりまし
たが、そうした中で環境省がサポートしな
くてはいけないと思ったのが、予算です。規
制の中身とか法案については準備室でやっ
ていました。一方で、これはある種の行革な
のです。業務の移管はありますけれども、大
きな一個の「庁」をぼんと作るということな
ので、これを予算プロセス、機構プロセスに
乗せなくてはいけない。8 月末の 2012 年度
予算概算要求では、環境省からの事項要求という形にしたと思います。それで、準備室にも環
境省から事務官が行っていろいろ予算の詰めをやるのですが、それに呼応する形で（環境本省
の）会計課も手伝いながら進めました。私がいました総合政策局総務課にいた超優秀な予算係
長にもがっつりやってもらいました。いろいろ移管するもの、更に追加で要るもの、そういう
ものがどんどん出てくるのを財務省の主計局と調整するという、一番ポイントになるところを
総合政策局でサポートしていました。 

 機構案、予算のサポートを秋が深まるぐらいまで本省サイドで裏方としてやっていったとこ
ろで、政府案の検討が進み、更に民主党の党プロセスを通じて党の了解を得てから閣議決定に
持っていかなくてはいけない。その党プロセスぐらいから、そっちの方も手伝いました。あち
こちに走り回り、年末に政府案にまとめました。 

 

○森本 この点はお話しておきますが、2011 年 8 月に設置された準備室、私はその室長をしてい
ましたが、構成メンバーとしては、警察庁、文科省、経産省、環境省から多くの方が来られて
いました。それで、準備室の中でも議論をしながら政府案を作っていきました。準備室の外で
の調整は結構大変でしたが、準備室の中では基本的には一枚岩で動いていました。だから、準
備室に来ていただいた文科省や経産省の人も、新しい規制組織を作ってちゃんとした原子力規
制をやるというところについて、足を引っ張るような人はいなかったということは申し上げて
おきたいと思います。 

 

中井 徳太郎 氏 
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 与野党調整 

○森本 先ほどまでは内閣の法案を出すところまでを話していたわけですけど、内閣の法案を出
した後に自民党から別の法案が出てきて、それで与野党が折衝して、やっと規制委員会の法案
が通ったというクライマックスの一幕があったという話です。 

 自民党の塩崎議員からはアメリカと同じ組織を作るべきだと言われていました。アメリカの
組織というのは NRC5ですね。それが独立性が高くて、例えば人事も完全に切れていて、こう
いうのがいいんだと言われた。塩崎議員は 1 週間に何遍もワーキングチームを動かして、原案
を作ってこられたと聞いています。 

 

○南川 私が記憶している範囲で申しますと、民主党政権の下で閣議決定をして政府案、原子力
組織制度改革法案を国会に出したのが 2012 年 1 月でした。そのときは、今の 3 条委員会じゃ
なくて、8 条審議会等ということで提出したと記憶をしています。 

 そういう中で、自民党と公明党が作成した対案が 2012 年 4 月に提出されました。ほぼ今の
形に近いものです。 

 それが提出されて、国会で議論があり、6 月頃に法案が成立しました。本則が 30 条ぐらいな
のに対して附則が 100 条ぐらいある前代未聞の法案で、まず形に驚きました。また、その後に
なりますが、環境省に置くということでいいけれども、『3 年後に組織を見直す』という規定が
ありました。 

 

○中井 3 条委員会的なものをどこまで独立させるかと、どこに設置するか、この 2 つの大きな
論点があったと思いますが、我々としては、「まず環境省に設置するということが決まらない
と、何から動いていいか分からない。」と言った記憶があります。要は、環境省に独立した 3 条
委員会（原子力規制委員会）を設置して、その事務局を原子力規制庁と呼ぶという形が自民党
案としてできたということです。 

 自民党案が出て政府案と両案そろって国会審議だという、いよいよ 4 月以降の流れになって
いくのですが、年末年始に民主党政府案ができるまでと、そこから後の自民党案との調整のプ
ロセスと、２回やったという感じがします。すごい圧を感じながら、徹底的にやっていました。 

 

○南川 あのとき、自民党案が出たのは 4 月ですよね。法案が通ったのは 6 月だから、大変短い
期間にまとめられた記憶があります。でも、私がもっとすごいと思うのは、6 月に法案が成立
して、9 月に原子力規制委員会を立ち上げたわけですが、予算とか庁舎の問題とかを 3 か月ぐ
らいで解決したということです。今でも率直に驚きを禁じ得ません。 

 

○中井 予算上は 7 月じゃなくて 9 月設置かなということで、定員と予算がつくような案を政府

                                                        
5 Nuclear Regulatory Commission：米国原子力規制委員会。政府内の独立機関の一つで、原子力利用の許認可と規

制が主たる業務。 
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案で入れました。ただ、ビルをどうするかの話は困りました。2011 年のうちから今あるところ
とは別のところに目星をつけていたところ、一回ひっくり返ったのです。私はビルのオーナー
に謝りに行きましたよ。 

 

 3年目の見直し 

○中井 3 年目の見直しのときには、私が担当審議官でしたが、これがまた結構大変でした。最
終的には、内閣府内に原子力防災に係る統括官組織を作ることになりました。 

 元来、防災というのは専門的な科学者の世界というよりむしろ行政の調整の分野です。（原子
力規制委員会の設置当初は、）それを原子力規制庁の職員に内閣府併任をかけた上で、原子力防
災担当大臣の指揮系統の下で担うことになっていたわけです。県に行っていろいろ防災訓練を
やるみたいなことを、原子力規制庁の職員が、原子力防災担当大臣の指揮命令下で内閣府職員
として実施する複雑な形になっていたわけです。 

 

○森本 そうそう、（原子力規制委員会設置の）当時は、原子力規制委員会は、いわゆるオンサイ
トもやるし、オフサイトにも関与するという絵柄になっていました。それを分離して、原子力
防災担当の自前の部隊と政策統括官を内閣府に置くというふうになったのですね。 

 

○中井 内閣府の一般防災なども含めて、より全省的な連携などを勘案して、内閣府の自前の部
隊が原子力防災を担うとなったのです。政令改正ですから、法律は改正していませんが、局を
新設するという実質上の大きな変更を規制庁の組織改編とともにやったわけなので、大きな制
度改正でした。 

 

○森本 JNES（独立行政法人原子力安全基盤機構）の原子力規制委員会への統合も大きな制度改
正でしたね。 

 

 当時を振り返って 

○南川 経緯はいろいろありました。紆余曲折もありました。2011 年 3 月 11 日からの流れの中
で、あれだけの大事故ですから様々なことがありましたが、そのときそのときに森本さんや中
井さんや皆さんの力を借りながら、やってこられてよかったなと思っています。 

 何より、今、原子力規制委員会が納得感のある形でワークしていることが大変うれしいです。
非常に厳しく対応いただいています。是非、これからもそういう信頼される組織であってほし
い。 
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○森本 当時の原子力に対する国民の意見は
ものすごく厳しいものがありました。規制
組織を作る準備室も、緊張感を持って仕事
をしていたと思います。そういう中で、国際
的な目にもきちっと耐えられる規制組織を
作って、そして原子力に対して厳しいなが
らもちゃんと科学的なジャッジをするとい
う組織を作るという大目的は果たせたと思
っています。 

 特に、規制委員会ができてからは、規制庁
とは何だろう、規制委員会とは何だろうと
いう、いわゆる理念・使命を議論し、人と環境を守るという 1 点に組織原理を置いたわけです
けれども、それは環境省が置かれている立場と一緒だと思うので、そういった意味で、環境省
に原子力規制委員会が置かれているということ自体、ものすごく意味があると思っています。
やり切って達成感があるとすれば、まさにそういうことかと思います。また、それを支えてい
ただいたのが初代委員長の田中（俊一）さんやほかの 4 人の規制委員の方です。 

 

○中井 省庁の再編というのは本来何年もの議論を積み重ねる大変な作業になるのですが、短期
間に、かつ東日本大震災という緊急事態の中で、みんな全力を挙げてやった。非常に状況が難
しい中で、何とかしっかりと世の中に出せる形に持っていけたということでの達成感というの
は、本当に役人冥利に尽きるなと思います。 

 いろいろな方に会ってきて、本当にいろいろな修羅場の調整が幾つもありましたが、みんな
が一致団結して、とにかくやり切ったということで、本当にやりがいのある仕事をさせていた
だいたということです。 

 

 職員へのメッセージ 

○南川 原子力規制委員会は非常によく動いていますし、何よりも社会の信頼を得ていると私は
思います。そういう意味では、本当に更田（豊志）委員長以下、すごく頑張っておられる。 

 環境省の若い人は是非、原子力規制委員会で仕事をして、原子力規制という、全然違うこと
をやってほしいですし、逆に、原子力規制委員会に入った方が、環境省の地球環境とかそうい
ったこともやってほしいと思います。違う価値観の下で仕事をしていくということが、両方の
仕事の視野を広げていくと思います。それが行政の発展にもつながるし、世界のためになるだ
ろうと私は思っています。是非よろしくお願いします。 

 

○森本 私も、今ある原子力規制委員会の活動については、本当に尊敬の念を持って見させてい
ただいています。 

森本 英香 氏 
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 その上で、いわゆる規制組織というところの宿命みたいなものがあると思いますが、推進に
も、抑制的にも、どちらにも寄らずに、科学的なジャッジによることを続けていただきたいと
いうのが 1 点です。もう 1 点は、その一方で、組織として、どうやってコミュニケーション力
というか、社会との接点をどう作っていくかというのは、やっぱり永遠の課題なのだろうと思
います。 

 そのためにも、やはり環境省と規制委員会は、正に（人と環境を守るという）同じ目的を持
って動いているわけなので、双方のコミュニケーションの機会というのは、規制委員会がこれ
から大きく育つ上でも、役に立つのではないかなと思います。 

 

○中井 原子力規制委員会と環境省の本省は『人と環境を守る』という共通ミッションを持った
ファミリーなのですが、規制委員会ができて、危機管理官庁としてのミッションが加わった。
ここが明確に変わった点だと思っています。 

 一朝有事あったときの対応、そういう意味での危機管理ですね。本省も、災害多発の中で毎
年のように災害廃棄物の対応で自治体に職員を派遣していますが、加えて危機管理という明確
な政策ミッション、これが広がったということだと捉えています。規制庁はその先端ですし、
原子力防災もそういう先端でやっていますので、そこを本省の職員もよく酌み取っていくよう
なことが要ると思います。 

 今、本省の職員が原子力規制庁にも原子力防災にも出向していますが、規制庁からも本省に
来ていただいて、規制庁でのノウハウを生かしながら環境本省の仕事もやっていただくなどし
て、大きな環境政策のピクチャーの中でファミリーとして有機的に機能していく、こういうも
のが望むべきものだと思います。 

 
―― 了 ―― 

 

 

話し手 中井 徳太郎 氏 環境事務次官 

1985 年 大蔵省入省、2016 年 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、2017 年 総合環境政
策統括官、2020 年より現職。 

 

南川 秀樹 氏 一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 

1974 年 環境庁入庁、2008 年 環境省大臣官房長、2010 年 地球環境審議官、2011 年 環境事務次
官、2013 年 退官。 

 

森本 英香 氏 早稲田大学法学部 教授 

1981 年 環境庁入庁、2012 年 原子力規制庁次長、2014 年 環境省大臣官房長、2017 年 環境事務
次官、2019 年 退官。 

 
（話し手は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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原⼦⼒規制庁の組織⽂化の⽬指したもの 

（2012 年）1 
安井 正也 ⽒ 

 

 

2011 年 3 ⽉ 11 ⽇から始まった東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故は、過去に例を⾒ない深刻
な原⼦⼒事故であり、原⼦⼒災害です。今なお、ふるさとに帰還できない⽅も多く、影響範囲の
⼤きさを⽇々認識すると共に、今なお終結していないことを忘れてはならない事故です。 

この事故を引き起こした反省から、従来の原⼦⼒規制機関であった経済産業省資源エネルギー
庁の原⼦⼒安全・保安院は廃⽌され、新たに原⼦⼒規制委員会及びその事務局である原⼦⼒規制
庁が設置されることになりました。 

本稿では、原⼦⼒規制組織が三条委員会という組織形態になる過程や⾏政機関としての所属先
がどの様な経緯で決まったのかと⾔う組織論ではなく、設⽴された原⼦⼒規制庁を以前の原⼦⼒
規制機関であった原⼦⼒安全・保安院とは⼀線を画した、実効あるものとするために、⼈的・組
織⽂化的側⾯で、どの様な集団にしようと考え、取り組んだかについて、順次述べていきます。 

 

【組織理念】 

原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁には組織理念というものがあります。 

⽂⾯は、原⼦⼒規制庁の池⽥克彦・初代⻑官が、原⼦⼒規制委員会の⽥中俊⼀・初代委員⻑他
とともに練られたものですが、当時の関係者の思いが詰まったものになっています。 

 

この理念を実現するためには、これまでの原⼦⼒規制機関はもちろんのこと、霞が関の政策官
庁とも趣の異なる、原⼦⼒規制庁の職員集団を創ることが必要との認識に⽴ち、初代の池⽥⻑官
や森本英⾹原⼦⼒規制庁次⻑と共に様々なことに取り組みました。以下では、上記を実現するた
めのいくつかの属性に分けて述べていくこととします。 

 

（1）⾃分達⾃⾝が判断する組織 

 

従来の規制機関では、事実上外部の専⾨家の了解を得ながら審査等を⾏っており、規制機関
はその意味では事務局的な⾊彩を有していました。しかし、これでは、⾏政処分を⾏う主体と
しての形式的責任は明確であっても、実質的に技術的判断を⾏う責任の所在が不明確でした。

 
1 環境省五⼗年史の作成に当たり執筆していただいたものであり、⽂責は執筆者にある。（原稿受理⽇：2021 年 4

⽉ 27 ⽇、最終確認⽇：2021 年 12 ⽉ 23 ⽇） 
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また、専⾨家の意⾒をとりまとめるために時間を要する上、どうしても思い切った規制判断が
できにくい構造となっていました。原⼦⼒規制委員会では、様々な場⾯で外部の専⾨家の⽅の
参加を得ることはあっても、実質的に議論をし、最終的に判断を下すのは原⼦⼒規制委員会で
あり、そのための検討に当たっては、原⼦⼒規制委員及び原⼦⼒規制庁職員が直接⾏うという
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ことが徹底されています。規制に関する技術的判断を外部の専⾨家に委ねないとの⽅針は、時
に原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁が「孤⽴」しているとの批判を招くこともあります。しか
し、明確な責任の所在のもと、必要な際には外部の専⾨家の参加も得つつ、規制機関⾃⾝がス
ピード感を持って判断をしていくことが適切との考えに⽴って、現在の運営は⾏われていま
す。 

 

原⼦⼒規制機関⾃⾝が安全性に関する判断を担っていくためには、原⼦⼒規制委員はもち
ろんのこと、原⼦⼒規制庁職員も科学的・技術的判断を⾏っていくための素養が無くてはなり
ません。教育・研修等の側⾯は 4 項で述べますが、ここでは、こうした⽬的にかなったキャリ
アパスや職員採⽤と科学的技術的問題に関する議論⽂化について述べます。 

 

原⼦⼒発電所などの原⼦⼒施設の適切な規制は、所謂ジェネラリストの集団が担える業務
ではありません。もちろん、組織管理や事務部⾨無しには規制機関として成り⽴たないのです
が、規制組織の本務である原⼦⼒安全規制実務を担う部⾨は、⾃らの知識と能⼒で規制対象を
理解し、判断出来なければなりません。つまり技術的スペシャリストがその中核を担う必要が
あります。基本的な事項について事業者の情報提供や解説に依存するようでは、適切な規制が
できるはずはありません。 

⽇本の中央官庁によく⾒られるように頻繁に異動が⾏われ、新しく来た職員は、その度に、
初歩から勉強するというスタイルは、新しい政策アイデアの可能性や業界との癒着回避とい
う観点では有⽤ですが、原⼦⼒という複雑な技術体系を理解し、適切な規制判断を⾏うための
⼈材育成には、全く向いていません。また、上司の⽅が部下よりも深く詳しい技術的背景があ
るというのでなければ、部下の判断の是⾮を判断することもできません。 

このため、原⼦⼒規制庁の職員の⼈事スパンを⻑くすることを⽅針としています。年次によ
る昇進はあるものの、ある特定分野を特定の職員が⻑期間担当するという例は珍しくありま
せん。元々、異動する先も、通常は原⼦⼒規制庁内ですので、業務内容としては原⼦⼒施設規
制に関連するものが主となります。この結果、異動先で必要となる技術的知識を⼀から学ばな
ければならないことはあまりありません。また、指定職でも同⼀ポスト複数年が普通になって
います。こうして、個々の職員の中に、技術的知識の集積が進むことを⽬指しました。 

しかし、本稿記述に当たり調べてみたところ、若い職員などについては、⼈事スパンの⻑期
化は必ずしも実現できておらず、実際の適⽤には課題も多いことがうかがえます。 

定年延⻑も重要です。能⼒ある職員が 60 歳になると定年退職してしまったら、その後を埋
める職員を育成することは容易ではありません。このため、⼈事院などにもお願いして、審査
官や検査官の定年を以前から引き上げてもらっています。例えば、上席安全審査官や⾸席原⼦
⼒専⾨検査官の特例定年は 65 歳になっています。もちろん、これだけでは永続的な⼈材対策
にはならないのですが、当⾯の⼈材供給には⼤きく寄与しています。 
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新卒採⽤主義は、⼈材育成にかかる時間もさることながら、現場で働いていた⼈間しか持ち
合わせない現場の経験や知識が規制組織内に不⾜するという問題を克服することはできませ
ん。学校を卒業してすぐに⾏政機関に採⽤され、その⾏政機関の中で育った⼈間だけで原⼦⼒
規制に必要となる⼗分な視野と現場感覚を含めた技術的実⼒を持つ⼈材を確保することは⾮
常に困難なのです。 

 

原⼦⼒規制機関を国際的に⽐較するときに、引き合いに出される⽶国やフランスと⽇本の
原⼦⼒⼈材に関する基盤の違いもあります。両国共に海軍等に原⼦⼒部⾨があり、事業者とは
別に、現場経験を伴った原⼦⼒⼈材集団が存在し、その分野からの⼈材が原⼦⼒安全の分野で
も重要な役割を果たしています。しかし、⽇本には、⺠間部⾨以外には JAEA（国⽴研究開発
法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構）などの研究部⾨が⼩規模にありますが、それ以外では、商⽤原
⼦⼒施設レベルの施設経験のある実務部⾨は事実上存在しないのです。 

このため、⺠間で実務を経験された職員の中途採⽤を⼤幅に取り⼊れており、令和 2 年度末
では、全職員約 1000 名強に対し、中途採⽤職員数は 260 名超を数え、四分の⼀を越えるに⾄
っています。また、その中から管理職に就かれている⽅も数多く出ており、管理職⼿当⽀給者
の約 3 割が中途採⽤（保安院時の⺠間採⽤者を含む）の⽅になっています。 

 

出⾝も肌合いも業務スタイルも異なる⼈間集団が⼀つの組織になると、派閥争いや主導権
争いが⽣じ、対⽴が⽣じることも⾒受けられます。しかし、原⼦⼒規制庁では、発⾜当時から、
出⾝組織や分野に関係なく、⼈事権を⼀元化し、能⼒本位の⼈材登⽤を⼼がけてきました。こ
のためかどうかは分かりませんが、幸いなことに原⼦⼒規制庁には、様々な経歴の⽅が働いて
いるにもかかわらず、私の知る限り⼤きな派閥問題やグループ間の対⽴はないようです。真相
については、私が不明でないことを願うばかりではありますが、これまで⼤きな問題が無かっ
たことは確かです。この「ワンチーム感」は、是⾮とも将来への財産として引き継いで⾏くべ
きものと考えています。 

 

（2）⽇頃から技術的議論を逍遙する組織 

 

原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁においては、「⾔いたいことは⾔う」「⾃ら考える」を重視
してきています。 

⽇本の会議では、「沈黙は⾦」とか「反論は反抗」等という考えが時折顔を出しますが、技
術的議論、特に安全を追求する組織の議論において、このような考えから反対意⾒や懸念事項
が表明されないことは、好ましくありません。 

多⽅⾯の⾓度から検討をする必要があるし、従来の考え⽅を超えた議論を求めるとなれば、
多くの⼈間の頭脳から様々な意⾒とアイデアが提供される必要があります。また、頭でっかち
で現場にそぐわない規制をしようとしても実効性が伴いません。このときに、「委員の⽅の御
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発⾔に合わないから。」「上司の発⾔に反することは⾔えない。」等という考え⽅は百害あって
⼀利無しなのです。もちろん、技術的にどうしようもない意⾒は困りものなのですが、これら
を封じることで、可能性のある意⾒が出なくなることは、もっと避けるべきことだと考えてい
ます。 

また、基準やガイドラインを不可侵のもののように考えることもよくありません。基準やガ
イドラインに不⾜があるのではないか、現在の規定等の背景にある考え⽅はどの様なもので、
それはその時々の知⾒に照らして妥当なのかを常に問いかけ、必要なときには躊躇無く改善・
修正をするという姿勢が必要なのです。 

 

原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁の会議をよく⾒ていただくと、原⼦⼒規制委員会の会合で、
事務局である原⼦⼒規制庁が提出した案が差し戻しになるだけでなく、委員の発⾔に対して
職員が反対意⾒を述べたり、事務局内で意⾒が割れたりすることが珍しくありません。科学
的・技術的問題について真剣に議論しようとすれば、このような意⾒の衝突や段階的検討は当
然のことであり、原案変更、意⾒撤回も当たり前のこととなってくるのです。 

 

若⼿の職員は、「メモ取り」などという役割で会議に参加しているとの認識を持っているこ
とがあります。原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁では、重要な議論はインターネットや⾳声記
録で公開されるので、メモ取りなどは本来重要ではありません。原⼦⼒規制庁では、勤務時間
という貴重な資源を使って会議スペースを占めている以上、⼀つで良いから会議に貢献せよ
と⾔う教育をするようにしました。余談ですが、私が若い頃に働いていた国際機関で、「価値
ある意⾒かどうかは重要ではない。30％の確率で良いことを⾔えば、それは驚くべき貢献をし
ていることになる。だから遠慮するな。何も⾔わないのは、貢献ゼロではなく、マイナスなの
だ。」と⾔われたことが、今も⾮常に強く⼼に残っています。 

 

（3）議論を極⼒公開する組織 

 

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故の反省から⽣まれた原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁
にとって、原⼦⼒規制委員会の会議⾃体や安全審査等の情報公開は⾮常に優先度の⾼い課題
でありました。このため、設⽴当初から、主要会議はインターネット中継することとしました。
原⼦⼒規制委員会の定例会議は原則、週に⼀回開催されるのですが、特段の事情が無い限り当
⽇中に、原⼦⼒規制委員会委員⻑が記者会⾒を実施します。さらに、原⼦⼒規制庁に、広報官
を置き、週に 2 回の記者ブリーフィングを実施しています。これらの会⾒や記者ブリーフィン
グもインターネット公開となっています。これら映像配信というかたちで公開される会議や
会⾒は年間で 400-500 件にものぼります。加えて、事業者と⾏う⾯談についても、受け取った
資料や議事概要が公開されます。審査に関する予備的な会議の場合には、⾳声翻訳による議事
録をホームページ上で公開しています。 



 
 

記録編-29-6 

原⼦⼒規制委員会の設置 

 

この公開⽅針を決定し、運⽤を開始する時点では、職員の間にも（正直に⾔えば私にも）、
事業者側にも、若⼲の不安があったことは事実です。しかし、時と共に順応し、今では当然の
ことと受け⼊れられている上に、中々便利であることに気づかされました。 

何と⾔っても、「⾔った、⾔わない。」や「認識が違う。」などを発端とする混乱が起こりに
くくなりました。会議全体が公開・保存されているので、⽂脈が失われることもないし、⼀⽅
的な解釈による議事記録が使われる可能性もなくなりました。審査等でどの様な事項をどの
様に検討したかなども、関⼼のある⽅には直接、リアルタイムで知って頂けます。 

「全てが公開・記録されているから、⼀度⾔ったことは変えられない。」と⾔うことを懸念
する声も当初あったのですが、今では、「議論の途中段階で、⽅針変更があっても、何ら不思
議ではなく、むしろ⾃然。」との認識になってきています。 

他省庁から原⼦⼒規制庁に来られた⽅にとっては⼀番の驚きの対象のようですが、この公
開ルールの下での会議運⽤は原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁の⼤きな財産になっていると
考えています。 

 

被規制者のとの接触については、倫理法上のルールとともに、記録作成や公開に関する原⼦
⼒規制庁の独⾃ルールも適⽤されます。原⼦⼒規制庁発⾜当時には、「何でも公開では、本⾳
の話がしにくい。」などの声も双⽅にありましたが、こと安全に関する問題については、議論
は公開されるべきとの考え⽅を採りました。もちろん核物質防護や個⼈情報など例外はあり
ますが、「公開の場で堂々と議論する。」という⽂化を定着させることが⽬的です。 

 

（4）専⾨知識を職員に付けさせるために、教育訓練を重視する組織 

 

原⼦⼒規制を適切に⾏うための教育・訓練は、OJT 形式だけでできるものではありません。
着任するとすぐに稼働を期待される政策官庁と同様のシステムでは⼈材を育てることができ
ないのです。そのためには、研修・訓練を勤務体系の中に組み込み、キャリアパスの中で積極
的に取り扱うことが必要となります。例えば、⼀年コースである若⼿技術系職員の集中研修の
場合、令和 2 年度では 17 名の職員が、年間 183 ⽇間の研修を受けています。 

また、原⼦⼒施設の審査を⾏う審査官や検査実務を⾏う検査官について、資格制度を導⼊し
ています。これは、原⼦⼒規制庁設⽴当初に⽶国やフランスの規制機関からも強くアドバイス
を受けました。結果、⼀定の研修を受けないと審査官や検査官のポストに就くことができない
仕組みとしたのです。また、定年延⻑となる審査官や検査官は、これらの資格を有しているこ
とが要件となります。制度導⼊時点では、経過措置が必要だったため、⼀種の⾒なし運⽤を⾏
っていましたが、順次、この制度が適⽤されてきています。 

 

各種研修の期間・内容の充実にも⼒を⼊れています。原⼦⼒規制庁職員が原⼦炉の運転経験
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を直接積むことには困難がありますが、中央制御室のパネルが理解できなくては実務上問題
が⽣じるポストも多数あります。このため、原⼦⼒規制庁内に、かなりの規模の原⼦炉シミュ
レータを導⼊しました。1 セットで PWR（加圧⽔型原⼦炉）も BWR（沸騰⽔型原⼦炉）も模
擬できる優れもので、電⼒会社が導⼊しているものと全く同じというわけには⾏きませんが、
規模・性能⾯でも、かなりの⽔準に達するものとなっています。本施設はほぼフル稼働状態で、
年間約 250 ⽇の稼働⽇数、年間受講者数 245 名となっています。 

 

このような、教育訓練重視の姿勢の例として、新検査制度の導⼊に際して、職員を⽶国原⼦
⼒規制委員会（NRC）に留学させたことが挙げられます。従来のように、チェックリストに照
らしてそれに適合しているかどうかを確認するタイプの検査だけでは、原⼦⼒施設の安全確
保には不⼗分との認識の下、⽶国で導⼊されているリスクに応じた常駐検査制度を導⼊する
こととしたのですが、従来の⽇本の検査制度とは根本的に異なるため、制度導⼊時に中核とな
る⼈材を育成することから始める必要がありました。中核⼈材には新検査制度の背景をなす
組織⽂化的な基盤や考え⽅を体得してもらうことが必要であり、⽂献調査や短時間の講演程
度では達成不可能と考えました。このため、約 10 名の職員を 1 年ずつ⽶国 NRC に派遣し、
実際の検査に⻑期同⾏することを含め、新検査制度とその基盤の本質を学んできてもらうこ
とにしたのです。そのとき⽶国で学んだ職員が、現在の新検査制度の中核を担っていることは
⾔うまでもありません。 

 

（5）継続的改善を掲げ、修正・改善に躊躇しない組織 

 

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故を起こした国の規制機関として、「絶対安全はない。」を
認めることが、新規制機関としての第⼀歩でした。「原⼦⼒発電所は絶対に安全です。」という
発⾔は、事実と異なるからです。我々が⼈間である以上、知⾒には限界があり、また、⼈の⾏
うことに完全はありません。さらに、全てのリスクを完全に把握できたとしても、その全てに
対応することは技術的にも経済的にも不可能だからです。 

⼀⽅、「絶対安全はない。」と明⾔することは、安全性の追求を放棄することを意味している
のではありません。むしろ、この認識を明確にすることは、原⼦⼒施設の安全性に常に向上の
余地があることを認めることでもあります。新たな知⾒、新たな発想によって、これまで認識
されていなかったリスクの存在が分かれば、その低減に取り組む必要があります。また、既に
認識されているリスクについても、従来の⽅法よりもより良い対処⽅法を採ることを継続す
る必要があるという認識に繋がります。 

また、「現⾏の規制や安全対策に誤りや不⾜は無い。」「国の報告書に誤りは無い。」という無
謬性の神話からの脱却でもあります。新たな技術的知⾒や規制に関するより進んだ思想の出
現を受けて、原⼦⼒規制が常に改善され、前進していくことが必要なのです。こうした前進の
ためには、これまでのルールや慣⾏を変更することが伴います。ある時、新たな制度を導⼊し
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ようとすると、「今度の制度が良いと⾔うことは、今までは不⼗分だったと⾔うことですよね。
その責任はどうするのですか。」と⾔う趣旨の御意⾒を頂いたことがあります。しかし、私は、
こういう考えには賛同できません。明らかな落ち度がある場合は別ですが、より良い⽅向に変
更改善していこうとする活動を discourage するのはどう考えても不合理です。今より良くなる
⽅向に変更していく⽅が、⼈と環境を守るという原⼦⼒規制の⽬的に合致しているし、国全体
として良いに決まっているからです。 

 

（6）緊急時に確実に対応できる組織 

 

原⼦⼒規制庁には、もう⼀つ全く違った側⾯が必要でした。それは、緊急時への対応能⼒の
⼤幅向上と維持です。これは、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故時に、前⾝の規制機関で
ある原⼦⼒安全・保安院が⼗分な情報収集に失敗したことの反省から来ています。 

このため、緊急時対応センター（ERC）の施設の強化はもちろんのこと、通信施設も多重の
バックアップを含めて⼤幅に強化しました。また、各種の訓練も頻繁にわれています。しかし、
ハードウエアや訓練だけでは、緊急時の即応は不可能です。このため、委員及び幹部職員は防
災宿舎に⼊ると共に、職員による 24 時間 365 ⽇の常駐待機体制が敷かれています。この体制
を実施するため、現在では、事務系職員、⼥性職員を含めて当直及び⽇直当番が割り当てられ
ています。 

 

しかし、組織において「滅多に起こらない緊急事態」に⾼いレベルで備え続けるというのは、
「⾔うは易く」の好例です。稼働率の低い機能が忘れられ退化していくのは⽣物と同じで、こ
れを⾼⽔準で維持することには⾮常な困難が伴います。その上、⽇頃の規制をしっかりすれば
するほど、この種の施設の稼働率は下がるのですから、難しさはなおさらです。当直及び⽇直
当番などは、職員全体にとっても負担ですし、外部から来られた⽅にとっては全くの未体験か
も知れません。それでも、緊急時に⼗分な情報収集・伝達と状況判断ができなければ、原⼦⼒
規制機関としての役割を果たすことができないとの認識に⽴って取り組んできましたし、今
後も、その重要性は変わらないものと考えています。 

 

ただ、どんなに ERC を強化しても、事故時に⼗分な情報が得られるということは無いと考
えるべきです。それでも、原⼦⼒施設の状況を判断し、必要な措置を講じなくてはなりません。
その上、時間的制約があります。こうした切迫した状況下で、的確な判断を下し、関係者に発
⾔できる⼈材の確保は予定調和的にできるものではないのかも知れません。それでも、各種の
訓練を通じて可能性のある⼈材を育成していく取り組みを続けています。 
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環境省との関係 

ある意味特殊な組織を⾃らの組織内に取り込むことについては、環境省としても多くの議論が
あったであろうと推測します。 

 

まず、三条委員会、特に従来の司法的⾊彩の強い三条委員会ではなく、原⼦⼒規制という⾏政
実務を主たる役割とする三条委員会の扱いに、⼤いに悩まれたことだと思います。特に、原⼦⼒
規制委員会は⾼い独⽴性が求められているため、本省と原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁との距
離感も⼿探りだったからです。 

 

また、規模的にも原⼦⼒規制庁は、発⾜当時で本省の約半分、現在ではほぼ同規模に⾄ってい
ます。その上、当時どこまで明確であったかは別として、上述のように、本省とはかなり異なる
⼈的構成、職員⽂化を⽬指した組織となることが予想されたからです。 

 

結論的に⾔うと、私は環境省に所属させてもらって本当に良かったと思っています。独⽴性に
関しては、原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁は、殆ど環境省に説明・協議することなく⽇々の規
制業務を進めています。予算要求や国会事務などでお世話になっているばかりで、こちらが⼼苦
しいほどです。 

 

こういう、ちょっと変わっていて、ある⾒⽅では「わがまま」な原⼦⼒規制庁に対し、環境省
本省は⾮常に温かく対応してくれています。設⽴当初から、多数の優秀な⼈材を送って頂き、原
⼦⼒規制庁と強い⼈的交流を維持してもらっています。原⼦⼒規制庁勤務をした職員が、その直
後に環境省政務三役の秘書官に任⽤されることも多いことは素晴らしいことだと思っています。
われわれも、原⼦⼒規制庁で勤務して環境省本省に戻った職員の中から、「もう⼀度原⼦⼒規制庁
で働きたい」と⾔う声を⽿にすると、嬉しくなってしまいます。これからも、環境省本省に「仲
が良いのは良いことだけど、あんまり沢⼭の職員が原⼦⼒規制庁を気に⼊るのも、痛し痒しだよ
ね。」と悩んでもらえるような関係が続くことを願っています。 

 

私は環境省が東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故の後、発電所周辺地域の除染という困難な業
務を引き受けられたことだけでも、⼤いに環境省に感服しています。「⼈と環境を守る」という環
境省の本分に根ざしていると考えていますが、組織防衛的思考からは出てこない英断だと思って
います。組織の損得勘定を越えて、そのとき必要なことであれば、「⽕中の栗」も拾うとの判断は、
現実には簡単にできることではありません。さらに、原⼦⼒規制庁に対する⼈的交流の取り組み
も、これに劣らず、環境省の⼈間集団としての温かさと、懐の深さを痛感させられています。特
に、原⼦⼒規制庁との関係は外からは⾒えにくい側⾯だけに、⾒事としか⾔い様がありません。 
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原⼦⼒規制委員会・原⼦⼒規制庁のこれからに向けて 

原⼦⼒規制という⾮常に責任の重い、かつ、技術的側⾯の強い業務を⾏う組織として、前⾝機
関とは⼤きく考え⽅と取組を変えた組織作りを念頭に置いて原⼦⼒規制庁は形作られてきまし
た。ある程度は成果が上がったと思ってはいますが、もちろん完全には実現できていない部分あ
ります。また、こうした取組の評価は、私が⼝にするべきものでは無く、社会全体と現在及び将
来、原⼦⼒規制庁で働く職員によってなされるべきものでしょう。また、現時点がどうであれ、
ここで述べました⽅針を維持するのも、縮⼩するのも、別の⽅向に向かうのも、これからの時間
の中で新たな世代が考え取り組んでいく課題です。 

 

⾼い専⾨性と強い使命感を持った職員集団を獲得し維持することは原⼦⼒規制庁にとって最
も重要であるとともに、最も困難な課題ではないかと思います。さらに、官僚組織は、硬直化し
やすいものなので、⽴ち上げ期にはなかった問題が⽣じる可能性も⼤いにあります。ただ、原⼦
⼒規制庁設⽴当時の⼈間は、⼆度と東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故のような事故を起こさな
いとの強い決意と深い反省に⽴って、以上のように考え、取り組んだということを、環境省 50 年
史の 1 ページとして記録しておきたいと思います。 

 

追記 

設⽴当時の考えについて記載した本⽂を作成したところ、環境省五⼗年史編さんチームの⽅か
ら、現状の観点からいくつかの追記を求められました。原⼦⼒規制庁設⽴当時とは時点の異なる
話なので、以下に別記したいと考えます。 

 

〇新卒技術系職員にとって、専⾨家への道は負担となっているのではないか。 

 

原⼦⼒規制庁が、以前の原⼦⼒規制組織の反省に⽴って、安全問題について⾃ら考え、⾃ら判
断出来る組織となることを⽬指している以上、技術系職員には原⼦⼒規制に関する専⾨的能⼒の
獲得がどうしても求められます。⽇本の場合、⼤学などの教育で実践的専⾨知識が⼗分に得られ
ることは期待できませんし、そもそも、学校で 2 年程度学んだ知識で通⽤するはずもありません。
また、技術や知⾒は年々更新されていくべきものなのです。 

 

原⼦⼒規制庁職員には、基礎的な原⼦⼒技術の習得はもちろんのこと、常に新たな知識の吸収
に取り組んで頂く必要があります。ただ、このとき良く誤解されるのは「原⼦⼒規制庁なのだか
ら原⼦⼒⼯学の専攻であることが必要なのではないか。」と考える⼈が多いことです。原⼦⼒は総
合技術であり、機械、電気、化学、地質、建築等々幅広い技術分野の知識が求められます。また、
原⼦⼒発電所の⼯学的安全⾯だけでなく、保障措置や核物質防護などの専⾨家も求められていま
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す。このような技術的専⾨知識を全て⼀⼈の⼈間がカバーすることは事実上不可能です。このた
め、原⼦⼒規制庁の職員には、いくつかの分野を選択しつつ、⼊庁後たゆまず技術⼒を向上させ、
新たな知識を吸収していくことが求められます。 

 

国際スタンダードを念頭に、エキスパート型の組織を⽬指している以上、多くの技術系職員に
は、負担であっても、専⾨知識・能⼒の向上に取り組んで頂かざるを得ません。もちろん、規制
機関側も各種の研修の充実などの⽀援を怠ってはなりませんが、職員個々⼈の⾃覚と研鑽無しに
はエキスパート型組織は成り⽴たないと考えています。 

 

〇新卒技術系職員が中途採⽤者と同じような現場経験を得ることは無理ではないか。 

 

原⼦⼒規制庁の職員が、電⼒やメーカーの⽅と同程度の現場経験を得ることができないのは当
たり前のことで、これを求めること⾃体に無理があると⾔わざるを得ません。しかし、規制に必
要な現場経験については、研修のみならず検査官としての勤務などを通じて着任するポストに必
要な知識・経験を得る機会が与えられるように⼯夫しています。 

 

〇原⼦⼒規制庁のプロパー職員は、法令準備などの事務⾯で⼗分ではないのではないか。 

 

原⼦⼒規制庁の中⼼的業務は「原⼦⼒に対する確かな規制」です。このため、どうしても技術
的専⾨性を中⼼とする組織とならざるを得ず、他の⾏政組織と⽐較すると、法令の制定や審査、
他省庁との折衝などには弱い⾯があります。こうした、原⼦⼒規制庁の弱い⾯を、環境省を中⼼
とする他の省庁との⼈事交流で補っていこうというのが原⼦⼒規制庁の基本⽅針です。通常の中
央官庁の最も得意とする分野が不得⼿なのですから、環境省から原⼦⼒規制庁を経験した職員か
ら、「なってない」と⾔う指摘を受けたこともあります。しかし、発⾜当時の原⼦⼒規制庁にオー
ルラウンドプレーヤーを⽬指すような余⼒は無く、少なくとも発⾜当時の優先順位は技術的専⾨
性の獲得に置かれていましたし、それで良かったと考えています。 

 

〇ノーリターンルールについて 

 

原⼦⼒規制庁に適⽤される⼈事ルールに「ノーリターンルール」と⾔うものがあります。原⼦
⼒規制庁で働いた職員が、他省庁の原⼦⼒推進部⾨に戻ることが出来ないと⾔うものです。原⼦
⼒規制と推進の分離を徹底させるという趣旨の反映であり、⼈材確保上厳しい制約であることは
事実ですが、適切なルールであると私は考えています。 

 

なお、このルールを正しく理解せず、過剰に反応する傾向があることに⼗分に注意する必要が
あります。例えば、環境省から原⼦⼒規制庁に来た後、環境省に戻って、原⼦⼒規制庁の機構定
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員などに関連する部⾨に就くことができないのではないかという声もあるそうです。環境省内に
原⼦⼒推進部⾨はなく、ノーリターンルールが問題になることはないと考えています。 

 

―― 了 ―― 

 

 

執筆者 安井 正也 ⽒ 原⼦⼒規制委員会原⼦⼒規制庁⻑官官房特別国際交渉官 

1982 年 通商産業省⼊省、2015 年 原⼦⼒規制委員会原⼦⼒規制庁⻑官官房技術総括審議官、2017
年 原⼦⼒規制庁⻑官、2019 年 退官。 

 

（所属・役職は 2021 年 12 ⽉時点のもの。） 
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⽔俣条約の採択（2013 年）1 
話し⼿ 上⽥ 康治 ⽒ ・ ⼩林 光 ⽒ ・ 早⽔ 輝好 ⽒ 

 

 

 ⽔俣条約への関わり 

―――⽔銀に関する⽔俣条約に関連する事案を皆様が担当されたのはいつからでしょうか。その
当時の役職と担当業務をお教えいただけますか。「⽔俣条約」の話を初めて聞いたとき、皆様
はどう思われましたか。 

 

〇⼩林 ⽔銀条約の話を最初に聞いたのは、
条約の交渉会議（UNEP 第 24 回管理理事会
（2009 年 2 ⽉））に⾏っていた担当官が電話
を⼊れてきて、条約ができそうだという⼀
報を聞いたのが最初です。 

 その後、現役の次官のとき、地元で反対の
声があったときには気にしましたが、私は
同時並⾏で⾏われていた特措法（⽔俣病被
害者の救済及び⽔俣病問題の解決に関する
特別措置法）に携わっていて、その関係から
は⼤きな妨げではないと感じていました。 

 

〇早⽔ 私は、2009 年 7 ⽉に環境安全課⻑に就任して、その時点で、今、⼩林さんがおっしゃっ
た UNEP 管理理事会で条約化が決まり、翌 2010 年から交渉が始まるという時期だったので、
すぐに条約の実際の交渉の担当になりました。環境安全課⻑として 3 年、その後、環境保健部
企画課⻑として 1 年、次が⼤⾂官房総務課⻑でしたが、その間、条約交渉に続けて⾏きました。
環境安全課⻑の時代に INC4（第 4 回政府間交渉委員会）まで⾏って、企画課⻑のときに INC5

（第 5 回政府間交渉委員会）に⾏って、⼤⾂官房総務課⻑のときに外交会議に⾏きました。 

 

〇上⽥ 私は、早⽔さんの環境安全課⻑の後任として、2012 年の夏から翌年、2013 年の夏までの
1 年間、⽔俣条約に関与しました。 

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 5 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 

⼩林 光 ⽒ 
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 ⽔俣条約について初めて聞いたのは、前任の早⽔課⻑からの引継ぎです。それまでは⺠主党
政権のときに排出量取引を検討する市場メカニズム室⻑でしたので、全く知りませんでした。 

 交渉⾃体は早⽔課⻑が引き続き企画課⻑としてやられるということなので、私は⽔俣の国内
問題を担当しました。あと、外交会議の準備で地元と話をさせていただきました。 

 

―――「⽔俣条約」の名称の提案の決定から交渉、最終的な合意・採択に向けて、どなたがどの
ような役割で関わっておられましたか。 

 

〇早⽔ 交渉の中⼼は環境安全課ですが、名称問題については、環境保健部内で⽔俣関係を担当
していた特対室（特殊疾病対策室）や企画課が国内問題としての⽔俣との関係に関わっていま
した。企画課の⻄村課⻑補佐を窓⼝に地元との調整をするグループがあって、そのトップが⼩
林さんだと思います。交渉が進んで、最終的に外交会議を⽔俣で開くという話を進めるときに、
地元で反対意⾒があったので、そこは上⽥課⻑を中⼼に地元と話をしていただきました。 

 2009 年に環境安全課⻑になったとき、名称についての議論は既にありました。国際的な交渉
を担当していた当時の課⻑補佐から、UNEP 管理理事会などで、名前をつけるなら⽔俣条約が
いいかもしれないねという話は出ていたと聞いていました。 

 ただ、私⾃⾝は国際交渉担当だし、⽔俣問題は担当していないので、「⽔俣」という名前をつ
けるのがいいかどうかについて、省内としての判断は⽔俣の担当の⽅たちでしていただいて、
つけるということになったら私は国際交渉しますということにしました。 

 

 ⽔俣条約の条約化交渉 

―――⽔銀について、UNEP で条約化について合意されたのはどういうことがきっかけでしょう
か。条約化に反対した国はなかったでしょうか。 

 

〇早⽔ まず、2001 年に POPs 条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）が採択
されて、次は POPs（残留性有機汚染物質）に類似した性質を持っている重⾦属である⽔銀、カ
ドミウム、鉛が議論になり、2001 年から⽔銀に関する活動が始まって、UNEP 管理理事会で議
論されたというのが国際的な流れです。条約にするかしないかは結構議論があったようです。
中国、インド、アメリカあたりが慎重派だったと聞いていますが、アメリカが 2009 年にオバマ
政権に替わって、オバマ⼤統領が野党時代に⽔銀輸出禁⽌法案を書くほど⽔銀対策に熱⼼な⼈
だったので、2009 年 2 ⽉の UNEP 管理理事会でアメリカが態度を翻して、重⾦属のうち⽔銀だ
けを切り離して条約にするということを提案して、中国、インドを説得し、急に条約にしよう
ということになったと聞いています。その時の決議には条約の中でボランタリーもあり得る、
というちょっと緩めた書き⽅にしてあり、条約化の交渉を開始することには不満を持つ国もあ
りながらも⼀応合意したという感じになっています。 
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―――⽔銀の条約化については、各省からは反対などはなかったのでしょうか。 

 

〇早⽔ 条約化が決まった当時の頃は分かりませんが、私になってからは特段なかったと思いま
す。基本的には⽇本は⽔銀の対策が進んでいたからだと思います。 

 

―――2010 年から 2013 年に INC（政府間交渉委員会）が 5 回⾏われましたが、全体の流れの中
で、また地元との関係で、環境省あるいは⽇本として注意していたこと、⼤変だったことな
どはありますでしょうか。 

 

〇早⽔ 私は POPs 条約の交渉の最後のところに関与していて、POPs と⽔銀は結構似ているの
で、前の経験を思い出して、2 つ⼼配しました。 

 1 つは、⽇本は⽔銀対策が進んでいるわけですが、条約交渉は結構理念的に進む可能性があ
るので、実際にできるかどうかあまり考えないで条⽂が決まっていくこともありますし、条⽂
上⽇本の技術が読めなくて他の国の技術だけ読めるということが起き得るので、⽇本が⾏って
いる対策がちゃんと位置付けられるようにしなければいけないという点です。このため、特に
⽔銀を使⽤した製品や製造プロセスについて、⽇本がリードして、産業界にも参加してもらっ
て技術的な情報を基に規制対象を整理するようにしました。 

 2 つ⽬は、⼤気の話で、POPs 条約のときに BAT（Best Available Techniques、利⽤可能な最良
の技術）/BEP（Best Environmental Practices、環境のための最良の慣⾏）というコンセプトが⼊
ったのですが、⽇本は排出基準をリスクベースで決めますので、BAT/BEP とコンセプトが⼀致
しているのかどうかよく分からないところがありました。そうすると、BAT/BEP の適⽤と条⽂
に書かれたときに、⽇本は排出基準があるからいいという説明が難しいので、POPs 条約では、
BAT についての義務の履⾏のために排出基準を使⽤してもよいと条⽂に書いてあります。それ
と同じような条⽂を⽔銀でも⼊れなければいけないかもしれないと考えました。（注：結果的に
⽔俣条約では条約の条⽂ではなく国内法（⼤気汚染防⽌法）の改正で対応した。） 

 このように、技術と制度との両⽅で、⽇本がやっていることを位置付けるということに気を
つけて交渉したつもりです。 

 

 ⽔俣条約の前⽂ 

―――条約の前⽂（preamble）に⽔俣病の経験が盛り込まれていますが、どういった経緯で盛り
込まれているのでしょうか。提案した⽂案と成⽂が異なるとのことですが、どういった交渉
経緯でこのようになったものでしょうか。 

 

〇早⽔ 前⽂はいろいろと条約の背景を書くところですので、当然⽔俣病の話も 1 ⾏は書くだろ
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うし、その⽂⾔は⽇本から提案した⽅がいい、ということで提案しました。 

 前⽂の中に盛り込む⽂章として最初に⽇本から提案したのは、3 点あります。まず、⽔俣病
は⽔銀の不適切な管理で⽣じ、対策が遅れたことを認識するというのが第 1 点。それから、こ
の惨事を繰り返さない、国際的に汚染防⽌を進めるという点。最後に地元で環境に優しいコミ
ュニティーにするための努⼒を推進することを決意するという点です。 

 前⽂というのは、例えば予防原則とか、汚
染者負担原則とか、過去の合意に照らして
とか、いろいろと書くのですが、その交渉が
⾏われたのは最後の⽅でした。 

 徹夜交渉の最終⽇、⽔銀の放出、貿易、製
品など、難しい幾つかの条⽂がパッケージ
で、少数国で議論されていました。当時、⽇
本はあまり問題点がないので、そこに呼ば
れていませんでした。多分、中国、インド、
アメリカ、EU などが議論していたと思いま
す。それで、最後に、幾つかの条⽂と前⽂が
パッケージで提案されました。それを⾒たら、⽇本が提案した⽂章のうち 2 つ、対策の遅れを
認識するという点と、地元の努⼒という点が落ちていました。 

 対策を遅らせてはいけないというメッセージも、⽔俣市の努⼒についても、本当は前⽂に⼊
れたかったのです。何とか変えてくれということも⾔いましたが、もう駄⽬だということだっ
たので、外務省の課⻑と相談して、案が⽰されるプレナリー（全体会議）の場で発⾔し、前⽂
は今こうなっているけど、こういう点も⼤事だという⽇本の思いを伝えました。 

 もう⼀つ、外交会議のときに条⽂の採択と併せて⾏う決議というのがあり、その中に、慣例
として Tribute to the Government of Japan という開催国への感謝の決議があるので、ここに⼊れ
ようということにして、ほぼ提案どおりに⼊れてもらいました。ここに実は⼤事な話が書いて
あって、地元の⼈たちが、⻑い間、⽔銀汚染による影響で苦しんできたということ、地元で環
境に優しいコミュニティーにするために頑張っているということをよく考えて、国際的な社会
はこういうことを繰り返さないように教訓をちゃんと学びましょうという、条約の前⽂に⼊ら
なかった内容を外交会議の決議に⼊れて、⽔俣の⽅たちの思いを⼊れました。 

 

 ⽔俣条約の名称の提案から決定まで 

―――⽔俣条約という名称を提案することとなった経緯と、当時の地元の反応を教えてください。 

 

○早⽔ 2010 年 6 ⽉から条約化の交渉が始まりますが、条約には採択する外交会議の場所の名前
がつきますので、名前をつけようと思えば早いうちに外交会議を誘致すると決めなければいけ

早⽔ 輝好 ⽒ 
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ません。2011 年 1 ⽉の INC2（第 2 回政府間交渉委員会）を⽇本で開くことは⼤体決まってい
たので、そのときまでには外交会議を誘致して⽔俣という名前をつけるかどうかを判断する必
要がありました。UNEP からは、むしろ INC1（第 1 回政府間交渉委員会、2010 年 6 ⽉）ぐらい
の時点で、外交会議を誘致するならすると⾔ってほしいという話がありました。 

 既にスイスが外交会議の誘致に⽴候補しているという話を聞いていましたので、最初の⽅で
申し上げたように、まず省内で⽔俣の担当の⽅たちから条約に「⽔俣」の名前をつけることに
Go サインをもらい、それを受けて 2010 年 3 ⽉に私が⾮公式会合の際にスイスと交渉しました。
「⽇本は外交会議を誘致して⽔俣という名前を条約につけたいと思っているので、ジュネーブ
開催を譲ってほしい。」という提案をしたところ、スイスは快諾して譲ってくれました（INC5

の誘致に変更）。 

 そういう流れの中で 5 ⽉に鳩⼭（由紀夫）⾸相が⽔俣病犠牲者慰霊式に出席するために地元
に⾏くという話が重なって、⽔俣条約という名前をつけたいという提案をするという話になり
ました。それを受けて INC1 で外交会議の誘致と「⽔俣」の命名提案を表明したわけです。 

 私もその後地元とお話をする中で、熊本県知事や⽔俣市⻑ともお会いしましたが、お⼆⼈と
も前向きだったと受け⽌めています。 

 地元では、様々な団体から賛否両論の意⾒をいただきましたが、そのような中で、⽔俣病資
料館語り部の会が議論された上で賛成の声明を出してくれました。これは個⼈的にはうれしか
ったです。 

 

―――⽔俣条約という名称を提案しようと考えたきっかけ、理由は何だったのでしょうか。 

 

〇⼩林 私も想像するしかないですが、⽔俣病を⾵化させないというか、⽔俣に対して国内外の
関⼼を持ってもらうということが⼀番⼤事なことだと思います。 

 

〇早⽔ 国際的には、条約の名前は採択した場所の名前がつくのが慣例になっていて、名前と中
⾝はあまり関係ありません。ただ、PIC 条約（国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及
び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の⼿続に関するロッテルダム条約）について
は、ロッテルダムは港だから貿易問題は関係あるかもしれませんし、POPs 条約も、スウェーデ
ンはもともと PCB 問題の発祥の地だから、全然関係ないわけではありませんが。全く関係のな
い名前よりは、そういう問題が起きて対策が必要だったという事例が名前となった⽅が、対策
を進めるとアピールできるから、⽔銀条約に⽔俣の名前を冠するということは意味があると聞
いたことがあります。 

 

―――「⽔俣条約」という名称を提案することは、省内外の調整も含めて、すんなり決定したの
でしょうか。 
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⽔俣条約の採択 

〇早⽔ 各省と名称について調整した記憶がないので、誰も反対しなかったと思います。 

 

―――国際的には「⽔俣条約」、Minamata Convention on Mercury という名称はどのように受け取
られていたのでしょうか。 

 

〇早⽔ 国際社会は「Minamata」と名付けることで⽔俣を繰り返さないという、対策をちゃんと
やらなきゃいけないという思いを表すことができるということで賛成でしたし、前⽂について
も、そういうことをちゃんと⼊れるという点については、どこの国も反対はしていませんでし
た。 

 

〇⼩林 ⽔俣や熊本の会議に参加しましたが、皆さんすごく喜んでいたという印象がありました。 

 ⽔俣には⼤きな会議場も泊まるところもないので、会議は熊本でやっているのですが、熊本
条約にしようという声が出なかったというのも⾯⽩いなと思います。 

 

〇早⽔ 名前を外交会議の場所でつけなければいけないという規則があるわけではないので、そ
の解釈は柔軟にできます。ただ、全然関係ないというわけにもいかないので、⽔俣で開会記念
式典を開いて、名前をつける権利を持たせるという⼯夫をしました。 

 

―――INC5 の前に市議会から名称に反対する意⾒書が出されたとのことですが、それを受けて、
地元とはどのように調整されたのでしょうか。 

 

〇上⽥ 最初、早⽔課⻑から引継ぎを受けた夏の時点では、こういった反対の話というのはほと
んど聞いていませんでしたが、秋ぐらいに、市議会が反対をしているという話を聞きました。 

 企画課の⼤倉課⻑補佐が中⼼になったチームが地元にアプローチしていて、⼤倉補佐から本
件の相談を受けて、関わり始めました。 

 市議会では、約半数の議員が命名に反対し
て、その決議が出てきました。このため、こ
れらの議員に御理解いただこうとアプロー
チを、私から⽔俣という名称をつけることの
意義について話して、外交会議を開くときに
⽔俣での時間を⻑くして、市⺠が参加してみ
んなでやったという形にすることの重要性
を強調しました。あと、私は広島の⽣まれな
ので、ローマ字の Hiroshima というのは格別
な思いがあって、広島は国際協⼒や平和教育
を⼀⽣懸命やっていることに触れ、⽔俣もぜ

今も街⾓にある「⽔俣病」の名称を嫌う看板 
（⼩林 光 ⽒ 提供） 
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環境省五⼗年史 

ひそういう思いで前を向いていくという⼀つの象徴としてほしいといった話をしました。こう
した⽔⾯下のやり取りを経て、最後は市議会の公式な場に呼ばれて、当時の早⽔企画課⻑と私
で⽔俣に⾏き、名称の意義などを説明し、市議会の了解を得るプロセスを終了することができ、
その後は、外交会議を⽔俣で、どういう形でやるのかという話に移っていました。 

 当時、⼤倉補佐が、「もやい直し」で地域の活性化というのを本腰⼊れてやっていました。例
えば肥薩おれんじ鉄道で環境の観点を取り⼊れた⾷堂⾞を⾛らせてみようとか、温泉宿も少し
環境に配慮したものをやってみようとか、予算も取ってきて、地元のために⼤倉補佐が随分汗
をかいてきたというのは、これまでになかった取組で、その点が市の関係者に評価してもらっ
たのだと思います。環境省から職員も市役所に出したりして、市⺠の意識とのずれが縮まるよ
うな地道な努⼒も功を奏したのだろうと思います。最後は、外交会議で各国の交渉団が⽔俣に
来たときに、みんながいろいろ地元の⾷材を持ち合わせておもてなしをしましょうとか、なる
べくそういう市⺠参加の形をやったのもよかったと思います。 

 国際的に⾒たら何となく⽔俣条約という名称がいいかなという雰囲気があって、外交会議と
いうプロセスと地域振興の取組を組み合わせることである程度まとまる形になったのかなと
思っています。 

 

―――そのほか、条約の名称に関するエピソードはありますか。 

 

〇早⽔ 実は、最後の INC5 の最初の全体会合
でケニアが⼿を挙げて、「名称に反対だ」っ
て⾔いました。それでびっくりして、休憩時
間にケニアのところに⾏ったら、「ナイロビ
に事務局を置きたいのに、⽇本に持ってい
かれるのは嫌だ」と⾔ったので、「⽇本は事
務局を誘致する考えはないから、名前と事
務局は別だ」と話しました。「オーケー、オ
ーケー、分かった、分かった」と⾔ってくれ
ました。それで各国・各地域も賛成となりま
した。 

 これは後で聞きましたが、最後に名称と
共に条約を採択する場で、（私の席からは⾒えなかったのですが）後ろの⽅の席にいた NGO が
⼿を挙げて発⾔を求めたらしいです。だけど、議⻑は、これは国が決める話だから（注：NGO

は議論には参加できるが議決には参加できない）ということで、反対ないねと⾔って採択した
と聞いています。議⻑も含めて、各国が⽔俣条約という名称をつけることを⾮常に好意的にと
らえてくれていたということだと思います。 

 

INC5で合意に拍⼿する⾕津地球環境審議官 
（当時）と早⽔⽒（写真提供：共同通信社） 
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⽔俣条約の採択 

 熊本・⽔俣での外交会議 

―――外交会議を地元で盛り上げようというお話がありましたが、外交会議に向けた地元との調
整や、外交会議⾃体の⽔俣での様⼦を教えていただければと思います。 

 

〇早⽔ 私のときに外交会議の⼤まかなスケジュールは決めました。最初の 2 ⽇の準備会合を熊
本市で開くのですが、UNEP 事務局によると、その決議などを翻訳するために、外交会議まで
ちょうど 1 ⽇空いた⽅がいいということでした。それなら、その空いた 1 ⽇で⽔俣に⾏こう、
⽔俣で患者さんとの交流もあった⽅がいいよねという話をしていました。 

 

〇上⽥ 私が担当していたころ、外交会議開催
の準備のための「⽔銀条約外交会議熊本県推
進協議会」において、どんな催物で、どんな
お⼟産を持っていってもらったらいいかと
いうのを、いろんな⼈がわいわいがやがや議
論していました。上から話が降ってきて参加
するのではなくて、⾃分たちで作るという雰
囲気が⾒られたのが、印象深いです。 

 あと、そのときの国⽔研（国⽴⽔俣病総合
研究センター）の総務課⻑が、国⽔研の本来
業務に加えて、外交会議の細かいところを、
企画課のチームと⼀緒に詰めてくれたのも本当に助かりました。私も週に 1 回ぐらい熊本県と
⽔俣市と電話会議を⾏って、ロジを 1 個ずつ詰めていきましたが、⽔俣のチームは国⽔研の職
員が市役所を⾛り回ってうまくまとめてくれていたのかなというふうに思います。 

 

〇⼩林 外交会議の出し物については随分前から議論していたのですが、⼩学⽣の踊りがとても
よくて、すごく海外の⼈にも受けていました。市⻑の挨拶もよかったですし、とても評判のよ
い会議だった。すごく住⺠の⼈に歓迎されている感じで、いろんな患者団体の⼈も出てきて⼀
⽣懸命やっていましたので、皆さん前向きにとらえて取り組まれていたのではないかと思いま
す。 

 

 ⽔俣条約の名称の意義 

―――⽔銀に関する条約に「Minamata」の名が冠された意義はどのようなものだったとお考えで
しょうか。 

 

上⽥ 康治 ⽒ 
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環境省五⼗年史 

〇早⽔ ⽔俣条約という名称の意義は 2 つあって、当然⽔俣病を繰り返さないという決意を⽰し、
対策に取り組むという国際社会の意思を⽰すという意味がまず 1 つ⽬。それから、これを機に
地域振興で新しい社会を作っていこうとしているということを、⽔俣市もアピールできるとい
うことが 2 つ⽬だと考えています。 

 

〇⼩林 私は、⽔俣という問題がローカルな問題でなくて、国際的に客観的に考えられるスキー
ムというか合理的に⾏動する枠組みになるという意義があると思います。 

 それから、私は、おととしぐらいにアメリカの⼤学で 1 年教えていたのですが、化学の授業
で⽔俣病が出てきます。⼀歩間違えるとこういうことがある、化学とはそういう⼒があるとい
うことも出てくるわけですが、⽔俣病の教訓はそういう意味で⾮常に教育的な意義の⾼いもの
でもあり、⽔俣という名称のついた条約があるということは客観的な価値を⼀層保障するとい
うところもあって、環境教育や環境リテラシーにも貢献をしているのではないかと思います。 

 

〇上⽥ 私の受け⽌めですけど、ローマ字で「Minamata」というのは、地元の⼈にとっても前向
きに受け⽌めることができるのではないかと期待したいです。⽔俣という漢字を⾒ていろいろ
と思い起こす⼈がいる中で、新しいもやい直しから始まって、地域作り、まちおこしに取り組
んでいる動きを、胸を張って⾔える⼀つのきっかけになってくれるといいと思っています。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ 上⽥ 康治 ⽒ 環境省⼤⾂官房政策⽴案総括審議官（2021 年 7 ⽉より内閣官房内閣審議
官（併）環境省⼤⾂官房地域脱炭素推進総括官） 

1989 年 環境庁⼊庁、2017 年 環境省⼤⾂官房秘書課⻑、2018 年 ⼤⾂官房審議官（⽔・⼤気環境
局担当）、2019 年 ⼤⾂官房審議官（総合環境政策統括官グループ、地球環境局等担当）、2020 年 
⼤⾂官房政策⽴案総括審議官。 

 

⼩林 光 ⽒ 東京⼤学先端科学技術研究センター 研究顧問 

1973 年 環境庁⼊庁、2006 年 環境省⼤⾂官房⻑、2008 年 総合環境政策局⻑、2009 年 環境事務
次官、2011 年 退官。 

 

早⽔ 輝好 ⽒ 国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所環境リスク・健康研究センター プロ
ジェクトアドバイザー（2021 年 4 ⽉より⼀般社団法⼈⼟壌環境センター 
副会⻑） 

1983 年 環境庁⼊庁、2014 年 環境省⼤⾂官房審議官（⽔・⼤気環境局、放射性物質汚染対策等担
当）、2015 年 内閣官房内閣審議官（併）環境省⼤⾂官房審議官（⽔・⼤気環境局、放射性物質汚
染対策等担当）、2017 年 環境省⽔・⼤気環境局⻑、2018 年 退官。 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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⽔俣条約の採択 

＜ 思い出の品 ＞ （早⽔ 輝好 ⽒ 提供・談） 

 

条約の本⽂の冊⼦（写真左） 

外交会議の時に配られたものです。冒頭に⽯原⼤⾂の⾔葉も掲載されています。交渉参
加者は記念に他の⼈のサインを集めていて、私も何⼈かに頼まれたので、⽔俣に⼀番関
係がある製造プロセスのページにサインしました。⾃分の分は何となく気が引けてサイ
ンを求めなかったのですが、⼀緒に交渉した⼈のサインをもらっておけば良かったと今
にして思います。 

 

INC5 の時にスイス政府が⽤意したおみやげ（マフラー）（写真左） 

帽⼦とセットで、⾊が選べたので⽇本ではあまりなさそうな⾊を選びました。マフラー
に描かれている⿂は、INC2（千葉）の時に国際 NGO が某芸術家に依頼して⽤意した交
渉のシンボル像。⽔銀で⿂がこんなになったと⾔いたいのでしょうが、初めて⾒たとき
にはびっくりして、⽔俣の⼈から何か⾔われないかとひやひやしていました。最終的に
外交会議の時に UNEP のシュタイナー事務局⻑から宮本⽔俣市⻑に像が渡されて、今は
⽔俣病資料館にあると思いますが、誰からの批判も聞いたことがなく、正直ほっとして
います。 

 

外交会議の時のコングレバッグ（写真右） 

当然くまモンが登場していて、その後に役所でよく使ったので表⾯の⽂字とかがはがれ
てきて、くまモンがはがれないうちに引退させました。記念品として保存しています。 
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環境省五十年史 

地域循環共生圏（2014 年）1 
話し手 中井 徳太郎 氏 

 

 

 環境との接点 

僕は 1985 年に大蔵省に入省していろいろな仕事をしていたのですけれども、1992 年からエジ

プト大使館、イギリス大使館に 2 年ずつ出向させてもらって、休暇なんかを使って 30 か国ぐら

いいろいろ回ったりしていて、グローバルな見方をした。エジプトには紀元前 3000 年からのピラ

ミッドが残っているとてつもない古代文明があり、そのイメージを持ったまま、今度は産業革命

が興ったイギリスに行って近代文明に触れた。そういう中で日本は何なのかとか、どういう立ち

位置なのかということを常に考えるようになり、地球全体のことや、調和とかというイメージが

ある中で、1997 年に日本に帰ってきた。 

 1998、99 年と主計局で農林予算をやらせてもらった。食にまつわる産業をつかさどって、国と

しての施策、しかも予算をつけるという立場だった。人間は食で体が成り立っているわけで、そ

ういう意味からいって、農業って当然、人間や環境にいいことなんだろうっていう素朴なイメー

ジを持って農業予算に当たった。僕は農業公共予算の主査ということで、例えば諫早湾の開拓事

業はもう進行した後で、それをどうしてけりをつけていくかとか、中海干拓事業とか、農道空港

とか、農業予算が無駄使いされているとか、化石燃料をがんがん使って、農薬を使って食を作っ

ているとか、そういう実態がある中に政策があって、そこに予算を国として流している。そうい

うのがおかしいということで、「循環型農業」という言葉が出てきた。完全に有機農業まではいか

ないけれども、自然と調和した農業がもっとあるべきだとか、そういう声が出始めたが、それは

農業政策上は主流にはならず、まだちっちゃい声という感じ。土地を改変し、自然を改変すると

いう公共事業をずっとメインでやってきた農水省の政策がある一方で、一部には棚田を保全する

とか。だから、新聞の一面では諫早干拓でたたかれて、中のほうを見ていくと、棚田百選とかい

って褒めている、その両方をやっているのが僕の担当の農林水産省の構造改善局というところだ

った。自然もぶっ壊すけれども自然を守っているみたいな、そういうまだらなところが出てきて

いる中で、環境とか自然との調和というイメージを持って、このままではいかんというのは、20

世紀の終わりに、仕事に携わりながら持っていた。 

 主査を卒業すると、課長や主計官になる前に海外や地方に行く機会があるのですけれども、僕

の場合、富山県に 3 年間、出向させてもらった。富山は農業県なのですが、産業県でもある。都

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 4 月 27 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は発言者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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地域循環共生圏 

会に向いて近代を支えてきたのだけれども、立山に抱かれたとてつもない森・里・川・海や自然

の循環があって、そういうものに触れて、富山で立ち上げた仕事が、新幹線を誘致するのと、日

本海学という地域学。南北逆さにする地図が富山県にはあって、日本海を起点に上に日本列島が

おっかぶさって、下に大陸が見えて、朝鮮半島があって、輪になっているように見える。ある種、

地中海のようにも見えるし、陸域が海を挟んで全部連なっているというイメージの地図があった。

これは日本海国土軸といって、富山県が日本海側にインフラを引っ張ってくるために、僕が行く

5 年前ぐらいに作った地図だった。20 世紀から 21 世紀に変わるときに、視点として、循環し、か

つ、地域が共生しているイメージ、そういうのが見えるので、そこから新しく地域のことを考え

直しましょうという地域学を日本海学と称して立ち上げた。 

 言ってみるとそのときから、循環と共生と海の視点で、21 世紀を地域の視点でグローバルなと

ころまでいくような、そういうものの見方を立ち上げて、自分の足元を見つめながら循環や共生

をテーマに、温故知新というか、過去からの交流をひもとくとか、現在の地域の共生、自治体の

連携の在り方を図るとか、いろいろな産業や技術の展開を図るとか、そういうことをやりましょ

うという、ある種、大きなフレームワークを提示することをずっと仕掛けたのです。そういうこ

とがあって、環境という視点が必然的にしみついたというのを 21 世紀に入るぐらいまでずっと

引きずりながら役人をやっていた。 

 富山県で触れた地域学という視点は非常に大事な視点で、財務省に戻ってきても、官房の広報

室長になって仕事が替わったからやること変えて、はい、知りませんというわけにはいかなくて、

富山の取組には県のアドバイザーでも関わったし、NPO 的なものを立ち上げて、日本海学の活動

をずっと続けている。日本海学というのは富山発の日本海全体の動きではあるのだけれども、首

都・東京の財務省ということでどうするかといったときに、ものづくり生命文明機構という NPO

を立ち上げることになるのですが、循環と共生というテーマで 21 世紀の文明社会を切り開きま

しょうという視点なのです。 

 

 外から見た環境省 

環境省をどういうふうに見ていたかというと、僕が海外から帰ってきた頃は COP3、京都議定

書の盛り上がりのときだったので、公害問題から立ち上がったちっちゃな庁が、何か毎日、新聞

を賑わすようなすごいことをやっているなというイメージは持っていました。 

 2000 年代に入ってからは、富山の出向経験があるとか、富山出身だという環境省の職員がいて、

県の立場で陳情に行ったりした。日本海学を立ち上げたときに、ちょうど北西太平洋地域海行動

計画（NOWPAP）という国連環境計画（UNEP）関連のプロジェクトで、国連の機関を富山県に誘

致したのです。韓国の釜山と共同誘致に結局なったのだけれども、富山では結構、環境省とのお

付き合いがあるというのを認識しながら、財務省に戻ってきた。 

 それで、財務省の主計官という形で農林予算担当に戻ってきたときに東日本大震災が発生して、

とてつもない被害の中で、1 万 5000 人以上の貴重な尊い命を失い、まだ不明の方もたくさんいる
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というところで、100 年分以上ある三陸の津波のがれきの処理を最終的には環境省がやるのだと

なって、一方で、原発事故の放射性物質による汚染からの環境再生をどうするのだという議論も

あり、環境省って大変だねと思っていたら、自分が環境省に来ることになった。 

 

 環境省に来てから 

来たときはもうバタバタで、除染特措法を作

る、作らないで、当時の秘書課長が法案担当で

法制局に通ったりしていた。役所として大蔵

省、財務省みたいな非常にきっちりとした組織

から環境省に来てみると、とてつもなくカルチ

ャー的には違うわけで、例えば僕は総政局（総

合環境政策局）総務課長をしていて、秘書課か

ら届いた人事の内示がおかしいなと思って秘

書課に行ってみたら、課長は法制局に行ってい

るのでいませんとかいう話で、そういうノリな

んだなと。東日本大震災でバタバタしている

し、僕も緻密に詰めるほうじゃないので、とにかく世の中の変化に必要に迫られて対応していて、

自転車操業で回っているということが大事で、回す、回っているという状況をとにかく確保する。

そういう発想に切り替えると、自分も結構、性が合っているなという意味で、えらく環境省にな

じんだという感じなのです。 

 環境省に来たときは、東日本大震災のドタバタで、それに原発事故があって、原子力規制委員

会を作るという話もあったし、まずはマイナスになったところをどう立ち直すのだというところ

の前面に立った環境省が、人的にも予算的にも、もともとすごく小さなところが一気に１兆円の

予算に広げてやっていく。大きく言うと、そういうマイナスからゼロに持っていくプロセスは数

年かかる大変な話ではあるのだけれども、それだけではなくて、やっぱり東日本震災のメッセー

ジって大きく人類社会に問いかけているというイメージはあったんです。ここでやっぱり本来あ

るべき健康状況に転換するという発想で、この問題を捉えなきゃいけないなというのは強く思っ

ていた。だから環境省で究極実現したいというのは、従来からやってきたような循環とか共生と

かというテーマで、サステナブルということを究極追求する経済・社会の在り方を、21 世紀、も

う人類社会がおかしいから、日本発で何とかしたいという思いがあった。 

 環境省に来たすぐの 2011 年は、バタバタの中だったが、ちょうど第四次環境基本計画を作って

いる年で、2012 年の春に閣議決定しているのだけれども、その中に、低炭素社会と資源循環政策

と自然共生、これを統合的に達成すべきという方向感が書かれ、温室効果ガス 80％削減という努

力目標が初めて公式の閣議決定文書に入ったという端緒があるわけです。 

 

中井 徳太郎 氏 
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 「地域循環共生圏」が生まれた経緯 

武内（和彦）さんが 2013 年に中環審の会長になります。僕が東大に出向して総長補佐をやって

いたときの上司で、国際担当の国際室長というのが武内さんで、よく知っていたのです。大きく

経済・社会が震災というものを踏まえてサステナブルに変わっていくというところをどう発信す

るかという問題意識は武内さんにも伝えていた。環境省の中では、とてつもなく象徴的に言うと、

80％CO2 を減らすといっても、我慢して息を止めて減らすなんてできないので、経済・社会の仕

組みを根本的に変えるという、環境・経済・社会というのが一体であるという統合感を議論して

いた。環境省が震災復興で１兆円以上の仕事をする中で、次のステージになるところはここだな

と僕は思っていて、一方で武内さんもそういう大きな発想をちゃんと五次計画（第五次環境基本

計画）に向かって出すというようなこともあった。僕は総政局総務課長の次に会計課長をやって、

秘書課長をやっているのだけれども、秘書課長のときに環境政策官という名前をつけて何でもや

りなさいみたいなことになっていて、五次計画に向けての社会のあるべき、マイナスからゼロだ

と、ゼロからポジティブに行くような構想を作り始めたわけです。循環分野には地域循環圏とい

う循環型社会形成推進基本計画で言っている概念があるし、自然のほうは生物多様性戦略含めて

自然共生社会という概念になっているという中で、温暖化はまだ当時は低炭素ということだった

けれども、四次計画で 80％まで入っているし、やっていこうと。そういうものを統合的なアプロ

ーチの切り口に、四次計画では目出しはしてあるけれども、できていないところを詰めていくと

いう文脈で、2013 年くらいから動いたわけです。武内さんにも打診して、中環審のテーマにあげ

ようという話になって、部会長会議をやって、総会で議論して、2014 年の夏に意見具申というこ

とになった。 

 この自然共生、循環、低炭素が合体したところに、地域の現場という視点が入ってくる。その

辺もよく議論したのです。環境省は公害行政から始まって、やっぱり市民目線、生活者目線でや

っている行政の立ち位置があって、一方で経済の供給サイドの産業政策は経産省がある。予算に

ついては、復興予算以外にも温対税（地球温暖化対策のための税）が導入されて、それをどう使

うか。温対税を入れるということ自体、実は産業界が反対しているのを入れたのだけれども、そ

れは自治体から入れてくれという声を上げていったということがあって、やっぱり地域、自治体、

そこが環境省のフィールドだなというのは 2011、2012 年の時点でもう明確に出ているのです。そ

ういう意味で地域というのが入って、自然共生社会と地域循環圏を合体すると地域循環共生圏と

なった。これは、当時総政局にいた部隊がかなり下書きしてくれた。 

 

 「森里川海」との関係 

森里川海は、僕が環境省に来たときにはあった言葉です。三陸復興国立公園の背景概念で森里

川海みたいなことを環境省の自然環境局が言っていた。他方では「森里海連環学」とか、「森は海

の恋人」とかもあり、僕らは NPO ベースで「森里海」という言い方をしたのだけれども、環境省
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に森里川海があったので、もうこれでいこうという感じで、地域循環共生圏という自然共生、低

炭素、資源循環を統合した経済・社会のイメージというのをベースに、それがサステナブルなの

だと。サステナブルというのは、この 3 つが全部統合されてうまく回っている状況のことなのだ

という概念を作っていったときに、やっぱりベースにあるのは自然資本、森里川海だという位置

づけを明確にしているわけです。 

 森里川海を国民運動として展開しようプロジェクト（「つなげよう、支えよう森里川海」プロジ

ェクト）というのが、2014 年 12 月から動くのです。その中で 2016 年に提言をまとめて、森里川

海って国民運動ベースでサステナブルな社会、自然資本がベースになって、それに人間が関わっ

て、自然を保全しながら利用し、自然の恵みを引き出して地域で回っていくという、そういう自

立・分散、地産地消型の社会というのは、2018 年の五次計画の前の段階で言っている。それを受

けた形で、自然局が事務局になって、地域循環共生圏構築事業という予算を取って、全国何か所

かでやって、そういう事業が先行しているのです。 

 2012 年度から温対税が入り、段階的に増えていく中で、税収はバイオマスの利用には使える一

方で、木を切ることには使えないということで、政治的な動きもあった。環境省としては森里川

海プロジェクトを立ち上げるという話もしてきて、結果的に森林環境税はできたのだけれども、

森林環境税との直接リンクというよりは、もっと大きい地域循環共生圏の文脈で、森里川海プロ

ジェクトを真の国民運動にしたいというのがある。 

 

 「環境・生命文明社会」との関係 

僕が作った言葉と言えば、「環境・生命文明社会」です。生命体としていろいろなものがネット

ワークして生態系を作って、人も微生物も森も木も野生生物も、そういうものが織りなしている

状況が健全で続いていくというイメージがあって、だから生命という文脈を入れないと、次のサ

ステナブルは語れないだろうと、いまだに僕は強く思っているのだけれども、生命という言葉を

どうしてもこだわって入れたいと。富山から東京に帰って立ち上げた NPO のものづくり生命文

明機構は、そういう生命文明という発想を持っているのです。その辺もヒントにして、全体が生

命生態系システムのうちであるということをみんなが感じる世紀、時代に変えなきゃいけないな

という強い思いがあります。 

 具体的な施策を打ち出すとなると、2014 年の意見具申の時点では、環境省がハブになって、い

ろいろな各省の施策ともリーチをかけながら変えていきますという連携をうたっているのです。

地域ということ自体がありとあらゆる、インフラから健康施策から商業施策から全部を持ってい

るわけで、そういう状況で環境省がコンセプトを出しながら、自治体や本省ベースでの各省と連

携するということ。それが出たときには、ネットでは、環境省殴り込み、宣戦布告みたいな記事

も出たような気がしたけれども、端牌で環境施策を何となくやっているというよりも、経済・社

会のど本流だという発想で、みんな発想を変えろというのは僕の号令なのです。そういう意味で

生命系のシステムというのは、僕はいつも人の体に例えて言いますけれども、37 兆個の細胞が１
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個１個全部活性して、要するに毛細血管で循環しながら、神経系統の電子シグナルでネットワー

クを張っていると。かつ、細菌データも、腸内細菌を含めて 1,000 兆個以上の細菌と共生してい

るわけだけれども、37 兆個プラス 1,000 兆個という生き物の集まりが自分だと。１個１個の細胞

が生命発生以来の情報を秘めたＤＮＡを持って、命の織りなしたものなんだという発想を持って

いて、その視点でもう当然ボトムアップ型なんです。上から目線じゃなくて。１個１個がみんな

頑張ろうよという視点で。そうすると自立・分散って生命システムの本質だと僕は思っていて、

当時、岡山の例とか出しながら、地域で回していけばお金も潤うし、雇用もできるでしょう、地

域資源をうまく使ってやっていけばいいでしょうみたいなのが出てきたころだと思うし、そうい

うのとも呼応しているわけです。 

 

 持続可能な開発目標（SDGs）との関係 

この地域循環共生圏の構想は 2014 年の意見具申だから、環境省は、SDGs の前に環境・経済・

社会の統合的なイメージを持っていたというのは事実で、SDGs ができたからそれを取り入れた

わけではないのです。そういう大きく文明社会を変えるんだぞという背景には、東日本大震災で

とてつもなく人類の見直しが迫られた中で、これだけ被害が、犠牲者もある中で、やっぱりそれ

を受けて一歩いいものにしたいじゃないかという気持ちがあったわけです。 

 

 地域循環共生圏の具現化と国内の広がり 

第五次環境基本計画を作ったとき、「でんでんだいこ図」（図１）という、農山漁村と都市とで、

その背景に森里川海があって、農山漁村と都市とがかみ合って連携するという絵があったが、そ

れだけではシンプル過ぎて、もっといろいろ、町のインフラの在り方とかエネルギーシステムの

在り方とか移動システムの在り方とかライフスタイル全般とか、どういうふうに地域循環共生圏

の文脈で落とし込むかという話になって、曼荼羅（図２）づくりになった。 

 曼荼羅ができて、これを地域地域で自分に落とし込んでよというキャンペーンを始めるわけ。

地域循環共生圏を環境基本計画の政策のど真ん中に閣議決定までして位置づけて、これでやるっ

てなったときに、環境省がどうこれを進めるかという議論になったのです。曼荼羅を各地域で共

有してもらって、地域の固有名詞というか、リアルに地域循環共生圏のエレメントを落とし込ん

だものを地域で持ってもらって、補助メニューを入れて、自治体に手を挙げてもらって支援する。

並行して、地域循環共生圏づくりプラットフォームを作り、これを仕掛けましょうということ。 
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図 1 地域循環共生圏のイメージを示した「でんでんだいこ図」 

 

 

 
図 2 地域循環共生圏の様々な視点をすべて落とし込んだ「曼荼羅」 
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 先行地域としては、いくつかのパターンがあって、真庭市が森林パーツとか、小田原市みたい

に中堅都市バージョンとか、北岩手 13 市町村の広域での横浜市との連携型だとかあるが、この地

域循環共生圏に脱炭素というフックが、なかなかかかりづらいことがある。エネルギーを真正面

からやって、地域を脱炭素化するということが今、急遽すごい大テーマになっている。他方で、

エネルギーに触れない地域循環共生圏の曼荼羅のパーツをやっているという事業もある。地産地

消型の観光をやろうとか、自然再生型の干潟を使って何かしようかとか。それも地域循環共生圏

の一部でいいのだけれども、今この CO2 が減るというメルクマールに沿った展開というのを環

境省がぐっと押さなきゃいけない局面で、地域のインフラや、移動や、エネルギーや、食など、

ありとあらゆるものが脱炭素化していくというときに、環境省がハブになって、政策を集中投下

して動かせるか。2014 年の構想が本当にリアルに 2050 年カーボンニュートラル、そして新たな

中期削減目標として、あと９年で（2030 年度に 2013 年度比）46％って打ち出したから、これを

かじ取らなきゃいけない役所だという、とてつもなく重い。国・地方脱炭素実現会議のアウトプ

ットというのは、カーボンニュートラルというフックをかけてダイナミックにしていく、対策の

ステージを上げているということで、今までやってきた蓄積のところも何とかついてきてもらい

たいところはある。一方で、エネルギーにリーチがかかっていないようなところでも、それはそ

れで立派な成果を出しているのだけれども、カーボンニュートラルの風を１回浴びて、もう１回

全体がバージョンアップするように。今まで作ってきたプラットフォームは生きるのだけれども、

国・地方脱炭素実現会議のアウトプットたるプラットフォームは、それこそガッーっとバージョ

ンアップしたイメージになるわけで、本当にそれがバージョンアップして動けるかという問題な

のです。環境省が 46％削減を引っ張っていけるかという真価が問われる。やればやるほど難しい

のだけれども、やりがいはある話なので、しっかりやりましょうよということに尽きるのです。 

 

 海外への展開 

CO2 が減って、資源循環がうまくいき、自然も豊かで、その中で生き生きと生きているという

のは世界に押しなべて必要な姿で、誰も多分、否定できないと思っていて、地域循環共生圏とい

うのを作ったところから海外に展開していくイメージはあった。海外まで本当に広がると、世界

中が環境・生命文明社会になるという、かなり広いイメージなので、アジアや ASEAN の中で、

地域循環共生圏を英語にして、インドネシアのバリの会議に出したりしているのです。最近、よ

り効果的だと思うのは、自然の生物多様性の文脈でやってきた SATOYAMA イニシアティブを地

域循環共生圏のバージョンアップという形で出していったらいいなということ。都市空間であろ

うが何であろうが、自然と人が調和して、技術を使って、地産地消型で、自然調和型でやってい

るライフスタイルであり、地域でありというイメージを、世界に浸透している言葉も使いつつ展

開するということだと思っています。 
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 地域循環共生圏の次のステージ 

１つ僕がこだわりたいのは、環境・生命文明社会という名前そのものを維持するかは別にして、

次のステージで全てが生命システムであるというところ。組織の在り方を見ても、機械を軍隊的

に動かす系列の上下システムではなくて、１個１個の細胞が生きているという意味でのネットワ

ークであるティール組織型というか、そういうのが DX の世界でも合った組織の在り方だし、生

命体として、それぞれが創発的にポテンシャルを開花して、みんなが全体感を持ちながら自分の

持ち味を本気でやると、全体も調和してよくなっていくようなこと。全てがつながってビッグデ

ータに全部アクセスできるのだから。そういう時代というのは、一人一人の生命パワーというか

ポテンシャルが開花するように自分が研さんしていくということ。物質循環を効率化するという

循環のイメージって非常に分かりやすいのだけれども、それにエコロジカルな発想で生命体とし

て共生しているというところがどうしても欲しいなと思っているんです。だから、地域循環共生

圏の英訳としての「サーキュラー＆エコロジカルエコノミー」っていい言葉だと思っている。そ

して、共生というところを解きほぐしてほしい。やっぱり神羅万象全て命を持ってみたいな、そ

ういう日本人の精神観をベースにして、みんなが腑に落ちる社会像、文明の在り方というところ。

何がサステナブルなのかはまだまだ深める余地があって、ヒントとしては地域循環共生圏と環

境・生命文明社会ってとがった概念を出していると思うけれども、そこを深めてほしい。DX が

進み、AI が進み、そういう中で、人、生命、そういうものの在り方、本質が問われているのです。 

 

―― 了 ―― 
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話し手 中井 徳太郎 氏 環境事務次官 

1985 年 大蔵省入省、2016 年 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、2017 年 総合環境政
策統括官、2020 年より現職。 

 
（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 
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パリ協定の締結（2015 年）1 
話し⼿ ⾼村 ゆかり ⽒ ・ ⽥中 聡志 ⽒ 

同 席 ⼤井 通博 ⽒ 

 

 

 気候変動の国際交渉への関わり 

―――皆様は、いつからどのような形で気候変動交渉に携わり、気候変動枠組条約第 21 回締約国
会議（COP212）（パリ、2015）に、どのような⽴場、役割で御参加されましたか。 

 

○⾼村 気候変動の交渉に関わるようになったのは、京都議定書が合意された後、遵守⼿続が交
渉議題になっていた頃です。もともとオゾン層保護のモントリオール議定書の遵守⼿続など環
境条約の順守を⾃分の研究テーマとして研究していたのですが、加藤久和先⽣が座⻑の検討会
が環境省で⽴ち上がり、それに参加したことから関わるようになりました。 

 遵守⼿続は、当然京都議定書の規定をどう守らせるかというものですから、議定書の規定が
わからないといけないということで、COP5（ボン、1999）の前の補助機関会合（SB）から参加
し始め、COP6（ハーグ、 2000）から参加し、その後、SB やアドホックワーキンググループを
含めて全部の会合を制覇、参加しています。気候変動の交渉というのはご存じのとおり⾮常に
オープンで、交渉もかなり透明な形ですから、外から拝⾒しながらこの 20 年間に及ぶ交渉にお
付き合いしてきました。 

 

○⽥中 私は 1985 年に⼊庁し、⼤気保全局企画課だったのですが、⼤気保全局でも英語の資料の
翻訳といった勉強が始まった頃です。その後地球環境部ができて、気候変動枠組条約に参加し
て、COP3（京都、1997）を誘致するぞとなって、環境庁としても本格的に取り組み始めたと思
います。私は 1997 年当時ワシントンの⽇本⼤使館にいたので、⽶国とのやり取り等から交渉の
中⾝との関わりが出てきましたが、6 ⽉にニューヨークで国連環境開発特別総会があった時に
初めて徹夜の議論に加わったのが始まりでした。7 ⽉に東京に帰ってきて、そこから地球環境
部のチームの⼀員として京都議定書の中⾝の議論に深く関わり始めました。 

 COP3 後は少し離れていたのですが、また地球局に帰ってきてワルシャワ（COP19,、2013）、
リマ（COP20、2014）、パリという 3 つの会議は地球局担当の⼤⾂官房審議官として本格的に議
論に加わりました。⼤⾂も含めてハイレベルが参加される時にはそのサポートを当然しますし、
環境省、経産省、外務省の 3 省を中⼼とする体制で交渉に当たっており、環境省としてはミテ

 
1 このインタビューは、2021 年 2 ⽉ 3 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 

2 締約国会議（COP︓Conference of the Parties）。COP21 の開催期間は 2015 年 11 ⽉ 30 ⽇〜12 ⽉ 13 ⽇。 
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ィゲーション（緩和策）やアダプテーション（適応策）を含めて様々なワークストリームを幅
広く担当し、取りまとめていました。 

 

○⼤井 私が初めて参加したのは COP3 で、地球環境部企画課の国際ラインにいて応援として京
都に⾏き、交渉の裏⽅⽀援をやっていました。京都から戻って、「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」（温対法）の法案作成の作業部隊に配属されたのが気候変動に関わった最初になりま
す。温対法を作った後、しばらくブランクがあってパリの OECD から戻った 2011 年 7 ⽉に交
渉官となり、ダーバン（COP17、2011）に初めて交渉官として参加し、そこからパリ（COP21）
までの交渉 5 回は全部出席しました。COP の参加回数は 8 回です。 

 

 京都以降の国際交渉、コペンハーゲンショックを乗り越えて 

―――京都議定書では先進国のみが削減義務を負い、⽶国が途中脱退したため、⽶中が⼊らない
枠組みでした。新しい枠組みを⽬指す中で⽇本はどのようなものを⽬指していたのでしょう
か。 

 また、COP15（コペンハーゲン, デンマーク, 2009）では、京都議定書以降の枠組みが合意
できませんでしたが、その後、COP21 までどのような経過をたどったのでしょうか、また
COP15 の教訓というのはどのように⽣きたのでしょうか。 

 

○⾼村 京都議定書の採択から COP6、COP7（マラケシュ、2001）までの焦点は、京都議定書の
ルールを作って動かすということだったと思います。 

 中国、新興国の排出量が 2000 年代の半ばから顕著に増えてきて、京都議定書の第⼀約束期間
が近づくにつれてその問題がハイライトされてきます。京都議定書の削減⽬標を約束した各国
で規制や対策強化の議論が出てくると、削減⽬標を持っていない、しかも排出量が伸びてきて
いる国をどうするのだという議論が⾼まってきたのが、2005 年の COP11（モントリオール）か
ら、2007 年の COP13（バリ）にかけてであったと記憶しています。 

 ⽇本が重視していたことは、⽶国が⼊れる枠組みであり、そのために全ての国が参加して、
主要国が国際的な何らかの約束をするということです。ですから、2012 年までは京都議定書で
⾏き、2013 年以降は⽶国が⼊り、新興国は少なくとも何らかの国際的な約束を持つ、そういう
枠組みを⽬指していたと思います。2000 年代のそうした新しい枠組みの議論は、いろいろな制
度のアイデアが⾏政や研究者の中から出てきた⼤変⾯⽩い期間でした。 

 2009 年の COP15 は本当に想定外のことがたくさん起こった忘れられない COP でした。多分
どの国から参加した⼈も、終わってしばらくはコペンハーゲンショックでぼう然としていた。
これは市⺠社会も同様で、コペンハーゲンの失敗でショックを受けて、その機会に離脱した
NGO の⼈たちもいました。COP をホストするということは、国の威信がかかり、関係国との
事前の調整も含めてしっかり準備をしなければならないということが教訓化されたと思いま
す。その教訓を踏まえて COP16（カンクン、2010）以降、ホスト国、その前後の COP の議⻑国
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の三国で連携した運営が、かなり意識的に⾏われるようになった。 

 次の南アフリカ・ダーバンで開催された COP17 では、その後の交渉の⼤きなフレーミングを
合意し、それがパリ協定につながった。そういう意味でダーバンは―史上最⻑の COP でしたが
―、実質パリ協定の基盤を作ったという意味で⾮常に重要な COP だったと思っています。 

 

○⽥中 京都議定書は法的拘束⼒があり、かつ数字まで書き込んだかなりハードなもので、それ
で途上国は参加できず、⼆分化した世界が作られたわけです。排出状況から⾒ても、政治状況
から⾒ても、当時はそれでよかった。しかし、その後、様々なものが変わる中で新しい仕組み
を作っていかなければならないという⼤きな流れを感じました。 

 京都とパリの間の⼤きな空⽩がありましたが、そういう⼤きな世界的な政治状況の中で、う
まく議論がかみ合っていかないと、気候変動の交渉は動かないと痛感しました。 

 コペンハーゲンの結果は、欧⽶社会だけではなくて、中国や主要途上国にとっても教訓とな
っていて、あまり反対ばかりでは国際的な世論も国⺠的にももたなくなっていた。そういう中
で、総論としては、全ての国が参加して実効性や意味のある枠組みを作ろうと、誰もがそう思
っていたのでしょう。 

 しかし、各論ではそれぞれの国の利害は当然異なっていて、CBDR（共通だが差異ある責任）
という条約の原則を重視する考え⽅、排出状況や経済社会の現状を踏まえた意味のあるものに
していこうという考え⽅など、様々でした。緩和、適応、実施⼿段等、いろいろな側⾯が全部
絡み合い、更に島しょ国にとって最も重要なロス＆ダメージ（気候変動による損失と被害）や、
経済影響に対する対応なども加わり、私が担当していた 3 年間は、議論を進めることが⼤変難
しかったです。さらに、国連の会議特有の意思形成⽅法も物事を難しくしており、途上国と先
進国の対⽴が厳しさを増していた。交渉におけるテキストの作り⽅、議⻑の権限等で合意でき
ず、最後まで物事が前に進まない状態が続いていた。 

 それで、ワルシャワからパリに向けては、⽶中や欧州も含めて主要国が、MEF（エネルギー
と気候に関する主要経済国フォーラム）、G7（先進国⾸脳会議）、G20（20 か国・地域⾸脳会合）
などの場で、少しずつ議論を積み重ねることで物事が進んでいったのだと思います。⼤きな政
治的な議論があった⼀⽅で、もっと細かな、議論の仕⽅等とか多くの試⾏錯誤を重ねながら、
最後は全てがうまく組み合わさっていったのだと思います。 

 

○⼤井 ⽇本が京都議定書の次に何を⽬指していたか、と⾔った時、各省いろいろな思惑があっ
たと思いますが、政府全体としては「全ての主要国が参加する枠組み」ということで、⽶中が
参加しない枠組みに⽇本が参加することは避けたかったのだと思います。 

 コペンハーゲンの教訓はすごくパリに⽣きていて、パリでは正にヨーロッパ、フランスの威
信をかけて COP21 でまとめるのだというところに向かっていった。 

 パリ協定を作る上で、特に環境省が悩んでいたのは、全ての国が参加する枠組みという部分
と、その上で実効的なものを作るという部分です。京都のように外から押しつけられる⽬標で
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は合意を得られないので、各国が INDC（約束草案）3を出すことになった。しかし、各国が INDC

を持ち寄っただけで実効性ある枠組みができるのか、そういう議論がパリの最後まで続くわけ
です。 

 それから、パリの成功の要因として、過去の様々な教訓を活かしたというのがあります。そ
れは、例えば先進国と途上国が交代で議⻑をやっているとまとまらなかったアドホックワーキ
ンググループ4を、完全に 2 ⼈共同議⻑制にして議論をまとめていったことなどです。 

 

〇⾼村 コペンハーゲンは会議としては失敗だったと思うのですけれども、お⼆⼈の話を聞いて、
次の交渉や合意に与えたインパクトは確かにあったと思いました。 

 

 COP21 に向けて 

――― ⽇本が、2015 年 7 ⽉に UNFCCC に提出した「⽇本の約束草案」をまとめるに当たり、
各省との調整などで苦労した点はありましたか。 

 また、COP21 に向けては、ジュネーブで開催された 2 ⽉交渉会合、ボンで開催された 6 ⽉、
8 ⽉、9 ⽉、10 ⽉の交渉会合、11 ⽉にパリで開催されたプレ COP（閣僚級準備会合）等、頻
繁に会議が開催されましたが、調整が難しかった点についてお聞かせください。 

 

○⽥中 まず国内の取りまとめですけれど
も、⽇本としてどこまで削減できるかとい
うのを考えていく上では、（経産省の所管す
る）エネルギー政策との関係が⼀番の課題、
難題です。今は、エネルギーの需給⾒通しと
か、エネルギー基本計画なり、様々な議論に
早い段階から打ち込んでいるようですが、
当時はまだ、エネルギー政策や既にできて
いる計画との整合性の問題が必ず出てくる
状況だったと思います。環境、⼜は気候変動
サイドでいろいろ議論するにしても、審議
会の合同部会等では、なかなか機動的に議論するというのも難しかったと思います。電源構成
に関して議論することは⾮常に難しかったし、そもそも基本のフレームが所与のものとしてあ
るので、⼯夫できる余地は少なかった。さらに、エネルギーに関することは相⼿の⼟俵での議

 
3 ⽇本の「約束草案」（INDC: Intended Nationally Determined Contribution）は、2015 年 7 ⽉に地球温暖化対策推進

本部において「⽇本の約束草案」として決定された。 
4 アドホックワーキンググループ：「強化された⾏動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会（ADP）」、

「京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会（AWG-KP）」、「条約の下での⻑期的協⼒
の⾏動のための特別作業部会（AWG-LCA）」という 3 つのアドホックワーキンググループがあった。 

⽥中 聡志 ⽒ 
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論になることが多かったのかなと思います。 

 約束草案を含めて、私がやっていて⼀番厳しかったのは 2020 年の⽇本の削減⽬標で、途上国
や島しょ国を含めて国際的に相当たたかれました。東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故後の
エネルギー状況を踏まえて我々は最⼤限やるけれども、今できることはここまでということに
ついて国際的に理解を得るということも⼤変でした。それをさらに 2030 年に展開していくと
なると、国内で合意を得ることも、ましてや国際的に説明するのもなかなか⼤変だったという
覚えがあります。 

 それから、COP21 に向けての様々な調整は本当に⼀進⼀退というか、毎回同じことを繰り返
し、それが延々テキストに残っていく。論点が全部複雑に絡んでいたということもありますし、
最初から 5〜6 のパーツに分けて議論していて出来上がりの形が全く⾒えず、それぞれパーツ
の関係はみんな考えが全く違っていたということがありました。そういう頭の整理はしながら
も、最後まで形が⾒えない状態がずっと続いていたように思います。 

 

○⼤井 「⽇本の約束草案」に関連し、国際的な背景を⼀応説明しておくと、INDC については、
できる国は 2015 年の第 1 四半期までに作成することが、2013 年の COP19 におけるワルシャワ
決定で決まっていて、2014 年の COP20 で INDC にどういう情報を含めるのかということが決
まった。従って準備期間は 1 年以上ありましたが、⽇本の INDC に実際に含める情報が固まっ
たのは 2014 年末という感じでした。提出締め切りが 2015 年 3 ⽉末だったので、外交上、提出
時期についてかなりハイレベルでのプレッシャーがありました。つまり、先進国は早く出そう、
そうしないと途上国に INDC を出さない⼝実を与えてしまうぞ、ということです。 

 数字に関して私が覚えているのは、⽇経新聞に 15〜20%という数字がかなり早いタイミング
で出た。⼀⽅、環境省はもっと⾼い数字を⾔っていたと思いますが、最終的に両者の数字の間
に落ちたということです。そういう議論の中で時々、国際的な情勢について、内閣官房に環境
省、経産省、外務省の 3 省が集められたので、（国内削減⽬標の担当だった）低炭素室⻑ととも
に⾏って議論していました。実際に数字を積み上げるとどうなるか、そこは政府としてもこだ
わりがあったので、その点は低炭素室にお任せしました。 

 もう⼀つ基準年問題というのがありました。⽇本の今の NDC5（国が決定する貢献）は 2013

年⽐になっていますが、そもそもヨーロッパの掲げる⽬標の基準年は 1990 年⽐になっている
ので、この点は議論になりました。今の⽇本の NDC は 2013 年⽐ 26%となっていますが、実際
に出した NDC では、2005 年⽐ 25.4%というダブル基準年スタンダードのようになっています。
この件については、⽇本の 2020 年⽬標が 2005 年⽐で、⽶国も 2005 年⽐だったこともあり、
2005 年⽐でしょうという話は環境省として随分した記憶があります。でも、結果的には、震災
後の⽇本の状況を踏まえた⽬標という理由で 2013 年⽐と⾔った⽅が、むしろ国際的には理解
されやすかった。 

 COP21 に向けた交渉は、本当にほふく前進でした。先進国・途上国で A 案・B 案を何とかま
とめようと議論していると、さらに C 案、D 案、E 案と、かえってオプションが増えていくと

 
5 国が決定する貢献（NDC：Nationally Determined Contribution） 
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いうようなことをやっていたような記憶があります。 

 その交渉をイシューごとに、緩和、適応、資⾦、技術、透明性と分けて、交渉官がそれぞれ
閉じた空間に⼊って議論するので、全体のバランスもよくわからないままページ数だけは増え
ていくというのが延々続いて、それはパリの 1 週⽬まで続くという感じになったのかなと思い
ます。 

 

 COP21 の現場から〜前半戦 

―――COP21 における交渉の前半部分に関して、３点お伺いします。 

1 つ⽬は COP21 での⽇本政府としての獲得⽬標について、2 つ⽬は COP21 の初⽇に⾏わ
れた⾸脳級セッションの時の⽇本チームや各国交渉チームの状況と、この時点で交渉がまと
まる⾒込み、3 つ⽬は、1 週⽬の事務⽅交渉の状況についてです。 

 

○⾼村 COP19 で、COP21 の前に各国の INDC 提出を合意できたというのは⾮常に重要だったと
思います。つまり、COP21 で⼀から各国の⽬標を議論するのではなくて、各国に準備をさせて
臨ませる、パリに来る前に何らか具体的な⽬標の準備をして持っていらっしゃいという合意が
できた。また、ダーバンの合意で全ての国が参加というのが⼊ったのが重要だと思います。今
から振り返ると、その 2 つがパリでの合意の基盤を作ったと思います。 

 もう⼀つは、中国、インド、⽶国、島しょ国も含めて全ての国の参加ということになると、
京都議定書のように⽬標の達成に法的拘束⼒がある削減⽬標にコミットするという形では合
意ができないということを多くの国が理解し始めていた。ですから、COP21 での交渉を前にし
て、こうした合意に向けた共通の基盤、あるいは相場観が、主要国間で醸成されつつあったと
感じていました。 

 COP21 で、パリ協定の合意ができた 1 つの⼤きな要因は議⻑国フランスの采配だと思ってい
ます。その 1 つが、⾸脳を COP21 の冒頭に呼んで、この場で合意を作るぞという強烈な政治的
メッセージを出したことは、実務レベルの交渉官に対しての⾮常に強いメッセージ、プレッシ
ャーとなりました。 

 また、交渉の状況については、1 週⽬はいつもどおりの、⼀進⼀退でなかなか進まない実務
級の交渉が続いて、1 週⽬の最後でフランスが、1 週⽬の交渉結果を早く我々によこせ、という
形に持っていった。2 週⽬は専ら議⻑国が中⼼となって交渉をまとめました。結果的にはこの
采配は成功だったと思います。 

 

○⽥中 MEF は参加者同⼠が率直に議論できる雰囲気で、そこで相場観が少しずつ共有されてい
たのだと思います。⼀⽅、COP での正式の議論というのは⼀つ⼀つが難しい問題を抱えていた
し、思わぬ論点がいろいろ⾶び出してくるといった状況でした。 

 ⽇本政府の獲得⽬標は、全ての国が参加する意味のあるものを作っていこうということでし
た。しかし、⼀つ⼀つ詳しく⾒ていくと、いろいろなところに論点・争点があり、例えばロス
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＆ダメージは途上国、島しょ国にとっては死活的に⼤事だし、⽶国にとってはここまで踏み込
まれたら絶対駄⽬という線があるし、資⾦は資⾦で⼆分論（先進国と途上国とが異なる削減義
務を負うとするもの）がないかとか、テキストの助動詞がどうか、といった議論があったはず
です。 

 ⾼村先⽣がおっしゃる⾸脳を最初に登場させたフランスの戦略もありましたが、⼀⽅で、最
初に⾸脳が来てしゃべってしまうとそこから後退ができないという国もありました。事務的に
⽤意したものを最後にぼんとまとめてくれるのが普通のやり⽅なのに、普通とは違う⼿法であ
ったし、いい⾯と難しい⾯と両⽅あったと思います。 

 1 週⽬は、基本的にはそれまでの準備会合の延⻑だし、⼟曜⽇になっても、こんな感じで本
当にいいのか、と思っていました。 

 

○⼤井 COP21 での獲得⽬標は、とにかく全ての国が参加する枠組みに合意するというのが⼀番
の⽬標でした。⽇本なりのレッドラインがあるとすれば、資⾦で変なことに合意しないという
ことでした。COP21 の時、⽶国としては中国との間で差異化されるような枠組みや、ロス＆ダ
メージには合意できないという話がある中で、全ての国が参加する枠組みを作るために、⽶国
のそういった懸念を避けるため、⽶国に歩調を合わせるといった感じであったと思っています。 

 そういう中で、環境省としては、緩和の部分で各国の出す⽬標を基にはしながら、しっかり
とした内容にしたいと考えていました。具体的には、各国が掲げた⽬標に向かって対策を取る
ことまで義務にするとか、先進国・途上国を問わず各国の取組を明らかにして透明性をもたせ
る枠組みが必要だといった思いがありました。 

 ⽥中⼤使がおっしゃったとおり、⾸脳が⾔ってしまったら事務⽅は交渉できなくなるという
雰囲気が⼀部にあって、各国それぞれのポジションは交渉官では動かし難く、引き続きそれぞ
れの国のポジションを死守した結果、1 週⽬でさらに⽂章の量が多くなったという結果だった
かなと思います。ただ、1 週⽬を閉じる時に、フランスの議⻑がかなり明確に ADP6議⻑からテ
キストを取り上げて、事務⽅の議論ではらちが明かないという雰囲気に持っていった。その成
果が 2 週⽬につながったと思います。 

 

 COP21 の現場から〜後半戦 

―――交渉が 2 週⽬に⼊り、⽇本からも丸川珠代環境⼤⾂も出席して、閣僚級のセッションが始
まりましたけれども、交渉の状況はいかがでしたでしょうか。また、12 ⽉ 12 ⽇の夜の 19 時
半に COP の⽂書が採択された時は、どのように感じられたでしょうか。 

 

○⾼村 交渉の状況については、フランスが責任を持って COP 議⻑がまとめるという形で⼀任
を取って、議⻑の下、かなり少数精鋭で合意のための⽂書作りをし、それを基にバイラテラル

 
6 強化された⾏動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会（ADP：Ad Hoc Working Group on the Durban 

Platform for Enhanced Action） 
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（⼆国間交渉）を続けていたと私は理解しています。閣僚級でいろいろな議論を進める⼀⽅で、
フランスと主要国・交渉グループとの間で、各国が譲れないところについてバイラテラルで明
確にし、詰めていった。それから、幾つか滞っていた論点について交渉するインフォーマルな
グループでは、⼀番合意に反対しそうな国を議⻑にする。すると最後に出てくる⽂章に、さす
がに議⻑をしていた国は反対できない。そういう意味で、フランスの会議運営は⾮常にうまか
ったと思います。 

 

○⽥中 いよいよ閣僚の議論になり、最初は各国⾔いたいことを⾔うというモードでしたが、夜
にテーマを決めて議論を始めるとモードが変わり、やや⼩さめのところで詰めた議論をしてい
く形になりました。⼀旦議論を議⻑に預けて、議⻑から出てくる⽂書について⼀通りみんなが
⽂句を⾔って、そういうことの繰り返しで、議論をしていても現状をなかなか把握しきれない。
いろいろ奇怪な情報が乱れ⾶んでいる中で、そういったことに閣僚級を通じて対処しつつ、最
後は解釈宣⾔で各国の⾯⽬を保つ形でうまく収めるというやり⽅を⽬の当たりにして、さすが
にハイレベルなタクティクス、⼜はストラテジーだなと⼤変感動した覚えがあります。 

 

○⼤井 ⼤⾂には通常⽇曜⽇に現地に⼊っていただくのですが、丸川⼤⾂に念のため⼟曜⽇に⼊
っていただきました。そうしたら⽇曜から⼤⾂の⾮公式の議論を始めることになって、最初の
議論に間に合ってよかったなというのが 2 週⽬のスタートでした。 

 2 週⽬は、閣僚級でも基本的には各国がそれぞれの主張を⾔い合うという感じの議論をやっ
ていた中で、⽔曜⽇に成果⽂書案のバージョン 1、⽊曜⽇にバージョン 2 というのが出てきて、
それぞれ徹夜の議論となりました。その時、⼤⾂級の議論をしている部屋の各国ごとの⼊場者
数が制限されました。議論のテーマが刻⼀刻変わっていくので、部屋の中で⼤⾂をフォローす
る⼈をその都度⼊れ替えることとなり、そんなことを COP21 の 2 週⽬のかなり慌ただしい状
況でやられて、⼈の⼊れ替えロジも壊滅的な状態で、頭を抱えた記憶があります。その時は、
例えば⼤⾂の発⾔を整えるのにも⼤変に苦労して、丸川⼤⾂の個⼈携帯から、当時の交渉官に
メッセージが来て、交渉官が慌てふためくみたいなことをやっていた記憶があります。 

 そういう徹夜交渉を 2 回やって、⾦曜⽇の朝、フランスの議⻑が「⾦曜⽇は会議をやらない。
あとはバイラテラルで話をするから話したい⼈は議⻑室に来い。その代わり COP21 は⼀⽇延
⻑するから⼟曜⽇にはまとめよう。」と⾔いました。閣僚級で 2 ⽇間、徹夜で議論することで、
議⻑はみんなの話を本当に聞いたという感じにして、さらにバイラテラルで話を聞くという形
にして、最後はフランスに預けさせた。その辺は本当にすごかったと後から思いましたけれど
も、当時は、最終⽇に何もしないって何じゃそりゃ、と思いながらやっていました。 

 ⼟曜⽇の 19 時半頃、最後まとまった瞬間は、ああ終わったな、という安堵感しかなかったか
なという気がします。その前の数時間は、最後これで合意するぞ、という案をチェックしてい
て、⽇本としては問題なさそうと⾔っている中で、先ほど⽥中⼤使が⾔われたような、最後の
奇々怪々な話がありました。 

 もう⼀つ覚えているのは、19 時半頃に、東京に「無事終わりました」と報告したら、東京は
深夜から明け⽅ですけれども、梶原成元地球環境局⻑らからメールが返ってきて、みんなフォ
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ローしていたんだと思ったことは、よく覚えています。 

 

○⾼村 1 つ質問をよろしいでしょうか。パリ協定の⻑期⽬標について、⽇本政府代表団として
は交渉の最終段階での共通認識として、排出ネットゼロにコミットしたという認識だったので
すか。 

 

○⼤井 それは、要するに排出ネットゼロを⼈為的な排出と⼈為的な吸収のバランスと読むのか
どうかという問題だと思います。しかし、COP21 のあの現場ではその問題に対する認識がなく、
あまり明確に議論できていなかったというのが正直なところです。この成果を⽇本国内で発信
する時に、排出ネットゼロは、当然⼈為的な排出と⼈為的な吸収のバランスと読まないとおか
しいと、⾼村先⽣や江守（正多）先⽣の御主張を聞きながら、我々もそれに同意していたよう
な感じでした。 

 

○⽥中 その点は、⼤井さんがおっしゃったように、現場では⼀つ⼀つの合意事項について、い
ろいろな解釈の仕⽅についてぎりぎりと詰めて議論するような局⾯ではなくなっていたと思
います。 

 

○⾼村 ありがとうございます。 

 

 パリ協定合意までの交渉を振り返る 

―――COP21 に対する社会の評価や反応、そして、パリ協定をまとめることができた要因につい
てお聞かせください。また、パリ協定採択に対する皆様の評価や、COP21 で最も印象に残っ
ていることについてお聞かせください。 

 

○⾼村 私は COP21 が終わった後に、外務省で
発⾏していらっしゃる『外交』に、パリ協定が
まとまった要因を書かせていただきました。 

 パリの COP21 から、今につながるパリ協定
後の脱炭素化の流れをうかがわせる印象的な
光景として覚えているのは、NGO はもちろん
ですが、むしろ、ビジネスの⼈たち、投資家の
⼈たち、そういうグループの⼈たちも合意の
成⽴を歓迎していたことです。 

 パリ協定がまとまった要因は幾つかあると
思います。1 つは⽶国のトップ外交で、主要国
から合意に向けた⽅向や⽬標について事前に同意を引き出していたことです。 

⾼村 ゆかり ⽒ 
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 2 つ⽬は会議でのフランスの外交⼒がすごいなと思いました。 

 3 つ⽬の⼤きな要因は、⾮常にバランスがとれた合意の構造です。どの国も決定的に合意が
できないものをうまくかわしながらお互い痛み分けをして作った合意になっている。しかし、
絶対⼊っていないといけないエッセンシャルな、その後の気候変動対策を考えた時に⾮常に重
要なパーツはしっかり⼊っている。 

 また、ビジネスや⾦融のセクターの⼈たちが歓迎していたという話のように、こうした合意
を醸成する社会経済条件の変化と政治状況があったのではないかと思います。合意の 1 つの基
盤として、再エネへのエネルギー転換の動きやお⾦の流れの変化が主要国の中でも認識され始
め、その流れに乗った温暖化対策や実際にイニシアチブを作る動きがでてきた。こうした要因
がもう⼀つあると思うのです。 

 さらに外⽣的な要因としては、パリで発⽣したテロや次の年の⽶国の⼤統領選挙で、合意の
タイミングとしてここを逃せないという共通の認識があったのではないかと思います。 

 

○⽥中 やはり何か気候変動は起きている、何か動かないとまずい、というコンセンサスがあっ
たのではないかと思います。それから、世界で合意を作っていこう、いろいろ⽴場の違いはあ
るにしてもいいものを作ろう、というようなコンセンサスもあったと思います。 

 もう⼀つ、いろいろなところでビジネス、⾃治体、NGO の皆さんが、世界⼀丸となって動い
ていて、こういった外堀が交渉グループを盛り⽴てて促すというように変わってきていたと思
いました。 

 

○⼤井 COP21 でまとめられた要因の背景に、危機感みたいなものはすごくあった。その危機感
は 2 つあって、本当に気候変動が脅威だという危機感と、ここで合意しなければ後がない、と
いう政治的な危機感があったかなと。各国がそういう意味では合意が不可⽋と思う中で、特に
⼆⼤排出国である⽶中がしっかりやるぞというならば、他の国が乗らない理由はないという雰
囲気になったというところがあると思います。 

 そういう中でパリ協定では、各国が取りたいものをどんどん取っていって、すごく野⼼的な
いい形での合意をした。いい要素を取り⼊れてバランスよくパリ協定の案を書いたフランスは
本当に偉いなと思います。 

 

 パリ協定を具現化していくために 

○⾼村 パリ協定には、これだけは今後の気候変動対策を進める上で必要だというものがうまく
⼊っていると思います。その幾つかを申し上げた⽅がいいかなと思います。 

 1 つは、脱炭素化の⻑期⽬標を気温上昇抑制⽬標と具体的な排出削減の⽬標として―前者は
2 条であり、後者は 4 条でもありますけれども―、明確に書いたということだと思います。こ
れが、⽇本も含めて今の世界的な 2050 年カーボンニュートラルという⻑期⽬標がデファクト
（事実上）の⽬標になるような基盤を作っており、結果的に⾒るとこれがその後の気候変動対
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策の⾮常に重要な基盤になっていると思います。 

 2 つ⽬が、5 年に 1 回必ず⽬標を出すという NDC の仕組みです。しかも必ず次の⽬標は今の
⽬標を超える削減努⼒を⽰すような⽬標を出さなければいけない。この仕組みは、各国が気候
変動対策を⻑期⽬標との関係で強化しなければいけないという枠組みをうまく織り込んでい
ると思います。 

 

○⽥中 パリ協定では、枠組条約に乗ってあらゆる国を具体的に関わらせていくためのプラット
フォームを作ったので、これをどう実施していくかという野⼼強化や透明性のメカニズムを実
際に動かし続けていくため、これから更に⼤きな歩みをずっと続けていくことが必要だろうと
思います。枠組み⾃体のエボリューションがさらに必要になっていくのかなと思いますので、
今現役で働いている皆さんや、⾼村先⽣の活躍の舞台は延々と続いていくのではないかと思っ
て期待しています。 

 

○⼤井 先ほど⾼村先⽣が⾔われたことに私も全く同感で、パリ協定がまとまったその時以上に、
合意には意味があったのだなと、今思っています。その後の 5 年間の動きを⾒ると、本当にこ
れは転換点だったのだなと改めて思います。翌年にはパリ協定が発効して、本当にビジネスが
変わり、⽇本政府も変わってきています。 

 他⽅で、⽥中⼤使が⾔われたとおり、本当の意味でのパリ協定の実施ですね。透明性、それ
からグローバル・ストックテイク、こういうものを回しながら実施していくというのは、交渉
ではないですが、国際舞台での作業は残っているという気がいたします。私も、もうしばらく
は頑張りたいと思います。 

 

―― 了 ―― 

 

 

話し⼿ ⾼村 ゆかり ⽒ 東京⼤学未来ビジョン研究センター 教授 

京都⼤学法学部卒業、⼀橋⼤学⼤学院法学研究科博⼠課程単位修得退学。静岡⼤学助教授、⿓⾕
⼤学教授、名古屋⼤学⼤学院教授、東京⼤学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）教授な
どを経て現職。 

 

⽥中 聡志 ⽒ 外務省駐ジンバブエ⼤使 

1985 年 環境庁⼊庁、2013 年 環境省⼤⾂官房審議官（地球環境局担当）、2016 年 公益財団法⼈地
球環境戦略研究機関（環境省⼤⾂官房付）、2018 年 環境省⽔・⼤気環境局⻑、2019 年 退官。 

 

同 席 ⼤井 通博 ⽒ 環境省地球環境局国際連携課 課⻑ 

 

（話し⼿は五⼗⾳順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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付録 COP 開催実績⼀覧表 

COP 開催年 開催地 開催国 

COP1 1995 ベルリン ドイツ 

COP2 1996 ジュネーブ スイス 

COP3 1997 京都 ⽇本 

COP4 1998 ブエノスアイレス アルゼンチン 

COP5 1999 ボン ドイツ 

COP6 2000 ハーグ オランダ 

COP6再開会合 2001 ボン ドイツ 

COP7 2001 マラケシュ モロッコ 

COP8 2002 ニューデリー インド 

COP9 2003 ミラノ イタリア 

COP10 2004 ブエノスアイレス アルゼンチン 

COP11 2005 モントリオール カナダ 

COP12 2006 ナイロビ ケニア 

COP13 2007 バリ島 インドネシア 

COP14 2008 ポズナン ポーランド 

COP15 2009 コペンハーゲン デンマーク 

COP16 2010 カンクン メキシコ 

COP17 2011 ダーバン 南アフリカ 

COP18 2012 ドーハ カタール 

COP19 2013 ワルシャワ ポーランド 

COP20 2014 リマ ペルー 

COP21 2015 パリ フランス 

COP22 2016 マラケシュ モロッコ 

COP23 2017 ボン ドイツ 

COP24 2018 カトヴィツェ ポーランド 

COP25 2019 マドリード スペイン 

COP26 2021 グラスゴー イギリス 
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国⽴公園満喫プロジェクトの開始（2016 年）1 

話し⼿ ⻲澤 玲治 ⽒ 

 

 

 きっかけは観光ビジョン会議への参画 

̶̶̶国⽴公園満喫プロジェクトを検討するに⾄った経緯を教えてください。 

 

私が役所に⼊ったのは 1982 年ですけれども、最初は林野庁に⼊って、11 年間林野庁にいて、
12 年⽬の 4 ⽉に林野庁からの出向ポストがあった当時の環境庁の野⽣⽣物課に異動しました。私
⾃⾝は 2 年で林野庁に戻ると思っていましたが、結果的に戻らずに、そのまま環境省にいること
になったということです。 

 私は、2018 年の夏に退官したのですが、その直前は⾃然環境局の局⻑を 2 年間やって、その前
は同じ局の審議官を 1 年間、その前は現地、九州地⽅環境事務所の所⻑をやっていました。この
国⽴公園満喫プロジェクトに関しては、審議官の頃から話があって、その後、局⻑の間ずっとこ
れに関わっていたというような経緯です。 

 この国⽴公園満喫プロジェクトというものは、観光ビジョン会議（明⽇の⽇本を⽀える観光ビ
ジョン構想会議）というものへの参画がきっかけでした。官邸と国交省とが主体になってやって
いて、動き始めた当時は環境省は関わっておらず、話もあまり来ていなかったと思います。 

 観光ビジョンの会議の場にはいろんなゲストの⽅々が呼ばれて話をするという仕組みになっ
ていたようです。それで、2015 年 12 ⽉頃、阿寒の観光関連企業の社⻑さんが「国⽴公園にはい
ろんな規制があって、なかなかできないこともある。」といった話を会議でされたみたいで、それ
を受けて観光ビジョン会議の事務局から「国⽴公園の規制は緩和できないのか。」といった話が、
国⽴公園課経由で当時審議官だった私のところへ⼊ってきました。 

 それを受けて、「そういうことは難しい。」と守りに⼊ってしまうのは、逆に追い込まれてしま
って規制緩和というところだけとられてしまうのではないかというような思いもあり、「むしろ
積極的にこっちから攻めていった⽅がいいよね。」という話をして、環境省から、こういうことな
らやりますとか、こういうことができますというような提案を出していこうというような形で、
観光ビジョンの議論に参画したわけです。 

 このような環境省として積極的にやっていこうという雰囲気の中で、ではどういう形で、どん
なことをやろうかというのを議論し、「国⽴公園満喫プロジェクト」を⽴ち上げてやろうというこ

 
1 このインタビューは、2021 年 3 ⽉ 19 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は発⾔者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の⾒解ではない。 
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とになったと記憶しています。 

 

 プロジェクトの始動 

̶̶̶国⽴公園満喫プロジェクトでの最初の取組はどのようなことだったのでしょうか。 

 

先程お話ししたように、観光ビジョン会議でいろいろ議論されて、環境省からも様々な提案を
したりして、最終的に国としての観光ビジョン「明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン」というのが
策定されたのが 2016 年 3 ⽉ 30 ⽇です。その中では国⽴公園の活⽤が 10 の柱の中の 1 つになっ
ていて、5 か所程度の国⽴公園を選定して、先進的な取組を進めましょうというようなことが書
いてありました。それを受ける形で、環境省の⽅で国⽴公園満喫プロジェクトを動かし始めたと
いう訳です。有識者会議を⽴ち上げて、第 1 回を実施したのが 2016 年 5 ⽉末だったと思います。 

 具体的に、どの国⽴公園で新しい取組をしようかというのは、国⽴公園がある県にも意⾒照会
をし、それと並⾏して、その選定根拠を有識者会議の中で議論を頂き、さらにその後に県から寄
せられた要望も聴きつつ、最終的に 5 つには絞り切れなくて、それを若⼲はみ出す形で 8 公園を
選定し、そのほかに 3 箇所をそれらに「準じる公園」として選定しました。 

 さらに、2016 年の年末までにそれぞれの公園ごとの具体的な活動内容を策定したステップアッ
ププログラムを作ってもらいました。8 つの国⽴公園ごとに地域協議会を作ってもらい、環境省
の地⽅環境事務所が中⼼に、関係県が⼊り、地元の⾃治体とか、関係の機関にも⼊ってもらいま
した。そして、それぞれの協議会で「この公園をどうしていくのか」といったビジョンについて
議論していただき、ステップアッププログラムを出してもらうと、こういう形を取っていました。 

 インバウンドの⽬標⼈数については 1,000 万⼈としました。当時の国⽴公園のインバウンド利
⽤者が 490 万で、国全体で⼤体倍増という⽬標があったので、やっぱり倍増ぐらいにはしないと
いけないかなというものでした。 

 

̶̶̶対象の国⽴公園の選定の際は、どのようなことに留意されたのでしょうか。 

 

国⽴公園満喫プロジェクト⾃体はもちろん国が中⼼になってやるのですけど、国⽴公園という
のは地域の協⼒なくしては成り⽴っていかないし、特に新しい取組をしようということであれば、
地元が積極的でないと進まないと思いましたので、そういう意味では、地元が熱⼼なことを⼀つ
の⼤きな要素としていました。 

 また、国⽴公園というのは県をまたがって存在をしていることが多く、1 つの国⽴公園で考え
ると、2 つとか 3 つの県にまたがっているところもあるので、そのうちの 1 つの県だけがやりた
いと⾔っても、ほかが乗ってこないような公園では新たな取組というのは難しいだろうというこ
とで、関係県が全部、前向きに取り組んでくれそうなところというようなことも選定基準の⼀つ
になっていたと思います。あとは全国的な地域のバランスとか、それから 8 つのうち 1 つに「阿
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蘇くじゅう」が⼊っていますが、熊本の地震のちょっと後だったので、地震からの復興も兼ねて
阿蘇はやっぱり⼊れた⽅が良いと考え、熊本、⼤分両県に意⾒を伺い、両県とも前向きだったの
で⼊れたという経緯もあります。 

 準じる公園としての 3 公園は、関係県全部はまとまらないけど⼀部の県が⾮常に熱⼼だったと
ころとか、観光客とりわけインバウンドの来訪者が多いといったことを考慮して、準じるような
公園という形で選定しました。 

 

―――有識者会議ではどのような点にご腐⼼されたでしょうか。 

 

2016 年 5 ⽉に第 1 回⽬の有識者会議をやっ
たわけですが、どういう⼈たちに⼊ってもら
うかというのが⼀つのポイントでした。 

 今まで、あまり⾃然局でお付き合いがなか
った観光関係の⼈たちにも意⾒を聴いた⽅が
いいだろうということで、官邸の観光ビジョ
ンの会議にも関わられ、観光関係で本も出さ
れていたデービッド・アトキンソンさんには、
⼊ってもらった⽅がいいだろうと考えまし
た。さらに、インバウンド向けの議論をするの
であれば、⽇本⼈だけでない⽅が良いという
ことで、アトキンソンさんに加えて、ロバート・キャンベルさんにも⼊っていただくべくお願い
に⾏きました。その他にも、涌井（史郎）先⽣に委員⻑をお願いしましたし、観光関係で⺠間の
星野（佳路）さんとか⽯井（⾄）さんとか、メンバーの⼈選からいろいろ頭も悩ませて、今まで
お付き合いがなかった観光分野の⽅々に⼊ってもらって、いろんな議論を⼤所⾼所から進めるこ
とができたと思います。 

 有識者会議の資料作成では、議論の中⾝について先⽣⽅の意⾒も事前に聴いたりしましたが、
記憶に深いのは⼤⾂の積極性でした。資料の原案は事前に⼤⾂に説明していましたが、当時の丸
川（珠代）⼤⾂はこの有識者会議に⾮常に熱⼼で、説明は 1 回だけでなく、また相当に頭の回転
の速い⼤⾂でしたから、こっちが説明しているよりも速く資料をめくって、どんどん資料を⾒て、
ここはおかしい、これはこうしろとか、結構、具体的にチェックが⼊って、そこでもらった意⾒
をもう⼀遍⼊れて修正をしたものを、会議の前にもう⼀遍持っていって、また直されてとかとい
う、⼤⾂への事前の説明にも結構⼒を⼊れました。⼤⾂⾃⾝にも有識者会議には出ていただいて、
⾃然環境局の今までの有識者会議の中ではかなり⼤掛かりで、事前の資料の作成なんかも⾮常に
⼤変でしたけども、やっている⽅も⾮常に勉強になりましたし、いろんな先⽣⽅の意⾒も聴きな
がら、幅広くいろんなことを議論していただくことができたのではないかなと思います。 

 

⻲澤 玲治 ⽒ 
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̶̶̶出発点になった観光ビジョンに関して、ご苦労されたことはありましたでしょうか。 

 

元々、観光というテーマについては、インバウンドをいかに増やすかということが重要な課題
でした。当時の菅（義偉）官房⻑官が⾮常に熱⼼で、観光ビジョンの会議も当時の菅官房⻑官が
主宰でしたから、官邸が引っ張っているようなところがあり、その事務局を国交省・観光庁が務
めていました。 

 観光ビジョンを受けた国⽴公園満喫プロジェクトを実施していくに当たって、プロジェクトの
経過なども観光ビジョンの後継の会議や官邸の会議の場でも報告を時々求められたりしました。
その報告に向けて事務的に資料を調整する中で、観光庁とも、こんな資料の作り⽅がいいのでは
ないかとか、もっとアピールした⽅が良いのではないかとか、そんなアドバイスももらいました。
実際、観光庁とは密接に調整というか、連携をして、やり取りもしていましたね。もっともっと
何か新しいネタを出せとか、かなり発破をかけられたようなところはあったかもしれませんが。 

 

 国⽴公園の保護と利⽤は⾞の両輪 

最初の⽅でのお話ししたとおり、元々はインバウンドを増やすために国内の観光産業としてど
う対応するかというような話の中で、国⽴公園というのは規制が多くて、いろいろうるさく⾔わ
れて、地元としてはやりたいこともなかなかできないよねというところからスタートしています。
ですので、国⽴公園満喫プロジェクトによって⾃然環境局は保護から利活⽤に⽅針転換したと⾔
われる向きがあるかもしれませんが、保護と利⽤というのは、もともと⾃然公園法の中で⾞の両
輪として位置づけられているものです。ですから、保護か利⽤かということではなくて、もとも
と保護も利⽤もということだったのです。 

 それまで⾼度成⻑時代とか、あるいはバブルの頃とか、国⽴公園の中でもリゾート開発をした
いとか、道路や施設などいろいろなものを造りたいという話があって、それに対して、国⽴公園
の⾃然はやっぱり保護すべきだろうという、その保護への期待というのが強い時代が結構⻑かっ
たとは思いますね。いろいろな規制を緩めたことで⾃然が損なわれるとか、そういうことになる
と取り返しがつかないのはもちろんです。 

 しかし、そういう時代はもう過ぎたといいますか、そういう時代を通り越して、今は国を挙げ
てインバウンドを増やそうというような、そういう流れの中で、保護から利⽤に転換をしたとい
うよりは、改めて保護と利⽤の両⽴を図るようにしたわけです。利⽤を積極的に進めるというか、
たくさんの⼈に来てもらおうと思うと、国⽴公園の優れた⾵景とか、優れた⾃然というのは、や
はり守られていないといけない。そうでないと⼈には来てもらえないと思います。国⽴公園の⾃
然を楽しんでもらうということは、守られている優れた⾃然とか優れた⾵景を楽しみに来てもら
うわけですから、利⽤を進めることというのが結局、保護を強化することにもなるということで、
転換をしたというよりは、国⽴公園の利⽤を進めることが⾃然保護の強化にもつながると、そう
いう思いで、このプロジェクトを進めていたという経緯があります。 
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 プロジェクトの後押し―レンジャー議連と国際観光旅客税 

⽯原（伸晃）元環境⼤⾂は、国交⼤⾂をされているときも海上保安庁の現場職員への思いが⾮
常に強かったようですが、環境省時代にも現地レンジャーに対する理解が⾮常に⾼くて、⼤変か
わいがっていただきました。 

 例えば、レンジャーの制服ですが、当時の制服は素材があまり良くなくて、汗はあまり吸わな
くて蒸れ易い、汗をあまり吸わないから⾮常に危険で、⼭なんか⾏くと、下⼿すると低体温症に
なりそうな、それぐらい素材が悪い。レンジャーにあまり評判がよくなくて、制服といいながら、
あまり着ていないレンジャーが多かったですね。そういうことが現場から⽯原⼤⾂の⽿に⼊り、
この際レンジャー服を⼀新しろというので、デザインも含めて、素材もいいものにしていただい
て、制服に関する規定も改めて作ったりしたということがあります。⽯原⼤⾂の号令⼀下で制服
が改められて、それ以降、現場のレンジャーも、みんなきっちりレンジャー服を着るようになっ
て、そういう点では⽯原⼤⾂のおかげでレンジャーの制服が⾮常に良くなったという、そんなこ
ともありましたね。 

 その⽯原元⼤⾂が会⻑を務められているのがレンジャー議連、即ち国⽴公園レンジャー振興議
連です。これは、国⽴公園満喫プロジェクトが動き出す前にできていました。既にお話ししたよ
うに、⽯原⼤⾂はレンジャーへの理解が⾮常に深く、現役の頃から、「俺は⼤⾂を辞めたらレンジ
ャー議連を作るぞ」と⾔われていたのです。私が審議官になったのが 2015 年 7 ⽉だったかと思
いますけれども、着任後すぐに、⽯原環境⼤⾂時代に⼤⾂直々の「⼤⾂室にレンジャーが 1 ⼈欲
しい」との希望に沿って秘書官を勤めていたレンジャーから、「⽯原元⼤⾂がレンジャー議連を作
りたがっているので、動いてもらえませんか」と⾔われました。「分かった、動くよ。」といって、
⽯原⼤⾂当時の政務秘書官の⽅にも相談して、⼀緒にいろいろな⽅に議連の⽴ち上げをお願いし
ました。それで、レンジャー議連が発⾜をしたのが 2015 年 11 ⽉ 27 ⽇でした。⾕垣（禎⼀）先⽣
とか、⼤⾂経験者である⼤島（理森）先⽣や⼩池（百合⼦）先⽣などに顧問になっていただいて
第 1 回のレンジャー議連が開かれました。 

 そのレンジャー議連が、本当にたまたまなのですけども、官邸の観光ビジョンの話が来る直前
に⽴ち上がっていたという経緯があって、その後、観光ビジョンの策定や国⽴公園満喫プロジェ
クトの予算とか⼈員について、種々に相談をしてご協⼒を頂いたというようなことがありました。
特に、定員の確保に関しては、議連としても何とかしろとか、あるいは⽯原先⽣⾃⾝がレンジャ
ーをもっと増やせとかいうようなことも積極的に⾔っていただいていたので、そういう後押しは
⾮常に⼼強いものとして感じておりました。 

 また、「明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン」の中でも、その 10 本の柱のうち⽂化財と国⽴公園、
その 2 つが 2 ⼤柱ということでしたので、観光庁のほか、⽂化庁、環境省、そういうところに国
際観光旅客税を使ってもらうことで良いのではないかというような話が官邸や観光庁辺りでは
ちらちら出ていたようです。観光庁の⻑官だけでなく次⻑さんや課⻑さんとはよく話をしていま
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した。それがどう効いたかは分かりませんが、観光庁からはいろいろ情報も頂きつつ、環境省と
しての要望も伝えたりして、そんなこんなで、環境省にも配分を頂いたのだと思います。 

 

 プロジェクトの成果−特に国⽴公園オフィシャルパートナー制度について 

̶̶̶国⽴公園満喫プロジェクトの成果について、どのように考えますか。 

 

国⽴公園について、今までやっていないこと、こう変わったのだということを⽰すことが当時
は求められていたというのはありました。したがって、新しいことにもいろいろ取り組んで、そ
れぞれ⽬標を⽴てて、その事項ごとにいろいろ新しいことをやっていましたし、その後、最近の
ことも含めて、いろんな取組があって、国⽴公園満喫プロジェクトの成果というのは、それなり
に上がっているのではないかなと思います。 

 国⽴公園満喫プロジェクトを実施することによって、国⽴公園の利⽤の推進に取り組んだとい
うのはもちろんですけども、その過程で地域とのつながりの強化というのにもつながったと思い
ますし、それまでほとんどお付き合いのなかった観光庁との関係も強化されたと思います。 

 それから、国⽴公園のオフィシャルパートナーという新しい仕組みを導⼊しました。⺠間の企
業に国⽴公園を応援してもらおうということで、スポンサーのようにお⾦を出してもらうのでは
なく、国⽴公園の応援団として、⾃ら国⽴公園をこうしようというような提案とか、⾃分たちで
こんなことができますよというような、そんなアピールをしてもらうような、そういう取組を新
たに導⼊しようというものです。⺠間企業との連携というのも、今まであまりやっていなかった
のですけども、そういうこともできたのかなと思います。このオフィシャルパートナーも私のと
きに始めてから、つい最近のパートナー締結式では 100 社を超えたというところまで増えてきて
いるようですし、そういう新しい展開なんかも進めることができたのではないかなと思っていま
す。 

 オフィシャルパートナーの仕組みというのは、私が⼤分前から、どこかでそういう仕組みを導
⼊できないのかと考えていたものです。⾃然環境局の取組の中で、何か企業の協⼒を得る仕組み
ができないのかという思いがありました。それで、現地にいるときや、ほかの野⽣⽣物関係の仕
事をやっているときに、トキとかツシマヤマネコとか、そういう絶滅のおそれがある動物の保護
のためにこういう取組をしますというプロジェクトを⽴ち上げて、それを、別にスポンサーでは
なくて、その企業としても応援していますよと、そういう宣⾔だけでもしてもらうような、そん
な仕組みができないのかなと思っていました。ただ、そういったことは 1 つの地域の 1 つの種の
ことだったので、何かあまり広がりがないかなと思いつつ、実現する場もありませんでした。そ
れが国⽴公園満喫プロジェクトをやる中で、全国の国⽴公園全体を対象に、国⽴公園に関して応
援団になってもらうには、この機会はちょうどいいのではないかと思って、オフィシャルパート
ナーというのを導⼊しようということで始めたというような経緯があります。 

 企業の⽅も積極的に⾃分たちとしてはこういうことを取り組みますとか、いろんな企業、広報
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⼒を活⽤するような、そういうようなこともできるようになりましたし、⺠間と⼀緒になって国
⽴公園を盛り上げようというような動きになってきたのではないかなと思います。 

 

 国⽴公園の認知度は⾼まったか 

̶̶̶国⽴公園満喫プロジェクトを開始するに当たり、やろうと思っていて⼗分できなかったこ
とや苦労したことはありますか。 

 

個別にはなかなか出てきません。しかし、いくつか申し上げますと、国⽴公園満喫プロジェク
トの⽴ち上げの頃には、新しいことも含めていろんなことをどんどんやろうというふうにしてい
ました。しかしながら、とはいっても現地の地⽅環境事務所も含めて、局全体が⼀⽷乱れず動い
ていたかというと、必ずしも、そうではなかったかもしれないです。ついて来られない部分もあ
ったのではないかなと思います。それでも、1 つの事務所が動かないからといって全体を動かさ
ないのではなくて、とにかく、⾛るだけ⾛れとか、とにかくやれとか、そんなことを国⽴公園課
の担当者に⾔ったようなこともありましたけど、5 年近く経って、今は、もうそういう点も⼤分
改善されてきているのではないかなと思います。 

 あとは、国⽴公園に対する認知度というのは、当初に⽐べると⼤分⾼まってはいると思うので
すけど、私⾃⾝、環境省を離れて改めて思うのは、まだまだ世の中的には国⽴公園というのは、
環境省の⾃然局が思っているほどには認知はされていないのかなというのは、やっぱり外へ出て
みて改めて思うという点でもありますね。 

 具体的に⾔うと、この国⽴公園満喫プロジェクトはインバウンドを誘致すること、つまり国⽴
公園を旅の⽬的地として選んでもらいたいという思いがあって始めました。今、4 年、5 年が経
ち、いろいろなことをやってきてそれなりに成果は上がっているとは思います。しかし週末の新
聞なんかで、いろいろなツアーの広告を⾒ると、⾃然の豊かなところへのツアーもいっぱいあっ
て、例えば⼩笠原とか、利尻・礼⽂とか、⽯垣・⻄表とかと、そういう⽂字が⼤きく踊っていた
りするのですが、広告の中⾝を⾒てみると、いずれも我々からするとまさに国⽴公園なのですけ
ど、利尻・礼⽂のところも、⽯垣・⻄表のところも、国⽴公園というのは⼀⾔も書いていないの
です。国⽴公園だから⾏こうという感じではなくて、⽯垣・⻄表だから、利尻・礼⽂だから⾏こ
うとなっている。それぞれの地域のネームバリューがそれなりにあるからだとは思うのですけど、
「国⽴公園だから旅の⽬的地にしよう。」といったところまでは、なかなか今のところは達成でき
ていないのかなと思います。もうちょっと国⽴公園に対する世の中の認知度というか、国⽴公園
に⾏きたいねと⾔ってもらえるように、もっとなればいいかなという思いは今も持っています。 

 

 国⽴公園の未来像 

̶̶̶国⽴公園の未来像について、課題や期待をお聞かせください。 
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国⽴公園を管理する組織について⾒ると、環境省の現地の組織、事務所として、地⽅環境事務
所というのはあるのですが、その下にある国⽴公園の管理事務所というのは、⼤昔はありました
ね。それがだんだんなくなっていった。 

 国⽴公園満喫プロジェクトの有識者会議を⽴ち上げるときにロバート・キャンベルさんのとこ
ろに説明に⾏ったときに、「アメリカには国⽴公園事務所というのがあるけど、⽇本にもあるので
しょうか。」とかというふうに聞かれて、「いやあ、それがないのです。」とかいう話をしたことが
あります。その辺がヒントになったと私⾃⾝は思っていますが、国⽴公園を盛り上げていこう、
国⽴公園に来てくださいとかという中で、国⽴公園単位の事務所がないというのは、やはり何と
かしたいなということがあって、国⽴公園単位の事務所を復活させるというか、改めて作るとい
う意識で、国⽴公園単位の中部⼭岳国⽴公園管理事務所とか、⼤⼭隠岐国⽴公園管理事務所とか
いう、そういう国⽴公園の名前を冠した国⽴公園単位の事務所を作りました。今も作りつつある
と思いますが。 

 それから現地のレンジャーも、少し前までは⾃然保護官と⾔っていたのですが、これはかつて
は国⽴公園管理官と⾔っていました。⾃然環境局の業務が⾮常に幅広くなって、現地の⼈間が国
⽴公園だけではなくて野⽣⽣物の業務とかすごく幅広い業務をするようになったので、それに伴
って国⽴公園管理官ではなくて⾃然保護官という職名で国⽴公園の管理もするというようなこ
とになったわけです。けれども、国⽴公園単位の事務所で国⽴公園のレンジャーとして仕事をす
るのであれば、やっぱり国⽴公園管理官という名前の⽅がふさわしいだろうということで、これ
も形の上で復活をさせつつあります。 

 そういうような形で徐々に変えていきつつありますが、それに伴って現地の国⽴公園のレンジ
ャーの国⽴公園管理官の定員を増やしてきたりして、体制とか、組織とか、そういう部分は改め
られつつあるのかなと思います。 

 それから、そういう形のことだけではなくて、いろんな取組が現場でも進んでいると思います
けども、そういう利⽤を推進するための取組、それをプロジェクトベースだけではなくて制度的
にも確かなものにするために、⾃然公園法を国会で議論していただくといったことも含めて国⽴
公園満喫プロジェクトの流れが今も続いているということ、これが後世に残すべきレガシーなの
かなと思います。 

 

̶̶̶最後に国⽴公園の関係者に対するエールをお願いします。 

 

⽇本の国⽴公園というのはアメリカの国⽴公園とは違って地域制公園で、関係する機関が⾃治
体も含めて本当に多岐にわたるから、なかなか国⽴公園としてのまとまりというのがアメリカの
ようには発揮できないというジレンマを持っていると思います。 

 どうすればいいかというのはなかなか答えがないのですが、国⽴公園というのはやっぱり地域
に根差したものだし、やっぱり地域にいかに溶け込むかというか、本省よりは地域に根差したも
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のなのだと思います。そういう意味では地元、現地が中⼼になるというのは、それはそれでいい
のでないかなと思っています。 

 ただ、それだけでもなく、地域の中で国⽴公園としての⼀体感というか、県とか市町村とか、
あるいは観光協会とか地元の旅館組合とか⺠間も、その中にいる農業とか⽔産とかやっている業
者の⽅々も全部含めて、地元の⼈たちにとって、やっぱり国⽴公園っていいよねとか、国⽴公園
ということで⼈を呼ぼうとか、そういうふうに思ってもらうためには、何かまだまだやるべきこ
とがたくさんあるのだろうと思います。あり過ぎて何からやればいいのかよく分からないという
こともあるけど、もっともっと地元を国⽴公園単位で結束させるというか、そういうふうな⽅向
に何とか持っていければいいのかなという気がしています。 

 

―― 了 ―― 
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話し⼿ ⻲澤 玲治 ⽒ ⼀般社団法⼈ ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構 専務理事 

1982 年 農林⽔産省⼊省、2014 年 環境省九州地⽅環境事務所⻑、2015 年 ⼤⾂官房審議官（⾃然
環境局担当）、2016 年 ⾃然環境局⻑、2018 年 退官。 

 

（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 



 

 
 

記録編-34-1 

環境省五⼗年史 

気候変動適応法の制定（2018 年）1 
話し⼿ 梶原 成元 ⽒ ・ 鎌形 浩史 ⽒ ・ 三村 信男 ⽒ ・ 森下 哲 ⽒ 

同 席 髙橋 ⼀彰 ⽒ 

 

 

 気候変動の影響及び適応との関わり 

―――いつからどのような形で気候変動の影響や適応の問題に関わっていましたか。 

 

○三村 私は、1991 年から、環境省の途上国
⽀援の予算で中国や南太平洋の調査を始め
ました。国際機関から、アジア・太平洋では
中国と南太平洋の島国の将来影響が⼤きい
けれども研究がない、⽇本で⽀援して進め
てくれないかという要請が来たということ
でしたが、南太平洋には年に 2、3 回⾏って
調査・研究をすることになりました。フィジ
ー、⻄サモア、トンガ、ツバルなどに⾏った
わけですけれども、海⾯上昇やハリケーン
の影響が⼤きかったり、島国なので⽔資源
に困っていたり、⾷糧問題も⼤変でした。そ
の頃はそのような実証的研究はほとんどな
くて、研究成果を国際会議で発表したり、地
元で報告したりしたのですが、島国の⼈か
ら、こんなに⼤きな影響が出て、将来もしか
したら住めなくなるかもしれない。⼀体
我々は何に希望を持って⽣きていったらい
いんだといった質問を受けたのです。その当時、私はそれに対する答えを持っておらず、影響
を⽰すだけではだめだと強く思いました。それで、どのようにこの問題に対応したらいいのか
を考え始めました。 

 1996 年か 1997 年頃、また島国の会合に出たら、彼らが living with global warming と⾔い始め

 
1 このインタビューは、2021 年 4 ⽉ 12 ⽇に⾏った。⽂中に記載されている組織の名称や⼈物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発⾔内容は各発⾔者の責任によるものであり、必ず
しも環境省の⾒解ではない。 

ツバルでの調査（1995年） 
（三村 信男 ⽒ 提供） 

侵⾷激しい海岸、ヤシの並⽊が倒れている 

フィジーでの調査（1995年） 
（三村 信男 ⽒ 提供） 

標⾼はほとんど0m 



 
 

記録編-34-2 

気候変動適応法の制定 

ていたのです。ウィズ温暖化ですよね。温暖化、気候変動の影響が進む中で、それを受け⽌め
て⾃らの⽣活を再構築していくという話だったわけです。「適応策」という⾔葉は知っていまし
たけれども、政府の⽀援もあまりないような現場のコミュニティで⼈々がそういうことを考え
始めているのに⾮常に強い衝撃を受けました。将来⽇本でもそういうフェーズになるときが来
ると考え、2000 年前後から、適応策の必要性を学会で発表したり議論したりということを始め
ました。これが私の中で「適応策」を社会的課題として認識した経緯です。 

 

○梶原 適応の話は、温暖化交渉の席から始まるのですけれども、そのときにはあまり重視され
ていたわけではなくて、国際交渉は京都議定書の京都ルールを作るということに終始していま
した。 

 この分野で私の最初の⼤きな関わりというのは、地球環境局の総務課⻑だったときに、環境
研究総合推進費のＳプロジェクトと呼ばれる戦略研究プロジェクトで気候変動の影響に関す
る研究を始めるのか始めないのかという議論をしたときです。当時、地球環境局は⾮常に忙し
かったわけですけれども、研究調査室⻑の塚本（直也）さんに、研究という形でどんどん進め
ておいてくれというお願いをした記憶があります。 

 三村先⽣にＳプロジェクトのリーダーとなっていただき、国のいろいろな研究機関、つまり
国交省の研究機関や農⽔省の研究機関をまとめていただきました。ここから適応の話が動き始
めました。 

 

○鎌形 気候変動適応の法制化の準備段階に関わりました。2016 年夏、梶原さんの後に、地球環
境局⻑に着任し、適応の法制化というのを⼤きな課題として引き継ぎました。並⾏して、⻑期
ビジョンという形で、気候変動対策の将来の姿の構築を検討しており、こちらも結構苦労しま
した。このような中で、気候変動適応というのは適応策をとるということだけではなくて、影
響というものを科学的に捉えて、それに対してどのように適応していくかという⽂脈で私も捉
え、適応を政策の中の 1 つの柱にしなければいけないという思いを持って取り組みました。 

 法制化に関しては梶原さんも⾮常に苦労されたということでありますけれども、私⾃⾝は、
どうやってその雰囲気を作っていくかということに汗をかきました。法制化は、⾃分がやるつ
もりだったのですけれども、代わってしまうということで、後任の森下さんに引き継いで、し
っかりと仕上げていただきました。 

 

○森下 私は、この気候変動適応法は本当にすばらしい、⼤事な法律だと思っております。環境
法の新たな分野を切り開いた法律だと⾃負しています。法律名は⽂字数が短ければ短いほど実
は格が⾼いのだという霞が関のセンスがありまして、この 7 ⽂字の法律というのは、例えば⼤
気汚染防⽌法といったものと並ぶ、⼀つのバックボーンになるような法律だと考えています。
法律策定に携わった全ての⼈間、これは法制局の参事官の⽅々も含めて、そういう思いがあっ
て作り上げた法律だと思っています。研究者の皆様⽅、そして⾃治体の皆様⽅、もちろん関係
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省庁の皆様⽅、ありとあらゆる⽅々に御協⼒いただかないと実施していけない法律でもありま
す。また、三村先⽣と浅野（直⼈）先⽣のお⼆⼈の重要な先⽣⽅にずっと引っ張ってきていた
だきました。いろいろな⽅々の取組がこういう形になっており、御協⼒いただいている⽅々に
御礼を最初に申し上げます。 

 

 気候変動の影響とは ―科学的な知⾒の収集― 

―――2005 年以降、環境研究総合推進費などで気候変動の影響や適応に関する科学的な知⾒を積
み重ねてきましたが、研究や政策をどのように進めていきましたか。また、地域への影響が
明らかになり、地域の取組をどのように進めましたか。 

 

○三村 2005 年から 2009 年まで、環境研究総
合推進費の戦略研究の S-4 を担当し、⽇本の
影響評価に関する研究を⾏いました。各省庁
の研究者も含めて、防災、⽔資源、森林、農
業、健康、感染症などへの影響について集ま
って研究をやろうと呼びかけたら、結構みん
な喜んで参加してくれて、⼤学と研究所が⼀
緒になって⼤きな研究を⾏いました。それで
最終的に、⽇本全体の影響分布図や被害が何
兆円に及ぶかといった経済的評価を含めた
レポートを作って 5 年間のプロジェクトを
まとめました。この研究成果は、プロジェクト終盤の 2008 年と 2009 年 5 ⽉に、環境省の記者
会⾒室で記者発表させてもらったのですけれど、テレビカメラも⼊って部屋が満杯になって、
⾮常に⼤きく報道されました。その後、研究室に全国から、私の町ではどうなりますかとか、
⾃宅の前の海岸は将来どうなるのかといった電話が掛かって来ました。影響予測を出したら、
多くの⼈たちが⾃分の場所での対応を考え始めるきっかけになったということです。 

 翌年から始まった S-8 という次の戦略研究の中で、⽇本全国ではなくて地域レベルでの影響
を予測する研究を⾏うことになりました。影響予測によってそれぞれの地域で適応策を構想で
きるようにすることを研究の⽬的にして、⾃治体の取組に関する研究班も置きました。S-4 も
S-8 も国⽴環境研究所の肱岡（靖明）さんが幹事役をやってくれて、多くの若い研究者が⾮常
に熱⼼に進めてくれたのが印象的でした。S-8 の成果は今の適応計画のベースになっていて、
実は⽇本全国に対して統⼀した前提条件（シナリオ）の下で各分野の影響を評価した結果は今
でも少ないのです。 

 

○梶原 科学的な知⾒に関して、中央環境審議会に気候変動影響評価等⼩委員会を作りました。

三村 信男 ⽒ 
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30 ⼈くらいの委員でしたが、各省庁がこの分野ではこの⼈が頼りといったような先⽣が全部⼊
っていただいたと思います。だから、この場で述べられる知⾒には誰もノーと⾔えなかったわ
けで、それはある意味ものすごいことなのです。純粋な科学者集団の専⾨委員会となったこと
にはとても⼤きな意味があったと思います。 

 もう⼀つ、国際的な動きを⾔うと、最初の頃、例えば 1990 年代、2000 年より前の国際会議
ではあまり「アダプテーション（適応）」の議論をした記憶がありません。ただ、2001 年に、環
境庁が環境省になって半年ぐらいして川⼝順⼦環境⼤⾂が外務⼤⾂になられるのですけれど
も、その頃には安全保障分野で気候変動の影響が結構議題になっていて、川⼝外務⼤⾂がイギ
リスの外務⼤⾂と⼀緒になって国連の安保理（安全保障理事会）の場で気候変動を議論したの
です。もう 20 年前ですが、そのときに climate security という概念が公式の場に登場し、気候変
動は難⺠問題、⾷糧問題、⽔問題が戦争の種になる、世界の不安定要因になるといったことが
安全保障上の課題として取り上げられてきました。 

 

○森下 お話の流れで、国⽴環境研究所の取組に対してお礼を申し上げておきたいと思います。
理事⻑でいらっしゃった住（明正）先⽣、渡辺（知保）先⽣、歴代のトップが適応に関する取
組を⾮常に強化してきてくださって、それが法案にもつながって、今の気候変動適応情報プラ
ットフォーム（A-PLAT）につながってきています。また、原澤（英夫）先⽣を始め研究者の⽅々
も⾮常に多⼤なる貢献をしてくださいまして、確か法案の審議のときにも原澤先⽣に御協⼒い
ただいたと記憶しています。そういった形で本当にいろいろな⼈たちの協⼒があってこそだと
思います。 

 

 世界中の最新の科学的な知⾒を⽇本から発信（IPCC 横浜総会） 

―――2014 年 3 ⽉に横浜で IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関する
政府間パネル）第 5 次評価報告書の第 2 作業部会報告書（影響・適応・脆弱性）がまとまり
ましたが、その受け⽌めを教えてください。 

 

○三村 横浜での IPCC 総会は⾮常に⼤きかったなと思います。何しろ IPCC のレポート、第 2 作
業部会の報告書をまとめる総会を⽇本でやるということですから、国内の関⼼は⾮常に⾼かっ
た。これは当初、たしか 5 ⽇間で Summary for Policymakers（SPM）の 40 ページぐらいの⽂書
をセンテンス・バイ・センテンスで承認していくということだったのですが、5 ⽇間では終わ
らなくて、6 ⽇⽬の午後 3 時頃になって終わりました。もめる要素がいろいろありました。全
部が承認された後、部屋⼀杯に集まったマスコミの⽅に、この IPCC の報告書の成果を伝えた
ことを⾮常に印象深く覚えています。 

 それからもう⼀つ、この第 5 次評価報告書の中で⼤きな特徴だなと私⾃⾝が思っているのは、
緩和と適応の関係をきちんと⽰した結論になったということです。というのは、WG2 の対象は
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影響・適応・脆弱性ですから、緩和については WG3 に任せてあまり触れないというのがそれ
までの形だったわけです。ところが、気候変動が更に厳しくなってくると、ここを超えてはも
う適応できないという限界点も⾒えてくるわけです。それで、主要な結論として、⾃然環境と
⼈間社会が適応できるレベルに温暖化を抑制するように緩和を進める必要がある、というメッ
セージが WG2 のレポートの中に込められたのです。これは、気候変動対策の柱が単純に 2 つ
あるのではなくて、それらの相互関係を⽰したということです。そうすると、⼈間社会・⾃然
環境が適応できる限界の気温上昇や、緩和と適応の役割分担でどこまでリスクが減らせるかが
次の研究テーマになります。IPCC に 30 年以上関わってきましたけれども、横浜の総会は⾮常
に印象的な会議で、結論としてもかなりクリアなものになったと思っています。 

 

 法制化への挑戦 

―――影響評価報告書の検討が進む中で、2014 年度には温対法（地球温暖化対策の推進に関する
法律）の改正による適応計画の法制化を⽬指しましたが、どのような考えからでしょうか。
また、各省の反応はいかがでしたか。どのように調整して、最後にどのような論点が残りま
したか。 

 

○梶原 2014 年から 2015 年にかけて、我が国の 2030 年までの削減⽬標の約束草案、後に⾔う
26％⽬標の国内調整をやっていました。また、G7 で⽇本が議⻑国を務める伊勢志摩サミットが
あって、G7 環境⼤⾂会合もやらなければいけないといった状況にあり、様々なことを局を挙げ
て並⾏して⾏っていました。その中で、法制化をやることにしたのですけれども、地球環境局
の中では割ける⼈員が⾮常に少なくて、担当していただいた⽅々には、⼤変ご苦労を掛けてし
まった記憶があります。 

 何でやろうと思ったかというと、世の中で適応の話が⾮常に盛り上がっていて、今法制化で
きなくていつできるのだという感覚がありました。 

 適応という⾏政課題が表に出てきた段階では、⾃然を相⼿にする事業官庁には⼤きな葛藤が
あったと思います。国⼟交通省旧河川局（⽔管理・国⼟保全局）はどのように頻発する洪⽔に
対処しようかと考えていただろうけれども、インパクトが⼤き過ぎて⾃分たちだけでは物が⾔
い出しにくかったのだと思います。対策の前提となる降⽔量を上げるとしたら何兆円かかる、
これまでの事業の全⾯⾒直しになるという議論を⾃分から⾔わなくてはいけないが、どう⾔お
うか悩んでおられたと思います。また、農業試験所で⾔うと、品種改良をこれまでもいっぱい
やっていたのだけれども、これをさらに⼤々的にやらないと⽇本の農業は持たないとは、なか
なか⾔えなかったのではないか。これは想像ですけれども。そういう中で、この気候変動の適
応の研究の場があって、みんなでこれは⼤変だということが共有できたのだと思います。問題
意識が研究者側で⼤きく育ち、⾏政課題になって、⾏政側が後ろを振り向いたら、研究者の⽅々
が全員そうだそうだと⾔う。ですから、適応をやらなければいけないということに対しては誰
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も反対と⾔えない状況が既に法制化の前にあったのだと思います。 

 そういう意味で法制化に向けた最⼤の貢献者はこの研究グループで、これが⽇本で環境問題
として適応の法制化が⽐較的スムースにできた最⼤の理由だと思います。適応というのは⾮常
に⼤きな意味を持っていて、例えば旧河川局の全予算をどの⽅向に導くかという問題や、農⽔
省の予算の半分以上をどうするかという問題にもつながる可能性があります。そのような⼤き
な影響⼒を持つものが霞が関で 1 つにまとまるというのは⾮常に稀有なケースだと思います。
だから、さっき「新しい分野を切り開いた」と森下さんがおっしゃっていましたけれども、環
境省にそんなものをまとめさせるのはどうかという発想が出てきてもおかしくはないわけで
す。 

 そういう構造になっているものだから、適応というのは何の⽬的のためにやるのか、適応の
対象になっている温度上昇というのは⾃然要因もあり⼈為的なものだけを分離できないため
温対法の法⽬的から外れているのではないか、そもそも環境省の所掌なのか、環境省設置法で
読めるかなど、いろいろな議論になってしまいました。最初にそもそも論でこじれるので、後
が結構⼤変になって、後の鎌形さん、森下さんには⼤変御迷惑をかけたと思います。 

 

 法制化の再チャレンジ 

―――2015 年の 11 ⽉に適応計画を単独で閣議決定しましたが、その意義をどのように考えてい
ましたか。 

 

○梶原 やはり法律を作るという議論とは別
に、いろいろな知⾒をまとめていただいて
いており、それを何かの形にしておかない
といけない。適応計画を作ることが温対法
改正の⽬的だったのですから、この計画⾃
体は何とかして残したい。しかし、環境省単
独のものではなく、環境省が提案して霞が
関全部がちゃんと認める形である閣議決定
にしたかった。そうなると、内閣全体が縛ら
れる計画になりますので、⼤きな前進にな
るのです。また、以後の法定化にもつなが
ると理解していました。 

 

―――2017 年度以降の動きについて、それまでの経験も踏まえて、法制化に向けてどのように⼯
夫していったのでしょうか。また、各省との調整や法案の作成で最も苦労した点はどのよう
な点でしょうか。成⽴の決め⼿となったのは何でしょうか。 

法制化を祈念して丸川環境⼤⾂（当時）が 
サインしたポロシャツ（梶原 成元 ⽒ 提供） 
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○鎌形 梶原さんから引き継いだときは、そ
の年に温対法の改正をやって、それには適
応を⼊れることができず、その前の年に閣
議決定で計画を作っていた。正直なところ、
閣議決定である形ができたということと、
法律がない中でも 1 つの政策になったとい
うことで、ある意味で⾮常に冷たい⾒⽅を
すると、霞が関の世界では凪のような状態
に⼊らんとしていた時期だと思うのです。
ただし、前任の梶原さんからの引継ぎでは
かなり厳しくというか、ものすごい情熱を
感じるような、何とかせにゃならんということは受けたつもりでした。 

 そのときに 2 つのことを考えました。 

 1 つは、先ほどのように中央環境審議会に動いていただくことで世の中に雰囲気を作るとい
うことです。中央環境審議会の気候変動影響評価等⼩委員会で、世の中に適応政策というもの
を国のルールとして、あるいは組織・仕組みとして作っていくということの必要性を訴えかけ
ていく必要があると思いました。その中で、ある意味、既に枠組みというかお座敷は出来上が
っていて、なかなか動きにくい⼈にも関⼼を持っていただくことが重要でした。そこで、適応
関連のビジネスというのですか、そういうものの可能性をその委員会でも取り上げてもらった。
ただ、当時はまだあまり熟度が⾼くなくて、要は損害保険会社とか住宅メーカーなどに来てい
ただいてヒアリングして、気候変動が進んだ世界でのビジネスの在り⽅は変わるし、変わる中
に 1 つのチャンスがあるということを展開していました。そういう雰囲気作りに努⼒したとい
うことです。 

 表の世界では、気候変動対策を進めるために科学的知⾒をいかに集積して、それを国⽴環境
研究所が中⼼になっていかに整理していくかということと、いろいろな政策を実⾏に移す上で
地域の取組をコンソーシアムという形でそれぞれまとめていって、その後も、地域の特性を踏
まえてどういった課題の影響評価を重点にするか、といったことも地域それぞれが取り組む、
そのような仕組みを作ることについての議論を頂いていたということです。⽔⾯下の世界では、
法制化に向けて議論を進めていかなければいけないということで、ありていに⾔うと、炭素税
の問題と切り離して考えるというようなことをどうやって理解してもらうかということが中
⼼になっていたと思います。恐らくそれは森下さんの時代にも引き継がれて、いろいろ⼯夫さ
れて今の法律になっているのだと思います。 

 

○森下 実は私が引き継いだときには⾻格もほとんど全てできていました。 

 

鎌形 浩史 ⽒ 
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○鎌形 例えば温対法から切り離して気候変動適応法にするとか、ある意味形式論なのですけれ
ども、そういったことで前回の法制化チャレンジの際に議論になったそもそも論を乗り越えて
前に進めるようにしたということはありました。本筋ではない議論で霞が関が⼀⽣懸命になる
典型だと思いますので、あまり将来・現役の⽅々が真似するようなことではないと思いますけ
れども、そんなこともやったということです。 

 もう⼀つは、私の記憶によると 2017 年の夏、⾃分がまだ地球環境局⻑をやっていた頃だと思
いますけれども、その頃にそれぞれ与党⾃公から法制化の背中を押すような報告を頂くという
ようなことがあったと記憶しています。 

 そういった流れで、閣議決定で終わっては⽇本全体、国⺠の意思としてのルールにならない
ということを強く感じましたし、⾃治体が動くにしても法律があるということが重要だという
思いがあったので、何とかしたいという思いだけは強く持って、途中の仕掛かりの段階で森下
さんに引き継いだということであります。 

 

○森下 政治家のイニシアチブも⾮常に⼤きなものがありました。⾃⺠党の環境・温暖化対策調
査会⻑は北川（知克）先⽣だったと思うのですけれども、北川先⽣も閣法でしっかりやるのだ
というお考えをお持ちになっていて、それを政治主導でまとめていこうという強い意志とリー
ダーシップを発揮されています。環境・温暖化対策調査会で、関係する部会の部会⻑⼜はその
代理の先⽣⽅を全て集めて、気候変動適応法の議論をまとめていくというプロセスを踏んでい
ました。 

 そういう⼤きな座敷を作っていただいたということも、その後の気候変動適応法の成⽴に向
けた⼤きな後押しになったと思っています。法律ができたのが 2018 年 6 ⽉で、同年 12 ⽉の施
⾏になったのですけれども、12 ⽉中旬に、施⾏記念のセミナーを東京で開かせていただきまし
た。その頃、北川先⽣はお体の具合が悪くなっていらっしゃったのですけれども、このときだ
けは俺は来て話をするんだと⾔って熱くお話をしてくださいました。その後お⽬にかかること
がないまま世を去られてしまったのですけれども、気候変動適応法の成⽴に向けた熱いお気持
ちを持たれていたと思います。北川先⽣が亡くなった後、それを引き継いでくださったのが望
⽉（義夫）先⽣ということで、望⽉先⽣も⾮常に強いイニシアチブで、その後、適応の法律の
実効性を上げるという意味でも⼤きな貢献をしてくださった。本当にこのお⼆⼈の⽀えなくし
て法律はできなかったと感じており、感謝しています。⻤籍に⼊られてしまって本当に残念で
すけれども、今でも⾒守ってくださっているのではないかと思っています。 

 法律⾃⾝は、閣法になると議員⽴法ではない制約が出てくるのですが、例えば法律事項をど
うするのだとか、そういう法的な要件がありました。それがうまく、国⽴環境研究所の独法の
⼀部の規定を変えることでクリアできて、歴代の環境省職員の⾮常に献⾝的な努⼒で無事法律
の案ができました。 
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 法律の施⾏と効果 

―――法律が成⽴したことによって適応策の取組は加速しましたか。また、法律ができてよかっ
た点なども教えていただけますか。 

 

○三村 適応の法制化では、私は 3 つポイントがあると思っています。1 つは、気候変動の影響
というのは⽔とか農業だけではなくて⾮常に広い範囲に及ぶため、全省庁が参加して協⼒する
形になる必要があることです。 

 2 番⽬は、影響は地域性があって、地域を中⼼に作らなければいけないので、地⽅⾃治体な
どの取組を重視する必要があることです。 

 3 番⽬に、不確実性の問題をどうするかという点です。⾃治体の⼈と話していると、まだ先
が分からないと⾔われている問題に対してどうやって政策を打つのかということをよく⾔わ
れました。イギリスの気候変動法などを参考にして、5 年に⼀度、影響評価を⾏って適応計画
の⾒直しをするとか、決め打ちではなくて順応的に対応する仕組みが重要だと以前から⾔って
いたのですけれども、今の法律はそうなっています。法律の仕組み⾃体が⾮常にうまくできて
いるなと私は感⼼して⾒ています。 

 

○森下 全省庁との関わりというのは本当に⾮常に重要で、特に国交省とか農⽔省とか、地域で
どういう影響が出てくるかということを具体的に評価してみようというところまでの協⼒関
係ができておりました。 

 地域性の話は、特に技術にも関係してくるところだと思いますけれども、ダウンスケーリン
グという⼿法で、今は 5km あるいは 1km メッシュで、地域がこの先 50 年あるいはその先にど
うなっていくのかというところまである程度の確からしさを持って予⾒することができ、⾮常
に重要なツールであると思っています。国内はもとよりですけれども、これは国外、例えばア
フリカでの協⼒でも、サブサハラで東の⽅が温暖化の影響が出てくるのか、あるいはもっと⻄
の⽅に出やすいとか、そういう国際協⼒のプライオリティづけみたいなところも含めてダウン
スケーリングの⼿法が使われている。こういうことも含め、国内外で適応のアプローチを展開
していかないといけないと思っています。 

 気候変動適応法ができてよかった点ですが、「適応」というのが⾔葉の市⺠権を得たというこ
とも⾮常に重要なことで、新聞に「適応」と書いてくださいよと新聞記者さんに⾔っても、「適
応」と書いた瞬間にデスクではねられるんですよという話をよく記者さんから聞いていました。
この法律ができてからは「気候変動適応」という⾔葉が普通に使っていい⾔葉になった、とい
うことは⼤きな変化だったなと思います。 
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○梶原 僕からは、気候変動適応法の意義と
して 2 つ指摘したい点があります。1 つは、
恐らく⾃治体にとって地球環境問題という
のは他⼈事だったのが、⾃分事になったと
いう意味で、⼤きなインパクトがあったこ
と。地球環境局の⾏政というのは、今と違っ
て当時は⾃治体にはあまり関係なかったの
です。もちろん地球温暖化対策計画の都道
府県計画とか市町村計画はあるにしても、
地⽅にお⾦は⾏かないし、補助⾦もないと
いう世界でしたから、先進的な⾃治体を除
いて⾃⾝のテーマとしてはとらえにくかった⾯がありました。適応という問題を前にして、よ
うやく住⺠と共感できる⾃分事のテーマが⾒つかった。それが「気候変動」という名前ととも
に国⺠に定着していくということが 1 つ。 

 もう⼀点は、緩和の説明をするときに、1.5℃上がると⼤変なんですよ、3℃上がるとこんな
⼤変なんですよと⾔うのだけれども、全然実感がないのです。適応という議論の中で、実際の
影響が理解できたり、必要な対策が形になってくると、実感として理解してもらえるようにな
る。もちろん被害の現実化というのも⽚⽅にあるのだけれども、適応の世界がどんどんその内
容があらわになっていくことによって、緩和をちゃんとやらなければいけないということにな
って、緩和の促進役になってくれたのではないかと思っています。 

 

―――どうもありがとうございます。地域の話に関して、浅野先⽣のご指導の下、他の地⽅に
先駆けて、九州地⽅環境事務所が、管内の⽀分局、県、有識者の先⽣と⼀緒に、気候変動
の影響の知⾒をまとめていましたので、この場を借りて共有いたします。 

 

 今後に向けて 

―――当時を振り返って、⼼残りだった点、よかった点はありますか。現在も気候変動の影響に
よる災害の激甚化など、適応策の必要性は⾼まっていますが、今後の適応策の推進について
コメント・感想がありましたら、お願いします。 

 

○三村 1 つは、今、気候変動の影響が、これまでとは違う新しいステージに⼊った、あるいは
⼊りつつあるのではないかと私は思っているのです。というのは、⾮常に印象的だったのは
2019 年の台⾵ 19 号で、144 か所もの堤防の破壊が起きているのです。要するに、1 つの台⾵に
よってこれほど堤防が被害を受けたのは今までなかったのではないか。これはずっと⻑い努⼒
をして作り上げてきた国⼟の防護レベルを⾃然災害の⼒が超えつつあることを意味していて、

梶原 成元 ⽒ 
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ほかの分野でも同じようなことが現れる可能性がある。そういう意味では、将来の影響をより
きちんと把握して、予⾒的な適応をしっかりやっていくことが重要だと思います。 

 2 番⽬は、気候変動の影響が激しくなって、昔は地球環境の問題だったのが、その影響が⾃
分たちの毎⽇の⽣活に及ぶようになってきたということです。地球環境問題が登場したときの
標語は think globally, act locally ということで、地球レベルで考えるという視点が我々にはすご
く新鮮だった。今は、世界各地に現れている影響に対してどう対応するかを考える時代に⼊っ
た。つまり、地球環境問題が地域の問題になった。最近私は、think locally, connect globally とい
うことを⾔っているのですが、地域で起きていることをもっとよく研究して、それへの対応を
世界で共有していく、そのような視点が重要なのではないかと思っています。 

 3 番⽬に、これからの適応策の捉え⽅です。従来は、気候変動による悪影響を何とかして元
に戻す、つまりマイナスをゼロに何とかして近づけるというように捉えられやすかった。しか
し、適応策と他の課題を組み合わせることによってマイナスであったものをプラスに転化して
いく、例えば安全・安⼼で持続可能な地域社会をどう作るかとか、それは地域循環共⽣圏など
の発想にも通じると思うのですけれども、そのように前向きに捉えることが重要だと思ってい
ます。 

 

○梶原 未来に向けてですけれど
も、環境省が、国交省であれ、農
⽔省であれ、関係省庁にこの分
野で信頼されることが⾮常に重
要で、そのことが環境省の⾏政
を進めるし、助けると思うので
す。ポイントは、科学をまとめる
というところを重視することで
す。科学的な知⾒を提供して、具
体的な政策は各省に任せるとい
うようなスタンスが極めて重要です。ついつい予算化するとか事業化するということをやりた
くなりますが、そうすると各省から信頼されなくなる可能性があります。ぜひそういう将来の
環境⾏政の⽴ち位置の 1 つの在り⽅として、⾮常に⼤切で⼤きな分野、責任を担っているのだ
ということを理解して、その上でみんなと⼀緒にやるのだという発想を持っていた⽅がいいと
思います。 

 

○鎌形 気候変動適応分野は、科学に⽴脚した⾏政という意味で⾮常に優れたといいますか、研
究の世界、科学的知⾒を集積するというネットワークの世界で進んできたこと、そしてそこで
課題とされてきたこと、そういったものを全てまとめて、法律という形で作り上げてきた。本
来全ての⾏政はそうあるべきかもしれないけれども、珍しいケースなのかなと思います。この

インタビュー⾵景 
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法律の体系の作り⽅は、科学に⽴脚して物事を⾒極め、ネットワークを組みながら地域で対策
を進めていくようになっており、これが⾮常に⼤切だと思います。環境政策を進めていく上で、
政治の動きとか世の中が何を求めているか、そちらにも⽬を向けろということをかなり現役の
皆さん⽅には⾔ってきたと思うのですけれども、そればかりいくと、科学に⽴脚しない、思い
つきや流⾏に乗って政策を進めるということになりかねない部分がある。もちろん、政治のア
ジェンダの中⼼部分に環境を据えてもらうということは⾮常に⼤切なことではあるけれども、
その前に、何をすべきか、どういう⽅向に向かっていくべきかということについて、科学に⽴
脚するという原点を忘れてはいけないと思います。現役の皆さんには、この法律の構造を環境
政策全体の構造にしていくことを期待します。 

 

○森下 3 点ほど⼿短に申し上げたいと思い
ます。 

 1 点⽬は、当時気になっていたこととし
て、領⼟、領海や排他的経済⽔域など、そう
いう話につながる議論があります。つまり、
気候変動が⼤きな影響になって島が⽔没す
るような話になったときに、どういう議論、
どういう影響が沸き起こってくるかという
のがすごく重要なことだろうと思っていな
がら、なかなかそこに踏み込んだ議論をや
る余裕がなかったというのがありました。
よく考えておく必要があるのではないかなと思います。 

 2 点⽬は、私は、これからの環境省の⼤きな役割として、⾃然とか⽣物、⽣態系、⽣物多様
性、そういったものの変化をしっかりとデータ化して、それをいろいろな⼈たちに提供すると
いう役割を果たしていくのが⾮常に重要なことではないかと思うのです。今後、いかに⼤きな
変化がこれから起きようとしているか、きちんと理解した上で、その役割を果たせるような役
所になるというのがこれからの環境省の⼤きな道ではないかなと私は思っています。科学技術
でそういったデータを集めて、デジタル化して、共有して、加⼯するというところで環境省が
⼤きな役割を果たしていったらいいのではないかと思います。 

 3 番⽬が、サスティナビリティの施策とのリンクです。気候変動と何か、例えば農業だった
り、⾷糧だったり。今は気候変動×防災というところに特にフォーカスが当たったりしていま
すが、正しいアプローチだと思います。例えば⽔素を作るということになると⾷糧の問題が出
てくると思いますし、何か新しいことを⾏うとするとどこかでコンフリクトを⽣じます。それ
をいかにミニマイズして⼈々が穏やかな⽣活を送れるかというところで科学的な知⾒を準備
していくということが極めて重要ではないかと思っています。 

 

森下 哲 ⽒ 
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○髙橋 ありがとうございます。お話にもありましたが、気候変動適応はあらゆる分野にまたが
るものであり、環境⼤⾂が議⻑で各省庁が参加する気候変動適応推進会議に、昨年から防衛省
も参加し、ほぼすべての省庁で適応の推進を⾏っています。今後とも御指導いただければと思
います。 

 

―― 了 ―― 
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1984 年 環境庁⼊庁、2016 年 環境省地球環境局⻑、2017 年 ⼤⾂官房⻑、2019 年 環境事務次官、
2020 年 退官。 

 

三村 信男 ⽒ 茨城⼤学名誉教授、地球・地域環境共創機構特命教授 

 

森下 哲 ⽒ いであ株式会社 取締役副社⻑ 環境測定担当 兼 環境創造研究所⻑ 

1986 年 環境庁⼊庁、2016 年 環境省⼤⾂官房審議官（地球環境局担当）、2017 年 地球環境局⻑、
2019 年 地球環境審議官、2020 年 退官。 
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海洋プラスチック対策（2019 年）1 
話し手 小野 洋 氏 

 

 

 富山県での海洋プラスチック汚染問題との出会い 

東日本大震災の後ですから 2012 年ぐらいだと思います。富山県生活環境文化部に出向する機

会があり、そこで次長兼 NOWPAP（North West Pacific Action Plan：北西太平洋地域海行動計画）

地域活動センターの所長に就任いたしました。そこが海洋プラスチックごみ問題について取り組

んでいました。日・中・韓・露という 4 か国で海ごみに取り組んでいて、富山県としてもレジ袋

を辞退するという運動を最初に始めていますし、海ごみに大変熱心に取り組んでいましたので、

本格的に海洋ごみについて携わったという意味では、富山県に赴任した 2012 年ぐらいからです。 

 その後に本省に帰ってきて、除染などを担当した後、当時の廃リ部（廃棄物・リサイクル対策

部）、今でいうと環境再生・資源循環局の企画課長に着任いたしました。その時には海洋プラスチ

ックごみという話を結構耳にするようになっていたと思います。その後に地球環境局の審議官に

なって G7、G20 も担当するようになりましたので、国内というよりも国際面から海洋プラスチッ

クごみ問題に携わるようになりました。海ごみ自体は昔からありますし、日本も海ごみに悩まさ

れてきた立場ですが、海洋プラスチックごみが国際的な課題となってきたのは比較的新しいので

はないかと思います。特に、マイクロプラスチックについては、富山県にいた時に初めて意識し

始めました。その頃からマイクロプラスチックは健康や生態系も含めて、普通のマクロのプラス

チックごみ以上に大きな問題だという意識が広がってきたのではないかと思います。 

 当時環境省も水・大気環境局でマイクロプラスチックのモニタリングや海ごみ調査を実施し、

廃リ部は発生源対策、ごみ対策を担当していましたが、海ごみ問題は、その両方に関係している

ところもあり、しっかりした体制が構築できておらず、受け身の対応をとっていたのではないか

と思います。それが（2018 年の）G7 から（2019 年の）G20 を契機にガラっと変わってきたとい

うのが、私が記憶する限りでの経緯です。 

 

 シャルルボワ・サミットから G20 大阪サミットへ 

シャルルボワ・サミットが 2018 年 6 月ですから、カナダから海洋プラスチック憲章（プラ憲

章）の話を最初に聞いたのは、その 2、3 か月前だったと思います。環境大臣会合がこの年の 9 月

                                                        
1 このインタビューは、2021 年 3 月 12 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は発言者の責任で御確認いただいたもので
あり、必ずしも環境省の見解ではない。 
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でしたから、サミットの方が先でした。このサミットの準備プロセスで、先行して調整が進めら

れていましたが、専門の担当官を交えて詰めた調整をする場がない状態でした。 

 この問題は先進国だけが取り組んでも解決しないということと、プラ憲章そのものがどちらか

というと生産サイドへの対策に偏った内容だったため、プラを悪者にして、プラの生産そのもの

がけしからんというように見える内容はいかがなものか、というような議論もありました。シャ

ルルボア・サミットで日本はプラ憲章に署名しませんでしたが、各国との意思疎通がプロセス上

難しく議論が上手くかみ合わなかった部分と、日本からすると少し焦点が違うのではないかとい

う話もあって、結局合意に至らなかったということです。 

 プラ憲章に合意しなかったということで、マスコミには随分非難されました。この当時は中川

（雅治）環境大臣だったのですが、大臣も、環境省としてもしっかり取り組むことを世界に示す

べきということで、9 月のハリファックスでの G7 環境大臣会合の場で、プラ憲章を上回るような

プラスチックの資源循環戦略を日本は作る、ということを何回もおっしゃっていました。だから、

プラ憲章そのものには色々な事情で参加しなかったけれども、大臣のイニシアチブで対策はきち

んととりますということを強く打ち出し、それを受けて環境再生・資源循環局が審議会を開催し

て色々な調整を行い、数値目標も含めて、精力的に検討を進めていきました。 

 それと並行して、海ごみ法（美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び

環境並びに海洋環境保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成 21 年法律第 82

号。通称：海岸漂着物処理推進法。））に基づく基本方針の変更は水・大気環境局で進め、海洋プ

ラスチックごみ対策アクションプランは内閣官房が取りまとめ役になって進めていきました。

G20 大阪サミットでプラごみを議論するというのは安倍総理が既に表明していましたし、G20 の

他の国をリードする以上は日本もしっかりしたものを打ち出さなければなければいけないとい

うことで、資源循環戦略と海ごみ法の基本方針、アクションプランの 3 つを G20 に向けて策定

し、日本国内の体制固めをしました。各省庁との調整については、色々細かいところではもちろ

ん非常に苦労したと思いますけれども、安倍総理が強い意向を示されていましたので、大きな方

向性そのものがおかしいということはなかったと思います。 

 産業界へのインパクトについては、ヨーロッパはどちらかというとプラスチックそのものを減

らそうというニュアンスが強かったと思います。片や日本の基本コンセプトは、プラスチックそ

のものが悪というわけではなく、上手に使って環境に悪影響を及ぼさないようにしようというも

ので、環境と成長の好循環路線を明確にしていました。そのため産業界も日本のコンセプトで協

力したいということで、日本のプラスチック業界もアメリカ化学工業協会も協力的でしたし、産

業界としては環境と成長の好循環路線というのは非常に親和性があって、協力が得られやすかっ

たと思っています。 
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 G20 大阪サミットの議長国として 

G20 のホスト国として、G20 全体について少し

お話いたします。日本が G20 をホストするという

ことが決まった当時、私は廃リ部にいました。環

境省は G7 環境大臣会合のホストは経験したこと

が何回かありましたが G20 となると大臣の数だ

けでも 3 倍になるということもあって、体制が本

当に大丈夫かという心配もありましたが、環境省

は環境大臣会合を開催したいと手を挙げました。

経産省がエネルギー大臣会合の開催を提案して

おられて、結局エネルギーと環境をくっつけるこ

とになりました。これについては、単独でやりた

いという気持ちの一方、エネルギーと環境は気候

変動と非常に密接に関係があること、また環境省

が本当に単独でできるのかということもあった

ので、歓迎する気持ちと半々でした。そう決まっ

てから、どのような議題にするかを省内で議論

し、あるいは G7 ハリファックス環境大臣会合の

準備プロセスで G7 の環境担当でよく集まってい

ましたので、各国にどのような議題にしたら良いかという相談を、開催の 1 年以上前の 2018 年 4

月ごろから始めました。 

 一番の課題だったのが、G20 の議長国としてしっかりした成果をまとめなければいけないとい

うことです。当時、米国はトランプ政権でしたので、環境面で何かの成果をまとめるということ

については非常に難しい状況でした。特に気候変動については一体どうするのか。エネルギー・

環境大臣会合でありながら、気候変動を全く取り上げないというのはどう考えても変ですし、ヨ

ーロッパなどの立場から考えるとそれはとても受け入れられないという話でしたので、かなり悩

みました。当時、国内ではパリ協定に基づく長期戦略の策定の議論をしていましたが、そこでは

「環境と成長の好循環」というコンセプトをメインに据えることになっていました。そこで、こ

れを国際舞台に持ち出して G20 を通じて世界に広げることにしてはどうか、さらには気候変動へ

の適応と、災害の多い日本の得意な分野でもある強靭なインフラを組み合わせて議題としたらど

うか、と考えました。それに、シャルルボワ・サミットの時に安倍総理が G20 で議題にするとお

っしゃっていた海洋プラスチックごみ・資源循環を加えた 3 つの議題であれば、何らかの成果が

出せるのではないかと考え、アメリカも含めた G7 各国、その他の G20 各国と様々な場で話をし

ながら議題を固めていきました。 

 他省庁との連携については、資源エネルギー庁の竹谷（厚）調整官、産業技術環境局の信谷（和

G20 大阪サミットの ID カード 
（小野 洋 氏 提供） 
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重）審議官、環境省は私が担当審議官で、その 3 審議官が責任者的な役割を担っており、かなり

上手くいったと思います。もちろんロジ面など、いろいろな問題では、お互いやり方が違います

ので調整が大変だったのですが、議題設定や大きな方向性などについてはもめたという記憶は全

然ないです。 

 各国との調整についてお話いたしますと、海洋プラスチックごみ対策を検討する場としては、

UNEA（国連環境総会）、ASEAN（東南アジア諸国連合）、G20、G7 などがありますが、G7 はプ

ラスチックの流出の数％しか占めないという推計もあるので、これは G20 が主戦場になるだろう

と思いました。また ASEAN も多量排出国が多いので考えなければいけない、究極的にはグロー

バルに考えなければいけないので UNEA も重要ということを意識していました。時系列的には、

2018 年 9 月に G7 の環境大臣会合、11 月に ASEAN の首脳会合、翌年の 3 月に UNEA となってい

ましたので、まず ASEAN+3（注：ASEAN 諸国と日中韓３か国の定期会合）で海洋ごみ協力の行

動計画を安倍総理から表明していただいています。その後 3 月の UNEA4 では海洋プラスチック

ごみの決議を日本とノルウェーとスリランカ共同で出しています。まず ASEAN 地域への協力や

枠組みづくりの先鞭をつけて、UNEA で世界の状況を探って地ならしをした上で、軽井沢のエネ

ルギー転換と地球環境に関する G20 閣僚会合に臨むという、この流れで進めました。 

 アメリカとは、議長国になる前の比較的早い段階から十分意見交換をしていました。アメリカ

も海洋プラスチックごみについては国民のほとんどが対策を支持しているということで、実は前

向きでした。ただ、アメリカでは廃棄物は基本的に州政府に権限が下りていて、連邦政府にほと

んど権限がないということで、連邦政府の権限の範囲で合意できるように工夫しました。 

 中国は、実際に担当官に何回か行ってもらって協議をしながら交渉していきました。結局、最

後の軽井沢の閣僚会合の裏で調整をして、最終合意ということになりました。あとは、インドも

強力なプラの使用禁止の措置を取っていたので色々な注文が付くかと思っていましたが、非常に

協力的でした。全般的に途上国で非常に大きな問題になっている面があるので、途上国も理解は

進んでいたと思います。 

 交渉においてバイ会談は重要で、表の場では国の公式見解を述べ合いつつも、バイ会談を行い

ながら徐々に合意点を探っていくというのが通例と思います。今回の G20 のプロセスでいうと、

国によって、あるいは政権によって色々な考え方や交渉スタイルがありますので、その時々で臨

機応変に進めていかなければいけないということです。今回は議長国になったからには成果をま

とめるということを最優先にして進めていきました。 

 

 G20 大阪サミットの成果とその持続化にむけて 

大阪サミットの成果としては、軽井沢での閣僚会合で合意された実施枠組（G20 海洋プラスチ

ックごみ対策実施枠組）を運用するに当たっての長期的なビジョンとなる「大阪ブルー・オーシ

ャン・ビジョン」がまとまりました。大阪ブルー・オーシャン・ビジョンは、安倍総理のイニシ

アチブであり、サミットのシェルパプロセスの中で、現駐米大使の冨田（浩司）大使を中心に各
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国と議論をしていきました。 

 その時までは、海ごみ関係の世界目標は、SDGs の（169 のターゲットの一つである）14 の 1 に

定められた「2025 年までに significantly reduce（大幅に削減する）」のみで、長期目標がなく、し

かも数字的な目標もなかったので、それを総理イニシアチブで打ち出して G20 で合意できたとい

うことは成果としてとても大きかったと思います。世界がみんなでそこを目指そうという、北極

星のようなものが日本のイニシアチブでできたということです。 

 また、気候変動では先進国と途上国の責任の差異を巡る対立のために議論が前に進まないこと

が往々にしてありますが、議論の入り口から途上国と先進国が同じビジョンを持ったわけで、今

後国際的フレームワークを作っていく際の重要な出発点となり得ると思います。 

 国内においても、大阪サミットまでのプラ関係の新聞記事は、最後に必ず、「でも、プラ憲章に

日本は参加していません」で終わっていました。しかし、この大阪ブルー・オーシャン・ビジョ

ンに合意した後は、最後は、「日本は大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを提唱して合意した」で

終わるようになって、ネガティブなトーンからポジティブなトーンになってきたというのは象徴

的な出来事であったという気がします。国民のレベルでも、海洋プラスチックごみが気候変動と

並ぶ大きな地球環境問題だということが市民権を得るようになったのではないかという気がし

ます。 

 G20 大阪サミットのその後ですけれども、G20 や G7 で合意しても、それきりになってしまう

ということも多いので、大阪で合意されたことが言わば死文化することを非常に懸念しました。

大阪での合意を持続的なものにしなければいけないということで、日本の議長国の期間があと半

年残っていましたので、10 月にフォローアップ会合を行い、各国に実施枠組に基づく報告をして

もらいました。さらに、次の議長国のサウジアラビアとの橋渡しも行いました。サウジアラビア

の G20 でも、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの重要性にしっかりと言及した上で、2 回目の

各国の報告をしてもらいました。今年（2021 年）の G20 イタリアサミットでも、せっかく合意し

たことを継続、実施するのが重要と考えています。大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの賛同国

は、今（2021 年 3 月時点）は 86 か国･地域と、G20 の 20 か国から比べると何倍にも拡大してい

ます。さらに最終的には大阪で合意したことをグローバルな枠組みに発展させていきたいという

思いがあるものですから、来年（2022 年）の UNEA5.2 に向けて、議論を進めています。 

 その一方、ヨーロッパを中心に「グローバル・アグリーメント」を作るべきという動きが出て

きています。私の個人的な考えとしては、その最終形が法的拘束力のある条約であるかどうか、

というよりも、まず何をやるのかということをしっかり詰めるべきではないかと思っています。

何をやるのかが決まれば、それを担保するためには条約が必要なのか、それともそこまで必要な

いのかという議論になる。最初から条約と言ってしまうと、そこで構えてしまう国が出てくる可

能性があるものですから、そういうアプローチが良いのではと思っています。 

 国際的な枠組みについて実際にその内容を議論し始めると議論百出で、そんなに簡単にはまと

まりません。ただし、今まで積み重ねてきたものもありますし、この分野で日本はしっかりリー

ドを取ってきた実績も生かしながら頑張っていくべきだと思います。全ての国が海ごみは解決す
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べき問題であるということについては一致していると思いますので、何らかの良い合意ができる

ベースは十分にあるのではないかと思います。 

 

 現在の海洋プラスチックごみ対策の評価と課題 

今回、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立して、ライフサイクルの上

流から下流まで対策を採る、言わば大阪ブルー・オーシャン・ビジョンのコンセプトを体現した

ものができてきています。ヨーロッパ型とちょっと違った日本型の対応策の枠組みができたのは

大きな進歩だろうと思います。また、途上国支援やモニタリングなども着々と進んでいます。 

 マイクロプラ対策は、今後大きな課題になると思います。大阪ブルー・オーシャン・ビジョン

の達成という観点から見ても、一度環境中に排出されると回収できないので、大きな課題になり

得るので注意が必要な問題だと思います。 

 

 海洋プラスチック汚染対策室設置と日本の環境行政の変化 

G20 対応は地球環境局でやっていたのです

が、地球環境局は海洋プラスチックごみの色

んな知見を集積しているわけではないので、

これを持続的に、しかも国内外一体的に進め

ていくのは、必ずしも地球環境局が適任では

ないだろうと思います。海洋汚染という切り

口であれば水・大気環境局、資源循環や廃棄

物、プラごみという切り口であれば環境再生・

資源循環局が窓口になります。ただし、入り口

は違うけれども、両局が協力していくという

体制が良いだろうということで、新たな体制

になりました。専門の海洋プラスチック汚染対策室を水・大気環境局に設置し、国内の対策と国

際的な対応を一体的に、しかも継続的にやっていける体制が立ち上がりました。 

 日本の環境行政の変化に及ぼした影響について、個人的に思うことを言うと、環境行政の歴史

で廃棄物の問題はどちらかというとローカルな話であって、国際的に一致協力してどこまでやる

のかということに関しては必ずしも腰は定まっていなかった気がします。これまではそれぞれの

国で一生懸命取り組むという話だったのが、海洋プラスチックごみがグローバルな海の汚染の話

と認識され、世界で協力して取り組まなければならないということに変わったので、廃棄物やサ

ーキュラーエコノミー（循環経済）についてもグローバルに取り組むというように変化してきて

いるということです。特に欧州を中心にサーキュラーエコノミーを国際標準にしようとする動き

など、その変化は結構大きいと思うのが 1 つです。あとは、プラスチックの生態系や人間の健康

小野 洋 氏 
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への影響という話は廃棄物行政では今まではさほど注目されていなかったので、どのような強度

で取り組むのかという共通理解がなかったと思います。しかし、マイクロプラが将来、生態系へ

大きな影響を及ぼすのではないかということも段々分かってきて、大阪ブルー・オーシャン・ビ

ジョンで明記したようにゼロにしなければいけないという合意になってきたわけです。プラごみ

問題や資源循環問題に取り組む上でも 1 つの明確なゴールができたというのは大きいと思います。 

 ちょっと気をつけなければならないのは、プラさえなくせば良いという議論は少し違うと思い

ますし、そこに焦点が当たりすぎているということは若干危惧しています。プラ以外の紙でも有

機物であっても、海ごみを出さないようにしなければならない。プラ以外なら良いということで

はありません。それからもう 1 つ、やはりごみ処理をきちんと実施するということが非常に重要

です。先進国だけで議論しているのであれば、ごみ処理は当たり前として生産の方に焦点が移っ

ていくということは良いと思います。ただし、途上国も同じように考えて、基本的なごみ処理が

できていない状態で上流対策をしても駄目です。ごみ処理というのは、海洋汚染だけではなくて、

衛生問題など色々な環境問題とも関係して非常に重要なので、特に途上国はごみ処理をまずしっ

かり実施するということを考えていかなければならないと思います。国の発展段階や状況によっ

ては、どの段階を一番先に取り組むべきか、優先順位は違ってきますので、各国ごとによく考え

る必要があります。 

 

 環境省職員に向けて 次は G20 大臣会合の単独開催を 

軽井沢での閣僚会合では、サブスタンスに加え、エネルギーと環境で合わせて 40 人規模の大臣

を迎えるロジは本当に大変でしたが、環境省を挙げて G20 をホストしたということは組織として

の大きな経験になりました。次の 20 年後に今度は環境大臣会合の単独開催をぜひやってほしい

と思います。他省と合同開催というのも 1 つ大きな経験になり、エネ庁や経産省の考え方もより

良く理解できるようになり良かったなと思います。ぜひこの経験を生かして、引き続きリーダー

シップをとっていただけることを期待しています。 

 

―― 了 ―― 
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話し手 小野 洋 氏 環境省地球環境局長 

1987 年 厚生省入省、2017 年 環境省大臣官房審議官（国際交渉担当）、2019 年 水・大気環境局
長、2020 年より現職。 

 
（所属・役職はインタビュー時点のもの。） 
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環境省とともに歩んだ道のり1 
影⼭ 嘉宏 ⽒ 

 

 

 環境庁・環境省発⾜ 50 年⼤変おめでとうございます。様々な出来事があった 50 年ですが、私
の会社⼈⽣、ずっと環境省とともにありましたので、50 年史に寄稿させていただき、⼤変うれし
く、かつ光栄に思います。 

 50 年前と⾔えば、私は中学⽣でしたが、東京で光化学スモッグの被害者でした。それがきっか
けで公害、環境の道に進もうと考えたのですが、今では東京の空も川の⽔もそのころとは格段に
改善し、⾒違えるようです。環境⾏政の素晴らしい成果と思います。環境問題は、地域から地球
へと広がっていき、まだまだやるべき課題は⼭積で環境省の役割は⼤きくなる⼀⽅ですので、引
き続きご尽⼒をお願いしたいと思います。 

 環境省とは、私が東京電⼒に⼊社して以来の⻑いお付き合いで、数えきれない思い出がありま
すが、思い出すのは、やはり、お世話になった多くの⽅々です。厳しい対応も⼈とのつながりで
なんとか進めることができたと思っています。そのようなお世話になった⼈の顔を思い浮かべな
がら、環境省とのお付き合いを振り返りたいと思います。 

 

 東⽇本⼤震災と福島第⼀原⼦⼒発電所の事故 

 東⽇本⼤震災と福島第⼀原⼦⼒発電所事故の対応では、環境省に⼤変お世話になりました。⼼
から御礼申し上げます。除染、放射能汚染廃棄物処理など環境中の放射能汚染に係る対応は、困
難を極め、苦労が絶えなかったことと思います。どういう経緯で環境省が引き受けることになっ
たのか、いろいろな話があり、よくわかりませんが、全くうまく⾏かず、進まず、絶望的な時も
あったのではないかと推測します。それを粘り強く、決してあきらめず、少しずつであっても、
前に進めて頂き、除染と廃棄物処理を格段に進めて頂きました。現状は、震災直後から考えると
想像できない状況と思います。責任をもって、逃げずにまた真摯に対応される姿は、本当に頭が
下がりました。 

 原発事故では、福島をはじめとした多くの⽅々に、⼤変ご迷惑をおかけし、お詫びの⾔葉が⾒
つかりません。ただ、東電も事故対応で、⼗分ではなかったと思いますが、賠償、被災者対応に
できる限りのことをしようと努⼒したと思っています。 

 環境省にお世話になった除染、放射能汚染廃棄物処理への東電の対応では、社内で議論があり
ました。当時、福島第⼀原⼦⼒発電所の事故収束・安定化や賠償、被災した⽅々や⾃治体の対応

 
1 環境省五⼗年史の作成に当たり執筆していただいたものであり、⽂責は執筆者にある。（原稿受理⽇：2021 年 3

⽉ 15 ⽇、最終確認⽇：2021 年 12 ⽉ 20 ⽇） 
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が急務であるとともに、電⼒供給においても、被災した電⼒設備の復旧、計画停電の対応、夏場
の供給⼒確保のための緊急設置電源の設置など、やるべき多くのことがあり、⼈材確保が⼤変な
状況でしたので、除染、放射能汚染廃棄物対応は、環境省におまかせした⽅が良いのではないか
という意⾒がありました。私は、環境省も通常業務に上乗せした仕事で、⼈材の確保が困難なこ
とは同じであるし、放射能管理対応、除染技術など、東電が⽀援できる、というよりやらなけれ
ばいけない仕事が多くあるのではないかと考え、環境省と⼀緒に取組むことを主張しました。議
論の結果、是⾮環境省と⼀緒に取組ませて頂こうということになりました。ただ、⼀緒に取組む
と⾔っても、除染地域の住⺠の⽅々に、また環境省の中にも、東電が除染に関わることに抵抗が
ある⽅もおられるかもしれないので、東電が⼀緒に取組むということをしっかりと形にした⽅が
良いのではないかと思っていました。当時の南川秀樹次官は、東電もしっかりと協⼒すべき、と
いうスタンスを取っておられましたので、⼀緒に取組む東電のメンバーに「除染活動推進員」と
いう名称を頂き、細野⼤⾂から東電⻄澤社⻑に任命をするという形を取っていただきました。そ
れから、東電社員は、環境省の下⽀えという⽴場で、除染、放射能汚染廃棄物処理に関わらせて
いただきました。除染がここまで進んだことに少しでも貢献できたことは本当に嬉しいことで南
川次官はじめ皆様に⼼から感謝いたします。 

 除染や被災者⽀援に関わっていて、そこで活躍する多くの⾏政の若い⽅に出会いました。事故
後しばらくして私は、避難地域の詳細な線量測定が必要ではないかと思い、内閣府の⼈と地域の
⾏政を回り、線量測定の許可を頂きました。そこで地域の⾏政で活発に活動している若い⽅を⾒
かけ、話しかけると中央官庁の職員で、⾃分から⼿を挙げて、最前線で被災⾃治体の⽀援にあた
っているとのことでした。また、環境省の除染の試⾏事業では、東電も⼀緒に取組ませていただ
きましたが、そこにも多くの環境省の若⼿の⽅が⼥性も含めて活躍されておられました。⾃分た
ちがやらなければいけない仕事と進んで現場最前線で活発に動いておられました。もちろん、前
線で活躍して頂いた⽅々は、若い⼈だけではありませんが、とりわけ若い⼈が、⾃分から⼿を挙
げて、最も厳しい仕事にたずさわってくれたことは、涙が⽌まらなかったとともにどれだけ勇気
づけられ、頑張る元気をもらったかわかりません。本当に頼もしくありがたかったです。こうい
った⼈々が明⽇の⽇本を担ってくれるのだなと希望を持って仕事ができました。 

 

 緊急設置電源 

 東⽇本⼤震災の対応では、緊急設置電源の設置にあたっても環境省にお世話になりました。緊
急設置電源は、東⽇本⼤震災で多くの発電所が被災し、夏場の供給⼒が不⾜する恐れがありまし
たので、各⽕⼒発電所の構内にガスタービンやディーゼル発電機等の電源を緊急的に設置して、
供給⼒の確保を図ろうとしたものです。 

 国内外から集めた電源を条件の合う発電所に設置しました。これら電源の設置は、何とか緊急
的に集めてきた電源を設置場所や電⼒系統などの条件を考えながら、どこに設置するか検討した
ので、検討作業は、困難を極めました。また、夏場に間に合わせるため、⼀刻の猶予も許されま
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せんでした。 

 私は、検討半ばでありましたが、全体像について、環境省の感触を伺うべく、⼤⾂官房審議官
の梶原成元さんを訪ねました。梶原さんは、その⼀つに「こんな計画ではだめだ」と声を荒げて
怒りました。内容は、ここでは省きますが、私は、持ち帰り、社内で相談して、計画を変更する
こととしました。検討半ばとはいえ、いろいろな条件をクリアーすべく作成した案でしたので、
変更は⾮常に⼤変で関係者に⼤きな負担をかけることになりました。しかし、社内でも梶原さん
の意⾒に同調するものがおり、変更する必要があることは、社内で納得できました。私は変更し
て良かったと思っています。 

 この案件では、当社として、もちろん環境⾯も考えての計画作成でしたが、停電を何としても
回避しなくてはいけないという思いがあり、電⼒供給の重みが増していたのかもしれません。梶
原さんは、そのことは⼗分承知しつつ、環境⾯への影響を考えて、計画実施への危惧から、強い
意志であえて指摘して頂いたのだと思います。事業の実施と環境の保全は、両⽴させなければい
けませんが、時にそのバランスを⼗分精査し、判断しなくてはいけない案件があります。この案
件、梶原さんに環境⾯をしっかりご指摘いただき、良い結果につながったのではないかと思って
います。事業者と⾏政がお互いの状況を理解し、信頼関係をもって、率直に意⾒を⾔い合い、真
摯に解決策を探すことが⼤変⼤事なことと思います。私は我々の事業を理解し、良い関係を持た
していただいた⽅に恵まれ、⼤変ありがたいことと思っています。 

 

 地球温暖化問題 

 地球温暖化問題は、最も⻑く深く環境省と関わらせていただいたテーマで、電⼒会社や産業界
と環境省との議論は、⻑い間続いてきています。現在は、求められるレベルが格段に上がってい
ますので、私が経験した議論とは、質が違いますが、議論の根本は変わっておらず、以下のポイ
ントと思います。この話は、繰り返し申し上げており、やや⾷傷気味と思いますが、⼤変需要な
ポイントと思っています。 

 事業の実施にあたっては、Ｓ＋３Ｅ（安全、事業の実施、環境保全、経済性）の４つの要素の
同時達成が必要ですが、要素の中に相反するものがあり、バランスを考えつつ同時に達成するこ
とが必要になります。このバランスが、産業界と環境省で差があるので、議論がかみ合わなくな
ります。当然ながら、環境省は環境保全を重視していますし、産業界は、事業の実施や経済性へ
バランスが寄っているということになります。 

電⼒業界は、とくに、事業が円滑に進まないと停電につながり、甚⼤な影響を及ぼしますので、
事業実施（電気の安定供給）の責任が極めて重たい業界です。また、事業実施に係る電⼒設備の
形成に⻑期間を要するため、安定供給のための努⼒は、はるか将来に向けて実施していかなけれ
ばならないとともに、燃料の調達など、地政学的なリスクも抱え、巨⼤設備を有しているので安
全性の確保も格段の注意が必要です。そのため、事業の円滑実施の責任と苦労が、他の事業より
⼤きいと思われ、Ｓ＋３Ｅのバランスで、環境省と多くの議論をさせて頂いていると思います。
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もちろん、温暖化、⼤気汚染など環境負荷も⾮常に⼤きいことも⾃覚しており、環境保全の責任
も重い業界であると認識しています。 

 電気事業の温暖化対策は、需要側の省エネルギーの推進、供給側の効率向上、燃料の低炭素化
（再⽣可能エネルギー、原⼦⼒含む）などであり、需要側の省エネルギーの推進や供給側の効率
向上は、Ｓ＋３Ｅの同時達成において、議論しやすい対策と思います。しかし、燃料の低炭素化
については、議論がかみ合わないことがあります。電⼒業界は、上述した設備形成に⻑期間必要
である点、燃料確保の地政学的リスク、あるいは⾃然条件に応じて出⼒が変動する再⽣可能エネ
ルギーへの対応などＳ＋３Ｅの同時達成に困難性を有していることから、燃料使⽤については、
⾃由度をできる限り確保しつつ低炭素化を図っていくという対策を取ってきています。そこで、
⽯炭の使⽤制限や再⽣可能エネルギーの⼤量導⼊などについて、とくに活発な議論が交わされる
ということになります。 

 Ｓ＋３Ｅのバランスは、時代、状況によって変化し、事業者もそれに応じて事業スタイルを変
えていきますので、議論は複雑ですが、さらに議論が混乱するのは、バランスを議論するにあた
っての事実（データ）の扱い、⾒⽅の違いです。将来の不確実性の中での議論ということもあり
ますが、不正確なデータで議論をしようとする⼈には、⼤変憤慨しました。ただ、この点につい
ては、私の⾒積もりが間違っていて、⼤変反省した事例もあります。 

 私が中環審の委員をさせて頂いた 2010 年ころ、私は、国⽴環境研究所の提⽰する再⽣可能エネ
ルギーの導⼊可能量に⼤きな疑問を持っていました。当時、環境省で中環審対応をしていた加藤
聖さんが、何度も私のところに来てくれ、議論をずいぶんとしました。そのなかで、私は太陽光
の導⼊量について、そのころ、300 万 kW 程度だったと思いますが、「1000 万 kW を⼤きく上回る
ことはありえない。そんなことになったら俺は腹を切る」と⾔ったことを覚えています。家庭の
屋根に設置するものをイメージしていましたが、それ以外も含めて、かなり⾃信をもって⾔い切
ったことを覚えています。ところが、現在、5000 万 kW をはるかに上回る規模導⼊されていると
思いますので、私の⾒⽴ては⼤変な間違いをしていたことになります。（加藤聖さんは、⼤変やさ
しい⼈で、現在もいろいろ相談に乗っていただいております。）データの⾒⽅について、特に将来
については、常識と思われるところをはるかに超える数字もあり得ると難しさを実感しました。
これからのカーボンニュートラルに向けた取組みでは、今の常識を超えた世界を実現しなくては
ならないと思いますので、想定するデータの評価は⼤変難しいと思います。ただ、いろいろな議
論がある情報の都合の良い⼀⾯だけを取り出して話を進めようとするのは、信頼関係を損ねます
ので、やめなければいけないと思います。 

今後も議論は、続いていくと思いますが、環境省には、事業者の事業を実施する責任（電気事
業の安定供給のみならず、どの事業も、製品の供給や雇⽤、地域とのつながり等の責任がありま
す）について理解をお願いしたいと思います。もちろん、わがまま的なものを⾒極めることは必
要ですが、事業の実施者から実情をよく聞き、事業実施責任に理解を深めて、⾏政を⾏っていた
だきたいと思います。 

地球温暖化問題で環境省と事業者が協⼒して取り組んでいる事例は数多くあると思います。私
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は、昔「⼀村⼀品」と⾔っていた取組みが⼤好きで、（現在は、低炭素杯から脱炭素チャレンジカ
ップに変わっています。全国の地域の創意⼯夫を凝らした地球温暖化防⽌活動を表彰する取組み
です。）よく発表会を⾒に⾏っていました。今年は、セブンーイレブン記念財団が共催しているよ
うですが、いろいろな企業が取組みを⽀援していると思います。環境省、地球温暖化防⽌全国ネ
ットと事業者が協⼒して、全国の地球温暖化防⽌活動を盛り上げる⼤変良い事例と思います。
2010 年の発表会だったと思いますが、⾮常に感動的な発表があって、私が涙をこらえて⾒ていた
ところ、隣に⾼橋康夫さんがいて、挨拶をしたら、⽬を真っ⾚にされていて、うなずくのが精⼀
杯の様⼦でした。⾼橋さんは、当時地球温暖化対策課⻑でしたので、産業界の⽴場として、対峙
することもある相⼿でしたが、あの⼀件以来、⾼橋さんとは、どこかで気持ちが通じる気がして、
本⾳の話もできるようになったと思います。 

⼀村⼀品は、2010 年までは、環境省が費⽤を出して、ＪＣＣＣＡ（全国地球温暖化防⽌活動推
進センター）が実施するという形を取っていたと思いますが、2011 年は予算がないということで、
東京電⼒がトステムなどと協⼒して⽀援し、発表会を実施することになりました。名前も低炭素
杯に変わり、東⼤の安⽥講堂で発表会が実施されました。⼤変盛り上がった発表会になり、⼤変
うれしかったことを記憶しています。残念ながら、この会の後、東⽇本⼤震災、原発事故があり、
東京電⼒は、1 年で共催から外れることになってしまいましたが、次の年はＬＩＸＩＬさんが中
⼼となって⽀援し、以降環境省と産業界が協⼒して実施していると聞いています。 

こういう取組みを⼀緒にすることで環境省と産業界の距離もずいぶん近くなると思いますし、
気持ちも通じる関係になると思います。⼀緒に実施する取組みが増え、協⼒して温暖化防⽌を進
めていくのが良い道すじだと思います。 

 

 廃棄物問題 

 事業者は、廃棄物処理法を遵守し、廃棄物処理を⾏っていますが、いろいろな課題があります。
⼀例ですが、私が東京電⼒の廃棄物担当だった 2002 年ころ、各事業所の課題を聞いて回った時
に、⽔⼒発電所のダムから上がる流⽊の処理に苦労していることを聞きました。 

台⾵など⼤⾬時には、ダムに⼤量の流⽊が流れ着きます。通常の場合、チップ化し、敷材とし
て活⽤していますが、それでは間に合わなくなり、廃棄物としての処理が必要になります。流⽊
は⼀般廃棄物に分類されますが、⾃治体の処理能⼒を超えてしまう場合があります。⼭間地域に
は、⼤量の流⽊を処理できる⼀般廃棄物処理業者はおらず、処理に⼤変苦労するという状況でし
た。私は、産業廃棄物として処理できれば、産業廃棄物処理業者に処理を頼めるし、⾃治体をま
たいだ処理も可能になるので、処理を委託する事業者の数は⾶躍的に増え、処理しやすくなると
考えました。そこで流⽊の産業廃棄物としての処理ができないか相談することにしました。ただ、
⾃治体で処理ができ、⾃治体に依頼する⽅が良いというケースもありましたので、⼀般廃棄物で
も産業廃棄物でも処理できるようにならないかと相談しました。環境省は、それでは、処理責任
がぼやけてしまうので、そのような制度にはできないという⾒解でしたので、「円滑に処理できる
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ような制度にすべき」と強く環境省に説明しました。他の業界も同様の課題があって⼤きな動き
になり、環境省も実態調査などいろいろな検討をされました。結果として、実態調査で課題のあ
る事例を精査し、関係者とも調整していただいて、処理の道すじをつけて頂きました。 

この時、対応していただいたのが、由⽥秀⼈さん、松澤裕さん、松⽥尚之さんです。皆さん、
環境省の要職についておられますが、当時、廃棄物処理法も良く知らず、⽣意気だった私の要望
に丁寧に⽿を傾け、しっかりと対応していただきました。廃棄物対策課の裏にあった会議室に何
度もお邪魔し、議論したのをよく覚えています。以来、皆さんにずっとお世話になっています。 

この事例は、法の遵守にあたり、課題がある場合、⾏政が事業者の⽴場に⽴って、真摯に解決
に取り組んでいただいた良い例と思います。是⾮とも環境省の皆さんには、現場の実態をよく⾒
て頂き、課題があれば、⾃治体とともに解決に向けて真摯に取り組んでいただきたいと思います。
しかし、課題は数多くあるのではないかと思います。私の場合は、いくつかの業界をまたぐ⼤き
な問題になりましたので環境省も解決に⼒を⼊れて頂きましたが、数多い課題のすべてに多くの
時間をかける余裕はないと思います。また、課題を相談したい⼈も環境省に気軽に相談するとい
うのは難しいでしょうから、⾃治体と協⼒して専⽤の窓⼝を作るなど廃棄物処理法がうまく運⽤
できるよう考えて頂きたいと思います。廃棄物処理は、すべての活動について回る⼤事な仕事で
すので、事業者が適切に法を遵守できるよう仕組み作りをお願いします。 

 

 ＰＣＢ問題 

 私は経団連ＰＣＢ対策ＷＧの初代座⻑を拝命し、約 7 年務めさせて頂きました。それまであま
り詳しくなかったＰＣＢ問題に深く関わるようになり、以来今でも引き続き経団連の委員として
関わりを持ち続けています。関われば関わるほど難しい問題と実感するようになりました。 

 低濃度ＰＣＢ汚染機器の処理に係る課題に最も注⼒したと思いますが、ＰＣＢ汚染機器の処理
を進めるために、まずは、如何に処理コストを下げるかが重要課題でした。そして、処理が進ん
でくると、期限を区切って、処理を完了させることがいかに困難かという課題に向き合うことに
なりました。低濃度ＰＣＢ汚染機器のリスクの程度を考えた対応を訴え、環境省と対峙すること
もありました。 

 ＰＣＢ汚染機器を所有する事業者として、処理について、腑に落ちない点があることが処理を
難しくさせています。「ＰＣＢ汚染機器など買った覚えがないのに、なぜ、当社がその処理をしな
くてはいけないのか」「リスクが⼤きくないと思われる機器をなぜ決められた期限までに使⽤を
中⽌し、処理をしなくてはいけないのか」「ＰＣＢ⼊りと書いてあるわけではない機器をすみから
すみまで調べ、期限までに処理を完了するのは無理ではないか。壊さないとＰＣＢが⼊っている
かどうかわからない機器をまだ使えるのになぜ使⽤を中⽌し、壊して、ＰＣＢに汚染されている
かどうか調べなくてはいけないのか」など担当者も経営者に説明できず、苦労している状況があ
ります。 

 これらの質問を⻑くＰＣＢ問題に関わっている学識者にすると「これまでの⻑期間にわたるＰ
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ＣＢ問題の経緯を踏まえて、今の対応⽅針がある」という答えが返ってきます。私も、1989 年に
電⼒柱上変圧器にＰＣＢが混⼊していたことが発覚してから関わっており、東電で⻑い間、処理
することができず、⼤変苦労して保管していたことも認識しています。ここまで来る間には、様々
な取組みと議論があったことから、それを踏まえて、どう処理を進めるかを考えないと元の⽊阿
弥になるおそれがあることは理解できます。しかし、これまでの経緯を⾝をもって理解している
⼈が産業界にも⾏政にもほとんど残っておらず、社会の状況も激しく動いていますので、現在所
有している会社の担当者、経営者に期限までの処理を納得してもらうのは簡単ではないと思いま
す。そういう状況の中、実際に処理を進めていかなければならないので、処理の合理化も進めつ
つ、⾏政、産業界、学識者が本⾳の話し合いを繰り返し⾏い、知恵を出し合って解決策を模索し
ていかなければならないと思います。 

 ＰＣＢというとやはり由⽥さんが思い出されます。いろいろな相談をさせて頂きました。由⽥
さんのところへ⾏くとまずは過去からの経緯を丁寧にご説明頂くので、時間に余裕をもたせてお
邪魔することにしていましたが、前述のこれまでの経緯は、由⽥さんの頭に刻み込まれていると
思います。東京都内で唯⼀の低濃度ＰＣＢ処理施設である旧東京臨海リサイクルパワー（現Ｊ＆
Ｔ環境東京臨海エコクリーン）で⼤⾂認定を頂いたときなど、いろいろなアドバイスを頂き、本
当に感謝しています。東京臨海エコクリーンが⼤⾂認定を頂くにあたっては、東京都にも⼤変お
世話になりました。由⽥さんや東京都の皆さんは、ＰＣＢの早期処理が国のため東京都のため是
⾮とも必要と信念をもって指導いただきました。由⽥さんも東京都も⼤変厳しかったですが、熱
意にあふれておられましたので、納得でき、しっかりと対応することができました。あと 6 年で
処理期限をむかえるＰＣＢ問題、環境省の皆さんはご苦労と思いますが、熱意をもって取り組ん
でいただければ、道は開けると思いますのでなにとぞよろしくお願い致します。 

 

 終わりに 

 他にも多くの思い出があります。柳下正治さんの「低炭素社会づくり対話フォーラム」では、
⻑期間、⼟⽇での会議でしたので、⼤変でしたが、エネルギーと環境に係る⼤変重要な問題につ
いて、学識者、ＮＧＯと産業界が⻑期にわたり、しっかりと議論したことは⼤変意味のある取組
みであったと思います。最後の最後で地震、原発事故があり、私がとりまとめに出席できなかっ
たのは残念でした。しかし、その後も若⼿を含めた対話を継続して実施しておられ、いろいろな
意⾒を持った関係者のコミュニケーションを活発にする⼤変素晴らしい取組みと敬服しており
ます。 

また、環境省と東電の⼈材交流では、南川さん、森本英⾹さんに⼤変お世話になりました。⼤
変優秀な⽅に来ていただき、震災後の緊急設置電源対応、ＰＣＢ処理対応で⼤活躍をして頂きま
した。森芳友さんに来ていただいていた時、原発事故が起こり社内混乱していましたので、お帰
り頂いた⽅が良いかと南川さんに相談したら「こういう時こそ存分に使って頂きたい。本⼈もそ
れを望んでいると思う」と⾔っていただき、震災後の夏場の供給⼒確保になくてはならない仕事



 
 

記録編-36-8 

環境省とともに歩んだ道のり 

をしていただきました。また、次に来ていただいた⼯藤俊祐さんは、東電のＰＣＢ処理計画を作
り上げ、処理の⽅向を定めて頂きました。お⼆⼈のバイタリティーと芯をとらえた仕事ぶりに皆
感⼼していました。環境省⼈材の優秀さ、気概に、学ぶところが多くありました。東電から環境
省に⾏ったものも⼤変貴重な経験をさせていただき、その後の会社⼈⽣に⼤きな財産を築くこと
ができました。⼈材交流で環境省と東電の距離が縮まったと感じています。 

私にとって⼤変⾟い思い出ですが、⼤学の同級⽣で親友だった⽊村敦彦君が温暖化対応の補佐
だった時に亡くなられました。当時、私は電気事業連合会に派遣されており、やはり、温暖化対
応をしていました。ＣＯＰ３の後、今後⽇本の温暖化対策をどうしていくか、国を挙げての⼤議
論をしており、⽊村君はその中⼼で活躍されていました。温暖化対策の中で電気事業の対策につ
いて、激しい議論が交わされ、⽊村君はその対応に⼤変苦労され、多忙な⽇々を送っておられま
した。そのような状況がありましたので、⽊村君が亡くなったのは、⼤変⾟く、やりきれない気
持ちでした。それ以来、彼の分まで頑張ろうと、環境省と産業界の間で努⼒してきたつもりです。
⽇本の環境対策が正しい⽅向に向かうのに、少しでも役に⽴てたのであれば、⽊村君に褒めても
らえるかもしれません。 

 

 私は、中学時代、きれいな空気、きれいな川を取り戻したいと環境の道に⼊り、その後、地球
温暖化問題、廃棄物問題、ＰＣＢ問題、放射能汚染問題、⾃然環境保護といろいろなテーマに関
わってきました。関わったテーマは、いろいろですが、思い出されるのは、そこにおられた⼈々
です。各テーマで、環境省の⽅々と侃々諤々議論し、意⾒させて頂いたり、助けて頂いたりして
きました。やはり、⼈との関係が⼀番⼤事と思います。難しい問題を解決するためには、信頼し
合う⼈間関係としっかりとした議論と思います。環境省と産業界がこれからも、お互いを信頼し、
活発に議論をして、⽴ちはだかる困難な問題に⽴ち向かい、それを突破していくことを祈ってい
ます。私も⼤変微⼒ですが、これからもできる限り⼀緒に歩かせていただきたいと思います。 

 

―― 了 ―― 

 

 

執筆者 影⼭ 嘉宏 ⽒ J＆T 環境株式会社 統括主幹 

1982 年 東京電⼒株式会社⼊社、2006 年 環境部⻑、2014 年 フェロー（福島第⼀原⼦⼒廃炉推進
担当）、2016 年 東京臨海リサイクルパワー株式会社社⻑、2019 年 J＆T 環境株式会社取締役専務
執⾏役員東京事業本部⻑。 

 

（所属・役職は 2021 年 12 ⽉時点のもの。） 
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環境省五十年史 

温暖化対策税の導入（2012 年）1 
話し手 川上 尚貴 氏 ・ 鈴木 正規 氏・ 中井 徳太郎 氏 

 

 

 IPCC第 4次評価報告書とエコポイント事業 

―――地球温暖化対策税の導入に至るまでのことを振り返ってください。 

 

○鈴木 私が環境省に来る少し前、2007 年が地球環境問題の 1 つのエポックで、IPCC 第 4 次評

価報告書が 2 月、4 月、5 月と順次出されていきました。地球の平均気温が 100 年で 0.74 度ぐ

らい上がっているとか、原因が人為的なものに起因する可能性がかなり高いなど、前回の報告

よりも一段と踏み込んだ内容になっていました。影響については、気温の上昇が 1.5 度から 2.5

度を超えると、大変大きな生態系のダメージがあるということ、その上で、緩和策が出てくる

んですけれども、そのメニューとして、環境税とか排出権取引とか、再生可能エネルギーの導

入についての FIT とか、いろいろ出てきたと記憶していて、地球温暖化問題と、その解決方法

についての科学的な情報が具体的に示された年でした。 

 折しも、2007 年の半ばにサブプライムローン問題が出てきて、2008 年にリーマンブラザーズ

が破綻するということで、世界的に金融恐慌的な大問題が起きて、日本も経済が非常に悪くな

りました。 

 私が環境省に来たのが、その 2008 年の夏なんですけども、いろいろ議論している中で、グリ

ーンニューディール、当時オバマ大統領が提唱されたことを日本でもやって、経済対策と温暖

化対策を同時解決するような案を模索すべきじゃないかというので、若い人にも集まってもら

って、いろいろ議論しました。 

 竹本明生さん、大森恵子さんらの職員が担当で、当時の西尾哲茂次官が、御本人は長年温め

てきた案だと言っておられましたが、エコポイント、要するに環境性能のいい家電の普及を図

るためにポイントをつけて、広く薄く助成する制度を作ってほしいというリクエストがありま

した。じゃあ考えてみようかという話になったんですけど、環境省だけで言ってもなかなか通

らない、経産省を巻き込むしかないかという話になって、経産省の当時の機械情報産業局長だ

った近藤賢二局長のところに行って、こういうアイデアがあるんだけど、補正予算のタマとし

て一緒にやらないかと持ち掛けたんですね。 

 当時の近藤局長は即答せずにちょっと考えさせてくれという話だったんですけども、後で聞

 
1 このインタビューは、2021 年 3 月 11 日に行った。文中に記載されている組織の名称や人物の肩書は、特に断り

書きのない限り、語られている出来事当時のものである。発言内容は各発言者の責任で御確認いただいたもの
であり、必ずしも環境省の見解ではない。 



 

 
 

記録編-37-2
温暖化対策税の導入 

いたら、当時の望月晴文次官に相談に行ったらしいんですね。環境省がこんなこと言ってるん

ですがどうでしょうかといったら、実は当時、経産省では、エコカー補助金とか、うなるほど

補助金の要求を出しているので、さすがに補助金というわけにもいかんなあと。できるかどう

か分からんけど、ポイント制度というのは面白いから、乗ってみたらどうやというふうに望月

さんに言われたというので、経産省と環境省、共同でエコポイント制度を担ごうという話にな

っていきました。 

 財務省にも説明に行ったんですけど、結局のところ総務省の地デジ対策で地デジのテレビを

エコポイントの対象に入れてくれたら認めてもいいみたいな話になりました。もともと我々は、

CO2 の排出量の多いエアコンとか冷蔵庫を中心に考えていたんですけど、テレビもいいかとい

う話になって、省エネ機能の高いテレビとエアコンと冷蔵庫を対象として制度を作ったわけで

す。 

 温暖化対策としては、エコカー補助金の方

が金額的には大きかったような気がします

が、3,000 億円ぐらいのエコポイント事業を、

環境省と経産省と総務省の合同要求という形

で、西尾さんの言葉を借りると、長年夢だっ

た、「CO2 削減を普及させるためのしっかりし

た政策と予算」を実現できた初めての例でし

た。IPCC の報告から始まったいろいろな動き

の中で、1 つの施策として経済対策としてグリ

ーンニューディールの走りみたいなのができ

たということが言えたのだと思うんです。 

 その後、私は自然環境局に行って、生物多様性条約 COP10 というのがあったものですから、

1 年半ぐらいは温暖化対策に直接関わらなかったのですが、2011 年度税制改正で地球温暖化対

策税が検討課題になっていました。当時は民主党政権で、環境に熱心な方が多かったものです

から、産業界の反対はものすごくあったと聞いてますけども、検討課題としては残って、2012

年度にまた議論しようとなって年が明けた 1 月に地球環境局長になりました。 

 環境省は党税調なり政府税調の扱いがあんまり慣れていない。もちろん頼みに行くんだけど、

経産省が非常に手厚い布陣をもともと持ってるんで、結果としてはそこがかなり効いたんじゃ

ないかなと思います。 

 いずれにせよ、地球温暖化対策税の細かいスキームとか、段階的にやる、仕上がりのところ

には僕はあんまり何も言わなかった。入れることが先決だから、味方をつけないといけないだ

ろうと言ったという記憶があります。 

 

鈴木 正規 氏 
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○川上 当時の手帳を 3 冊持ってきまして、昨日、おととい辺り、少し振り返りました。 

 当時の、私が見聞きしたことで少しまとめて申し上げると、まず、総合環境政策局の総務課

長を 2 年やらせていただきました。その直前、財務省主税局税制第二課長ということで、間接

税の担当をやっていたんですが、当時の税の世界の状況で言いますと、道路特定財源のひもつ

きが廃止をされて、財務省的には、消費税は当面上げられないと。それからガソリン税につい

ては、もともと道路特定財源として、税率の根拠があったわけですけど、それがなくなる中で

何か新しい根拠が必要であると。私自身、税制第二課長のとき、自動車重量税でエコカー減税

をやったのは初めてで、非常に世の中の風当たりが強くそれをどう守るかという中で、経産省

もエコカーを推進したいという気持ちは同じで、経産省が協力をしてエコカー減税ができたと

いう、そういう背景がありました。 

 私は 2009 年の夏に環境省に来て、9 月 16 日に鳩山内閣が発足をして政権交代になった。民

主党政権は、ガソリン税の暫定税率は廃止をする、他方で、地球温暖化対策税については導入

を検討するというのをマニフェストに書かれていたんですね。当時民主党は、例えばたばこ税

を増税して健康に悪いたばこは禁止しましょうみたいな、税を政策のツールとして使うという

発想があって、そういうことがマニフェストに書かれていました。財務省も消費税は当面上げ

られないし、ガソリン税を守る新たな援軍が必要だというところがありました。 

 世の中の流れの中でも、CO2 対策を本気でやるなら財源が必要という状況でした。当時の環

境省の体制としては、総合環境政策局が環境税をやり、排出量取引は地球環境局が担当だった。

小林光次官が、もともと炭素税を御持論でやっておられて、南川秀樹さんが官房長、総合環境

政策局は白石順一局長、三好信俊審議官でした。正田寛さんが経済課長だったですかね。地球

環境局は、当時、寺田達志さんが局長で鎌形浩史さんが総務課長だったと思います。小さな所

帯ですが、そういう方々が、何でも、とにかく毎日いろいろなことを相談しながらやっていま

した。 

 そういう中でトータルな議論をいろいろしていく中で、経産省も排出量取引よりは税の方が

ましという感じは多分あったんだろうと思います。 

 それから、私が来て新たな要素で加えさせていただいたのは、地球温暖化対策税の要望のと

きに、ガソリン税も一緒に要望したんですね。ガソリン税だって下げちゃったら環境に悪い。

財務省も何かつっかえ棒が欲しいということだったんですけども、ポンチ絵で今のガソリン税

もグリーンに塗って、ガソリン税もちゃんと今の税率水準を維持してください。そうしないと

環境に悪いですよ。併せて今の化石燃料になべてかかるような、地球温暖化対策税のようなも

のを作ってください。こういう要望をしたのが、1 つのみそだったと思います。 

 結果として、財務省もある程度応援をしてくれましたし、それから経産省とも年末には一応

妥協ができて、2011 年度に向けて検討するという、そういう合意ができたということでした。 

 当時小沢鋭仁さんが環境大臣で非常に頑張っていただいたと思っていまして、経済産業大臣
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が直嶋正行さんですね。年末に、2011 年度実施に向けて成案を得るべく更に検討を進めるとい

うのが最後に合意できたですけど、実は一時揺り戻しがあってですね、この 2011 年度実施に向

けてというのを、直嶋大臣から、他の施策との整合性を図りつつ、早期に、という修文案が来

たんだけども、小沢大臣が、最後に直嶋経産大臣との間で一生懸命頑張っていただいて、そう

いう道筋ができたということがありました。その道筋ができたことによって、民主党政権の中

で、これはちゃんとやらなきゃいけないとなったと思います。 

 それから当時、民主党政権の下で事業仕分け

がありました。（50 年史に載せる）思い出の品

はあまりないんですけど、今日のネクタイは、

事業仕分けのときにしていった当時下ろした

てのネクタイです。ちょうど朝の一発目の事業

仕分けが環境省の施策だったのですが、直後に

国会の関係でその日の事業仕分けが止まって

しまいましたので、そのとき半日にわたって、

NHK の毎時の全国ニュースのトップで、私が

このネクタイで汗をかいて懸命に説明してい

る姿が繰り返し放送されることになりました。そんなこともあって、エネ特のいろいろな施策

を事業仕分けで議論をされて、そのときは経産省と一緒になって共闘体制でエネ特の事業を守

ったというところがありました。 

 当時のエネ庁の総合政策課長が、1 年目が、エネ庁長官で辞めた高橋泰三さん、それからそ

の後、特許庁長官で辞めた小宮義則さんで、企業行動課長が今のエネ庁長官の保坂伸さん、そ

ういう方々と立場の違いはあっても連携しながら、あるいは共闘しながらやれたかなという感

じがします。 

 鈴木さんがアジェンダを環境省から投げかけて、財務省と経産省をできるだけ仲間につける

ような、そういう工夫をさせていただいたと思うんですけども、最後は制度設計になると、環

境省は税調に慣れていないし、なかなか難しい。最後の個別の業界についての非課税とか軽減

措置は、経産省と財務省で詰めて、2010 年の秋には、民主党の温暖化対策税小委員会というの

ができて、ここで温暖化対策は何か形にしなきゃいかんというのがあって、10 月から 11 月に

かけてかなり精力的に議論されて、環境省、経産省、財務省も小委に呼ばれて、それぞれ一省

庁としてプレゼンをしました。 

 最終的に税率がどうしてこうなったかとか、我々は関われていないんですけれども、その小

委員会の提言として案が出てきて、それが当時の政府の案になりました。 

 

川上 尚貴 氏 
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 2012年度税制改正 

○中井 私が 2011 年 4 月に環境省に来て、川上

さんから引き継いで、当時、除染を始めたり、

原子力安全・保安院を原子力規制庁にすると

かですね、大きな政策マターにもいろいろ関

わっていたんですけども、そういう中で、この

地球温暖化対策税というのがあるよと言われ

て、通すの大変だからあと頼むと言われて、そ

こからですよね。 

 その年の夏まではまず規制庁をどうするか

みたいな議論があって、環境省の外局として

規制庁を作り、かつ、そのために内閣官房に準備室立ち上げて動かしていくので、環境本省と

協力しようという話が、8 月、9 月ぐらいまで結構大変だったんです。 

 国会が与野党でねじれる中で、2011 年度税制改正では新規ダマは出せないという話になって

いた。だから、時限のものだけをぎりぎり通してもらって、2011 年度に掲げられた新規要望と

しての地球温暖化対策税はほかの主要な新規ものと同時に全部サスペンドされている状況で

あったところ、2011 年の秋に、それらがどうなるのかという本格議論が始まるんですよ。民主

党、自民党、公明党の税調幹部で、2012 年度税制改正というより、まず 2011 年度の積み残し

を何とかしないといけないという相談事が秋ぐらいに動いた過程で、この地球温暖化対策税を

突っ込まないといけないなという状況で、これをお願いしますと言いに行くのをまずゲリラ的

に始めました。秋口に、自民党にお願いに行ったら、中井君、こんなもの通るわけないだろう

って、開口一番言われました。そういう意味で、当時野党である自民党、公明党にどうやって

理解してもらうかが重要だと思ったのです。 

 経団連が賛成していない中で、いろいろな議員に根回しに行くと、温対税は絶対反対という

のがセットになってアポが入ってて、経団連の幹部が部屋の外に並んでいて、次は反対ですと

いうプレゼンをするという構図が最後の最後まで続くんですけども、民主党、自民党、公明党

三者で協議しながらも、いつまでも温対税の話は進まないという状況がありました。 

 私としては、公明党政調の事務局に何とか賛成に持っていけませんかねみたいなことをずっ

と相談しながらやりました。公明党の先生で理解してくれる人はいたのですが、当初、党とし

ては基本的に負担に反対だったので、この税金が入れば小学校の屋根に太陽光が入ります、税

収を使う方でお金がちゃんと行きますからと説明し、最終的に公明党は賛成してくれました。

それが大きかった。 

 次に自民党には、地元は欲してるということを理解してもらったり、今やらなければ、もう

10 年遅れてでないと税の話、環境税の話はできません、しかもこれが税収で使えますよという

ことを説明しました。自民党の税調は、当時の税調会長が最後を仕切ってくれました。 

中井 徳太郎 氏 
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 あともう 1 つ、この税は森林にお金が行かないなら環境税じゃないんだと言って反対する議

員がいらっしゃった。この対応は経産省がやりました。いや、これは石油石炭税の増税なんで、

これは環境税じゃないですよと言って、ああ環境税じゃないっていう整理なんだなとなりまし

た。ただその議員はよく理解されていて、真の環境税はやるんだよな、それならこれは通して

やるからなって言ってくれたようです。それは森林環境税ということになるんですけど、そっ

ちに汗かけよなっていうことだと思いました。 

 

 地球温暖化対策税の理想的な形 

―――今の温対税である、石油石炭税の特例ではなくて、ほかの税制の形は当時考えられていた
のでしょうか。 

 

○川上 理想形がどうだということと関わってくるんですけど、当時で言うと、三好さんが一番

環境省プロパーの思いを代表されておられました。本当は石油石炭税の特例じゃなくて、名前

も環境税っぽい名前になって、環境基本法か何かでちゃんと位置づけをして、課税目的があっ

て、という本格的な環境税を作りたいというのは、思いとしてはもちろんあったんですね。 

 ただ、それを直ちにやるのは現実性がないという実態があって、割と早い段階で、現実性が

あるものにしたということじゃなかったかと思います。 

 

○鈴木 CO2 にかけるということさえあればいいという感じだったですね。石油石炭税というの

は、もともとは、第一次オイルショックの後の石油の備蓄とか、石油の開発とか、そういうの

に使うお金とかですね、石炭については、炭鉱を閉山していくときの対策に使うというための

目的財源で作った税なので、その後、エネルギー特会とかいろいろやっていますけども、そこ

にひっつけたというのは課税の考え方が全然違うので、変と言えば変なんですけども、発想は

もう全然違って、特例ではあるんだけど、CO2 にかける、排出量に応じてかけるというのが確

保されたので、少なくとも実は取れているんじゃないかなとは思います。 

 

○川上 やっぱり特定財源にするということについても、環境省プロパー的に言うと、純粋形じ

ゃないという思いもどこかにあったと思うんですね。だから、本当は一般財源にして、筋論と

しては、もっぱら価格効果を狙うというのが 1 つあったんですが、これは両論もちろんあって、

税収を CO2 対策に使うことによって、歳出面でも効果があって、ダブルに効くと。だから比較

的低い税率でも両方の効果があっていいんだという、もちろんそっちの議論を押したんですけ

ど、長年環境税の議論をされてきた環境省プロパーの中ではそういう特定財源にするというと

ころに、やや純粋形じゃないと言われる方もありましたね。そこは、経産省を味方にし、財務

省を味方にしていった中で、これが現実的だろうという判断だと思います。 
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○鈴木 これは個人的な意見ですけど、もちろん石油石炭税も、石油特会とか石炭特会があった

時代にも、省エネとかそういう目的はあるのですが、従来のものは、技術開発まではするんで

すけど、本当にエネルギー消費が減ることに歳出を使うということについては、非常に消極的

だったんですね。それは 1 つは、技術開発まではするけれども、その先はもう民間の仕事だと

いう財政の理論もあるんだと思いますけど、もう 1 つは、やっぱりエネルギー業界がバックに

いるので、本当にエネルギーの需要が減るようなことはしない、あるいはできないというのが

あったんじゃないかなというのが私の勘繰りなんです。 

 しかし、東日本大震災（後の供給面の課題）があって、あるいは温暖化みたいな話があって、

初めて省エネの普及というか、本当にエネルギー消費を減らすことについて予算がつくという

時代が来た。エコポイントとかは、そういうことだと思うんです。それまでは、エネルギー特

会は省エネについてものすごい金を使ってるんですが、技術開発だけなので、例えば LED なん

かの開発も、NEDO でやってるんですけど、普及は一切しなかった。そのため、ずっと眠って

たんですね。それを僅かな環境省の一般会計の予算で電球型蛍光灯を作って、それが起爆剤に

なって LED の普及につながった。 

 実はこの税が通った後、今度は予算の問題になったときに、経産省も、さすがに一緒にやっ

た制度なので、全部自分が使うとは言わなかったんですけど、需要に応じて配分しようじゃな

いかという話がありました。需要はもともと向こうの施策分野の方が圧倒的に大きく、それは

ほとんど全部自分に使わせろみたいな話になるので、主計局も間に入ったりもして大変だった

んですけども、原則は折半になった。 

 もちろん、東日本大震災があって、経産省の行動パターンも変わってきてはいるんだとは思

うんですけども、やっぱり環境省というのは、エネルギー消費や CO2 を減らすということにつ

いて、純粋に考えられる省庁なんですが、経産省、特にエネルギー特会を所管しているエネ庁

は、エネルギー産業の育成というのも 1 つの役割になっているので、彼らだけにやらせている

と、CO2 が減らないという面があります。環境省みたいに純粋に CO2 を減らすという発想で

やるところがあるからこそ、経産省も露骨にエネルギー業界のためだけのことはしないという

ことになるので、最初の段階のこの温暖化対策税というのは特会でよかったんじゃないかと個

人的には思います。 

 というのは、環境省は何をやろうとしても、施策を裏づける財源がないので、グリーンニュ

ーディールをやろうといったときにも、なかなか施策が作れなかった思いがあって、エコポイ

ントのときは補正予算という形では取れましたけども、実際上、恒常的にやれるようになった

のは、この特会予算が使用できるようになってからじゃないかなと思うので、本当の意味で、

政策官庁、政策を実行する官庁に変わっていくためには、ある程度の財源がないといけない。

最低限の予算がないと、何かやるにしても、言ってるだけという話になるので、ある程度の財

源が持てたというのは、環境省の性格を変えるのには役立ったと、私は思っています。 
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○中井 使い道は本当にもめたんで

す。私の思い出だと、まず最初のとき

（2012 年度）、半年の執行で、確か 450

億円ぐらいだと思うんですね。経産

省的に言うと、石油石炭税で 5,000 億

円の本体があって、これにちょっと

乗るというような比例感で言ってき

た。鈴木さんは、当時汗かいたのどっ

ちだと思ってるんだ、そんなこと言

うんだったら 10 対 0 で全部こっちだ

みたいな言い方もして、最後は主計局のさばきが入って真ん中になったんだけど、初年度のと

ころは通るか通らないかってぎりぎり分からないような見通しでした。当時は鑓水洋主計官で、

1 兆円の復興予算を作ってくれた立役者なんですけど、特会の半年の税収の 200 億円が来ると

か来ないとか、本当に不透明だったんで、中井さん、入らないんでしょう、むしろ入らない方

が予算やりやすいみたいな、それぐらいのニュアンス出してたんですよね、まずね。 

 ところが現実にその予算が入ることになったので、配分の話になって、温対税としての特会

のお金はつくんだけど、根っこの一般会計が切られるとか。その後、私は神田眞人主計官と相

当戦って戻すということをやりましたし、確か主計局次長の中原広さんのところに鈴木さんが

行って、次長裁定みたいな形にしてもらったということもありました。 

 

 カーボンプライシングの設計に向けて 

―――現在、環境省ではカーボンプライシングの検討をしていますが、検討に当たってのメッセ
ージをいただけますか。 

 

○鈴木 私からは、次官を辞めるときに、どこかでしゃべったような気がするんだけど、ちゃん

と違う形の温暖化対策税を検討しておいた方がいいと。具体的には、例えば 2050 年に向けて、

温対税の税率をずーっと引き上げていく。2 年に 1 回でもいいし、毎年でもいいんですけど、

上げ幅は小さくてもいいんだけど、ずっと上げていって、2050 年にはここまでになるという、

民間の投資行動を変革するような形で示すのがいいんじゃないかと。だから今やるのなら、と

にかく長い時間軸で石油なり石炭なりの価格の将来予想がつくような形でやった方がいいと、

財源を取りに行くんじゃなくて、そういうふうなのがいいんじゃないかと申し上げました。ま

た、タイミングは法人税を下げなきゃいかんというときぐらいがいいのではないかなと、将来

法人税を下げざるを得なくなったときの代替財源でいいじゃないかと、そのときは申し上げた

と思います。 

 そのためには、炭素国境調整措置とか、いろいろなことをちゃんと措置しないといけないん

インタビュー風景 
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で、よく勉強しないといけない。というのは、産業界は必ずこういうことについては反対する

ので、産業界にとってどうしても反対せざるを得ないようなところは何かというのを見極めて、

そこについての措置を考えておく方がいいんじゃないかとも思います。今ならコロナ対策でも

いいんですけどね。 

 

○川上 今の鈴木さんの 2050 年に向けて、長いスパンで打ち出していくというのは私も同感で

して、要するに歳入効果と歳出効果と、中長期的なアナウンスメント効果というのが大事で、

2050 年に向けてこうなっていくんだよという絵をバンと打ち出してもいいと思うんですね、そ

ういうのを出すことによって、民間の投資行動に組み入れてもらうというのは非常に大事だと

思います。 

 それから、環境基本法に位置づけて、課税目的を書いてみたり、本格的な炭素税みたいなこ

とは環境省プロパーの方の 1 つの理想像だと思うんですけど、法律関係の税制の専門家の感じ

で言うと、この手の、いわゆるピグー税という外部不経済に対して税としてコストをかけて、

マーケットを通じて抑制していくという、この手の税は、税体系論だと割と異端という面があ

って、だんだん課税対象が減っちゃうわけですね。 

 最後は課税対象自体がなくなっちゃうかもしれないと。そういうものに税をかけるという議

論は経済学者は非常に好むんですけど、税制をやっている先生方って非常にそういうのに抵抗

感があって、そこをどう打破するのかというのは温暖化対策税のときもあって、石油石炭税の

特例を超えて、環境基本法にちゃんと位置づけて課税目的から書いて税を作るのは難しかった

のです。今後もそう簡単ではないというところはあるかと思います。 

 それから個人的に関心持っているのは炭素国境調整措置ですね。国外に取られちゃうんなら、

国内でかけた方がいいよね、国内で税収として使った方が得だよね、という議論はあると思う

ので、炭素国境調整措置の中で、各事業者が自分の製品の CO2 とか、自分の仕入れにどれだけ

CO2 が入っているというのを把握できるような仕組みを作るのは、この税と並行しての議論か

と思います。 

 

○中井 新たなカーボンプライシングというものが正当に議論される世の中の地合い、これを巻

き起こすってできるのかなとか思っているうちに、気候危機だと言われるほど状況が悪化して、

世界中で動きが出てきました。ESG という金融の流れができて、手法としてカーボンプライシ

ングというのが真っ当に、サスティナブルな方に移行するというのが成長だという流れができ

てきました。この半年、1 年で、そういうことが議論できる状況になってきたので、それをう

まく捉えて政策を進めたいと思っています。 

 

○川上 1 点だけ補足させていただくと、ガソリン税のときの議論もそうだったと思うんですけ

ど、逆進性ということと同時に、地方で車をいっぱい使っている人が一番負担が多いみたいな

こともあるので、東京だけの議論じゃなくて、地方にちゃんと恩恵が行くよということをしっ
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かりアピールできるような仕組みをよく配慮されたらいいんじゃないかなと思います。 

 

―― 了 ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し手 川上 尚貴 氏 東日本旅客鉄道株式会社 顧問、辻・本郷税理士法人 特別顧問 など 

1983 年 大蔵省入省、2008 年 財務省主税局税制第二課長（間接税担当）、2009 年 環境省総合環境
政策局総務課長、2011 年 広島国税局長、2014 年 関東信越国税局長、2015 年 内閣府地方創生推
進事務局次長兼内閣審議官、2017 年 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官
補兼内閣審議官、2018 年 国税庁税務大学校長、2019 年 退官。 

 

鈴木 正規 氏 イオンフィナンシャルサービス株式会社 取締役会長、AFS コーポレー
ション株式会社 取締役、株式会社イオン銀行 取締役会長 

1978 年 大蔵省入省、2011 年 環境省地球環境局長、2012 年 大臣官房長、2014 年 環境事務次官、
2015 年 退官。 

 

中井 徳太郎 氏 環境事務次官 

1985 年 大蔵省入省、2016 年 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、2017 年 総合環境政
策統括官、2020 年 環境事務次官。 

 
（話し手は五十音順。所属・役職は全てインタビュー時点のもの。） 
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Ⅰ 環境と社会の五十年（年表）

環境省五十年史（資料編）

年

表

資料編-1 資料編-2

※本年表は以下の資料を参考にして作成した。（ウェブサイトのアクセス日は、いずれも2021年12月24日）
・外務省HP, 条約データ検索, https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/
・一般財団法人環境イノベーション情報機構HP, 1969以前～2015, EICネット環境年表,https://www.eic.or.jp/library/nenpyo/
・神田文人・小林英夫, 2019, 増補完全版 昭和・平成現代史年表
・環境新聞社, 2020, 公害・環境対策55年のあゆみ（2020年11月18日 環境新聞掲載）
・環境庁/環境省, 1973～2013, 環境白書（主な環境問題／主な環境問題の動き（昭和48年～平成25年版）、環境問題の推移（昭和50年版）、公害年表（昭和54年版））
・環境庁企画調整局調整課, 1994, 環境基本法の解説資料編 環境行政関連年表
・環境庁20周年記念事業実行委員会, 1991, 環境庁二十年史資料編
・環境省, 2021, 福島環境再生10年のあゆみ
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2011 年
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定員の変遷予算の変遷

注）原子力規制庁設置後の2012（平成24）年度以降は以下の表記とした。
上段：原子力規制庁を除く環境省予算
下段：原子力規制庁予算

資料編-39 資料編-40

予
算
・
定
員



環境省五十年史（資料編）

組
織
の
変
遷

資料編-41 資料編-42

Ⅳ 組織の変遷 環境庁 本庁・附属機関

日光国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所

●事務所内訳

西表国立公園管理事務所

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 管理員事務所(8)

(54.2)臨時水俣病認定審査会

(53.10)国立水俣病研究センター

瀬戸内海環境保全室
土壌農薬課

水質規制課
水質管理課

調査官
企画課

(55.10)水質保全局

自動車公害課
特殊公害課
大気規制課

交通公害対策室
調査官

企画課
(53.10)大気保全局

管理員事務所(7)
阿蘇国立公園管理事務所

管理員事務所(4)
瀬戸内海国立公園管理事務所

管理員事務所(3)
大山隠岐国立公園管理事務所

管理員事務所(2)

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所 管理員事務所(8)
中部山岳国立公園管理事務所

管理員事務所(42) 管理員事務所(43) 吉野熊野国立公園管理事務所

阿蘇国立公園管理事務所 阿蘇国立公園管理事務所
瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 管理員事務所(5)
大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所

中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所
吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 管理員事務所(3)

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 管理員事務所(3)
日光国立公園管理事務所

阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所阿寒国立公園管理事務所
●事務所内訳 ●事務所内訳

保護科
保護科 保護科 保護科 庶務科(阿寒、日光、中部、阿蘇)

●組織●組織 ●組織 ●組織

施設整備課
鳥獣保護課

保護管理課
計画課

国立公園管理事務所(10)
千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所

墓苑管理事務所
新宿御苑管理事務所
京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

企画調整課
(52.7)自然保護局

保健調査室

保健調査室 保健調査室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室
保健調査室 主任審査専門官

特殊疾病対策室 特殊疾病対策室 保健業務課 保健業務課

環境保健部 環境保健部 環境保健部

保健業務課 保健業務課 調査官 調査官
保健企画課 保健企画課 保健企画課 保健企画課

環境保健部
研究調整課 研究調整課 研究調整課 研究調整課

調査官 調査官 調査官 調査官

環境審査室 環境影響審査課 環境影響審査課 環境影響審査課
環境管理課 環境管理課 環境管理課 環境管理課

(51.10)企画調整局 (52.7)企画調整局 (54.4)企画調整局 (56.4)企画調整局
企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課

参事官(2) 参事官
国際課 国際課
会計課 会計課

(51.10)環境調査官(5) 環境調査官(5)
総務課      総務課

調査官 調査官
秘書課秘書課

審議官 審議官(2)
(55.4)長官官房(51.7)長官官房

(昭和51年度) (昭和52年度) (昭和53年度) (昭和54年度) (昭和55年度) (昭和56年度)
1976年度 1977年度 1978年度 1979年度 1980年度 1981年度1971年度 1972年度 1973年度 1974年度

(昭和46年度) (昭和47年度) (昭和48年度) (昭和49年度)
(46.7)

(環境庁設置時)

事務次官

1975年度
(昭和50年度)

審議官 審議官 審議官(2) 審議官 審議官
長官官房 (47.5)長官官房 (48.6)長官官房 (49.7)長官官房 (50.7)長官官房

総務課 総務課 総務課 総務課 調査官
秘書課 秘書課 秘書課 秘書課 秘書課

参事官(2) 国際課 国際課 会計課 環境調査官(4)
会計課 会計課 会計課 環境調査官(4) 総務課

参事官 国際課
参事官 参事官 国際課 会計課

参事官

企画調整局 (47.10)企画調整局 (49.7)企画調整局 (50.7)企画調整局
企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課

公害保健課 環境審査室 環境管理課
防止計画課 環境管理課 調査官

公害情報室 公害保健課 環境保健部 研究調整課
研究調整課 防止計画課 研究調整課 環境審査室

公害情報室 保健業務課 保健企画課
研究調整課 保健企画課 環境保健部

保健調査室 保健業務課
保健調査室

企画調整課 企画調整課
自然保護局 (50.7)自然保護局

新宿御苑管理事務所 新宿御苑管理事務所
京都御苑管理事務所 京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所 皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)

計画課 計画課
国立公園管理事務所(6) 国立公園管理事務所(10)

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所 千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所 墓苑管理事務所

鳥獣保護課 施設整備課
休養施設課 保護管理課

鳥獣保護課

●組織
国立公園管理事務所(6) 国立公園管理事務所(8) 国立公園管理事務所(10) 国立公園管理事務所(10)

保護科 保護科 保護科 保護科 保護科
●組織 ●組織 ●組織 ●組織

●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所
阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所
日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所

瀬戸内海国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所
阿蘇国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所
 管理員事務所(37) 阿蘇国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所

 管理員事務所(37) 阿蘇国立公園管理事務所 阿蘇国立公園管理事務所
西表国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所
管理員事務所(36) 管理員事務所(37)

(50.7)大気保全局

大気規制課 調査官
企画課 企画課

大気保全局

自動車公害課
自動車公害課 特殊公害課

(49.7)水質保全局

特殊公害課 大気規制課

企画課 企画課
水質保全局

土壌農薬課 水質規制課
水質規制課 水質管理課
水質管理課 調査官

中央鳥獣審議会 (48.11)瀬戸内海環境保全審議会
中央水質審議会

(46.9)中央公害対策審議会
自然公園審議会

(48.3)公害研修所
(49.10)公害健康被害補償不服審査会

中央公害対策審議会
(48.4)自然環境保全審議会

(49.3)国立公害研究所

土壌農薬課

瀬戸内海国立公園管理事務所
阿蘇国立公園管理事務所
西表国立公園管理事務所

管理員事務所(43)

十和田八幡平国立公園管理事務所
日光国立公園管理事務所
富士箱根伊豆国立公園管理事務所
中部山岳国立公園管理事務所
吉野熊野国立公園管理事務所
大山隠岐国立公園管理事務所

損害賠償保障制度準備室

∩
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環境庁 本庁・附属機関

1984年度 1985年度 1986年度

庶務科(全事務所)

(昭和59年度) (昭和60年度) (昭和61年度)(昭和57年度) (昭和58年度)
1982年度 1983年度

審議官(2) 審議官(2) 審議官(2)審議官(2)
(57.4)長官官房 (58.10)長官官房 (60.4)長官官房 (61.4)長官官房

調査官 調査官 調査官調査官
秘書課 秘書課 秘書課 秘書課

広報室 広報室 広報室広報室
総務課       総務課       総務課       総務課      

会計課 会計課 有害化学物質
対策調整官

有害化学物質対策調整官
環境調査官(5) 環境調査官(5) 環境調査官(5) 環境調査官(4)

参事官 調査官 会計課 会計課
国際課 国際課 環境情報企画官

参事官 参事官

参事官 国際課 国際課
調査官 調査官

(59.4)企画調整局

調査官(2)
企画調整課

環境管理課

研究調整課
環境影響審査課

保健企画課
環境保健部

保健業務課
調査官

特殊疾病対策室
特殊疾病審査室
保健調査室

企画調整課
(61.7)自然保護局

京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所

計画課
保護管理課

国立公園管理事務所(10)

鳥獣保護業務室
野生生物課
施設整備課

庶務科
●組織 ●組織 ●組織 ●組織

保護科 保護科 保護科 保護科
庶務科

阿寒国立公園管理事務所 阿寒国立公園管理事務所
●事務所内訳

 管理員事務所(3)

 管理官事務所(8)

日光国立公園管理事務所
管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

 管理員事務所(3)
日光国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所
管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

 管理官事務所(5)管理員事務所(4) 管理官事務所(5)
富士箱根伊豆国立公園管理事務所

 管理員事務所(8)
中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 
管理官事務所(8)  管理官事務所(8)

大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所
 管理員事務所(2) 管理官事務所(2)  管理官事務所(2)

瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所
 管理員事務所(3) 管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

阿蘇国立公園管理事務所 阿蘇国立公園管理事務所
 管理員事務所(4) 管理官事務所(4)  管理官事務所(4)

 管理員事務所(7) 管理官事務所(7)  管理官事務所(7)

大山隠岐国立公園管理事務所

瀬戸内海国立公園管理事務所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所

日光国立公園管理事務所

阿寒国立公園管理事務所

十和田八幡平国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所

中部山岳国立公園管理事務所

吉野熊野国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所

 管理員事務所(8) 管理官事務所(8)
十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所

●事務所内訳 ●事務所内訳

庶務科

∩

1989年度
(平成元年度)

1988年度 1990年度 1991年度1987年度
(平成2年度) (平成3年度)(昭和62年度) (昭和63年度)

審議官(2) 審議官(2)
(2.7)長官官房(62.10)長官官房

調査官 調査官
秘書課秘書課

広報室 広報室
総務課      総務課      

環境情報企画官
環境調査官(4) 環境調査官(4)

企画調整課 企画調整課 企画調整課

国際課

環境情報企画官
会計課 会計課

(62.10)企画調整局 (63.4)企画調整局 (2.7)企画調整局
企画調整課

(3.4)企画調整局

調査官
参事官

調査官(2) 調査官(2) 調査官(2) 調査官(2)
環境管理課 環境管理課 環境管理課 環境管理課

環境影響審査課
環境研究技術課 環境研究技術課 環境研究技術課 環境研究技術課
環境影響審査課 環境影響審査課 環境影響審査課

環境保健部
試験研究調整官 試験研究調整官 試験研究調整官 試験研究調整官

環境保健部 地球環境部 地球環境部

調査官 調査官
保健企画課 保健企画課 企画課 企画課

調査官 調査官

特殊疾病対策室 調整官 研究調査室 研究調査室
保健業務課 保健業務課 環境保全対策課 環境保全対策課

保健調査室 特殊疾病審査室 保健企画課 環境保健部
特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 環境保健部 環境協力室

保健業務課 調査官
保健調査室 調査官 保健企画課

特殊疾病対策室 調整官
調整官 保健業務課

保健調査室 特殊疾病審査室
特殊疾病審査室 特殊疾病対策室

保健調査室

企画調整課
(3.4)自然保護局

京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所

計画課
国立公園管理事務所(11)

鳥獣保護業務室
野生生物課

国立公園課
施設整備課

国立公園管理事務所(11)

庶務科 庶務科
●組織 ●組織 ●組織 ●組織

保護科 保護科保護科 保護科
庶務科

阿寒国立公園管理事務所 北海道地区国立公園管理事務所 北海道地区国立公園管理事務所
●事務所内訳 ●事務所内訳

釧路湿原国立公園管理事務所 釧路湿原国立公園管理事務所 釧路湿原国立公園管理事務所
 管理官事務所(8) 管理官事務所(9)  管理官事務所(9)

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所
 管理官事務所(3) 管理官事務所(3)  管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

  管理官事務所(3) 管理官事務所(4)
日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所
  管理官事務所(4) 管理官事務所(3)

 管理官事務所(5)  管理官事務所(5)  管理官事務所(5) 管理官事務所(5)
中部山岳国立公園管理事務所中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所
 管理官事務所(8)  管理官事務所(8)  管理官事務所(8)  管理官事務所(8)

大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所
 管理官事務所(2)  管理官事務所(2)  管理官事務所(2)  管理官事務所(2)

瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所 瀬戸内海国立公園管理事務所
 管理官事務所(3)  管理官事務所(3)  管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

西表国立公園管理事務所

 管理官事務所(4)  管理官事務所(4)  管理官事務所(4)  管理官事務所(4)

西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所 西表国立公園管理事務所
 管理官事務所(7)  管理官事務所(7)  管理官事務所(7)  管理官事務所(7)

調査官 調査官
企画課 企画課

(元.10)大気保全局 (2.7)大気保全局

大気規制課 特殊公害課
広域大気管理室 大気規制課
交通公害対策室 交通公害対策室

企画課

海洋汚染・廃棄物対策室

(62.4)水質保全局

特殊公害課 自動車公害課
自動車公害課

瀬戸内海環境保全室

水質管理課

(2.7)国立環境研究所

調査官

管理官事務所(10)

土壌農薬課

水質規制課

北海道地区国立公園管理事務所

釧路湿原国立公園管理事務所
十和田八幡平国立公園管理事務所

日光国立公園管理事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所

●事務所内訳 ●事務所内訳

庶務科

∩
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資料編-45 資料編-46

環境庁 本庁・附属機関

1998年度 1999年度
(平成9年度) (平成10年度) (平成11年度) (平成12年度)

事務次官

2000年度1997年度

審議官(2)
長官官房

調査官
秘書課

広報室
総務課      

環境調査官(4)

会計課

環境情報企画官

企画調整局
企画調整課 企画調整課

(11.4)企画調整局(9.4)企画調整局 (10.4)企画調整局
企画調整課 企画調整課

調査官(2) 調査官(2)調査官(2) 調査官(2)
環境保全活動推進室 環境保全活動推進室環境保全活動推進室 環境保全活動推進室

計画官 計画官
環境計画課 環境計画課環境計画課 環境計画課

計画官 計画官
環境影響評価課環境影響評価課 環境影響評価課 環境影響評価課

環境影響審査室 評価技術調整官 評価技術調整官 評価技術調整官
環境研究技術課 環境影響審査室

試験研究調整官 環境研究技術課 環境研究技術課 環境研究技術課
環境影響審査室 環境影響審査室

試験研究調整官地球環境部 試験研究調整官 試験研究調整官

調査官 企画課 企画課 企画課
地球環境部企画課 地球環境部 地球環境部

環境保全対策課 環境保全対策課 環境保全対策課
調査官

調整官(2)
環境保全対策課 調査官 調査官

環境協力室 研究調査室 地球温暖化対策推進室 地球温暖化対策推進室
研究調査室 調整官(2) 調整官 調整官

環境保健部 環境協力室 研究調査室 研究調査室

調査官 保健企画課 環境保健部 環境保健部
保健企画課 環境保健部 環境協力室 環境協力室

特殊疾病対策室 保健業務室 調整官

調整官 調査官 保健企画課 保健企画課
保健業務室

環境リスク評価室 環境安全課 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室

調整官
環境安全課 特殊疾病対策室 保健業務室 保健業務室

調整官 調査官 調査官

(10.4)自然保護局 (12.4)自然保護局

環境リスク評価室 環境安全課 環境安全課
調整官 調整官
環境リスク評価室 環境リスク評価室

企画調整課 企画調整課

皇居外苑管理事務所 皇居外苑管理事務所
京都御苑管理事務所 京都御苑管理事務所

調査官 調査官
国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所 千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所 新宿御苑管理事務所
墓苑管理事務所 墓苑管理事務所

国立公園・野生生物事務所(11) 自然保護事務所(11)
計画課 計画課

生物多様性センター 生物多様性センター

国立公園課 国立公園課
施設整備課 施設整備課

生物多様性企画官 生物多様性企画官

鳥獣保護業務室
野生生物課 野生生物課

(12.4)自然保護事務所(11)

鳥獣保護業務室

●組織 ●組織 ●組織 ●組織

公園保護科 公園保護科 公園保護科公園保護科
庶務科 庶務科庶務科 庶務科

施設科 施設科(山陰以外) 施設科(全事務所) ※野生生物科は支所に配置

野生生物科 野生生物科 野生生物科 施設科

西北海道地区自然保護事務所●事務所内訳 西北海道地区国立公園・野生生物事務所 西北海道地区国立公園・野生生物事務所
(西北海道、東北、北関東、中部、九州、沖縄) ●事務所内訳 ●事務所内訳 ●事務所内訳

苫小牧支所西北海道地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(6)  管理官事務所(6)
自然保護官事務所(7) 管理官事務所(6)  羽幌分室  羽幌分室

東北海道地区自然保護事務所羽幌分室 東北海道地区国立公園・野生生物事務所 東北海道地区国立公園・野生生物事務所

 管理官事務所(5) 東北地区国立公園・野生生物事務所 東北地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(5)
釧路支所東北海道地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(5)  管理官事務所(5)

 管理官事務所(3) 管理官事務所(4) 東北地区自然保護事務所東北地区国立公園・野生生物事務所
青森支所 管理官事務所(3) 分室(2) 分室(2)

北関東地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(5)  管理官事務所(5) 北関東地区自然保護事務所
西目屋分室 北関東地区国立公園・野生生物事務所 北関東地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(6)

南関東地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(7)  管理官事務所(7) 自然保護官事務所(6)
 管理官事務所(5) 南関東地区国立公園・野生生物事務所 南関東地区国立公園・野生生物事務所 新潟支所

中部地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(9)  管理官事務所(9) 東京支所
 管理官事務所(7) 中部地区国立公園・野生生物事務所 中部地区国立公園・野生生物事務所 南関東地区自然保護事務所

近畿地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(2)  管理官事務所(2) 中部地区自然保護事務所
 管理官事務所(9) 近畿地区国立公園・野生生物事務所 近畿地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(7)

山陰地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(4)  管理官事務所(4) 自然保護官事務所(9)
 管理官事務所(2) 山陰地区国立公園・野生生物事務所 山陰地区国立公園・野生生物事務所 名古屋支所

自然保護官事務所(2)
九州地区国立公園・野生生物事務所  管理官事務所(8)  管理官事務所(8) 山陰地区自然保護事務所
 管理官事務所(5) 九州地区国立公園・野生生物事務所 九州地区国立公園・野生生物事務所

近畿地区自然保護事務所
山陽四国地区国立公園・野生生物事務所 管理官事務所(6)  管理官事務所(6) 奈良支所
 管理官事務所(4) 山陽四国地区国立公園・野生生物事務所 山陽四国地区国立公園・野生生物事務所

自然保護官事務所(6)
九州地区自然保護事務所

熊本支所
自然保護官事務所(10)

沖縄地区自然保護事務所

沖縄地区国立公園・野生生物事務所   管理官事務所 管理官事務所 山陽四国地区自然保護事務所
  管理官事務所 分室(2) 分室(3) 高知支所

  西表分室

 管理官事務所(8)  対馬分室  対馬分室 鳥取支所
対馬分室 沖縄地区国立公園・野生生物事務所 沖縄地区国立公園・野生生物事務所 自然保護官事務所(4)

企画課

石垣支所
自然保護官事務所(4)

(12.4)大気保全局

大気規制課
ダイオキシン対策官

調査官
大気生活環境室

企画課 企画課
(9.4)水質保全局 水質保全局

自動車環境対策第一課
自動車環境対策第二課

瀬戸内海環境保全室 瀬戸内海環境保全室

水質管理課 水質管理課
地下水・地盤環境室 地下水・地盤環境室
海洋環境・廃棄物対策室 海洋環境・廃棄物対策室

瀬戸内海環境保全審議会

臨時水俣病認定審査会

中央環境審議会
自然環境保全審議会

国立水俣病総合研究センター

公害健康被害補償不服審査会

土壌農薬課 土壌農薬課

国立環境研究所

水質規制課 水質規制課

∩

1992年度 1993年度
(平成8年度)(平成4年度) (平成5年度) (平成6年度) (平成7年度)

1994年度 1995年度 1996年度

(4.4)企画調整局
企画調整課企画調整課

(5.4)企画調整局 (6.7)企画調整局 (7.4)企画調整局 (8.4)企画調整局
企画調整課 企画調整課 企画調整課

調査官(2) 調査官(2) 調査官(2) 調査官(2)調査官(2)
環境保全活動推進企画官 環境保全活動推進企画官 環境保全活動推進企画官 環境保全活動推進室環境保全活動推進企画官

環境管理課
環境影響審査課 環境影響評価課 計画官 計画官環境影響審査課
環境管理課 環境計画課 環境計画課 環境計画課

環境影響審査室 環境影響評価課 環境影響評価課環境研究技術課 環境研究技術課
環境影響審査室 環境影響審査室試験研究調整官 試験研究調整官 環境研究技術課

地球環境部 試験研究調整官 環境研究技術課 環境研究技術課地球環境部
試験研究調整官企画課 企画課 地球環境部 試験研究調整官

環境保全対策課 環境保全対策課
企画課 地球環境部 地球環境部調査官 調査官

環境協力室 研究調査室
調査官 調査官研究調査室 調整官 環境保全対策課

調査官 企画課 企画課

保健企画課 環境保健部 環境協力室 研究調査室 研究調査室
環境保健部 環境協力室 研究調査室 調整官 調整官

調整官 環境保全対策課 環境保全対策課

環境協力室
保健業務課 調査官 保健企画課

調査官 保健企画課 環境保健部 環境協力室

特殊疾病対策室 調整官 調整官
調整官 保健業務課 調査官 保健企画課

環境保健部 環境保健部

特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 保健業務室 調整官 調整官
調査官 調査官

保健企画課

保健調査室 特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室
保健調査室 特殊疾病審査室 特殊疾病対策室 保健業務室 保健業務室

環境安全課 環境安全課
環境安全課 特殊疾病審査室 特殊疾病審査室

(8.4)自然保護局
企画調整課

京都御苑管理事務所
皇居外苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
調査官

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所
墓苑管理事務所

新宿御苑管理事務所

計画課
生物多様性企画官

野生生物課
鳥獣保護業務室

施設整備課
国立公園課

(6.7)国立公園・野生生物事務所(11) 国立公園・野生生物事務所(11)
●組織●組織 ●組織

公園保護科 公園保護科 公園保護科
庶務科 庶務科 庶務科

●事務所内訳 ●事務所内訳
野生生物科 野生生物科

管理官事務所(6)  管理官事務所(6)
西北海道地区国立公園・野生生物事務所西北海道地区国立公園・野生生物事務所

東北海道地区国立公園・野生生物事務所 東北海道地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(5)  管理官事務所(5)

東北地区国立公園・野生生物事務所 東北地区国立公園・野生生物事務所

北関東地区国立公園・野生生物事務所 北関東地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(3)  管理官事務所(3)

管理官事務所(5)  管理官事務所(5)
南関東地区国立公園・野生生物事務所 南関東地区国立公園・野生生物事務所

中部地区国立公園・野生生物事務所 中部地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(7)

近畿地区国立公園・野生生物事務所 近畿地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(9)  管理官事務所(9)

山陰地区国立公園・野生生物事務所 山陰地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(2)  管理官事務所(2)

山陽四国地区国立公園・野生生物事務所 山陽四国地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(4)  管理官事務所(4)

九州地区国立公園・野生生物事務所九州地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(5)  管理官事務所(5)

西表分室
管理官事務所      管理官事務所

沖縄地区国立公園・野生生物事務所 沖縄地区国立公園・野生生物事務所
管理官事務所(8)  管理官事務所(8)

調査官
企画課

(6.7)大気保全局

自動車環境対策第一課
大気規制課

大気生活環境室

自動車環境対策第二課

 管理官事務所(7)

(5.11)中央環境審議会

(8.7)国立水俣病総合研究センター

(6.7)自然保護局
企画調整課

調査官
国民公園管理事務所(3)

皇居外苑管理事務所
京都御苑管理事務所
新宿御苑管理事務所

墓苑管理事務所

計画課
国立公園課
施設整備課
野生生物課

国立公園・野生生物事務所(11)

鳥獣保護業務室

千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所

(西北海道、北関東、中部)

国立公園・野生生物事務所(11)

施設科
野生生物科
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環境省 本省・審議会等

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
(18年度) (19年度) (20年度) (21年度) (22年度) (23年度) (24年度)

(23.8)有明海・八代海等総合調査評価委員会

鳥獣保護業務室 鳥獣保護業務室

生物多様性施策推進室生物多様性地球戦略企画室
国立公園課
野生生物課

国立公園課
野生生物課

生物多様性地球戦略企画室

生物多様性センター
自然環境計画課

生物多様性企画官

生物多様性センター
自然環境計画課

調査官
国民公園管理事務所(3)
墓苑管理事務所

国民公園管理事務所(3)
墓苑管理事務所

(19.4)自然環境局 (23.10)自然環境局
総務課

地下水・地盤環境室
農薬環境管理室

土壌環境課(充て職)土壌環境課
農薬環境管理室
地下水・地盤環境室

閉鎖性海域対策室
海洋環境室

水環境課水環境課
海洋環境室
閉鎖性海域対策室

自動車環境対策課
大気生活環境室

大気環境課 大気環境課
大気生活環境室

自動車環境対策課

除染渉外広報室
調査官調査官

環境管理技術室

総務課 総務課
(24.4)水・大気環境局(22.10)水・大気環境局

市場メカニズム室 市場メカニズム室
国際対策室
調整官 調整官

フロン等対策官

調整官 地球温暖化対策課
地球温暖化対策課 フロン等対策官 国際地球温暖化対策室

地球温暖化対策課

環境協力室 環境協力室 国際連携課
環境保全対策課 環境保全対策課 低炭素社会推進室

研究調査室 研究調査室
調査官 調査官

研究調査室
調査官

総務課 総務課 総務課

参事官

(19.10)地球環境局 (21.10)地球環境局 (22.10)地球環境局

企画課
調査官
保健業務室
特殊疾病対策室

環境安全課

石綿健康被害対策室
化学物質審査室

環境リスク評価室

環境保健部

環境教育推進室
環境影響評価課

環境影響審査室

計画官
環境経済課

環境計画課
環境研究技術室

環境計画課

企画官
環境研究技術室

調査官

(18.4)総合環境政策局 (24.9)総合環境政策局
総務課

適正処理・不法投棄対策室
産業廃棄物課

浄化槽推進室
廃棄物対策課

循環型社会推進室
リサイクル推進室

企画課
リサイクル推進室

廃棄物対策課

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物・リサイクル対策部
企画課

地方環境室
広報室

政策評価広報課
広報室
地方環境室

会計課
企画官
環境情報室

企画官

参事官
秘書課

総務課
調査官

総務課
環境情報室

(20.10)大臣官房 (24.4)大臣官房
審議官(5) 審議官(5)

秘書課
参事官(2)参事官

秘書課

審議官(6)
(18.4)大臣官房

浄化槽推進室
産業廃棄物課

適正処理・不法投棄対策室

総務課
調査官
企画官

計画官
環境経済課

環境教育推進室

調査官

環境影響評価課
環境影響審査室

環境保健部
企画課

調査官
保健業務室
特殊疾病対策室
石綿健康被害対策室
化学物質審査室

環境安全課
環境リスク評価室

市場メカニズム室

総務課
調査官

調査官
総務課

環境情報室
企画官

会計課
政策評価広報課

広報室
地方環境室

廃棄物・リサイクル対策部
企画課

リサイクル推進室
循環型社会推進室

廃棄物対策課
浄化槽推進室

産業廃棄物課
適正処理・不法投棄対策室

会計課
政策評価広報課

∩

(環境省設置時)
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
(12年度) (13年度) (14年度) (15年度) (16年度) (17年度)
(13.1)

臨時水俣病認定審査会
独立行政法人評価委員会

(14.11)有明海・八代海総合調査評価委員会

公害対策会議
公害健康被害補償不服審査会
中央環境審議会

地方環境事務所の設置へ

国立環境研究所 ×(13.4.1独法化) (15.7)環境調査研修所

国立水俣病総合研究センター 国立水俣病総合研究センター

石垣支所 石垣支所 石垣支所 石垣支所
自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(4)

熊本支所 熊本支所
自然保護官事務所(10) 自然保護官事務所(10)

沖縄地区自然保護事務所 沖縄地区自然保護事務所 沖縄奄美地区自然保護事務所 沖縄奄美地区自然保護事務所

高知支所 高知支所
自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(6)

九州地区自然保護事務所 九州地区自然保護事務所

自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(4)
山陽四国地区自然保護事務所 山陽四国地区自然保護事務所

自然保護官事務所(2) 熊野支所 熊野支所
自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2)

山陰地区自然保護事務所 山陰地区自然保護事務所

近畿地区自然保護事務所 近畿地区自然保護事務所 近畿地区自然保護事務所
奈良支所 奈良支所 奈良支所

自然保護官事務所(7)
中部地区自然保護事務所 中部地区自然保護事務所

名古屋支所  名古屋支所
自然保護官事務所(9) 自然保護官事務所(9)

新潟支所
自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(6)

南関東地区自然保護事務所 南関東地区自然保護事務所
東京支所 東京支所

自然保護官事務所(7)

鳥取支所 鳥取支所

釧路支所 釧路支所
自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5)

自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7)
東北海道地区自然保護事務所 東北海道地区自然保護事務所

自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(6)
北関東地区自然保護事務所 北関東地区自然保護事務所

新潟支所

東北地区自然保護事務所 東北地区自然保護事務所
青森支所 青森支所

西北海道地区自然保護事務所 西北海道地区自然保護事務所
苫小牧支所 苫小牧支所

●事務所内訳 ●事務所内訳

庶務科 庶務科
公園保護科 公園保護科
施設科 施設科

自然保護事務所(11) 自然保護事務所(11)
●組織 ●組織

野生生物課
鳥獣保護業務室

自然環境整備課
国立公園課

生物多様性企画官
自然環境計画課 国立公園課

野生生物課
鳥獣保護業務室

自然保護事務所(11)
生物多様性センター 生物多様性センター

自然環境計画課
生物多様性企画官

墓苑管理事務所 墓苑管理事務所
国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)
調査官 調査官

総務課

農薬環境管理室
地下水・地盤環境室

自然環境局 (17.10)自然環境局
総務課

農薬環境管理室
地下水・地盤環境室

閉鎖性海域対策室
土壌環境課

水環境管理課 地下水・地盤環境室

企画課 農薬環境管理室水環境管理課
閉鎖性海域対策室

土壌環境課

水環境部 土壌環境課
閉鎖性海域対策室

自動車環境対策課 水環境課自動車環境対策課

水環境部
企画課

大気生活環境室 自動車環境対策課
大気環境課 大気環境課 大気生活環境室

環境管理技術室 大気環境課環境管理技術室

大気生活環境室

ダイオキシン対策官 環境管理技術室
調査官 調査官調査官

ダイオキシン対策室

総務課 総務課
環境管理局 (14.4)環境管理局 (17.10)水・大気環境局

総務課

調整官
調整官

地球温暖化対策課 環境協力室
地球温暖化対策課

環境協力室 フロン等対策官
環境保全対策課 環境保全対策課

研究調査室 研究調査室
調査官 調査官

総務課 総務課

環境リスク評価室 環境リスク評価室

地球環境局 (14.4)地球環境局

特殊疾病対策室 特殊疾病対策室 環境リスク評価室環境安全課 環境安全課

保健業務室 環境リスク評価室 環境安全課

化学物質審査官 化学物質審査官 環境安全課 化学物質審査室保健業務室

環境影響審査室 環境影響審査室 企画課 環境保健部

評価技術調整官 評価技術調整官 環境影響審査室環境保健部

特殊疾病対策室 保健業務室調査官 調査官 化学物質審査室 特殊疾病対策室

環境保健部 環境保健部 保健業務室 調査官企画課 企画課

調査官 企画課

環境影響評価課 環境影響評価課 環境影響審査室 環境影響評価課
環境教育推進室 環境教育推進室 環境影響評価課 環境教育推進室

環境経済課 環境経済課 環境教育推進室 環境経済課
企画官 計画官 環境経済課 計画官
計画官 環境計画課 計画官 環境計画課

環境計画課 環境研修センター 環境計画課 環境研究技術室
環境研究企画官 環境研究企画官 環境研究企画官 企画官
調査官 調査官 調査官

総務課 総務課 総務課 総務課
総合環境政策局 (13.4)総合環境政策局 (15.10)総合環境政策局 (16.4)総合環境政策局

(14.4)浄化槽推進室 浄化槽推進室 浄化槽推進室 浄化槽推進室

企画課 企画課 企画課 企画課 企画課 企画課

産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課 産業廃棄物課

浄化槽対策室 浄化槽対策室
廃棄物対策課

廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物・リサイクル対策部
地方環境室

リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室 リサイクル推進室

広報室 地方環境対策調査官(45) 地方環境対策調査官(63) 地方環境対策調査官(89) 地方環境対策調査官(107) 広報室
環境調査官(4) 広報室 広報室 広報室 広報室 政策評価広報課

政策評価広報課 環境対策調査官(4) 環境対策調査官(4) 環境対策調査官(4)
会計課 政策評価広報課 政策評価広報課 政策評価広報課 政策評価広報課 企画官

環境情報企画官 会計課 会計課 会計課 会計課 環境情報企画官
総務課 環境情報企画官 環境情報企画官 環境情報企画官 環境情報企画官 総務課

調査官調査官 総務課 総務課 総務課 総務課
調査官 調査官 調査官 調査官 秘書課

事務次官
(13.7)地球環境審議官

審議官(4) (13.7)審議官(3) 審議官(3) 審議官(4) 審議官(4) 審議官(5)

適正処理・不法投棄対策室

大臣官房 (13.10)大臣官房 (14.10)大臣官房 (15.10)大臣官房 (16.10)大臣官房 (17.10)大臣官房

参事官 秘書課 秘書課 秘書課 秘書課 参事官
秘書課

適正処理推進室 適正処理推進室 適正処理推進室 適正処理推進室 適正処理・不法投棄対策室

環境対策調査官(4) 会計課

廃棄物対策課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 廃棄物対策課

調査官

(平成12年度)
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環境省 本省・審議会等

2013年度 2014年度
(25年度) (26年度)

(27.4)環境省国立研究開発法人審議会

(25.9)放射性物質汚染対処技術統括官
参事官(充て職)

希少種保全推進室

希少種保全推進室 (27.5～)鳥獣保護管理室 野生生物課
希少種保全推進室 鳥獣保護管理室

鳥獣保護業務室 野生生物課 自然環境整備課

国立公園課
野生生物課 国立公園利用推進室 国立公園利用推進室
国立公園課 国立公園課

生物多様性施策推進室 生物多様性施策推進室 生物多様性施策推進室

自然環境計画課
生物多様性地球戦略企画室 生物多様性地球戦略企画室 生物多様性地球戦略企画室

自然環境計画課 自然環境計画課
生物多様性センター 生物多様性センター 生物多様性センター
墓苑管理事務所 墓苑管理事務所 墓苑管理事務所

調査官
国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)
調査官 調査官

総務課 総務課 総務課
(26.4)自然環境局 (27.4)自然環境局 (28.4)自然環境局

地下水・地盤環境室(充て職) 地下水・地盤環境室

土壌環境課
農薬環境管理室 農薬環境管理室

土壌環境課(充て職)
閉鎖性海域対策室 閉鎖性海域対策室
海洋環境室 海洋環境室

水環境課 水環境課
自動車環境対策課 自動車環境対策課(充て職)

大気環境課
大気生活環境室 大気生活環境室

大気環境課
除染渉外広報室 除染渉外広報室
調査官 調査官

(28.6)水・大気環境局
総務課 総務課

(26.1)水・大気環境局

市場メカニズム室
市場メカニズム室 フロン対策室
フロン対策室 事業監理官
調整官 調整官

地球温暖化対策課 地球温暖化対策課
国際地球温暖化対策室 国際地球温暖化対策室

国際連携課 国際連携課
低炭素社会推進室 低炭素社会推進室
研究調査室 研究調査室
調査官 調査官

総務課 総務課
(27.4)地球環境局 (28.4)地球環境局

環境リスク評価室
参事官

環境安全課
化学物質審査室

特殊疾病対策室
石綿健康被害対策室

環境保健部

環境影響審査室

保健業務室
調査官

環境保健企画管理課

環境影響評価課

環境経済課
環境教育推進室

計画官
環境計画課

環境研究技術室
企画官

総務課
調査官

(28.4)総合環境政策局

循環型社会推進室      ― (26.3)循環型社会推進室(充て職) 廃棄物対策課

適正処理・不法投棄対策室 適正処理・不法投棄対策室
産業廃棄物課 産業廃棄物課

浄化槽推進室 浄化槽推進室
廃棄物対策課 災害廃棄物対策室

リサイクル推進室 循環型社会推進室(充て職)
企画課 リサイクル推進室

廃棄物・リサイクル対策部 企画課

広報室 会計課
地方環境室 廃棄物・リサイクル対策部

政策評価広報課 広報室
会計課 政策評価室

企画官 総務課
環境情報室 地方環境室

総務課 調査官
調査官 秘書課

(25.4)大臣官房 (28.4)大臣官房

秘書課 参事官(3)
審議官(6)(うち1は充て職)参事官(3)   ― (26.3) 参事官(4)

(27年度) (28年度)
2015年度 2016年度

審議官(6)   ― (25.9)審議官(6)(うち1は充て職) サイバーセキュリティ・情報化審議官

2017年度 2020年度 2021年度
(29年度) (平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

臨時水俣病認定審査会
環境省国立研究開発法人審議会
有明海・八代海等総合調査評価委員会

公害対策会議
公害健康被害補償不服審査会
中央環境審議会

環境調査研修所

国立水俣病総合研究センター

浄化槽推進室 浄化槽推進室
放射性物質汚染廃棄物対策室 放射性物質汚染廃棄物対策室

リサイクル推進室 リサイクル推進室
廃棄物適正処理推進課 廃棄物適正処理推進課

企画官(2)参事官(4)(うち1は充て職)
企画官(2)

廃棄物規制課 廃棄物規制課
参事官(4)(うち1は充て職)

総務課 総務課
循環型社会推進室(充て職) 循環型社会推進室(充て職)

環境再生・資源循環局
次長 次長

×(29.7.14廃止)

(29.7)環境再生・資源循環局

希少種保全推進室
鳥獣保護管理室 鳥獣保護管理室
希少種保全推進室

自然環境整備課 自然環境整備課
野生生物課 野生生物課

国立公園利用推進室 国立公園利用推進室

生物多様性センター
国立公園課 国立公園課

生物多様性戦略推進室 生物多様性戦略推進室
生物多様性センター

墓苑管理事務所
自然環境計画課 自然環境計画課

国民公園管理事務所(3) 国民公園管理事務所(3)
墓苑管理事務所

調査官 調査官

自然環境局
総務課 総務課

(29.7)自然環境局

地下水・地盤環境室(充て職) 地下水・地盤環境室(充て職)
農薬環境管理室 農薬環境管理室

閉鎖性海域対策室
土壌環境課 土壌環境課

閉鎖性海域対策室

水環境課
海洋環境室 海洋環境室

自動車環境対策課(充て職) 自動車環境対策課(充て職)
水環境課

大気生活環境室 大気生活環境室

調査官
大気環境課 大気環境課

総務課 総務課
調査官

(29.7)水・大気環境局 水・大気環境局

参事官 参事官 国際協力・環境インフラ戦略室 国際協力・環境インフラ戦略室
参事官 参事官

フロン対策室 フロン対策室
参事官 国際協力・環境インフラ戦略室 国際協力・環境インフラ戦略室 国際連携課 国際連携課

フロン対策室 市場メカニズム室 市場メカニズム室
国際連携課 国際連携課 国際連携課

市場メカニズム室 市場メカニズム室 脱炭素ビジネス推進室 脱炭素ビジネス推進室
フロン対策室 フロン対策室

地球温暖化対策事業室 地球温暖化対策事業室 地球温暖化対策事業室
市場メカニズム室

事業監理官
地球温暖化対策事業室 地球温暖化対策事業室
事業監理官 事業監理官 事業監理官 事業監理官

地球温暖化対策課 地球温暖化対策課 地球温暖化対策課 地球温暖化対策課 地球温暖化対策課
気候変動適応室 気候変動適応室 気候変動適応室

脱炭素化イノベーション研究調査室
低炭素社会推進室 低炭素社会推進室
研究調査室 研究調査室 脱炭素化イノベーション研究調査室 脱炭素化イノベーション研究調査室
調査官 調査官 低炭素社会推進室 脱炭素社会移行推進室 脱炭素社会移行推進室

総務課 総務課 総務課
地球環境局

総務課 総務課
(29.7)地球環境局 (30.4)地球環境局 (31.4)地球環境局 (2.4)地球環境局

(29.7)総合環境政策統括官

環境リスク評価室 環境リスク評価室
参事官

総合環境政策統括官

環境安全課
参事官 環境リスク評価室

環境安全課 化学物質審査室 化学物質審査室 化学物質審査室
環境リスク評価室 環境安全課 環境安全課

参事官 参事官

化学物質審査室 石綿健康被害対策室 石綿健康被害対策室 石綿健康被害対策室
石綿健康被害対策室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室 特殊疾病対策室

保健業務室 保健業務室
環境保健企画管理課 環境保健企画管理課

特殊疾病対策室 保健業務室

環境保健部
保健業務室 環境保健企画管理課

環境保健部 環境影響審査室 環境影響審査室 環境影響審査室
環境保健企画管理課 環境保健部 環境保健部

環境影響審査室 環境影響評価課 環境影響評価課 環境影響評価課
環境影響評価課 環境教育推進室 環境経済課 環境経済課

計画官

環境計画課 環境研究技術室

環境教育推進室 環境経済課 地域循環共生圏推進室 地域循環共生圏推進室
環境経済課 計画官 計画官

環境計画課 環境計画課計画官 企画官
環境計画課 環境教育推進室 環境教育推進室企画官

環境研究技術室 環境研究技術室
企画評価・政策プロモーション室環境研究技術室 政策評価室 企画評価・政策プロモーション室

調査官 調査官政策評価室 調査官
総合政策課 総合政策課 総合政策課調査官

総合政策課 会計課 会計課 会計課
会計課 広報室

企画官広報室 広報室
総務課 総務課 総務課広報室

総務課 地方環境室 地方環境室 地方環境室
調査官地方環境室 調査官 調査官

秘書課 秘書課調査官 秘書課
秘書課 審議官(5)(うち1は充て職) 審議官(5)(うち1は充て職)

(29.7)大臣官房

審議官(5)(うち1は充て職) サイバーセキュリティ・情報化審議官 サイバーセキュリティ・情報化審議官
公文書監理官(充て職)審議官(6)(うち1は充て職) サイバーセキュリティ・情報化審議官 公文書監理官(充て職)

(30年度)

事務次官
地球環境審議官

2018年度 2019年度

政策立案総括審議官 政策立案総括審議官サイバーセキュリティ・情報化審議官 政策立案総括審議官
(30.4)大臣官房 (31.4)大臣官房 (3.4)大臣官房

∩
∩

∩



環境省五十年史（資料編）

組
織
の
変
遷

資料編-51 資料編-52

環境省 地方支分部局

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
(19年度) (20年度) (21年度) (22年度) (23年度) (24年度)

箱根自然環境事務所 箱根自然環境事務所

自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(4)

●組織(福島以外)

総務課

廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く)

野生生物課

環境対策課

放射能汚染対策課(東北・関東に限る)

国立公園・保全整備課

新潟事務所 新潟事務所 新潟事務所

東北地方環境事務所  東北地方環境事務所 

自然保護官事務所(13) 自然保護官事務所(15)

(24.1)福島環境再生事務所 福島環境再生事務所

※組織及び事務所内訳は別頁に示す。

関東地方環境事務所 関東地方環境事務所 関東地方環境事務所

自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(9)

日光自然環境事務所 日光自然環境事務所 日光自然環境事務所

自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2)

箱根自然環境事務所

松本自然環境事務所

中部地方環境事務所

自然保護官事務所(4)

長野自然環境事務所

自然保護官事務所(4)

近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

自然保護官事務所(7)

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
(13年度) (14年度) (15年度) (16年度) (17年度) (18年度)

(地方環境対策調査官(107))

(自然保護事務所(11))

北海道地方環境事務所 

自然保護官事務所(3)

北海道地区環境対策調査官事務所 ●組織

(13.10)地方環境対策調査官事務所(9) (地方環境対策調査官事務所(9)) (17.10)地方環境事務所(7)

東北地区環境対策調査官事務所 総務課

関東地区環境対策調査官事務所 廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く)

中国地区環境対策調査官事務所

北越地区環境対策調査官事務所 環境対策課

中部地区環境対策調査官事務所 国立公園・保全整備課

近畿地区環境対策調査官事務所 野生生物課

自然保護官事務所(8)

四国地区環境対策調査官事務所

九州地区環境対策調査官事務所
●事務所内訳

釧路自然環境事務所

自然保護官事務所(5)

新潟事務所

東北地方環境事務所 

自然保護官事務所(13)

関東地方環境事務所

自然保護官事務所(4)

日光自然環境事務所

自然保護官事務所(2)

箱根自然環境事務所

松本自然環境事務所

中部地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

長野自然環境事務所

自然保護官事務所(4)

近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

中国四国地方環境事務所

広島事務所

自然保護官事務所(6)

自然保護官事務所

米子自然環境事務所

自然保護官事務所

阿蘇自然環境事務所

高松事務所

自然保護官事務所(4)

九州地方環境事務所

福岡事務所

自然保護官事務所(8)

自然保護官事務所

那覇自然環境事務所

自然保護官事務所(5)

(平成13年度)



環境省五十年史（資料編）

組
織
の
変
遷

資料編-53 資料編-54

環境省 地方支分部局

2013年度 2014年度 2017年度
(25年度) (26年度) (29年度)

自然保護官事務所(5)

自然保護官事務所(9)

2015年度 2016年度
(27年度) (28年度)

箱根自然環境事務所

自然保護官事務所(4)

自然保護官事務所(7)

●組織(福島以外) ●組織(福島以外) ●組織(福島以外)

(29.7)地方環境事務所(8)

総務課 総務課 総務課

廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く) 廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く) 廃棄物・リサイクル対策課(北海道除く)

野生生物課 野生生物課 野生生物課

環境対策課 環境対策課 環境対策課

放射能汚染対策課(関東に限る) 放射能汚染対策課(関東に限る) 放射能汚染対策課(関東に限る)

国立公園・保全整備課 国立公園課 国立公園課

北海道地方環境事務所  北海道地方環境事務所 

自然保護官事務所(9)

自然環境整備課 自然環境整備課

管理官事務所(2)

釧路自然環境事務所 釧路自然環境事務所

阿寒摩周国立公園管理事務所

管理官事務所

自然保護官事務所(3)

新潟事務所

 東北地方環境事務所  東北地方環境事務所 

自然保護官事務所(14) 十和田八幡平国立公園管理事務所

福島環境再生事務所

自然保護官事務所(11)

(29.7)福島地方環境事務所

※組織及び事務所内訳は別頁に示す。

関東地方環境事務所

日光国立公園管理事務所

管理官事務所(2)

自然保護官事務所(9)

松本自然環境事務所

中部地方環境事務所

自然保護官事務所(4)

長野自然環境事務所

自然保護官事務所(5)

近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(3)

中国四国地方環境事務所 中国四国地方環境事務所 中国四国地方環境事務所

広島事務所 広島事務所 広島事務所

自然保護官事務所(8)

自然保護官事務所 自然保護官事務所 大山隠岐国立公園管理事務所

米子自然環境事務所 米子自然環境事務所 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所

阿蘇自然環境事務所 阿蘇自然環境事務所 阿蘇自然環境事務所 管理官事務所

高松事務所 高松事務所 高松事務所

自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3)

九州地方環境事務所 九州地方環境事務所 九州地方環境事務所 九州地方環境事務所

福岡事務所 福岡事務所 福岡事務所 福岡事務所

自然保護官事務所(8) 自然保護官事務所(8) 自然保護官事務所(9) 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

自然保護官事務所 自然保護官事務所 自然保護官事務所 自然保護官事務所(9)

那覇自然環境事務所 那覇自然環境事務所 那覇自然環境事務所
沖縄奄美自然環境事務所

自然保護官事務所(6) 自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7)

2020年度 2021年度
(平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

2018年度 2019年度
(30年度)

管理官事務所

管理官事務所 釧路自然環境事務所 釧路自然環境事務所

自然保護官事務所(3) 阿寒摩周国立公園管理事務所 阿寒摩周国立公園管理事務所

管理官事務所 管理官事務所

富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士箱根伊豆国立公園管理事務所

管理官事務所 管理官事務所

自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5)

沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所

自然保護官事務所(7) 奄美群島国立公園管理事務所 奄美群島国立公園管理事務所

●組織(福島以外) ●組織(福島以外) ●組織(福島以外)

地方環境事務所(8) 地方環境事務所(8) 地方環境事務所(8)

放射能汚染対策課(関東に限る) 放射能汚染対策課(関東に限る)

総務課 総務課 総務課

資源循環課(北海道除く) 資源循環課(北海道含む) 資源循環課

野生生物課 野生生物課 野生生物課

環境対策課  環境対策課  環境対策課

放射能汚染対策課(関東に限る)

国立公園課 国立公園課 国立公園課

北海道地方環境事務所  北海道地方環境事務所  北海道地方環境事務所 

支笏洞爺国立公園管理事務所 大雪山国立公園管理事務所 大雪山国立公園管理事務所

自然環境整備課 自然環境整備課 自然環境整備課

●事務所内訳(福島以外)

管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

管理官事務所 管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(7) 支笏洞爺国立公園管理事務所 支笏洞爺国立公園管理事務所

釧路自然環境事務所

阿寒摩周国立公園管理事務所 自然保護官事務所(4) 自然保護官事務所(5)

自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3)

管理官事務所

新潟事務所 新潟事務所

 東北地方環境事務所  東北地方環境事務所 

十和田八幡平国立公園管理事務所 十和田八幡平国立公園管理事務所

自然保護官事務所(12) 自然保護官事務所(12)

関東地方環境事務所 関東地方環境事務所

伊勢志摩国立公園管理事務所

横浜事務所 横浜事務所

日光国立公園管理事務所 日光国立公園管理事務所

管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

管理官事務所(3) 中部山岳国立公園管理事務所 上信越高原国立公園管理事務所 上信越高原国立公園管理事務所

管理官事務所(4) 管理官事務所(4)

自然保護官事務所(9) 自然保護官事務所(9)

中部地方環境事務所 中部地方環境事務所 中部地方環境事務所 中部地方環境事務所

自然保護官事務所(4) 伊勢志摩国立公園管理事務所 伊勢志摩国立公園管理事務所

信越自然環境事務所 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3) 自然保護官事務所(3)

中部山岳国立公園管理事務所 信越自然環境事務所 信越自然環境事務所 信越自然環境事務所

管理官事務所(3) 管理官事務所(3)

自然保護官事務所(2) 自然保護官事務所(2)

近畿地方環境事務所 近畿地方環境事務所

自然保護官事務所(5) 管理官事務所(3) 管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(5) 中部山岳国立公園管理事務所 中部山岳国立公園管理事務所

中国四国地方環境事務所 中国四国地方環境事務所

広島事務所 広島事務所

吉野熊野国立公園管理事務所 吉野熊野国立公園管理事務所

管理官事務所(2) 管理官事務所(2)

自然保護官事務所(5) 自然保護官事務所(5)

九州地方環境事務所 九州地方環境事務所 九州地方環境事務所

大山隠岐国立公園管理事務所 大山隠岐国立公園管理事務所

管理官事務所(2)

自然保護官事務所 自然保護官事務所

自然保護官事務所(3)

管理官事務所(2)

管理官事務所 管理官事務所 管理官事務所

四国事務所 四国事務所

自然保護官事務所(3)

福岡事務所 福岡事務所 福岡事務所

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

霧島錦江湾国立公園管理事務所 霧島錦江湾国立公園管理事務所 霧島錦江湾国立公園管理事務所

管理官事務所 管理官事務所 管理官事務所

自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7) 自然保護官事務所(7)



2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
(平成23年度) (24年度) (25年度) (26年度)

除染等推進第四課(浜通り北支所)

除染等推進第五課(浜通り南支所)

除染等推進第一課(県北支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所)

除染等推進第五課(浜通り南支所)

市町村除染・廃棄物対策室

中間貯蔵施設整備第一課

中間貯蔵施設整備第二課

中間貯蔵施設整備第三課

中間貯蔵施設整備第四課

中間貯蔵施設整備第五課

中間貯蔵施設整備第六課

中間貯蔵施設等整備事務所

除染等推進第一課(県北支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所)

除染等推進第五課(浜通り南支所)

中間貯蔵施設等整備事務所

工務課

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

調査設計課

中間貯蔵施設企画調整室

除染等推進第五課(浜通り南支所)

中間貯蔵施設整備第三課

中間貯蔵施設整備第四課

中間貯蔵施設整備第五課

中間貯蔵施設整備第六課

中間貯蔵施設浜通り事務所

用地補償第二課

用地総括課 中間貯蔵施設浜通り事務所用地総括課

除染等推進第五課(浜通り南支所)

放射線健康管理事務所

用地補償第一課

用地審査課

除染等推進第一課(県北支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

除染等推進第四課(浜通り北支所) 除染等推進第四課(浜通り北支所)

市町村除染推進課

建物解体廃棄物処理推進室

放射能汚染廃棄物対策第二課

放射能汚染廃棄物対策第一課

除染対策第二課

(27年度) (28年度)

●福島 組織及び事務所内訳

(24.1)福島環境再生事務所 福島環境再生事務所

2015年度 2016年度

庶務課 庶務課 庶務課 庶務課 庶務課

広報室 広報室 広報室 広報室

企画課

除染対策第一課

経理課 経理課

放射能汚染対策課

特別地域除染企画調整室

除染対策第一課除染対策第一課

特別地域除染企画調整室

特別地域除染事業推進室

特別地域除染企画調整室 特別地域除染事業推進室

特別地域除染事業推進室

経理課

放射能汚染対策課

除染対策第二課

市町村除染推進室

特別地域除染事業推進室

市町村除染推進室

除染対策第三課

除染対策第二課

放射能汚染廃棄物対策第一課

市町村除染推進課

廃棄物対策課 放射能汚染廃棄物対策第一課

建物解体廃棄物処理推進室

廃棄物再生利用推進室

放射能汚染廃棄物対策第二課

除染対策第三課

最終処分場管理室

工務課

放射能汚染廃棄物対策第二課

廃棄物再生利用推進室

輸送課

減容化施設整備課

中間貯蔵施設整備第一課

中間貯蔵施設整備第二課

減容化施設整備課 中間貯蔵施設等整備事務所 減容化施設整備課

中間貯蔵施設浜通り事務所

中間貯蔵施設等整備事務所

輸送課

調査設計課

中間貯蔵施設整備推進課 中間貯蔵施設整備推進課

用地補償第一課

用地審査課

除染等推進第一課(県北支所)除染等推進第一課(県北支所)

用地補償第二課

除染等推進第二課(県中・県南支所)

除染等推進第三課(会津支所)

環境省五十年史（資料編）
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資料編-55 資料編-56

原子力規制委員会環境省 地方支分部局（福島環境再生事務所・福島地方環境事務所）

2012年度 2013年度 2014年度
(24年度) (25年度) (26年度)

(24.9)原子力規制委員会
(24.9)原子力規制庁 (25.4)原子力規制庁 原子力規制庁

(26.3)長官官房
緊急事態対策監 緊急事態対策監 緊急事態対策監

次長 次長 次長

原子力地域安全総括官 原子力地域安全総括官 (26.10)核物質・放射線総括審議官
審議官(3) 審議官(3) 技術総括審議官

政策評価・広聴広報課 政策評価・広聴広報課 原子力安全技術総括官
総務課 総務課 審議官(3)

国際課 国際課 総務課
技術基盤課 技術基盤課 (27.1)人事課

安全規制管理官(5) 安全技術管理官(4)

原子力防災課 原子力防災課 国際課
監視情報課 監視情報課 (27.1)参事官
安全規制管理官(5) 放射線対策・保障措置課 技術基盤課

(26.10)原子力災害対策・核物質防護課
(26.10)監視情報課
(26.10)放射線対策・保障措置課

原子力防災業務管理官(～26.10)
監視情報課(～26.10)
放射線対策・保障措置課(～26.10)

(26.3)原子力規制部
原子力規制企画課
安全規制管理官(7)

(26.3)放射線防護対策部(～26.10)
原子力防災政策課(～26.10)

(24.9)放射線審議会

原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24)

(24.9)原子炉安全専門審査会
(24.9)核燃料安全専門審査会
(24.9)原子力規制委員会独立行政法人評価委員会

地方放射線モニタリング対策官(3) 地方放射線モニタリング対策官(3)

(26.3)原子力安全人材育成センター

地域原子力安全統括管理官(2) 地域原子力安全統括管理官(2) 地域原子力規制総括調整官(3)

横須賀原子力艦モニタリングセンター 横須賀原子力艦モニタリングセンター
六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター

2017年度
(29年度)

2015年度 2016年度
(27年度) (28年度)

原子力規制庁 原子力規制庁 原子力規制庁

(27.4)長官官房 (28.4)長官官房 原子力規制技監
緊急事態対策監 緊急事態対策監 (29.4)長官官房

次長 次長 次長

核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官
技術総括審議官 技術総括審議官 緊急事態対策監

総務課 サイバーセキュリティ・情報化参事官 サイバーセキュリティ・情報化参事官
審議官(3) 審議官(3) 審議官(3)

人事課 総務課 総務課
参事官 人事課 人事課

監視情報課 原子力災害対策・核物質防護課 原子力災害対策・核物質防護課 (～29.7)

技術基盤課 参事官 参事官(2)
安全技術管理官(4) 技術基盤課 技術基盤課
原子力災害対策・核物質防護課 安全技術管理官(4) 安全技術管理官(4)

放射線対策・保障措置課 監視情報課 (29.7)放射線防護企画課
原子力規制部 放射線対策・保障措置課 監視情報課

原子力規制企画課 原子力規制部 放射線対策・保障措置課 (～29.7)

原子力安全人材育成センター

安全規制管理官(7) 原子力規制企画課 (29.7)安全規制管理官(2)
安全規制管理官(7) 原子力規制部

原子力安全人材育成センター 原子力規制企画課
原子力安全人材育成センター (29.7)検査監督総括課

安全規制管理官(7)

(29.7)放射線審議会

原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24) (29.7)原子力規制事務所・分室(25)

(29.7)原子炉安全専門審査会
(29.7)核燃料安全専門審査会

(27.4)原子力規制委員会国立研究開発法人審議会 (29.7)原子力規制委員会国立研究開発法人審議会

(27.4)地方放射線モニタリング対策官(8) (28.4)地方放射線モニタリング対策官(10) (29.4)地方放射線モニタリング対策官(13)(～29.7)
地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3)

横須賀原子力艦モニタリングセンター 横須賀原子力艦モニタリングセンター (29.4)原子力艦モニタリングセンター(2)
六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター

2020年度 2021年度
(平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

2018年度 2019年度
(30年度)

原子力規制委員会
原子力規制庁 原子力規制庁 原子力規制庁

原子力規制技監 原子力規制技監 原子力規制技監
(30.4)長官官房 (31.4)長官官房 長官官房

次長 次長 次長

核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官 核物質・放射線総括審議官
緊急事態対策監 緊急事態対策監 緊急事態対策監

政策立案参事官 公文書監理官(充て職) 公文書監理官(充て職)
審議官(3) 審議官(3) 審議官(3)

人事課 人事課

サイバーセキュリティ・情報化参事官 政策立案参事官 政策立案参事官
総務課 サイバーセキュリティ・情報化参事官 サイバーセキュリティ・情報化参事官

安全技術管理官(4) 技術基盤課 技術基盤課

人事課 総務課 総務課
参事官(2)
技術基盤課 参事官(2) 参事官(2)

原子力規制企画課 原子力規制企画課

放射線防護企画課 安全技術管理官(4) 安全技術管理官(4)
監視情報課 放射線防護企画課 放射線防護企画課
安全規制管理官(2) 監視情報課 監視情報課

原子力安全人材育成センター
原子力安全人材育成センター 原子力安全人材育成センター

原子力規制部 安全規制管理官(2) 安全規制管理官(2)
原子力規制企画課 原子力規制部 原子力規制部
検査監督総括課
安全規制管理官(7) 検査監督総括課 検査監督総括課

安全規制管理官(7) 安全規制管理官(7)

放射線審議会

(30.4)原子力規制事務所・分室(24) 原子力規制事務所・分室(24) (3.4)原子力規制事務所・分室(25)

原子炉安全専門審査会
核燃料安全専門審査会
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会

(30.4)原子力艦モニタリングセンター(3) 原子力艦モニタリングセンター(3) 原子力艦モニタリングセンター(3)
地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3) 地域原子力規制総括調整官(3)

六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター 六カ所保障措置センター

2017年度 2020年度 2021年度
(29年度) (平成31年度/令和元年度) (2年度) (3年度)

浜通り南支所 

県北支所

浜通り北支所

県中・県南支所 

県北支所 県北支所

浪江分室

富岡分室

放射線健康管理事務所

県中・県南支所 県中・県南支所 

浜通り南支所 浜通り南支所

富岡分室

浜通り北支所浜通り北支所

浜通り南支所 

浪江分室

浜通り北支所

県北支所

特定物件等補償対策室

用地審査課

用地補償課

県中・県南支所 

用地補償第一課

特定物件等補償対策室

富岡分室

用地補償第二課

用地補償課

用地企画課

中間貯蔵施設整備推進課

用地補償課

調査設計課

用地企画課

中間貯蔵施設整備推進課

輸送基盤整備室 輸送基盤整備室

用地審査室 用地審査室

土壌再生利用推進室

輸送基盤整備室

中間貯蔵施設整備推進課

用地総括課

中間貯蔵施設整備推進課

用地企画課

管理課 管理課管理課

調査設計課

輸送課

調査設計室調査設計課

管理課

工務課

土壌再生利用推進室中間貯蔵施設等整備事務所

工務課工務課

輸送課

土壌再生利用推進室

輸送課

工務課

中間貯蔵総括課

中間貯蔵部

中間貯蔵総括課 中間貯蔵総括課

中間貯蔵部 中間貯蔵部

特定廃棄物処分推進室

最終処分場管理室

廃棄物処理施設運営管理室

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

廃棄物処理施設運営管理室

減容化施設整備課

放射能汚染廃棄物対策第二課

最終処分場管理室

中間貯蔵部

廃棄物再生利用推進室 廃棄物再生利用推進室

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

仮置場対策課

減容化施設整備課

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所 特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

放射能汚染廃棄物対策課

住民帰還対策室

環境再生課

建物解体廃棄物処理推進室 建物解体廃棄物処理推進室

環境再生・廃棄物対策部 環境再生・廃棄物対策部 環境再生・廃棄物対策部 環境再生・廃棄物対策部

環境再生・廃棄物対策総括課 環境再生・廃棄物対策総括課

広報室

経理課

企画課 企画課 企画課 企画課

経理課 経理課 経理課 経理課

企画課

渉外広報課 渉外広報課 渉外広報課 渉外広報課

広報室 広報室 広報室

福島地方環境事務所

庶務課

総務部 総務部 総務部 総務部

総務課 総務課 総務課 総務課

(30年度)

(29.7)福島地方環境事務所

2018年度 2019年度

広報室

復興拠点環境再生室

環境再生課 環境再生課

仮置場対策課 仮置場対策課 仮置場対策課

市町村支援室 市町村支援室

放射能汚染廃棄物対策課 放射能汚染廃棄物対策課 廃棄物対策課

廃棄物再生利用推進室 廃棄物再生利用推進室

放射線健康管理事務所 放射線健康管理事務所 放射線健康管理事務所 放射線健康管理事務所

住民帰還対策室

環境再生課

滞留廃棄物対策室 最終処分場管理室 最終処分場管理室

工務課

輸送課

管理課

最終処分場管理室

放射能汚染廃棄物対策第一課

建物解体廃棄物処理推進室

廃棄物再生利用推進室

除染対策第二課

市町村除染推進室

除染対策第一課

特別地域除染事業推進室

滞留廃棄物対策室

特定廃棄物処分推進室

中間貯蔵施設企画調整室

特定物件等補償対策室

減容化施設整備課

輸送課

中間貯蔵施設浜通り事務所 中間貯蔵施設浜通り事務所 中間貯蔵施設浜通り事務所 中間貯蔵施設浜通り事務所 土壌再生利用推進課

中間貯蔵施設浜通り事務所

特定廃棄物埋立処分施設管理事務所

除染等推進第三課(浜通り南支所)

除染等推進第一課(県北支所)

用地審査課

用地補償第一課

特定物件等補償対策室

調査設計課

中間貯蔵施設企画調整室

輸送基盤整備室

用地総括課

中間貯蔵施設整備推進課

除染等推進第四課(浜通り北支所)

用地補償第二課

除染等推進第二課(県中・県南支所)

(平成24年度)
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Ⅴ 国立公園の変遷

国
立
公
園

国立公園は、戦前の原始性の高い山岳の大風景地や伝統的風景観に基づく名勝地の指定から最近の生
物多様性の高い照葉樹林等の指定まで、時代ごとのニーズに応じた指定が行われてきました。

2021年現在、34か所の国立公園が指定され、国土面積の約5.8%を占めています。

山
岳
な
ど

原
始
性
の
高
い
自
然
の
大
風
景
（
明
治
・
大
正
の
文
化
人
や
外
国
人
が
発
見
し
た
風
景
）

居
住
地
に
近
接
し
た

野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
適
地

海
蝕
崖
・
リ
ア
ス
海
岸
等
の

海
の
風
景

自
然
性
の
高
い

生
態
系
の
景
観

サ
ン
ゴ
な
ど
の

海
中
景
観

野
生
生
物
の
生
息
地
と
し
て
の
景
観

広
大
な

湿
原
景
観

名
所
・
旧
跡
・
伝
統
的
な
探
勝
地
（
古
く
か
ら
民
衆
に
親
し
ま
れ
て
き
た
風
景
）

生
物
多
様
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保
全

1931 年
（昭和6年）

1957 年
（昭和32年）

1970 年
（昭和45年）

1990 年
（平成2年）

2002 年
（平成14年）

2009 年
（平成21年）

国立公園法
制定

自然公園法
制定

海中公園制度
創設

近年の
自然公園法改正①
・車馬乗り入れ規制
・動植物規制

・利用調整地区
・風景地保護協定等

・生物多様性の確保
・海域公園地区
・生態系維持回復事業

自然公園法改正②

自然公園法改正③
2007 年～
（平成19年～）

2016 年～
（平成28年～）

国立・国定公園
総点検事業

国立公園満喫
プロジェクト

1971 年
（昭和46年）

環境庁設置

国立公園指定と風景評価自然公園
制度

初の国立公園指定

瀬戸内海、雲仙、霧島、
大雪山、阿寒、日光、
中部山岳、阿蘇

十和田、富士箱根、吉野熊野、大山

1934 年
（昭和9年）

1936 年
（昭和11年）

1946 年
（昭和21年）

伊勢志摩
1949～50 年
（昭和24～25年）

支笏洞爺、上信越高原
秩父多摩、磐梯朝日

1962~64 年
（昭和37~39年）

白山、山陰海岸
南アルプス、知床

1972~1974 年
（昭和47~49年）

1987 年
（昭和62年）

釧路湿原

2014 年
（平成26年）

2016 年
（平成28年）

2017 年
（平成29年）

慶良間諸島

やんばる

奄美群島

慶良間諸島国立公園
（2014年）

雲仙天草国立公園
（1934年）

釧路湿原国立公園
（1987年）

伊勢志摩国立公園
（1946年）

中部山岳国立公園
（1934年）

尾瀬国立公園
（2007年）
日光国立公園から分離

2001 年
（平成13年）
環境省設置

1955 年
（昭和30年）

西海、陸中海岸

西表、小笠原
足摺宇和海
利尻礼文サロベツ

（各写真：環境省）
資料編-57 資料編-58
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白

書

1969年
「公害白書」発行

1972年

1971年 環境庁発足

1964年

厚生省公害課
設立

1973年
ワシントン条約採択

1980年
ラムサール条約、
ワシントン条約加盟

「公害白書」から
「環境白書」へ

1985年
ウィーン条約採択

オゾン層
保護

1997年
地球温暖化防止京都会議（COP3）

京都議定書採択

1992年
リオデジャネイロ環境サミット

気候変動枠組条約、
アジェンダ21採択

気候変動

環境庁から
環境省へ

2001年

2001～2006年は環境白書と循環型
社会白書を発行。2007年からは

合冊して発行。

2009年に新たに生物多様性白書を作成。以降、環境白
書、循環型社会白書、生物多様性白書を合冊として発行。

循環型社会

2010年
生物多様性条約

第10回締約国会議（COP10）
名古屋議定書採択

2011年
東日本大震災

2015年
国連総会2030アジェンダ

パリ協定採択
SDGs（持続可能な開発目標）

2019年
気候危機宣言

SDGs
（持続可能な開発目標）

2050年
カーボン
ニュートラル

明治時代の近代化政策、第二次世界大戦後の工業復興で大気汚染問題が引き起こされ、各地で公害防止条例が制
定されていきました。さらに1955（昭和30）年からの好景気下で、大気汚染に加え、水質汚濁や自然破壊なども深
刻化しました。これらの問題に対応するため公害対策基本法などの環境関連法が整備され、1964（昭和39）年には
厚生省に公害課を設立し、1970（昭和45）年には第64回国会で公害関連14法案が可決・成立しました。各省庁に分
散していた公害に係る規制行政を一本化し、自然・環境保全を全面的に扱う機関として、1971（昭和46）年に環境
庁が発足しました。
それ以降、環境庁は、水俣病の対応などを含めて、公害への汚染防止対策、公害による健康被害者の救済に努め
てきました。環境省が1980年代後半以降、オゾン層、気候変動や生物多様性の損失などの地球規模の環境問題がク
ローズアップされ、1997（平成9）年には地球温暖化防止京都会議（COP3）で京都議定書が採択されました。さら
に、2001（平成13）年には環境庁から環境省となり、廃棄物行政も所管することとなりました。2011（平成23）
年には東日本大震災が発生し、福島などの除染や廃棄物の処理を進めています。現在、新型コロナウイルス感染症
からの復興に向けて、環境省は、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への移行に向けて社会経済の変革に取り組ん
でいます。

生物多様性
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Ⅵ 環境白書で振り返る五十年



白書総説テーマ 変遷

環境省五十年史（資料編）

白

書

1969～1971 年 公害白書

1972～2000 年 環境白書
1971 年
（昭和46年）環境庁発足

昭和53年版（1977-1978） 昭和54年版（1978-1979） 昭和55年版（1979-1980）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s53/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s53/2619.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s54/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s54/2955.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s55/3291.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s55/index.html

環境行政の
より一層の

進展を目指して

環境政策の
進展を

ふりかえって

昭和56年版（1980-1981） 昭和57年版（1981-1982） 昭和58年版（1982-1983）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s56/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s56/3658.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s57/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s57/4031.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s58/4469.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s58/index.html

幅広い
環境政策の

展開をめざして

恵み豊かな
環境を将来に

昭和59年版（1983-1984） 昭和60年版（1984-1985） 昭和61年版（1985-1986）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s59/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s59/4913.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s60/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s60/5359.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s61/5799.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s61/index.html

成熟化する
社会における
環境問題への
新たな対応

安全で快適な
都市の環境を
築くために

高度化
技術社会における

環境保全

トータルな
環境保全を
目指して

環境行政の
新たな展開の
ために

昭和44年版（1968-1969）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s44/index.html

昭和45年版（1969-1970） 昭和46年版（1970-1971）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s44/11252.html

目次

昭和43年度公害白書の発表にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s45/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s45/11434.html

昭和44年度公害白書の発表にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s46/11686.html

昭和45年度公害白書の発表にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s46/index.html

昭和47年版（1971-1972） 昭和48年版（1972-1973） 昭和49年版（1973-1974）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s47/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s47/819.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s48/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s48/1107.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s49/1393.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s49/index.html

環境政策の
新しい座標

新局面を迎える
環境行政
きれいな地球
ひろがる未来

環境保全への
新しいルール

昭和50年版（1974-1975） 昭和51年版（1975-1976） 昭和52年版（1976-1977）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s50/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s50/1730.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s51/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s51/2036.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s52/2340.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s52/index.html

昭和50年代の
環境行政 環境保全への

新たな対応

試練と選択の
環境行政

美しい日本の四季を
子や孫に

よい環境
つくろう守ろう伝えよう
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環境省五十年史（資料編）

平成8年版（1995-1996） 平成9年版（1996-1997） 平成10年版（1997-1998）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h08/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h08/9992.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h09/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h09/10282.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h10/10594.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h10/index.html

地球温暖化
防止のための

新たな対応と責任

21世紀に向けた
循環型社会の
構築のために

平成11年版（1998-1999） 平成12年版（1999-2000）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h11/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h11/10924.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h12/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h12/12069.html

環境白書の刊行にあたって

21世紀の持続的
発展に向けた
環境メッセージ

「環境の世紀」に
向けた足元からの
変革を目指して

恵み豊かな環境を
未来につなぐ

パートナーシップ

昭和62年版（1986-1987） 昭和63年版（1987-1988） 平成元年版（1988-1989）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s62/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s62/6221.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s63/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s63/6646.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h01/7040.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h01/index.html

地球環境の
保全に向けての
我が国の貢献

人と環境の
共生する都市を
目指して

平成2年版（1989-1990） 平成3年版（1990-1991） 平成4年版（1991-1992）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h02/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h02/7418.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h03/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h03/7818.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h04/8241.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h04/index.html

環境保全型
社会への

変革に向けて

持続可能な
未来の地球への
日本の調整

平成5年版（1992-1993） 平成6年版（1993-1994） 平成7年版（1994-1995）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h05/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h05/9126.html

目次

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h06/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h06/8678.html

環境白書の刊行にあたって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h07/9579.html

環境白書の刊行にあたって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h07/index.html

環境と共に
生きるための

新しい責任と協力

環境への負荷の
少ない社会経済
活動に向けて

豊かで美しい
地球文明を

地球にやさしい
足元からの
行動に向けて

国土利用の
新たな潮流と
環境保全

環境庁から
環境省へ

2001 年
（平成13年）

平成14年版（2001-2002）

動き始めた
持続可能な
社会づくり

循環型社会における
ライフスタイル、
ビジネススタイル

平成13年版（2000-2001）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h13/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h13/12370.html

目次

環境白書の刊行にあたって

地球と共生する
「環の国」日本を
目指して

循環型社会の夜明け
―未来へと続く挑戦―

環境白書

2001～2006 年 環境白書、循環型社会白書

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h14/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h14/12872.html

目次

環境白書の刊行にあたって

環境白書

白

書
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白

書平成19年版（2006-2007）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h19/index.html

http://www.env.go.jp/press/8443.html

目次

平成19年版環境・循環型社会白書について
（報道発表）

平成15年版（2002-2003）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h15/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h15/13413.html

目次

刊行にあたって

地域社会から
始まる持続可能な
社会への変革

「循環型社会形成推進
基本計画」について

環境白書

平成16年版（2003-2004）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h16/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h16/20483.html

目次

環境白書の刊行に当たって

広がれ
環境のわざと心

不法投棄の現状と
対策について

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h16/index.html

環境白書

循環型社会白書

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h16/junkan0001.html#1

循環型社会白書の刊行にあたって

平成17年版（2004-2005）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h17/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h17/21878.html

目次

環境白書の刊行にあたって

脱温暖化－
“人”と“しくみ”
づくりで築く新時代

“もったいない”を
地域に、そして世界に

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h17/index.html

環境白書

循環型社会白書

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h17/html/jh0501000000.html#1

循環型社会白書の刊行にあたって

平成18年版（2005-2006）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h18/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h18/26592.html

目次

環境白書の刊行にあたって

地球と共生する
「環の国」日本を

目指して

循環型社会の夜明け
―未来へと続く挑戦―

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h18/index.html

環境白書

循環型社会白書

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h18/html/jh0600000001.html#1

循環型社会白書の刊行にあたって

2007・2008 年 環境・循環型社会白書

平成20年版（2007-2008）

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h20/index.html

総説1 低炭素社会の構築
に向け転換期を迎えた世界
と我が国の取組

総説2 循環型社会の構築
に向け転換期を迎えた世界
と我が国の取組

2009 年～ 環境・循環型社会・生物多様性白書

平成21年版（2008-2009） 平成22年版（2009-2010） 平成23年版（2010-2011）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h21/index.html

http://www.env.go.jp/press/11203.html

目次

平成21年版環境・循環型社会・生物多様性白書
について（報道発表）

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/html/hj10000001.html

刊行に当たって
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/html/hj11000001.html

刊行に当たって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/index.html

地球を守る私たち
の責任と約束

-チャレンジ25-

地球との共生
に向けた確か
な知恵・規
範・行動

地球環境の健全
な一部となる経
済への転換

平成27年版（2014-2015） 平成28年版（2015-2016） 平成29年版（2016-2017）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/html/hj15010000.html

目次

はじめに

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h28/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h28/html/hj1601000000.html

はじめに
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h29/html/hj17010000.html

はじめに

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h29/index.html

環境とともに
創る地域社
会・地域経済

地球温暖化
対策の新た
なステージ

環境から拓く、
経済・社会のイ
ノベーション

平成24年版（2011-2012） 平成25年版（2012-2013） 平成26年版（2013-2014）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h24/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h24/html/hj12000001.html

目次

刊行に当たって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h25/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h25/html/hj13000001.html

刊行に当たって
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h26/html/hj14000001.html

刊行に当たって

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h26/index.html

真に豊かな社会を
子供達へ~震災復興
の中でともに考え
る持続可能な未来~

我が国が歩むグ
リーン経済の道

震災復興と安
全安心で持続
可能な社会の
実現に向けて

環境省五十年史（資料編）

人口減少と環境、環境問題の原点 水俣病の50年

総説1 進行する地球温暖
化と対策技術

総説2 我が国の循環型社
会づくりを支える技術
‐3R・廃棄物処理技術の発
展と変遷

http://www.env.go.jp/press/9792.html

平成20年版環境・循環型社会白書について
（報道発表）
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白

書

環境省五十年史（資料編）

平成30年版（2017-2018） 令和元年版（2018-2019） 令和2年版（2019-2020）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/html/hj18010000_2.html

目次

はじめに

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/index.html

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/html/hj19010000_2.html

はじめに はじめに

目次
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r02/index.html

持続可能な未来のため
の地域循環共生圏

～気候変動影響への適
応とプラスチック資源

循環の取組～

気候変動時代に
おける私たちの

役割

令和3年版（2020-2021）

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r03/index.html

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r03/html/hj21010000_2.html

目次

はじめに

2050 年カーボン
ニュートラルに向け
た経済社会のリデザ
イン（再設計）

地域循環共生圏
の創出による持
続可能な地域づ

くり

これまでの白書

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/past_index.html

1969年
（昭和44年）

1972年
（昭和47年）

1994 年
（平成6年）

2001 年
（平成13年）

2007 年
（平成19年）

2009 年
（平成21年）

公害対策基本法（昭和42年法律第132号）に基づき、昭和44年版公害白書
として発表することとした。

「公害白書」の名称を「環境白書」に改めた。

環境基本法（平成5年法律第91号）が制定されたことを受け、同法に基づく
「環境白書」として公表した。

循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）に基づき
「循環型社会白書」を公表した。

「環境白書」及び「循環型社会白書」を一冊にまとめた形で公表した。

「環境白書」、「循環型社会白書」に加え、生物多様性基本法（平成20年
法律第58号）に基づき新たに作成することとなった「生物多様性白書」を
一冊にまとめて公表することとした。

沿 革

白書におけるキーワードの変遷（１）
公害白書、環境白書、環境・循環型社会白書、環境・循環型社会・生物多様性白書に出てき
たキーワードの年代別の出現状況を整理してみました。

注）各年代における白書当たりの平均出現回数で順位付けした。複合名詞（例：産業廃棄物）中の
各単名詞（例：産業、廃棄物）は、各単名詞には計数せず。同義語・略称は合算した。名詞の抽出
に当たっては、各年代に出版された環境関連の用語集・辞典も参考とした。

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r02/html/hj20010000_2.html

年代別の出現ランキング
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白書におけるキーワードの変遷（２）

白

書

1970年代をピークに
その後減少

公害、大気汚染、汚濁、硫黄・
いおう、ばい煙、カドミウム、
地盤沈下、石油、イタイイタイ
病、ヘドロ等

自然環境、環境基準、水俣病、
生活環境、健康被害、土壌汚染、
特定化学物質等

1980-90年代より出現し、
その後増加

生物多様性、循環型社会、リサ
イクル、気候変動、温暖化、適
応、持続可能、ダイオキシン、
温室効果ガス・GHG、太平洋
地域等

2010年以降に出現し急増

脱炭素、地域循環共生圏、海
洋プラスチック、ESG、電
動、子供の健康・子どもの健
康、SDGs、中間貯蔵、災害廃
棄物、東日本大震災、JCM等

注）白書当たりの最大出現回数が10回以上であったキーワードを集計した。

初出の年代・最も出現回数が多かった年代

出現傾向

出
現
回
数
／
白
書

環境省五十年史（資料編）

出
現
回
数
／
白
書

1970年代から一定数、
出現
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あとがき 

 
「環境省五十年史」の作成に当たり、インタビューや原稿執筆を快くお引き受けいただき

ました皆様に心から御礼申し上げます。 
環境省五十年史編さんチームでは、通常業務の傍らで編さん作業を進めてきました。環境

省内外の、メンバーが所属している組織の皆様のご理解に感謝いたします。 
本史は、インタビューや原稿執筆をお引き受けいただいた方々と環境省五十年史編さん

チームだけで作り上げたものではありません。チームメンバー以外の環境省職員にも、編集
や取扱方針について相談に乗ってもらうとともに、特に資料編の作成に当たっては省内の
資料収集、内容確認等に、原子力規制庁職員も含め協力してもらいました。ここに改めて謝
意を表します。さらに、本史の編さんの支援をしていただいた日本エヌ・ユー・エス株式会
社の皆様に、感謝申し上げます。 

 
この 50 年で、例えば東京都内で大気汚染の原因となる二酸化硫黄の濃度が約 20 分の１

になるなど、公害対策は目覚ましい成果を上げた一方で、日本の平均気温は約 1.7℃上昇し
て、北日本の降雪量は半減しています。さらに、気候変動や生物多様性の損失といった新た
な課題が深刻化し、国内外で目に見える影響が出始めています。こうした様々な環境の課題
に対応するため、環境省は成長を続けています。第 5 次環境基本計画では、「持続可能な開
発目標」（SDGs）や「パリ協定」といった国際的な潮流や複雑化する環境・経済・社会の課
題を踏まえ、地域の複数の課題の統合的な解決と持続的な地域づくりを目指す「地域循環共
生圏」を提唱しました。また、パリ協定に基づく長期戦略では、「脱炭素社会」を目標に掲
げ、それまでの環境対策と経済成長の両立という概念から、「環境と成長の好循環」を掲げ
ました。そして、我が国は 2050 年カーボンニュートラルの実現を掲げ、ESG 投資に代表さ
れる金融界の動きとも相まって、もはや脱炭素や SDGs への対応は経済対策と切り離せな
いイシューになりました。環境省が、地域とくらしという視点を軸に、環境と経済の視点を
持って、国内外の議論を責任ある立場でリードしていくことが期待されています。 

「環境省五十年史」で書き留めた諸先輩方の思いを糧に、今後とも、「人の命と環境を守
る」という環境庁以来の我々の使命を忘れず、また、「社会変革担当省」として時代と社会
から求められる新しい課題に常に挑戦し続ける組織の一員として、様々な課題に果敢に取
り組んでいきます。 

 
環境省五十年史編さんチームメンバー（五十音順） 

 

安陪達哉 ・ 飯野恵理 ・ 伊藤隆晃 ・ 井上由美子 ・ 上迫大介 ・ 川村華 ・ 木野修宏 ・ 
切川卓也 ・ 工藤俊祐 ・ 黒部一隆 ・ 光山拓実 ・ 迫越理 ・ 須田恵理子 ・ 千葉亮輔 ・ 

塚原沙智子 ・豊村紳一郎 ・ 鳥居ほのか ・ 中山直樹 ・ 西村治彦 ・ 野本卓也 ・ 
萩原辰男 ・ 番匠克二 ・ 平塚二朗 ・ 福井和樹 ・ 福地壮太 ・ 前田大輔 ・ 松岡賢 ・ 

皆川裕哉 ・安田將人 ・ 山崎寿之 ・ 山舘健太 ・ 横川拓郎 ・ 吉崎仁志 


